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は じ め に 

 

  令和元年 10 月 12 日から 13 日にかけての令和元

年東日本台風による記録的な豪雨により，東日本を

中心に河川の氾濫や土砂崩れによる甚大な被害が発

生しました。県内では，阿武隈川水系や鳴瀬川水系の

中小河川の氾濫や土砂崩れなどにより，20 名のかけ

がえのない尊い命が失われました。住宅の被害は全

壊及び半壊，床上・床下浸水など 20,000 棟近くに上

り，被害総額は 1,500 億円余りと甚大な規模となっ 

ております。ここに改めてお亡くなりになられた方々の御冥福をお祈り申し上

げますとともに，被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。 

 この１年，全国の皆様から多大なる御支援をいただきながら，まちは確実に

「にぎわい」を取り戻しつつあります。しかし，一方で，新型コロナウイルス

感染症の拡大への懸念も同時に受け，生活の再建など将来に不安を抱えた方々

が大勢いらっしゃいます。そうした方々のためにも，犠牲になられた方々の無

念の思いを心に刻み，ふるさと宮城を次の世代にしっかりと引き継いでいくた

めに，県民の皆様と心をひとつにして，さらに復興に邁進することを固くお誓

い申し上げます。 

 本書は，令和元年東日本台風に伴う，県や市町村，防災関係機関等の初動・

応急対応を記録にとどめるとともに，それらの検証において得られた教訓を今

後の防災対策の充実・強化につなげることを目的として編集いたしました。 

本書の発刊に御協力いただきました皆様に心から感謝とお礼を申し上げま

すとともに，本書を広く御活用いただき，災害に強い社会の構築に向けた一助

としていただければ幸いに存じます。 
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第１章 令和元年東日本台風の概要と被害の概要 
 
第１節 台風の概要と特徴 

月６日３時に南鳥島近海で発生した台風第 号は急速に発達し，猛烈な勢力を維持したまま北西へ進み，

日 時には父島の西南西で非常に強い勢力に変わって北上を続け， 日 時前に大型で強い勢力で伊豆半島

に上陸した。台風はその後も勢力を維持したまま北東へ進み，関東地方から福島県を通過して 日明け方には

宮城県沖に抜け，その後北海道の南東海上で温帯低気圧となった。

宮城県では，東北南部に停滞していた前線の影響で， 月 日から雨が降り出し，台風の北上により前線の

活動が活発になった 日昼過ぎからは激しい雨となった。その後台風の接近・通過に伴い， 日夕方から 日

未明にかけては非常に激しい雨となり，局地的には猛烈な雨となった。 月 日 時から 日９時までの総雨

量は，宮城県の広い範囲で 以上の大雨となり，丸森町筆甫 ，丸森 ，石巻市雄勝 ，

仙台 と 月１か月分の平年値の２～３倍の雨量となった。この大雨について，仙台管区気象台では，

日 時 分から 日５時 分にかけて，順次，県内各市町村に対して大雨特別警報を発表した。

また，台風の接近に伴って海上を中心に 日昼過ぎから風が強まり，夕方からは非常に強い風となった。最

大風速は，女川町江ノ島で 日 時 分に ，石巻で 日 時 分に と非常に強い風を観測し

た。海上や海岸では，台風からのうねりの影響で 日から波が高くなり， 日未明から明け方は９ を超える

猛烈なしけとなった。

気象庁では，顕著な災害をもたらした自然現象として，後世に経験や教訓を伝承することを目的に，この台

風の名称を「令和元年東日本台風」と定めた。

 

図１－１－１ 台風経路図 図１－１－２ 期間降水量分布図
（ 月 日 時～ 月 日９時）

１ この記録誌では，令和元年東日本台風に伴う初動・応急対応について，原則として発災から３か月

（令和元年 月 日）時点での情報や状況を記録している。ただし，文中において時点が記載されて

いる場合は，この限りでない。

２ 本文中で使用する語句等については，特に断りのない限り，次のとおりとする。

・ 「東日本台風」：「令和元年東日本台風」の略

・ 「県」：「宮城県」の略

・ 「知事」：「宮城県知事」の略

・ 「県庁」：「宮城県庁」の略

・ 「県災害対策本部」：「宮城県災害対策本部」の略
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（公社）：「公益社団法人」の略

（一社）：「一般社団法人」の略

学校法人，国立大学法人，公立大学法人，特定非営利活動法人等については，原則として表記を省

略している。

・ 年の表記：年を省略しているものは原則「令和元年度」の事象とする。

・ 時刻の表記： 時制とする。 （例）午前７時は７時，午後 時は 時

・ 役職，企業，施設等の表記：原則，「令和元年東日本台風」に係る災害対応時のものとする。

各名称（活動名，法律名，企業名，施設名等）については，原則として初出箇所で定義し，以下，略

称で記述している。
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第２節 被害の概要 
１ 被害の概要と特徴

人的，住家・非住家被害

本県では，記録的な大雨により河川の氾濫や堤防の決壊などが相次ぎ発生し，洪水や土砂災害などによ

る犠牲者の発生や土砂災害や浸水などの建物被害が多く発生した。

人的被害は 市町において死者・行方不明者 人，負傷者 人となった。特に丸森町では死者・行

方不明者あわせて 人もの犠牲者が発生し，本県の犠牲者の半数を占める被害となった。

住家被害は 市町村において 棟，非住家被害は５市町において 棟となった。特に丸森町で

は全壊・半壊が 棟を超える被害が発生しており県内で最も甚大な被害となった。

表１－２－１ 市町村別被害状況 単位 人的被害：人，住家・非住家被害：棟

種別

市町村

人的被害 住家被害 非住家被害

死者
行方

不明者

負傷者
全壊 半壊

一部

破損

床上

浸水

床下

浸水

公共

建物
その他

重傷 軽傷

仙台市

石巻市

塩竈市

気仙沼市

白石市

名取市

角田市

多賀城市

岩沼市

登米市

栗原市

東松島市

大崎市

富谷市

蔵王町

七ヶ宿町

大河原町

村田町

柴田町

川崎町

丸森町

亘理町

山元町

松島町

七ヶ浜町

利府町

大和町

大郷町

大衡村

色麻町

加美町

涌谷町

美里町

女川町

南三陸町

合計

（令和２年３月 日，令和元年台風第 号及び 月 日低気圧による災害に係る被害状況等について，宮城県記者発表資料）

※数値については，今後増減する場合あり 

 

表１－１－１ 各地点の期間降水量（ 月 日 時～ 月 日 時）

観測地点 市町村
降水量

単位：
観測地点 市町村

降水量

単位：

筆甫 丸森町 泉ケ岳 仙台市

丸森 丸森町 桃生 石巻市

仙台 仙台市 米山 登米市

雄勝 石巻市 蔵王 蔵王町

白石 白石市 石巻 石巻市

女川 女川町 東松島 東松島市

岩沼 岩沼市 古川 大崎市

大衡 大衡村 江ノ島 女川町

名取 名取市 築館 栗原市

塩釜 塩竈市 気仙沼 気仙沼市

加美 加美町 新川 仙台市

鹿島台 大崎市 駒ノ湯 栗原市

亘理 亘理町 川渡 大崎市

志津川 南三陸町 鴬沢 栗原市
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２ 被害額

本県では約 億円もの被害が発生し，県内全ての市町村で被害を受けた。特に農業関係施設と公共土

木施設・交通基盤施設を合わせた被害は全体の約 ％を占める被害となった。

被害額については，東日本大震災，宮城県沖地震に次いで３番目に多い被害額となった。（１月 日時点。

宮城県災害年表より）

表１－２－４ 東日本台風における被害額 単位：千円

（令和２年３月 日，令和元年台風第 号及び 月 日低気圧による災害に係る被害状況等について，宮城県記者発表資料）

 

項目 金額 概要

保健医療・福祉関係施設

医療機関等

民間等社会福祉施設

その他（県有施設等） 保健衛生施設等

合計

商工観光業関係施設

観光関係

商業関係

工業関係

その他（県有施設等） 商工振興センター等

合計

農業関係施設

農業関係

畜産関係

その他（県有施設等） 農業大学校，農業・園芸総合研究所等

合計

水産林業関係施設

水産業関係

林業関係

その他（県有施設等） 水産技術総合センター等

合計

公共土木施設・交通基盤施設

鉄道 ―
宮城・福島両県合計９億円（県別の金額は公表
していない）

道路（橋りょうを含む）

河川（ダムを含む）

海岸

港湾

砂防施設

上水道

下水道

その他（県有施設等） 県・市町村都市公園等

合計

文教関係施設

公立学校施設

私立学校施設

その他文教施設 社会教育施設，宮城大学等

合計

廃棄物処理・し尿処理関係施設

その他の公共施設等（県有施設） 合同庁舎，県有地，県営住宅等

被害額合計 鉄道の被害額は含まれていない

※数値については，今後増減する場合あり 

 

ライフライン

浸水や土砂災害などにより水道施設や配電設備等が被害を受け，一部地域において供給障害などの被害

が発生した。

表１－２－２ ライフラインの被害

区 分 被害状況 復旧状況

市町村水道 県内７市町で約 戸供給支障 月 日復旧

広域水道
水道施設等の被災は発生したが，断水に

は至らなかった。
―

下水道
県内 市町村で施設被害は発生した

が，処理支障には至らなかった。
―

ガス
数件の一時供給停止は発生したが，大規

模な供給支障には至らなかった。
―

電気 延べ 戸停電 月２日復旧

電話
回線が影響を受けた。

（局舎自体に被害はなく，機器水没等による被害が多数）
故障依頼の都度対応を行ったもの。

※電話は東日本電信電話（株）宮城支店の固定電話・ひかり電話について故障手配受付件数を掲載

道路

多くの道路で冠水や崩落等による交通規制や道路被害が発生した。冠水や法面の崩れ等に伴い，一般国

道で か所，主要地方道で か所，一般県道で か所の道路において交通規制が行われた。また，欠壊

や崩壊などによる道路被害は県管理道路で 路線， か所，市町村管理道路で 路線， か所にお

いて被害が発生した。

河川

阿武隈川や吉田川の流域での降水量が観測史上１位を更新する記録的な大雨となった。河川の氾濫や堤

防の決壊などによる洪水や土砂災害により，県管理河川においては， 河川 か所の施設被害があ

り，決壊河川は 河川 か所であった。市町村管理河川においては， 河川 か所の施設被害が発生

した。

なお， 河川 か所全ての決壊河川については， 月８日までに応急仮復旧が完了している。

表１－２－３ 県管理河川の決壊状況

河川名 決壊箇所数 応急仮復旧日 河川名 決壊箇所数 応急仮復旧日

内川 月５日 渋井川 月 日

新川 月５日 名蓋川 月 日

五福谷川 月５日 照越川 月 日

高倉川 月８日 荒川 月 日

半田川 月４日 熊谷川 月 日

斎川 月８日 瀬峰川 月 日

砂押川 月 日 石貝川 月 日

身洗川 月 日 富士川 月 日

小西川 月 日 水沼川 月 日

（令和２年３月 日，令和元年台風第 号及び 月 日低気圧による災害に係る被害状況等について，宮城県記者発表資料）
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道路

多くの道路で冠水や崩落等による交通規制や道路被害が発生した。冠水や法面の崩れ等に伴い，一般国

道で か所，主要地方道で か所，一般県道で か所の道路において交通規制が行われた。また，欠壊

や崩壊などによる道路被害は県管理道路で 路線， か所，市町村管理道路で 路線， か所にお

いて被害が発生した。

河川

阿武隈川や吉田川の流域での降水量が観測史上１位を更新する記録的な大雨となった。河川の氾濫や堤

防の決壊などによる洪水や土砂災害により，県管理河川においては， 河川 か所の施設被害があ

り，決壊河川は 河川 か所であった。市町村管理河川においては， 河川 か所の施設被害が発生

した。

なお， 河川 か所全ての決壊河川については， 月８日までに応急仮復旧が完了している。

表１－２－３ 県管理河川の決壊状況

河川名 決壊箇所数 応急仮復旧日 河川名 決壊箇所数 応急仮復旧日

内川 月５日 渋井川 月 日

新川 月５日 名蓋川 月 日

五福谷川 月５日 照越川 月 日

高倉川 月８日 荒川 月 日

半田川 月４日 熊谷川 月 日

斎川 月８日 瀬峰川 月 日
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（令和２年３月 日，令和元年台風第 号及び 月 日低気圧による災害に係る被害状況等について，宮城県記者発表資料）
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第１節 県の初動対応及び活動状況 

１ 県災害対策本部の設置

本部事務局設置前の動き

○ 被害の状況や動き

災害対策基本法第４条には，県の責務として防災に関する計画の作成及びその実施のほか，

市町村及び指定地方公共機関との総合調整などが規定されている。また，震災対策推進条例に

基づき，震災対策に関する啓発活動等，自主防災組織に関する支援及び防災訓練の実施などの

予防対策を講じてきた。

○ 対応

イ 県民への注意喚起

台風が接近する２日前から，県ホームページや防災・危機管理ブログにより，不要な外出

の自粛や台風への備えなどについて，複数回注意喚起を行った。

ロ 情報連絡員会議

月 日から 日にかけ，各部局防災主管課による情報連絡員会議を複数回開催し，危機

対策課における事前配備，各部局における警戒体制の構築，台風接近事前後に予定されてい

る各種イベント主催者に対する注意喚起及び知事をトップとする「災害対策連絡調整会議」

の開催などについて情報共有を行った。

ハ 初動派遣職員

月 日及び 日，危機管理監から各地方支部・地域部に対し，市町村への初動派遣職員

の派遣判断を速やかに行うこと，携行させる衛星携帯電話の動作確認を行うことについて，

複数回連絡した。

ニ 市町村

内閣府及び消防庁通知を活用するなどして，災害発生に備えた体制の構築や，適切な避難

勧告等の発令判断について複数回助言したほか，台風接近事前後に予定されている各市町村

が関係する各種イベント主催者に対する注意喚起の実施や気象庁が発表した台風に関する情

報の提供などを複数回行った。

ホ 及び防災行政無線

月 日，各保守管理委託に対し，設備トラブル発生時の迅速な対応と，それに向けた事

前の体制構築について依頼した。また， 日には，速やかな被害状況等の集約を図るため，

による各種報告（入力）環境を整えた。

ヘ 災害対策連絡調整会議

月 日 時より，知事をトップとし，国，自衛隊及びライフライン事業者が参加した

「災害対策連絡調整会議」を開催し，災害発生前後における国，県及び防災関係機関の連携

などについて確認した。また，気象庁から台風に係る解説を受けたほか，各機関による事前

の警戒体制構築などを促した。

ト 警戒配備体制

月 日 時より，管理職を含む危機対策課職員複数名が登庁の上，警戒配備体制を敷

 
第３節 被災者の避難状況

洪水や土砂災害によりほぼ全ての市町村において被害が発生した。各市町村における避難情報につい

ては，県内全ての市町村において警戒レベル４避難勧告が発令，また多くの市町村で警戒レベル４避難

指示（緊急）が発令された。さらに，仙台市，名取市及び丸森町では警戒レベル５災害発生情報が発令

された。

この避難情報発令に伴い，県内全ての市町村において指定避難所等が開設された。県内では最大

か所の避難所に 人が避難した。

発災から１か月後の 月 日には角田市，大崎市，丸森町及び大郷町の４市町において避難所の開

設が継続されており，避難所数が か所，避難者数が 人に減少となった。

その後， 月 日に丸森町内４か所の避難所閉鎖をもって，県内の避難所は全て閉鎖された。

表１－３－１ 市町村別の避難所開設状況

※各市町村における最大の開設避難所数及び避難者数を記載している。

※開設避難所数は，指定・臨時避難所は問わずに記載している。

※宮城県総合防災情報システム（ ）（以下，「 」という。）で県に報告された情報及び市町

村アンケート内容を計上している。 

 

種別

市町村

避難所数

（箇所）

避難者数

（人）

種別

市町村

避難所数

（箇所）

避難者数

（人）

仙台市 柴田町

石巻市 川崎町

塩竈市 丸森町

気仙沼市 亘理町

白石市 山元町

名取市 松島町

角田市 七ヶ浜町

多賀城市 利府町

岩沼市 大和町

登米市 大郷町

栗原市 大衡村

東松島市 色麻町

大崎市 加美町

富谷市 涌谷町

蔵王町 美里町

七ヶ宿町 女川町

大河原町 南三陸町

村田町 合計
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地方支部・地域部の名称及び所管区域

支部等の名称 所在地 所管区域 編成基準（例）
構成員 班名 構成機関

大河原地方支部 大河原町 白石市，角田市，刈田郡，
柴田郡，伊具郡

支部長
（地方振興事
務所長）

副支部長
（地方振興事
務所副所長）

支部員
（支部各班に
所属する地方
機関の長）

総務班
地方振興班
税務班
保健福祉班

農林水産振興班

土木班

教育班
企業班

地方振興事務所
地方振興事務所
県税事務所
保健福祉事務所
環境放射線監視センター
地方振興事務所
家畜保健衛生所
農業改良普及センター
王城寺原補償工事事務所
土木事務所
地方ダム総合事務所
港湾事務所
教育事務所
広域水道事務所
下水道事務所

仙台地方支部 仙台市
仙台市，塩竈市，名取市，
多賀城市，岩沼市，富谷市，
亘理郡，宮城郡，黒川郡

北部地方支部 大崎市 大崎市，加美郡，遠田郡

栗原地域部 栗原市 栗原市

東部地方支部 石巻市 石巻市，東松島市，牡鹿郡

登米地域部 登米市 登米市

気仙沼地方支部 気仙沼市 気仙沼市，本吉郡

東京支部 東京都
千代田区 東京事務所

県災害対策本部会議の開催

○ 被害の状況や動き

災害対策基本法第 条及び県災害対策本部条例において，県災害対策本部の設置及び組織な

どが規定されており，県災害対策本部要綱において，県災害対策本部会議等の設置が規定されて

いる。これまで，県内各地で災害が発生した際は，その規模に応じて県災害対策本部が設置され，

その都度，県災害対策本部会議も的確に開催してきた。

○ 対応

月 日 時 分，東部仙南地域に大雨特別警報が発表されたため，県災害対策本部を設置

し， 時より第１回県災害対策本部会議を開催した。この県災害対策本部会議については，

月 日までの１か月の間，延べ 回開催した。

県災害対策本部会議には，庁内各部局長のほか，関係省庁，自衛隊及び防災関係機関などが

出席し，最新の人的・物的被害の状況や，各機関における対応状況などについて情報共有が行

われたほか，知事（本部長）から，その時点に即した応急対応等に係る指示が出された。

なお，県災害対策本部会議は報道機関に公開して開催したほか，提出された資料や知事指示

事項などについては，地方支部・地域部及び市町村へ情報提供するとともに，県ホームページ

により，県民へ広く周知を行った。県災害対策本部会議の開催状況は次のとおり。

表２－１－１ 県災害対策本部の開催状況

回 月日 時間 回 月日 時間 回 月日 時間

第１回 月 日 時 第７回 月 日 時 第 回 月 日 時

第２回 月 日 時 第８回 月 日 時 第 回 月１日 時

第３回 月 日 時 第９回 月 日 時 第 回 月５日 時

第４回 月 日 時 第 回 月 日 時 第 回 月 日 時

第５回 月 日 時 第 回 月 日 時

第６回 月 日 時 第 回 月 日 時

き，気象庁から発表される防災気象情報などについて，庁内各部局及び市町村等と緊密に情

報共有を図った。

本部事務局設置前の動きに関する検証

○ 評価できる点

・ 平時より，「みやぎ県民防災の日」総合防災訓練などの防災訓練を実施し，防災関係機関と

「顔の見える関係」を構築してきたことにより，円滑な初動対応を図ることができた。

・ 台風接近前に「災害対策連絡調整会議」を開催し，メディアを通じて広く県民に周知され

たことにより，「自助」及び「共助」に関する強いメッセージになったとともに，的確に「公

助」が行われるという，一定程度の安心感に繋がった。また，ライフライン事業者において

は，発災前の十分な体制構築に繋がった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 市町村への初動派遣職員について，一部の地方支部・地域部に対し，重要性や切迫感を浸

透させることができなかったことから，今後，各種防災訓練において本災害と同様の時間進

行軸や被害想定を組み込み，地方支部・地域部における平時からの意識の高揚を図っていく。

・ 避難勧告等の発令について，警戒レベルを付した発令が必ずしも県民の避難行動に結びつ

かなかったことから，さらなる理解度向上のため，国などの関係機関と協働しながら，制度

の効果的な周知方法について検討していく。また，市町村に対しては，適切な時間帯で発令

や，住民との平時からのコミュニケーションによる，発令に係る基本的な考え方の伝達など

について助言していく。

県災害対策本部の体制

県災害対策本部

本 部 長 ：知事 
副本部長 ：副知事 
本 部 員 ：公営企業管理者， 

各部長，会計管理者，出納局長，企業局長， 
県教育委員会教育長，警察本部長，危機管理監 

本部事務局

事務局長：危機管理監

地方支部・地域部

地方支部・地域部事務局

担当班

各部・班

（各部局・各課室）
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地方支部・地域部の名称及び所管区域

支部等の名称 所在地 所管区域 編成基準（例）
構成員 班名 構成機関

大河原地方支部 大河原町 白石市，角田市，刈田郡，
柴田郡，伊具郡

支部長
（地方振興事
務所長）

副支部長
（地方振興事
務所副所長）

支部員
（支部各班に
所属する地方
機関の長）
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保健福祉班
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土木班
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地方振興事務所
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地方振興事務所
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王城寺原補償工事事務所
土木事務所
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仙台市，塩竈市，名取市，
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第５回 月 日 時 第 回 月 日 時
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本部事務局設置前の動きに関する検証

○ 評価できる点

・ 平時より，「みやぎ県民防災の日」総合防災訓練などの防災訓練を実施し，防災関係機関と
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・ 台風接近前に「災害対策連絡調整会議」開催し，メディアを通じて広く県民に周知された

ことにより，「自助」及び「共助」に関する強いメッセージになったとともに，的確に「公助」

が行われるという，一定程度の安心感に繋がった。また，ライフライン事業者においては，発

災前の十分な体制構築に繋がった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 市町村への初動派遣職員について，一部の地方支部・地域部に対し，重要性や切迫感を浸

透させることができなかったことから，今後，各種防災訓練において本災害と同様の時間進

行軸や被害想定を組み込み，地方支部・地域部における平時からの意識の高揚を図っていく。

・ 避難勧告等の発令について，警戒レベルを付した発令が必ずしも県民の避難行動に結びつ

かなかったことから，さらなる理解度向上のため，国などの関係機関と協働しながら，制度

の効果的な周知方法について検討していく。また，市町村に対しては，適切な時間帯で発令

や，住民との平時からのコミュニケーションによる，発令に係る基本的な考え方の伝達など

について助言していく。

県災害対策本部の体制

県災害対策本部

本 部 長 ：知事 
副本部長 ：副知事 
本 部 員 ：公営企業管理者， 

各部長，会計管理者，出納局長，企業局長， 
県教育委員会教育長，警察本部長，危機管理監 

本部事務局

事務局長：危機管理監

地方支部・地域部

地方支部・地域部事務局

担当班

各部・班

（各部局・各課室）
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は情報空白市町村への被害状況確認や，激甚災害指定に係る庁内調整などの「被害情報・分析」，

政府への要望などの「連絡調整」及び被災市町村における災害マネジメントや自衛隊との調整

などの「支援要請」となっており，これまで，本部事務局研修や「みやぎ県民防災の日」総合

防災訓練などを通じて，災害発生に備えてきた。

通信機器グループ担当は，県防災行政無線等の状況確認，ヘリコプター空撮映像等の映像配

信，自衛隊との通信関係接続調整及び通信機器等の貸与・配布などとなっており，こちらも，

これまで「みやぎ県民防災の日」総合防災訓練などを通じて，災害発生に備えてきた。

○ 対応

ｲ 県災害対策本部会議の運営

県災害対策本部会議開催に向け， により，市町村の体制，避難勧告等の発令状況，

避難所の開設状況及び人的・住家被害の状況などを確認したほか，不明瞭な点については，

各市町村へ電話により詳細確認を行った。

ﾛ 各種制度の適用・改正

激甚災害への指定や，罹災証明書交付に係る住家の被害認定調査の効率化・迅速化など，

国から通知された各種制度の適用及び改正について，迅速に各市町村へ通知等行うとともに，

各市町村からの質問に対して，国等とも調整しながら対応した。

ﾊ 避難所運営状況の確認

初動派遣職員等を通じて，被災市町における避難所運営状況を確認の上，関係機関へ情報

提供し，支援物資等の手配に繋げた。

ﾆ 公用車の手配

丸森町より，使用可能な公用車が不足しているとの連絡を受け，県市町村課及び県大河原

地方振興事務所に対し，貸出可能公用車の状況を確認した。その後，その状況を県管財課へ

伝え，以降の詳細調整を依頼した。

ﾎ 通信機器の確保

複数の通信事業者と調整を行い，災害マネジメント支援チームをはじめとする県からの応

援職員に携行させる通信機器やパソコンなどを数多く確保（借用）した。

ﾍ ヘリコプター空撮映像等の配信

各防災関係機関ヘリコプターによる空撮映像を，本部事務局のほか，地方支部・地域部，

市町村及び消防本部でも視聴できるよう調整し，各機関における俯瞰的な被害状況の確認に

繋げた。

総合対策・通信機器グループに関する検証

○ 評価できる点

・ 初動派遣職員を機能的に活用することにより，被災市町の状況やニーズを的確に把握する

ことができたほか，県災害対策本部からの連絡事項についても，被災市町災害対策本部長等

へ迅速に伝達することができた。特に，被害が甚大だった丸森町については，これまで全国

各地で発生した大規模災害による被災地方自治体への応援職員派遣の経験を活かし，災害マ

ネジメント支援チームが派遣されたことにより，詳細かつ高度な対応を行うことができた。

・ 通信が途絶した市町村が生じたという東日本大震災からの教訓を踏まえ，防災行政無線の

冗長化をはじめとする複数の通信手段確保策を講じていたことから，一般通信回線が途絶し

県災害対策本部会議の開催に関する検証

○ 評価できる点

・ 報道機関へすべて公開して開催したほか，知事指示事項も含めて県ホームページに公開し

たことにより，県災害対策本部の今後の動きなどを広く周知することができ，県民の安心感

に繋がった。

・ 国や防災関係機関との認識共有を円滑に行うことができ，各機関における迅速かつ的確な

応急対応の実施に繋がった。

・ 知事不在時においても，本部事務局との綿密な事前調整や相互連絡により，副知事（副本

部長）を中心とした円滑な会議運営を行うことができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県庁へ派遣されている関係省庁や防災関係機関のリエゾンに対する本部会議の開催時間の

伝達や，出欠確認を行う体制が整っておらず，本部会議開始直前になって混乱する場面もあ

ったことから，今後は，災害応急対応に係る連携だけではなく，事務連絡における各機関リ

エゾンとの連絡体制を確立させていく必要がある。

本部事務局の活動

本部事務局の組織体制及び事務局各グループの事務分掌については，災害対策本部事務局運営

内規（平成 年４月１日）（以下，「事務局運営内規」という。）において定めていた。

本部事務局には，発災後あらかじめ定めていた事務局運営内規に基づき，総合対策・通信機器

グループ，情報収集・広報グループ，庶務グループ，緊急消防援助隊調整グループ，ヘリコプタ

ー運用調整グループが設置されたほか，総合対策・通信機器グループ内に物資チーム，人員調整

チームが設置された。

図２－１－１ 本部事務局の体制

イ 総合対策・通信機器グループ

○ 被害の状況や動き

総合対策グループの担当は，県災害対策本部会議等の運営・開催などの「企画」，被害甚大又

事務局次長 

（危機対策課長） 

事務局次長 

（消防課長） 

事務局次長 

（危機対策企画専門監） 

次長補佐 

（総括補佐） 

次長補佐 

（総括補佐） 

総合対策・ 

通信機器 G 

情報収集・ 

広報 G 

庶務 G 緊急消防援助隊 

調整 G 

ヘリ運用 

調整 G 

※物資チーム，人員調整チームは，必要に応じ得て総合対策・通信機器グループ内に設置される。 

事務局長 

（危機管理監） 
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政府への要望などの「連絡調整」及び被災市町村における災害マネジメントや自衛隊との調整

などの「支援要請」となっており，これまで，本部事務局研修や「みやぎ県民防災の日」総合

防災訓練などを通じて，災害発生に備えてきた。

通信機器グループ担当は，県防災行政無線等の状況確認，ヘリコプター空撮映像等の映像配

信，自衛隊との通信関係接続調整及び通信機器等の貸与・配布などとなっており，こちらも，

これまで「みやぎ県民防災の日」総合防災訓練などを通じて，災害発生に備えてきた。

○ 対応

ｲ 県災害対策本部会議の運営

県災害対策本部会議開催に向け， により，市町村の体制，避難勧告等の発令状況，

避難所の開設状況及び人的・住家被害の状況などを確認したほか，不明瞭な点については，

各市町村へ電話により詳細確認を行った。

ﾛ 各種制度の適用・改正

激甚災害への指定や，罹災証明書交付に係る住家の被害認定調査の効率化・迅速化など，

国から通知された各種制度の適用及び改正について，迅速に各市町村へ通知等行うとともに，

各市町村からの質問に対して，国等とも調整しながら対応した。

ﾊ 避難所運営状況の確認

初動派遣職員等を通じて，被災市町における避難所運営状況を確認の上，関係機関へ情報

提供し，支援物資等の手配に繋げた。

ﾆ 公用車の手配

丸森町より，使用可能な公用車が不足しているとの連絡を受け，県市町村課及び県大河原

地方振興事務所に対し，貸出可能公用車の状況を確認した。その後，その状況を県管財課へ
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に繋がった。
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・ 知事不在時においても，本部事務局との綿密な事前調整や相互連絡により，副知事（副本

部長）を中心とした円滑な会議運営を行うことができた。
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・ 県庁へ派遣されている関係省庁や防災関係機関のリエゾンに対する本部会議の開催時間の

伝達や，出欠確認を行う体制が整っておらず，本部会議開始直前になって混乱する場面もあ

ったことから，今後は，災害応急対応に係る連携だけではなく，事務連絡における各機関リ

エゾンとの連絡体制を確立させていく必要がある。

本部事務局の活動

本部事務局の組織体制及び事務局各グループの事務分掌については，災害対策本部事務局運営

内規（平成 年４月１日）（以下，「事務局運営内規」という。）において定めていた。

本部事務局には，発災後あらかじめ定めていた事務局運営内規に基づき，総合対策・通信機器

グループ，情報収集・広報グループ，庶務グループ，緊急消防援助隊調整グループ，ヘリコプタ

ー運用調整グループが設置されたほか，総合対策・通信機器グループ内に物資チーム，人員調整

チームが設置された。

図２－１－１ 本部事務局の体制

イ 総合対策・通信機器グループ

○ 被害の状況や動き

総合対策グループの担当は，県災害対策本部会議等の運営・開催などの「企画」，被害甚大又

事務局次長 

（危機対策課長） 

事務局次長 

（消防課長） 

事務局次長 

（危機対策企画専門監） 

次長補佐 

（総括補佐） 

次長補佐 

（総括補佐） 

総合対策・ 

通信機器 G 

情報収集・ 

広報 G 

庶務 G 緊急消防援助隊 

調整 G 

ヘリ運用 

調整 G 

※物資チーム，人員調整チームは，必要に応じ得て総合対策・通信機器グループ内に設置される。 

事務局長 

（危機管理監） 
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広域物資拠点の設置の検討，被災市町村の地域物資拠点の把握・調整，物資調達（災害協

定，義援物資，全国知事会，相互応援協定等），物資の配送計画，調整（（公社）宮城県ト

ラック協会（以下，「県トラック協会」という。），自衛隊等との調整），在庫管理（県倉庫

協会，広域防災拠点等との調整），物流業務など。

○ 対応

事務局運営内規に定める関係部局と調整の上，主に物資チームが防災協定締結先へ物資の要

請・調達・配送調整を行った。物資の提供先は，避難所の設置期間が長期に及んだ丸森町，角

田市，大崎市，大郷町の４市町となり，発災直後から開始された内閣府によるプッシュ型（プ

ル型）支援や，協定締結先からの物資調達を行った。配送は協定締結先業者の手配のほか，県

トラック協会や自衛隊との調整により実施した。また，丸森町で発生した孤立集落への対応は，

ヘリコプター運用調整グループとの調整の上，自衛隊のヘリコプターを活用した。

物資チームに関する検証

○ 評価できる点

・ 日頃から，物資提供業者や県トラック協会，県倉庫協会等の災害協定締結業者と，定期的

な会議や訓練等の実施を通じて顔の見える関係を構築していたことから，発災当初から連

絡調整をスムーズに行うことができ，迅速な物資の提供につながった。

・ 国によるプッシュ型支援への対応について，内閣府や経済産業省等のリエゾンとの連絡調

整を密に行うことで，県による調達が困難な物資や大量発注が必要な物資（段ボールベッ

ド，土のう袋等）の要請にも迅速に対応できた。

・ 日頃から防災訓練を通じて物資の調達，供給に係る手順等を確認していたことから，効率

的な物資供給体制を構築できた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 災害協定締結業者に物資を要請する際，限られた時間の中で必要な情報を一度の連絡で伝

えられず，１案件に対して連絡が複数回に渡ることがあった。ポイントを整理し，完全な情

報を聞き取った上で伝達できるよう，電話処理様式の改善や訓練を重ねていく必要がある。

・ 国のプッシュ型支援への対応方針や県の物資拠点の設置有無等について，関係者間におけ

る情報交換，共有の場がなかった。関係機関のリエゾン派遣がない場合の情報共有の手段に

ついても事前に検討しておく必要がある。

・ 物資の運搬を要請する際，県トラック協会や協定先業者に対し，道路規制状況や配送ルー

ト等の情報を十分に伝達できなかった。他グループとの情報共有を密に行い，常に最新の道

路情報等を入手できる体制を整備しておく必要がある。

・ 市町の要請に基づき県が協定等を通じて調達した物資について，市町の費用負担の有無

や，どのような物資が災害救助法の適用になるのか等について，市町との事前の共通理解が

不十分なまま発注作業を行っていたため，後日，業者への支払い手続きの段階になって市町

との認識の相違が発生した。平時から対応マニュアルや支払い手続きのフロー図等を整備

し，市町村と基本的な考え方を共有しておく必要がある。

た丸森町においても，防災行政無線による通信が可能であった。

・ 平時より，各防災訓練等を通じ，通信事業者と「顔の見える」関係を構築していたことか

ら，必用となる通信機器を円滑に借用することができ，応援職員の遅滞なき派遣に繋がった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 夜間におけるリアルタイムでの被害状況確認ができなかったが，これは，気象も大きく影

響することから，必ずしも完全に改善されるものではない。そのため，視界が確保され，か

つ，気象の影響もないと判断された段階で，如何にして迅速に被害状況を確認することが可

能なのか，夜間時等の準備内容も含め，改めて整理しておく必要がある。

・ 市町村又は地区ごとの大型のハザードマップを所持しておらず，かつ，出力する手段も有

していなかったため，夜間の被害状況が確認できない段階において，あらかじめ災害応急対

応策を検討することが難しかった。このため，令和２年度末まで行っている の大規

模改修において，大型地図が出力できるよう整備し，被害状況等の確認が困難な夜間等にお

いて，浸水等を想定した災害応急対応の事前検討が行える体制を構築する。

・ 多くの防災関係機関において，基盤的防災情報流通ネットワーク（ ）を有機的に活

用することができなかったが，今後は， を運用している国立研究開発法人防災科学技

術研究所の動向も確認しながら，先駆的な取組を行っている他都道府県状況も確認し，

の大規模改修に合わせて，さらなる機能的な活用を検討していく。

・ 各省庁からリエゾンが派遣されてきたが，いつ・誰が・どのような役割で派遣されてくる

のか，また，いつ撤収する（した）のかなど，具体的な内容を把握することができなかった

ことから，今後は，各省庁とも調整し，リエゾン派遣のスキームを可視化してもらう。

・ 県災害対策本部会議資料の作成や編綴作業に忙殺されることが多かった。この要因として

は，庁内部局や市町村からの報告等の遅延及び資料枚数の多さに伴う複写の長時間化が挙げ

られるため，今後は，報告期限遅延による影響の深刻度について，さらに厳しく説明してい

く必要がある。また，あらかじめ，庁内各部局及び報道機関も含め，各機関に対する資料配

布部数は１部とするなどの基準を設けるほか，現在も設けている１機関当たりの資料枚数上

限の超過は，例外であっても認めないなどの厳しい姿勢で臨むことも視野に入れた，複写時

間の短縮化を検討していく必要がある。

ロ 物資チーム

○ 被害の状況や動き

ｲ 業務概要

県災害対策本部における物資担当業務は，災害が広域的で大規模である場合に総合対策・

通信機器グループ内の物資担当業務を独立させ，物資チームを設置する。また，災害が局地

的である場合の対応は，当該業務内容を基に実行する。

ﾛ 基本的な役割

被災者，被災地に必要な物資を必要なときに届けるため，被災市町村における必要物資の

把握と調達，各市町村への配送調整を行う。

ﾊ 主な業務内容

内閣府プッシュ型支援（プル型支援）の対応，被災市町村の必要物資の数量の把握，県
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広域物資拠点の設置の検討，被災市町村の地域物資拠点の把握・調整，物資調達（災害協

定，義援物資，全国知事会，相互応援協定等），物資の配送計画，調整（（公社）宮城県ト

ラック協会（以下，「県トラック協会」という。），自衛隊等との調整），在庫管理（県倉庫

協会，広域防災拠点等との調整），物流業務など。

○ 対応

事務局運営内規に定める関係部局と調整の上，主に物資チームが防災協定締結先へ物資の要

請・調達・配送調整を行った。物資の提供先は，避難所の設置期間が長期に及んだ丸森町，角

田市，大崎市，大郷町の４市町となり，発災直後から開始された内閣府によるプッシュ型（プ

ル型）支援や，協定締結先からの物資調達を行った。配送は協定締結先業者の手配のほか，県

トラック協会や自衛隊との調整により実施した。また，丸森町で発生した孤立集落への対応は，

ヘリコプター運用調整グループとの調整の上，自衛隊のヘリコプターを活用した。

物資チームに関する検証

○ 評価できる点

・ 日頃から，物資提供業者や県トラック協会，県倉庫協会等の災害協定締結業者と，定期的

な会議や訓練等の実施を通じて顔の見える関係を構築していたことから，発災当初から連

絡調整をスムーズに行うことができ，迅速な物資の提供につながった。

・ 国によるプッシュ型支援への対応について，内閣府や経済産業省等のリエゾンとの連絡調

整を密に行うことで，県による調達が困難な物資や大量発注が必要な物資（段ボールベッ

ド，土のう袋等）の要請にも迅速に対応できた。

・ 日頃から防災訓練を通じて物資の調達，供給に係る手順等を確認していたことから，効率

的な物資供給体制を構築できた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 災害協定締結業者に物資を要請する際，限られた時間の中で必要な情報を一度の連絡で伝

えられず，１案件に対して連絡が複数回に渡ることがあった。ポイントを整理し，完全な情

報を聞き取った上で伝達できるよう，電話処理様式の改善や訓練を重ねていく必要がある。

・ 国のプッシュ型支援への対応方針や県の物資拠点の設置有無等について，関係者間におけ

る情報交換，共有の場がなかった。関係機関のリエゾン派遣がない場合の情報共有の手段に

ついても事前に検討しておく必要がある。

・ 物資の運搬を要請する際，県トラック協会や協定先業者に対し，道路規制状況や配送ルー

ト等の情報を十分に伝達できなかった。他グループとの情報共有を密に行い，常に最新の道

路情報等を入手できる体制を整備しておく必要がある。

・ 市町の要請に基づき県が協定等を通じて調達した物資について，市町の費用負担の有無

や，どのような物資が災害救助法の適用になるのか等について，市町との事前の共通理解が

不十分なまま発注作業を行っていたため，後日，業者への支払い手続きの段階になって市町

との認識の相違が発生した。平時から対応マニュアルや支払い手続きのフロー図等を整備

し，市町村と基本的な考え方を共有しておく必要がある。

た丸森町においても，防災行政無線による通信が可能であった。

・ 平時より，各防災訓練等を通じ，通信事業者と「顔の見える」関係を構築していたことか

ら，必用となる通信機器を円滑に借用することができ，応援職員の遅滞なき派遣に繋がった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 夜間におけるリアルタイムでの被害状況確認ができなかったが，これは，気象も大きく影

響することから，必ずしも完全に改善されるものではない。そのため，視界が確保され，か

つ，気象の影響もないと判断された段階で，如何にして迅速に被害状況を確認することが可

能なのか，夜間時等の準備内容も含め，改めて整理しておく必要がある。

・ 市町村又は地区ごとの大型のハザードマップを所持しておらず，かつ，出力する手段も有

していなかったため，夜間の被害状況が確認できない段階において，あらかじめ災害応急対

応策を検討することが難しかった。このため，令和２年度末まで行っている の大規

模改修において，大型地図が出力できるよう整備し，被害状況等の確認が困難な夜間等にお

いて，浸水等を想定した災害応急対応の事前検討が行える体制を構築する。

・ 多くの防災関係機関において，基盤的防災情報流通ネットワーク（ ）を有機的に活

用することができなかったが，今後は， を運用している国立研究開発法人防災科学技

術研究所の動向も確認しながら，先駆的な取組を行っている他都道府県状況も確認し，

の大規模改修に合わせて，さらなる機能的な活用を検討していく。

・ 各省庁からリエゾンが派遣されてきたが，いつ・誰が・どのような役割で派遣されてくる

のか，また，いつ撤収する（した）のかなど，具体的な内容を把握することができなかった

ことから，今後は，各省庁とも調整し，リエゾン派遣のスキームを可視化してもらう。

・ 県災害対策本部会議資料の作成や編綴作業に忙殺されることが多かった。この要因として

は，庁内部局や市町村からの報告等の遅延及び資料枚数の多さに伴う複写の長時間化が挙げ

られるため，今後は，報告期限遅延による影響の深刻度について，さらに厳しく説明してい

く必要がある。また，あらかじめ，庁内各部局及び報道機関も含め，各機関に対する資料配

布部数は１部とするなどの基準を設けるほか，現在も設けている１機関当たりの資料枚数上

限の超過は，例外であっても認めないなどの厳しい姿勢で臨むことも視野に入れた，複写時

間の短縮化を検討していく必要がある。

ロ 物資チーム

○ 被害の状況や動き

ｲ 業務概要

県災害対策本部における物資担当業務は，災害が広域的で大規模である場合に総合対策・

通信機器グループ内の物資担当業務を独立させ，物資チームを設置する。また，災害が局地

的である場合の対応は，当該業務内容を基に実行する。

ﾛ 基本的な役割

被災者，被災地に必要な物資を必要なときに届けるため，被災市町村における必要物資の

把握と調達，各市町村への配送調整を行う。

ﾊ 主な業務内容

内閣府プッシュ型支援（プル型支援）の対応，被災市町村の必要物資の数量の把握，県
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ハ 人員調整チーム

○ 被害の状況や動き

５月に策定した「宮城県災害時広域受援計画」（以下，「県広域受援計画」という。）に

基づき，本部事務局総合対策グループ内に人員調整チームを立ち上げ，市町村への人的支援

調整を行った。

○ 対応

月 日から人事課，市町村課，危機対策課を中心として，主に市町村への人的支援に係

る調整を開始し，市町村課を窓口として県内市町村の人的支援要請状況等の把握に着手した。

月 日には，把握した最初の支援要請の概要をもとに，県庁に到着した総務省及び全国

知事会北海道・東北ブロック幹事県（青森県）のリエゾンと被災市区町村応援職員確保システ

ムによる対口支援について調整し，その結果，同日から 日にかけ対口支援団体が決定した。

一方，被災市区町村応援職員確保システムによらない被災市町については，県内自治体間で

の応援を調整することとし， 月 日に市町村課から県内市町村に照会し，人的支援に係る

要請有無や応援先等をとりまとめ，応援・受援のマッチングを行った。（県職員の派遣も行っ

た。被災家屋被害認定調査 月 日～ 日 等）

対口支援の終了を見据え，引き続き支援要請のあった丸森町等への職員派遣について， 月

７日に各部局人事担当班長を対象とした会議を開催し， 月 日から３月９日までの間，避

難所運営業務や罹災証明交付関係業務等のための県職員を派遣することとした。

避難所運営支援に従事した県職員については，勤務時間の割振りを臨時に変更する特例措

置を行い，職員の負担軽減を図った。

人員調整チームに関する検証

○ 評価できる点

・ 県広域受援計画を策定していたことから，体制的に混乱無く調整が図られた。

・ 被害が甚大な丸森町からの人的支援要請については， 月 日から対口支援終了までの

間，県独自に派遣した災害マネジメント支援チーム（２名）を通じて確認することで，支援

の必要性や規模・期間等，必要な情報がより的確に入手できた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県及び県内市町村が対口支援団体から引き継ぐこととなった支援業務については，当初の

想定では対口支援を受けた被災市町村が引き継ぎ，必要に応じて県及び県内市町村に対し

応援要請を行うものであったことから，対口支援開始時には直接県等が引継ぎを受けるこ

とは予定していなかったため，業務引継後に何がどれだけ必要・不要となるのか，人員はど

れだけ確保すればよいのか，従事者間の引継ぎはどのように行えばよいのかといった情報

収集と支援体制確立のための事前情報が無く，結果として準備が後手に回ることになった。

そのため，県等が業務を引き継いだ後，前日の業務経験者が一人もいないなど，業務継続性

の観点で問題が生じた場面も見受けられた。

・ 対口支援団体は，支援先の被災市町村に対し，応援職員のニーズ把握や応援職員派遣を継

続して行うものとされているが，一定期間経過後は対口支援が終了することを念頭に置き，

その後の対応について被災市町村が対応困難となる可能性を考慮し，当初から対口支援団
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体，受援市町村及び県の３者で方向性を共有しておく必要がある。

・ なお，中長期派遣による受援への移行にあたり，被災市町の混乱状態が継続している状

況下では，一定期間，県災害対策本部と中長期派遣職員との連携（現地打ち合わせ等）が

有効であったと考えられることから，今後も同様の対応を想定しておく必要がある。

○ 関連資料

県から被災市町への職員派遣（人員調整チームの調整による派遣）

▶ 石巻市

・応急修理制度業務 月 日～ 月 日（平日のみ） 各日１～２人 延べ 人

・稲わら処分業務 月 日～ 月 日（平日のみ） 各日１人 延べ 人

▶ 角田市

・避難所運営支援 月 日～ 月 日（毎日夜間のみ）各日１～６人 延べ 人

避難所数 当初２か所（６人 日）

月 日以降１か所（１～４人 日）

▶ 白石市

・罹災証明交付関係業務 月 日～ 月 日（毎日日中）３人 日 延べ９人

▶ 大崎市

・罹災証明交付関係業務 月 日～ 月 日（毎日日中）２～４人 日 延べ 人

▶ 丸森町

・災害廃棄物契約事務 月 日～ 月 日（平日） １～４人 日 延べ 人

・避難所運営支援本部 月 日～ 月１日（毎日日中） ２人 日 延べ 人

※対口支援団体による運営方法を一定期間継続したもの。

・避難所運営支援 月 日～ 月 日（毎日 昼夜交代）７～ 日
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・救援物資払出業務 月 日～ 月 日（主に土日） ２～３人 日 延べ 人

・土砂撤去事業関連業務 月 日～ 月 日（平日） ４～５人 日 延べ 人

・下水施設復旧技術支援 ２月 日～３月９日（平日） １人 日 延べ 人

▶ 涌谷町

・罹災証明交付関係業務 月 日～ 月 日（毎日日中） 各日１～２人 日 延べ８人

ニ 情報収集・広報グループ

○ 被害の状況や動き

情報収集・広報グループは，県災害対策本部に寄せられる各種情報を整理するため，外部か

らの電話受理・振り分け，時系列整理表を作成するほか，県民に対する情報提供のため，広報

業務を行うことを担当としている。

○ 対応

自衛隊の派遣要請に関する調整を行ったほか，関係機関や県民からの情報提供，問合せ等の

ハ 人員調整チーム

○ 被害の状況や動き

５月に策定した「宮城県災害時広域受援計画」（以下，「県広域受援計画」という。）に

基づき，本部事務局総合対策グループ内に人員調整チームを立ち上げ，市町村への人的支援

調整を行った。

○ 対応

月 日から人事課，市町村課，危機対策課を中心として，主に市町村への人的支援に係

る調整を開始し，市町村課を窓口として県内市町村の人的支援要請状況等の把握に着手した。

月 日には，把握した最初の支援要請の概要をもとに，県庁に到着した総務省及び全国

知事会北海道・東北ブロック幹事県（青森県）のリエゾンと被災市区町村応援職員確保システ

ムによる対口支援について調整し，その結果，同日から 日にかけ対口支援団体が決定した。

一方，被災市区町村応援職員確保システムによらない被災市町については，県内自治体間で

の応援を調整することとし， 月 日に市町村課から県内市町村に照会し，人的支援に係る

要請有無や応援先等をとりまとめ，応援・受援のマッチングを行った。（県職員の派遣も行っ

た。被災家屋被害認定調査 月 日～ 日 等）

対口支援の終了を見据え，引き続き支援要請のあった丸森町等への職員派遣について， 月

７日に各部局人事担当班長を対象とした会議を開催し， 月 日から３月９日までの間，避

難所運営業務や罹災証明交付関係業務等のための県職員を派遣することとした。

避難所運営支援に従事した県職員については，勤務時間の割振りを臨時に変更する特例措

置を行い，職員の負担軽減を図った。

人員調整チームに関する検証

○ 評価できる点

・ 県広域受援計画を策定していたことから，体制的に混乱無く調整が図られた。

・ 被害が甚大な丸森町からの人的支援要請については， 月 日から対口支援終了までの

間，県独自に派遣した災害マネジメント支援チーム（２名）を通じて確認することで，支援

の必要性や規模・期間等，必要な情報がより的確に入手できた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県及び県内市町村が対口支援団体から引き継ぐこととなった支援業務については，当初の

想定では対口支援を受けた被災市町村が引き継ぎ，必要に応じて県及び県内市町村に対し

応援要請を行うものであったことから，対口支援開始時には直接県等が引継ぎを受けるこ

とは予定していなかったため，業務引継後に何がどれだけ必要・不要となるのか，人員はど

れだけ確保すればよいのか，従事者間の引継ぎはどのように行えばよいのかといった情報

収集と支援体制確立のための事前情報が無く，結果として準備が後手に回ることになった。

そのため，県等が業務を引き継いだ後，前日の業務経験者が一人もいないなど，業務継続性

の観点で問題が生じた場面も見受けられた。

・ 対口支援団体は，支援先の被災市町村に対し，応援職員のニーズ把握や応援職員派遣を継

続して行うものとされているが，一定期間経過後は対口支援が終了することを念頭に置き，

その後の対応について被災市町村が対応困難となる可能性を考慮し，当初から対口支援団
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に依頼， 月 日から 月 日まで無償措置を講じていただいた。その後，無償措置延長

となっている。

また，災害派遣等従事車両証明書の発行について，各都道府県，県内市町村に依頼するとと

もに，主として県職員の被災市町への応援派遣業務について証明書を発行した。

庶務グループに関する検証

○ 評価できる点

・ 国，他県リエゾンが随時来県し，またさまざまな要望が出される中，できるだけ要望に沿

った形で迅速に対応した。

・ 災害派遣等従事車両証明書の発行は，本県が被災県となり発行するのは東日本大震災以来

で，事務局運営内規には具体的な発行方法の記載が少なく，グループ内で検討し地方公所長

に発行を依頼するなど，簡素化し速やかに発行することができた。（県危機対策課長名での

発行 枚，地方公所長名での発行 枚。２月末時点）

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今回の災害は，甚大な被害だったが局所的であったため，他部局では通常どおり会議やイ

ベントが開催されており，災害対応のために会議室や駐車場を長期にわたり確保すること

が困難だった。

・ 災害派遣等従事車両証明については，東日本高速道路（株）で７月から手続の簡素化が始

まっており，道路会社や他県に聞きながら進めた。今後，事務局運営内規を改定して迅速に

対応できるようにしたい。

ヘ 緊急消防援助隊調整グループ

台風の接近に備え， 月 日 時に緊急消防援助隊調整グループ初動対応員２名を招集し，

気象情報及び県内各消防本部配備体制等について情報収集等を行うとともに，連絡体制の強化

を図った。

時 分，仙南地域広域行政事務組合消防本部（以下，「仙南地域消防本部」という。）か

ら緊急消防援助隊要請も視野に入れて応援要請を検討中との連絡を受け，代表消防本部（仙台

市消防局）及び県内各消防本部と情報共有し，県内広域応援等の可否等について協議するとと

もに，各消防本部対応状況について確認した。

【各消防本部状況 月 日 時集計】

消防本部 配備体制
通報
件数 被害状況・対応状況等

仙台市消防局 第３次配備体制 ※職員８割（ ４次） 通報
多数

風害９件，水害 件，救助１件（現在出動
中 件）

塩釜地区消防本部 １号配備体制 ※日勤者全員と片班全員 調査中 屋根が飛ばされそうになっている※２件，
崖崩れ１件

石巻地区消防本部 第２次非常配備態勢（ ３次） 調査中 住宅・非住宅風害※ 件，道路冠水複数

黒川地域消防本部 第１警戒体制（当番員対応） 調査中
冠水等はあるが被害なし，今後体制につい

て再検討予定

大崎地域消防本部 ２次配備（ ３次） ０件 無し

栗原市消防本部 第２警備体制（ ３次） ０件 無し

対応，災害発生状況や通行可能な道路情報の図示，県ホームページ等による情報提供，県議会

からの緊急要望への対応，天皇皇后両陛下の被災地御見舞に係る行幸啓対応を行った。

情報収集・広報グループに関する検証

○ 評価できる点

・ 地図情報については，既存の凡例にとらわれず，利用者のニーズに合わせて必要な情報

を関係機関から収集して図示したことで，活用の範囲が広がった。

・ 県ホームページが発災直後に災害仕様となったことで，住民への効果的な広報と必要な

情報の一元化に繋がった。

・ 発災当初，関係機関リエゾンとの情報共有が不十分あったため，打合せによる情報共有

を定期的に行い，本部事務局と関係機関の間での情報交換や現地活動の調整を円滑に行っ

た。

・ 本部事務局の円滑な運用のため，既存の事務分掌にとらわれず，どのグループにも属さ

ない業務を積極的に対応した。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県庁の代表電話への台風関連の問い合わせについて，ほとんどが電話交換から本部事務

局を経由して担当課へ取り次ぐ「たらい回し」の対応であったため，対応課一覧を整理し，

電話交換と情報共有すべきである。

・ 道路情報について，国道・県道等主要道路の通行止め情報は定期的に提供されるが，他

の道路についての情報はほとんど入ってこないため，市町村道を含む全ての通行可能な道

路の情報を，被災市町村や県派遣リエゾン等から積極的に収集する必要がある。なお，道

路情報を地図上に図示する際は，通行制限に係る注釈（緊急車両のみ可・片側通行等）や

現場の写真も併せて表示した方がよい。また，災害時に誰でも対応できるよう，平時から

地図作成の方法をマニュアル化しておくべきである。

・ 発災当初，「災害情報収集・連絡カード」や「時系列整理表（クロノロジー）」を作成す

る人的な余裕がなかったため，情報共有や各種要請に対する対応状況の把握が不足してい

た。規模が大きい災害では共有する情報量も多くなるため，発災当初から他グループや関

係機関リエゾンと連携して情報を整理するべきである。

ホ 庶務グループ

○ 被害の状況や動き

庶務グループの業務は，大きく分けて，県災害対策本部の業務環境整備と災害派遣等従事車

両の高速道路無償使用に関することの２つとなっている。

○ 対応

発災後すぐに，本部事務局執務室への入室制限，休憩・仮眠室の確保を行った。翌朝以降，

医療チーム，国，他県リエゾンの活動場所，自衛隊連絡部隊の詰め所となる会議室や関係者駐

車場について，順次確保し，割り当てを行った。

災害派遣等従事車両の高速道路無償使用については，東日本高速道路（株），災害ボランティ

アセンター（県社会福祉協議会）と調整，近隣県と情報交換しながら，全国の有料道路管理者
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に依頼， 月 日から 月 日まで無償措置を講じていただいた。その後，無償措置延長

となっている。

また，災害派遣等従事車両証明書の発行について，各都道府県，県内市町村に依頼するとと

もに，主として県職員の被災市町への応援派遣業務について証明書を発行した。

庶務グループに関する検証

○ 評価できる点

・ 国，他県リエゾンが随時来県し，またさまざまな要望が出される中，できるだけ要望に沿

った形で迅速に対応した。

・ 災害派遣等従事車両証明書の発行は，本県が被災県となり発行するのは東日本大震災以来

で，事務局運営内規には具体的な発行方法の記載が少なく，グループ内で検討し地方公所長

に発行を依頼するなど，簡素化し速やかに発行することができた。（県危機対策課長名での

発行 枚，地方公所長名での発行 枚。２月末時点）

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今回の災害は，甚大な被害だったが局所的であったため，他部局では通常どおり会議やイ

ベントが開催されており，災害対応のために会議室や駐車場を長期にわたり確保すること

が困難だった。

・ 災害派遣等従事車両証明については，東日本高速道路（株）で７月から手続の簡素化が始

まっており，道路会社や他県に聞きながら進めた。今後，事務局運営内規を改定して迅速に

対応できるようにしたい。

ヘ 緊急消防援助隊調整グループ

台風の接近に備え， 月 日 時に緊急消防援助隊調整グループ初動対応員２名を招集し，

気象情報及び県内各消防本部配備体制等について情報収集等を行うとともに，連絡体制の強化

を図った。

時 分，仙南地域広域行政事務組合消防本部（以下，「仙南地域消防本部」という。）か

ら緊急消防援助隊要請も視野に入れて応援要請を検討中との連絡を受け，代表消防本部（仙台

市消防局）及び県内各消防本部と情報共有し，県内広域応援等の可否等について協議するとと

もに，各消防本部対応状況について確認した。

【各消防本部状況 月 日 時集計】

消防本部 配備体制
通報
件数 被害状況・対応状況等

仙台市消防局 第３次配備体制 ※職員８割（ ４次） 通報
多数

風害９件，水害 件，救助１件（現在出動
中 件）

塩釜地区消防本部 １号配備体制 ※日勤者全員と片班全員 調査中 屋根が飛ばされそうになっている※２件，
崖崩れ１件

石巻地区消防本部 第２次非常配備態勢（ ３次） 調査中 住宅・非住宅風害※ 件，道路冠水複数

黒川地域消防本部 第１警戒体制（当番員対応） 調査中
冠水等はあるが被害なし，今後体制につい

て再検討予定

大崎地域消防本部 ２次配備（ ３次） ０件 無し

栗原市消防本部 第２警備体制（ ３次） ０件 無し

対応，災害発生状況や通行可能な道路情報の図示，県ホームページ等による情報提供，県議会

からの緊急要望への対応，天皇皇后両陛下の被災地御見舞に係る行幸啓対応を行った。

情報収集・広報グループに関する検証

○ 評価できる点

・ 地図情報については，既存の凡例にとらわれず，利用者のニーズに合わせて必要な情報

を関係機関から収集して図示したことで，活用の範囲が広がった。

・ 県ホームページが発災直後に災害仕様となったことで，住民への効果的な広報と必要な

情報の一元化に繋がった。

・ 発災当初，関係機関リエゾンとの情報共有が不十分あったため，打合せによる情報共有

を定期的に行い，本部事務局と関係機関の間での情報交換や現地活動の調整を円滑に行っ

た。

・ 本部事務局の円滑な運用のため，既存の事務分掌にとらわれず，どのグループにも属さ

ない業務を積極的に対応した。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県庁の代表電話への台風関連の問い合わせについて，ほとんどが電話交換から本部事務

局を経由して担当課へ取り次ぐ「たらい回し」の対応であったため，対応課一覧を整理し，

電話交換と情報共有すべきである。

・ 道路情報について，国道・県道等主要道路の通行止め情報は定期的に提供されるが，他

の道路についての情報はほとんど入ってこないため，市町村道を含む全ての通行可能な道

路の情報を，被災市町村や県派遣リエゾン等から積極的に収集する必要がある。なお，道

路情報を地図上に図示する際は，通行制限に係る注釈（緊急車両のみ可・片側通行等）や

現場の写真も併せて表示した方がよい。また，災害時に誰でも対応できるよう，平時から

地図作成の方法をマニュアル化しておくべきである。

・ 発災当初，「災害情報収集・連絡カード」や「時系列整理表（クロノロジー）」を作成す

る人的な余裕がなかったため，情報共有や各種要請に対する対応状況の把握が不足してい

た。規模が大きい災害では共有する情報量も多くなるため，発災当初から他グループや関

係機関リエゾンと連携して情報を整理するべきである。

ホ 庶務グループ

○ 被害の状況や動き

庶務グループの業務は，大きく分けて，県災害対策本部の業務環境整備と災害派遣等従事車

両の高速道路無償使用に関することの２つとなっている。

○ 対応

発災後すぐに，本部事務局執務室への入室制限，休憩・仮眠室の確保を行った。翌朝以降，

医療チーム，国，他県リエゾンの活動場所，自衛隊連絡部隊の詰め所となる会議室や関係者駐

車場について，順次確保し，割り当てを行った。

災害派遣等従事車両の高速道路無償使用については，東日本高速道路（株），災害ボランティ

アセンター（県社会福祉協議会）と調整，近隣県と情報交換しながら，全国の有料道路管理者

− 17 −

第２章　初動対応と活動状況



時 分 宮城県知事の被害状況偵察を実施（県防災ヘリコプター）

時 分 日没とともに航空災害対策活動を終了

夜間飛行については，実施しないことをヘリコプター運用調整会議で確認。

活動範囲 救助・救急者数

大崎市（鹿島台地区） 名

計 名

大郷町 名

角田市 名

丸森町 名

月 日

５時 分 航空災害対策活動を開始

消防機関等からの要請に基づき，仙台市，大崎市，丸森町で救助活動を実施。

並行して，参画機関による県内偵察（映像伝送）を実施し，行政庁舎５階危機

管理センターに配信。

６時 分 ヘリコプター運用調整会議を開催

航空安全確保の観点から，使用航空波を に統一する旨周知。

（局地航空情報提供が実施されるまでの暫定的処置とした）

時 分 局地航空情報提供（マルモリ・アドバイザリー）を開始。

時 分 航空災害対策活動を終了

活動範囲 救助・救急者数

大崎市（鹿島台地区） 名

計 名丸森町 名

（内救急４名）

月 日

６時 分 航空災害対策活動を開始。

消防機関等からの要請に基づき，丸森町で救助活動を実施。並行して，参画機

関における県内偵察（映像伝送），丸森町筆甫地区山間部からの消防隊員移送任

務（安否確認を実施していたところ，陸路での撤収が時間的に難しくなったた

め），孤立地域への物資搬送（空輸）を実施。

時 分 航空災害対策活動を終了（日没以降も消防隊員の移送を実施）

活動範囲 救助・救急者数

丸森町 名

月 日

５時 分 航空災害対策活動を開始。

消防機関等からの要請に基づき，角田市，丸森町で救助活動を実施。並行し

て，参画機関における県内偵察（映像伝送），孤立地域への物資搬送を実施。

時 分 航空災害対策活動を終了

活動範囲 救助・救急者数

丸森町 名

登米市消防本部 通常体制→ ： 名体制 ０件 無し

気仙沼・本吉地域
消防本部 ３号配備（ ３次） ０件 無し

仙南地域消防本部 ３号配備体制（ ３次）
通報
多数

丸森町で救助案件多数（水難，車両水没
等）。

町がほぼ冠水状態で消防車両が現場到着確
認に時間を要している状況。

名取市消防本部 １次非常配備（ 名） １件 警戒事案（鳩小屋の屋根の固定）

あぶくま消防本部 ２号配備（課長補佐以上・指令課員全
員） １件 風害１件，道路冠水複数

時 分，第１回県災害対策本部会議において，県内消防本部対応状況の集計結果及び代表

消防本部との広域応援体制検討等について情報提供を行った。

月 日０時 分，仙南地域消防本部から隣接消防本部の亘理地区行政事務組合あぶくま消

防本部（以下，「あぶくま消防本部」という。）に対し，県広域消防応援要請があり，あぶく

ま消防本部だけでは対応困難なことから，同本部から県内各消防本部への広域消防応援が要請

された。

しかしながら，県内各消防本部では管轄市町村の災害対応状況等により，応援体制の構築が

困難であったことから，同日２時 分，丸森町の甚大な被害想定を鑑み，消防組織法第 条第

１項の規定に基づき，緊急消防援助隊の応援等の要請（知事要請）を行った。

同日３時 分，消防庁長官から統括指揮支援隊（仙台市

消防局）及び指揮支援隊（新潟市消防局）への出動求めに

伴い，消防組織法第 条の２の規定に基づき，県消防応援

活動調整本部を設置し，仙台市消防局指揮支援部隊長（統

括指揮支援隊）等とともに，以降，緊急消防援助隊の陸上

部隊（青森県・秋田県・山形県大隊）及び航空部隊（札幌

市・青森県・岩手県・山形県・川崎市航空隊）の部隊運用

に関し，関係機関との連絡等の総合調整を行った。

ト ヘリコプター運用調整グループ

○ 被害の状況や動き

ヘリコプター運用調整グループは，県内に大規模災害等が発生し，又は発生するおそれがあ

り，多数のヘリコプター等が災害対策活動等に従事する必要が認められる場合に設定され，ヘ

リコプター等の運用調整及び安全運航の確保を図るものである。

○ 対応

≪初動期（発災後 時間まで）の活動≫

月 日

時 分 県災害対策本部設置（ヘリコプター運用調整グループ３名登庁）

月 日

２時 分 ヘリコプター運用調整班設置（県総務部危機管理監判断）

６時 分 天候が回復したため，航空災害対策活動を開始

消防機関等からの要請に基づき，大崎市，大郷町，丸森町，角田市で救助活動

を実施。並行して，参画機関による県内偵察（映像伝送）を実施し，行政庁舎

５階危機管理センターに配信。
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時 分 宮城県知事の被害状況偵察を実施（県防災ヘリコプター）

時 分 日没とともに航空災害対策活動を終了

夜間飛行については，実施しないことをヘリコプター運用調整会議で確認。

活動範囲 救助・救急者数

大崎市（鹿島台地区） 名

計 名

大郷町 名

角田市 名

丸森町 名

月 日

５時 分 航空災害対策活動を開始

消防機関等からの要請に基づき，仙台市，大崎市，丸森町で救助活動を実施。

並行して，参画機関による県内偵察（映像伝送）を実施し，行政庁舎５階危機

管理センターに配信。

６時 分 ヘリコプター運用調整会議を開催

航空安全確保の観点から，使用航空波を に統一する旨周知。

（局地航空情報提供が実施されるまでの暫定的処置とした）

時 分 局地航空情報提供（マルモリ・アドバイザリー）を開始。

時 分 航空災害対策活動を終了

活動範囲 救助・救急者数

大崎市（鹿島台地区） 名

計 名丸森町 名

（内救急４名）

月 日

６時 分 航空災害対策活動を開始。

消防機関等からの要請に基づき，丸森町で救助活動を実施。並行して，参画機

関における県内偵察（映像伝送），丸森町筆甫地区山間部からの消防隊員移送任

務（安否確認を実施していたところ，陸路での撤収が時間的に難しくなったた

め），孤立地域への物資搬送（空輸）を実施。

時 分 航空災害対策活動を終了（日没以降も消防隊員の移送を実施）

活動範囲 救助・救急者数

丸森町 名

月 日

５時 分 航空災害対策活動を開始。

消防機関等からの要請に基づき，角田市，丸森町で救助活動を実施。並行し

て，参画機関における県内偵察（映像伝送），孤立地域への物資搬送を実施。

時 分 航空災害対策活動を終了

活動範囲 救助・救急者数

丸森町 名

登米市消防本部 通常体制→ ： 名体制 ０件 無し

気仙沼・本吉地域
消防本部 ３号配備（ ３次） ０件 無し

仙南地域消防本部 ３号配備体制（ ３次）
通報
多数

丸森町で救助案件多数（水難，車両水没
等）。
町がほぼ冠水状態で消防車両が現場到着確

認に時間を要している状況。

名取市消防本部 １次非常配備（ 名） １件 警戒事案（鳩小屋の屋根の固定）

あぶくま消防本部 ２号配備（課長補佐以上・指令課員全
員） １件 風害１件，道路冠水複数

時 分，第１回県災害対策本部会議において，県内消防本部対応状況の集計結果及び代表

消防本部との広域応援体制検討等について情報提供を行った。

月 日０時 分，仙南地域消防本部から隣接消防本部の亘理地区行政事務組合あぶくま消

防本部（以下，「あぶくま消防本部」という。）に対し，県広域消防応援要請があり，あぶく

ま消防本部だけでは対応困難なことから，同本部から県内各消防本部への広域消防応援が要請

された。

しかしながら，県内各消防本部では管轄市町村の災害対応状況等により，応援体制の構築が

困難であったことから，同日２時 分，丸森町の甚大な被害想定を鑑み，消防組織法第 条第

１項の規定に基づき，緊急消防援助隊の応援等の要請（知事要請）を行った。

同日３時 分，消防庁長官から統括指揮支援隊（仙台市

消防局）及び指揮支援隊（新潟市消防局）への出動求めに

伴い，消防組織法第 条の２の規定に基づき，県消防応援

活動調整本部を設置し，仙台市消防局指揮支援部隊長（統

括指揮支援隊）等とともに，以降，緊急消防援助隊の陸上

部隊（青森県・秋田県・山形県大隊）及び航空部隊（札幌

市・青森県・岩手県・山形県・川崎市航空隊）の部隊運用

に関し，関係機関との連絡等の総合調整を行った。

ト ヘリコプター運用調整グループ

○ 被害の状況や動き

ヘリコプター運用調整グループは，県内に大規模災害等が発生し，又は発生するおそれがあ

り，多数のヘリコプター等が災害対策活動等に従事する必要が認められる場合に設定され，ヘ

リコプター等の運用調整及び安全運航の確保を図るものである。

○ 対応

≪初動期（発災後 時間まで）の活動≫

月 日

時 分 県災害対策本部設置（ヘリコプター運用調整グループ３名登庁）

月 日

２時 分 ヘリコプター運用調整班設置（県総務部危機管理監判断）

６時 分 天候が回復したため，航空災害対策活動を開始

消防機関等からの要請に基づき，大崎市，大郷町，丸森町，角田市で救助活動

を実施。並行して，参画機関による県内偵察（映像伝送）を実施し，行政庁舎

５階危機管理センターに配信。

− 19 −

第２章　初動対応と活動状況



≪発災後 時間以降の活動≫

○ 救助・救急活動について

月 日以降，同災害を起因とする救助・救急事案については発生していない。

○ 情報収集活動について

仙南地区（角田市，丸森町），北部地区（大崎市，大郷町）を中心に，映像伝送装備を登

載したヘリコプター（県警察，東北地方整備局，自衛隊）による情報収集活動を継続的に

実施した。

○ 物資搬送業務について

丸森町山間部の孤立地域（羽出庭，川田島地区など）に対する物資搬送業務を陸上自衛

隊が複数日実施。食料や防寒具の搬送が主であったが，丸森町蕨平地区において，陸路不

通等による畜産飼料等の搬送も行った。

月 日

時 分 局地航空情報提供（マルモリ・アドバイザリー）を廃止。

時 分 ヘリコプター運用調整班を解散。

ヘリコプター運用調整グループに関する検証

○ 評価できる点

・ 発災当日から本部事務局に「ヘリコプター運用調整班（以下，「調整班」という。）」を設

置し，県内の災害対策活動可能なヘリコプターを保有する機関（自衛隊・東北地方整備局・

第二管区海上保安本部・消防防災機関・警察機関）の担当職員が派遣され，速やかにヘリコ

プター運用への調整対応に移れた。

・ 調整班では，被災市町村（特に仙南地域消防本部）や本部事務局他グループからのヘリコ

プターの出動に関する要請を整理し，各防災機関に振り分けるなど，ヘリコプターの総括的

な運用調整が滞りなく出来た。

・ 今回の災害では，行政庁舎５階危機管理センター内での班設置のため，かなり手狭な環境

ではあったが，航空機活動一覧表などを活用して運航状況の共有を図るとともに，朝夕にヘ

リコプター運用調整会議を開催し，参画機関内での情報共有をすることが出来た。

・ 丸森町での航空活動が集中することが予見されたため，陸上自衛隊の協力を得て早期に

「マルモリ・アドバイザリー」を設置し，航空安全の確保に寄与した。

・ 自衛隊，国土交通省，警察機関のヘリコプターが常時被災地上空を飛行し，情報収集を行

うとともに発災直後のライブ映像を県災害対策本部へ送信することにより，通信や交通が

途絶した被災地の状況をいち早く確認することが出来た。また，上記機関が率先して情報収

集を行ったことにより，他の機関は救助・救急業務に注力することが出来た。

・ 救急救助活動については，消防機関の総合的な調整を実施する緊急消防援助隊グループと

調整班が緊密な連携をしたことにより，被災消防本部からの情報伝達が迅速に行われた。

（仙南地域広域行政事務組合が作成した人命危険に繋がる通報リストを緊急消防援助隊グ

ループと調整班が共有したことにより，効率的な航空ニーズの調整が出来た。）

・ 多数の航空機の受援があったが不安全事項の発生も無く，また，活動基地や航空燃料につ

いて，組織間を越えて調整が必要な事態になる事もなかった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 災害対策活動等のドローンについて
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今回の台風災害では，丸森町を中心に航空機が集中したが，同じ空域で多くのドローンが

飛行していることが確認されている。航空機にドローンが接触した場合，接触部位によって

は，墜落等の重大な航空事故に発展する危険性があることから，調整班ではドローン運航者

から提供された飛行情報（飛行ルート，時間等）を集約及び共有するとともに，ドローン運

航者に対しても航空機との異常接近を防ぐよう注意喚起を行った。

災害時におけるドローンを用いた情報収集活動は今後，拡大していくと思われ，航空安

全を確保するためにも飛行情報（飛行ルート，時間等）を集約及び共有する取組が必要と考

えられる。また，災害時にドローンを使用する際には，調整班に飛行情報等，必要事項を連

絡するよう，県ホームページで周知を図るようにする。

・ 救助者の人物特定について

発災初動期には，救助スピードを重視していたことから，救助者の人物特定（住所や氏

名，年齢などを伺うこと）が実施出来なかったケースもあった。

救助人物を特定することで，市町村が実施する安否確認業務を側面から支援することが

でき，重複捜索（救助済み世帯を再調査してしまうこと）を減らす事に繋がるため，簡易な

統一様式の考案など，容易に人物特定が出来るような取組を考える必要がある。

地方支部・地域部の対応

イ 大河原地方支部

○ 被害の状況や動き

県大河原地方振興事務所において，市町村貸出用，被災市町村初動派遣用及び圏域防災拠点

用防災資機材を保管している。

なお，保管場所は，市町村貸出用は大河原合同庁舎敷地内に設置された保管倉庫２棟（合計

㎡）及び合同庁舎内倉庫（水・食料（職員の備蓄と兼用）），被災市町村初動派遣用及び圏

域防災拠点用（派遣職員分）は上記保管倉庫１棟の残スペース及び同地方振興事務所事務室（電

話，カメラ，パソコン等），圏域防災拠点用（運営分）は仙南圏域防災拠点となっている。

○ 対応

ｲ 県災害対策本部大河原地方支部関係

月 日

時 分 大雨警報の発令により０号配備を開始

時 分 大雨特別警報の発令により非常配備を開始

月 日

９時 分 第１回県災害対策本部大河原地方支部会議開催

時 分 県災害対策本部大河原地方支部情報連絡員会議開催

以降，県災害対策本部大河原地方支部会議を， 月 日までの間，計 回開催した。

ﾛ 初動派遣職員関係等

月 日には，角田市及び丸森町へリエゾン派遣を検討したが，道路の冠水による車両

通行不能のため断念した。翌 日には蔵王町へ情報連絡員，角田市へリエゾンを派遣し，

その後 月 日まで，２市６町に延べ 名（※他支部からの応援職員含む。）の職員を

派遣した。

ﾊ 資機材貸与関係

月 日

７時 分 丸森町に貸出しするため，自衛隊に保管備蓄水（ ㎖入 箱），簡易トイ

≪発災後 時間以降の活動≫

○ 救助・救急活動について

月 日以降，同災害を起因とする救助・救急事案については発生していない。

○ 情報収集活動について

仙南地区（角田市，丸森町），北部地区（大崎市，大郷町）を中心に，映像伝送装備を登

載したヘリコプター（県警察，東北地方整備局，自衛隊）による情報収集活動を継続的に

実施した。

○ 物資搬送業務について

丸森町山間部の孤立地域（羽出庭，川田島地区など）に対する物資搬送業務を陸上自衛

隊が複数日実施。食料や防寒具の搬送が主であったが，丸森町蕨平地区において，陸路不

通等による畜産飼料等の搬送も行った。

月 日

時 分 局地航空情報提供（マルモリ・アドバイザリー）を廃止。

時 分 ヘリコプター運用調整班を解散。

ヘリコプター運用調整グループに関する検証

○ 評価できる点

・ 発災当日から本部事務局に「ヘリコプター運用調整班（以下，「調整班」という。）」を設

置し，県内の災害対策活動可能なヘリコプターを保有する機関（自衛隊・東北地方整備局・

第二管区海上保安本部・消防防災機関・警察機関）の担当職員が派遣され，速やかにヘリコ

プター運用への調整対応に移れた。

・ 調整班では，被災市町村（特に仙南地域消防本部）や本部事務局他グループからのヘリコ

プターの出動に関する要請を整理し，各防災機関に振り分けるなど，ヘリコプターの総括的

な運用調整が滞りなく出来た。

・ 今回の災害では，行政庁舎５階危機管理センター内での班設置のため，かなり手狭な環境

ではあったが，航空機活動一覧表などを活用して運航状況の共有を図るとともに，朝夕にヘ

リコプター運用調整会議を開催し，参画機関内での情報共有をすることが出来た。

・ 丸森町での航空活動が集中することが予見されたため，陸上自衛隊の協力を得て早期に

「マルモリ・アドバイザリー」を設置し，航空安全の確保に寄与した。

・ 自衛隊，国土交通省，警察機関のヘリコプターが常時被災地上空を飛行し，情報収集を行

うとともに発災直後のライブ映像を県災害対策本部へ送信することにより，通信や交通が

途絶した被災地の状況をいち早く確認することが出来た。また，上記機関が率先して情報収

集を行ったことにより，他の機関は救助・救急業務に注力することが出来た。

・ 救急救助活動については，消防機関の総合的な調整を実施する緊急消防援助隊グループと

調整班が緊密な連携をしたことにより，被災消防本部からの情報伝達が迅速に行われた。

（仙南地域広域行政事務組合が作成した人命危険に繋がる通報リストを緊急消防援助隊グ

ループと調整班が共有したことにより，効率的な航空ニーズの調整が出来た。）

・ 多数の航空機の受援があったが不安全事項の発生も無く，また，活動基地や航空燃料につ

いて，組織間を越えて調整が必要な事態になる事もなかった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 災害対策活動等のドローンについて
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レ及び石油ストーブを合同庁舎において引き渡した。

時 分 丸森町に発電機用のガソリンを自衛隊のヘリコプターで運ぶため，燃料等を

調達した（携行缶（20ℓ 用）４個及びガソリン 200ℓ）。

時 分 丸森町の被災現場に重機用燃料 軽油（ドラム缶２本）と混合油（４ℓ×20 缶）

を自衛隊ヘリコプターで運ぶため，丸森町リエゾンが燃料を調達した。

月 日

９時 分 丸森町に貸出しするため，自衛隊にバルーン投光機 基を合同庁舎において

引き渡した。

時 分 丸森町に貸出しするため，自衛隊にドラム缶等を仙南圏域防災拠点において

引き渡した。

月 日 丸森町に貸出しするため，自衛隊にバルーン投光機２基を仙南圏域防災拠点

において引き渡した。

月 日 丸森町に貸出しするため，自衛隊にローラーコンベアを仙南圏域防災拠点に

おいて引き渡した。

月 日 本部事務局から，丸森町リエゾンに公用携帯電話２台配布された。

・ 月 日７時に合同庁舎の市町村貸出用資機材倉庫から，簡易トイレ，石油ストーブを搬出

したが，同倉庫は人が入り込めないほど，資機材が積まれており，かつ，電灯もないため奥まで

光が入らず，どこに何があるのか判別できない状況であった｡ヘッドライトを付けた自衛隊員が

その中を潜っていき，対象物を探しだし，それらを隙間から出して，なんとか搬出することがで

きた。

・ 月 日に本部事務局から，丸森町リエゾンに公用携帯電話が配布されたが，それまでの連

絡手段は個人所有携帯電話で行っていた。

・ 丸森町では，何を借りているか，また，その物はどこで使われている（た）かを把握しておら

ず，当支部事務局も具体的にどこに持っていき，誰が使用したかがわからない状況であった。丸

森町に派遣された本部事務局職員から，貸与物資の返却の話しを受けた時も，まず貸与物資（食

料等消費物資を除く。）の現状（使用可能か，破損しているのか等）の調査を依頼したが，その後，

本部事務局から丸森町からも回答がない状況だった。

大河原地方支部の対応に関する検証

○ 評価できる点

・ 大河原地方振興事務所で保管していた防災資機材について，要請に応じ貸与することが

できた。

・ 職員を適宜派遣し，圏域防災拠点倉庫の資機材の活用や物資調達に寄与することがで

きた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ リエゾン職員は市町毎に４名指定しているが，派遣が長期間におよんだため，交代要員

の確保に苦慮した。

・ 市町村貸出用防災資機材を円滑・迅速に拠出するため，保管倉庫（合同庁舎内）を拡充

し，整理整頓し配置できるスペースを確保するとともに，電灯（停電時にもある程度は対

応可のもの）等を整備することが必要である。また，今回の災害では，防災資機材はこれ
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まで貸与したことがなかったため，すべて梱包された状態であったが，返却時は個別に返

却される可能性がある。その場合，保管スペースは，より必要となるので，この点も考慮

し，保管倉庫の必要面積を算出する必要がある。

・ リエゾン職員の連絡体制を確保するため，衛星携帯電話だけでなく，公用携帯電話も配

付する必要がある。大災害時においては，市町村の有線無線電話は，リエゾンが自由に使

用できる状況にないことから，通信途絶時以外における円滑・迅速な連絡手段として，１

市町村当たり２台程度の公用携帯電話の配付が必要である。

・ 資機材を貸与する場合は，どこで（具体的場所），誰が使用するかをある程度把握した上

で貸し出すことが必要である。仮に，要請時に把握しているのであれば，その情報をどこ

かで集約しておく必要がある。特に，自衛隊等が使用するものについては，自衛隊等が撤

退後に当該資機材を管理する引継者を明確にしておく必要がある。

・ 資機材の返却に当たり，消費資材（水，食料，簡易トイレ用品，軍手等）は購入して返

却されると思われるが，備品的な資機材（トイレ等）についての返却ルールを定める必要

があると思われる。例えば，トイレは洗浄，除菌等の措置を講ずれば可とするのか，新品

を購入し返却させるのか等である。また，返却するためには市町村でも予算措置が必要と

なるため，返却させる目標時期を定めることも検討する必要がある。

ロ 仙台地方支部

○ 被害の状況や動き

仙台合同庁舎では，地下 階書庫の電気配線室内配管から雨水が流入し床一面が浸水し，地

下２階倉庫・電気室にも一部流入し浸水した。また，合同庁舎前の道路が冠水による通行止め

となったため，登庁できない職員がいた。

なお，電話回線やライフラインに大きな被害はなかった。

○ 対応

月 日

時 分頃 大雨警報の発令により０号配備を開始。

時 分頃 特別警報の発令により非常配備を開始。

時 分頃 合同庁舎地下に雨水が流入したため，除去作業を実施。

月 日

６時 分頃 管内全市町村に電話連絡し，被害状況を確認。

時 分頃 「被災市町村に対する県職員の初動派遣等に関する要領」にもとづき 松島町

及び大郷町へ職員を派遣。（松島町： 日まで延べ４名，大郷町： 日まで延

べ９名）

月 日

リエゾン職員を通じて大郷町から要請を受け，避難所（フラップ大郷 ）にブルーヒーター

５台を提供。

月 日

県災害対策本部要綱にもとづき，県災害対策本部仙台地方支部会議を開催。

レ及び石油ストーブを合同庁舎において引き渡した。

時 分 丸森町に発電機用のガソリンを自衛隊のヘリコプターで運ぶため，燃料等を

調達した（携行缶（20ℓ 用）４個及びガソリン 200ℓ）。

時 分 丸森町の被災現場に重機用燃料 軽油（ドラム缶２本）と混合油（４ℓ×20 缶）

を自衛隊ヘリコプターで運ぶため，丸森町リエゾンが燃料を調達した。

月 日

９時 分 丸森町に貸出しするため，自衛隊にバルーン投光機 基を合同庁舎において

引き渡した。

時 分 丸森町に貸出しするため，自衛隊にドラム缶等を仙南圏域防災拠点において

引き渡した。

月 日 丸森町に貸出しするため，自衛隊にバルーン投光機２基を仙南圏域防災拠点

において引き渡した。

月 日 丸森町に貸出しするため，自衛隊にローラーコンベアを仙南圏域防災拠点に

おいて引き渡した。

月 日 本部事務局から，丸森町リエゾンに公用携帯電話２台配布された。

・ 月 日７時に合同庁舎の市町村貸出用資機材倉庫から，簡易トイレ，石油ストーブを搬出

したが，同倉庫は人が入り込めないほど，資機材が積まれており，かつ，電灯もないため奥まで

光が入らず，どこに何があるのか判別できない状況であった｡ヘッドライトを付けた自衛隊員が

その中を潜っていき，対象物を探しだし，それらを隙間から出して，なんとか搬出することがで

きた。

・ 月 日に本部事務局から，丸森町リエゾンに公用携帯電話が配布されたが，それまでの連

絡手段は個人所有携帯電話で行っていた。

・ 丸森町では，何を借りているか，また，その物はどこで使われている（た）かを把握しておら

ず，当支部事務局も具体的にどこに持っていき，誰が使用したかがわからない状況であった。丸

森町に派遣された本部事務局職員から，貸与物資の返却の話しを受けた時も，まず貸与物資（食

料等消費物資を除く。）の現状（使用可能か，破損しているのか等）の調査を依頼したが，その後，

本部事務局から丸森町からも回答がない状況だった。

大河原地方支部の対応に関する検証

○ 評価できる点

・ 大河原地方振興事務所で保管していた防災資機材について，要請に応じ貸与することが

できた。

・ 職員を適宜派遣し，圏域防災拠点倉庫の資機材の活用や物資調達に寄与することがで

きた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ リエゾン職員は市町毎に４名指定しているが，派遣が長期間におよんだため，交代要員

の確保に苦慮した。

・ 市町村貸出用防災資機材を円滑・迅速に拠出するため，保管倉庫（合同庁舎内）を拡充

し，整理整頓し配置できるスペースを確保するとともに，電灯（停電時にもある程度は対

応可のもの）等を整備することが必要である。また，今回の災害では，防災資機材はこれ
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発災後の管内１市４町の初動状況の把握のため，北部地方支部の判断（市町からの派遣

要請はなし）で 月 日初動派遣職員を全市町へ各一人一斉派遣。特に被害の甚大な大

崎市を除いて同日中に引き上げ（ 月 日 加美町のみ災害対策本部会議へ派遣）。

派遣職員数：延べ 人（週休日の事務局対応職員３人を含まず。）

② 大崎市役所災害対策本部への派遣継続

派遣期間は， 月 日から 月 日まで 日間（ 月 日は災害対策本部会議等

の開催がなかったため派遣なし。）

派遣先：大崎市災害対策本部事務局（総務部防災安全課）等（ 月 日からは本部会

議又は部長会議（本部会議の下部組織）への参加のみに限定）。

派遣職員数：延べ 人

③ 令和元年台風 号鹿島台地域災害対策関係機関連絡会議への派遣

月 日 時過ぎ，大崎市へ派遣していた初動派遣職員を通じて同市より同日 時，

鹿島台総合支所で開催される会議へ県から職員の出席を要請され合同庁舎内３事務所から

４人出席。以後 月 日の第８回まで総括次長級以上の職員を毎回１人派遣。

派遣期間は 月 日から 月１日まで８回（ 月 日開催の第６回以降不定期開催。）

派遣先：大崎市鹿島台総合支所

派遣人数：延べ 人

※令和元年台風 号鹿島台地域災害対策関係機関連絡会議への伝達会議関係

・ 月 日開催の第５回以降の同会議への県代表の出席者へ各所属での災害対応状況等

を伝達するため，原則，会議当日の 時から伝達会議を開催。

・ 月 日から 月１日まで５回開催

・参集範囲 地方振興事務所，土木事務所，保健福祉事務所，県税事務所，教育事務所

北部地方支部に関する検証

○ 評価できる点

・ 東日本台風が，本県に接近前の 月 日の時点で，情報共有と初動派遣職員の派遣体

制を整えておくよう事前周知したことで，派遣職員の招集等が円滑に行えた。

・ 東日本台風が本県を通過し，風や雨が落着いた 月 日７時には，いち早く管内１市４

町へ初動派遣職員の派遣を決定（支部情報連絡員として各１人）できたこと。この時点で

は，管内の道路等の被害状況の情報も乏しく，無事に市町役場まで到達できるか予測でき

なかったため，道路が冠水している状況の際には無理せず引き返すよう指示するなど，職

員の安全を優先した。

・ 大崎市が鹿島台地域において開催した令和元年台風 号鹿島台地域災害対策関係機関

連絡会議は，大崎市災害対策本部とは別に鹿島台地域の現地対策本部のような機能を有す

る会議であったため，県の代表として会議に参加することで，管内最大の被災地の現状や

地元市町の対応状況，さらには求められる支援策等の把握にも活かすことができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

初動派遣職員の選定の在り方について

・ 大規模災害時を想定し，１チーム４人で活動することとなっているが，今回の災害規

仙台地方支部に関する検証

○ 評価できる点

・ 日頃の訓練や会議等を通じて市町村担当者と顔の見える関係を構築していたことによ

り，速やかな被害状況の確認につながった。

・ リエゾン職員を通じた連絡体制により，市町村からの要請に迅速に対応できた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 各所属においても災害対応業務が発生すること，県議会議員選挙が近いこと等によって，

リエゾンを派遣することができない所属があった。リエゾン派遣職員指定の際に災害対応

業務の発生を考慮することや指定されている職員以外を派遣する等の柔軟な判断をする

必要がある。

ハ 北部地方支部

○ 被害の状況や動き

月 日

時 分 被災市町村への初動派遣職員が所属する地方公所への情報連絡。

月 日

０時 分 県災害対策本部北部地方支部設置（管内に大雨特別警報発令による）

７時 分 管内１市４町へ初動派遣職員の派遣を決定（支部情報連絡員として各１人）

９時 分 第１回県災害対策本部北部地方支部会議開催

時 分 第２回県災害対策本部北部地方支部会議開催

月 日

時 分 第３回県災害対策本部北部地方支部会議開催

※ 浸水による大規模な被害の発生した大崎市を除き，初動対応は終息したと判断されたこと

から，北部地方支部会議は第３回をもって一旦終了とした。

※ 初動派遣職員については，大崎市の状況把握のため大崎市災害対策本部への派遣を 月２

日まで継続した。さらに，同市鹿島台総合支所に設置された令和元年台風 号鹿島台地域災

害対策関係機関連絡会議へも 月 日から 月 日まで計８回，総括次長級以上の職員を

派遣した。

○ 対応

ｲ 県災害対策本部北部地方支部関係

月 日から 月 日までの計３回開催した北部地方支部会議においては，県対策本

部会議内容の伝達（知事指示事項含む。）及び被害状況や対応策について報告を受け，情報共

有を図り各機関ごとに本庁関係機関との緊密な連携の下，適切な対応を執るよう指示した。

ﾛ 初動派遣職員関係

① 市町災害対策本部への一斉派遣

月 日東日本台風の情報（本県到達予想時刻等）を共有すると共に，管内市町にお

いて災害が発生した場合，初動派遣職員の派遣要請を受けることが想定される旨，周知し

た。（出席できない所属に対しては，メールと電話により周知）。また，年度当初に選任し

ていた初動派遣職員が対応可能か事前に確認し，対応が難しい場合には，代替職員を選任

の上，報告するように指示した。
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発災後の管内１市４町の初動状況の把握のため，北部地方支部の判断（市町からの派遣

要請はなし）で 月 日初動派遣職員を全市町へ各一人一斉派遣。特に被害の甚大な大

崎市を除いて同日中に引き上げ（ 月 日 加美町のみ災害対策本部会議へ派遣）。

派遣職員数：延べ 人（週休日の事務局対応職員３人を含まず。）

② 大崎市役所災害対策本部への派遣継続

派遣期間は， 月 日から 月 日まで 日間（ 月 日は災害対策本部会議等

の開催がなかったため派遣なし。）

派遣先：大崎市災害対策本部事務局（総務部防災安全課）等（ 月 日からは本部会

議又は部長会議（本部会議の下部組織）への参加のみに限定）。

派遣職員数：延べ 人

③ 令和元年台風 号鹿島台地域災害対策関係機関連絡会議への派遣

月 日 時過ぎ，大崎市へ派遣していた初動派遣職員を通じて同市より同日 時，

鹿島台総合支所で開催される会議へ県から職員の出席を要請され合同庁舎内３事務所から

４人出席。以後 月 日の第８回まで総括次長級以上の職員を毎回１人派遣。

派遣期間は 月 日から 月１日まで８回（ 月 日開催の第６回以降不定期開催。）

派遣先：大崎市鹿島台総合支所

派遣人数：延べ 人

※令和元年台風 号鹿島台地域災害対策関係機関連絡会議への伝達会議関係

・ 月 日開催の第５回以降の同会議への県代表の出席者へ各所属での災害対応状況等

を伝達するため，原則，会議当日の 時から伝達会議を開催。

・ 月 日から 月１日まで５回開催

・参集範囲 地方振興事務所，土木事務所，保健福祉事務所，県税事務所，教育事務所

北部地方支部に関する検証

○ 評価できる点

・ 東日本台風が，本県に接近前の 月 日の時点で，情報共有と初動派遣職員の派遣体

制を整えておくよう事前周知したことで，派遣職員の招集等が円滑に行えた。

・ 東日本台風が本県を通過し，風や雨が落着いた 月 日７時には，いち早く管内１市４

町へ初動派遣職員の派遣を決定（支部情報連絡員として各１人）できたこと。この時点で

は，管内の道路等の被害状況の情報も乏しく，無事に市町役場まで到達できるか予測でき

なかったため，道路が冠水している状況の際には無理せず引き返すよう指示するなど，職

員の安全を優先した。

・ 大崎市が鹿島台地域において開催した令和元年台風 号鹿島台地域災害対策関係機関

連絡会議は，大崎市災害対策本部とは別に鹿島台地域の現地対策本部のような機能を有す

る会議であったため，県の代表として会議に参加することで，管内最大の被災地の現状や

地元市町の対応状況，さらには求められる支援策等の把握にも活かすことができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

初動派遣職員の選定の在り方について

・ 大規模災害時を想定し，１チーム４人で活動することとなっているが，今回の災害規

仙台地方支部に関する検証

○ 評価できる点

・ 日頃の訓練や会議等を通じて市町村担当者と顔の見える関係を構築していたことによ

り，速やかな被害状況の確認につながった。

・ リエゾン職員を通じた連絡体制により，市町村からの要請に迅速に対応できた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 各所属においても災害対応業務が発生すること，県議会議員選挙が近いこと等によって，

リエゾンを派遣することができない所属があった。リエゾン派遣職員指定の際に災害対応

業務の発生を考慮することや指定されている職員以外を派遣する等の柔軟な判断をする

必要がある。

ハ 北部地方支部

○ 被害の状況や動き

月 日

時 分 被災市町村への初動派遣職員が所属する地方公所への情報連絡。

月 日

０時 分 県災害対策本部北部地方支部設置（管内に大雨特別警報発令による）

７時 分 管内１市４町へ初動派遣職員の派遣を決定（支部情報連絡員として各１人）

９時 分 第１回県災害対策本部北部地方支部会議開催

時 分 第２回県災害対策本部北部地方支部会議開催

月 日

時 分 第３回県災害対策本部北部地方支部会議開催

※ 浸水による大規模な被害の発生した大崎市を除き，初動対応は終息したと判断されたこと

から，北部地方支部会議は第３回をもって一旦終了とした。

※ 初動派遣職員については，大崎市の状況把握のため大崎市災害対策本部への派遣を 月２

日まで継続した。さらに，同市鹿島台総合支所に設置された令和元年台風 号鹿島台地域災

害対策関係機関連絡会議へも 月 日から 月 日まで計８回，総括次長級以上の職員を

派遣した。

○ 対応

ｲ 県災害対策本部北部地方支部関係

月 日から 月 日までの計３回開催した北部地方支部会議においては，県対策本

部会議内容の伝達（知事指示事項含む。）及び被害状況や対応策について報告を受け，情報共

有を図り各機関ごとに本庁関係機関との緊密な連携の下，適切な対応を執るよう指示した。

ﾛ 初動派遣職員関係

① 市町災害対策本部への一斉派遣

月 日東日本台風の情報（本県到達予想時刻等）を共有すると共に，管内市町にお

いて災害が発生した場合，初動派遣職員の派遣要請を受けることが想定される旨，周知し

た。（出席できない所属に対しては，メールと電話により周知）。また，年度当初に選任し

ていた初動派遣職員が対応可能か事前に確認し，対応が難しい場合には，代替職員を選任

の上，報告するように指示した。
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模の場合，チーム派遣までは不要と判断し，北部支部の情報連絡員として市町毎に１人

を派遣したところである。

・ 職員の選定に当たっては，チーム活動を念頭においており単独で自律的に活動できる

職員ばかりではないことから，指定職員以外の職員を充てることとし人選に苦慮した。

・ 災害の規模に応じて単独で活動できる職員を一定程度確保するなど職員選定の在り方

について検討を要する。

初動派遣職員の資機材について

・ 連絡手段として衛星携帯電話が常備されているが，屋外のみ使用可であるため，今回

と同様の台風や暴風雨のような災害時には使用が難しくなる。

・ 今回は，長期に派遣の必要な市町が大崎市のみだったため，職員個人の携帯電話や既

存の所携帯電話で賄えたが，複数の市町への長期派遣を要する場合を想定した連絡手段

の確保について検討を要する。

ニ 栗原地域部

○被害の状況や動き

毎年，６月の県総合防災訓練に合わせ，県災害対策本部栗原地域部の訓練を実施し，災害発

生等の対応を確認することにより，職員の危機管理意識の向上を図っている。

○ 対応

月 日

時 分 栗原市が災害対策本部を設置し， 時から栗原市災害対策本部会議を開催するとの

情報が入ったため，県危機対策課へ配備についた旨報告

時 分 防災担当班長が栗原市災害対策本部会議に出席するため出発

時 分 により， 時 分に栗原市災害対策本部が設置され， 時 分に栗原

市内全域に避難勧告が発令されたことを確認

時 分 仙台管区気象台発表 栗原市西部・東部に大雨（土砂災害）警報発令

時 分 栗原市危機対策課からリエゾン指定職員の派遣要請

時 分 栗原地域部事務局内で調整し，リエゾン指定職員２名の派遣決定

時 分 本部事務局から 時 分に特別警報が発令されたことにより，県災害対策本部

が設置された旨の連絡があり，同時刻で栗原地域部も設置。

時 分 栗原市東部に宮城県土砂災害警戒情報発令

時 分 リエゾン指定職員２名（第１班）が栗原市へ出発

時 分 管内公所に対し，県災害対策本部が設置され，同時刻で栗原地域部も設置された

ので，地域部会議等が行える体制を整備するよう指示

時 分 栗原市西部に宮城県土砂災害警戒情報発令

時 分 本部事務局から台風 号に係る第１回災害対策本部会議資料（ 時開催）を受

理（次回開催は 日 時開催）し，管内公所等へ情報提供

月 日

０時 分 仙台管区気象台発表 栗原市西部大雨特別警報（土砂災害）・東部大雨特別警報

（土砂災害，浸水害）発令

５時 分 仙台管区気象台発表 栗原市西部大雨特別警報（土砂災害）・東部大雨特別警報
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（土砂災害，浸水害）解除

７時 分 栗原市西部の宮城県土砂災害警戒情報解除

７時 分 防災担当班長，防災担当が栗原市災害対策本部会議に出席するため出発

８時 分 リエゾン指定職員２名（第２班）が栗原市へ出発

９時 分 栗原市東部の宮城県土砂災害警戒情報解除

時 分 県災害対策本部栗原地域部会議開催（栗原市災害対策本部会議の内容説明等）

時 分 栗原市西部大雨洪水警報解除，栗原市東部大雨警報解除，東部洪水警報継続

時 分 栗原地域部事務局職員２名が栗原市災害対策本部会議に出席するため出発

時 分 県災害対策本部栗原地域部会議開催（栗原市災害対策本部会議の内容説明等）

時 分 栗原市東部洪水警報解除

月 日

８時 分 仙台管区気象台発表 栗原市西部・東部大雨注意報

時 分 県災害対策本部栗原地域部会議開催（栗原地域部を廃止する旨説明）

栗原地域部に関する検証

○ 評価できる点

・ 台風が接近する前に管内公所等の担当者を招集し，配備体制等について確認を行った。

・ 台風が宮城県に接近する前（大雨警報の発令を待たずに）に，迅速かつ自主的に配備に

ついた。このことにより，栗原市災害対策本部会議への出席や，管内公所等への情報提供，

リエゾン指定職員の派遣など，迅速に対応することができた。

・ 栗原市では，避難勧告・指示等を県の河川流域情報システムの流域ごとの水位情報を参

考に行っているが，東日本台風では，同システムにアクセスが集中し，水位情報が見られ

ない状況であった。そのため，県北部土木事務所栗原地域事務所に依頼し， 分毎の水位

情報を栗原市に派遣しているリエゾン指定職員あて送信してもらう体制を整備すること

で，リアルタイムに栗原市危機対策課へ情報提供を行うことができた。このことで，栗原

市長から感謝の意が伝えられた。

○ 課題と今後の対策の方向性

河川流域情報システムの水位情報が見られなかったことについて，今回は，県北部土木事

務所栗原地域事務所に対応してもらったものの，今後も今回同様に協力してもらえるか疑問

であることから，同システムの抜本的な改修が必要であると思われる。（県北部土木事務所

栗原地域事務所には，本来業務の合間で作業に協力してもらったが，人手が足りない状況。）

ホ 東部地方支部

○ 被害の状況や動き

東部地方支部管内においては， 月 日７時 分に暴風警報が発令され，０号配備を開始

した。 時 分に石巻市に大雨（土砂災害）警報が発令されているが，雨量はそれほど多く

もなかった。

夕方，台風の接近に伴い，暴風による横殴りの大粒の雨が降り出し， 時に東松島市，女川

町にも大雨（土砂災害）警報が発令され，その後，一気に浸水害も加わっている。

模の場合，チーム派遣までは不要と判断し，北部支部の情報連絡員として市町毎に１人

を派遣したところである。

・ 職員の選定に当たっては，チーム活動を念頭においており単独で自律的に活動できる

職員ばかりではないことから，指定職員以外の職員を充てることとし人選に苦慮した。

・ 災害の規模に応じて単独で活動できる職員を一定程度確保するなど職員選定の在り方

について検討を要する。

初動派遣職員の資機材について

・ 連絡手段として衛星携帯電話が常備されているが，屋外のみ使用可であるため，今回

と同様の台風や暴風雨のような災害時には使用が難しくなる。

・ 今回は，長期に派遣の必要な市町が大崎市のみだったため，職員個人の携帯電話や既

存の所携帯電話で賄えたが，複数の市町への長期派遣を要する場合を想定した連絡手段

の確保について検討を要する。

ニ 栗原地域部

○被害の状況や動き

毎年，６月の県総合防災訓練に合わせ，県災害対策本部栗原地域部の訓練を実施し，災害発

生等の対応を確認することにより，職員の危機管理意識の向上を図っている。

○ 対応

月 日

時 分 栗原市が災害対策本部を設置し， 時から栗原市災害対策本部会議を開催するとの

情報が入ったため，県危機対策課へ配備についた旨報告

時 分 防災担当班長が栗原市災害対策本部会議に出席するため出発

時 分 により， 時 分に栗原市災害対策本部が設置され， 時 分に栗原

市内全域に避難勧告が発令されたことを確認

時 分 仙台管区気象台発表 栗原市西部・東部に大雨（土砂災害）警報発令

時 分 栗原市危機対策課からリエゾン指定職員の派遣要請

時 分 栗原地域部事務局内で調整し，リエゾン指定職員２名の派遣決定

時 分 本部事務局から 時 分に特別警報が発令されたことにより，県災害対策本部

が設置された旨の連絡があり，同時刻で栗原地域部も設置。

時 分 栗原市東部に宮城県土砂災害警戒情報発令

時 分 リエゾン指定職員２名（第１班）が栗原市へ出発

時 分 管内公所に対し，県災害対策本部が設置され，同時刻で栗原地域部も設置された

ので，地域部会議等が行える体制を整備するよう指示

時 分 栗原市西部に宮城県土砂災害警戒情報発令

時 分 本部事務局から台風 号に係る第１回災害対策本部会議資料（ 時開催）を受

理（次回開催は 日 時開催）し，管内公所等へ情報提供

月 日

０時 分 仙台管区気象台発表 栗原市西部大雨特別警報（土砂災害）・東部大雨特別警報

（土砂災害，浸水害）発令

５時 分 仙台管区気象台発表 栗原市西部大雨特別警報（土砂災害）・東部大雨特別警報
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・ 支部幹部職員（支部長，副支部長２名）は，特別警報発令前早期に登庁し，リエゾン職

員の派遣決定を行っている。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今回の台風による大雨，暴風及び高潮等により，当支部管内においては，住宅等の浸水

はもとより，管内の多くの箇所で道路の冠水，法面の土砂崩れ等が発生し，随所で交通が

寸断された。そのような状況下で暴風雨のピークが夜間になることにより，一層，移動に

ついて困難となる。

・ 結果，特別警報発令による非常配備登庁が全体として遅れ気味だったこと，女川町への

リエゾン職員の派遣ができなかったことなどの課題が生じた。

・ 今後は，台風の進路，風速，雨量等の気象情報等を早期から確認，警戒し，状況によっ

ては，警報発令前の非常配備，県災害対策本部（地方支部）の設置，リエゾン職員の派遣

など，登庁，移動が困難にならないタイミングでの対応が必要である。

・ 市町村災害対策本部においても，早期に設置し，状況確認及び県との情報共有をより密

にすることも必要である。

ヘ 登米地域部

○ 対応

月 日

時 分 警戒本部（１号配備）設置

地域部事務局職員２名，地域部長（所長）の３名が配備

時 分 登米市に大雨警報発令

時 分 登米市に土砂災害警戒情報発令

時 分 登米市へリエゾン職員１名派遣

市からの要請はなかったが，荒天後の派遣は難しくなることから事前に派遣

市の災害対策本部会議に出席し，情報収集を実施

月 日

０時 分 県内全域に大雨特別警報発令 県災害対策本部登米地域部設置

５時 分 大雨特別警報解除（大雨・洪水警報継続）

８時 分 県災害対策本部登米地域部会議（第１回）

所長，副所長，管内公所長，所内各部長等が出席

時 分 登米市リエゾン職員交替

時 分 大雨警報解除に伴い登米市災害対策本部縮小 リエゾン職員引き上げ

時 分 県災害対策本部登米地域部会議（第２回）

時 分 県災害対策本部登米地域部を警戒本部（１号配備）に縮小

時 分 警戒配備（０号配備）に縮小

時 分 洪水警報解除

時 分 警戒配備（０号配備）終了

登米地域部に関する検証

○ 評価できる点

今回の災害が台風によるものであったことから，管内の暴風雨の時間がある程度予測でき

時頃から特別警報発令に備え，幹部職員も登庁し配備を開始し，リエゾン派遣を決定した。

翌 日０時 分大雨特別警報（土砂災害，浸水害）発令，５時 分に大雨，洪水警報に変わ

るまで夜通し猛烈な暴風雨であった。

管内において，死者３名，重傷者１名，軽傷者３名の人的被害が発生した。

また，住家被害は，全壊３棟，半壊 棟，一部損壊 棟，床上浸水 棟，床下浸水

棟（３月 日時点）と多くの被害をもたらしている。

○ 対応

月 日

７時 分 管内に暴風警報発令

県危機対策課が暴風警報又は大雨・洪水注意報が発表された場合，警戒配備体制

を敷くとの事務連絡を踏まえ，０号配備を開始（総務班２名登庁）

８時 分 事前の東松島市からの要請を受け，県リエゾンを１名派遣

９時 分 県危機対策課へ０号配備開始報告

時 分 石巻市に大雨（土砂災害）警報発令

時 分 石巻市及び女川町にリエゾン派遣意向を確認（両市町とも現時点では必要なし）

時 分 仙南地域での特別警報発令を受け，支部長，両副支部長が登庁準備

時 分～ 時 分

支部長，両副支部長登庁

石巻市，女川町にリエゾン各２名を派遣決定。派遣職員は，近隣在住者とし，女

川町については，職員の安全を考慮し夜明けを待って派遣することとした。

職員の登庁についても，道路状況が悪化しており夜間の移動は控えるよう指示

時 分 石巻市へリエゾン２名を初動派遣

月 日

０時 分 管内に大雨特別警報発令

８時 分 女川町へリエゾン２名を初動派遣するも途中道路冠水，別道も通行規制のため引返

し合同庁舎で待機

９時 分 第１回県災害対策本部東部支部会議開催

時 分 第２回県災害対策本部東部支部会議開催

（以降， 月 日，第８回まで開催）

時 分 管内市町の災害対策本部等の廃止により，リエゾン職員の派遣終了

月 日

時 分 夜間・休日配備終了

東部地方支部に関する検証

○ 評価できる点

・ 大雨，洪水警報が発令される前の石巻市に暴風警報が発令された時点で，０号配備を開

始し，情報収集，本庁及び支部幹部職員との連絡を行った。

・ 東松島市においては，大雨，洪水警報発令前の 月 日９時から第１回災害対策本部

会議を開催しており，担当リエゾン職員が出席し，今後の準備態勢等の情報共有がなされ

ている。
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・ 支部幹部職員（支部長，副支部長２名）は，特別警報発令前早期に登庁し，リエゾン職

員の派遣決定を行っている。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今回の台風による大雨，暴風及び高潮等により，当支部管内においては，住宅等の浸水

はもとより，管内の多くの箇所で道路の冠水，法面の土砂崩れ等が発生し，随所で交通が

寸断された。そのような状況下で暴風雨のピークが夜間になることにより，一層，移動に

ついて困難となる。

・ 結果，特別警報発令による非常配備登庁が全体として遅れ気味だったこと，女川町への

リエゾン職員の派遣ができなかったことなどの課題が生じた。

・ 今後は，台風の進路，風速，雨量等の気象情報等を早期から確認，警戒し，状況によっ

ては，警報発令前の非常配備，県災害対策本部（地方支部）の設置，リエゾン職員の派遣

など，登庁，移動が困難にならないタイミングでの対応が必要である。

・ 市町村災害対策本部においても，早期に設置し，状況確認及び県との情報共有をより密

にすることも必要である。

ヘ 登米地域部

○ 対応

月 日

時 分 警戒本部（１号配備）設置

地域部事務局職員２名，地域部長（所長）の３名が配備

時 分 登米市に大雨警報発令

時 分 登米市に土砂災害警戒情報発令

時 分 登米市へリエゾン職員１名派遣

市からの要請はなかったが，荒天後の派遣は難しくなることから事前に派遣

市の災害対策本部会議に出席し，情報収集を実施

月 日

０時 分 県内全域に大雨特別警報発令 県災害対策本部登米地域部設置

５時 分 大雨特別警報解除（大雨・洪水警報継続）

８時 分 県災害対策本部登米地域部会議（第１回）

所長，副所長，管内公所長，所内各部長等が出席

時 分 登米市リエゾン職員交替

時 分 大雨警報解除に伴い登米市災害対策本部縮小 リエゾン職員引き上げ

時 分 県災害対策本部登米地域部会議（第２回）

時 分 県災害対策本部登米地域部を警戒本部（１号配備）に縮小

時 分 警戒配備（０号配備）に縮小

時 分 洪水警報解除

時 分 警戒配備（０号配備）終了

登米地域部に関する検証

○ 評価できる点

今回の災害が台風によるものであったことから，管内の暴風雨の時間がある程度予測でき

時頃から特別警報発令に備え，幹部職員も登庁し配備を開始し，リエゾン派遣を決定した。

翌 日０時 分大雨特別警報（土砂災害，浸水害）発令，５時 分に大雨，洪水警報に変わ

るまで夜通し猛烈な暴風雨であった。

管内において，死者３名，重傷者１名，軽傷者３名の人的被害が発生した。

また，住家被害は，全壊３棟，半壊 棟，一部損壊 棟，床上浸水 棟，床下浸水

棟（３月 日時点）と多くの被害をもたらしている。

○ 対応

月 日

７時 分 管内に暴風警報発令

県危機対策課が暴風警報又は大雨・洪水注意報が発表された場合，警戒配備体制

を敷くとの事務連絡を踏まえ，０号配備を開始（総務班２名登庁）

８時 分 事前の東松島市からの要請を受け，県リエゾンを１名派遣

９時 分 県危機対策課へ０号配備開始報告

時 分 石巻市に大雨（土砂災害）警報発令

時 分 石巻市及び女川町にリエゾン派遣意向を確認（両市町とも現時点では必要なし）

時 分 仙南地域での特別警報発令を受け，支部長，両副支部長が登庁準備

時 分～ 時 分

支部長，両副支部長登庁

石巻市，女川町にリエゾン各２名を派遣決定。派遣職員は，近隣在住者とし，女

川町については，職員の安全を考慮し夜明けを待って派遣することとした。

職員の登庁についても，道路状況が悪化しており夜間の移動は控えるよう指示

時 分 石巻市へリエゾン２名を初動派遣

月 日

０時 分 管内に大雨特別警報発令

８時 分 女川町へリエゾン２名を初動派遣するも途中道路冠水，別道も通行規制のため引返

し合同庁舎で待機

９時 分 第１回県災害対策本部東部支部会議開催

時 分 第２回県災害対策本部東部支部会議開催

（以降， 月 日，第８回まで開催）

時 分 管内市町の災害対策本部等の廃止により，リエゾン職員の派遣終了

月 日

時 分 夜間・休日配備終了

東部地方支部に関する検証

○ 評価できる点

・ 大雨，洪水警報が発令される前の石巻市に暴風警報が発令された時点で，０号配備を開

始し，情報収集，本庁及び支部幹部職員との連絡を行った。

・ 東松島市においては，大雨，洪水警報発令前の 月 日９時から第１回災害対策本部

会議を開催しており，担当リエゾン職員が出席し，今後の準備態勢等の情報共有がなされ

ている。

− 29 −

第２章　初動対応と活動状況



気仙沼地方支部に関する検証

○ 評価できる点

・ 東日本台風が本県へ接近する前に所内で打合せを実施することで，東日本台風に係る対応

職員の配備等が滞りなく行われたほか，災害発生後の職員交代も円滑に行うことができた。

また，市町へのリエゾン職員についても，災害が発生する前に人員計画を準備しリエゾン職

員に伝達していたことや市町災害対策本部が設置された時点（被災市町からの要請が行わ

れる前）で派遣したことで十分に対応できた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ リエゾン職員については，市町災害対策本部への初動派遣時について情報連絡員として１

名を派遣していたが，職員の業務負担も考慮し２名体制での派遣に移行を検討するべきで

あった。しかしながら，道路の冠水や天候状況を鑑みて職員の安全を確保する点から追加で

の派遣は見送った。結果として南三陸町への移動ルートである三陸自動車道をリエゾン職

員が通過した数時間後に通行止めとなった。今後の対策としては，大規模な災害が予想され

るときは，被災市町からの要請を待たずに先手を打ってリエゾン職員を派遣するだけでな

く，市町４名１チームで構成されているリエゾン職員自ら「被災市町村に対する県職員の初

動派遣等に関する要領」に記載されたシフト計画表を現場の実情に合わせて作成すること

で職員自身の負担を軽減し，継続した派遣期間（一週間程度）を想定して活動することが重

要である。

２ 被害状況の把握と公表

○ 業務の概要

被害情報

災害対策基本法施行規則第２条，消防庁災害報告取扱要領及び同庁火災・災害等即報要領にお

いて，報告すべき災害のほか，人的・住家や田畑及び河川といった施設の被害区分について示さ

れており， においても，当該区分に従い，庁内部局及び市町村がそれぞれ報告（入力）す

るものであるが，これまでは，すべての災害に係る被害状況の即報を公表してきたものではなく，

災害の規模に応じて，県総務部危機管理監の判断により公表してきたところである。

なお，被害が発生したすべての災害については，その都度，県防災会議において公表している。

死者及び安否（行方）不明者情報

災害対策基本法第 条の において，安否情報の提供等について規定されており，その運用

などについては，内閣府より通知等が出されているものの，定量的な基準などは示されておらず，

本県独自基準も設けていない。また，個人情報保護法ハンドブックでは，災害時の被災者情報の

家族・自治体等への提供は，事前に本人同意を得ていなくても可能と解しているが，本県では，

すべての災害において一律に当該解釈を当てはめることは難しいと考えている。

なお，東日本大震災では，家族や知人等に関する多数の安否確認の相談が寄せられたことから，

所在不明者の安否については，速やかに確認することを最優先にすべきとの判断に基づき，氏名

等を公表したもの。

○ 対応

被害情報

人的・住家被害については，市町村からの による報告を集計し，必要に応じて，その

詳細な内容を確認してきた。また，施設被害については，庁内部局からメール等による報告を集

計してきた。

たこともあり，休日であったが事前に地域部事務局職員の配備体制を調整し，災害対応を行

った。

○ 課題と今後の対策の方向性

一部のリエゾン職員が道路通行遮断で登庁に時間を要した。今回の台風のように災害発生

が予測される場合は，事前に事務所待機等の指示を出す等の検討が必要である。

ト 気仙沼地方支部

○ 被害の状況や動き

台風の接近の予報が週末（休日）であったことから，前日の夕方に県気仙沼地方振興事務

所内で事前の打ち合わせを実施したほか，大規模な被害が予測されたため，配備基準に達す

る以前の 月 日の午後から地方振興事務所総務職員が登庁し警戒に当たった。

月 日 時 分に気仙沼市で， 時に南三陸町でそれぞれ災害対策本部が設置され

たことから，リエゾン職員派遣の調整を開始し， 時 分に各市町に向けリエゾン職員各

１名が出発した。派遣先到着の連絡からまもなく大雨特別警報が発令され，派遣時間が遅れ

ていた場合安全な通行が困難となっていた可能性があった。

気仙沼市においては 時に全戸避難勧告が発令され，当所は指定避難所にはなっていな

いものの，周辺住民が避難に訪れることを想定し，避難者対応に必要な物資の場所等を確認

し，配備継続の場合に後任の職員に引き継がれるようホワイトボードに主要な物資の保管場

所を記載した。

特別警報前から風雨が強くなり，屋外での状況確認は危険であったため，基本的には庁舎

内において警戒，情報収集に当り，翌朝（ 月 日），警報解除後に被害確認に当った。

○ 対応

月 日

時 分 東日本台風に係る事前打ち合わせの実施

月 日

時 分 大規模な被害が予想されるため，事前に同地方振興事務所総務部職員が登庁

時 分 南三陸町に大雨警報が発令されたため，０号配備へ移行

時 分 気仙沼市及び南三陸町へリエゾン職員（市町災害対策本部会議連絡員）の派遣

市町にリエゾン職員が到着後，市町災害対策本部会議に出席し情報収集を実施

するとともに 端末を操作し，県災害対策本部等へ被害報告を実施

時 分 県内に大雨特別警報が発令されたため，気仙沼地方支部設置

以降，管内市町への各種警報解除まで情報収集を継続

月 日

５時 分 県内の大雨特別警報解除（地方支部を廃止後，０号配備にて情報収集を継続）

８時 分 前日から派遣していたリエゾン職員を交代し，市町への情報収集等を継続

時 分 気仙沼市災害対策本部が廃止するため，気仙沼市へのリエゾン職員の派遣を終了

時 分 南三陸町災害対策本部が廃止するため，南三陸町へのリエゾン職員の派遣を終了

時 分 関係機関との対応を調整後，０号配備終了
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気仙沼地方支部に関する検証

○ 評価できる点

・ 東日本台風が本県へ接近する前に所内で打合せを実施することで，東日本台風に係る対応

職員の配備等が滞りなく行われたほか，災害発生後の職員交代も円滑に行うことができた。

また，市町へのリエゾン職員についても，災害が発生する前に人員計画を準備しリエゾン職

員に伝達していたことや市町災害対策本部が設置された時点（被災市町からの要請が行わ

れる前）で派遣したことで十分に対応できた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ リエゾン職員については，市町災害対策本部への初動派遣時について情報連絡員として１

名を派遣していたが，職員の業務負担も考慮し２名体制での派遣に移行を検討するべきで

あった。しかしながら，道路の冠水や天候状況を鑑みて職員の安全を確保する点から追加で

の派遣は見送った。結果として南三陸町への移動ルートである三陸自動車道をリエゾン職

員が通過した数時間後に通行止めとなった。今後の対策としては，大規模な災害が予想され

るときは，被災市町からの要請を待たずに先手を打ってリエゾン職員を派遣するだけでな

く，市町４名１チームで構成されているリエゾン職員自ら「被災市町村に対する県職員の初

動派遣等に関する要領」に記載されたシフト計画表を現場の実情に合わせて作成すること

で職員自身の負担を軽減し，継続した派遣期間（一週間程度）を想定して活動することが重

要である。

２ 被害状況の把握と公表

○ 業務の概要

被害情報

災害対策基本法施行規則第２条，消防庁災害報告取扱要領及び同庁火災・災害等即報要領にお

いて，報告すべき災害のほか，人的・住家や田畑及び河川といった施設の被害区分について示さ

れており， においても，当該区分に従い，庁内部局及び市町村がそれぞれ報告（入力）す

るものであるが，これまでは，すべての災害に係る被害状況の即報を公表してきたものではなく，

災害の規模に応じて，県総務部危機管理監の判断により公表してきたところである。

なお，被害が発生したすべての災害については，その都度，県防災会議において公表している。

死者及び安否（行方）不明者情報

災害対策基本法第 条の において，安否情報の提供等について規定されており，その運用

などについては，内閣府より通知等が出されているものの，定量的な基準などは示されておらず，

本県独自基準も設けていない。また，個人情報保護法ハンドブックでは，災害時の被災者情報の

家族・自治体等への提供は，事前に本人同意を得ていなくても可能と解しているが，本県では，

すべての災害において一律に当該解釈を当てはめることは難しいと考えている。

なお，東日本大震災では，家族や知人等に関する多数の安否確認の相談が寄せられたことから，

所在不明者の安否については，速やかに確認することを最優先にすべきとの判断に基づき，氏名

等を公表したもの。

○ 対応

被害情報

人的・住家被害については，市町村からの による報告を集計し，必要に応じて，その

詳細な内容を確認してきた。また，施設被害については，庁内部局からメール等による報告を集

計してきた。

たこともあり，休日であったが事前に地域部事務局職員の配備体制を調整し，災害対応を行

った。

○ 課題と今後の対策の方向性

一部のリエゾン職員が道路通行遮断で登庁に時間を要した。今回の台風のように災害発生

が予測される場合は，事前に事務所待機等の指示を出す等の検討が必要である。

ト 気仙沼地方支部

○ 被害の状況や動き

台風の接近の予報が週末（休日）であったことから，前日の夕方に県気仙沼地方振興事務

所内で事前の打ち合わせを実施したほか，大規模な被害が予測されたため，配備基準に達す

る以前の 月 日の午後から地方振興事務所総務職員が登庁し警戒に当たった。

月 日 時 分に気仙沼市で， 時に南三陸町でそれぞれ災害対策本部が設置され

たことから，リエゾン職員派遣の調整を開始し， 時 分に各市町に向けリエゾン職員各

１名が出発した。派遣先到着の連絡からまもなく大雨特別警報が発令され，派遣時間が遅れ

ていた場合安全な通行が困難となっていた可能性があった。

気仙沼市においては 時に全戸避難勧告が発令され，当所は指定避難所にはなっていな

いものの，周辺住民が避難に訪れることを想定し，避難者対応に必要な物資の場所等を確認

し，配備継続の場合に後任の職員に引き継がれるようホワイトボードに主要な物資の保管場

所を記載した。

特別警報前から風雨が強くなり，屋外での状況確認は危険であったため，基本的には庁舎

内において警戒，情報収集に当り，翌朝（ 月 日），警報解除後に被害確認に当った。

○ 対応

月 日

時 分 東日本台風に係る事前打ち合わせの実施

月 日

時 分 大規模な被害が予想されるため，事前に同地方振興事務所総務部職員が登庁

時 分 南三陸町に大雨警報が発令されたため，０号配備へ移行

時 分 気仙沼市及び南三陸町へリエゾン職員（市町災害対策本部会議連絡員）の派遣

市町にリエゾン職員が到着後，市町災害対策本部会議に出席し情報収集を実施

するとともに 端末を操作し，県災害対策本部等へ被害報告を実施

時 分 県内に大雨特別警報が発令されたため，気仙沼地方支部設置

以降，管内市町への各種警報解除まで情報収集を継続

月 日

５時 分 県内の大雨特別警報解除（地方支部を廃止後，０号配備にて情報収集を継続）

８時 分 前日から派遣していたリエゾン職員を交代し，市町への情報収集等を継続

時 分 気仙沼市災害対策本部が廃止するため，気仙沼市へのリエゾン職員の派遣を終了

時 分 南三陸町災害対策本部が廃止するため，南三陸町へのリエゾン職員の派遣を終了

時 分 関係機関との対応を調整後，０号配備終了
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第２節 市町村の初動対応及び活動状況 
１ 市町村災害対策本部の設置 

  ○ 被害の状況や動き 
    県内の市町村では，市町村災害対策本部の組織，運営等の必要な事項は，地域防災計画や条例で

定めるほか，より細部については本部設置要綱等で規定している。多くの市町村では災害対策本部

運営マニュアル等を定めており，それに基づき災害対応にあたることとしている。 
    また，災害対策本部運営訓練については，多くの市町村で実施しているが，多くは東日本大震災

の経験から地震を想定した訓練を実施しているもので，風水害想定の訓練を行っている市町村は半

分以下であった。 
 ○ 対応 

   (1) 台風襲来に備えた対応 
     台風襲来にあたり発災前の備えとして，各市町村では，職員間で発災時の対応確認や避難所の

確保のほか，各種情報共有のために事前対策会議等を開催し災害時の対応について協議や事前確

認を行うなどの事前対策を講じていた。また，ホームページ，SNS，登録制メール及び防災行政無

線等様々なツールを使用して住民へ注意喚起を行った。さらに，指定避難所をスムーズに開設す

るために，避難所の対応職員を定めたほか，備蓄品の確認や搬入など避難所の確認・巡視を行っ

た。 
   (2) 災害対策本部等の設置 

台風が 10月 12 日に接近するという情報から，職員が勤務中の前日の内に事前対策会議等を開

催し，各種情報共有を図ることが出来たことなどから，災害対策本部等の要員及びその他運営に

必要な職員の確保について大きな問題は発生しなかった。早いところでは，10 月 11 日から災害

警戒本部等の体制をとり，その他の市町村でも 12日 16 時までに，事前想定の場所に災害対策本

部等を設置して災害対応にあたった。 
一方，市町村アンケートでは，大崎市において現地対応職員等初期対応への人員を割り当てる

ことができたが，警戒本部の人員が不足したという回答があったほか，いくつかの市町村におい

ても人員調整の難しさを実感したという回答があった。 
(3) 災害対策本部会議等の開催 

事前対策会議を含め災害対策本部会議等では，各市町村長や各部局長のほか，自衛隊，警察，

消防などの防災関係機関が出席し，被害状況や避難情報などのほか，各機関における対応状況な

どについて情報共有が行われた。 
災害対策本部会議等の体制については，約７割の市町村で 10 月中に，約９割の市町村で年内

に廃止した。大崎市においては，災害対策本部会議閉会後，災害復旧本部会議として開催し，被

災者支援や復旧事業の対応確認等を行った。 
(4) 関係機関等との通信手段 

固定電話や携帯電話等の使用において，丸森町や白石市など一部つながりにくい地域があった

ものの，多くの市町村で通信状況に問題なく使用できた。つながりにくい市町村にあっては，県

防災行政無線等の通信手段が使用できたことから大きな問題は発生しなかった。 

 
 
     

当初は，県災害対策本部会議において毎回公表していたが，同本部の廃止以降は，定期的に取

りまとめ，記者発表（県政記者会への投げ込み）を行った。

なお，これら資料については，すべて県ホームページにも掲載してきたものである。

死者及び安否（行方）不明者情報

死者については，県警察本部において，被災現場等で遺体を確認後，その都度，氏名や年齢な

どを公表したが，安否（行方）不明者については，本部事務局において，人数及び市町村名のみ

を公表した。

東日本大震災に比べ，被害が一部市町に収集したこと，死者や安否（行方）不明者数が大幅に

少なかったことなどからか，家族や知人等からの相談等は皆無であった。

被害状況の把握と公表に関する検証

○ 評価できる点

被害情報

・ 人的・住家被害については，前回集計値との増減に異常が認められた市町村に対し，電

話による詳細確認を繰り返し行い，的確な状況把握及び公表を行うことができた。

・ 施設被害については，件数及び金額だけではなく，庁内部局が作成した資料も県ホーム

ページに掲載したため，多くの県民による詳細な被害状況の理解に繋がった。

○ 課題と今後の対策の方向性

被害情報

・ 人的・住家被害について，各市町村において， の操作不慣れによる被害状況等

の報告（入力）遅延が多く見受けられたことから，実際に報告（入力）を行う職員に対し，

さらなる研修の充実化を図っていくとともに，新たに定期的な運用訓練を行っていく。

・ 人的被害について，消防庁からは，発災後 時間が経過していない段階であっても，

消防庁災害報告取扱要領及び同庁火災・災害等即報要領に基づく精査された報告を求め

られるが，殆どの市町村にあっては，人命救助を最優先として対応している真っ最中であ

り，精査に労力を割ける余裕は全くない。現時点において，そうした課題を解決できる有

効策は，見出すことが困難と考えられることから，今後は，消防庁に対して，被災市町村

の実態を十二分に理解してもらい，各要領の見直しも含め，情報提供のあり方を改めて検

討するよう要望していく必要がある。

・ 施設被害については，民間企業等の施設において，被害額を把握するために時間を要す

るほか，そもそもマイナスのイメージに直結するとして，被害状況の提供を頑なに拒む企

業等も存在する。一方，各種支援制度を活用するためには，そうした被害状況の把握も重

要な要素の一つであることから，今後は，合理的な把握方法に確立に向け，検討が必要に

なると思われる。

死者及び安否（行方）不明者情報

・ 事前に同意を得ていない死者及び安否（行方）不明者に関する情報を第三者に提供（公

表）することについては，法律等でその規定があったとしても，取扱いには十分留意して

いく必要があることから，定量的で明確な基準を設けることは，最低限必要であると認め

られる。災害時における当該情報の提供（公表）については，地域の特性などは存在せず，

全国一律であることから，今後とも，現在，国に対して要望している全国統一基準の設定

について，強力かつ継続して行っていく必要がある。
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第２節 市町村の初動対応及び活動状況 
１ 市町村災害対策本部の設置 

  ○ 被害の状況や動き 
    県内の市町村では，市町村災害対策本部の組織，運営等の必要な事項は，地域防災計画や条例で

定めるほか，より細部については本部設置要綱等で規定している。多くの市町村では災害対策本部

運営マニュアル等を定めており，それに基づき災害対応にあたることとしている。 
    また，災害対策本部運営訓練については，多くの市町村で実施しているが，多くは東日本大震災

の経験から地震を想定した訓練を実施しているもので，風水害想定の訓練を行っている市町村は半

分以下であった。 
 ○ 対応 

   (1) 台風襲来に備えた対応 
     台風襲来にあたり発災前の備えとして，各市町村では，職員間で発災時の対応確認や避難所の

確保のほか，各種情報共有のために事前対策会議等を開催し災害時の対応について協議や事前確

認を行うなどの事前対策を講じていた。また，ホームページ，SNS，登録制メール及び防災行政無

線等様々なツールを使用して住民へ注意喚起を行った。さらに，指定避難所をスムーズに開設す

るために，避難所の対応職員を定めたほか，備蓄品の確認や搬入など避難所の確認・巡視を行っ

た。 
   (2) 災害対策本部等の設置 

台風が 10月 12 日に接近するという情報から，職員が勤務中の前日の内に事前対策会議等を開

催し，各種情報共有を図ることが出来たことなどから，災害対策本部等の要員及びその他運営に

必要な職員の確保について大きな問題は発生しなかった。早いところでは，10 月 11 日から災害

警戒本部等の体制をとり，その他の市町村でも 12日 16 時までに，事前想定の場所に災害対策本

部等を設置して災害対応にあたった。 
一方，市町村アンケートでは，大崎市において現地対応職員等初期対応への人員を割り当てる

ことができたが，警戒本部の人員が不足したという回答があったほか，いくつかの市町村におい

ても人員調整の難しさを実感したという回答があった。 
(3) 災害対策本部会議等の開催 

事前対策会議を含め災害対策本部会議等では，各市町村長や各部局長のほか，自衛隊，警察，

消防などの防災関係機関が出席し，被害状況や避難情報などのほか，各機関における対応状況な

どについて情報共有が行われた。 
災害対策本部会議等の体制については，約７割の市町村で 10 月中に，約９割の市町村で年内

に廃止した。大崎市においては，災害対策本部会議閉会後，災害復旧本部会議として開催し，被

災者支援や復旧事業の対応確認等を行った。 
(4) 関係機関等との通信手段 

固定電話や携帯電話等の使用において，丸森町や白石市など一部つながりにくい地域があった

ものの，多くの市町村で通信状況に問題なく使用できた。つながりにくい市町村にあっては，県

防災行政無線等の通信手段が使用できたことから大きな問題は発生しなかった。 

 
 
     

当初は，県災害対策本部会議において毎回公表していたが，同本部の廃止以降は，定期的に取

りまとめ，記者発表（県政記者会への投げ込み）を行った。

なお，これら資料については，すべて県ホームページにも掲載してきたものである。

死者及び安否（行方）不明者情報

死者については，県警察本部において，被災現場等で遺体を確認後，その都度，氏名や年齢な

どを公表したが，安否（行方）不明者については，本部事務局において，人数及び市町村名のみ

を公表した。

東日本大震災に比べ，被害が一部市町に収集したこと，死者や安否（行方）不明者数が大幅に

少なかったことなどからか，家族や知人等からの相談等は皆無であった。

被害状況の把握と公表に関する検証

○ 評価できる点

被害情報

・ 人的・住家被害については，前回集計値との増減に異常が認められた市町村に対し，電

話による詳細確認を繰り返し行い，的確な状況把握及び公表を行うことができた。

・ 施設被害については，件数及び金額だけではなく，庁内部局が作成した資料も県ホーム

ページに掲載したため，多くの県民による詳細な被害状況の理解に繋がった。

○ 課題と今後の対策の方向性

被害情報

・ 人的・住家被害について，各市町村において， の操作不慣れによる被害状況等

の報告（入力）遅延が多く見受けられたことから，実際に報告（入力）を行う職員に対し，

さらなる研修の充実化を図っていくとともに，新たに定期的な運用訓練を行っていく。

・ 人的被害について，消防庁からは，発災後 時間が経過していない段階であっても，

消防庁災害報告取扱要領及び同庁火災・災害等即報要領に基づく精査された報告を求め

られるが，殆どの市町村にあっては，人命救助を最優先として対応している真っ最中であ

り，精査に労力を割ける余裕は全くない。現時点において，そうした課題を解決できる有

効策は，見出すことが困難と考えられることから，今後は，消防庁に対して，被災市町村

の実態を十二分に理解してもらい，各要領の見直しも含め，情報提供のあり方を改めて検

討するよう要望していく必要がある。

・ 施設被害については，民間企業等の施設において，被害額を把握するために時間を要す

るほか，そもそもマイナスのイメージに直結するとして，被害状況の提供を頑なに拒む企

業等も存在する。一方，各種支援制度を活用するためには，そうした被害状況の把握も重

要な要素の一つであることから，今後は，合理的な把握方法に確立に向け，検討が必要に

なると思われる。

死者及び安否（行方）不明者情報

・ 事前に同意を得ていない死者及び安否（行方）不明者に関する情報を第三者に提供（公

表）することについては，法律等でその規定があったとしても，取扱いには十分留意して

いく必要があることから，定量的で明確な基準を設けることは，最低限必要であると認め

られる。災害時における当該情報の提供（公表）については，地域の特性などは存在せず，

全国一律であることから，今後とも，現在，国に対して要望している全国統一基準の設定

について，強力かつ継続して行っていく必要がある。
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どが理由として挙げられた。丸森町では風水害避難訓練を行っていなかったが，今回の災害を

踏まえ，今後は大規模水害を想定した防災訓練を実施するよう計画を進めている。 

    ロ ハザードマップの周知活動 

      県内全ての市町村で，ハザードマップを各戸配布し，危険区域の周知を徹底していた。その

他にも，ホームページでの公開，役場等での提示，講習会の実施に力を入れており，住民への

周知方法は充実していた。 

   (2) 発災時の避難指示・勧告 

    イ 避難指示・勧告状況と周知手段 

県内の広範囲に大雨警報等が発表されると，市町村で避難準備・高齢者等避難開始や避難

勧告が発令された。 

避難指示・勧告の周知手段の主なものは，防災行政無線（同報系），広報車による呼びか

け，テレビ・ラジオ放送，ホームページへの表示，登録制メール，口頭伝達がある。近年，

SNSによる周知も増えており，今回の災害では約４割の市町村で行われていた。また豪雨の中

で防災行政無線（同報系）の放送が聞こえないという問題も挙げられた。 

    ロ 住民の避難行動 

      住民の避難行動の課題としては，半数以上の市町村で避難勧告が発令されても避難しないこ

とや約３割の市町村で浸水に気づいてから避難したことが挙げられた。危険な場所にいる人

は，避難勧告が発令されたら即時に安全な場所へ避難することが求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難指示・勧告に関する検証 

○ 評価できる点 

 ・ 半数以上の市町村が風水害避難訓練を実施していた。これまでに水害経験がある地域では

高い防災意識が根付いており，積極的に住民が参加していた。 

・ 一部の市町村では，早い段階で迅速に避難指示・勧告を発令していた。 

 

○ 課題と今後の対策の方向性 

・ 範囲が広い市町村においては想定される被害が異なるため，避難情報発令のエリアやタイ

ミングの判断が難しい。 

・ 自主防災組織との連絡体制を密にし，地域の状況把握ができれば，より正確な指示も可能
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市町村災害対策本部の設置に関する検証 

○ 評価できる点 
・ 災害対策本部等の設置にあたっては，市町村アンケートによると，多くの市町村で早めに警

戒配備等の体制をとり，事前に災害対応の準備が整えられたことや訓練等の成果により８割の

市町村において効率的に設置が出来たことを実感している。 
・ 住民への広報をホームページ，SNS，登録制メール及び防災行政無線等様々なツールを使用

し事前に行うことが出来た。 
・ 大雨や夜間の避難行動を回避するため，早期に自主避難所等の開設を行い，早めの避難を促

した。 
・ 市町村の通信手段には，固定電話や携帯電話のほか，衛星携帯電話，市町村・県防災行政無

線等複数の通信手段を整備しており，大規模災害時の有効性があらためて確認された。 
 
○ 課題と今後の対策の方向性 

・ 昨今頻発化している風水害への対策も強化するため，東日本台風を踏まえた災害対策本部運

営訓練を市町村において計画している。 
・ 今回の災害における災害対策本部の設置にあたっては，地域防災計画やマニュアル等（以下，

「計画等」という。）に基づき十分な対応が出来た市町村が多かった。一方，災害対策本部内で

の情報共有や連携がとれなかったなど計画等では対応できなかったことがあったことから，市

町村では計画等の見直しを行うこととしている。 
・ 大崎市では電話対応や現地対応職員等初期対応への人員を割り当てることができたが，警戒

本部の人員が不足したなど，いくつかの市町村において人員調整の難しさを実感していた。 

 
２ 避難指示・勧告 

○ 被害の状況や動き 

    避難指示・勧告の発令基準は，市町村の立地条件によって想定される被害の程度が異なることか

ら統一的なものはなく，原則，各市町村が独自に定めている。風水害における発令基準を設けてい

た市町村は29あり，そのうち気象庁から発表される警報や，周辺河川の水位情報等に紐付けて基準

を定めているものもあった。 

 ○ 対応 

(1) 避難に関する事前の周知・訓練 

イ 市町村の避難訓練 

      市町村アンケートによると，21の

市町村で風水害避難訓練を行ってい

た。具体には，消防本部や関係機関

と連携した訓練等を実施しており，

訓練を実施していたうち約６割の市

町村が十分な訓練だったと自己評価

している。また評価が低かった市町

村では，実動的な内容でなかったこ

とや，参加人数が少なかったことな

14%

43%19%

14%

10%

避難訓練内容についての自己評価

十分にできた まずまず十分にできた
どちらともいえない やや不十分
不十分
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どが理由として挙げられた。丸森町では風水害避難訓練を行っていなかったが，今回の災害を

踏まえ，今後は大規模水害を想定した防災訓練を実施するよう計画を進めている。 

    ロ ハザードマップの周知活動 

      県内全ての市町村で，ハザードマップを各戸配布し，危険区域の周知を徹底していた。その

他にも，ホームページでの公開，役場等での提示，講習会の実施に力を入れており，住民への

周知方法は充実していた。 

   (2) 発災時の避難指示・勧告 

    イ 避難指示・勧告状況と周知手段 

県内の広範囲に大雨警報等が発表されると，市町村で避難準備・高齢者等避難開始や避難

勧告が発令された。 

避難指示・勧告の周知手段の主なものは，防災行政無線（同報系），広報車による呼びか

け，テレビ・ラジオ放送，ホームページへの表示，登録制メール，口頭伝達がある。近年，

SNSによる周知も増えており，今回の災害では約４割の市町村で行われていた。また豪雨の中

で防災行政無線（同報系）の放送が聞こえないという問題も挙げられた。 

    ロ 住民の避難行動 

      住民の避難行動の課題としては，半数以上の市町村で避難勧告が発令されても避難しないこ

とや約３割の市町村で浸水に気づいてから避難したことが挙げられた。危険な場所にいる人

は，避難勧告が発令されたら即時に安全な場所へ避難することが求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難指示・勧告に関する検証 

○ 評価できる点 

 ・ 半数以上の市町村が風水害避難訓練を実施していた。これまでに水害経験がある地域では

高い防災意識が根付いており，積極的に住民が参加していた。 

・ 一部の市町村では，早い段階で迅速に避難指示・勧告を発令していた。 

 

○ 課題と今後の対策の方向性 

・ 範囲が広い市町村においては想定される被害が異なるため，避難情報発令のエリアやタイ

ミングの判断が難しい。 

・ 自主防災組織との連絡体制を密にし，地域の状況把握ができれば，より正確な指示も可能
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市町村災害対策本部の設置に関する検証 

○ 評価できる点 
・ 災害対策本部等の設置にあたっては，市町村アンケートによると，多くの市町村で早めに警

戒配備等の体制をとり，事前に災害対応の準備が整えられたことや訓練等の成果により８割の

市町村において効率的に設置が出来たことを実感している。 
・ 住民への広報をホームページ，SNS，登録制メール及び防災行政無線等様々なツールを使用

し事前に行うことが出来た。 
・ 大雨や夜間の避難行動を回避するため，早期に自主避難所等の開設を行い，早めの避難を促

した。 
・ 市町村の通信手段には，固定電話や携帯電話のほか，衛星携帯電話，市町村・県防災行政無

線等複数の通信手段を整備しており，大規模災害時の有効性があらためて確認された。 
 
○ 課題と今後の対策の方向性 

・ 昨今頻発化している風水害への対策も強化するため，東日本台風を踏まえた災害対策本部運

営訓練を市町村において計画している。 
・ 今回の災害における災害対策本部の設置にあたっては，地域防災計画やマニュアル等（以下，

「計画等」という。）に基づき十分な対応が出来た市町村が多かった。一方，災害対策本部内で

の情報共有や連携がとれなかったなど計画等では対応できなかったことがあったことから，市

町村では計画等の見直しを行うこととしている。 
・ 大崎市では電話対応や現地対応職員等初期対応への人員を割り当てることができたが，警戒

本部の人員が不足したなど，いくつかの市町村において人員調整の難しさを実感していた。 

 
２ 避難指示・勧告 

○ 被害の状況や動き 

    避難指示・勧告の発令基準は，市町村の立地条件によって想定される被害の程度が異なることか

ら統一的なものはなく，原則，各市町村が独自に定めている。風水害における発令基準を設けてい

た市町村は29あり，そのうち気象庁から発表される警報や，周辺河川の水位情報等に紐付けて基準

を定めているものもあった。 

 ○ 対応 

(1) 避難に関する事前の周知・訓練 

イ 市町村の避難訓練 

      市町村アンケートによると，21の

市町村で風水害避難訓練を行ってい

た。具体には，消防本部や関係機関

と連携した訓練等を実施しており，

訓練を実施していたうち約６割の市

町村が十分な訓練だったと自己評価

している。また評価が低かった市町

村では，実動的な内容でなかったこ

とや，参加人数が少なかったことな
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第３節 警察の初動対応と活動状況 
１ 県警察本部及び県内警察署

○ 被害の状況や動き

警察組織の概要

本県には警察本部をはじめ の警察署， か所の交番・駐在所がある。県内の警察署は，４

つのブロック（中央・仙南・仙北・沿岸）に分かれており，警察職員約 人が県民生活の安

全を確保するため職務に当たっている。

警察は，大規模災害発生時において，消防，自衛隊等と共に被災者の誘導及び救出救助，行方

不明者の捜索等に従事するほか，検視・身元確認，各種交通対策，被災地における各種犯罪等へ

の対策等に取り組むなど，幅広い役割を担っている。

警察施設等の被害

今回の災害では，浸水等により，大和警察署の庁舎や角田警察署丸森交番などの警察施設 か

所が床上浸水等の被害を受けた。

また，警察車両については， 台が活動中の浸水等により被害を受けた。

災害警備本部の設置

県警察では，東日本台風の接近に伴い， 月 日に警察本部内に警察本部長を長とする「災

害警備本部」を設置するとともに，県下各警察署においても災害警備本部を設置し災害対応に

当たった。

○ 対応

県警察では，各警察署で管内の災害警備に当たったが，大雨による河川の氾濫や土砂崩れが発

生した地域（大和・角田警察署）に対しては，本県部隊（機動隊，管区機動隊）のほか，警察災

害派遣隊（広域緊急援助隊（警備部隊），広域警察航空隊）の応援を受けて，救出・救助活動等

に当たった。

治安対策として，自動車警ら部隊，生活安全部隊を本県の警察官と応援を受けた警察災害派遣

隊（特別自動車警ら部隊，特別生活安全部隊）により編成し，被災地及び避難所の警戒活動を行

った。

 
出典：宮城県警察ホームページ「台風 号災害現場における警察活動」

（ＵＲＬ ）

県警察本部及び県内警察署に関する検証

○ 評価できる点

早期の体制の確立

台風の接近に伴い，県内で広範囲な災害の発生が予想されていたことから，職員に対し事前

になる。 

・ 夜間に避難勧告を発令した市町村では，避難にリスクが伴うものになった。警報を待たず

に，事前の予報等で災害発生が予測できた時点で避難情報を発令も今後検討するべき。 
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第３節 警察の初動対応と活動状況 
１ 県警察本部及び県内警察署

○ 被害の状況や動き

警察組織の概要

本県には警察本部をはじめ の警察署， か所の交番・駐在所がある。県内の警察署は，４

つのブロック（中央・仙南・仙北・沿岸）に分かれており，警察職員約 人が県民生活の安

全を確保するため職務に当たっている。

警察は，大規模災害発生時において，消防，自衛隊等と共に被災者の誘導及び救出救助，行方

不明者の捜索等に従事するほか，検視・身元確認，各種交通対策，被災地における各種犯罪等へ

の対策等に取り組むなど，幅広い役割を担っている。

警察施設等の被害

今回の災害では，浸水等により，大和警察署の庁舎や角田警察署丸森交番などの警察施設 か

所が床上浸水等の被害を受けた。

また，警察車両については， 台が活動中の浸水等により被害を受けた。

災害警備本部の設置

県警察では，東日本台風の接近に伴い， 月 日に警察本部内に警察本部長を長とする「災

害警備本部」を設置するとともに，県下各警察署においても災害警備本部を設置し災害対応に

当たった。

○ 対応

県警察では，各警察署で管内の災害警備に当たったが，大雨による河川の氾濫や土砂崩れが発

生した地域（大和・角田警察署）に対しては，本県部隊（機動隊，管区機動隊）のほか，警察災

害派遣隊（広域緊急援助隊（警備部隊），広域警察航空隊）の応援を受けて，救出・救助活動等

に当たった。

治安対策として，自動車警ら部隊，生活安全部隊を本県の警察官と応援を受けた警察災害派遣

隊（特別自動車警ら部隊，特別生活安全部隊）により編成し，被災地及び避難所の警戒活動を行

った。

 
出典：宮城県警察ホームページ「台風 号災害現場における警察活動」

（ＵＲＬ ）

県警察本部及び県内警察署に関する検証

○ 評価できる点

早期の体制の確立

台風の接近に伴い，県内で広範囲な災害の発生が予想されていたことから，職員に対し事前

になる。 

・ 夜間に避難勧告を発令した市町村では，避難にリスクが伴うものになった。警報を待たず

に，事前の予報等で災害発生が予測できた時点で避難情報を発令も今後検討するべき。 
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○ 対応

警察では，警察法第 条の「援助の要求」に基づき，警察災害派遣隊の応援要請を行い， 道府

県から，広域緊急援助隊（警備部隊），広域警察航空隊，特別自動車警ら部隊及び特別生活安全部隊の

４部隊，航空機８機，延べ約 人の応援派遣を受け，被害情報の収集，被災者の救出救助，行方

不明者の捜索，交通対策等を実施したほか，被災地における安全安心を確保するための諸活動等の災

害警備活動に当たった。

出典：宮城県警察ホームページ「台風 号災害現場における警察活動」

（ＵＲＬ ）

警察災害派遣隊に関する検証

○ 評価できる点

・ 他県警察からの支援により，救出・救助活動を実施できた。

・ 特別自動車警ら部隊のパトロール活動により，被災地域への治安対策活動を実施できた。

○ 課題と今後の対策の方向性

警察では，今後発生し得る大規模災害に備えるため，部隊に応じた救出救助訓練基準及び災

害警備活動マニュアルを整備し，体系的な災害警備訓練を推進している。

○ 参考文献

警察庁：「令和元年版 警察白書」（警察庁，令和元年７月）

連絡を行い，速やかに職員の招集を行うことができた。

自治体や関係機関との情報共有

日常から自治体や関係機関と連絡体制を確立していたことにより，災害発生時においても情

報共有が図られ，被害状況等の把握を行うことができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

県警察では，東日本台風における反省，教訓を踏まえ，災害対処能力の向上や初動態勢の確

立のための各種訓練や都道府県警察間での合同訓練を実施するとともに，各種装備資機材の整

備を進めていく必要がある。

○ 参考文献

１）宮城県警察：「宮城県警を数字で見てみよう！」宮城県警察ホームページ

２）警察庁：「令和元年版 警察白書」（警察庁，令和元年７月）

２ 警察災害派遣隊

○ 被害の状況や動き

警察災害派遣隊の概要

東日本大震災まで，警察では，災害発生直後の救出救助活動等の災害応急対策を想定した部隊

編成・運用を行っていた。しかし，東日本大震災では，津波や原子力災害等に対応するため，長

期間にわたり大規模な部隊派遣を行うこととなった。この経験を踏まえ，平成 年，大規模災

害発生時に全国から直ちに被災地へ派遣する即応部隊を拡充するとともに，災害の種類や規模を

問わず，被災地警察の機能を補完・復旧するため，災害対応が長期化する場合に派遣する一般部

隊を新たに設置し，両部隊から成る警察災害派遣隊を新設した。

即応部隊

東日本大震災までは，大規模災害発生時には，即応部隊として，被災者の救出救助，緊急交通

路の確保，検視，身元確認等を実施する広域緊急援助隊等を被災地に派遣して対応してきたが，

東日本大震災において，検視，身元確認，遺族への対応等を行うための体制を強化する必要性が

明らかとなった。そのため，広域緊急援助隊を増員するとともに，個々の状況への柔軟な対応能

力を確保するため，被災地警察の要望に応じて被災者の救出救助，行方不明者の捜索，警戒警ら

等の幅広い業務に従事する緊急災害警備隊を新たに設け，最大約１万人体制にまで即応部隊を拡

充した。

即応部隊は，災害発生直後からおおむね２週間の期間中に派遣され，３日から１週間という短

い活動周期で災害警備活動を行っており，被災地警察から宿泊所の手配，物資の調達等の支援を

受けることなく活動することを原則としている。

一般部隊

一般部隊は，大規模災害発生時から一定期間を経た後に派遣され，おおむね１週間以上の活動

周期で，行方不明者の捜索，警戒警ら，交通整理・規制，相談対応，初動捜査等を行い，長期に

わたり被災地の要望を踏まえた幅広い活動を実施することとしている。
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○ 対応

警察では，警察法第 条の「援助の要求」に基づき，警察災害派遣隊の応援要請を行い， 道府

県から，広域緊急援助隊（警備部隊），広域警察航空隊，特別自動車警ら部隊及び特別生活安全部隊の

４部隊，航空機８機，延べ約 人の応援派遣を受け，被害情報の収集，被災者の救出救助，行方

不明者の捜索，交通対策等を実施したほか，被災地における安全安心を確保するための諸活動等の災

害警備活動に当たった。

出典：宮城県警察ホームページ「台風 号災害現場における警察活動」

（ＵＲＬ ）

警察災害派遣隊に関する検証

○ 評価できる点

・ 他県警察からの支援により，救出・救助活動を実施できた。

・ 特別自動車警ら部隊のパトロール活動により，被災地域への治安対策活動を実施できた。

○ 課題と今後の対策の方向性

警察では，今後発生し得る大規模災害に備えるため，部隊に応じた救出救助訓練基準及び災

害警備活動マニュアルを整備し，体系的な災害警備訓練を推進している。

○ 参考文献

警察庁：「令和元年版 警察白書」（警察庁，令和元年７月）

連絡を行い，速やかに職員の招集を行うことができた。

自治体や関係機関との情報共有

日常から自治体や関係機関と連絡体制を確立していたことにより，災害発生時においても情

報共有が図られ，被害状況等の把握を行うことができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

県警察では，東日本台風における反省，教訓を踏まえ，災害対処能力の向上や初動態勢の確

立のための各種訓練や都道府県警察間での合同訓練を実施するとともに，各種装備資機材の整

備を進めていく必要がある。

○ 参考文献

１）宮城県警察：「宮城県警を数字で見てみよう！」宮城県警察ホームページ

２）警察庁：「令和元年版 警察白書」（警察庁，令和元年７月）

２ 警察災害派遣隊

○ 被害の状況や動き

警察災害派遣隊の概要

東日本大震災まで，警察では，災害発生直後の救出救助活動等の災害応急対策を想定した部隊

編成・運用を行っていた。しかし，東日本大震災では，津波や原子力災害等に対応するため，長

期間にわたり大規模な部隊派遣を行うこととなった。この経験を踏まえ，平成 年，大規模災

害発生時に全国から直ちに被災地へ派遣する即応部隊を拡充するとともに，災害の種類や規模を

問わず，被災地警察の機能を補完・復旧するため，災害対応が長期化する場合に派遣する一般部

隊を新たに設置し，両部隊から成る警察災害派遣隊を新設した。

即応部隊

東日本大震災までは，大規模災害発生時には，即応部隊として，被災者の救出救助，緊急交通

路の確保，検視，身元確認等を実施する広域緊急援助隊等を被災地に派遣して対応してきたが，

東日本大震災において，検視，身元確認，遺族への対応等を行うための体制を強化する必要性が

明らかとなった。そのため，広域緊急援助隊を増員するとともに，個々の状況への柔軟な対応能

力を確保するため，被災地警察の要望に応じて被災者の救出救助，行方不明者の捜索，警戒警ら

等の幅広い業務に従事する緊急災害警備隊を新たに設け，最大約１万人体制にまで即応部隊を拡

充した。

即応部隊は，災害発生直後からおおむね２週間の期間中に派遣され，３日から１週間という短

い活動周期で災害警備活動を行っており，被災地警察から宿泊所の手配，物資の調達等の支援を

受けることなく活動することを原則としている。

一般部隊

一般部隊は，大規模災害発生時から一定期間を経た後に派遣され，おおむね１週間以上の活動

周期で，行方不明者の捜索，警戒警ら，交通整理・規制，相談対応，初動捜査等を行い，長期に

わたり被災地の要望を踏まえた幅広い活動を実施することとしている。
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第４節 消防機関の初動対応と活動状況 
１ 消防本部

○ 被害の状況や動き

消防本部における災害防除活動

東日本台風の接近を受け，県内各消防本部では，早期に体制を確立する等，それぞれ警戒を行

うとともに，管轄内で発生した災害等に係る，救急・救助要請等の災害防除活動を行った。

県内広域消防応援

仙南地域消防本部管内においては，短時間に記録的な大雨がもたらされ，支流の堤防決壊によ

る浸水，土砂災害等が発生したことにより，人的及び住家等に大きな被害が発生した。

仙南地域消防本部においては，災害発生時は夜間帯であり，災害状況の全容が把握できないこ

と， 月 日の 時から０時までの３時間における 番通報の件数が，通常の６倍となった

こと，救助要請等により出動した部隊が，道路の冠水，損壊等により現場に到達できないこと等

から， 月 日０時 分に，宮城県広域消防相互応援協定の規定に基づく県内広域消防応援を

要請した。

県内広域消防応援は， 月 日から 月 日の 日間に亘り，県内 消防本部から地上

隊延べ 隊 名が，水害，土砂災害に伴う救助活動，救急搬送，安否確認，行方不明者の検

索，避難所への搬送等の活動を行った。

○ 対応

県内広域消防応援の派遣決定

宮城県広域消防応援基本計画に基づく，県域応援による応援要請については，要請するブロッ

ク内の幹事消防本部が要請消防本部から得た災害状況及び協議結果を踏まえ，代表消防本部へ要

請することとなっている。

東日本台風における災害については，仙南ブロックの幹事消防本部である仙南地域消防本部に

おいて多数の 番通報，救助要請があり対応が困難であることから，ブロック内のあぶくま消

防本部から代表消防機関である仙台市消防局に対し，応援要請を行っている。

当該要請を受けた仙台市消防局では，管轄内でも災害が多発し，応援決定を行う判断が難しい

状況であったこと，また他のブロック幹事消防本部においても応援決定の可否の判断が難しい状

況であったことから，県内広域消防応援を明け方に決定することとし， 月 日６時 分に県

内広域消防応援隊の派遣を決定した。

後方支援本部の設置

仙台市消防局では，仙台市消防応援基本計画に基づき，県内広域応援が長期に及ぶことが予想

される場合は，後方支援本部を設置し，円滑な後方支援活動を行うこととしている。

東日本台風における県内広域消防応援についても，当該後方支援本部を，仙台市消防局内に設

置し，派遣隊員の調整，被災地の被害状況の把握，県内広域消防応援隊の進出・活動状況の把握，

消防庁及び指揮支援本部との活動調整，県及び県内消防本部との連絡調整，報道対応等の業務を

行った。

消防本部に関する検証

○ 評価できる点

・ 複数の消防本部と連携した活動の中で，明確なエリア分けを行い，複数のグループで計画的に
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活動を行うことができた。

・ 県内各消防本部からの応援部隊は，指揮支援隊や仙南地域消防本部の指揮下での活動であった

が，活動中の急激な気象変動や土砂災害等の二次災害に備え，安全管理が徹底されていた。

・ 日頃から各ブロックの消防本部担当者間で顔の見える関係を構築していたことで，応援要請に

係る連絡事項や出動に関する調整をスムーズに実施できた。

・ 被災した病院からの転院搬送について， との連携が取れており，搬送先や患者の状況等

の情報提供や看護師の同乗等，支障なく活動を行うことができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

効率的な活動体制の構築

・ 緊急消防援助隊の宿営場所との調整等により，県内広域消防応援部隊を日帰りとしたことか

ら，移動・引継等に時間を要することとなり活動時間が短くなったことから，宿営を考慮した

派遣体制を検討する必要がある。

・ 崩落や土砂等により大型車両が通行できない現場もあったことから，災害種別や現場の地域

特性に適合する派遣車両や資機材を事前に検討しておく必要がある。

後方支援本部へのリエゾンの派遣

県内消防本部に対して，リアルタイムで情報提供を行うことができなかったことから，後方支

援本部に対し各消防本部からリエゾンを派遣する等，体制の検討が必要である。

臨機的な後方支援本部の設置検討

後方支援本部は，緊急消防援助隊が派遣された場合に，県庁内に設置される消防応援活動調整

本部との連携が不可欠であることから，必要に応じ県に設置することについても検討が必要であ

る。

２ 消防団

○ 被害の状況や動き

東日本台風に伴う，県内消防団の活動状況については，県内 消防団のうち， 団，延べ人数

１万７千人を超える消防団員が災害防除活動を行った。活動期間は，それぞれの市町村の被害状況

により異なり，１日から２日間の活動を行った消防団は 団と，半数以上を占めている。

一方で被害が甚大であった丸森町の消防団については，１か月を超える長期間の活動を継続して

行った。主な活動内容については，避難広報，避難誘導，河川警戒，救助活動，安否不明者の捜索，

土のう積み，排水作業等，多岐にわたり活動を行った。

○ 対応

東日本台風の接近に伴い，各市町村においては，消防団に対し出動要請を行い，それぞれの消防

団が活動を行っている。冠水した地域においては，初動対応として，排水ポンプ車による排水作業，

ボートによる救出作業，水没箇所の規制，土のう積みなどの災害防除活動を行った。その後は，孤

立者の支援，倒木や土砂の撤去等道路等の復旧作業，安否確認，避難所支援などの活動を行ってい

る。

また，行方不明者の捜索や，警戒パトロールなど，被害の大きかった地域においては，継続的に

活動を行った。

第４節 消防機関の初動対応と活動状況 
１ 消防本部

○ 被害の状況や動き

消防本部における災害防除活動

東日本台風の接近を受け，県内各消防本部では，早期に体制を確立する等，それぞれ警戒を行

うとともに，管轄内で発生した災害等に係る，救急・救助要請等の災害防除活動を行った。

県内広域消防応援

仙南地域消防本部管内においては，短時間に記録的な大雨がもたらされ，支流の堤防決壊によ

る浸水，土砂災害等が発生したことにより，人的及び住家等に大きな被害が発生した。

仙南地域消防本部においては，災害発生時は夜間帯であり，災害状況の全容が把握できないこ

と， 月 日の 時から０時までの３時間における 番通報の件数が，通常の６倍となった

こと，救助要請等により出動した部隊が，道路の冠水，損壊等により現場に到達できないこと等

から， 月 日０時 分に，宮城県広域消防相互応援協定の規定に基づく県内広域消防応援を

要請した。

県内広域消防応援は， 月 日から 月 日の 日間に亘り，県内 消防本部から地上

隊延べ 隊 名が，水害，土砂災害に伴う救助活動，救急搬送，安否確認，行方不明者の検

索，避難所への搬送等の活動を行った。

○ 対応

県内広域消防応援の派遣決定

宮城県広域消防応援基本計画に基づく，県域応援による応援要請については，要請するブロッ

ク内の幹事消防本部が要請消防本部から得た災害状況及び協議結果を踏まえ，代表消防本部へ要

請することとなっている。

東日本台風における災害については，仙南ブロックの幹事消防本部である仙南地域消防本部に

おいて多数の 番通報，救助要請があり対応が困難であることから，ブロック内のあぶくま消

防本部から代表消防機関である仙台市消防局に対し，応援要請を行っている。

当該要請を受けた仙台市消防局では，管轄内でも災害が多発し，応援決定を行う判断が難しい

状況であったこと，また他のブロック幹事消防本部においても応援決定の可否の判断が難しい状

況であったことから，県内広域消防応援を明け方に決定することとし， 月 日６時 分に県

内広域消防応援隊の派遣を決定した。

後方支援本部の設置

仙台市消防局では，仙台市消防応援基本計画に基づき，県内広域応援が長期に及ぶことが予想

される場合は，後方支援本部を設置し，円滑な後方支援活動を行うこととしている。

東日本台風における県内広域消防応援についても，当該後方支援本部を，仙台市消防局内に設

置し，派遣隊員の調整，被災地の被害状況の把握，県内広域消防応援隊の進出・活動状況の把握，

消防庁及び指揮支援本部との活動調整，県及び県内消防本部との連絡調整，報道対応等の業務を

行った。

消防本部に関する検証

○ 評価できる点

・ 複数の消防本部と連携した活動の中で，明確なエリア分けを行い，複数のグループで計画的に
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・町内は停電多数

・役場として孤立している世帯を確認できているのは 軒程度のみ

月 日２時 分 丸森町への緊急消防援助隊応援要請

月 日０時 分仙南地域消防本部からの県内広域消防応援要請，丸森町被害状況聞き

取り及び宮城県全域への自衛隊要請時期を鑑み，知事による要請を判断

○ 対応

県消防応援活動調整本部の設置

月 日３時 分 行政庁舎５階危機管理センターに設置

消防組織法第 条の２により設置。県消防応援活動調整本部は知事を本部長とし，知事が指

名する副本部長の消防課長及び指揮支援部隊長（仙台市消防局）以下，消防課職員，防災航空

隊職員及び被災市町村の消防本部職員（仙南地域消防本部），消防庁連絡員等で構成。

緊急消防援助隊 応援部隊

イ 指揮支援部隊

隊種別 応援隊 応援先 応援期間

統括指揮支援隊 仙台市消防局 県災害対策本部 月 日～ 日

指揮支援隊
新潟市消防局 丸森町災害対策本部等 月 日～ 日

仙台市消防局 丸森町災害対策本部等 月 日～ 日

ロ 陸上部隊（６日間 延活動 隊約 名※消防庁まとめ）

丸森町内浸水被害地区の孤立者等の救助，行方不明者捜索及び安否確認並びに山間部土砂災

害地区に伴う孤立者の救助，行方不明者捜索及び孤立地区の安否確認等を実施。

県大隊別 部隊数 活動拠点 応援期間

青森県大隊
１次隊 隊 名

２次隊 隊 名
大河原総合体育館 月 日～ 日

秋田県大隊
１次隊 隊 名

２次隊 隊 名
舘矢間まちづくりセンター 月 日～ 日

山形県大隊
１次隊 隊 名

２次隊 隊 名
舘矢間まちづくりセンター 月 日～ 日

ハ 航空部隊（６日間 延活動 機※消防庁まとめ）

大郷町，大崎市鹿島台浸水被害地区及び丸森町浸水・土砂災害等による孤立者等の救助，陸

上隊員輸送及び被害地域偵察等を実施。

隊別 活動拠点 応援期間

札幌市消防局航空隊 宮城県防災航空隊仙台空港基地 月 日～ 日

川 崎 市 消 防 航 空 隊 宮城県防災航空隊仙台空港基地 月 日～ 日

山形県消防防災航空隊 宮城県防災航空隊仙台空港基地 月 日～ 日

岩 手 県 防 災 航 空 隊 宮城県防災航空隊仙台空港基地 月 日～ 日

青 森 県 防 災 航 空 隊 宮城県防災航空隊仙台空港基地 月 日～ 日

救助実績

イ 陸上部隊 名救助

消防団に関する検証

○ 評価できる点

・ 市町村と消防団との連携体制が整っており，県内ほぼ全ての消防団が多岐にわたる災害防除活

動を行った。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 消防団は，他に正業を持ちながら，非常勤の特別職として活動しており，被用者の増加等の

社会情勢の変化に伴い，団員の高齢化や団員数が減少する等，組織力の低下が懸念されてい

る。

・ 東日本台風における活動においても，消防団の有用性は改めて認識されたところであり，今

後も継続して消防団員の確保に努めていく必要がある。

３ 緊急消防援助隊

○ 被害の状況や動き

令和元年 月８日付（消防応第 号）消防庁応急対策室長通知「台風第 号の接近に伴う被

害状況等の報告について」により，都道府県自らによる積極的な情報収集の実施及び，通信が途絶

した場合や 番通報が不通状態並びに入電が通常時より相当程度多い状態の情報連絡体制につい

て通知。

令和元年 月 日付（事務連絡）広域応援室依頼「令和元年台風第 号への緊急消防援助隊

の対応について」により，速やかな応援体制の構築のため，事前に出動する隊編成の計画について

調査があり，対象各都道府県大隊の編成計画が全国的に共有された。

月 日 時 分から，災害対策連絡調整会議が開催され，知事指示事項等を踏まえ，翌

日 時から県消防課緊急消防援助隊調整グループ初動対応担当２名が登庁し，応受援体制の確認

及び各消防本部との情報連絡体制を確保していた。

台風の接近に伴い宮城県全域で水防警報が頻発し， 日 時 分，宮城県南に大雨特別警報が

発表され，県災害対策本部が設置された。

月 日０時 分，県全域に大雨特別警報が発表され，同日０時 分に，仙南地域消防本部

から，隣接消防本部のあぶくま消防本部へ，県内広域消防応援について要請がされた。しかし，仙

台市を含む県全域で水害通報等が多発，又は今後多発が予測されていたことから，現時点での県内

広域消防応援は困難と判断された。

月 日１時 分，仙南地域消防本部指令課からの入手情報

・丸森町出張所は浸水し使用不能，車両は丸森小学校に移動したが冠水で動かせない状況

・道路冠水により消防隊の隣接市町から丸森町への進入は困難

・各地から災害通報が多数入電するも確認できていない

月 日１時 分，丸森町総務課長からの入手情報

・阿武隈川及び支流で氾濫。土砂崩れ多数

・孤立地区多数（旧丸森地区が多い模様）

・支援要請がある地区でも を越える

・役場の周囲が冠水し孤立状態

・電話はａｕとソフトバンクしか電話等つながらず，全体像が把握できていない
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・町内は停電多数

・役場として孤立している世帯を確認できているのは 軒程度のみ

月 日２時 分 丸森町への緊急消防援助隊応援要請

月 日０時 分仙南地域消防本部からの県内広域消防応援要請，丸森町被害状況聞き

取り及び宮城県全域への自衛隊要請時期を鑑み，知事による要請を判断

○ 対応

県消防応援活動調整本部の設置

月 日３時 分 行政庁舎５階危機管理センターに設置

消防組織法第 条の２により設置。県消防応援活動調整本部は知事を本部長とし，知事が指

名する副本部長の消防課長及び指揮支援部隊長（仙台市消防局）以下，消防課職員，防災航空

隊職員及び被災市町村の消防本部職員（仙南地域消防本部），消防庁連絡員等で構成。

緊急消防援助隊 応援部隊

イ 指揮支援部隊

隊種別 応援隊 応援先 応援期間

統括指揮支援隊 仙台市消防局 県災害対策本部 月 日～ 日

指揮支援隊
新潟市消防局 丸森町災害対策本部等 月 日～ 日

仙台市消防局 丸森町災害対策本部等 月 日～ 日

ロ 陸上部隊（６日間 延活動 隊約 名※消防庁まとめ）

丸森町内浸水被害地区の孤立者等の救助，行方不明者捜索及び安否確認並びに山間部土砂災

害地区に伴う孤立者の救助，行方不明者捜索及び孤立地区の安否確認等を実施。

県大隊別 部隊数 活動拠点 応援期間

青森県大隊
１次隊 隊 名

２次隊 隊 名
大河原総合体育館 月 日～ 日

秋田県大隊
１次隊 隊 名

２次隊 隊 名
舘矢間まちづくりセンター 月 日～ 日

山形県大隊
１次隊 隊 名

２次隊 隊 名
舘矢間まちづくりセンター 月 日～ 日

ハ 航空部隊（６日間 延活動 機※消防庁まとめ）

大郷町，大崎市鹿島台浸水被害地区及び丸森町浸水・土砂災害等による孤立者等の救助，陸

上隊員輸送及び被害地域偵察等を実施。

隊別 活動拠点 応援期間

札幌市消防局航空隊 宮城県防災航空隊仙台空港基地 月 日～ 日

川 崎 市 消 防 航 空 隊 宮城県防災航空隊仙台空港基地 月 日～ 日

山形県消防防災航空隊 宮城県防災航空隊仙台空港基地 月 日～ 日

岩 手 県 防 災 航 空 隊 宮城県防災航空隊仙台空港基地 月 日～ 日

青 森 県 防 災 航 空 隊 宮城県防災航空隊仙台空港基地 月 日～ 日

救助実績

イ 陸上部隊 名救助

消防団に関する検証

○ 評価できる点

・ 市町村と消防団との連携体制が整っており，県内ほぼ全ての消防団が多岐にわたる災害防除活

動を行った。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 消防団は，他に正業を持ちながら，非常勤の特別職として活動しており，被用者の増加等の

社会情勢の変化に伴い，団員の高齢化や団員数が減少する等，組織力の低下が懸念されてい

る。

・ 東日本台風における活動においても，消防団の有用性は改めて認識されたところであり，今

後も継続して消防団員の確保に努めていく必要がある。

３ 緊急消防援助隊

○ 被害の状況や動き

令和元年 月８日付（消防応第 号）消防庁応急対策室長通知「台風第 号の接近に伴う被

害状況等の報告について」により，都道府県自らによる積極的な情報収集の実施及び，通信が途絶

した場合や 番通報が不通状態並びに入電が通常時より相当程度多い状態の情報連絡体制につい

て通知。

令和元年 月 日付（事務連絡）広域応援室依頼「令和元年台風第 号への緊急消防援助隊

の対応について」により，速やかな応援体制の構築のため，事前に出動する隊編成の計画について

調査があり，対象各都道府県大隊の編成計画が全国的に共有された。

月 日 時 分から，災害対策連絡調整会議が開催され，知事指示事項等を踏まえ，翌

日 時から県消防課緊急消防援助隊調整グループ初動対応担当２名が登庁し，応受援体制の確認

及び各消防本部との情報連絡体制を確保していた。

台風の接近に伴い宮城県全域で水防警報が頻発し， 日 時 分，宮城県南に大雨特別警報が

発表され，県災害対策本部が設置された。

月 日０時 分，県全域に大雨特別警報が発表され，同日０時 分に，仙南地域消防本部

から，隣接消防本部のあぶくま消防本部へ，県内広域消防応援について要請がされた。しかし，仙

台市を含む県全域で水害通報等が多発，又は今後多発が予測されていたことから，現時点での県内

広域消防応援は困難と判断された。

月 日１時 分，仙南地域消防本部指令課からの入手情報

・丸森町出張所は浸水し使用不能，車両は丸森小学校に移動したが冠水で動かせない状況

・道路冠水により消防隊の隣接市町から丸森町への進入は困難

・各地から災害通報が多数入電するも確認できていない

月 日１時 分，丸森町総務課長からの入手情報

・阿武隈川及び支流で氾濫。土砂崩れ多数

・孤立地区多数（旧丸森地区が多い模様）

・支援要請がある地区でも を越える

・役場の周囲が冠水し孤立状態

・電話はａｕとソフトバンクしか電話等つながらず，全体像が把握できていない
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時 分 県内各消防本部へ仙南地域消防本部状況について情報共有

月 日

０時 分 大雨特別警報発表 宮城県全域

０時 分 【広域消防応援要請】仙南地域消防本部

２時 分 【緊急消防援助隊の応援要請】宮城県知事

２時 分 【自衛隊災害派遣要請】宮城県全域

２時 分 【緊急消防援助隊の出動可能隊数の報告及び出動準備を依頼】消防庁から関係都道

府県及び市に対し（青森県，秋田県，山形県，群馬県，新潟県及び仙台市）

３時 分 【緊急消防援助隊の宮城県への出動を求め】消防庁長官から関係都道府県知事及び

市長に対し（統括指揮支援隊）仙台市（指揮支援隊）新潟県

３時 分 仙台市消防局の統括指揮支援隊が宮城県庁に向け出動

３時 分 新潟市消防局の指揮支援隊が宮城県に向け出動

４時 分 【緊急消防援助隊の宮城県への出動を求め】（都道府県大隊）秋田県→ 出動

４時 分 【緊急消防援助隊の宮城県への出動を求め】（都道府県大隊）山形県→ 出動

７時 分 【緊急消防援助隊の宮城県への出動を求め】（都道府県大隊）青森県→ 出動

月 日

時 分 今災害における緊急消防援助隊の出動について，消防庁長官の指示によるものとす

る通知が発出

月 日

７時 分 【緊急消防援助隊の宮城県への出動を求め】（指揮支援隊）仙台市

時 分 宮城県へ出動中の指揮支援隊（新潟県）が引揚げ

月 日

時 分 宮城県へ出動中の緊急消防援助隊が全隊引揚げ

緊急消防援助隊に関する検証

○ 評価できる点

・ 宮城県緊急消防援助隊受援計画（平成 年８月１日策定）に基づく，県消防応援活動調整本

部の設置，各県大隊及び航空部隊の受入調整，関係機関等との活動調整等を，概ね円滑に実施で

きた。

・ 緊急消防援助隊ブロック訓練や関係会議等により，各道県緊急消防援助隊担当課及び県内各消

防本部担当課等と顔の見える関係が構築されていたことから，円滑な連絡調整と協力体制を図る

ことができた。

・ 災害初動時期（ 日）から，県消防応援活動調整本部に被災地消防本部職員として，仙南地域

消防本部連絡員が派遣されたことから，早期に災害実態及び道路被害状況等を把握することがで

きた。

・ 災害救助対応実動部隊連絡員（消防・警察・自衛隊・海上保安庁等）及びヘリコプター運用調

整グループが同一室（行政庁舎５階危機管理センター）に配置されたことから，相互の情報共有

体制等の連携関係は良好だった。

・ 浸水被害病院からの，多数の入院等患者の転院搬送要望に対し，県消防応援活動調整本部，県

災害医療本部（ 連絡員），自衛隊連絡員及び事務局次長（県危機対策企画専門監）により，

月日 地区 対応隊 救助等人数

月 日
丸森町中島地区 秋田県大隊 人

丸森町飯泉地区 秋田県大隊 人

月 日
丸森町中島地区 秋田県大隊 人

丸森町飯泉地区 秋田県大隊 人

月 日 丸森町耕野地区 山形県 人

月 日
丸森町廻倉地区 山形県 人 自衛隊・警察合同

丸森町前河原 青森県 人

ロ 航空部隊 名救助

月日 地区 対応隊 救助等人数

月 日

大崎市前川地区 札幌市消防局 人

大崎市鹿島台 山形県防災 人

大郷町粕川地区 川崎市消防局 人

月 日

丸森町山田地区 札幌市消防局 人

丸森町蕨平 山形県防災 人

丸森町薄平地区 川崎市消防局 人

月 日
丸森町山田地区 札幌市消防局 人 午後帰任

丸森町船越地区 岩手県防災 人

月 日
丸森町船越地区 川崎市消防局 人 午後帰任

丸森町筆甫地区 山形県防災 人 夕方帰任

救急実績 名搬送

県災害医療本部（ 調整本部）からの依頼を受け，浸水した仙南病院の透析入院等患者及

び国民健康保険丸森病院（以下，「丸森病院」という。）の入院患者を，緊急消防援助隊及び県

広域消防応援隊により，県内各病院へ転院搬送を実施した。

月日 地区 対応隊 搬送人員

月 日 仙南病院 青森・秋田・山形県隊 人

月 日 丸森病院 秋田県隊 人

月 日 丸森病院 秋田・山形県隊 人 県内応援隊合同

月 日 丸森病院 秋田県隊 人 県内応援隊合同

その他

東日本台風に関する緊急消防援助隊の出動は，宮城県の他に福島県（航空部隊）及び長野県

（陸上及び航空部隊）へ出動している。

関連時系列

月 日

時 分 緊急消防援助隊初動対応体制 県消防課予防班２名

時 分 大雨特別警報発表 角田市 大河原町 村田町 柴田町 丸森町

時 分 丸森町が自衛隊派遣要請（ 時 分自衛隊派遣決定）

時 分 仙南地域消防本部警防課長から緊急消防援助隊派遣も視野に入れて応援要請を検討中

→仙台市消防局警防課長へ情報共有
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時 分 県内各消防本部へ仙南地域消防本部状況について情報共有

月 日

０時 分 大雨特別警報発表 宮城県全域

０時 分 【広域消防応援要請】仙南地域消防本部

２時 分 【緊急消防援助隊の応援要請】宮城県知事

２時 分 【自衛隊災害派遣要請】宮城県全域

２時 分 【緊急消防援助隊の出動可能隊数の報告及び出動準備を依頼】消防庁から関係都道

府県及び市に対し（青森県，秋田県，山形県，群馬県，新潟県及び仙台市）

３時 分 【緊急消防援助隊の宮城県への出動を求め】消防庁長官から関係都道府県知事及び

市長に対し（統括指揮支援隊）仙台市（指揮支援隊）新潟県

３時 分 仙台市消防局の統括指揮支援隊が宮城県庁に向け出動

３時 分 新潟市消防局の指揮支援隊が宮城県に向け出動

４時 分 【緊急消防援助隊の宮城県への出動を求め】（都道府県大隊）秋田県→ 出動

４時 分 【緊急消防援助隊の宮城県への出動を求め】（都道府県大隊）山形県→ 出動

７時 分 【緊急消防援助隊の宮城県への出動を求め】（都道府県大隊）青森県→ 出動

月 日

時 分 今災害における緊急消防援助隊の出動について，消防庁長官の指示によるものとす

る通知が発出

月 日

７時 分 【緊急消防援助隊の宮城県への出動を求め】（指揮支援隊）仙台市

時 分 宮城県へ出動中の指揮支援隊（新潟県）が引揚げ

月 日

時 分 宮城県へ出動中の緊急消防援助隊が全隊引揚げ

緊急消防援助隊に関する検証

○ 評価できる点

・ 宮城県緊急消防援助隊受援計画（平成 年８月１日策定）に基づく，県消防応援活動調整本

部の設置，各県大隊及び航空部隊の受入調整，関係機関等との活動調整等を，概ね円滑に実施で

きた。

・ 緊急消防援助隊ブロック訓練や関係会議等により，各道県緊急消防援助隊担当課及び県内各消

防本部担当課等と顔の見える関係が構築されていたことから，円滑な連絡調整と協力体制を図る

ことができた。

・ 災害初動時期（ 日）から，県消防応援活動調整本部に被災地消防本部職員として，仙南地域

消防本部連絡員が派遣されたことから，早期に災害実態及び道路被害状況等を把握することがで

きた。

・ 災害救助対応実動部隊連絡員（消防・警察・自衛隊・海上保安庁等）及びヘリコプター運用調

整グループが同一室（行政庁舎５階危機管理センター）に配置されたことから，相互の情報共有

体制等の連携関係は良好だった。

・ 浸水被害病院からの，多数の入院等患者の転院搬送要望に対し，県消防応援活動調整本部，県

災害医療本部（ 連絡員），自衛隊連絡員及び事務局次長（県危機対策企画専門監）により，

月日 地区 対応隊 救助等人数

月 日
丸森町中島地区 秋田県大隊 人

丸森町飯泉地区 秋田県大隊 人

月 日
丸森町中島地区 秋田県大隊 人

丸森町飯泉地区 秋田県大隊 人

月 日 丸森町耕野地区 山形県 人

月 日
丸森町廻倉地区 山形県 人 自衛隊・警察合同

丸森町前河原 青森県 人

ロ 航空部隊 名救助

月日 地区 対応隊 救助等人数

月 日

大崎市前川地区 札幌市消防局 人

大崎市鹿島台 山形県防災 人

大郷町粕川地区 川崎市消防局 人

月 日

丸森町山田地区 札幌市消防局 人

丸森町蕨平 山形県防災 人

丸森町薄平地区 川崎市消防局 人

月 日
丸森町山田地区 札幌市消防局 人 午後帰任

丸森町船越地区 岩手県防災 人

月 日
丸森町船越地区 川崎市消防局 人 午後帰任

丸森町筆甫地区 山形県防災 人 夕方帰任

救急実績 名搬送

県災害医療本部（ 調整本部）からの依頼を受け，浸水した仙南病院の透析入院等患者及

び国民健康保険丸森病院（以下，「丸森病院」という。）の入院患者を，緊急消防援助隊及び県

広域消防応援隊により，県内各病院へ転院搬送を実施した。

月日 地区 対応隊 搬送人員

月 日 仙南病院 青森・秋田・山形県隊 人

月 日 丸森病院 秋田県隊 人

月 日 丸森病院 秋田・山形県隊 人 県内応援隊合同

月 日 丸森病院 秋田県隊 人 県内応援隊合同

その他

東日本台風に関する緊急消防援助隊の出動は，宮城県の他に福島県（航空部隊）及び長野県

（陸上及び航空部隊）へ出動している。

関連時系列

月 日

時 分 緊急消防援助隊初動対応体制 県消防課予防班２名

時 分 大雨特別警報発表 角田市 大河原町 村田町 柴田町 丸森町

時 分 丸森町が自衛隊派遣要請（ 時 分自衛隊派遣決定）

時 分 仙南地域消防本部警防課長から緊急消防援助隊派遣も視野に入れて応援要請を検討中

→仙台市消防局警防課長へ情報共有
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の組織体制を考慮し，設置場所を選定する必要がある。この場合，関係機関とリエゾンの

派遣を相互に行うなど，状況に応じて柔軟に対応することが重要であると考える。

【緊急消防援助隊活動検証会，消防庁資料より】

関係機関調整

・ 他機関（警察・自衛隊・航空部隊等）との連携について

→ 全体像を把握するため，ヘリコプター及びドローン等による上空からの情報を他機関と

共有すること，県災害対策本部や市町村等災害対策本部並びに現場の合同調整所等，活動

レベルで他機関と丁寧に調整していくこと。そのために相互にリエゾンを各所に派遣し調

整を行うことが重要である。また，航空と陸上の連携には，ヘリコプター運用調整グルー

プからの情報を，被災地消防本部や陸上部隊にいかに伝えるかが重要となってくる。

この課題に関しては，一筋縄にはいかないが，こういったことを意識して，主体的に調

整・活動を行っていく必要がある。

県大隊活動

・ 大型の消防車両では，土砂災害が多数発生している山間部地域への移動が困難であった。

→ 緊急消防援助隊の出動は，登録車両の出動が基本となっているが，昨今の大規模土砂災

害対応検証結果等も含め，マイクロバス等の輸送車やバンタイプの広報車並びに軽トラッ

クタイプの消防車両等の出動も柔軟に対応できる体制の構築が必要である。

・ １県大隊に対し，近隣とはいえ宿営場所が２か所に分散して指定されたことから，県大隊

が二手に分かれてしまい部隊統制，情報の共有に苦慮した。

→ 宿営場所を選定するうえで，できる限り県大隊が分散しないよう，宮城県緊急消防援助

隊受援計画等から収容可能数を確認する等，県消防応援活動調整本部で統制し調整を行う。

 

迅速に連携調整が図られ，現場において混乱なく搬送対応ができていた。

・ 宮城県緊急消防援助隊受援計画で指定していた宿営場所は，丸森町及び進出ルートの浸水被害

等の影響から選定できず，急遽，仙南地域消防本部において近隣市町村と調整し選定した施設を

利用した。気象環境等を考慮した屋内施設を選定したことから，宿営環境は良好だった。なお，

事前協定等の取り交わしをしていない施設であったため，後日施設利用料が請求されたが，緊急

消防援助隊活動費負担金交付要綱第 条に規定する「緊急消防援助隊の要請を受けてその活動に

協力した地方公共団体」として，宮城県が施設利用経費の交付申請事務を行った。

○ 課題と今後の対策の方向性

県消防応援活動調整本部

・ 災害初動段階において，本部事務局が主体となった災害救助対応方針の共有・調整体制が

図れなかった。

→ 関係機関調整会議は，事務局次長による朝・夜の２回の定時開催を基本とし，必要に応

じて臨時的に開催する等，事務局運営内規に規定する担当班等の見直しを検討する。

また，県消防応援活動調整本部を含む防災関係機関連絡員室（行政庁舎５階危機管理セ

ンター）は，本部事務局執務室と隣接しているものの扉を隔てており，当時，本部事務局

員の出入りも少なく災害対応の動きが見えないとして，関係機関側からは災害対策本部等

の設置について検討すべきとの意見もあったことから，災害レベルに応じた設置場所選定

基準について，見直しを図る。

・ 宮城県緊急消防援助隊受援計画で指定していた宿営場所は，丸森町及び進出ルートの浸水

被害等の影響から選定できなかったため，仙南地域消防本部では計画外の施設を探し交渉す

る必要があった。（緊急消防援助隊応援部隊の消防車両等，約 台及び隊員約 名の宿営

場所の選定は，容易ではなかったが，仙南地域消防本部の選定・交渉により，丸森町舘矢間

まちづくりセンター及び大河原総合体育館が使用された。）

→ 災害対応繁忙期の対応効率を高めるため，予め多くの施設の利用について施設管理者等

と協議しておく必要があることから，県内各消防本部（局）と連携し，宮城県緊急消防援

助隊受援計画に規定する進出拠点及び宿営場所（活動拠点）等について追加見直しを進め

る。

・ 初動時期，各機関が出版社や出版年の違う住宅地図を使用していたため，安否不明情報及

び要救助者等情報等の共有に苦慮した。

→ ゼンリンの災害時支援協定（最新版の備蓄・非常時の複製許可・インターネットによる

無償提供）を活用し，被災市町村との効率的な情報共有体制を構築する。

指揮支援活動

・ 当初指揮支援本部は仙南地域消防本部に設置していたが，丸森町の災害全容の把握及び関

係機関との調整が困難であった。 日丸森町役場は浸水していたことから，近接する舘矢間

まちづくりセンターに指揮支援本部を移設し，丸森町役場職員，警察，自衛隊及び地元消防

団等と調整活動を行った。以降指揮体制が有効に働き関係機関との調整も良好になった。

→ 指揮支援隊の進出については，消防庁から被災地消防本部に向かうよう伝達されること

が多いが，指揮支援活動をするうえで，被災地消防本部又は市町村役場どちらに指揮支援

本部を設置する場合も，メリット，デメリットがあるため，災害の状況や被災地消防本部
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の組織体制を考慮し，設置場所を選定する必要がある。この場合，関係機関とリエゾンの
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→ 指揮支援隊の進出については，消防庁から被災地消防本部に向かうよう伝達されること

が多いが，指揮支援活動をするうえで，被災地消防本部又は市町村役場どちらに指揮支援

本部を設置する場合も，メリット，デメリットがあるため，災害の状況や被災地消防本部
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の三原則として，第一に，生命及び財産が社会的に災害派遣により保護される必要があり（公共

性），第二に，災害状況から直ちに災害派遣する必要があり（緊急性），第三に，他の機関のみ

の活動では十分ではないとき（非代替性）に，部隊の派遣が可能になるとされている。

なお，宮城県における災害派遣に関する取り組みとしては，平成 年に災害派遣要請などを迅

速に行えるよう，陸上自衛隊東北方面総監と知事との間に専用電話を設置するとともに，東日本

大震災等の過去に発生した災害を教訓とした宮城県が実施する図上訓練や実動訓練への参加，陸

上自衛隊東北方面隊が主催するみちのく ，第６師団が主催する防災等情報交換会の実施等に

より，相互の連携強化に努めてきた。

さらに，昭和 年 月に締結した災害派遣に関する知事と宮城県警備隊区担当部隊長との協定

書については，東日本大震災の対応を踏まえ見直しを行い，平成 年 月にこれを廃止し，同日

付をもって陸上自衛隊第２施設団及び第 即応機動連隊（当時は第 普通科連隊）と宮城県との

間で災害派遣に関する協定を新たに締結し，大規模災害発生時の初動対応の充実を図っていた。

図２－５－１ 災害対策本部事務局の体制

２ 災害派遣活動における具体的な取組等

○ 対応

全般

自衛隊は， 月 日～ 月８日までの間，陸上総隊司令官を長とする統合任務部隊（ ）

を編組し， 都県において，約３万人態勢をもって，人命救助，生活支援などの活動を実施した。

月８日以降は，東北方面隊単独での対応を継続し， 月 日の福島県における災害派遣活

動終了をもって，東北地域における災害派遣活動を終了した。

第５節 自衛隊の初動対応と活動状況 
１ 自衛隊及び災害派遣要請の概要等

自衛隊の概要

自衛隊は，自衛隊法（昭和 年法律第 号）第３条第１項に基づき，我が国の平和と独立を守

り，国の安全を保つため，我が国を防衛することを主たる任務とし，必要に応じ，公共の秩序の

維持にあたるものとされている。

陸上自衛隊は，５個（北部，東北，東部，中部，西部）の方面隊等から構成される陸上総隊な

どを有し，そのうち，東北方面隊は仙台市に総監部を置き東北６県の，東北方面隊の隷下部隊で

ある第６師団は南東北３県の防衛警備，災害派遣等を任務としている。

海上自衛隊は，護衛艦隊，航空集団，潜水艦隊などで構成される自衛艦隊をはじめ，５個（横

須賀，呉，佐世保，舞鶴，大湊）の地方隊を有し，宮城県を警備担当区域とする横須賀地方隊

は，神奈川県横須賀市に総監部を置き，当該区域の防衛警備や爆発物の処理，災害派遣等の任務

を有している。

航空自衛隊は，４個（北部，中部，西部，南西）の航空方面隊等で構成される航空総隊などを

有し，宮城県を防衛区域とする中部航空方面隊は司令部を埼玉県狭山市に置き，防空や救難，災

害派遣等を任務としている。（図２－５－３：「自衛隊の編成」）

陸上自衛隊東北方面隊は，宮城，福島，山形の南東北３県を担任する第６師団（司令部：山形

県東根市），青森，岩手，秋田の北東北３県を担任する第９師団（司令部：青森県青森市）と柴

田町に置かれた第２施設団をはじめとする直轄部隊により編成され，東北各地の 個駐屯地で，

約２万人の隊員がその任務を全うするため訓練や各種活動を行っている。

宮城県内には，仙台駐屯地（仙台市宮城野区），霞目駐屯地（仙台市若林区），船岡駐屯地

（柴田町），多賀城駐屯地（多賀城市），大和駐屯地（大和町）の５つの駐屯地が置かれてい

る。そのうち，多賀城駐屯地に駐屯する第 即応機動連隊は名取市，岩沼市及び仙台市以北の市

町村の防衛警備，災害派遣を担当し，その他県南に位置する市町村については第２施設団が担当

している。

災害派遣要請の概要

自衛隊の災害派遣については，自衛隊法第 条の規定により，都道府県知事等は，天災地変そ

の他の災害に際して，人命または財産の保護のため必要があると認められる場合には，部隊等の

派遣を防衛大臣等に要請することができるとされている。これは，都道府県知事が，区域内の災

害の状況を全体的に掌握し，消防，警察等の都道府県や市町村の災害救助能力などを考慮した上

で，自衛隊の派遣の要否，活動内容等を判断するのが最適との考えによるものである。こうした

知事等の要請に基づき，自衛隊では捜索・救助，水防，医療，防疫，給水，人員や物資の輸送な

ど，様々な災害派遣活動を実施している。

また，阪神・淡路大震災を契機として平成７年 月に改正された災害対策基本法では，同法第

条の２の規定に基づき，市町村長は都道府県知事に対して自衛隊への災害派遣要請をするよう

求めることができること，知事と連絡がとれない場合には自衛隊に対して直接状況を通知するこ

とができ，この場合において，緊急を要し知事からの要請を待ついとまがないと認められる場合

には，自衛隊は部隊を自主派遣することができるとされた。

しかし，災害派遣は義務ではなく，要請があったとしても実際に派遣を行うかどうかは，方面

総監など指定部隊等の長の判断によって決定される。具体的には「公共性，緊急性，非代替性」

− 48 −

第２章　初動対応と活動状況



の三原則として，第一に，生命及び財産が社会的に災害派遣により保護される必要があり（公共

性），第二に，災害状況から直ちに災害派遣する必要があり（緊急性），第三に，他の機関のみ

の活動では十分ではないとき（非代替性）に，部隊の派遣が可能になるとされている。

なお，宮城県における災害派遣に関する取り組みとしては，平成 年に災害派遣要請などを迅

速に行えるよう，陸上自衛隊東北方面総監と知事との間に専用電話を設置するとともに，東日本

大震災等の過去に発生した災害を教訓とした宮城県が実施する図上訓練や実動訓練への参加，陸

上自衛隊東北方面隊が主催するみちのく ，第６師団が主催する防災等情報交換会の実施等に
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さらに，昭和 年 月に締結した災害派遣に関する知事と宮城県警備隊区担当部隊長との協定
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付をもって陸上自衛隊第２施設団及び第 即応機動連隊（当時は第 普通科連隊）と宮城県との

間で災害派遣に関する協定を新たに締結し，大規模災害発生時の初動対応の充実を図っていた。

図２－５－１ 災害対策本部事務局の体制

２ 災害派遣活動における具体的な取組等
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全般

自衛隊は， 月 日～ 月８日までの間，陸上総隊司令官を長とする統合任務部隊（ ）

を編組し， 都県において，約３万人態勢をもって，人命救助，生活支援などの活動を実施した。

月８日以降は，東北方面隊単独での対応を継続し， 月 日の福島県における災害派遣活

動終了をもって，東北地域における災害派遣活動を終了した。

第５節 自衛隊の初動対応と活動状況 
１ 自衛隊及び災害派遣要請の概要等

自衛隊の概要

自衛隊は，自衛隊法（昭和 年法律第 号）第３条第１項に基づき，我が国の平和と独立を守

り，国の安全を保つため，我が国を防衛することを主たる任務とし，必要に応じ，公共の秩序の

維持にあたるものとされている。

陸上自衛隊は，５個（北部，東北，東部，中部，西部）の方面隊等から構成される陸上総隊な

どを有し，そのうち，東北方面隊は仙台市に総監部を置き東北６県の，東北方面隊の隷下部隊で

ある第６師団は南東北３県の防衛警備，災害派遣等を任務としている。

海上自衛隊は，護衛艦隊，航空集団，潜水艦隊などで構成される自衛艦隊をはじめ，５個（横

須賀，呉，佐世保，舞鶴，大湊）の地方隊を有し，宮城県を警備担当区域とする横須賀地方隊

は，神奈川県横須賀市に総監部を置き，当該区域の防衛警備や爆発物の処理，災害派遣等の任務
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航空自衛隊は，４個（北部，中部，西部，南西）の航空方面隊等で構成される航空総隊などを

有し，宮城県を防衛区域とする中部航空方面隊は司令部を埼玉県狭山市に置き，防空や救難，災

害派遣等を任務としている。（図２－５－３：「自衛隊の編成」）

陸上自衛隊東北方面隊は，宮城，福島，山形の南東北３県を担任する第６師団（司令部：山形

県東根市），青森，岩手，秋田の北東北３県を担任する第９師団（司令部：青森県青森市）と柴

田町に置かれた第２施設団をはじめとする直轄部隊により編成され，東北各地の 個駐屯地で，

約２万人の隊員がその任務を全うするため訓練や各種活動を行っている。

宮城県内には，仙台駐屯地（仙台市宮城野区），霞目駐屯地（仙台市若林区），船岡駐屯地

（柴田町），多賀城駐屯地（多賀城市），大和駐屯地（大和町）の５つの駐屯地が置かれてい
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町村の防衛警備，災害派遣を担当し，その他県南に位置する市町村については第２施設団が担当

している。

災害派遣要請の概要

自衛隊の災害派遣については，自衛隊法第 条の規定により，都道府県知事等は，天災地変そ

の他の災害に際して，人命または財産の保護のため必要があると認められる場合には，部隊等の

派遣を防衛大臣等に要請することができるとされている。これは，都道府県知事が，区域内の災
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で，自衛隊の派遣の要否，活動内容等を判断するのが最適との考えによるものである。こうした

知事等の要請に基づき，自衛隊では捜索・救助，水防，医療，防疫，給水，人員や物資の輸送な
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には，自衛隊は部隊を自主派遣することができるとされた。

しかし，災害派遣は義務ではなく，要請があったとしても実際に派遣を行うかどうかは，方面

総監など指定部隊等の長の判断によって決定される。具体的には「公共性，緊急性，非代替性」
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図２－５－４ 東北地方における活動の概要

図２－５－５ 陸災害東北方部隊の編成

初動対応

陸上自衛隊第６師団は，台風の東北上陸が予測される前日の 月 日，台風被害による行動

の遅れを防止するため，山形県，宮城県及び福島県の県庁及び関係市町村役場等に事前に連絡員

を派遣した。宮城県においては，宮城県庁及び 個市町に事前に連絡員を派遣し，台風上陸前

から関係市町村と連携を図った。

宮城県においては，８個市町において，陸上自衛隊第６師団を基幹として航空自衛隊及び海上

自衛隊とともに，人命救助，応急復旧活動及び生活支援活動を実施した。

図２－５－２ 令和元年東日本台風に伴う災害派遣の概要

図２－５－３ 令和元年東日本台風災害派遣の自衛隊の編成

− 50 −

第２章　初動対応と活動状況
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初動対応

陸上自衛隊第６師団は，台風の東北上陸が予測される前日の 月 日，台風被害による行動

の遅れを防止するため，山形県，宮城県及び福島県の県庁及び関係市町村役場等に事前に連絡員

を派遣した。宮城県においては，宮城県庁及び 個市町に事前に連絡員を派遣し，台風上陸前

から関係市町村と連携を図った。

宮城県においては，８個市町において，陸上自衛隊第６師団を基幹として航空自衛隊及び海上

自衛隊とともに，人命救助，応急復旧活動及び生活支援活動を実施した。
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図２－５－３ 令和元年東日本台風災害派遣の自衛隊の編成
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名の被災者を救助した。

応急復旧支援活動

イ 災害廃棄物等の撤去

災害廃棄物等の撤去は，住民の生活環境に影響を与え，自治体や民間業者では対応が困難な

場合に，放置すれば生命に危険が及ぶおそれがあるもの及び必要最小限の生活環境を整備し，

被災者等の混乱を回復させるものとして，幹線道路，生活道路やその周辺等において実施した。

また，自治体等とリースグラップルを調整し，自衛隊の器材と併せ，効果的な作業を行った。

宮城県内においては，６個市町において，約 ｔの災害廃棄物等を撤去した。

ロ 道路啓開

被災地域における生活を回復し，円滑な復旧作業のため，要請に基づき大雨による土砂等に

より寸断された道路の啓開を実施した。宮城県においては，４個市町において，約 を啓

開した。

ハ 防疫支援

土砂，汚水の流出などによる感染症のまん延を予防するため，第６特殊武器防護隊等をもっ

て，関係施設や道路などに消毒剤を散布するなどの防疫支援活動を行った。宮城県においては，

丸森町において，約 ㎡の防疫活動を行った。

生活支援

イ 給水支援

被災者の生活に欠かせない飲料水や生活用水の提供のため，航空自衛隊の水タンク車，海上

自衛隊の艦艇，陸上自衛隊の水トレーラーなどをもって，給水支援を実施した。この際，被災

地域や避難所に給水所を設置して定期的に給水するなど，飲料水や生活用水が不足することが

ないよう努めた。

宮城県内においては，３個市町村において，陸上自衛隊により，約 ｔの給水支援を行っ

た。

ロ 入浴支援

今回の震災では，家屋等の建物被害や断水などにより，多くの被災者が入浴できない生活を

余儀なくされた。自衛隊は，市町村のニーズなどを踏まえながら，陸上自衛隊及び海上自衛隊

の野外入浴セットを用いた入浴施設を各地に開設するとともに，航空自衛隊松島基地や海上自

衛隊艦艇の浴室などを解放した。

宮城県においては，陸上自衛隊及び海上自衛隊の野外入浴セットをもって，延べ約 名

に対し支援を行った。

ハ 給食支援

主要な避難所において野外炊事具による炊き出しを実施し，宮城県内においては角田市にお

いて，陸上自衛隊第２施設団をもって約 食を支援した。

ニ 物資輸送

自治体が支給する生活支援物資を，陸上自衛隊の車両またはヘリにより，孤立した地域や避

難所などへ輸送した。宮城県においては，丸森町及び角田市において，約 ｔの物資を輸送

した。

図２－５－６ 連絡員の配置

第２施設団は， 月 日 時 分，宮城県知事からの丸森町における人命救助等の災害派

遣要請を受け，同日 時 分に派遣を決定，翌 日１時 分，人命救助活動を開始した。ま

た， 月 日０時 分，宮城県知事からの柴田町における人命救助等の災害派遣要請を受け，

同日１時 分に派遣を決定，同日２時 分，人命救助活動を開始した。

第 即応機動連隊は， 月 日２時 分，宮城県知事からの宮城県全域における人命救助

等の災害派遣要請を受け，同時刻をもって派遣を決定，同日２時 分から，大和町等における

救助等活動を開始した。

対処態勢の確立

防衛省・自衛隊は， 月 日，岩手県，宮城県，福島県，栃木県，長野県，東京都，茨城県，

静岡県の災害派遣要請及び被害状況に鑑み，大規模災害派遣命令を発出，陸上総隊司令官を長と

する統合任務部隊を編組し，陸災東方部隊，陸災東北方部隊，海災部隊及び空災部隊をもって，

人命救助，生活支援等の活動を開始した。

陸上自衛隊東北方面隊は，陸災東北方部隊となり，増強された海上自衛隊及び航空自衛隊とと

もに，岩手県，宮城県及び福島県における災害派遣活動を開始した。

情報収集活動

自衛隊は，関係市町村役場等に派遣した連絡員による情報収集，車両・オートバイによる地上

偵察（映像伝送含む），ヘリコプターによる航空偵察（映像伝送含む。），災害用ドローンによる上

空からの偵察（映像伝送含む。）等により，情報収集を行った。

人命救助・行方不明者捜索

発災当初，自衛隊では被災者の救助・捜索に全力をあげ，警察，消防，海上保安庁などと協力

して，浸水により孤立した地域などから多数の被災者を救出した。特に，浸水により孤立した地

域では，陸上自衛隊のゴムボートや陸上・航空自衛隊のヘリコプターなどを活用して，被災者を

救助した。

宮城県内においては，６個市町において，地上から 名，ヘリコプターから 名，計
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被災者の生活に欠かせない飲料水や生活用水の提供のため，航空自衛隊の水タンク車，海上
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自衛隊は，関係市町村役場等に派遣した連絡員による情報収集，車両・オートバイによる地上

偵察（映像伝送含む），ヘリコプターによる航空偵察（映像伝送含む。），災害用ドローンによる上

空からの偵察（映像伝送含む。）等により，情報収集を行った。

人命救助・行方不明者捜索

発災当初，自衛隊では被災者の救助・捜索に全力をあげ，警察，消防，海上保安庁などと協力

して，浸水により孤立した地域などから多数の被災者を救出した。特に，浸水により孤立した地

域では，陸上自衛隊のゴムボートや陸上・航空自衛隊のヘリコプターなどを活用して，被災者を

救助した。

宮城県内においては，６個市町において，地上から 名，ヘリコプターから 名，計
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動を終了した。

自衛隊の初動対応と活動状況に関する検証

○ 評価できる点

・ 平素から，宮城県及び関係機関等と宮城県総合防災訓練，東北方面隊みちのく ，第６

師団防災等情報交換会等を通じ顔の見える関係を構築し，密接に連携した。

・ 台風上陸前に県庁及び関係市町村に事前に連絡員を派遣し，早期から連絡調整態勢を確立

した。また，連絡調整にあたっては，事態に応じ知見・権限を有する連絡員を選定し，効果的

な連絡調整を実施した。

・ 丸森町における行方者捜索において，各日捜索終了後，警察，消防，自衛隊により翌日の

捜索要領について現地ミーティングを実施して認識の統一を図り，円滑かつ効果的な捜索活

動を実施した。

○ 課題と今後の対策の方向性

発災当初，宮城県庁において，各自衛隊等の連絡員が派遣され，また統合任務部隊が編組さ

れたことにより，自衛隊側の調整系統（窓口）が確立されておらず，県からの調整に時間を要

した場面が散見された。今後，大規模災害時（自衛隊統合任務部隊編成時）の連絡調整系統に

ついて整理する必要がある。

図２－５－７ 令和元年東日本台風災害派遣の自衛隊の編成

即応予備自衛官

自衛隊では，大規模な災害等が発生し，現職自衛官により構成される部隊だけでは対応が不十

分な場合に必要となる防衛力を急速かつ計画的に確保するため，現職自衛官と共に第一線部隊の

一員として任務に就く即応予備自衛官，第一線部隊が出動したときに駐屯地の警備など後方地域

での任務に就く予備自衛官及び教育訓練終了後に予備自衛官として任用される予備自衛官補で

構成される予備自衛官制度を設けている。

今回の震災では， 月 日～ 月９日の間，４次にわたり予備自衛官等を招集し，東北地域

において，期間を通じ予備自衛官計 名，即応予備自衛官計 名が活動した。主要な活動内

容としては，災害廃棄物の撤去，物資輸送支援及び入浴支援であった。

自治体等との連携

東北地方においては，岩手県，宮城県及び福島県において災害派遣を実施し，これに併せ，各

県庁及び関係市町村へ連絡員を派遣し，自治体等との連携を図った。

宮城県庁においては，統合幕僚監部，陸上自衛隊の東北方面総監部，第６師団司令部，第 即

応機動連隊，第２施設団等，海上自衛隊及び航空自衛隊の連絡員を派遣して，連絡調整を実施し

た。

関係市町村においては，市役所，役場等 箇所（最大）に連絡員を派遣して密接に連絡調整

を実施するとともに，事態に応じ知見・権限を有した連絡員を選定して，効果的な連絡調整を行

った。

自衛隊の撤収

東北方面隊は， 月 日岩手県知事から， 月 日 時 分に宮城県知事から， 月

日福島県知事から各指定部隊長等に対しそれぞれ撤収要請がなされ，これを受理し，災害派遣活
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動を終了した。

自衛隊の初動対応と活動状況に関する検証

○ 評価できる点

・ 平素から，宮城県及び関係機関等と宮城県総合防災訓練，東北方面隊みちのく ，第６

師団防災等情報交換会等を通じ顔の見える関係を構築し，密接に連携した。

・ 台風上陸前に県庁及び関係市町村に事前に連絡員を派遣し，早期から連絡調整態勢を確立

した。また，連絡調整にあたっては，事態に応じ知見・権限を有する連絡員を選定し，効果的

な連絡調整を実施した。

・ 丸森町における行方者捜索において，各日捜索終了後，警察，消防，自衛隊により翌日の

捜索要領について現地ミーティングを実施して認識の統一を図り，円滑かつ効果的な捜索活

動を実施した。

○ 課題と今後の対策の方向性

発災当初，宮城県庁において，各自衛隊等の連絡員が派遣され，また統合任務部隊が編組さ

れたことにより，自衛隊側の調整系統（窓口）が確立されておらず，県からの調整に時間を要

した場面が散見された。今後，大規模災害時（自衛隊統合任務部隊編成時）の連絡調整系統に

ついて整理する必要がある。

図２－５－７ 令和元年東日本台風災害派遣の自衛隊の編成

即応予備自衛官

自衛隊では，大規模な災害等が発生し，現職自衛官により構成される部隊だけでは対応が不十

分な場合に必要となる防衛力を急速かつ計画的に確保するため，現職自衛官と共に第一線部隊の

一員として任務に就く即応予備自衛官，第一線部隊が出動したときに駐屯地の警備など後方地域

での任務に就く予備自衛官及び教育訓練終了後に予備自衛官として任用される予備自衛官補で

構成される予備自衛官制度を設けている。

今回の震災では， 月 日～ 月９日の間，４次にわたり予備自衛官等を招集し，東北地域

において，期間を通じ予備自衛官計 名，即応予備自衛官計 名が活動した。主要な活動内

容としては，災害廃棄物の撤去，物資輸送支援及び入浴支援であった。

自治体等との連携

東北地方においては，岩手県，宮城県及び福島県において災害派遣を実施し，これに併せ，各

県庁及び関係市町村へ連絡員を派遣し，自治体等との連携を図った。

宮城県庁においては，統合幕僚監部，陸上自衛隊の東北方面総監部，第６師団司令部，第 即

応機動連隊，第２施設団等，海上自衛隊及び航空自衛隊の連絡員を派遣して，連絡調整を実施し

た。

関係市町村においては，市役所，役場等 箇所（最大）に連絡員を派遣して密接に連絡調整

を実施するとともに，事態に応じ知見・権限を有した連絡員を選定して，効果的な連絡調整を行

った。

自衛隊の撤収

東北方面隊は， 月 日岩手県知事から， 月 日 時 分に宮城県知事から， 月

日福島県知事から各指定部隊長等に対しそれぞれ撤収要請がなされ，これを受理し，災害派遣活
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第６節 国及び防災関係機関の初動対応と活動状況 
１ 第二管区海上保安本部

○ 第二管区海上保安本部の概要

第二管区海上保安本部は，海上保安庁（国土交通省の外局）の全国 ある管区本部の１つであり，

東北６県の津軽海峡を含めた太平洋及び日本海の広大な海域を管轄区域として，治安の確保，海難

救助，海洋環境の保全，自然災害への対応，海洋調査，海洋情報の収集・管理・提供，船舶交通の

安全の確保等の多様な業務を行っている。

○ 対応

宮城県ヘリコプター運用調整会議への参加及び航空機に

よる被害状況調査・捜索を行ったほか，次の対応を行った。

自治体災害対策本部へのリエゾンの派遣

宮城県，丸森町の各災害対策本部に職員を派遣し，被害

状況や救助・支援要請などの情報収集，航空機の運用調整，

関係機関との情報共有等を実施。

第二管区海上保安本部庁舎への避難住民受け入れ

庁舎会議室を避難所として開放し，避難住民の受け入れ

を実施（計 人）。

航空機と機動救難士による孤立者等の救助

宮城県からの要請を受け，航空機と機動救難士により

丸森町内の急病人及び孤立者 名を救助。

機動救難士による現場情報収集活動

丸森町の孤立住宅や避難所に，航空機から機動救難士

を降下させ，連絡の取れない住民の所在確認，救助要請

等の有無について調査を実施。

陸行（官用車）による沿岸部の被害状況調査

沿岸部の港湾施設，係留船舶等の被害状況調査を実施。

巡視船艇による漂流船舶等の状況調査等

巡視船艇により，漁港や河川から洋上に流された小型船舶や航行船舶の支障となる漂流物の状

況調査，回収を実施。

航行船舶，海事関係者への注意喚起（航行警報，海の安全情報， 無線）

航行船舶や海事関係者に対し，特別警報の発表や海上漂流物（ ガスボンベの流出，河川から

の流木の流出等）について注意喚起を実施。

第二管区海上保安本部に関する検証

○ 評価できる点

・ 宮城県の防災訓練や，ヘリコプター運用調整会議への参加等を通じた関係構築により，台風接

近前から県危機管理担当者と密接に連絡をとりつつ災害対応準備を行い，県災害対策本部設置

後，速やかにリエゾン職員を派遣するとともに，被災地である丸森町に対してもリエゾンを追加

派遣し，孤立者の存在，救助・支援要請の有無確認等，綿密な情報収集・共有を行うことができ

た。

航空機による孤立者の救助（上）

機動救難士による現場情報収集活動（下）
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・ 航空機と機動救難士を迅速に派遣し，速やかな救助活動に寄与したほか，土砂災害の影響によ

り通信網が断絶し車両進出困難な被災地域において，回転翼機による上空調査に併せた機動救難

士降下による被災現場での情報収集活動を臨機に実施し，県災害対策本部に報告する等，航空機

と機動救難士の機動力を最大限に活用することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県災害対策本部設置後のリエゾン派遣に際し，道路冠水による危険があったことから，今後台

風等により予め県災害対策本部の設置が見込まれる場合は，設置前にリエゾン派遣を行う。

・ 引き続き宮城県が主催する防災訓練等への参加を通じて，宮城県及び関係機関との良好な関係

を維持し，情報共有と連携強化を図る。

２ 東北地方整備局

○ 被害の状況や動き

東北地方整備局の概要

東北地方整備局は，国土交通省の地方支分部局である。仙台市に本局があり，東北管内（青

森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県）に各種事業を担当する事務所・管理所が置

かれ，河川，道路，港湾・空港，都市・住宅，公園，営繕，復興まちづくりなどの関係事業に

おいて，地域に密着した，きめ細かな行政サービスを行っている。

所管施設は河川約 ，ダム 箇所，道路約 ，港湾 箇所あり，宮城県内におい

ては，道路は国道４号，６号， 号， 号， 号， 号，三陸沿岸道路，河川では名取川，阿

武隈川，鳴瀬川，北上川，ダムでは鳴子ダム，釜房ダム，七ヶ宿ダム，国営公園では国営みち

のく杜の湖畔公園を管轄している。

令和元年東日本台風による出水の状況

累加雨量は，青野雨量観測所（鳴瀬川水系大滝川（宮城県加美町））で ，筆甫雨量観測

所（阿武隈川水系（宮城県丸森町））で ，大内雨量観測所（同水系雉子尾川（宮城県丸森

町））で を記録。東北地方 観測所のうち， 観測所で最大 時間降水量の観測史上

最高を更新。鳴瀬川水系（宮城県），阿武隈川水系（福島県，宮城県）等， の水位観測所で観

測史上最高水位を更新。

東北地方太平洋側の各港では設計波高と同等，それ以上の波高を観測。

○ 対応

東北地方整備局の体制

イ 災害対策本部の設置

月 日 時 分に「注意体制」を発令し，台風襲来前に体制を整えた。 月 日 時 分

に「非常体制」へ移行。その後，被災した所管施設において緊急的な対策が完了したため，

月 日 時 分に「警戒体制」へ移行した。

ロ 「逃げ遅れゼロ」を目指した取組

東北地方整備局と仙台管区気象台が合同で下記のとおり，説明を実施。

・ 台風上陸直前の 月 日に迅速に広範囲の注意喚起。過去の類似台風を例に説明し，早

めの避難行動に繋がる 等のツールも紹介。（「逃げ遅れゼロ」を目指した整備局初の取組）

・ 台風上陸後，河川の水位状況と今後の注意点を説明し，警戒を呼びかけ。

第６節 国及び防災関係機関の初動対応と活動状況 
１ 第二管区海上保安本部

○ 第二管区海上保安本部の概要

第二管区海上保安本部は，海上保安庁（国土交通省の外局）の全国 ある管区本部の１つであり，

東北６県の津軽海峡を含めた太平洋及び日本海の広大な海域を管轄区域として，治安の確保，海難

救助，海洋環境の保全，自然災害への対応，海洋調査，海洋情報の収集・管理・提供，船舶交通の

安全の確保等の多様な業務を行っている。

○ 対応

宮城県ヘリコプター運用調整会議への参加及び航空機に

よる被害状況調査・捜索を行ったほか，次の対応を行った。

自治体災害対策本部へのリエゾンの派遣

宮城県，丸森町の各災害対策本部に職員を派遣し，被害

状況や救助・支援要請などの情報収集，航空機の運用調整，

関係機関との情報共有等を実施。

第二管区海上保安本部庁舎への避難住民受け入れ

庁舎会議室を避難所として開放し，避難住民の受け入れ

を実施（計 人）。

航空機と機動救難士による孤立者等の救助

宮城県からの要請を受け，航空機と機動救難士により

丸森町内の急病人及び孤立者 名を救助。

機動救難士による現場情報収集活動

丸森町の孤立住宅や避難所に，航空機から機動救難士

を降下させ，連絡の取れない住民の所在確認，救助要請

等の有無について調査を実施。

陸行（官用車）による沿岸部の被害状況調査

沿岸部の港湾施設，係留船舶等の被害状況調査を実施。

巡視船艇による漂流船舶等の状況調査等

巡視船艇により，漁港や河川から洋上に流された小型船舶や航行船舶の支障となる漂流物の状

況調査，回収を実施。

航行船舶，海事関係者への注意喚起（航行警報，海の安全情報， 無線）

航行船舶や海事関係者に対し，特別警報の発表や海上漂流物（ ガスボンベの流出，河川から

の流木の流出等）について注意喚起を実施。

第二管区海上保安本部に関する検証

○ 評価できる点

・ 宮城県の防災訓練や，ヘリコプター運用調整会議への参加等を通じた関係構築により，台風接

近前から県危機管理担当者と密接に連絡をとりつつ災害対応準備を行い，県災害対策本部設置

後，速やかにリエゾン職員を派遣するとともに，被災地である丸森町に対してもリエゾンを追加

派遣し，孤立者の存在，救助・支援要請の有無確認等，綿密な情報収集・共有を行うことができ

た。

航空機による孤立者の救助（上）

機動救難士による現場情報収集活動（下）
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・ 台風通過後，大雨が予想された 月 日， 日にも河川の現状と今後の注意点を説明。

また， 月 日～ 日にかけて東北地方整備局水災害予報センターからテレビ局が生中

継。最新の降雨や河川の状況説明と自治体の情報等に注意し早期の避難行動を呼びかけた。

ハ ホットラインの構築

月 日に 市町村長と整備局長等との間でホットライン※ を構築。台風により特に

水位上昇の大きい８水系について，整備局長及び事務所長から関係市町村長（ 市 町４村）

へのべ 回ホットラインにより河川水位の状況等を説明。

ニ リエゾン派遣

５県及び 市町村にのべ 人，ピーク時は 人（ 月 日）を派遣。リエゾン等を通

じて要請があった，災害発生初期の応急復旧に必要となる土木用資機材（土のう袋，ブルーシ

ート，ダンプトラック，バックホウ等）は協定を締結している建設業関係団体の協力を得なが

ら迅速に提供。政府が 月７日に公表した「被災者の生活と生業の再建に向けた対策パッケー

ジ」を受けて，東北地方整備局では「事務所巡回リエゾン」が市町村に出向いて，国土交通省

の取り組みの説明とニーズ確認等を行う。対象は，岩手県，宮城県，福島県の 市町村。

ホ 防災ヘリコプターによる調査

広範囲の被害状況を迅速に調査するため，防災ヘリコプターの全３機体制で，調査飛行を実

施（ 月７日まで計 回，約 時間）。

『災害等の相互応援に関する協定（平成 年３月 日）※ 』等の協定に基づき，東北地方

整備局のネットワークを最大限に活用し，県，関係機関（陸上自衛隊，第二管区海上保安本部

等）にリアルタイムに映像を中継し，情報を共有。

直轄施設の被害と復旧状況

イ 河川関係

直轄管理河川では堤防決壊 箇所，堤防法崩れ４箇所の甚大な被害が発生。

直ちに緊急復旧工事に着手し， 時間体制により， 月８日までに全ての緊急復旧工事が完

成。堤防が決壊した阿武隈川上流，吉田川の本復旧工法を検討する「堤防調査委員会」を２回

開催し（ 月 日， 月７日），早期復旧に向け検討。

図２－６－２ リエゾン派遣状況図２－６－１ ホットライン実施市町村
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ロ 道路関係（直轄国道（無料高速を含む））

６路線 箇所で土砂崩落や路面冠水等により通行止めを実施。

月 日 時 分までに全ての全面通行止めを解除。工事中の構造物，工事現場に搬入済み

の工事材料，建設機械器具等が被災。

ハ 港湾関係

東北地方の港湾では，港湾の利用に大きな影響を与える被害は発生しなかった。港湾利用者

への影響についても一部であったが，現時点では大きなものは確認されていない。

自治体に対する初動対応と支援活動状況

イ テック・フォース（緊急災害対策派遣隊 ）

ｲ 派遣概要

東北地方整備局のほか全国の地方整備局等※ からの広域派遣を合わせ， 月９日までに

３県にのべ 班 人，ピーク時は 班 人（ 月 日）を派遣。被災状況調査，排水

活動，路面清掃活動，自治体への技術支援等を実施。なお，宮城県丸森町では， 月 日に

現地調査指揮等を行う現地司令部を設置し，被災状況調査を促進。

ﾛ 緊急排水活動

直轄管理河川で 箇所，補助河川で 箇所の越水又は溢水 いっすい 氾濫が発生。

東北地方整備局のみならず各地整等からの広域支援を含め， 月 日までにのべ 台（実

稼働台数）の排水ポンプ車を投入し， 時間体制で排水作業を実施。ピーク時は排水ポンプ

車 台を投入し， 月 日に各河川の浸水は概ね解消。 月 日に排水ポンプ車による排水

作業完了。

各河川の浸水（面積）の状況 〔宮城県内〕

阿武隈川下流（宮城県内）

概ね ㏊（ 月 日調査） → 概ね解消（ 月 日調査）

吉田川（宮城県内：大和町から下流）

概ね ㏊（ 月 日調査） → 概ね解消（ 月 日調査）

図２－６－３ 緊急復旧箇所図

・ 台風通過後，大雨が予想された 月 日， 日にも河川の現状と今後の注意点を説明。

また， 月 日～ 日にかけて東北地方整備局水災害予報センターからテレビ局が生中

継。最新の降雨や河川の状況説明と自治体の情報等に注意し早期の避難行動を呼びかけた。

ハ ホットラインの構築

月 日に 市町村長と整備局長等との間でホットライン※ を構築。台風により特に

水位上昇の大きい８水系について，整備局長及び事務所長から関係市町村長（ 市 町４村）

へのべ 回ホットラインにより河川水位の状況等を説明。

ニ リエゾン派遣

５県及び 市町村にのべ 人，ピーク時は 人（ 月 日）を派遣。リエゾン等を通

じて要請があった，災害発生初期の応急復旧に必要となる土木用資機材（土のう袋，ブルーシ

ート，ダンプトラック，バックホウ等）は協定を締結している建設業関係団体の協力を得なが

ら迅速に提供。政府が 月７日に公表した「被災者の生活と生業の再建に向けた対策パッケー

ジ」を受けて，東北地方整備局では「事務所巡回リエゾン」が市町村に出向いて，国土交通省

の取り組みの説明とニーズ確認等を行う。対象は，岩手県，宮城県，福島県の 市町村。

ホ 防災ヘリコプターによる調査

広範囲の被害状況を迅速に調査するため，防災ヘリコプターの全３機体制で，調査飛行を実

施（ 月７日まで計 回，約 時間）。

『災害等の相互応援に関する協定（平成 年３月 日）※ 』等の協定に基づき，東北地方

整備局のネットワークを最大限に活用し，県，関係機関（陸上自衛隊，第二管区海上保安本部

等）にリアルタイムに映像を中継し，情報を共有。

直轄施設の被害と復旧状況

イ 河川関係

直轄管理河川では堤防決壊 箇所，堤防法崩れ４箇所の甚大な被害が発生。

直ちに緊急復旧工事に着手し， 時間体制により， 月８日までに全ての緊急復旧工事が完

成。堤防が決壊した阿武隈川上流，吉田川の本復旧工法を検討する「堤防調査委員会」を２回

開催し（ 月 日， 月７日），早期復旧に向け検討。

図２－６－２ リエゾン派遣状況図２－６－１ ホットライン実施市町村
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ﾊ 道路啓開※ 活動

大崎市からの支援要請に基づき，大崎市鹿島台大迫下志田地区において，浸水解消に添

って「道路啓開」及び「土砂等撤去」作業を実施（ 月 日完了）。

月 日には宮城県が管理する国道 号の道路啓開に着手し， 月 日に完了。（道路

法第 条の に基づく道路啓開は重要物流道路制度※ 創設後，全国初の実施）

ﾆ 通信の確保

固定電話や携帯電話が使用出来なくなった丸森町役場に対して，衛星携帯電話を配備

し，丸森町長とのホットラインを確保（ 月 日）。

ﾎ 被災状況調査

宮城県，福島県及び 市町村で河川，砂防，道路，港湾等，約 箇所の調査を実施。

月４日までに全市町村の調査が完了し， 月５日までに全市町村長へ調査結果を報告。

ﾍ 高度技術指導

宮城県からの要請

・ 宮城県丸森町で土砂災害専門家（国土交通省 国土技術政策総合研究所）が，被災状

図２－６－４ 派遣状況（ 月９日時点）排水ポンプ車による排水活動（吉田川）

国道 号 道路啓開の状況 （丸森町）
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況調査結果を町及び県に報告。（丸森町 月 日，宮城県 月 日）

・ 専門家（国土交通省 国土技術政策総合研究所，国立研究所開発法人土木研究所）が

宮城県丸森町内の主要地方道丸森霊山線の被災状況調査結果を県に報告。（ 月 日）

・ 東北地方整備局 が，県道南蔵王白石線の被災状況調査結果を県に報告。（

月 日

ﾄ 災害対策車両

全国の地方整備局等※ からの広域

派遣を含め，排水ポンプ車，照明

車，対策本部車，待機支援車，路面

清掃車，散水車等を 月 日までの

べ 台（実稼働台数）出動。被災

した地域の実情に沿って復旧活動を

支援。給水機能付散水車（５台 北海

道開発局）は，避難所等で給水支援も実施。

ﾁ 路面清掃作業

３県 市町村で，のべ の路面清掃作業を実施し， 月８日までに作業完了。

ﾘ ヘリコプター映像の共有

衛星通信車， ， 等の通信機械等を活用し，町役場や市役所，東北地方整備局本

局に，現地の被災状況や復旧状況の映像を配信し，リアルタイムな情報を共有。

衛星通信回線（ ）を活用し，ドローンによる調査映像をリアルタイムに配信し，被

災状況調査を効率化。

ﾇ 下水道施設への支援

下水道管路施設，処理施設，ポンプ場等 箇所で被害を確認。

丸森町からの要請を受け，ポンプ場施設の復旧に向け， 月 日に下水道専門家を派遣（本

省，東北地整各 名）。

自治体からの要請に基づき，４市１町７箇所の被災した雨水ポンプ場にこれまで排水ポン

プ車 台を配備。また応急復旧完了まで２市１町３箇所に排水ポンプ車９台を配備。

ロ 堆積土砂排除事業活用に向けた技術的支援

堆積土砂の処理が課題と想定される自治体に対し，国土交通本省都市局と東北地方整備局合

同により堆積状況調査を実施。

堆積土砂排除事業活用に向けた技術的助言を実施（個別に７回）。

災害廃棄物処理等に関する制度説明会では，東北地方整備局，東北地方環境事務所が連携し，

自治体に対して事業制度を説明。（計５回）

ハ 港湾を利用した支援

各港での支援活動のための岸壁の利用等について，港湾管理者へ協力要請。

支援物資や支援要員の輸送のため，宮古～室蘭航路や室蘭～八戸・宮古航路，青森～函館航

路，仙台～苫小牧航路等の既存フェリーが活用。

災害廃棄物の仮置場として，久慈港，仙台塩釜港石巻港区，小名浜港での受け入れについて，

港湾管理者へ協力要請。久慈港では 月 日から土砂等の受入れ開始。

リサイクルポートを活用した災害廃棄物の広域処理に向けて，港湾管理者へ協力を要請。

図２－６－５ 配置台数及び

路面清掃作業距離の推移）

ﾊ 道路啓開※ 活動

大崎市からの支援要請に基づき，大崎市鹿島台大迫下志田地区において，浸水解消に添

って「道路啓開」及び「土砂等撤去」作業を実施（ 月 日完了）。

月 日には宮城県が管理する国道 号の道路啓開に着手し， 月 日に完了。（道路

法第 条の に基づく道路啓開は重要物流道路制度※ 創設後，全国初の実施）

ﾆ 通信の確保

固定電話や携帯電話が使用出来なくなった丸森町役場に対して，衛星携帯電話を配備

し，丸森町長とのホットラインを確保（ 月 日）。

ﾎ 被災状況調査

宮城県，福島県及び 市町村で河川，砂防，道路，港湾等，約 箇所の調査を実施。

月４日までに全市町村の調査が完了し， 月５日までに全市町村長へ調査結果を報告。

ﾍ 高度技術指導

宮城県からの要請

・ 宮城県丸森町で土砂災害専門家（国土交通省 国土技術政策総合研究所）が，被災状

図２－６－４ 派遣状況（ 月９日時点）排水ポンプ車による排水活動（吉田川）

国道 号 道路啓開の状況 （丸森町）
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ニ 災害協定団体等による支援活動

公共土木施設の整備，管理の専門家である「防災エキスパート※ 」の協力を得て，被害情報

の収集，効果的な応急復旧対策を立案。災害発生時の災害対応を迅速に行うため，東北地方整

備局では建設業関係団体等※ と災害協定を締結。協定に基づき，被害施設の早期復旧に向け

て，各団体の協力を得ながら復旧作業や地域支援を実施。

ホ その他の支援

災害復旧工事や業務の促進のため，緊急的な随意契約や見積もり活用，優先度に基づく契約

済み工事等の一時中止措置が可能である旨を，リエゾンや を通じて市町村長等に助

言。

県管理インフラの復旧支援（国による権限代行）

イ 河川関係

県管理河川では，堤防決壊 箇所発生。

宮城県からの権限代行の要請を受け，宮城県が管理する河川の堤防決壊箇所（ 箇所）につ

いて， 月 日から国による緊急復旧工事に着手。 月５日までに全 箇所の緊急復旧工事が

完成。

ロ 砂防関係

補助砂防では， 箇所の土砂災害が発生。

宮城県からの要請を踏まえ，阿武隈川水系内川流域で発生した大規模な土砂災害について，

国直轄による緊急的な砂防工事に 月 日より着手。

ハ 道路関係

月 日に閣議決定により『大規模災害からの復興に関する法律』における『非常災害』に

『台風第 号による災害』が指定。これを受け，宮城県及び福島県から要請があった「国道

号（宮城県丸森町）」及び「国道 号（福島県いわき市）」について，直轄権限代行による災

害復旧事業に 月１日から着手し，早期完了に向けて施工。

東北地方整備局に関する検証

○ 評価できる点

・ 派遣において，２県及び 市町村で約 箇所の調査を実施。そのうち宮城県及

び県内５市町において 箇所で調査を実施した。

・ リエゾン派遣において，５県及び 市町村にのべ 人。そのうち宮城県および県内７市町

にのべ 人を派遣した。

・ 県自治体からの要請に対して，排水対応，道路啓開及び路面清掃において，迅速な対応がで

きた。

○ 課題と今後の対策の方向性

今後，各自治体からの意見を伺いながら，改善していきたい。

※ ：被害が予想される自治体の長と整備局長等との間で，河川の状況や今後の見通し等を直接伝えること。

※ ：災害等の画像情報の発信・共有化による初動対応と相互応援の迅速化等を目的に，東北地方整備局長，東北

県各知事，仙台市長， 東日本東北支社長が結んでいる協定。

※ ： 派遣地整 北海道開発局，中部地方整備局，近畿地方整備局，中国地方整備局，四国地方整備

局，沖縄総合事務局

※ ：緊急車両等が通行出来るように最低限，道を切り拓くこと。
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※ ： 月 日記者発表「一般国道 号の道路啓開を実施しています ～重要物流道路制度創設後，全国初の取

り組み～」

※ ：災害対策車両派遣地整 北海道開発局，中部地方整備局，近畿地方整備局，中国地方整備局

※ ：公共土木施設の整備・管理等に関する専門的ノウハウを持ち，災害発生時に公共土木施設の被災情報の迅速

な収集等の協力活動を自主的に行うとして登録した技術者。

※ ：主な協定締結団体：東北建設業協会連合会，（一社）日本建設業連合会東北支部，（一社）日本道路建設業協

会東北支部，（一社）東北測量設計協会，（一社）東北地域づくり協会， 一社 日本橋梁建設協会，（一社）

プレストレスト・コンクリート建設業協会東北支部，宮城県石油商業協同組合，（一社）日本補償コンサル

タント協会東北支部，（一社）建設電気技術協会東北支部，（公社）全国土木コンクリートブロック協会，

（一社）建設コンサルタンツ協会東北支部 等

３ 仙台管区気象台

○ 仙台管区気象台の概要

仙台管区気象台は，東北六県を管轄区域とし，自然災害の防止・軽減・交通の安全確保，産業

の発展等に寄与するため，気象の観測，地震火山の観測やデータ収集を行うとともに，気象等に

関する予報，注意報，警報及びその他の気象情報を防災機関や報道機関に提供している。このほ

か，仙台国際空港にある仙台航空測候所では航空機の運航の安全を確保するために業務を行って

いる。

発災時に備えて，県が主催する「みやぎ県民防災の日」総合防災訓練や 総合防災訓練に参画

しているほか，平成 年度から県危機対策課，東北地方整備局との共催で市町村の防災担当職員

を集めた防災対応に関する説明会を実施するなど，県内市町村の地域防災力の向上を図ってい

る。また，毎年出水期前を中心に県内全市町村を訪問し，首長や防災担当者と意見交換を行って

いる。

各防災関係機関とは，例年意見交換会を実施して顔の見える関係を深めているほか，訓練への

参画や相互に研修講師派遣を行うなど連携強化に努めている。

○ 対応

活動概要

台風の接近により大雨・暴風・高波が予想されたため， 月 日夕方に令和元年台風第 号

に関する宮城県気象情報第１号を発表して早目に広く警戒を呼び掛けるとともに，県及び市町

村，防災関係機関に対して随時メールや電話で気象解説を行った。また， 日午後には，県内

各市町村の防災担当者に仙台管区気象台から電話連絡（ホットライン）をして気象台の持つ危

機感を共有した。 日から 日にかけての台風最接近時においても，大雨特別警報発表時に各

市町村の首長に仙台管区気象台から電話連絡（ホットライン）を行ったほか，臨時メールや市

町村防災担当者への電話による気象解説等を行った。

体制

月 日 時 分 台風第 号の接近により注意体制。

日 時 分 土砂災害警戒情報を発表したことにより警戒体制。

日 時 分 大雨特別警報を発表したことにより非常体制。

ニ 災害協定団体等による支援活動

公共土木施設の整備，管理の専門家である「防災エキスパート※ 」の協力を得て，被害情報

の収集，効果的な応急復旧対策を立案。災害発生時の災害対応を迅速に行うため，東北地方整

備局では建設業関係団体等※ と災害協定を締結。協定に基づき，被害施設の早期復旧に向け

て，各団体の協力を得ながら復旧作業や地域支援を実施。

ホ その他の支援

災害復旧工事や業務の促進のため，緊急的な随意契約や見積もり活用，優先度に基づく契約

済み工事等の一時中止措置が可能である旨を，リエゾンや を通じて市町村長等に助

言。

県管理インフラの復旧支援（国による権限代行）

イ 河川関係

県管理河川では，堤防決壊 箇所発生。

宮城県からの権限代行の要請を受け，宮城県が管理する河川の堤防決壊箇所（ 箇所）につ

いて， 月 日から国による緊急復旧工事に着手。 月５日までに全 箇所の緊急復旧工事が

完成。

ロ 砂防関係

補助砂防では， 箇所の土砂災害が発生。

宮城県からの要請を踏まえ，阿武隈川水系内川流域で発生した大規模な土砂災害について，

国直轄による緊急的な砂防工事に 月 日より着手。

ハ 道路関係

月 日に閣議決定により『大規模災害からの復興に関する法律』における『非常災害』に

『台風第 号による災害』が指定。これを受け，宮城県及び福島県から要請があった「国道

号（宮城県丸森町）」及び「国道 号（福島県いわき市）」について，直轄権限代行による災

害復旧事業に 月１日から着手し，早期完了に向けて施工。

東北地方整備局に関する検証

○ 評価できる点

・ 派遣において，２県及び 市町村で約 箇所の調査を実施。そのうち宮城県及

び県内５市町において 箇所で調査を実施した。

・ リエゾン派遣において，５県及び 市町村にのべ 人。そのうち宮城県および県内７市町

にのべ 人を派遣した。

・ 県自治体からの要請に対して，排水対応，道路啓開及び路面清掃において，迅速な対応がで

きた。

○ 課題と今後の対策の方向性

今後，各自治体からの意見を伺いながら，改善していきたい。

※ ：被害が予想される自治体の長と整備局長等との間で，河川の状況や今後の見通し等を直接伝えること。

※ ：災害等の画像情報の発信・共有化による初動対応と相互応援の迅速化等を目的に，東北地方整備局長，東北

県各知事，仙台市長， 東日本東北支社長が結んでいる協定。

※ ： 派遣地整 北海道開発局，中部地方整備局，近畿地方整備局，中国地方整備局，四国地方整備

局，沖縄総合事務局

※ ：緊急車両等が通行出来るように最低限，道を切り拓くこと。
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表２－６－１ 原子力・火力・水力発電設備被害概要

発電設備 発電所 被害概要

原子力 女川原子力発電所

（石巻市・女川町）

・被害なし

・全号機定期検査のため停止中

火力 仙台火力発電所（七

ヶ浜町）

・灰捨地堰堤監視・制御盤冠水（監視・制御盤が一部水没し

たため電源断路になった）

・消火ポンプ現場制御盤浸水

・排熱回収ボイラエレベーター制御盤浸水

新仙台火力発電所

（仙台市）

被害なし

水力 設備被害５か所（三居沢発電所建屋内への浸水等が発生）

表２－６－２ 送配電設備被害概要

設備 被害概要

送電設備 設備被害６線路，大雨による鉄塔基礎周辺の土砂流出２基，河川決壊に伴

う漂流物による部材変形１基など

変電設備 設備被害３変電所の周囲柵損傷３個所など

配電設備 ・支持物倒壊・滅失等 基，配電線への樹木倒壊 個所，

高低圧断線等 条間，変圧器損傷等７台，計量器損傷等 個

・車両浸水被害に伴い，移動無線機（車載）５台が浸水

（古川，白石，塩釜電力センター）

情報通信設備 通信設備の被害は無し

業務設備（建物） 一部の建物に漏水・外装被害（仙台，仙台南，塩釜電力センター）

厚生設備 ・宿舎関連施設１棟に被害

・隣接する崖地の土砂崩落による一部破損

（仙台市太白区）

○ 対応

体制

東北電力（株）宮城支店，送配電カンパニー宮城支社※は，供給支障の拡大の恐れがあったこ

とから， 月 日 時に第２非常体制を発令し，供給支障の早期解消に向けた体制を整え，来

るべき復旧体制の準備を行った。

県および各自治体との連携

普段から県危機対策課と非常時の連携等について確認を重ねており，今般も台風襲来前日の

「災害対策準備会議」から要請を受けて出席し，関係者間において万一に備えた事前確認を行う

等，連携を図った。

県へのリエゾン派遣として， 月 日～ 月５日までの 日間で延べ 名を派遣し，停電

状況や復旧見込みについて情報提供を行った。

各自治体へのリエゾン派遣については，被害が大きかった丸森町にはプッシュ型で派遣（ 月

日～ 月 日，延べ 名）し，その他，派遣要請があった石巻市，東松島市，女川町に派遣した。

県及び関係機関との連携

県危機対策課からの要請により 月 日 時 分から

県災害対策本部に （気象庁防災対応支援チーム）と

して，職員３名を派遣し気象解説を行った。その後，

月 日の県災害対策本部廃止まで１～２名体制で常駐を

継続したほか，県災害対策本部会議に出席して気象に関

する解説を行った。また，被害が大きかった丸森町に

は， 月 日から 月８日まで町災害対策本部および緊

急消防援助隊指揮隊に として職員２～３名体制で常

駐を継続したほか，災害対策本部会議に出席して気象に

関する解説を行った。

広報活動

仙台管区気象台では，東北地方整備局と連携して

月 日から 日にかけて，「台風第 号に関する説明

会」と「大雨特別警報に関する説明会」を合同記者会

見として実施し，整備局と気象台が持つ危機感が防災

関係機関や自治体をはじめ，広く国民に伝わるよう努

めた。台風通過後に大雨が予想された 月 日と 日

にも同様の説明会を実施している。そのほか，仙台航

空測候所でも， 月 日に空港管理者や航空機使用事

業者等に対して台風説明会を実施した。

また， 月 日には，被災者や応急対策及び二次災

害発生防止のため，気象庁ホームページに「台風第 号に関するポータルサイト」を開設し

て，災害時気象支援資料を提供した。仙台管区気象台ホームページにも同資料を掲載した。

仙台管区気象台に関する検証

○ 評価できる点

・ 平時から，県危機対策課や各防災関係機関，市町村と顔の見える関係を構築していることによ

り，職員派遣と災害対策本部内での気象解説をスムーズに行うことができた。

○ 関連資料

・ 宮城県災害時気象資料

（ ）

４ 東北電力（株）

○ 被害状況

令和元年東日本台風の影響により，宮城県内では設備の破損や河川決壊に伴う設備の流出などで

配電設備を中心に設備被害を受けた。（表２－６－１）

県内では，最大で約 戸，延べ約 戸が停電し，特に被害が大きかった丸森町におい

ては，道路崩落や土砂崩れが多かったことから全戸復旧まで 日間を要した。（ 月２日停電解

消）

台風説明会の様子

の活動の様子
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表２－６－１ 原子力・火力・水力発電設備被害概要

発電設備 発電所 被害概要

原子力 女川原子力発電所

（石巻市・女川町）

・被害なし

・全号機定期検査のため停止中

火力 仙台火力発電所（七

ヶ浜町）

・灰捨地堰堤監視・制御盤冠水（監視・制御盤が一部水没し

たため電源断路になった）

・消火ポンプ現場制御盤浸水

・排熱回収ボイラエレベーター制御盤浸水

新仙台火力発電所

（仙台市）

被害なし

水力 設備被害５か所（三居沢発電所建屋内への浸水等が発生）

表２－６－２ 送配電設備被害概要

設備 被害概要

送電設備 設備被害６線路，大雨による鉄塔基礎周辺の土砂流出２基，河川決壊に伴

う漂流物による部材変形１基など

変電設備 設備被害３変電所の周囲柵損傷３個所など

配電設備 ・支持物倒壊・滅失等 基，配電線への樹木倒壊 個所，

高低圧断線等 条間，変圧器損傷等７台，計量器損傷等 個

・車両浸水被害に伴い，移動無線機（車載）５台が浸水

（古川，白石，塩釜電力センター）

情報通信設備 通信設備の被害は無し

業務設備（建物） 一部の建物に漏水・外装被害（仙台，仙台南，塩釜電力センター）

厚生設備 ・宿舎関連施設１棟に被害

・隣接する崖地の土砂崩落による一部破損

（仙台市太白区）

○ 対応

体制

東北電力（株）宮城支店，送配電カンパニー宮城支社※は，供給支障の拡大の恐れがあったこ

とから， 月 日 時に第２非常体制を発令し，供給支障の早期解消に向けた体制を整え，来

るべき復旧体制の準備を行った。

県および各自治体との連携

普段から県危機対策課と非常時の連携等について確認を重ねており，今般も台風襲来前日の

「災害対策準備会議」から要請を受けて出席し，関係者間において万一に備えた事前確認を行う

等，連携を図った。

県へのリエゾン派遣として， 月 日～ 月５日までの 日間で延べ 名を派遣し，停電

状況や復旧見込みについて情報提供を行った。

各自治体へのリエゾン派遣については，被害が大きかった丸森町にはプッシュ型で派遣（ 月

日～ 月 日，延べ 名）し，その他，派遣要請があった石巻市，東松島市，女川町に派遣した。

県及び関係機関との連携

県危機対策課からの要請により 月 日 時 分から

県災害対策本部に （気象庁防災対応支援チーム）と

して，職員３名を派遣し気象解説を行った。その後，

月 日の県災害対策本部廃止まで１～２名体制で常駐を

継続したほか，県災害対策本部会議に出席して気象に関

する解説を行った。また，被害が大きかった丸森町に

は， 月 日から 月８日まで町災害対策本部および緊

急消防援助隊指揮隊に として職員２～３名体制で常

駐を継続したほか，災害対策本部会議に出席して気象に

関する解説を行った。

広報活動

仙台管区気象台では，東北地方整備局と連携して

月 日から 日にかけて，「台風第 号に関する説明

会」と「大雨特別警報に関する説明会」を合同記者会

見として実施し，整備局と気象台が持つ危機感が防災

関係機関や自治体をはじめ，広く国民に伝わるよう努

めた。台風通過後に大雨が予想された 月 日と 日

にも同様の説明会を実施している。そのほか，仙台航

空測候所でも， 月 日に空港管理者や航空機使用事

業者等に対して台風説明会を実施した。

また， 月 日には，被災者や応急対策及び二次災

害発生防止のため，気象庁ホームページに「台風第 号に関するポータルサイト」を開設し

て，災害時気象支援資料を提供した。仙台管区気象台ホームページにも同資料を掲載した。

仙台管区気象台に関する検証

○ 評価できる点

・ 平時から，県危機対策課や各防災関係機関，市町村と顔の見える関係を構築していることによ

り，職員派遣と災害対策本部内での気象解説をスムーズに行うことができた。

○ 関連資料

・ 宮城県災害時気象資料

（ ）

４ 東北電力（株）

○ 被害状況

令和元年東日本台風の影響により，宮城県内では設備の破損や河川決壊に伴う設備の流出などで

配電設備を中心に設備被害を受けた。（表２－６－１）

県内では，最大で約 戸，延べ約 戸が停電し，特に被害が大きかった丸森町におい

ては，道路崩落や土砂崩れが多かったことから全戸復旧まで 日間を要した。（ 月２日停電解

消）

台風説明会の様子

の活動の様子
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について，大崎市避難所（１か所）において説明会・受付所を設けるとともに，丸森町避難所

か所 ，角田市避難所 ３か所 にて，避難者向けに説明を実施した。

※分社化により，令和２年４月１日に東北電力ネットワーク（株）宮城支社に組織名称変更

東北電力（株）に関する検証

○ 評価できる点

・ 宮城県の総合防災訓練や防災会議を通じ，日頃から関係機関と顔の見える関係を構築していた

こと及び非常災害時の連絡先を相互で確認していたことから，災害発生前から情報共有が図ら

れ，災害発生後においても早期復旧に繋げることができた。また，災害発生前日の「災害対策準

備会議」から関係機関が顔を合わせ，意識合わせに臨んだことが災害発生後においても円滑な情

報共有に寄与できた。

・ 丸森町災害対策本部には，地元の電力センターから配電管理職を派遣したことで，自治体や関

係機関から多くの確認事項に的確に受け答えができ，信頼関係が構築できた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 台風災害においても今回の様に甚大な被害が出るということを再認識し，今後も自治体や関係

機関と事前および初動において連携を密に図っていくことが早期復旧には欠かせないことから，

自治体や関係機関との災害対策訓練や防災会議等への参加を通じ，関係強化を図っていく。

・ また，避難所など重要施設への送電に関しては早期の復旧に努めるが，土砂崩れなどで復旧作

業の長期化が予想される場合は，自治体対策本部と連携し，早期にポータブル小型発電機の設置

についても協議していく。

５ 東日本電信電話（株）

○ 被害の状況や動き

業務の概要

東日本電信電話（株）（以下，「 東日本」という。）は東日本地域における地域電気通信業務

及びこれらに付帯する業務を実施しており，指定公共機関の一つとして電気通信事業の公共性に

鑑み，国の防災基本計画に協力し，災害時においても可能な限り電気通信サービスを維持し，重

要通信をそ通させるよう，防災対策の推進と，防災体制の確立を図っているところである。

被害状況

令和元年東日本台風による 東日本の通信設備への影響は，大雨，河川の氾濫による土砂崩

れ，道路損壊による中継・加入ケーブルの切断，通信ビル（通信設備）への浸水によるネットワ

ークサービスの中断，また，お客様設備については停電による宅内機器への給電停止，家屋等へ

の浸水による端末機器，宅内線などのへの影響が多数発生した。

被害項目 被害状況（全国） 被害状況（宮城）

① 中継ケーブル ルート ２ルート（１ルート両系断）

② 通信ビル ２（浸水） ０

③ 加入ケーブル 約 （ケーブル張替え要）

NTT 東日本の被害状況 

復旧活動

イ 復旧作業

土砂崩れや道路崩落で甚大な被

害を受けた丸森町などにおいては，

復旧場所への車両侵入が困難であ

ったため，他市町村と比べ停電解消

までに時間を要した。被害が比較的

小さかった青森県，秋田県，山形県，

新潟県の事業所より工事会社も含

め復旧作業員延べ約 人の応援を

受け，延べ約 人体制で早期復

旧に取り組んだ。 月 日には，土砂崩れや道路崩落等により立入りができない場所を除き，

供給支障を解消した。（ ％復旧）

なお，復旧場所への侵入困難な個所については，安全

を確保しながら，複数人での徒歩移動による現地調査や

ヘリコプター・ドローンを活用するなど，被害状況の把

握に努め，以降の復旧方針および復旧優先順位の立案へ

役立てた。

また，管内および他支社からの応援派遣対応はもとよ

り，自治体や自衛隊と密な連携を図り，道路崩落個所の

復旧に合わせ配電工事を鋭意進め， 月２日停電が全て

解消された。

ロ 支援物資の配布

被害が大きい丸森町，角田市，大崎市に対し，約

個のカイロを配布した。

ハ 自衛隊との連携による復旧作業

自衛隊に道路啓開を依頼し，自衛隊の協力を得ながら

寸断している道路復旧作業を実施していただき，並行し

て電柱の建柱作業を実施した結果，早期復旧に繋がった。

広報活動

イ 報道機関への情報提供

毎日定時に各報道機関へ県内の停電状況について情報提供を行った。（ 回実施）

ロ 復旧作業の報道公開

ｲ 建柱作業の公開

月 日に被害が大きかった丸森町において，自治体等での道路啓開により復旧作業が

可能となった地域で建柱作業の様子を報道公開した。

ﾛ 停電解消地域の電線新設・個別送電の公開

月２日に最後の停電解消となる丸森町のお客さまへの送電の様子を報道公開した。

ハ 避難所への説明

浸水した家屋等への送電や避難所から自宅へ戻った際に停電となっていた場合の対処方法

図２－６－６ 停電戸数の推移

復旧作業の様子
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について，大崎市避難所（１か所）において説明会・受付所を設けるとともに，丸森町避難所

か所 ，角田市避難所 ３か所 にて，避難者向けに説明を実施した。

※分社化により，令和２年４月１日に東北電力ネットワーク（株）宮城支社に組織名称変更

東北電力（株）に関する検証

○ 評価できる点

・ 宮城県の総合防災訓練や防災会議を通じ，日頃から関係機関と顔の見える関係を構築していた

こと及び非常災害時の連絡先を相互で確認していたことから，災害発生前から情報共有が図ら

れ，災害発生後においても早期復旧に繋げることができた。また，災害発生前日の「災害対策準

備会議」から関係機関が顔を合わせ，意識合わせに臨んだことが災害発生後においても円滑な情

報共有に寄与できた。

・ 丸森町災害対策本部には，地元の電力センターから配電管理職を派遣したことで，自治体や関

係機関から多くの確認事項に的確に受け答えができ，信頼関係が構築できた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 台風災害においても今回の様に甚大な被害が出るということを再認識し，今後も自治体や関係

機関と事前および初動において連携を密に図っていくことが早期復旧には欠かせないことから，

自治体や関係機関との災害対策訓練や防災会議等への参加を通じ，関係強化を図っていく。

・ また，避難所など重要施設への送電に関しては早期の復旧に努めるが，土砂崩れなどで復旧作

業の長期化が予想される場合は，自治体対策本部と連携し，早期にポータブル小型発電機の設置

についても協議していく。

５ 東日本電信電話（株）

○ 被害の状況や動き

業務の概要

東日本電信電話（株）（以下，「 東日本」という。）は東日本地域における地域電気通信業務

及びこれらに付帯する業務を実施しており，指定公共機関の一つとして電気通信事業の公共性に

鑑み，国の防災基本計画に協力し，災害時においても可能な限り電気通信サービスを維持し，重

要通信をそ通させるよう，防災対策の推進と，防災体制の確立を図っているところである。

被害状況

令和元年東日本台風による 東日本の通信設備への影響は，大雨，河川の氾濫による土砂崩

れ，道路損壊による中継・加入ケーブルの切断，通信ビル（通信設備）への浸水によるネットワ

ークサービスの中断，また，お客様設備については停電による宅内機器への給電停止，家屋等へ

の浸水による端末機器，宅内線などのへの影響が多数発生した。

被害項目 被害状況（全国） 被害状況（宮城）

① 中継ケーブル ルート ２ルート（１ルート両系断）

② 通信ビル ２（浸水） ０

③ 加入ケーブル 約 （ケーブル張替え要）

NTT 東日本の被害状況 

復旧活動

イ 復旧作業

土砂崩れや道路崩落で甚大な被

害を受けた丸森町などにおいては，

復旧場所への車両侵入が困難であ

ったため，他市町村と比べ停電解消

までに時間を要した。被害が比較的

小さかった青森県，秋田県，山形県，

新潟県の事業所より工事会社も含

め復旧作業員延べ約 人の応援を

受け，延べ約 人体制で早期復

旧に取り組んだ。 月 日には，土砂崩れや道路崩落等により立入りができない場所を除き，

供給支障を解消した。（ ％復旧）

なお，復旧場所への侵入困難な個所については，安全

を確保しながら，複数人での徒歩移動による現地調査や

ヘリコプター・ドローンを活用するなど，被害状況の把

握に努め，以降の復旧方針および復旧優先順位の立案へ

役立てた。

また，管内および他支社からの応援派遣対応はもとよ

り，自治体や自衛隊と密な連携を図り，道路崩落個所の

復旧に合わせ配電工事を鋭意進め， 月２日停電が全て

解消された。

ロ 支援物資の配布

被害が大きい丸森町，角田市，大崎市に対し，約

個のカイロを配布した。

ハ 自衛隊との連携による復旧作業

自衛隊に道路啓開を依頼し，自衛隊の協力を得ながら

寸断している道路復旧作業を実施していただき，並行し

て電柱の建柱作業を実施した結果，早期復旧に繋がった。

広報活動

イ 報道機関への情報提供

毎日定時に各報道機関へ県内の停電状況について情報提供を行った。（ 回実施）

ロ 復旧作業の報道公開

ｲ 建柱作業の公開

月 日に被害が大きかった丸森町において，自治体等での道路啓開により復旧作業が

可能となった地域で建柱作業の様子を報道公開した。

ﾛ 停電解消地域の電線新設・個別送電の公開

月２日に最後の停電解消となる丸森町のお客さまへの送電の様子を報道公開した。

ハ 避難所への説明

浸水した家屋等への送電や避難所から自宅へ戻った際に停電となっていた場合の対処方法

図２－６－６ 停電戸数の推移

復旧作業の様子
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本格復旧：加入ケーブルを含む本格復旧については県リエゾン及び被災自治体リエゾン連携

の中で電力，道路の復旧状況と連携し随時実施。各本部移行後も関連機関と連携の上復旧作業

を進めた。

広報活動

台風の影響を鑑み 月 日に の対応に関する初

報をホームページによりリリース，以後 月 日ま

で，安否確認のための災害用伝言ダイヤルの運用情

報，光ステーションの開放， の通信設備に関する

故障情報，回復状況，お客様に対する支援措置等の情

報を含めた広報活動を行った。併せて県災害対策本

部会議にはリエゾンを通じ同様の報告を行った。

東日本電信電話株式会社に関する検証

○ 評価できる点

・ 県においては防災訓練の中でリエゾン訓練も企画されており，指定公共機関として参加してい

る事から，事前の調整会議から県災害対策本部が立ち上がった際のリエゾン活動や関連機関との

連携において，スムーズに参画・活動する事が出来た。

・ 東日本大震災の教訓として災害時の復旧拠点を整備しており，今回仙南エリアでその拠点を活

用し災害復旧にあたる事が出来た。

・ 被災されたお客様への寄り添い活動として，お困りごと受付窓口を丸森町役場に開設，避難所

開設自治体へ災害時用公衆電話の開設サポートを実施（ か所 回線），通信が使えなくな

っているエリアでのお客様宅個別訪問による通信救済策提案（固定型携帯電話の設置）

・ 今回の被災状況を鑑み設備復旧だけでなく，被災自治体様へボランティアを出させていただい

た。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 被災自治体へのリエゾン派遣が遅れた。

・ 避難所開設時における災害時用公衆電話の開設について，担当者変更等でご理解されていない

自治体があった。

・ 災害時における要支援者確認等の連携が十分にできなかった。

（エリア全体のローラー作戦となった）

・ お客様寄り添い活動については発災後の施策だったため被災した方々へ効果的なアピールが

できなかった。

まとめ：

今後は，災害時における 東日本の動きについて自治体関係者へ例示させていただき，災害

時の対応への相互理解を深めるとともに，災害弱者の方々についての通信救済について有事に効

果的連携ができるよう意見交換を図って行きたい。被災自治体へのリエゾン派遣については県リ

エゾンからの早期情報収集含め被災状況に応じ，プッシュ型での対応を図って行く。また，今回

展開した施策（固定通信途絶エリアでの固定型携帯電話の配布等）を自治体での防災訓練に反映

する事で，課題解決を図って行く事とする。

被災エリアでのお客様お困りごと

相談窓口の開設

道路崩落・河川氾濫によるケーブル切断・電柱折損

関係機関の動き

月 日県危機対策課より「令和元年台風第 号に係る宮城県災害対策連絡調整会議」開催

の連絡をうけ 月 日 時 分からの当該会議に災害対策室メンバーが出席し，災害発生時

における県の動きを確認し，有事における県災害対策本部へのリエゾン派遣を含めた態勢を確立。

○ 対応

体制

月７日 時 分 に「台風 号警戒本部」を社内に設置し本部員を中心とする警戒態勢を構

築。 月 日 時 分仙南エリアに大雨特別警報が発令された事から災害対策本部へ態勢を移行。

以後，災害対策本部態勢の下，事態の収拾にあたり設備の応急復旧及び県内仮設住宅への通信設

備対応が完了した 月 日 時 分をもって情報連絡室へ態勢を移行した。

県及び関係機関との連携

県災害対策本部が立ち上がった 月 日よりリエゾンを２名派遣し関係機関と被災状況の把

握，道路啓開状況，避難所開設状況，停電 復電状況等の収集にあたった。また道路啓開について

は当時侵入が困難だった丸森筆甫エリアへ 東日本の通信ビル電源復旧チームが到達できた事

より，その侵入ルートや車両情報（サイズ等）を関係機関と共有する等，情報連携に努めた。

復旧活動

初動：被害発生前，大雨特別警報が発令された自治体へ通信状況の確認を実施（結果宮城県内

全域に大雨特別警報が発令されたため 自治体へ全て確認を実施）したほか，災害用伝言ダイヤ

ル（ ）及び災害用ブロードバンド伝言板（ ）の運用を実施。

応急復旧：仙南エリアを中心に広域停電が発生していた事から商用電力供給が停止している通

信ビルについて移動電源車による電源オペレーションを展開。しかしながら，夜間大雨特別警報

の出ている状況下であり道路状況の確認含め慎重な対応とならざるを得ない状況であった。また，

中継ケーブルについては仙南丸森エリアで大雨による河川氾濫，土砂崩れの影響により電柱倒壊，

ケーブルの切断が複数発生し， 月

日 時 分一部エリアにてサービ

ス中断が発生。被災ルートは道路の

損傷も激しく早期の本格復旧が困難

だった事から，異ルートへの切り替

えを実施する応急復旧作業にて 月

日 時 分サービス回復を行っ

た。 停電エリアでの移動電源車による通信ビルへの電源供給と

近隣スタンドへの支援
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本格復旧：加入ケーブルを含む本格復旧については県リエゾン及び被災自治体リエゾン連携

の中で電力，道路の復旧状況と連携し随時実施。各本部移行後も関連機関と連携の上復旧作業

を進めた。

広報活動

台風の影響を鑑み 月 日に の対応に関する初

報をホームページによりリリース，以後 月 日ま

で，安否確認のための災害用伝言ダイヤルの運用情

報，光ステーションの開放， の通信設備に関する

故障情報，回復状況，お客様に対する支援措置等の情

報を含めた広報活動を行った。併せて県災害対策本

部会議にはリエゾンを通じ同様の報告を行った。

東日本電信電話株式会社に関する検証

○ 評価できる点

・ 県においては防災訓練の中でリエゾン訓練も企画されており，指定公共機関として参加してい

る事から，事前の調整会議から県災害対策本部が立ち上がった際のリエゾン活動や関連機関との

連携において，スムーズに参画・活動する事が出来た。

・ 東日本大震災の教訓として災害時の復旧拠点を整備しており，今回仙南エリアでその拠点を活

用し災害復旧にあたる事が出来た。

・ 被災されたお客様への寄り添い活動として，お困りごと受付窓口を丸森町役場に開設，避難所

開設自治体へ災害時用公衆電話の開設サポートを実施（ か所 回線），通信が使えなくな

っているエリアでのお客様宅個別訪問による通信救済策提案（固定型携帯電話の設置）

・ 今回の被災状況を鑑み設備復旧だけでなく，被災自治体様へボランティアを出させていただい

た。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 被災自治体へのリエゾン派遣が遅れた。

・ 避難所開設時における災害時用公衆電話の開設について，担当者変更等でご理解されていない

自治体があった。

・ 災害時における要支援者確認等の連携が十分にできなかった。

（エリア全体のローラー作戦となった）

・ お客様寄り添い活動については発災後の施策だったため被災した方々へ効果的なアピールが

できなかった。

まとめ：

今後は，災害時における 東日本の動きについて自治体関係者へ例示させていただき，災害

時の対応への相互理解を深めるとともに，災害弱者の方々についての通信救済について有事に効

果的連携ができるよう意見交換を図って行きたい。被災自治体へのリエゾン派遣については県リ

エゾンからの早期情報収集含め被災状況に応じ，プッシュ型での対応を図って行く。また，今回

展開した施策（固定通信途絶エリアでの固定型携帯電話の配布等）を自治体での防災訓練に反映

する事で，課題解決を図って行く事とする。

被災エリアでのお客様お困りごと

相談窓口の開設

道路崩落・河川氾濫によるケーブル切断・電柱折損

関係機関の動き

月 日県危機対策課より「令和元年台風第 号に係る宮城県災害対策連絡調整会議」開催

の連絡をうけ 月 日 時 分からの当該会議に災害対策室メンバーが出席し，災害発生時

における県の動きを確認し，有事における県災害対策本部へのリエゾン派遣を含めた態勢を確立。

○ 対応

体制

月７日 時 分 に「台風 号警戒本部」を社内に設置し本部員を中心とする警戒態勢を構

築。 月 日 時 分仙南エリアに大雨特別警報が発令された事から災害対策本部へ態勢を移行。

以後，災害対策本部態勢の下，事態の収拾にあたり設備の応急復旧及び県内仮設住宅への通信設

備対応が完了した 月 日 時 分をもって情報連絡室へ態勢を移行した。

県及び関係機関との連携

県災害対策本部が立ち上がった 月 日よりリエゾンを２名派遣し関係機関と被災状況の把

握，道路啓開状況，避難所開設状況，停電 復電状況等の収集にあたった。また道路啓開について

は当時侵入が困難だった丸森筆甫エリアへ 東日本の通信ビル電源復旧チームが到達できた事

より，その侵入ルートや車両情報（サイズ等）を関係機関と共有する等，情報連携に努めた。

復旧活動

初動：被害発生前，大雨特別警報が発令された自治体へ通信状況の確認を実施（結果宮城県内

全域に大雨特別警報が発令されたため 自治体へ全て確認を実施）したほか，災害用伝言ダイヤ

ル（ ）及び災害用ブロードバンド伝言板（ ）の運用を実施。

応急復旧：仙南エリアを中心に広域停電が発生していた事から商用電力供給が停止している通

信ビルについて移動電源車による電源オペレーションを展開。しかしながら，夜間大雨特別警報

の出ている状況下であり道路状況の確認含め慎重な対応とならざるを得ない状況であった。また，

中継ケーブルについては仙南丸森エリアで大雨による河川氾濫，土砂崩れの影響により電柱倒壊，

ケーブルの切断が複数発生し， 月

日 時 分一部エリアにてサービ

ス中断が発生。被災ルートは道路の

損傷も激しく早期の本格復旧が困難

だった事から，異ルートへの切り替

えを実施する応急復旧作業にて 月

日 時 分サービス回復を行っ

た。 停電エリアでの移動電源車による通信ビルへの電源供給と

近隣スタンドへの支援
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第７節 ・医療機関の初動対応と活動状況 
１ の初動対応と活動状況

○ 概要

救護班の派遣

災害救助法第４条では，災害により被害を受けた際の公的な救助について規定されている。

このうち，医療及び助産が医療救護活動に関する規定である。

の概要

とは，災害の発生直後の急性期（概ね 時間以内）に活動が開始できる機動性を持った，

専門的な研修・訓練を受けた医療チームであり，平成 年４月に発足後，全国で隊員養成が行わ

れている。

○ 被害の状況

仙南中央病院，仙南病院，丸森病院では，１階部分に設置していた設備が浸水により破損し一部

診療不能となった。そのため，いずれの病院も入院患者の転院搬送を行ったが，中でも，仙南病院

では，人工透析ができなくなり，透析患者の転院搬送を緊急で行う必要が生じた。また，特に被害

の大きかった丸森町では，丸森病院で外来診療が停止したことに加え，町内に４つあった医科診療

所のうち２つが診療不能となったことで，診療機能が著しく低下する事態となったことから，丸森

病院を早期に復旧させる必要があった。

さらに，県仙南保健福祉事務所の管内市町では台風の被害に備えて避難所が多数開設され，特に

被害の大きかった角田市と丸森町では道路が冠水するなどで孤立した地区もあり，避難所等での住

民の安否や健康状態の確認を行う必要が生じた。

○ 対応

県全体の対応

イ 初動対応

月 日に宮城県 調整本部， 活動拠点本部を設置し，各地域の被害状況の情報収集

と並行して 翌日以降の 派遣要請を県内の災害拠点病院及び東北各県に対して行った。県

内では最大時 チームの が活動を行った。

また， 日には厚生労働省 事務局から局員派遣が行われたほか， 日から全国からの

ロジスティックチーム員の派遣を受け本部業務支援が行われた。

情報収集は仙南地域のみならず，同様に浸水被害のあった黒川地域や大崎市鹿島台地域でも

行われた。

ロ 病院支援

被害の大きかった病院については病院機能低下による患者の診療・健康管理が困難化してい

たこともあり，患者の転院搬送等の病院支援を行った。

ｲ 仙南病院（角田市）

月 日 時 分に自衛隊リエゾンより，仙南病院透析患者搬送ニーズの情報を得 時

分に転院等が必要となる透析患者の内訳を同病院から得たことから，透析分野の災害医療

コーディネーターと連携し 月 日中に 支援下で透析患者のうち入院患者 人及び外

来患者 人の転院搬送を，緊急消防援助隊及び県防災ヘリコプターと連携して行った。なお

日の 参集の際は道路交通情報が把握しきれず現地到着に時間を要したチームがあっ

た。翌 日には同院の透析機能が回復し， 日までには病院車両ですべての患者が同院に戻
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された。

ﾛ 丸森病院（丸森町）

月 日中に が浸水した丸森病院へボートで接触し，院内の状況把握を行った。翌

日の 時に県災害医療本部，仙南地域災害医療支部及び丸森町と同院で合議し，１階部分浸

水で機器等が使用不能となっている状況を踏まえ，全入院患者の転院搬送等を行うこととし

た。 支援下での転院搬送としては， 日の 時 分に丸森病院へ病院支援指揮所を設営

し，同日 時までに５人， 日には 時から 時までに 人， 日には 時から 時 分ま

でに９人，計 人の搬送を行った。その他の患者は退院または通常の救急搬送が行われた。

丸森病院は 月 日には一部の診療が再開し， 月 日には転院先の病院から順次戻し搬送

が開始された。

ﾊ 仙南中央病院（柴田町）

月 日から，水道水等の不足により町や自衛隊の支援を受けていたが，更なる物資等の

不足や病院職員の疲弊等があり， が接触し搬送先の調整等の支援を行い， 月 日に公

立刈田綜合病院へ３人が転院搬送されることとなった。

ハ 避難所アセスメント

多くの医療機関が被災している中で， 月 日に各地で避難所が設置されていることを把握

し，東北大学が中心となって開発した避難所アセスメントシステム

’ を活用し

た避難所アセスメント及び による診療データ収集を行うこととした。

を活用した避難所アセスメントは 日から 日まで継続して続けられた。結果と

して緊急に医療支援が必要との評価の避難所は無かったが，アセスメント結果を踏まえて避難

所の支援方針等が議論された。

また，避難所アセスメントを行った 等によって， 日から 日までに 件の診療録が

作成されたほか，避難者に対して常備薬の不足等への対応等も行われた。

なお，施設入居者の健康管理の観点から老人福祉施設に対しても調査を行い，医療介入の必

要性等について検討した。

活動拠点本部（仙南保健福祉事務所）の対応

イ 活動の概要

発災日の夕方から 活動拠点本部が大河原合同庁舎内に設置され，管内の医療機関や福祉

施設に対する支援が行われたほか，避難所等での医療活動が行われた。

ロ 活動内容

ｲ 病院支援

丸森病院においては，前述のとおり， 月 日から 日にかけて，退院した 名を除く

人の転院搬送が行われた。

仙南中央病院では発災当初は患者を転送させる意向はないとのことで，自衛隊等の支援を受

けながら対応していたが，発災から５日目の 月 日に重症患者 名を転院させたいとの相談

があった。そのため，転院先の調整等を で行い，消防の協力を得て転院搬送を行った。

ﾛ 避難所等支援

特に被害の大きかった角田市と丸森町において避難所等アセスメントを実施し医療ニー

ズの把握と傷病の応急処置を実施した。

第７節 ・医療機関の初動対応と活動状況 
１ の初動対応と活動状況

○ 概要

救護班の派遣

災害救助法第４条では，災害により被害を受けた際の公的な救助について規定されている。

このうち，医療及び助産が医療救護活動に関する規定である。

の概要

とは，災害の発生直後の急性期（概ね 時間以内）に活動が開始できる機動性を持った，

専門的な研修・訓練を受けた医療チームであり，平成 年４月に発足後，全国で隊員養成が行わ

れている。

○ 被害の状況

仙南中央病院，仙南病院，丸森病院では，１階部分に設置していた設備が浸水により破損し一部

診療不能となった。そのため，いずれの病院も入院患者の転院搬送を行ったが，中でも，仙南病院

では，人工透析ができなくなり，透析患者の転院搬送を緊急で行う必要が生じた。また，特に被害

の大きかった丸森町では，丸森病院で外来診療が停止したことに加え，町内に４つあった医科診療

所のうち２つが診療不能となったことで，診療機能が著しく低下する事態となったことから，丸森

病院を早期に復旧させる必要があった。

さらに，県仙南保健福祉事務所の管内市町では台風の被害に備えて避難所が多数開設され，特に

被害の大きかった角田市と丸森町では道路が冠水するなどで孤立した地区もあり，避難所等での住

民の安否や健康状態の確認を行う必要が生じた。

○ 対応

県全体の対応

イ 初動対応

月 日に宮城県 調整本部， 活動拠点本部を設置し，各地域の被害状況の情報収集

と並行して 翌日以降の 派遣要請を県内の災害拠点病院及び東北各県に対して行った。県

内では最大時 チームの が活動を行った。

また， 日には厚生労働省 事務局から局員派遣が行われたほか， 日から全国からの

ロジスティックチーム員の派遣を受け本部業務支援が行われた。

情報収集は仙南地域のみならず，同様に浸水被害のあった黒川地域や大崎市鹿島台地域でも

行われた。

ロ 病院支援

被害の大きかった病院については病院機能低下による患者の診療・健康管理が困難化してい

たこともあり，患者の転院搬送等の病院支援を行った。

ｲ 仙南病院（角田市）

月 日 時 分に自衛隊リエゾンより，仙南病院透析患者搬送ニーズの情報を得 時

分に転院等が必要となる透析患者の内訳を同病院から得たことから，透析分野の災害医療

コーディネーターと連携し 月 日中に 支援下で透析患者のうち入院患者 人及び外

来患者 人の転院搬送を，緊急消防援助隊及び県防災ヘリコプターと連携して行った。なお

日の 参集の際は道路交通情報が把握しきれず現地到着に時間を要したチームがあっ

た。翌 日には同院の透析機能が回復し， 日までには病院車両ですべての患者が同院に戻
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仙南保健福祉事務所の対応

月 日６時に職員が登庁後，７時時点の医療機関の被害状況調査を実施し県医療政策課に報

告した。病院の被害状況については，市町から被害状況の報告をいただいたものと，病院による

県システム等への被害状況入力が行われているものは把握できたが，一部の病院については被害

状況の報告はなく，県システム等への入力も行われていなかった。県システム等への入力可能な

方が被災により，出勤できなかったなどの理由であった。また，丸森病院については，通常の電

話が繋がらない上，冠水によりパソコンが故障しており県システム等の使用もできない状況であ

ったため，被害状況の確認に時間を要した。その他の状況不明な病院については，電話にて直接

被害状況を調査し，可能な範囲で県システム等への代行入力を行った。

医療機関の被害状況と初動対応に関する検証

○ 評価できる点

・ 市町村の情報では把握しきれない被害については，保健所が直接電話や現地確認等で状況

を把握するなど，可能な範囲で情報収集に努めた。

・ 発災前に市町や病院と災害時における情報伝達訓練を実施し，市町による被災医療機関の情

報伝達訓練や病院による県システム等への入力訓練，地域災害医療支部による県システム等

への代行入力訓練を実施していた。今回の災害では，市町からの情報伝達が比較的スムーズに

行われたほか，複数病院の被害状況について，仙南保健福祉事務所において県システム等への

代行入力を実施したが，事前に操作訓練を行っていたため，県システム等を適切に活用するこ

とができ，スムーズに対応できた。

・ 平常時から地域災害医療連絡会議を開催し，関係機関との情報共有（顔の見える関係性を構

築）を行っていたことから各病院との連絡調整は問題なく行われた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 医療機関の被害状況は保健所が市町村役場から得た情報を集約して把握しているが，災害の

規模や状況によっては役場が被害情報を把握しきれない場合がある。市町村役場の情報のほ

か，医師会など関係団体からの情報収集に努めるなど，可能な範囲で情報収集を行う。

・ 大雨で公共交通機関が運休になるとともに，道路がいたるところで冠水しており，車で登庁

できる者も限られていた。 日午前中は，情報収集や定期報告など，多くの業務を少人数で

対応せざるを得なかった。登庁可能人員が少人数の場合を想定した対策が必要と思われる。

・ 病院による県システム等への入力訓練は実施したものの，一部の病院では入力作業ができる

人員が限られており，被災等により当該人員が出勤できない場合は入力不可となるので，操作

可能な人員は複数名必要である。

・ 県システム等への情報入力をしない病院が多かったことから，入力基準の設定や周知の徹底

が必要と思われる。また，津波・地震被害を想定した訓練以外にも今回のような台風等による

水害を想定した訓練についても実施する必要がある。

※ ：厚生労働省の広域災害救急医療情報システム（ ）と連携し，その情報は国や県庁をはじめとする関係機

関と情報共有できるシステム。

※ ：医療救護班の派遣調整を行う会議。塩釜保健所では，塩釜管内において，災害拠点病院である坂総合病院の

地域災害医療コーディネーターを中心に，平常時から塩釜地域災害医療連絡会議を開催し，医師会・各病院・

消防署等と情報共有及び初動対応訓練を行っている。

の初動対応と活動状況に関する検証

○ 評価できる点

・ 日ごろから訓練等で関係構築をしていたことから，危機管理部局や消防関係者と速やかに連

絡をとることができた。

・ 活動拠点本部が大河原合同庁舎内に設置されたことで，保健所の公衆衛生活動チーム

との情報共有がスムーズにできた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 老人福祉施設への の介入について，福祉担当部局との調整に混乱を生じたことから事

前に整理が必要だった。また，公衆衛生活動との協調体制の確立も必要であり，保健医療調整

本部体制の整備が喫緊の課題。

・ 平時の準備不足から，仙南保健福祉事務所も含め被災市町での の受入体制が不十分で

あった。特に，被災市町では，災害対応経験が少なく，対応する職員の数も少数であるため，

の活動スピードに対応することが負担となっていたようであった。平時における訓練や

関係機関との情報共有の必要性を強く感じた。

２ 医療機関の被害状況と初動対応

○ 被害状況

仙台管内では，４医療機関（病院１，有床診療所１，無床診療所２）で，床上浸水による被害（被

害額： 千円）があったが，週明けからの診療には影響はなかった。ただし，一部外来患者の

制限，医療機器の故障による影響があった。

仙南管内では，建物等の被害があった病院が３病院（仙南中央病院，仙南病院，丸森病院）あっ

た。一階が床上浸水となったことにより，一階に設置していた設備の損壊などが見られた。仙南病

院や丸森病院では入院患者の他院搬送も実施した。また，医科診療所や歯科診療所においても多数

被害が報告されており，そのほとんどが浸水被害によるものだった。

その他，塩釜，登米，石巻管内において一部損壊が見受けられた。

○ 初動対応

大規模災害時医療救護活動マニュアルにより，病院は災害発生に伴って「宮城県救急医療情報シ

ステム」（県システム）※ 又は「広域災害救急医療情報システム」（ ）に被災状況等を入力

することとされており，システムを保有していない医療機関については，市町村を通じて被害状況

の報告を受けることとされている。

病院の被害状況については，県システム等で入力状況を確認の上，未入力の場合には電話で入力

作業を依頼し，入力困難な場合には被害状況の聞き取りを行い，地域災害医療支部（県保健福祉事

務所）が代行入力を行った。各市町村の診療所等の被害状況は，市町村から定期的に報告を受けた。

県医療政策課では，各保健所が把握した医療機関の被害状況をとりまとめて主管課に報告した。

仙台保健福祉事務所の対応

浸水地域に所在する診療所については，週明けの 月 日から電話で被害状況の情報収集を行

い，逐次，県医療政策課へ報告した。また，保健所内に危機管理対策本部及び被災者生活支援チ

ームを設定したが，管内の診療機能に影響を及ぼすほどの被害がなかったことから，地域災害医

療支部（仙台支部）の設置及び塩釜地域災害医療連絡会議※ は開催しなかった。
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仙南保健福祉事務所の対応

月 日６時に職員が登庁後，７時時点の医療機関の被害状況調査を実施し県医療政策課に報

告した。病院の被害状況については，市町から被害状況の報告をいただいたものと，病院による

県システム等への被害状況入力が行われているものは把握できたが，一部の病院については被害

状況の報告はなく，県システム等への入力も行われていなかった。県システム等への入力可能な

方が被災により，出勤できなかったなどの理由であった。また，丸森病院については，通常の電

話が繋がらない上，冠水によりパソコンが故障しており県システム等の使用もできない状況であ

ったため，被害状況の確認に時間を要した。その他の状況不明な病院については，電話にて直接

被害状況を調査し，可能な範囲で県システム等への代行入力を行った。

医療機関の被害状況と初動対応に関する検証

○ 評価できる点

・ 市町村の情報では把握しきれない被害については，保健所が直接電話や現地確認等で状況

を把握するなど，可能な範囲で情報収集に努めた。

・ 発災前に市町や病院と災害時における情報伝達訓練を実施し，市町による被災医療機関の情

報伝達訓練や病院による県システム等への入力訓練，地域災害医療支部による県システム等

への代行入力訓練を実施していた。今回の災害では，市町からの情報伝達が比較的スムーズに

行われたほか，複数病院の被害状況について，仙南保健福祉事務所において県システム等への

代行入力を実施したが，事前に操作訓練を行っていたため，県システム等を適切に活用するこ

とができ，スムーズに対応できた。

・ 平常時から地域災害医療連絡会議を開催し，関係機関との情報共有（顔の見える関係性を構

築）を行っていたことから各病院との連絡調整は問題なく行われた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 医療機関の被害状況は保健所が市町村役場から得た情報を集約して把握しているが，災害の

規模や状況によっては役場が被害情報を把握しきれない場合がある。市町村役場の情報のほ

か，医師会など関係団体からの情報収集に努めるなど，可能な範囲で情報収集を行う。

・ 大雨で公共交通機関が運休になるとともに，道路がいたるところで冠水しており，車で登庁

できる者も限られていた。 日午前中は，情報収集や定期報告など，多くの業務を少人数で

対応せざるを得なかった。登庁可能人員が少人数の場合を想定した対策が必要と思われる。

・ 病院による県システム等への入力訓練は実施したものの，一部の病院では入力作業ができる

人員が限られており，被災等により当該人員が出勤できない場合は入力不可となるので，操作

可能な人員は複数名必要である。

・ 県システム等への情報入力をしない病院が多かったことから，入力基準の設定や周知の徹底

が必要と思われる。また，津波・地震被害を想定した訓練以外にも今回のような台風等による

水害を想定した訓練についても実施する必要がある。

※ ：厚生労働省の広域災害救急医療情報システム（ ）と連携し，その情報は国や県庁をはじめとする関係機

関と情報共有できるシステム。

※ ：医療救護班の派遣調整を行う会議。塩釜保健所では，塩釜管内において，災害拠点病院である坂総合病院の

地域災害医療コーディネーターを中心に，平常時から塩釜地域災害医療連絡会議を開催し，医師会・各病院・

消防署等と情報共有及び初動対応訓練を行っている。

の初動対応と活動状況に関する検証

○ 評価できる点

・ 日ごろから訓練等で関係構築をしていたことから，危機管理部局や消防関係者と速やかに連

絡をとることができた。

・ 活動拠点本部が大河原合同庁舎内に設置されたことで，保健所の公衆衛生活動チーム

との情報共有がスムーズにできた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 老人福祉施設への の介入について，福祉担当部局との調整に混乱を生じたことから事

前に整理が必要だった。また，公衆衛生活動との協調体制の確立も必要であり，保健医療調整

本部体制の整備が喫緊の課題。

・ 平時の準備不足から，仙南保健福祉事務所も含め被災市町での の受入体制が不十分で

あった。特に，被災市町では，災害対応経験が少なく，対応する職員の数も少数であるため，

の活動スピードに対応することが負担となっていたようであった。平時における訓練や

関係機関との情報共有の必要性を強く感じた。

２ 医療機関の被害状況と初動対応

○ 被害状況

仙台管内では，４医療機関（病院１，有床診療所１，無床診療所２）で，床上浸水による被害（被

害額： 千円）があったが，週明けからの診療には影響はなかった。ただし，一部外来患者の

制限，医療機器の故障による影響があった。

仙南管内では，建物等の被害があった病院が３病院（仙南中央病院，仙南病院，丸森病院）あっ

た。一階が床上浸水となったことにより，一階に設置していた設備の損壊などが見られた。仙南病

院や丸森病院では入院患者の他院搬送も実施した。また，医科診療所や歯科診療所においても多数

被害が報告されており，そのほとんどが浸水被害によるものだった。

その他，塩釜，登米，石巻管内において一部損壊が見受けられた。

○ 初動対応

大規模災害時医療救護活動マニュアルにより，病院は災害発生に伴って「宮城県救急医療情報シ

ステム」（県システム）※ 又は「広域災害救急医療情報システム」（ ）に被災状況等を入力

することとされており，システムを保有していない医療機関については，市町村を通じて被害状況

の報告を受けることとされている。

病院の被害状況については，県システム等で入力状況を確認の上，未入力の場合には電話で入力

作業を依頼し，入力困難な場合には被害状況の聞き取りを行い，地域災害医療支部（県保健福祉事

務所）が代行入力を行った。各市町村の診療所等の被害状況は，市町村から定期的に報告を受けた。

県医療政策課では，各保健所が把握した医療機関の被害状況をとりまとめて主管課に報告した。

仙台保健福祉事務所の対応

浸水地域に所在する診療所については，週明けの 月 日から電話で被害状況の情報収集を行

い，逐次，県医療政策課へ報告した。また，保健所内に危機管理対策本部及び被災者生活支援チ

ームを設定したが，管内の診療機能に影響を及ぼすほどの被害がなかったことから，地域災害医

療支部（仙台支部）の設置及び塩釜地域災害医療連絡会議※ は開催しなかった。
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第８節 地方公共団体間の広域的な支援と活動状況

○ 被害の状況や動き

災害時における地方公共団体間の応援については，災害対策基本法に規定される市町村長間（

条），都道府県知事間（ 条）での相互応援要求に基づく他，自治体間独自に締結している応援協

定に基づき行われている。

都道府県間では，平成 年５月に「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」

が，平成 年 月には「大規模災害時等の北海道・東北８道県相互応援に関する協定」が締結さ

れ，また，市町村への応援に関しては，全国一元的な応援職員派遣の仕組みとして，総務省による

「被災市区町村応援職員確保システム」が平成 年３月から運用されている。

本県では，東日本大震災の教訓等を踏まえ，大規模災害時に自治体等の人的・物的支援を受け入

れる体制や手続き及び市町村支援等について，５月に県広域受援計画をまとめたところである。

このような中で東日本台風による災害が発生し，被害の甚大な市町への支援を中心に，県広域受

援計画に基づき広域的支援の要請や受入等を実施した。

○ 対応

被災市町における罹災証明交付関係業務や避難所運営業務等を支援するため，県内市町村相互の受

援・応援のマッチング及び被災市区町村応援職員確保システムによる対口支援について総務省や支

援団体等関係機関と調整を実施した。また，財務局，国税局等，国の機関から被災者支援に関する

職員派遣の申し出があり，被災市町と調整し支援を得た。

丸森町に派遣された県独自の災害マネジメント支援チーム（２名）により，町からの人的支援要請

に係る情報収集や現地での調整を実施した（ 月 日～ 月 日）。

対口支援のあった角田市及び丸森町における避難所運営支援，罹災証明関係業務等について，対口

支援終了後は県及び県内市町村が両市町の支援を実施した。

地方公共団体間の広域的な支援と活動状況に関する検証

○ 評価できる点

・ 県広域受援計画を策定していたことから，体制的に混乱無く調整が図られた。（本部事務局内

に「人員調整チーム」を設置し，関係各課が連携）

・ 丸森町に災害マネジメント支援チームを派遣したことにより，被害の状況や支援要請の内容

が的確に把握でき，適時，適切な調整・支援が行われた。

・ 被災２日後には対口支援団体が決定され，早期に支援が開始されたこと及び対口支援団体か

ら自己完結的な支援が得られたことから，被災市町のみならず本県としても他の応急業務に注

力できた。

○ 課題と今後の対策の方向性

課題

・ 県の受援調整においては，関係部局が各々市町村担当課と連絡調整した情報の共有・集約

に不十分な点があり，技術職員等の適切な人的ニーズ把握に時間を要した。

・ 対口支援開始後の支援内容の調整は主に対口支援団体と受援市町により行われたが，特に

避難所運営にあたっては，対口支援の終期やその後の運営体制，県及び県内市町村のフォロ

ーのあり方について共通した認識が持てなかったことから，避難所の統合や縮小に向けた運
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営の計画・方法も含め，関係者間で早期に共有すべきであった。

・ また，今回同様に避難所運営支援を多くの市町村から要請された場合，県が全てに対応す

ることは困難と想定されることから，各市町村において事前の避難所運営体制の整備や検証

も求められる。

・ 県が対口支援団体から引き継いだ避難所運営支援業務については，独自にマニュアルを作

成・更新するなど避難所を割り当てられた各部局それぞれが工夫し責任を持って支援にあた

った。一方で，人員調整チームが各部局に示した派遣職員の編成方針については，遠方の地

方機関からの派遣を含めた想定であったため，複数人がまとまって移動できるよう配慮した

反面，派遣職員全員が一斉に入れ替わる状況となるなど，昼夜または日々の業務引継の面か

ら更なる工夫が必要であったと思われる。

・ 応援要請や受入に関する手順や役割がよく整理されていない，または被災者支援に係る業

務分担が決まっていないなど，大規模災害を想定した事前の受援や被災者支援の体制整備が

不十分な市町村も見受けられた。

・ 近年，全国的に大規模災害が頻発する中で，県内外の広範囲にわたり台風被害が生じ多く

の自治体で復旧事業が急務であったことから，被害の大きな市町では特に災害査定準備業務

のための技術職員の人的支援の確保が厳しい状況であった。

今後の対策の方向性

・ 県庁内における情報の共有・集約，対口支援団体等との調整については，今回の経験をも

とに県広域受援計画に定める人員調整チーム関係各課の役割・調整項目を整理するなどし

て，なお実効性の高い受援体制の構築を図る。

・ 対口支援を要請するような災害規模の場合，効果的な被災者支援実施や早期の復旧体制構

築を図るため，派遣要請の有無にかかわらず，被災市区町村応援職員確保システムによる災

害マネジメント総括支援員を積極的に活用するよう被災市町村に働きかけるほか，県の判断

で同支援員を派遣調整することも必要である。

・ 受援計画の策定など，市町村における実効性のある受援体制の構築を支援・推進するとと

もに県においても市町村支援に係る体制や手続きの検証を行う。

・ 被害状況や人的支援ニーズ等の把握にあたっては，各地方支部・地域部の重要性を再認識

したことから，地方支部・地域部とのさらなる連携強化に努める。（大河原地方支部による丸

森町へのリエゾン派遣が困難となり、他支部から人的支援を受けて対応した 月 日～

日 。）

○ 関連資料

「被災市区町村応援職員確保システム」による「対口支援」の実績（ 月 日で終了）

石巻市

・札幌市 月４日まで（ 日間），延べ 人，最大 ４人 日，一日平均 ４人

支援業務：罹災証明交付業務

角田市

・青森県 月 日まで（ 日間），延べ 人，最大 人 日，一日平均 人

支援業務：避難所運営，罹災証明交付業務，災害廃棄物関連

・秋田県 月５日まで（ 日間），延べ 人，最大 人 日，一日平均 人

第８節 地方公共団体間の広域的な支援と活動状況

○ 被害の状況や動き

災害時における地方公共団体間の応援については，災害対策基本法に規定される市町村長間（

条），都道府県知事間（ 条）での相互応援要求に基づく他，自治体間独自に締結している応援協

定に基づき行われている。

都道府県間では，平成 年５月に「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」

が，平成 年 月には「大規模災害時等の北海道・東北８道県相互応援に関する協定」が締結さ

れ，また，市町村への応援に関しては，全国一元的な応援職員派遣の仕組みとして，総務省による

「被災市区町村応援職員確保システム」が平成 年３月から運用されている。

本県では，東日本大震災の教訓等を踏まえ，大規模災害時に自治体等の人的・物的支援を受け入

れる体制や手続き及び市町村支援等について，５月に県広域受援計画をまとめたところである。

このような中で東日本台風による災害が発生し，被害の甚大な市町への支援を中心に，県広域受

援計画に基づき広域的支援の要請や受入等を実施した。

○ 対応

被災市町における罹災証明交付関係業務や避難所運営業務等を支援するため，県内市町村相互の受

援・応援のマッチング及び被災市区町村応援職員確保システムによる対口支援について総務省や支

援団体等関係機関と調整を実施した。また，財務局，国税局等，国の機関から被災者支援に関する

職員派遣の申し出があり，被災市町と調整し支援を得た。

丸森町に派遣された県独自の災害マネジメント支援チーム（２名）により，町からの人的支援要請

に係る情報収集や現地での調整を実施した（ 月 日～ 月 日）。

対口支援のあった角田市及び丸森町における避難所運営支援，罹災証明関係業務等について，対口

支援終了後は県及び県内市町村が両市町の支援を実施した。

地方公共団体間の広域的な支援と活動状況に関する検証

○ 評価できる点

・ 県広域受援計画を策定していたことから，体制的に混乱無く調整が図られた。（本部事務局内

に「人員調整チーム」を設置し，関係各課が連携）

・ 丸森町に災害マネジメント支援チームを派遣したことにより，被害の状況や支援要請の内容

が的確に把握でき，適時，適切な調整・支援が行われた。

・ 被災２日後には対口支援団体が決定され，早期に支援が開始されたこと及び対口支援団体か

ら自己完結的な支援が得られたことから，被災市町のみならず本県としても他の応急業務に注

力できた。

○ 課題と今後の対策の方向性

課題

・ 県の受援調整においては，関係部局が各々市町村担当課と連絡調整した情報の共有・集約

に不十分な点があり，技術職員等の適切な人的ニーズ把握に時間を要した。

・ 対口支援開始後の支援内容の調整は主に対口支援団体と受援市町により行われたが，特に

避難所運営にあたっては，対口支援の終期やその後の運営体制，県及び県内市町村のフォロ

ーのあり方について共通した認識が持てなかったことから，避難所の統合や縮小に向けた運
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第３章 応急・復旧対策 

 
第１節 避難所の運営 

１ 運営方法

○ 被害の状況や動き

台風接近に伴い， 月 日 時 分に角田市，大河原町，村田町，柴田町，丸森町に大雨特別

警報が発表され，以降 日の０時 分には県内全市町村で大雨特別警報が発表された。県内全て

の市町村が，特別警報の発表前に避難所を開設し，住民の避難に備えた。

○ 対応

避難所の運営は， 市町村のうち の市町で職員又は施設管理者のみによる運営であった。そ

の他の市町村では，避難者による自主的運営，自主防災組織や消防団の有志による運営が一部行

われていた。特に被害の大きかった丸森町，角田市，大崎市では，当初は職員又は住民による運

営が行われていたが，一週間経過したころから他の自治体から人的応援を受入れ，派遣された職

員による運営に移行した。

また，運営に当たっては， の市町で避難所運営マニュアルが作成されており，マニュアルに

沿った対応を行っていた。

避難所の運営方法に関する検証

○ 評価できる点

・ 市町村職員による運営のほか，食料配布や受付・物資の配布等，避難者の協力を得ながら避

難所の運営を行うことができた。

・ マニュアルに沿った対応ができた市町が多く，事前のマニュアルの効果があったと考えられ

る。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 地区の一部が避難したために自主防災組織で定めた役割分担に沿った運営ができなかった例

や，長期化に伴う避難者による自主運営への移行ができなかった例があったほか，避難者主体

の運営に納得してもらう事が難しいといった声があり，避難者による自主的運営へのつなげ方

に課題がある。

２ 避難所の生活改善

市町村による物資調達

○ 被害の状況や動き

災害対策基本法第 条の６では，災害が発生したとき，避難所における食料，衣料，医薬品

その他の生活関連物資の配布を講じるよう定められている。東日本台風においても，各市町が

必要に応じて避難者へ物資に関するニーズ把握及び物資の確保を行った。

○ 対応

市町村アンケートでは， の市町村で避難者のニーズ把握を実施したと回答した。その大半が

個別の聞き取りによる把握だったが，アンケートを実施しニーズを把握した自治体もあった。

支援業務：罹災証明交付業務，災害廃棄物関連

・山形県 月５日まで（ 日間），延べ 人，最大９人 日，一日平均５人

支援業務：罹災証明交付業務

角田市計 ３団体から延べ 人

丸森町

・北海道 月 日まで（ 日間），延べ 人 最大 人 日，一日平均 人

支援業務：避難所運営，罹災証明交付業務，災害廃棄物関連

合計 ２市１町へ ５団体から 延べ 人

独自調整等による県及び県内市町村からの短期派遣の主な実績（３月末時点）

県内市町による相互応援

市町に対し 市町から延べ 人の派遣

宮城県による応援

市町に対し延べ 人の派遣

合計 延べ 人

要請に基づかないプッシュ型（県からのリエゾン派遣等）や県が調整に関わっていないものを含む。
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第３章 応急・復旧対策 

 
第１節 避難所の運営 

１ 運営方法

○ 被害の状況や動き

台風接近に伴い， 月 日 時 分に角田市，大河原町，村田町，柴田町，丸森町に大雨特別

警報が発表され，以降 日の０時 分には県内全市町村で大雨特別警報が発表された。県内全て

の市町村が，特別警報の発表前に避難所を開設し，住民の避難に備えた。

○ 対応

避難所の運営は， 市町村のうち の市町で職員又は施設管理者のみによる運営であった。そ

の他の市町村では，避難者による自主的運営，自主防災組織や消防団の有志による運営が一部行

われていた。特に被害の大きかった丸森町，角田市，大崎市では，当初は職員又は住民による運

営が行われていたが，一週間経過したころから他の自治体から人的応援を受入れ，派遣された職

員による運営に移行した。

また，運営に当たっては， の市町で避難所運営マニュアルが作成されており，マニュアルに

沿った対応を行っていた。

避難所の運営方法に関する検証

○ 評価できる点

・ 市町村職員による運営のほか，食料配布や受付・物資の配布等，避難者の協力を得ながら避

難所の運営を行うことができた。

・ マニュアルに沿った対応ができた市町が多く，事前のマニュアルの効果があったと考えられ

る。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 地区の一部が避難したために自主防災組織で定めた役割分担に沿った運営ができなかった例

や，長期化に伴う避難者による自主運営への移行ができなかった例があったほか，避難者主体

の運営に納得してもらう事が難しいといった声があり，避難者による自主的運営へのつなげ方

に課題がある。

２ 避難所の生活改善

市町村による物資調達

○ 被害の状況や動き

災害対策基本法第 条の６では，災害が発生したとき，避難所における食料，衣料，医薬品

その他の生活関連物資の配布を講じるよう定められている。東日本台風においても，各市町が

必要に応じて避難者へ物資に関するニーズ把握及び物資の確保を行った。

○ 対応

市町村アンケートでは， の市町村で避難者のニーズ把握を実施したと回答した。その大半が

個別の聞き取りによる把握だったが，アンケートを実施しニーズを把握した自治体もあった。

支援業務：罹災証明交付業務，災害廃棄物関連

・山形県 月５日まで（ 日間），延べ 人，最大９人 日，一日平均５人

支援業務：罹災証明交付業務

角田市計 ３団体から延べ 人

丸森町

・北海道 月 日まで（ 日間），延べ 人 最大 人 日，一日平均 人

支援業務：避難所運営，罹災証明交付業務，災害廃棄物関連

合計 ２市１町へ ５団体から 延べ 人

独自調整等による県及び県内市町村からの短期派遣の主な実績（３月末時点）

県内市町による相互応援

市町に対し 市町から延べ 人の派遣

宮城県による応援

市町に対し延べ 人の派遣

合計 延べ 人

要請に基づかないプッシュ型（県からのリエゾン派遣等）や県が調整に関わっていないものを含む。
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男女共同参画の視点での防災意識の啓発に関する検証

○ 評価できる点

・ 講座は，平成 年度から令和元年度まで延べ 回（参加者約 名）実施してきており，

市町村における男女共同参画の視点での防災意識は徐々にではあるが向上しているものと思

われる。

・ また，台風の襲来以前に男女共同参画の視点での避難所の設置・運営について市町村に周知

したことにより，事前の準備を促すことができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 一方で，まだ講座を開催したことのない市町村もあり，意識啓発は十分とはいえず，今後も

市町村が取り組みやすい講座となるよう工夫しながら，平常時から男女共同参画の視点での防

災意識の向上に努めていく必要がある。

避難所の衛生管理等

イ 県全体の対応

ｲ 環境整備

○ 被害の状況や動き

秋口だったこともあり，丸森町の避難所では寒冷で暖房設備を導入する必要があったこと

から，急遽石油ストーブ（ブルーヒーター）を使用することとなった。

多くの人が避難する中で，複数の石油ストーブを使用することから，避難所の空気環境（二

酸化炭素濃度及び一酸化炭素濃度）が危惧される状況となった。

○ 対応

避難した住民から，避難所が「寒い」との申し出を受け，町が暖房設備を導入することと

なったが，換気設備のない場所であり，複数の石油ストーブを使用することによる室内の空

気環境への影響が心配された。

県に相談が寄せられたことから，県で有する測定器を活用し，空気環境測定を実施するこ

ととした。管轄保健所には測定器が１台しかなかったため，主務課において他の保健所等が

保有する測定器を一時的に借用して管轄保健所に集め，丸森町の避難所で空気環境測定が実

施できる体制とした。管轄保健所が各避難所において，必要に応じた空気環境測定を実施し，

石油ストーブによる空気環境への影響を考慮した換気頻度を助言した。

避難所の衛生管理等（環境整備）に関する検証

○ 評価できる点

・ 避難所の暖房による空気環境への影響は事前に想定されていなかったが，安全で快適な避難

環境を提供するためには必要な措置であり，必要な測定器を迅速に確保し，科学的な根拠をも

って，避難住民の要望に応えることができた点は評価に値する。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 避難所の空気環境については，事前の準備等がなかった。

測定器については余裕をもって保有していたため，今回は対応できたものの，項目によって

は対応できなかった可能性もあり，事前に検討と資機材の準備が必要と考えられる。

必要とされた物資については，発災当初から３日経過後までは食料品や，毛布・衣料が多

く，その他マットレスや段ボールロールを要望した例があった。また，物資確保の手段として

は，備蓄物資の提供が最も多かった。

時間の経過と共に避難所数が減少したことで物資のニーズも減少したが，大崎市や丸森町で

は継続してニーズの収集と物資の確保が行われ，確保の手段も備蓄物資の提供，災害協定の締

結先からの購入，県やその他自治体からの援助，義援物資など多岐にわたった。

避難所の生活改善（市町村による物資調達）に関する検証

○ 評価できる点

・ 避難所開設に伴い，市町村による必要な物資のニーズ把握及び調達が行われ，多くは備蓄物

資で対応することができた。また，備蓄以外にも様々な手法を活用して物資の調達を行った。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 市町村アンケートによると，避難所生活で課題があった項目として，暑さ寒さ対策，要支援

者への配慮，プライバシーへの配慮をあげた市町村が多かった。

男女共同参画の視点での防災意識の啓発

○ 被害の状況や動き

防災・復興の取り組みには，平常時から男女共同参画や多様な視点を取り入れる必要があるこ

とから，東日本大震災の教訓を活かし，避難所の運営や防災・減災対策等についての啓発資料を

作成し，普及啓発に努めている。また，県全体の男女共同参画に関する意識の向上を広く図るた

め，その啓発資料を活用した防災対策実践講座を市町村と共催により開催している。

○ 対応

台風の接近に伴い， 月 日及び 日に内閣府からの事務連絡「台風 号における男女共

同参画の視点からの災害対応について（依頼）」に併せ，県で作成している啓発資料「男女共同

参画・多様な視点 みんなで備える防災・減災のてびき」を市町村に送付し，事前の準備ができる

よう周知を図った。

その他

電化製品

生活用品

燃料

医薬品

毛布や衣料

食料

市町村数（複数選択可）

必要とされた物資の種類

（発災当初～３日後）

義援物資

自衛隊からの援助

県内他市町村からの援助

宮城県への要請

プッシュ型支援

業者からの購入

協定締結先からの購入

備蓄物資の提供

市町村数（複数選択可）

物資の確保手段

（発災当初～３日後）
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男女共同参画の視点での防災意識の啓発に関する検証

○ 評価できる点

・ 講座は，平成 年度から令和元年度まで延べ 回（参加者約 名）実施してきており，

市町村における男女共同参画の視点での防災意識は徐々にではあるが向上しているものと思

われる。

・ また，台風の襲来以前に男女共同参画の視点での避難所の設置・運営について市町村に周知

したことにより，事前の準備を促すことができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 一方で，まだ講座を開催したことのない市町村もあり，意識啓発は十分とはいえず，今後も

市町村が取り組みやすい講座となるよう工夫しながら，平常時から男女共同参画の視点での防

災意識の向上に努めていく必要がある。

避難所の衛生管理等

イ 県全体の対応

ｲ 環境整備

○ 被害の状況や動き

秋口だったこともあり，丸森町の避難所では寒冷で暖房設備を導入する必要があったこと

から，急遽石油ストーブ（ブルーヒーター）を使用することとなった。

多くの人が避難する中で，複数の石油ストーブを使用することから，避難所の空気環境（二

酸化炭素濃度及び一酸化炭素濃度）が危惧される状況となった。

○ 対応

避難した住民から，避難所が「寒い」との申し出を受け，町が暖房設備を導入することと

なったが，換気設備のない場所であり，複数の石油ストーブを使用することによる室内の空

気環境への影響が心配された。

県に相談が寄せられたことから，県で有する測定器を活用し，空気環境測定を実施するこ

ととした。管轄保健所には測定器が１台しかなかったため，主務課において他の保健所等が

保有する測定器を一時的に借用して管轄保健所に集め，丸森町の避難所で空気環境測定が実

施できる体制とした。管轄保健所が各避難所において，必要に応じた空気環境測定を実施し，

石油ストーブによる空気環境への影響を考慮した換気頻度を助言した。

避難所の衛生管理等（環境整備）に関する検証

○ 評価できる点

・ 避難所の暖房による空気環境への影響は事前に想定されていなかったが，安全で快適な避難

環境を提供するためには必要な措置であり，必要な測定器を迅速に確保し，科学的な根拠をも

って，避難住民の要望に応えることができた点は評価に値する。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 避難所の空気環境については，事前の準備等がなかった。

測定器については余裕をもって保有していたため，今回は対応できたものの，項目によって

は対応できなかった可能性もあり，事前に検討と資機材の準備が必要と考えられる。

必要とされた物資については，発災当初から３日経過後までは食料品や，毛布・衣料が多

く，その他マットレスや段ボールロールを要望した例があった。また，物資確保の手段として

は，備蓄物資の提供が最も多かった。

時間の経過と共に避難所数が減少したことで物資のニーズも減少したが，大崎市や丸森町で

は継続してニーズの収集と物資の確保が行われ，確保の手段も備蓄物資の提供，災害協定の締

結先からの購入，県やその他自治体からの援助，義援物資など多岐にわたった。

避難所の生活改善（市町村による物資調達）に関する検証

○ 評価できる点

・ 避難所開設に伴い，市町村による必要な物資のニーズ把握及び調達が行われ，多くは備蓄物

資で対応することができた。また，備蓄以外にも様々な手法を活用して物資の調達を行った。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 市町村アンケートによると，避難所生活で課題があった項目として，暑さ寒さ対策，要支援

者への配慮，プライバシーへの配慮をあげた市町村が多かった。

男女共同参画の視点での防災意識の啓発

○ 被害の状況や動き

防災・復興の取り組みには，平常時から男女共同参画や多様な視点を取り入れる必要があるこ

とから，東日本大震災の教訓を活かし，避難所の運営や防災・減災対策等についての啓発資料を

作成し，普及啓発に努めている。また，県全体の男女共同参画に関する意識の向上を広く図るた

め，その啓発資料を活用した防災対策実践講座を市町村と共催により開催している。

○ 対応

台風の接近に伴い， 月 日及び 日に内閣府からの事務連絡「台風 号における男女共

同参画の視点からの災害対応について（依頼）」に併せ，県で作成している啓発資料「男女共同

参画・多様な視点 みんなで備える防災・減災のてびき」を市町村に送付し，事前の準備ができる

よう周知を図った。

その他

電化製品

生活用品

燃料

医薬品

毛布や衣料

食料

市町村数（複数選択可）

必要とされた物資の種類

（発災当初～３日後）

義援物資

自衛隊からの援助

県内他市町村からの援助

宮城県への要請

プッシュ型支援

業者からの購入

協定締結先からの購入

備蓄物資の提供

市町村数（複数選択可）

物資の確保手段

（発災当初～３日後）
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者によるデモンストレーションを実施。 月 日に丸森町及び角田市において，公衆衛生活

動チームや市町保健師等を対象にデモンストレーションを行った。また，丸森町の保育所に

おいても手洗いチェッカーを用いた手洗い実習と合わせて嘔吐物処理キットのデモンスト

レーションを実施した。

・ 公衆衛生活動チームによる避難所の衛生管理・指導

・ インフルエンザ予防接種の実施

・ 各避難所において感染症患者が発生した場合に備えて保護室の確保について検討，調整を

図った。 月 日に丸森町の避難所運営にあたる職員と感染対策について話し合いの場面

を設定し，保健所長より感染症予防の基本的考え方について講話した。

・ 避難所運営マニュアルの作成や避難所運営従事者向けオリエンテーション資料の作成と配

布

避難所の衛生管理等（仙南保健福祉事務所）に関する検証

○ 評価できる点

・ 段ボールベッドが早期に導入され，避難者同士の距離・空間が比較的保たれていたこと，ラ

ップポン（トイレ）の導入も衛生面での効果は高かったと思われる。

・ 避難所での感染症発生が危惧されたが， 活動，感染症専門家による巡回指導，業者によ

る提供物品，公衆衛生活動チームの衛生管理等の尽力により，インフルエンザや感染性胃腸炎

等の発生は見られなかった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 避難所が体育館である場合，その構造上，感染症患者が発生した場合の保護室の確保・調整

が困難であった。

・ 町の避難所運営職員（事務職員）の感染症を含む体調不良者への対応についての不安が強く，

医療・保健従事者への依存が見受けられた。その不安解消と避難者の自己管理能力を高める支

援に努め，公衆衛生活動チームの撤退やその後のサポート体制の調整を図った。町の組織体制

に応じた支援が必要である。

ハ 仙台保健福祉事務所の対応

○ 被害の状況や動き

【東日本台風による大郷町避難者数・避難所数の推移（ 月 日 月 日）】

（ 月 日時点の状況）避難所入所対象者： 世帯 人

① 歳以上の高齢者がいる世帯 世帯

②要配慮者がいる世帯 世帯

③車椅子利用者 ２人

④知的障害者 ２人（ 歳， 歳代）

ﾛ 感染症対策

○ 被害の状況や動き

避難所では，多数の被災者が同一の空間で暮らしており，集団生活の長期化及び疲労によ

る免疫力の低下等に加え，断水等のため衛生状態の保持が困難となり，インフルエンザ等の

感染症の流行が懸念された。

このため，市町から県保健所に対して，避難所における感染症対策に関する助言・指導を

依頼されるとともに，市町による避難所で暮らす被災者に対するインフルエンザ予防接種が

実施された。

○ 対応

県では，感染症対策の専門家を派遣し，保健所及び町保健師とともに避難所を巡回して，

感染症予防に関する設備確保・運用等の助言・指導を行った。具体的には，患者発生時にお

ける隔離室の確保，避難所内の換気，清掃の徹底，避難者に対する周知啓発等を助言・指導

した。

また，東北大学の紹介により，日本環境感染学会災害時感染制御検討委員会賛助会員企業

の協力を得て，保健所を通じてアルコール消毒剤や嘔吐物処理キット等の衛生資材を避難所

に配布するとともに，関係機関作成の感染症予防策に関する普及啓発資料を市町村に送付し

た。

さらに，市町における避難所で暮らす被災者に対するインフルエンザ予防接種実施に当た

り，国と市町との連絡調整を行った。

避難所の衛生管理等（感染症対策）に関する検証

○ 評価できる点

・ 避難所の巡回指導を通じて，避難者自身による感染症予防意識の徹底が図られたこと。

・ 国と市町の連絡調整を行い，インフルエンザ予防接種が円滑に実施されたこと。

・ 市町の要請に応じて，在宅被災者の健康状態の把握とともに，感染症予防策の普及啓発を図

り，結果として避難所の設置期間中，インフルエンザや感染性胃腸炎等の集団発生は見られな

かったこと。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今回は避難所を設置した市町村が限られていたので，比較的きめ細やかに対応することがで

きたが，被害が甚大となり，多数の市町村が避難所を設置した場合，十分な対応が難しくなる

と考えられる。

ロ 仙南保健福祉事務所の対応

○ 対応

避難所における感染症対策は下記のとおり実施した。

・ と連携し， による有症者への対応及び避難所の感染管理リスクアセスメントの情

報を提供いただき，公衆衛生活動チームが連携を図りながら対応した。

・ 銀含有アルコールクロス（テーブルなどの高頻度接触面の消毒），携帯用手指衛生アルコ

ール製剤（スタッフの手指衛生徹底），またノロウイルス対策嘔吐物処理キットの提供と業
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者によるデモンストレーションを実施。 月 日に丸森町及び角田市において，公衆衛生活

動チームや市町保健師等を対象にデモンストレーションを行った。また，丸森町の保育所に

おいても手洗いチェッカーを用いた手洗い実習と合わせて嘔吐物処理キットのデモンスト

レーションを実施した。

・ 公衆衛生活動チームによる避難所の衛生管理・指導

・ インフルエンザ予防接種の実施

・ 各避難所において感染症患者が発生した場合に備えて保護室の確保について検討，調整を

図った。 月 日に丸森町の避難所運営にあたる職員と感染対策について話し合いの場面

を設定し，保健所長より感染症予防の基本的考え方について講話した。

・ 避難所運営マニュアルの作成や避難所運営従事者向けオリエンテーション資料の作成と配

布

避難所の衛生管理等（仙南保健福祉事務所）に関する検証

○ 評価できる点

・ 段ボールベッドが早期に導入され，避難者同士の距離・空間が比較的保たれていたこと，ラ

ップポン（トイレ）の導入も衛生面での効果は高かったと思われる。

・ 避難所での感染症発生が危惧されたが， 活動，感染症専門家による巡回指導，業者によ

る提供物品，公衆衛生活動チームの衛生管理等の尽力により，インフルエンザや感染性胃腸炎

等の発生は見られなかった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 避難所が体育館である場合，その構造上，感染症患者が発生した場合の保護室の確保・調整

が困難であった。

・ 町の避難所運営職員（事務職員）の感染症を含む体調不良者への対応についての不安が強く，

医療・保健従事者への依存が見受けられた。その不安解消と避難者の自己管理能力を高める支

援に努め，公衆衛生活動チームの撤退やその後のサポート体制の調整を図った。町の組織体制

に応じた支援が必要である。

ハ 仙台保健福祉事務所の対応

○ 被害の状況や動き

【東日本台風による大郷町避難者数・避難所数の推移（ 月 日 月 日）】

（ 月 日時点の状況）避難所入所対象者： 世帯 人

① 歳以上の高齢者がいる世帯 世帯

②要配慮者がいる世帯 世帯

③車椅子利用者 ２人

④知的障害者 ２人（ 歳， 歳代）

ﾛ 感染症対策

○ 被害の状況や動き

避難所では，多数の被災者が同一の空間で暮らしており，集団生活の長期化及び疲労によ

る免疫力の低下等に加え，断水等のため衛生状態の保持が困難となり，インフルエンザ等の

感染症の流行が懸念された。

このため，市町から県保健所に対して，避難所における感染症対策に関する助言・指導を

依頼されるとともに，市町による避難所で暮らす被災者に対するインフルエンザ予防接種が

実施された。

○ 対応

県では，感染症対策の専門家を派遣し，保健所及び町保健師とともに避難所を巡回して，

感染症予防に関する設備確保・運用等の助言・指導を行った。具体的には，患者発生時にお

ける隔離室の確保，避難所内の換気，清掃の徹底，避難者に対する周知啓発等を助言・指導

した。

また，東北大学の紹介により，日本環境感染学会災害時感染制御検討委員会賛助会員企業

の協力を得て，保健所を通じてアルコール消毒剤や嘔吐物処理キット等の衛生資材を避難所

に配布するとともに，関係機関作成の感染症予防策に関する普及啓発資料を市町村に送付し

た。

さらに，市町における避難所で暮らす被災者に対するインフルエンザ予防接種実施に当た

り，国と市町との連絡調整を行った。

避難所の衛生管理等（感染症対策）に関する検証

○ 評価できる点

・ 避難所の巡回指導を通じて，避難者自身による感染症予防意識の徹底が図られたこと。

・ 国と市町の連絡調整を行い，インフルエンザ予防接種が円滑に実施されたこと。

・ 市町の要請に応じて，在宅被災者の健康状態の把握とともに，感染症予防策の普及啓発を図

り，結果として避難所の設置期間中，インフルエンザや感染性胃腸炎等の集団発生は見られな

かったこと。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今回は避難所を設置した市町村が限られていたので，比較的きめ細やかに対応することがで

きたが，被害が甚大となり，多数の市町村が避難所を設置した場合，十分な対応が難しくなる

と考えられる。

ロ 仙南保健福祉事務所の対応

○ 対応

避難所における感染症対策は下記のとおり実施した。

・ と連携し， による有症者への対応及び避難所の感染管理リスクアセスメントの情

報を提供いただき，公衆衛生活動チームが連携を図りながら対応した。

・ 銀含有アルコールクロス（テーブルなどの高頻度接触面の消毒），携帯用手指衛生アルコ

ール製剤（スタッフの手指衛生徹底），またノロウイルス対策嘔吐物処理キットの提供と業
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東日本台風による大郷町避難者数・避難所数の推移（ 月 日～ 日）

○ 対応

大郷町に対して，発災翌日の 月 日から，避難所の集約設置に関する助言や環境衛生，

栄養・食品衛生，感染症対策等の避難所の運営，生活改善に対する助言・支援を行った。発災

翌日から，町の被災状況確認や被災者支援の活動方針等について，町スタッフや災害支援ナー

ス等と打合せを密に行うとともに，町の災害対策本部会議に参加し，全体の災害対応活動の進

捗状況を把握しながら活動を行った。また家屋の消毒方法について市町村へ資料提供をしたほ

か，大郷町での家屋消毒等について衛生指導を実施した。避難所における感染症等の発生がな

く， 月 日に閉鎖した。集約後の公設避難所 か所に対する活動は以下のとおりである。

【主な活動】

月 日～：町内の被災状況等現地確認。町保健福祉課と今後の活動方針等の打合せ

月 日：避難所集約場所の変更を町に助言。夕方に公設避難所１か所に集約される。

月 日：避難所健康調査の実施（町及び保健所保健師，栄養士）。同日から 月末まで，

保健所の公衆衛生活動チーム（保健師１，ロジ１）を毎日派遣（拠点は大郷町役場）。

月下旬～：インフルエンザ等の感染症予防対策の指導，助言。

月 日：避難所閉鎖

ｲ 被災者生活支援チームの設置

所内危機管理対策本部の設置 仙台保健福祉事務所所内危機管理対策本部設置要領（大

規模災害発生時災害対応マニュアル）に基づき， 月 日，所内に設置し，第一回会議を開

催し管内の被害状況について情報共有した。

被災者生活支援チームの設置 所内危機管理対策本部の設置と同時に第１回被災者生活

支援チームを編成し，併せて第１回チーム会議を開催した。

被災者生活支援チーム会議は， 月 日から 月 日まで合計 回開催した（ 月上旬ま

で毎日開催）。チーム員は各班長以上と担当 名（ 月からは仙台保健福祉事務所黒川支所

（以下，「黒川支所」という。），同事務所岩沼支所（以下，「岩沼支所」という。）も各１

名加わる。）となり，主な議題としては公衆衛生活動チームからの活動報告や，大郷町への支

援状況と今後の方向性などの情報共有を行った。

ﾛ ニーズ把握

市町村におけるニーズ把握

月 日午前中～大郷町災害対策本部会議開催。被害状況は未把握であったが安否確

認は終了し，死傷者，行方不明者ともなし。当時県への支援要請はなし。町の社会福祉協議

会で避難者ニーズ調査（生活状況）を実施。
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県におけるニーズ把握

発災翌日から毎日，町保健福祉課スタッフ及び災害支援ナース等との活動打合せを行う

とともに，町の災害対策本部会議に参加し，情報収集に努めた。また，解決が必要な課題，

要望等については，その都度，担当課長等へ報告，助言した。避難所運営状況調査として，

月 日から 月末まで公衆衛生活動チーム（保健師 人，ロジ 人）を派遣した。避

難所生活環境調査票による状況を把握し，被災者生活支援チームへ報告するとともに大郷

町役場会議室を拠点として，避難所の運営状況を確認し，直接支援を行ったほか，町及び

県ロジ担当者・関係機関との調整，町への助言・指導を行った。

ﾊ 暑さ寒さ対策等

寒さ対策として避難所内に大型石油ストーブ，温・湿度計が設置されており，適正な温度・

湿度管理が行われていた。日本赤十字社（以下，「日赤」という。）から提供された毛布，

安眠セット（マット・枕）を活用した。

また，黒川支所で避難所内の二酸化炭素濃度測定を実施し適正範囲内であることを確認し

た。

ﾆ 避難所の衛生管理

避難所は，開設当初から断水はなく施設内に男女別のトイレ，シャワールーム，後に洗濯
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・要支援者：避難所を利用せず，緊急ショートステイした（３人）。その他，在宅要支援者

はケアマネジャーがフォローした。

・障害者：避難所にて個別対応

・妊産婦，乳幼児，その他ペット等：実家または親戚宅に避難したため，避難所利用なし。

・車中泊：避難所の駐車場に停車している車については，夜間，災害派遣ナースが巡回した。

避難所の衛生管理等（仙台保健福祉事務所）に関する検証

○ 評価できる点

・ 避難所集約先（設置施設）について，安全管理等の状況を把握し，町が集約先としていた道

の駅」は適していないと判断し，「フラップ大郷 」（体育館）への変更や食事の提供方法につ

いて，町へ助言し，変更となった。避難所をどこに設置するかで，以後の支援や対策のしやす

さが変わるので，適切な判断だったと評価できる。

・ 町の災害対策本部会議に参加したことで，直接，町の被災状況や各部署における災害対応の

進捗状況などを把握し，活動に生かすことができた。

・ 避難所内の衛生管理のための「手洗い・清掃チェックリスト」を作成したことから，誰でも・

漏れなく・正しく，手洗いの声がけや清掃が可能となり，避難所閉鎖まで感染症の発生はなか

った。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 初動において支援のコーディネートを行うために，町の災害対策本部への参加や保健福祉課

との連携などにより情報収集ができるところに活動の拠点を置くことが重要である。

・ 通信（携帯電話・パソコン・メール，インターネットの利用，プリンター）体制によって活

動には格段の違いが出るため，初動から準備が必要。

・ 避難所内で感染症患者が発生した場合，感染症の種類に応じた感染拡大防止策を行う必要が

ある。避難所の管理をしている町役場が対策を決定する際，保健所職員のほか大学の専門家な

ど有識者の専門的助言があると決定しやすいと思われる。

・ 仙台保健福祉事務所は単独庁舎のため，県仙台地方振興事務所などの関係機関との情報共有

がうまく行われなかった。（通行止め等の道路情報が県土木事務所から提供されなかった。）

・ 所内の組織体制が全職員で共有されておらず，被災者生活支援チーム一括りで会議を開催し

たため，各グループ（保健活動グループ，環境衛生チーム，企画調整・福祉グループ）の役割

をそれぞれ果たすことができなかった。

・ 避難者の食生活については，課題を抽出し，各関係者で共通認識を持つ工夫（支援）につい

て，検討が必要と思われた。

ニ 北部保健福祉事務所の対応

○ 被害の状況や動き

大崎市鹿島台地域大迫地区上志田・下志田全域の床上浸水被害により，大崎市が 月 日か

ら 月 日まで旧鹿島台第二小学校に避難所を開設した。旧鹿島台第二小学校の避難所は，運営

を大崎市鹿島台総合支所市民福祉課が所管し，健康管理を大崎市健康推進課が所管する体制で

あった。大崎市では過去の水害時の支援経験があることや今回の被害が限局的であること等か

③発症者専用トイレの確保，④アルコール手指消毒薬の設置と手指消毒の励行，⑤インフ

ルエンザの場合においては異常行動の観察に留意することなどを指導し，１週間に１回程

度，町保健師等と避難所内を巡回することとした。

なお，このことを契機に，町では診療所の協力を得て避難者に対するインフルエンザの

予防接種を無料で実施している。

ﾎ 避難者の健康管理等

・ 月 日から（一社）日本災害看護学会及び（公社）宮城県看護協会（以下，「県看護

協会」という。）から災害支援ナース２人が派遣され，避難者の健康管理（インフルエンザ

疑い，高血圧，不眠，メンタル面の不調者等の体調不良者の状況確認，相談助言）に従事し

た。

・インフルエンザ予防対策や疑い者の対応等については，町保健師に助言指導を行った。

・医療機関については通常の診療体制となっており，受診が必要な方については，送迎や自

家用車を利用して受診していた。夜間等の体調不良者の医療機関受診は町の保健師が対応し

た。

・ 月 日に避難所健康調査を実施（町及び保健所保健師，栄養士）した。日中不在世帯

が多かったため，朝・夜の調査や調査後のフォローについては災害支援ナースに協力を依頼

した。

ﾍ 食生活の改善

・ 月 日：避難所の食事について，避難所集約時点で町では避難者が交代で自炊すると

していたが，食品衛生や健康管理の観点から専門業者に委託することや栄養バランスに配慮

することを助言し，弁当提供可能な業者リストを黒川支所を通じて町担当課に提供した。

・ 月 日から夕食に弁当が提供され，朝：おにぎり，昼：パン，夕：弁当となった。避

難所の食事提供状況を確認し，食事提供エリアに食中毒予防に関する（手洗い等）ポスター

を掲示した。また，町の栄養士に資料提供や避難所の食事内容を確認，記録するように助言。

その後，町の栄養士がおおよその１日の栄養摂取量の把握を行った。

・業者から弁当の提供が始まったのに合わせ，避難所の食品衛生管理について，黒川支所食

品薬事班に指導を依頼し， 月 日に指導に同行し，夕食の最終提供時間の設定，翌日の

提供の禁止についての指導を行った。食事は 牛乳や野菜ジュースが追加され，その他支

援物資のバナナ，カップラーメン等が提供されている。

・避難所健康調査（ 月 日）において，弁当のご飯が固いとの声があり，高齢者用のや

わらか食品について，県健康推進課を通じて要望。後日，（公社）宮城県栄養士会（以下，

「県栄養士会」という。）を通して業者から無償提供されたが，ニーズが合わず，使用でき

なかった。

ﾄ プライバシーの確保

居住エリアには，段ボールベッド・段ボールスクリーンが一定の間隔をあけて設置され，

既設の男女別のトイレ，シャワールーム，洗濯機がありプライバシーに配慮されていた。

ﾁ 入浴施設の設置

避難所施設には男女別のシャワールームが整備されており使用可能だった。

また，町内の入浴施設が無料開放され，入浴施設まで送迎バスの運行もあったが，ほとん

どの住民は自家用車の使用が可能であった。

ﾘ 災害時要支援者への配慮（要介護者，障害者，妊産婦，乳幼児等）
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・ 月 日から夕食に弁当が提供され，朝：おにぎり，昼：パン，夕：弁当となった。避

難所の食事提供状況を確認し，食事提供エリアに食中毒予防に関する（手洗い等）ポスター

を掲示した。また，町の栄養士に資料提供や避難所の食事内容を確認，記録するように助言。

その後，町の栄養士がおおよその１日の栄養摂取量の把握を行った。

・業者から弁当の提供が始まったのに合わせ，避難所の食品衛生管理について，黒川支所食

品薬事班に指導を依頼し， 月 日に指導に同行し，夕食の最終提供時間の設定，翌日の

提供の禁止についての指導を行った。食事は 牛乳や野菜ジュースが追加され，その他支

援物資のバナナ，カップラーメン等が提供されている。

・避難所健康調査（ 月 日）において，弁当のご飯が固いとの声があり，高齢者用のや

わらか食品について，県健康推進課を通じて要望。後日，（公社）宮城県栄養士会（以下，

「県栄養士会」という。）を通して業者から無償提供されたが，ニーズが合わず，使用でき

なかった。

ﾄ プライバシーの確保

居住エリアには，段ボールベッド・段ボールスクリーンが一定の間隔をあけて設置され，

既設の男女別のトイレ，シャワールーム，洗濯機がありプライバシーに配慮されていた。

ﾁ 入浴施設の設置

避難所施設には男女別のシャワールームが整備されており使用可能だった。

また，町内の入浴施設が無料開放され，入浴施設まで送迎バスの運行もあったが，ほとん

どの住民は自家用車の使用が可能であった。

ﾘ 災害時要支援者への配慮（要介護者，障害者，妊産婦，乳幼児等）
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の確保等に取り組んだが，避難所運営担当との連携が円滑に進まず，改善までには至らなか

った。

・日中，居所スペースで過ごす高齢者が多かったので，体操を実施する等生活不活発病予防

について助言，日中のラジオ体操，百歳体操の実施につながった。

避難所の衛生管理等（北部保健福祉事務所）に関する検証

○ 評価できる点

・ 市健康推進課と定期的に情報共有したことで，避難者の健康管理等の支援を適切に行うとと

もにタイムリーな災害支援ナースの派遣調整を行うことができた。

・ 災害支援ナースの支援を受けたことで，健康管理及び衛生管理の強化につながった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 市町村が，平常時より部局横断的に避難所運営体制を確立し，基本業務を確認しておく必要

がある。

・ 避難所運営及び健康管理に係る市町村職員の研修及び訓練が必要である。

避難所の食生活改善対策

イ 県全体の対応

○ 被害の状況や動き

ｲ 保健対策（栄養調査・栄養相談）

県地域防災計画では，県は，市町村と協力し，定期的に避難所，炊き出し現場，特定給食

施設等を巡回し，被災者の栄養状態を調査するとともに，必要に応じ栄養指導及び栄養相談

を実施する。また，避難生活の長期化が見込まれる場合，避難所で提供する食事の内容・量

や衛生管理の支援，栄養補助食品の提供など，栄養バランス改善のための対応を行うとされ

ている。

ﾛ 公衆衛生活動スタッフとしての管理栄養士活動

県保健福祉部作成（平成 年 月）の「宮城県災害時公衆衛生活動ガイドライン」及び「宮

城県災害時公衆衛生活動マニュアル」において，保健所の管理栄養士は，避難所や給食施設

の食事提供状況の把握，炊き出し実施者への支援，食中毒予防に関する支援，要支援者への

支援（離乳食，高齢者用食品，食物アレルギー対応食品の確保），栄養・食生活に係る健康教

育を実施することになっている。また仙台市を除く県内全市町村栄養士で構成される宮城県

栄養士設置市町村連絡協議会においては，「災害時における市町村栄養士活動マニュアル」が

策定されている。

県健康推進課においては，保健所の管理栄養士活動をサポートするため，情報収集及び提

供，国や県栄養士会との調整，専門職派遣調整チームの一員として管理栄養士派遣の調整の

役割を担うことになっている。

○ 対応

ｲ 情報収集及び提供

発災後，各保健所から避難所や給食施設の食事提供状況について，報告を求め，情報を集

約し，提供した。

ら，避難所の健康管理は市保健師が 時間常駐で対応する方針で避難者支援を開始した。

○ 対応

ｲ 避難所の生活改善の概要

・避難所アセスメント結果に基づき，感染対策，食中毒予防，食生活改善，エコノミークラ

ス症候群予防等の必要性及び具体的方法について市保健師と確認し改善を図った。

・感染対策については，手指消毒薬等の適切な配置，定時の換気，環境整備，廃棄物の取り

扱い，啓発資料の掲示等を行った。

・高齢者の転倒防止等のため，通路の十分な確保及び居所の場所変更等を提案したが，避難

者が多いこと等から改善にはいたらなかった。

・エコノミークラス症候群予防として，日中，ラジオ体操や百歳体操等運動を行うことにな

った。

・心のケア対策については 市保健師及び災害支援ナースが健康管理業務の中で 個別相談等

に対応した。

ﾛ 避難所における生活改善の概要に対する支援

ａ ニーズ把握

避難所グループと被災者支援チームの設置

・当所マニュアルに基づき，所内公衆衛生活動チーム（保健福祉グループ）を設置，プッシ

ュ型支援で避難所訪問を実施，アセスメント及びニーズ把握を行った。

・市健康推進課統括保健師と避難者の状況及び避難所の健康課題を共有し，必要時関係者に

よる打合せを実施した。

・ 月下旬 市健康推進課から市保健師での健康管理体制確保が困難となったとの相談を受

け，災害支援ナースの派遣調整を行った。

ｂ 避難所の衛生管理

・水道及び室内のトイレが使用できていたことから衛生管理上大きな問題はなかった。避難

所アセスメントに基づき，手指消毒，換気，環境整備，廃棄物の取り扱い等について指導す

るとともに啓発資料を提供した。避難所訪問を継続し 衛生管理状況の確認とともに必要時

指導を行った。

・食事提供時の職員の手指消毒，環境消毒，食中毒予防について指導した。

・災害支援ナース派遣時（ 月 日～ 月 日）は 災害支援ナースが衛生管理を担当し

た。

・ 月 日県疾病・感染症対策室の感染症予防に関する避難所巡回指導を受け これまでの

感染対策の評価 必要な対策について確認することができた。

ｃ 避難者の健康管理等

・市保健師による 時間体制終了後， 月 日から 月 日まで災害支援ナースが避

難者の個別支援を含め健康管理を担当した。当所は，災害支援ナースの引継ぎ（１回 ２日）

に参加し，避難者の健康課題等を共有し，支援や助言を行った。災害支援ナース派遣終了後

は市鹿島台総合支所保健師が巡回し健康管理を担当することになり，市の要請により，当所

は週２回避難所を訪問し，市保健師の支援を行った。

・避難者数が多かったことや名簿の管理が不十分だったことから，居所スペースの格差や通

路が確保できない等の課題があった。災害支援ナースと避難者名簿及びマップの作成，通路
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の確保等に取り組んだが，避難所運営担当との連携が円滑に進まず，改善までには至らなか

った。

・日中，居所スペースで過ごす高齢者が多かったので，体操を実施する等生活不活発病予防

について助言，日中のラジオ体操，百歳体操の実施につながった。

避難所の衛生管理等（北部保健福祉事務所）に関する検証

○ 評価できる点

・ 市健康推進課と定期的に情報共有したことで，避難者の健康管理等の支援を適切に行うとと

もにタイムリーな災害支援ナースの派遣調整を行うことができた。

・ 災害支援ナースの支援を受けたことで，健康管理及び衛生管理の強化につながった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 市町村が，平常時より部局横断的に避難所運営体制を確立し，基本業務を確認しておく必要

がある。

・ 避難所運営及び健康管理に係る市町村職員の研修及び訓練が必要である。

避難所の食生活改善対策

イ 県全体の対応

○ 被害の状況や動き

ｲ 保健対策（栄養調査・栄養相談）

県地域防災計画では，県は，市町村と協力し，定期的に避難所，炊き出し現場，特定給食

施設等を巡回し，被災者の栄養状態を調査するとともに，必要に応じ栄養指導及び栄養相談

を実施する。また，避難生活の長期化が見込まれる場合，避難所で提供する食事の内容・量

や衛生管理の支援，栄養補助食品の提供など，栄養バランス改善のための対応を行うとされ

ている。

ﾛ 公衆衛生活動スタッフとしての管理栄養士活動

県保健福祉部作成（平成 年 月）の「宮城県災害時公衆衛生活動ガイドライン」及び「宮

城県災害時公衆衛生活動マニュアル」において，保健所の管理栄養士は，避難所や給食施設

の食事提供状況の把握，炊き出し実施者への支援，食中毒予防に関する支援，要支援者への

支援（離乳食，高齢者用食品，食物アレルギー対応食品の確保），栄養・食生活に係る健康教

育を実施することになっている。また仙台市を除く県内全市町村栄養士で構成される宮城県

栄養士設置市町村連絡協議会においては，「災害時における市町村栄養士活動マニュアル」が

策定されている。

県健康推進課においては，保健所の管理栄養士活動をサポートするため，情報収集及び提

供，国や県栄養士会との調整，専門職派遣調整チームの一員として管理栄養士派遣の調整の

役割を担うことになっている。

○ 対応

ｲ 情報収集及び提供

発災後，各保健所から避難所や給食施設の食事提供状況について，報告を求め，情報を集

約し，提供した。

ら，避難所の健康管理は市保健師が 時間常駐で対応する方針で避難者支援を開始した。

○ 対応

ｲ 避難所の生活改善の概要

・避難所アセスメント結果に基づき，感染対策，食中毒予防，食生活改善，エコノミークラ

ス症候群予防等の必要性及び具体的方法について市保健師と確認し改善を図った。

・感染対策については，手指消毒薬等の適切な配置，定時の換気，環境整備，廃棄物の取り

扱い，啓発資料の掲示等を行った。

・高齢者の転倒防止等のため，通路の十分な確保及び居所の場所変更等を提案したが，避難

者が多いこと等から改善にはいたらなかった。

・エコノミークラス症候群予防として，日中，ラジオ体操や百歳体操等運動を行うことにな

った。

・心のケア対策については 市保健師及び災害支援ナースが健康管理業務の中で 個別相談等

に対応した。

ﾛ 避難所における生活改善の概要に対する支援

ａ ニーズ把握

避難所グループと被災者支援チームの設置

・当所マニュアルに基づき，所内公衆衛生活動チーム（保健福祉グループ）を設置，プッシ

ュ型支援で避難所訪問を実施，アセスメント及びニーズ把握を行った。

・市健康推進課統括保健師と避難者の状況及び避難所の健康課題を共有し，必要時関係者に

よる打合せを実施した。

・ 月下旬 市健康推進課から市保健師での健康管理体制確保が困難となったとの相談を受

け，災害支援ナースの派遣調整を行った。

ｂ 避難所の衛生管理

・水道及び室内のトイレが使用できていたことから衛生管理上大きな問題はなかった。避難

所アセスメントに基づき，手指消毒，換気，環境整備，廃棄物の取り扱い等について指導す

るとともに啓発資料を提供した。避難所訪問を継続し 衛生管理状況の確認とともに必要時

指導を行った。

・食事提供時の職員の手指消毒，環境消毒，食中毒予防について指導した。

・災害支援ナース派遣時（ 月 日～ 月 日）は 災害支援ナースが衛生管理を担当し

た。

・ 月 日県疾病・感染症対策室の感染症予防に関する避難所巡回指導を受け これまでの

感染対策の評価 必要な対策について確認することができた。

ｃ 避難者の健康管理等

・市保健師による 時間体制終了後， 月 日から 月 日まで災害支援ナースが避

難者の個別支援を含め健康管理を担当した。当所は，災害支援ナースの引継ぎ（１回 ２日）

に参加し，避難者の健康課題等を共有し，支援や助言を行った。災害支援ナース派遣終了後

は市鹿島台総合支所保健師が巡回し健康管理を担当することになり，市の要請により，当所

は週２回避難所を訪問し，市保健師の支援を行った。

・避難者数が多かったことや名簿の管理が不十分だったことから，居所スペースの格差や通

路が確保できない等の課題があった。災害支援ナースと避難者名簿及びマップの作成，通路
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る要配慮者に対しては，栄養士が対象者を訪問し，物資倉庫や（公社）日本栄養士会が設置し

た特殊栄養ステーションの食品を活用し，避難所運営担当者に粥食対応等を行ってもらうよう

調整を行った。（一社）宮城県歯科医師会（以下，「県歯科医師会」という。）の避難所ラウ

ンドにも同行し，摂食・嚥下機能に問題がある方への食事対応などを行い，指針に規定されて

いる「要配慮者への対応」を行った。

在宅避難者の食生活・栄養の課題を把握するため， 月に各地区民生委員を対象にヒアリン

グ調査を実施した。その結果，惣菜やラーメン等の利用が増えている，家屋の被災により調理

環境や設備に変化があり，野菜料理等手のかかる料理を作る機会が減っている，調理をする意

欲がない等の状況が把握された。これらの変化により，これまで以上に食塩摂取量の増加や野

菜摂取量の減少が進むと予測され，町が被災前から把握していた健康課題である「脳血管疾患

死亡者の増加」や「糖尿病性腎症者の増加」などがより悪化する恐れがあることが予測された。

また，仮設住宅等の入居者に対しては， 月に実施した健康調査項目の分析により，食生活・

栄養の課題を把握した。

避難所の食生活改善対策（仙南保健福祉事務所）に関する検証

○ 評価できる点

・ 他保健所からの管理栄養士の派遣により活動体制を早期に整えられたこと，他管内の被災市

町の情報を入手しやすくなったこと等の効果があった。また の受入では，１つのチー

ムとして活動する形をとることで，情報や活動ノウハウの共有が図られ効率的に活動できたこ

と，特殊栄養ステーションが設置され，要配慮者への個別支援がしやすくなった等の効果があ

った。

・ 避難所の食事改善に関して，商工会やボランティア団体と情報共有を進めたことで，協力体

制が作られ，災害救助法事務取扱要領（平成 年４月内閣府策定）に定められている温かい食

事提供のための措置や近隣事業者の活用などに沿った形での食事提供が進んだ。

・ 在宅避難者の被災による栄養・食生活の変化について把握する機会を持ち，今後それらが健

康課題にどう影響するかについて町職員と共有する機会を持ったことは良かった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 発災直後調達される食料は，要配慮者の摂取が難しい場合がある。平時から，避難所に避難

する要配慮者の想定と対応（要配慮者向け食料取扱近隣事業者との協定締結による流通在庫備

蓄や事業者リストの準備等）について 各自治体に検討（確認）を促す機会の提供が必要であ

る。

・ 厚生労働省からは，災害支援に関して（公社）日本栄養士会の協力要請の了解を得ている旨

の通知が出されたが，県レベルでは対応が難しい等，うまく連携がとれなかったため，平時か

ら県と県栄養士会間で，災害時の役割の確認等を行っておく必要がある。

・ 災害時の活動経験等がなくても，必要な活動を実践できるよう，平時から保健所間，市町村

栄養士間でも，災害マニュアル等の確認や訓練，災害救助法等の理解を促す場面づくりが必要

である。

・ 被災市町村では，災害発生時は要配慮者のフォロー等目の前にある課題解決で手一杯であり，

仮設住宅における栄養改善活動などの予防活動は，目が向きにくい状況である。東日本大震災

時には，復興基金を活用した補助事業を県が創設することで仮設住宅における栄養改善活動の

ﾛ 国や県栄養士会等との調整

国からの情報を速やかに保健所に伝達し，保健所から高齢者食品に対する要望があげられ

たことから，県栄養士会と調整を行い，手配した。

ﾊ 管理栄養士派遣の調整

仙南保健所から県管理栄養士の派遣要望があったため，県保健福祉総務課と派遣職員の調

整を行った。また，派遣初日に派遣職員とともに現地に赴き，状況確認等を行った。

避難所の食生活改善対策（県全体）に関する検証

○ 評価できる点

・ 東日本大震災後，「宮城県公衆衛生活動ガイドライン」及び「宮城県公衆衛生活動マニュア

ル」が作成されたため，これらに基づき迅速に活動することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ ３保健所から高齢者食品（軟食）を要望され，県栄養士会と調整したが，要望に合ったもの

を届けることができなかった。

ロ 仙南保健福祉事務所の対応

○ 被害の状況や動き

丸森町内は家屋等の浸水被害により，多くの避難所が開設された。被災直後から断水が続

き，町水道が全面的に復旧したのは， 月初旬であった。

浸水被害の大きかった役場付近の商店等は発災後しばらく休業しており，徒歩による食料

品の調達は難しかったが，自家用車等があれば，発災直後でも，被害の少ない地区や近隣市

町まで足を伸ばし食料品の調達をすることは可能な状況だった。町中心部の多くの飲食店は

町水道復旧を機に営業を再開した。

○ 対応

発災直後，丸森町内の避難所ではおにぎり，パン，唐揚げ弁当が食事として継続的に提供さ

れており，栄養不足等が懸念された。このため，町栄養士とともに栄養改善活動を行う必要性

を町に伝え， 月 日から町栄養士と共に活動を行うこととなった。発災直後に活動可能だ

ったのは，新任栄養士のみであったため，保健所管理栄養士が災害時に必要となる栄養活動の

概要等を説明し，活動方針設定や関係者との調整等全面的に町栄養士のサポート体制をとった。

当面改善すべき事項として，避難所の食事改善と要配慮者への対応を目指すこととした。

活動開始後，避難所の現状把握や個別支援等の実施に向け， から打診のあった

（（公社）日本栄養士会災害活動チーム）や県内保健所管理栄養士からの人的支援を受けなが

ら活動を進めた。避難所における食事の衛生管理や便秘予防など健康課題に対応した啓発活動

のほか，避難所の食事の質の向上に向け，果物や乳製品の付加，地元飲食店からの弁当調達，

ボランティア団体であるオープンジャパンの協力による夕食時の汁の炊き出しなどを進め，指

針に規定されている「適温食」，「栄養バランスの確保」，「メニューの多様化」，「地元業

者やボランティアの活用」などを進めた。また，オープンジャパンによる被災者による食器の

自己管理など「被災者の食の自立」を促す取組なども進んだ。

避難所で提供される食事が固くて食べられない，糖尿病などの治療がある方など食事に関す
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る要配慮者に対しては，栄養士が対象者を訪問し，物資倉庫や（公社）日本栄養士会が設置し

た特殊栄養ステーションの食品を活用し，避難所運営担当者に粥食対応等を行ってもらうよう

調整を行った。（一社）宮城県歯科医師会（以下，「県歯科医師会」という。）の避難所ラウ

ンドにも同行し，摂食・嚥下機能に問題がある方への食事対応などを行い，指針に規定されて

いる「要配慮者への対応」を行った。

在宅避難者の食生活・栄養の課題を把握するため， 月に各地区民生委員を対象にヒアリン

グ調査を実施した。その結果，惣菜やラーメン等の利用が増えている，家屋の被災により調理

環境や設備に変化があり，野菜料理等手のかかる料理を作る機会が減っている，調理をする意

欲がない等の状況が把握された。これらの変化により，これまで以上に食塩摂取量の増加や野

菜摂取量の減少が進むと予測され，町が被災前から把握していた健康課題である「脳血管疾患

死亡者の増加」や「糖尿病性腎症者の増加」などがより悪化する恐れがあることが予測された。

また，仮設住宅等の入居者に対しては， 月に実施した健康調査項目の分析により，食生活・

栄養の課題を把握した。

避難所の食生活改善対策（仙南保健福祉事務所）に関する検証

○ 評価できる点

・ 他保健所からの管理栄養士の派遣により活動体制を早期に整えられたこと，他管内の被災市

町の情報を入手しやすくなったこと等の効果があった。また の受入では，１つのチー

ムとして活動する形をとることで，情報や活動ノウハウの共有が図られ効率的に活動できたこ

と，特殊栄養ステーションが設置され，要配慮者への個別支援がしやすくなった等の効果があ

った。

・ 避難所の食事改善に関して，商工会やボランティア団体と情報共有を進めたことで，協力体

制が作られ，災害救助法事務取扱要領（平成 年４月内閣府策定）に定められている温かい食

事提供のための措置や近隣事業者の活用などに沿った形での食事提供が進んだ。

・ 在宅避難者の被災による栄養・食生活の変化について把握する機会を持ち，今後それらが健

康課題にどう影響するかについて町職員と共有する機会を持ったことは良かった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 発災直後調達される食料は，要配慮者の摂取が難しい場合がある。平時から，避難所に避難

する要配慮者の想定と対応（要配慮者向け食料取扱近隣事業者との協定締結による流通在庫備

蓄や事業者リストの準備等）について 各自治体に検討（確認）を促す機会の提供が必要であ

る。

・ 厚生労働省からは，災害支援に関して（公社）日本栄養士会の協力要請の了解を得ている旨

の通知が出されたが，県レベルでは対応が難しい等，うまく連携がとれなかったため，平時か

ら県と県栄養士会間で，災害時の役割の確認等を行っておく必要がある。

・ 災害時の活動経験等がなくても，必要な活動を実践できるよう，平時から保健所間，市町村

栄養士間でも，災害マニュアル等の確認や訓練，災害救助法等の理解を促す場面づくりが必要

である。

・ 被災市町村では，災害発生時は要配慮者のフォロー等目の前にある課題解決で手一杯であり，

仮設住宅における栄養改善活動などの予防活動は，目が向きにくい状況である。東日本大震災

時には，復興基金を活用した補助事業を県が創設することで仮設住宅における栄養改善活動の

ﾛ 国や県栄養士会等との調整

国からの情報を速やかに保健所に伝達し，保健所から高齢者食品に対する要望があげられ

たことから，県栄養士会と調整を行い，手配した。

ﾊ 管理栄養士派遣の調整

仙南保健所から県管理栄養士の派遣要望があったため，県保健福祉総務課と派遣職員の調

整を行った。また，派遣初日に派遣職員とともに現地に赴き，状況確認等を行った。

避難所の食生活改善対策（県全体）に関する検証

○ 評価できる点

・ 東日本大震災後，「宮城県公衆衛生活動ガイドライン」及び「宮城県公衆衛生活動マニュア

ル」が作成されたため，これらに基づき迅速に活動することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ ３保健所から高齢者食品（軟食）を要望され，県栄養士会と調整したが，要望に合ったもの

を届けることができなかった。

ロ 仙南保健福祉事務所の対応

○ 被害の状況や動き

丸森町内は家屋等の浸水被害により，多くの避難所が開設された。被災直後から断水が続

き，町水道が全面的に復旧したのは， 月初旬であった。

浸水被害の大きかった役場付近の商店等は発災後しばらく休業しており，徒歩による食料

品の調達は難しかったが，自家用車等があれば，発災直後でも，被害の少ない地区や近隣市

町まで足を伸ばし食料品の調達をすることは可能な状況だった。町中心部の多くの飲食店は

町水道復旧を機に営業を再開した。

○ 対応

発災直後，丸森町内の避難所ではおにぎり，パン，唐揚げ弁当が食事として継続的に提供さ

れており，栄養不足等が懸念された。このため，町栄養士とともに栄養改善活動を行う必要性

を町に伝え， 月 日から町栄養士と共に活動を行うこととなった。発災直後に活動可能だ

ったのは，新任栄養士のみであったため，保健所管理栄養士が災害時に必要となる栄養活動の

概要等を説明し，活動方針設定や関係者との調整等全面的に町栄養士のサポート体制をとった。

当面改善すべき事項として，避難所の食事改善と要配慮者への対応を目指すこととした。

活動開始後，避難所の現状把握や個別支援等の実施に向け， から打診のあった

（（公社）日本栄養士会災害活動チーム）や県内保健所管理栄養士からの人的支援を受けなが

ら活動を進めた。避難所における食事の衛生管理や便秘予防など健康課題に対応した啓発活動

のほか，避難所の食事の質の向上に向け，果物や乳製品の付加，地元飲食店からの弁当調達，

ボランティア団体であるオープンジャパンの協力による夕食時の汁の炊き出しなどを進め，指

針に規定されている「適温食」，「栄養バランスの確保」，「メニューの多様化」，「地元業

者やボランティアの活用」などを進めた。また，オープンジャパンによる被災者による食器の

自己管理など「被災者の食の自立」を促す取組なども進んだ。

避難所で提供される食事が固くて食べられない，糖尿病などの治療がある方など食事に関す
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○ 課題と今後の対策の方向性

・ 速やかに食事改善を進めるためには，国通知の基準や避難所の食事提供について，市町村の

栄養士と防災担当部門（食料調達）が知る機会を定期で設ける必要がある。あわせて，市町村

防災計画において，市町村栄養士が防災担当部門（食料調達）に携わる位置付けとなるよう働

きかける必要があることから，当所主催の市町栄養業務担当者会議でテーマとして取り上げて

おり，今後も状況を確認しながら継続した支援を行っていく。

・ 市町村との連携をスムーズに進めるためには，保健所で可能な支援について，定期で周知す

ることが必要と思われた。

宮城県災害派遣福祉チーム派遣調整等

○ 被害の状況や動き

県では，災害発生時において高齢者，障害者などの支援が必要な方に対して緊急的に対応を行

えるよう県，県内市町村，県社会福祉協議会及び福祉関係機関・団体等による「宮城県災害福祉

広域支援ネットワーク協議会」を平成 年度に設置し，災害派遣福祉チーム派遣調整等の広域的

な福祉支援ネットワーク体制を整備している。

○ 対応

社会福祉士等からなる「災害派遣福祉チーム」を角田市，大崎市（鹿島台），大郷町及び丸森

町へ派遣し現地確認を行ったほか，大崎市からの要請により相談支援及び環境整備等の支援を行

った。

（内訳）

市町名 派遣延人員 派遣期間

角田市 ５人 月 日（丸森町と重複）

大崎市 人 月 日， 日～ 月 日

大郷町 ５人 月 日～ 日

丸森町 ５人 月 日～ 日

※大崎市：ニーズ確認のほか，支援チームを４クール派遣

延べ 人派遣（角田市・丸森町重複）

宮城県災害派遣福祉チーム派遣調整等に関する検証

○ 評価できる点

・ 高齢者や障害者など災害時要配慮者が避難所等において，長期間の避難生活により，生活機

能の低下や要介護度の重症化などの二次被害が心配されたが，避難生活の早期の段階から支援

を行い，安定的な日常生活への円滑な移行に繋がった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 災害派遣福祉チームの編成にあたり，派遣可能職員数が十分とはいえず，また，被災地の状

況により派遣すべき専門職も異なることから，今後も，派遣体制の構築に向け社会福祉法人等

との協定締結など体制の充実を図る必要がある。

・ 派遣に際して，筆記用具やアセスメントシート等，当面の活動に必要と考えられる物品を準

備しておく必要がある。

実施を後押しした経緯があるが，今回の災害では財源や実施者を確保するところから町が動く

必要があるものの，活動の実践に至っていない状況である。仮設住宅における食生活支援活動

については，東日本大震災時にはコミュニティづくりなどの上でも大きな役割を果たしている

ことから，町への継続的な情報提供と併せて，課題の把握と提案，町の既存事業の中での対応

や外部支援団体とのマッチング等，活動実施に向けた体制づくりを支援していく必要がある。

ハ 北部保健福祉事務所の対応

○ 被害の状況や動き

・被害地域が局地的であり，周囲の商店は通常で営業している状況であった。

・避難所については，当初短期間で閉所される見込みであったが，度重なる降雨の影響等によ

り，長期化することを想定した対応が必要となった。

・避難所では，朝食は主食のみの弁当提供，昼食は避難物資や炊き出しによる提供，夕食は弁

当が提供されていた。（炭水化物中心）

・物資に高齢者向けの粥等の食品がなく，体調を崩した方や柔らかい主食が必要な方のケアが

十分となっていなかった。

○ 対応

・ 月 日より管理栄養士が避難所の食事状況を確認。大崎市の栄養士に提供した食事につ

いて記録するよう助言した。

・大崎保健所では，食事記録を元に避難所での提供食の栄養価計算を実施した。国で示してい

るエネルギー及び栄養素のうち，ビタミン類の不足が見られたため，早急な食事内容の改善と

して，野菜ジュースを１本付ける等の具体的な改善策を市栄養士に提案した。

・提供されている弁当については，炭水化物や揚げ物が多く野菜が不足している等，避難者の

状況（高齢者中心）とミスマッチしている状況が見られたため，関係部門を通じて弁当内容の

検討をするよう提案した。

・粥食等については，今後の物資購入の参考として，県健康推進課を通じ県栄養士会から提供

のあった支援物資を避難所に提供した。

・炊き出しの実施に向け，調理状況等を確認し，助言を行った。

・長期化する避難生活から今後の生活再建に向け，避難者自身が食改善に取り組むための普及

啓発資料（食事バランスや塩分摂取量）の作成支援を行い，市や市食生活改善推進員による普

及啓発（媒体掲示や避難所炊き出し時アナウンス）について助言を行った。

避難所の食生活改善対策（北部保健福祉事務所）に関する検証

○ 評価できる点

・ 早期に助言したことにより，市栄養士による食事記録がされ，それに基づく提供栄養量の評

価につながった。また避難者の食環境から課題を抽出し，課題に適切に対応した普及啓発を市

栄養士と連携し実施することができた。

・ 提供栄養量の評価結果及び食事内容の改善案を提示したことで，市関係機関間の調整が進み，

野菜ジュースの定期提供につながった。

・ 弁当内容については業者が調整対応不可であったが， 月 日より市食生活改善推進員によ

る週２回の炊き出し（野菜たっぷりの汁物）や果物の提供がされ，食事内容改善につながった。
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○ 課題と今後の対策の方向性

・ 速やかに食事改善を進めるためには，国通知の基準や避難所の食事提供について，市町村の

栄養士と防災担当部門（食料調達）が知る機会を定期で設ける必要がある。あわせて，市町村

防災計画において，市町村栄養士が防災担当部門（食料調達）に携わる位置付けとなるよう働

きかける必要があることから，当所主催の市町栄養業務担当者会議でテーマとして取り上げて

おり，今後も状況を確認しながら継続した支援を行っていく。

・ 市町村との連携をスムーズに進めるためには，保健所で可能な支援について，定期で周知す

ることが必要と思われた。

宮城県災害派遣福祉チーム派遣調整等

○ 被害の状況や動き

県では，災害発生時において高齢者，障害者などの支援が必要な方に対して緊急的に対応を行

えるよう県，県内市町村，県社会福祉協議会及び福祉関係機関・団体等による「宮城県災害福祉

広域支援ネットワーク協議会」を平成 年度に設置し，災害派遣福祉チーム派遣調整等の広域的

な福祉支援ネットワーク体制を整備している。

○ 対応

社会福祉士等からなる「災害派遣福祉チーム」を角田市，大崎市（鹿島台），大郷町及び丸森

町へ派遣し現地確認を行ったほか，大崎市からの要請により相談支援及び環境整備等の支援を行

った。

（内訳）

市町名 派遣延人員 派遣期間

角田市 ５人 月 日（丸森町と重複）

大崎市 人 月 日， 日～ 月 日

大郷町 ５人 月 日～ 日

丸森町 ５人 月 日～ 日

※大崎市：ニーズ確認のほか，支援チームを４クール派遣

延べ 人派遣（角田市・丸森町重複）

宮城県災害派遣福祉チーム派遣調整等に関する検証

○ 評価できる点

・ 高齢者や障害者など災害時要配慮者が避難所等において，長期間の避難生活により，生活機

能の低下や要介護度の重症化などの二次被害が心配されたが，避難生活の早期の段階から支援

を行い，安定的な日常生活への円滑な移行に繋がった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 災害派遣福祉チームの編成にあたり，派遣可能職員数が十分とはいえず，また，被災地の状

況により派遣すべき専門職も異なることから，今後も，派遣体制の構築に向け社会福祉法人等

との協定締結など体制の充実を図る必要がある。

・ 派遣に際して，筆記用具やアセスメントシート等，当面の活動に必要と考えられる物品を準

備しておく必要がある。

実施を後押しした経緯があるが，今回の災害では財源や実施者を確保するところから町が動く

必要があるものの，活動の実践に至っていない状況である。仮設住宅における食生活支援活動

については，東日本大震災時にはコミュニティづくりなどの上でも大きな役割を果たしている

ことから，町への継続的な情報提供と併せて，課題の把握と提案，町の既存事業の中での対応

や外部支援団体とのマッチング等，活動実施に向けた体制づくりを支援していく必要がある。

ハ 北部保健福祉事務所の対応

○ 被害の状況や動き

・被害地域が局地的であり，周囲の商店は通常で営業している状況であった。

・避難所については，当初短期間で閉所される見込みであったが，度重なる降雨の影響等によ

り，長期化することを想定した対応が必要となった。

・避難所では，朝食は主食のみの弁当提供，昼食は避難物資や炊き出しによる提供，夕食は弁

当が提供されていた。（炭水化物中心）

・物資に高齢者向けの粥等の食品がなく，体調を崩した方や柔らかい主食が必要な方のケアが

十分となっていなかった。

○ 対応

・ 月 日より管理栄養士が避難所の食事状況を確認。大崎市の栄養士に提供した食事につ

いて記録するよう助言した。

・大崎保健所では，食事記録を元に避難所での提供食の栄養価計算を実施した。国で示してい

るエネルギー及び栄養素のうち，ビタミン類の不足が見られたため，早急な食事内容の改善と

して，野菜ジュースを１本付ける等の具体的な改善策を市栄養士に提案した。

・提供されている弁当については，炭水化物や揚げ物が多く野菜が不足している等，避難者の

状況（高齢者中心）とミスマッチしている状況が見られたため，関係部門を通じて弁当内容の

検討をするよう提案した。

・粥食等については，今後の物資購入の参考として，県健康推進課を通じ県栄養士会から提供

のあった支援物資を避難所に提供した。

・炊き出しの実施に向け，調理状況等を確認し，助言を行った。

・長期化する避難生活から今後の生活再建に向け，避難者自身が食改善に取り組むための普及

啓発資料（食事バランスや塩分摂取量）の作成支援を行い，市や市食生活改善推進員による普

及啓発（媒体掲示や避難所炊き出し時アナウンス）について助言を行った。

避難所の食生活改善対策（北部保健福祉事務所）に関する検証

○ 評価できる点

・ 早期に助言したことにより，市栄養士による食事記録がされ，それに基づく提供栄養量の評

価につながった。また避難者の食環境から課題を抽出し，課題に適切に対応した普及啓発を市

栄養士と連携し実施することができた。

・ 提供栄養量の評価結果及び食事内容の改善案を提示したことで，市関係機関間の調整が進み，

野菜ジュースの定期提供につながった。

・ 弁当内容については業者が調整対応不可であったが， 月 日より市食生活改善推進員によ

る週２回の炊き出し（野菜たっぷりの汁物）や果物の提供がされ，食事内容改善につながった。
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人が避難した。

県保健福祉総務課では，仙南保健福祉事務所を通して丸森町の指定避難所において日常生活の

介助を必要とする方が 名いることを把握した。丸森町が福祉避難所として事前指定をしてい

た特別養護老人ホームは，建物の一部に被害が発生したほか，近隣住民が避難し，その受入のた

め，福祉避難所の対象者を受け入れることは困難であるとのことであったため，丸森町及び丸森

病院との協議により，福祉避難所対象者４名を丸森病院に受け入れることとなり，丸森病院を福

祉避難所に指定するための準備を行った。医療機関を福祉避難所に指定するために，内閣府と事

前協議（震災援護室担当）を行い，福祉避難所設置の留意点について，県保健福祉総務課が整理

し，仙南保健福祉事務所を通じて丸森町に情報提供を行った。その後， 月 日に丸森病院に

福祉避難所が開設され，仙南保健福祉事務所では，丸森町から定期的に状況報告してもらうとと

もに， 月５日， 日に福祉避難所を訪問し状況確認を行った。

福祉避難所の多くは，発災翌日の 月 日に閉鎖されたが，被害が大きかった丸森町の福祉

避難所が 月 日に閉鎖されたことにより，全ての福祉避難所が閉鎖された。

なお，福祉避難所の開設期間は，災害救助法の災害救助基準により，一般の指定避難所と同様

に災害発生日から７日以内となっているが，内閣府との協議の結果，延長された。また， 月

日付けで事務連絡により，福祉避難所等への応援職員の派遣費用について，災害救助費からの支

弁が可能となった。

福祉避難所に関する検証

○ 評価できる点

・ 市町村において，東日本大震災後に福祉避難所の指定が進められたことなどにより，福祉避

難所の開設等について，県に寄せられる問い合わせ等は少なく円滑に進められたものと考えら

れる。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 震災後に策定した「宮城県避難行動要支援者に対する支援ガイドライン」に基づき，市町村

における福祉避難所の指定などの取り組みを引き続き支援していく。

○ 関連資料

３ 福祉避難所

○ 被害の状況や動き

事前計画等

本県では，東日本大震災の発生後，平成 年６月に改正された災害対策基本法，同年８月に国

から示された「避難行動要支援者の避難支援に関する取組指針」及び「避難所における良好な生

活環境の確保に向けた取組指針」の内容や，被災県としての経験を踏まえ，平成 年 月に策定

した「宮城県災害時要援護者支援ガイドライン」の改訂版として，平成 年 月に「宮城県避難

行動要支援者に対する支援ガイドライン」を策定した。

同ガイドラインでは，市町村が実施する高齢者や障害者などの避難行動要支援者等に対する

適切かつ円滑な支援対策のあり方について，県の基本的な考え方を示していた。国の取組指針の

内容を踏まえつつ，福祉避難所に係る施設との協定締結，開設から閉鎖までのプロセス等につい

て，独自に記載・詳述していた。

市町村における福祉避難所指定状況（協定締結含む）

本県で実施した調査では，７月末時点の市町村における福祉避難所指定状況は，県内 市町

村のうち 市町村が指定しており，県内の指定施設箇所数は 施設（災害対策基本法に基づく

指定施設のほか，市町村が福祉避難所として利用を想定している施設を含む）であった。

○ 対応

発災後，福祉避難所を開設したのは 市町で， 月 日から順次 か所開設され， 人が

避難した。多くの市町では，事前に福祉避難所として指定していた施設を福祉避難所として開設

したが，指定避難所の一部に福祉避難スペースを設けた市町村もあり，３市町で７か所設置され，

3 『宮城県災害派遣福祉チーム』の必要性
◼ 日常の生活を早期に確保することが2次災害を防ぐという視点から，災害直後の医療の必要性に
加えて福祉専門職による生活機能確保のための支援が必要。

◼ 要援護者が安心できる生活環境を確保するための被災者支援体制の充実。
①避難者のニーズ把握及び要援護者のスクリーニング
②要援護者からの相談対応および介護を要する者への応急的支援
③避難所などの環境改善 等

◼ 北海道・東北地方知事会（H26.11）で『災害派遣福祉チーム』の制度化と，派遣調整システムの構
築を提言

図1 大規模災害発生時の福祉チーム派遣スキーム

①派遣判断・決定
②派遣可能チームの確認
③現地情報の共有
④後発チームの派遣検討

宮城県

県社協
（ネットワーク事務局）

災害福祉広域支援ネットワーク本部

協
働

宮城県

県社協
（ネットワーク事務局）

災害福祉広域支援ネットワーク本部

協
働

協力団体

協力団体協力団体

協力団体

災害派遣福祉チーム
災害派遣福祉チーム
災害派遣福祉チーム
災害派遣福祉チーム

チーム編成

① チームの周知を目的と
したセミナー開催

②市町村や関係機関・団
体との協力体制構築
等

■協力団体（種別協，施設）から名簿とりま
とめ
■名簿掲載職員の研修実施
■研修修了者によるチーム編成
■チーム員の訓練実施

図2 平常時における福祉チーム編成のイメージ
（大規模災害に備えた事前の準備）

協力依頼（協定）

派遣者
名簿提出

研修・訓練・準備等

被災地

派遣

活動報告

災害派遣福祉チーム
災害派遣福祉チーム
災害派遣福祉チーム
災害派遣福祉チーム

チーム登録

災害派遣福祉チーム
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人が避難した。

県保健福祉総務課では，仙南保健福祉事務所を通して丸森町の指定避難所において日常生活の

介助を必要とする方が 名いることを把握した。丸森町が福祉避難所として事前指定をしてい

た特別養護老人ホームは，建物の一部に被害が発生したほか，近隣住民が避難し，その受入のた

め，福祉避難所の対象者を受け入れることは困難であるとのことであったため，丸森町及び丸森

病院との協議により，福祉避難所対象者４名を丸森病院に受け入れることとなり，丸森病院を福

祉避難所に指定するための準備を行った。医療機関を福祉避難所に指定するために，内閣府と事

前協議（震災援護室担当）を行い，福祉避難所設置の留意点について，県保健福祉総務課が整理

し，仙南保健福祉事務所を通じて丸森町に情報提供を行った。その後， 月 日に丸森病院に

福祉避難所が開設され，仙南保健福祉事務所では，丸森町から定期的に状況報告してもらうとと

もに， 月５日， 日に福祉避難所を訪問し状況確認を行った。

福祉避難所の多くは，発災翌日の 月 日に閉鎖されたが，被害が大きかった丸森町の福祉

避難所が 月 日に閉鎖されたことにより，全ての福祉避難所が閉鎖された。

なお，福祉避難所の開設期間は，災害救助法の災害救助基準により，一般の指定避難所と同様

に災害発生日から７日以内となっているが，内閣府との協議の結果，延長された。また， 月

日付けで事務連絡により，福祉避難所等への応援職員の派遣費用について，災害救助費からの支

弁が可能となった。

福祉避難所に関する検証

○ 評価できる点

・ 市町村において，東日本大震災後に福祉避難所の指定が進められたことなどにより，福祉避

難所の開設等について，県に寄せられる問い合わせ等は少なく円滑に進められたものと考えら

れる。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 震災後に策定した「宮城県避難行動要支援者に対する支援ガイドライン」に基づき，市町村

における福祉避難所の指定などの取り組みを引き続き支援していく。

○ 関連資料

３ 福祉避難所

○ 被害の状況や動き

事前計画等

本県では，東日本大震災の発生後，平成 年６月に改正された災害対策基本法，同年８月に国

から示された「避難行動要支援者の避難支援に関する取組指針」及び「避難所における良好な生

活環境の確保に向けた取組指針」の内容や，被災県としての経験を踏まえ，平成 年 月に策定

した「宮城県災害時要援護者支援ガイドライン」の改訂版として，平成 年 月に「宮城県避難

行動要支援者に対する支援ガイドライン」を策定した。

同ガイドラインでは，市町村が実施する高齢者や障害者などの避難行動要支援者等に対する

適切かつ円滑な支援対策のあり方について，県の基本的な考え方を示していた。国の取組指針の

内容を踏まえつつ，福祉避難所に係る施設との協定締結，開設から閉鎖までのプロセス等につい

て，独自に記載・詳述していた。

市町村における福祉避難所指定状況（協定締結含む）

本県で実施した調査では，７月末時点の市町村における福祉避難所指定状況は，県内 市町

村のうち 市町村が指定しており，県内の指定施設箇所数は 施設（災害対策基本法に基づく

指定施設のほか，市町村が福祉避難所として利用を想定している施設を含む）であった。

○ 対応

発災後，福祉避難所を開設したのは 市町で， 月 日から順次 か所開設され， 人が

避難した。多くの市町では，事前に福祉避難所として指定していた施設を福祉避難所として開設

したが，指定避難所の一部に福祉避難スペースを設けた市町村もあり，３市町で７か所設置され，

3 『宮城県災害派遣福祉チーム』の必要性
◼ 日常の生活を早期に確保することが2次災害を防ぐという視点から，災害直後の医療の必要性に
加えて福祉専門職による生活機能確保のための支援が必要。

◼ 要援護者が安心できる生活環境を確保するための被災者支援体制の充実。
①避難者のニーズ把握及び要援護者のスクリーニング
②要援護者からの相談対応および介護を要する者への応急的支援
③避難所などの環境改善 等

◼ 北海道・東北地方知事会（H26.11）で『災害派遣福祉チーム』の制度化と，派遣調整システムの構
築を提言

図1 大規模災害発生時の福祉チーム派遣スキーム

①派遣判断・決定
②派遣可能チームの確認
③現地情報の共有
④後発チームの派遣検討

宮城県

県社協
（ネットワーク事務局）

災害福祉広域支援ネットワーク本部

協
働

宮城県

県社協
（ネットワーク事務局）

災害福祉広域支援ネットワーク本部

協
働

協力団体

協力団体協力団体

協力団体

災害派遣福祉チーム
災害派遣福祉チーム
災害派遣福祉チーム
災害派遣福祉チーム

チーム編成

① チームの周知を目的と
したセミナー開催

②市町村や関係機関・団
体との協力体制構築
等

■協力団体（種別協，施設）から名簿とりま
とめ
■名簿掲載職員の研修実施
■研修修了者によるチーム編成
■チーム員の訓練実施

図2 平常時における福祉チーム編成のイメージ
（大規模災害に備えた事前の準備）

協力依頼（協定）

派遣者
名簿提出

研修・訓練・準備等

被災地

派遣

活動報告

災害派遣福祉チーム
災害派遣福祉チーム
災害派遣福祉チーム
災害派遣福祉チーム

チーム登録

災害派遣福祉チーム
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医療救護活動に関する検証

○ 評価できる点

・ の入力による医療機関状況の把握や，災害医療本部設置等，多少の遅れもあったが，実

践することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 台風被害の際は情報収集契機がわかりにくく被害情報収集に時間を要した。各病院の を

受け付ける窓口情報を発信すべきだったのではないか。また，代行入力にかなりの時間・労力

をとられ，結果として必要チーム数の積算等にも影響したため，休日・夜間の入力についてあ

らためて体制整備が必要。

・ 仙南保健福祉事務所では，関係機関との情報共有方法，災害対応の知識（ の役割等）な

ど，平時の準備が不十分だったために，スムーズに動けなかった場面があった。平時における

訓練や災害拠点病院との調整の必要性を強く感じた。

歯科医療救護活動

○ 被害の状況や動き

県は，平成 年３月，県歯科医師会と災害時の歯科医療救護に関する協定書を締結している。

この協定に基づき，県は県歯科医師会に対し歯科医療救護班の編成及び派遣を要請するものとし

ている。

平成 年２月に開催された県歯科医師会主催の大規模災害対策本部医療救護研修会に，県から

１人参加したほか，９月に開催された（公社）日本歯科医師会主催の災害歯科保健医療体制研修

会に，県，県歯科医師会及び協力機関である（一社）宮城県歯科衛生士会から各 人参加し，災

害時の歯科保健医療体制について学んだ。

○ 対応

イ 歯科医療ニーズの把握

発災後，被災市町を訪問し歯科医療救護班を派遣できる体制であることを伝えたほか，継続

して歯科診療所の復旧状況と避難所アセスメントによる情報収集に努め，派遣の要否の判断材

料の参考とした。また派遣保健師や ，公衆衛生活動チーム保健師リーダー等を介し現場に

おける歯科に係るニーズ把握を行った。 月 日に仙南保健所を通じて地元歯科医師会の要

望を背景に，丸森町から歯科医療救護班の派遣要請があり 県から県歯科医師会に対し，協定書

第２条に基づく歯科医療救護班の派遣を依頼した。一方，県歯科医師会では独自に調査班を被

災地に派遣し，地元歯科医と連携し把握に努めた。

ロ 歯科医療救護班の活動

月 日から 月 日までの 日間，延べ 人が活動し，歯科的疾患（口内炎，歯肉炎

等）の応急的処置や，誤嚥性肺炎等の呼吸器疾患の惹起が疑われる避難者への口腔ケアの実施

及び指導等を行った。

歯科医療救護活動に関する検証

○ 評価できる点

・ 派遣の要否については，被災地域からの要請に基づき，被災地における医療の現状，避難所

第２節 医療救護・保健活動 
１ 医療救護対策

医療救護活動

○ 被害の状況や動き

県では，地域防災計画に基づき，県・市町村・医療機関の役割を定め，情報連絡体制の整備を

行うとともに，医療救護活動に関わる研修や訓練を実施することとしており，東日本大震災で得

た教訓を踏まえ，平成 年３月に大規模災害時医療救護活動マニュアルを改正し運用していた。

○ 対応

月 日 時 分に県内に大雨特別警報が発令され，警戒体制を敷いていたところ， 時

分に仙南保健所から仙南中央病院１階が浸水した旨の報告を受けた。翌 日７時 分には同

じく仙南保健所から金上病院の職員不足が伝えられ，また丸森病院との連絡がつかず，仙南地域

における医療機関の被害状況が深刻であり，避難住民等が発生することが予想された。

イ 医療救護活動に関する調整組織の設置

大雨特別警報の解除後，災害医療コーディネーター・統括 へ出務要請を行い， 月 日

時 分には宮城県災害医療本部兼宮城県 調整本部を設置した。また， 時 分には石

巻赤十字病院の が丸森病院へ出動し， 時 分には仙南地域の災害拠点病院の被害状況

を踏まえ，仙南保健福祉事務所に仙南地域災害医療支部及び 活動拠点本部が設置された。

医療救護活動の長期化を見据え， 月 日には（公社）宮城県医師会の を含む医療救

護班の派遣要請を行った。 月 日から 日までに も含め派遣された救護班は延べ

チームに上った。

なお，多数傷病者の発生等が無かったことから，航空搬送拠点は設置されなかった。

ロ 情報収集

被災地の情報収集のため，未入力が多かった について， 時 分に各地域の状況を踏

まえ災害拠点病院又は保健所へ管内医療機関の状況把握と代行入力依頼を行った。このことも

あり については 時 分に 参加医療機関の入力が完了した。

仙南保健福祉事務所では，管内の医療体制等について，各市町からの報告を受けるほか，仙

南地域災害医療連絡会議を９回開催し，関係機関と情報共有・収集し，主務課へ報告した。

ハ 救護所運営

丸森病院の診療休止の間，他の地元診療所及び薬局の被害状況も踏まえ，丸森地域における

医療提供体制確保のため，丸森町役場１階に臨時救護所が設置され， 日から 日までの間，

医療救護班による救護所運営が行われた。救護所における診療時には災害時処方箋が発行され，

同じく丸森町役場正面玄関前に設置された（一社）宮城県薬剤師会（以下，「県薬剤師会」と

いう。）のモバイルファーマシー（災害対応医薬品供給車両）により調剤・処方が行われた。

救護所では 件の診療が行われ，モバイルファーマシーで 件の処方が行われた。丸森

病院が 日に一部の診療を再開することを受け，臨時救護所は閉鎖された。

ニ 医務関係の対応

仙南保健福祉事務所では，丸森病院が外来を再開するに当たり，医療法第 条に基づく臨

時の立入検査を実施したほか，浸水による被害が大きかった仙南中央病院の医務関係の変更許

可等の問合せや相談に応じた。
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医療救護活動に関する検証

○ 評価できる点

・ の入力による医療機関状況の把握や，災害医療本部設置等，多少の遅れもあったが，実

践することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 台風被害の際は情報収集契機がわかりにくく被害情報収集に時間を要した。各病院の を

受け付ける窓口情報を発信すべきだったのではないか。また，代行入力にかなりの時間・労力

をとられ，結果として必要チーム数の積算等にも影響したため，休日・夜間の入力についてあ

らためて体制整備が必要。

・ 仙南保健福祉事務所では，関係機関との情報共有方法，災害対応の知識（ の役割等）な

ど，平時の準備が不十分だったために，スムーズに動けなかった場面があった。平時における

訓練や災害拠点病院との調整の必要性を強く感じた。

歯科医療救護活動

○ 被害の状況や動き

県は，平成 年３月，県歯科医師会と災害時の歯科医療救護に関する協定書を締結している。

この協定に基づき，県は県歯科医師会に対し歯科医療救護班の編成及び派遣を要請するものとし

ている。

平成 年２月に開催された県歯科医師会主催の大規模災害対策本部医療救護研修会に，県から

１人参加したほか，９月に開催された（公社）日本歯科医師会主催の災害歯科保健医療体制研修

会に，県，県歯科医師会及び協力機関である（一社）宮城県歯科衛生士会から各 人参加し，災

害時の歯科保健医療体制について学んだ。

○ 対応

イ 歯科医療ニーズの把握

発災後，被災市町を訪問し歯科医療救護班を派遣できる体制であることを伝えたほか，継続

して歯科診療所の復旧状況と避難所アセスメントによる情報収集に努め，派遣の要否の判断材

料の参考とした。また派遣保健師や ，公衆衛生活動チーム保健師リーダー等を介し現場に

おける歯科に係るニーズ把握を行った。 月 日に仙南保健所を通じて地元歯科医師会の要

望を背景に，丸森町から歯科医療救護班の派遣要請があり 県から県歯科医師会に対し，協定書

第２条に基づく歯科医療救護班の派遣を依頼した。一方，県歯科医師会では独自に調査班を被

災地に派遣し，地元歯科医と連携し把握に努めた。

ロ 歯科医療救護班の活動

月 日から 月 日までの 日間，延べ 人が活動し，歯科的疾患（口内炎，歯肉炎

等）の応急的処置や，誤嚥性肺炎等の呼吸器疾患の惹起が疑われる避難者への口腔ケアの実施

及び指導等を行った。

歯科医療救護活動に関する検証

○ 評価できる点

・ 派遣の要否については，被災地域からの要請に基づき，被災地における医療の現状，避難所

第２節 医療救護・保健活動 
１ 医療救護対策

医療救護活動

○ 被害の状況や動き

県では，地域防災計画に基づき，県・市町村・医療機関の役割を定め，情報連絡体制の整備を

行うとともに，医療救護活動に関わる研修や訓練を実施することとしており，東日本大震災で得

た教訓を踏まえ，平成 年３月に大規模災害時医療救護活動マニュアルを改正し運用していた。

○ 対応

月 日 時 分に県内に大雨特別警報が発令され，警戒体制を敷いていたところ， 時

分に仙南保健所から仙南中央病院１階が浸水した旨の報告を受けた。翌 日７時 分には同

じく仙南保健所から金上病院の職員不足が伝えられ，また丸森病院との連絡がつかず，仙南地域

における医療機関の被害状況が深刻であり，避難住民等が発生することが予想された。

イ 医療救護活動に関する調整組織の設置

大雨特別警報の解除後，災害医療コーディネーター・統括 へ出務要請を行い， 月 日

時 分には宮城県災害医療本部兼宮城県 調整本部を設置した。また， 時 分には石

巻赤十字病院の が丸森病院へ出動し， 時 分には仙南地域の災害拠点病院の被害状況

を踏まえ，仙南保健福祉事務所に仙南地域災害医療支部及び 活動拠点本部が設置された。

医療救護活動の長期化を見据え， 月 日には（公社）宮城県医師会の を含む医療救

護班の派遣要請を行った。 月 日から 日までに も含め派遣された救護班は延べ

チームに上った。

なお，多数傷病者の発生等が無かったことから，航空搬送拠点は設置されなかった。

ロ 情報収集

被災地の情報収集のため，未入力が多かった について， 時 分に各地域の状況を踏

まえ災害拠点病院又は保健所へ管内医療機関の状況把握と代行入力依頼を行った。このことも

あり については 時 分に 参加医療機関の入力が完了した。

仙南保健福祉事務所では，管内の医療体制等について，各市町からの報告を受けるほか，仙

南地域災害医療連絡会議を９回開催し，関係機関と情報共有・収集し，主務課へ報告した。

ハ 救護所運営

丸森病院の診療休止の間，他の地元診療所及び薬局の被害状況も踏まえ，丸森地域における

医療提供体制確保のため，丸森町役場１階に臨時救護所が設置され， 日から 日までの間，

医療救護班による救護所運営が行われた。救護所における診療時には災害時処方箋が発行され，

同じく丸森町役場正面玄関前に設置された（一社）宮城県薬剤師会（以下，「県薬剤師会」と

いう。）のモバイルファーマシー（災害対応医薬品供給車両）により調剤・処方が行われた。

救護所では 件の診療が行われ，モバイルファーマシーで 件の処方が行われた。丸森

病院が 日に一部の診療を再開することを受け，臨時救護所は閉鎖された。

ニ 医務関係の対応

仙南保健福祉事務所では，丸森病院が外来を再開するに当たり，医療法第 条に基づく臨

時の立入検査を実施したほか，浸水による被害が大きかった仙南中央病院の医務関係の変更許

可等の問合せや相談に応じた。
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医薬品供給体制に関する検証

○ 評価できる点

・ 医薬品の発注体制等

発災後すぐに宮城県医薬品卸組合が県薬務課に常駐していたため，いつでも医薬品を発注で

きる体制であった。また，宮城県医薬品卸組合を通して医療機関の被災状況も把握できた。

・ 被災地域の医療機関への支援

県薬剤師会と協定を締結していたため，速やかに医療救護所の薬剤師の派遣を要請すること

ができた。（一社）宮城県病院薬剤師会の協力により，被災病院への薬剤師の派遣を依頼するこ

とができた。

・ 被害状況の把握と情報提供等

各種関係団体等と連携し，速やかに被害状況の把握及び情報の更新を行なうことができた。

また，災害に関する薬局等の運用通知については，必要に応じ県医療政策課，県国保医療課

等の他課と情報共有し，薬局における災害時の特例の運用について幅広く把握することができ

た。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 医療救護所だけでなく，保険調剤を行う病院等への薬剤師の派遣要請についても手順を定め

ておく必要がある。

・ 報告する被害状況の程度について明確な定義がないため，報告者の判断により被害の有無に

差があった可能性がある。災害の種類により被害の種類も異なると考えられるため，報告を求

める被害状況について整理をする必要がある。

２ 保健活動（保健師及び看護師等の派遣調整等）

○ 被害の状況や動き

保健活動・支援体制

「宮城県災害時公衆衛生活動ガイドライン」及び「宮城県災害時公衆衛生活動マニュアル」

（平成 年 月策定）（以下，「ガイドライン」，「マニュアル」という。）に基づき，フェーズ毎

の対策を講じた。

看護師の派遣活動

災害救助法第４条では，災害により被害を受けた際の公的な救助について規定されており，

今回の看護師派遣は「避難所及び応急仮設住宅の供与」により設置した避難所において，その

運営を行う上で生じる健康管理及び衛生管理に関し，看護師の派遣を行ったもの。

○ 対応

県公衆衛生活動チームの派遣調整（ 月 日から 月）

各保健福祉事務所（地域事務所）から被災地の状況及び公衆衛生スタッフの派遣要請のニー

ズを確認。その結果，仙南及び仙台保健福祉事務所に県公衆衛生活動チームの派遣調整を行っ

た。仙南保健福祉事務所には 月 日から 月 日まで延べ 人を，仙台保健福祉事務所には

月 日から 日まで延べ２人を派遣した。

仙南保健福祉事務所に派遣した県公衆衛生活動チームの主な活動は，避難所要支援者の健康

状態の把握，避難所の感染症対策や栄養調査及び健康教育の実施，各種打合せ等への参画（保

の状況，被災地域保健所，関係団体の意見などを考慮し，総合的に判断している。

・ 当初は，公衆衛生活動チームが歯科医療救護班の活動を把握できなかったが，歯科医療救護

班に対し現地ミーティングへの参加を働きかけ，連携が図られ，必要な歯科医療等を提供する

ことができた。

・ 県と県歯科医師会が協定を締結していたことで，歯科医療救護班の派遣依頼をスムーズに行

うことができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県歯科医師会から，発災直後から派遣活動ができるよう，歯科医療ニーズの早期把握ができ

るような体制を整えてほしいという要望がある。

・ 現協定は，災害救助法が適用される救護活動を前提としているが，県歯科医師会における歯

科医療救護活動との整理が必要。

・ 被災現地においては，歯科専門的視点で避難所等の歯科ニーズを探ることが早期把握につな

がることから，それには対応する者の日頃からの訓練 研修 が必要である。

医薬品供給体制

○ 対応

イ 医薬品の発注体制等

県地域防災計画に基づき，災害時に必要とされる医薬品及び医療材料については，県と宮城

県医薬品卸組合が協定を締結し，医薬品卸売業者が流通備蓄として確保することとしていた。

医薬品発注業務に対応するため， 月 日から 月 日まで宮城県医薬品卸組合から県薬務課

に職員が派遣されたが，この間，医薬品の供給要請はなく医薬品の発注には至らなかった。

ロ 被災地域の医療機関への支援

県は，県薬剤師会との「災害時における医療救護活動に関する協定」に基づき， 月 日に

薬剤師班の派遣を要請した。これを受け， 月 日から 月 日まで県薬剤師会から派遣され

た延べ 人の薬剤師が，丸森町に設置された医療救護所のモバイルファーマシー（県薬剤師会

所有）での調剤業務等に従事した。

また，被災した仙南中央病院では，調剤機器等が使用不能となり，入院患者用の調剤等業務

が多忙となったため，県は宮城県病院薬剤師会に対し， 月 日に薬剤師の派遣を依頼した。

これを受け， 月 日から 月 日まで延べ５人の薬剤師が仙南中央病院において調剤等業務

に従事した。

ハ 被害状況の把握と情報提供等

薬局は医療法第１条の３により県は良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保さ

れるよう努めるとされているため，薬局の被害状況の把握及び薬局に対し災害特例の運用等に

ついて情報提供を行ない，災害時であっても必要な医療が提供されるよう努める必要がある。

発災前には，関係団体，仙台市，各保健所・支所に薬局の被害状況等を把握した場合の速や

かな情報提供について依頼し，台風上陸後は，随時，関係団体等から情報提供を受け，最新の

薬局の被害状況の把握及び県災害対策本部及び厚生労働省への報告を行なった。

また被災した薬局等が速やかに再建し，必要な医療が継続して提供されるための一助とする

ため，薬局開設許可申請等に関する手数料免除に関する条例を制定した。
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医薬品供給体制に関する検証

○ 評価できる点

・ 医薬品の発注体制等

発災後すぐに宮城県医薬品卸組合が県薬務課に常駐していたため，いつでも医薬品を発注で

きる体制であった。また，宮城県医薬品卸組合を通して医療機関の被災状況も把握できた。

・ 被災地域の医療機関への支援

県薬剤師会と協定を締結していたため，速やかに医療救護所の薬剤師の派遣を要請すること

ができた。（一社）宮城県病院薬剤師会の協力により，被災病院への薬剤師の派遣を依頼するこ

とができた。

・ 被害状況の把握と情報提供等

各種関係団体等と連携し，速やかに被害状況の把握及び情報の更新を行なうことができた。

また，災害に関する薬局等の運用通知については，必要に応じ県医療政策課，県国保医療課

等の他課と情報共有し，薬局における災害時の特例の運用について幅広く把握することができ

た。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 医療救護所だけでなく，保険調剤を行う病院等への薬剤師の派遣要請についても手順を定め

ておく必要がある。

・ 報告する被害状況の程度について明確な定義がないため，報告者の判断により被害の有無に

差があった可能性がある。災害の種類により被害の種類も異なると考えられるため，報告を求

める被害状況について整理をする必要がある。

２ 保健活動（保健師及び看護師等の派遣調整等）

○ 被害の状況や動き

保健活動・支援体制

「宮城県災害時公衆衛生活動ガイドライン」及び「宮城県災害時公衆衛生活動マニュアル」

（平成 年 月策定）（以下，「ガイドライン」，「マニュアル」という。）に基づき，フェーズ毎

の対策を講じた。

看護師の派遣活動

災害救助法第４条では，災害により被害を受けた際の公的な救助について規定されており，

今回の看護師派遣は「避難所及び応急仮設住宅の供与」により設置した避難所において，その

運営を行う上で生じる健康管理及び衛生管理に関し，看護師の派遣を行ったもの。

○ 対応

県公衆衛生活動チームの派遣調整（ 月 日から 月）

各保健福祉事務所（地域事務所）から被災地の状況及び公衆衛生スタッフの派遣要請のニー

ズを確認。その結果，仙南及び仙台保健福祉事務所に県公衆衛生活動チームの派遣調整を行っ

た。仙南保健福祉事務所には 月 日から 月 日まで延べ 人を，仙台保健福祉事務所には

月 日から 日まで延べ２人を派遣した。

仙南保健福祉事務所に派遣した県公衆衛生活動チームの主な活動は，避難所要支援者の健康

状態の把握，避難所の感染症対策や栄養調査及び健康教育の実施，各種打合せ等への参画（保

の状況，被災地域保健所，関係団体の意見などを考慮し，総合的に判断している。

・ 当初は，公衆衛生活動チームが歯科医療救護班の活動を把握できなかったが，歯科医療救護

班に対し現地ミーティングへの参加を働きかけ，連携が図られ，必要な歯科医療等を提供する

ことができた。

・ 県と県歯科医師会が協定を締結していたことで，歯科医療救護班の派遣依頼をスムーズに行

うことができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県歯科医師会から，発災直後から派遣活動ができるよう，歯科医療ニーズの早期把握ができ

るような体制を整えてほしいという要望がある。

・ 現協定は，災害救助法が適用される救護活動を前提としているが，県歯科医師会における歯

科医療救護活動との整理が必要。

・ 被災現地においては，歯科専門的視点で避難所等の歯科ニーズを探ることが早期把握につな

がることから，それには対応する者の日頃からの訓練 研修 が必要である。

医薬品供給体制

○ 対応

イ 医薬品の発注体制等

県地域防災計画に基づき，災害時に必要とされる医薬品及び医療材料については，県と宮城

県医薬品卸組合が協定を締結し，医薬品卸売業者が流通備蓄として確保することとしていた。

医薬品発注業務に対応するため， 月 日から 月 日まで宮城県医薬品卸組合から県薬務課

に職員が派遣されたが，この間，医薬品の供給要請はなく医薬品の発注には至らなかった。

ロ 被災地域の医療機関への支援

県は，県薬剤師会との「災害時における医療救護活動に関する協定」に基づき， 月 日に

薬剤師班の派遣を要請した。これを受け， 月 日から 月 日まで県薬剤師会から派遣され

た延べ 人の薬剤師が，丸森町に設置された医療救護所のモバイルファーマシー（県薬剤師会

所有）での調剤業務等に従事した。

また，被災した仙南中央病院では，調剤機器等が使用不能となり，入院患者用の調剤等業務

が多忙となったため，県は宮城県病院薬剤師会に対し， 月 日に薬剤師の派遣を依頼した。

これを受け， 月 日から 月 日まで延べ５人の薬剤師が仙南中央病院において調剤等業務

に従事した。

ハ 被害状況の把握と情報提供等

薬局は医療法第１条の３により県は良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保さ

れるよう努めるとされているため，薬局の被害状況の把握及び薬局に対し災害特例の運用等に

ついて情報提供を行ない，災害時であっても必要な医療が提供されるよう努める必要がある。

発災前には，関係団体，仙台市，各保健所・支所に薬局の被害状況等を把握した場合の速や

かな情報提供について依頼し，台風上陸後は，随時，関係団体等から情報提供を受け，最新の

薬局の被害状況の把握及び県災害対策本部及び厚生労働省への報告を行なった。

また被災した薬局等が速やかに再建し，必要な医療が継続して提供されるための一助とする

ため，薬局開設許可申請等に関する手数料免除に関する条例を制定した。
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ロ 健康調査に従事する保健師の派遣調整

仙南保健福祉事務所からの要請を受け，丸森町健康調査に従事する保健師チームの派遣につ

いて，県関係機関及び県内市町村（被災地除く）に対して協力要請を行った。

大郷町には 月 日から 日まで派遣し，大和町には 月 日， 日に仙台保健福祉

事務所から９チーム，県北の保健福祉事務所（栗原・東部）から２チーム，岩沼支所から４人

を派遣した。黒川支所管内の町からの支援要請であったが，黒川支所の現体制では対応が難し

いことから，基本的に仙台保健福祉事務所が中心となって支援することとした。また県を通じ

て大郷町への応援職員の派遣を要請していた中，仙台市が１月から３月までの間，保健師を１

人派遣することとされた。大崎市から鹿島台地域の健康調査に係る人的支援の要請があったが，

北部保健福祉事務所のみで人員確保が困難であったことから，県内保健所に保健師派遣を依頼

し，保健師・看護師延べ 名が鹿島台地域の健康調査（ 月 日～ 日 世帯）に協力

した。また大崎市から避難所の健康管理の協力要請があり，災害支援ナースの派遣を依頼，

月 日から 月 日まで支援をいただいた。

他県からの自治法派遣職員の受入

仙南保健福祉事務所（仙南保健所）における被災者への保健業務（要支援者の家庭訪問，被

災者の健康調査，市町保健活動計画の策定等）が中長期に及ぶことが見込まれたため，全国知

事会を通じ，保健師２人を派遣要請し，秋田県から１人（ 月 日～ 日），静岡県と広島県か

ら各１人（１月１日～３月 日）の支援を受けることとなった。

看護師の派遣調整等

発災後， 月 日に大郷町からの看護師の派遣要請を受けた後，速やかに県看護協会に対し

て「災害時における公益社団法人宮城県看護協会の協力に関する協定」に基づき大郷町への看

護師派遣を要請した。

大郷町では，宿泊による夜間を含めた健康管理の要請があり， 人 チームで 月 日から

月 日まで災害支援ナースを派遣した 月 日～巡回相談 。また巡回した の判断に

より，大郷町に （（公社）日本医師会災害医療チーム）が派遣された。

丸森町では， 月 日に カ所の避難所への派遣要請があった。派遣する看護師は，災害支援

ナースとして登録されている現職の看護師であり，県看護協会内のみでは調整が困難であった

ことから，県看護協会が（公社）日本看護協会に支援要請し，（公社）山形県看護協会及び（公

社）青森県看護協会の協力を得て， 月 日から 月 日まで看護師を派遣した。

大崎市では， 月 日に カ所の避難所への看護師の派遣要請があり， 月 日から 月 日

まで看護師を派遣した。

保健師及び看護師等の派遣調整等に関する検証

○ 評価できる点

公衆衛生活動チームの派遣調整

期間 備考

県内 市町 月１日～５日 日最少 ，最多 チーム，延 チーム

県関係 月１日～６日 保健師・事務担当職員等 延 人

（公衆衛生活動チームとして派遣された者は含まない）

 

健活動ミーティング， ミーティング，町保健福祉課との打合せ，避難所運営担当部署との

打合せ等），他県保健師チームの配置調整やオリエンテーションの実施，在宅被災者健康調査の

企画・準備・実施，町職員の健康相談など多岐に渡った。仙南保健福祉事務所及び丸森町と協

働し，公衆衛生活動を展開した。

保健師の派遣調整

イ 仙南保健福祉事務所への県外保健師チーム派遣

各保健福祉事務所（地域事務所）から被災地の状況及び公衆衛生スタッフの派遣要請のニ

ーズを確認した結果，仙南保健福祉事務所からの要請を受け，下記のとおり県外保健師チー

ムの派遣調整を行った。必要チーム数や期間については，仙南保健福祉事務所の判断に基づ

き調整した。

派遣後，仙南保健福祉事務所では，定期的に開催した保健活動グループ 等から情報収集

し，フェーズに合わせてチームの業務内容，派遣数や配置方法，派遣期間を検討した。さらに，

避難所支援の他に在宅被災者の安否確認訪問や健康調査訪問等の業務も追加されたので，その

業務量の動向もみながらその都度県保健福祉総務課と協議した。

＜県外保健師チームの派遣調整＞

自治体 派遣期間 調整ルート

仙台市 月 日～ 月 日 仙台市からの申し出を受け，個別に依頼。

山形県 月 日～ 月 日 厚生労働省

三重県 月 日～ 月 日 厚生労働省

北海道 月 日～ 月 日 総務省の対口支援からのつなぎ→厚生労働省

滋賀県 月 日～ 月 日 関西広域連合

北見市 月 日～ 月９日 丸森町が姉妹都市（北見市）に依頼。県が調整窓口。

（参考）上記以外に 月 日～ 日丸森町からの依頼を受けた山元町が保健師チームを派遣。
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ロ 健康調査に従事する保健師の派遣調整

仙南保健福祉事務所からの要請を受け，丸森町健康調査に従事する保健師チームの派遣につ

いて，県関係機関及び県内市町村（被災地除く）に対して協力要請を行った。

大郷町には 月 日から 日まで派遣し，大和町には 月 日， 日に仙台保健福祉

事務所から９チーム，県北の保健福祉事務所（栗原・東部）から２チーム，岩沼支所から４人

を派遣した。黒川支所管内の町からの支援要請であったが，黒川支所の現体制では対応が難し

いことから，基本的に仙台保健福祉事務所が中心となって支援することとした。また県を通じ

て大郷町への応援職員の派遣を要請していた中，仙台市が１月から３月までの間，保健師を１

人派遣することとされた。大崎市から鹿島台地域の健康調査に係る人的支援の要請があったが，

北部保健福祉事務所のみで人員確保が困難であったことから，県内保健所に保健師派遣を依頼

し，保健師・看護師延べ 名が鹿島台地域の健康調査（ 月 日～ 日 世帯）に協力

した。また大崎市から避難所の健康管理の協力要請があり，災害支援ナースの派遣を依頼，

月 日から 月 日まで支援をいただいた。

他県からの自治法派遣職員の受入

仙南保健福祉事務所（仙南保健所）における被災者への保健業務（要支援者の家庭訪問，被

災者の健康調査，市町保健活動計画の策定等）が中長期に及ぶことが見込まれたため，全国知

事会を通じ，保健師２人を派遣要請し，秋田県から１人（ 月 日～ 日），静岡県と広島県か

ら各１人（１月１日～３月 日）の支援を受けることとなった。

看護師の派遣調整等

発災後， 月 日に大郷町からの看護師の派遣要請を受けた後，速やかに県看護協会に対し

て「災害時における公益社団法人宮城県看護協会の協力に関する協定」に基づき大郷町への看

護師派遣を要請した。

大郷町では，宿泊による夜間を含めた健康管理の要請があり， 人 チームで 月 日から

月 日まで災害支援ナースを派遣した 月 日～巡回相談 。また巡回した の判断に

より，大郷町に （（公社）日本医師会災害医療チーム）が派遣された。

丸森町では， 月 日に カ所の避難所への派遣要請があった。派遣する看護師は，災害支援

ナースとして登録されている現職の看護師であり，県看護協会内のみでは調整が困難であった

ことから，県看護協会が（公社）日本看護協会に支援要請し，（公社）山形県看護協会及び（公

社）青森県看護協会の協力を得て， 月 日から 月 日まで看護師を派遣した。

大崎市では， 月 日に カ所の避難所への看護師の派遣要請があり， 月 日から 月 日

まで看護師を派遣した。

保健師及び看護師等の派遣調整等に関する検証

○ 評価できる点

公衆衛生活動チームの派遣調整

期間 備考

県内 市町 月１日～５日 日最少 ，最多 チーム，延 チーム

県関係 月１日～６日 保健師・事務担当職員等 延 人

（公衆衛生活動チームとして派遣された者は含まない）

 

健活動ミーティング， ミーティング，町保健福祉課との打合せ，避難所運営担当部署との

打合せ等），他県保健師チームの配置調整やオリエンテーションの実施，在宅被災者健康調査の

企画・準備・実施，町職員の健康相談など多岐に渡った。仙南保健福祉事務所及び丸森町と協

働し，公衆衛生活動を展開した。

保健師の派遣調整

イ 仙南保健福祉事務所への県外保健師チーム派遣

各保健福祉事務所（地域事務所）から被災地の状況及び公衆衛生スタッフの派遣要請のニ

ーズを確認した結果，仙南保健福祉事務所からの要請を受け，下記のとおり県外保健師チー

ムの派遣調整を行った。必要チーム数や期間については，仙南保健福祉事務所の判断に基づ

き調整した。

派遣後，仙南保健福祉事務所では，定期的に開催した保健活動グループ 等から情報収集

し，フェーズに合わせてチームの業務内容，派遣数や配置方法，派遣期間を検討した。さらに，

避難所支援の他に在宅被災者の安否確認訪問や健康調査訪問等の業務も追加されたので，その

業務量の動向もみながらその都度県保健福祉総務課と協議した。

＜県外保健師チームの派遣調整＞

自治体 派遣期間 調整ルート

仙台市 月 日～ 月 日 仙台市からの申し出を受け，個別に依頼。

山形県 月 日～ 月 日 厚生労働省

三重県 月 日～ 月 日 厚生労働省

北海道 月 日～ 月 日 総務省の対口支援からのつなぎ→厚生労働省

滋賀県 月 日～ 月 日 関西広域連合

北見市 月 日～ 月９日 丸森町が姉妹都市（北見市）に依頼。県が調整窓口。

（参考）上記以外に 月 日～ 日丸森町からの依頼を受けた山元町が保健師チームを派遣。
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・ 発災翌日から圏域毎の状況確認を行い，各保健福祉事務所（地域事務所・支所）に情報を

フィードバックすることで，早期からの情報共有が図れた。また年度当初に各保健福祉事務

所において災害時公衆衛生活動コーディネーターを事前指定しており，平時から市町村と顔

合わせを行う等して連携を図っていたことから初動時迅速に情報収集をすることが出来た。

・ ガイドライン及びマニュアルの存在が拠り所となり，現場ではフェーズ毎の活動等を確認

し，様式や資料等も活用しながら災害時保健活動を展開することができた。

・ 平成 年熊本地震以降，数回の県外派遣経験を活かし，公衆衛生活動チームが使用する

各種必要物品（パソコン機器，公用携帯電話等）の手配や宿泊先確保など，環境調整や後方

支援を迅速に対応できた。

他県からの自治法派遣職員の受入

被災者への保健業務が中長期にわたり必要とされる中，保健所や被害の大きい市町村に県内

外から応援職員を確保することができた。地域保健業務の確実な遂行と現場職員の負担軽減に

つながった。

仙南保健福祉事務所

・ 直接現地に出向き，町保健師等と意見交換しながら情報収集できたので，スムーズに派遣

調整をすることができた。その結果，実態に即した効果的なチームの配置（滞在型，巡回型，

夜間の対応等）が可能となった。

・ 県外チームが活動を行う上で必要な被災地の情報や支援内容，連絡ルート等についてのオ

リエンテーション資料を作成したことで，わかりやすく，丁寧に説明することができた。

仙台保健福祉事務所

所内体制を整備し，被災した町のニーズに沿って公衆衛生活動チームや人員派遣調整を行う

ことができた。また看護師の派遣調整を早期に行ったことで，避難所における避難者の健康管

理や衛生管理等を行うことができた。

仙台保健福祉事務所岩沼支所

支所長をトップとした危機管理対策岩沼支部会議を定期的に開催し，本所との情報の共有を

図ることができた。また，職員の応援要請にも速やかに対応することができた。

北部保健福祉事務所

他保健所から応援をもらったことで大崎市鹿島台地域の健康調査が計画期間内に実施でき

た。また管内市町統括保健師連絡会で各市町の取り組み状況の共有及び意見交換を行ったこと

で今後の課題が明確になり，管内としての取り組みの方向性を確認できた。

○ 課題と今後の対策の方向性

県全体

・ 職員の応援派遣の形式（カウンターパート体制等）については，被災地管轄保健福祉事務

所とそのカウンターパート事務所が被災した場合の派遣協力のあり方についての検討が必

要である。（カウンターパート，基幹事務所と地域事務所，短期間のローテーション，中長期

の固定職員の派遣，県外調整等）。

・ 県保健師は新任期保健師が多く，派遣できる保健師が限られ，一部調整が難航した。中に

は複数回応援派遣となった職員もおり，特定の職員に負担がかかった。今後は災害対応経験

者と未経験者を組み合わせるなど，人材育成を意識した派遣調整が必要である。
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・ 派遣の受入については，平時から受援調整の流れを確認しておくほか，災害時には現地と

連携を密にし，ニーズ等を情報収集する必要がある。

・ 専門職派遣調整チームについては，情報共有を図る機会を定期的に設定することができな

かった。今後については，保健医療調整本部の設置がされることで，本派遣調整チームの機

能としても位置づけられるよう，保健医療調整本部の設置に向けた検討が必要である。

・ 他県からの自治法派遣職員の受入については，受入に係る事務手続に一定期間を要するた

め，それまでの間の短期的な支援を確実に行う体制が必要である。また，被災後の状況は時

間とともに変化するため，他団体へ応援を依頼するに当たっては，中長期的な業務として残

るものは何かをしっかりと整理しておく必要がある。

・ 県看護協会所属の災害支援ナースは主に病院勤務の看護師であり，中長期的な派遣調整は

困難となることから，派遣にあたっては災害支援ナースの育成と職場の理解が必要である。

仙南保健福祉事務所

受入数の見直しや撤退の時期の見極めの判断が難しく，フェーズに応じた支援体制の調整が

課題だと感じた。平時から研修や訓練を行い，備えておくことが必要がある。

仙台保健福祉事務所

人的派遣調整については，市町村は市長会，町村会（後に自治法派遣）及び県公所が県保健

福祉総務課に要請する方法があり，町と県の役割分担など（人的派遣調整）の考え方の整理が

必要である。

仙台保健福祉事務所岩沼支所

被害状況の把握について，市町と連絡が取れないことも想定されるので，実際に各市町に出

向いて情報収集することが必要である。また当支所は職員体制が脆弱であるが，災害医療支部

を立ち上げるような災害が発生した場合に，支部の運営と被災者生活支援チームの活動を併せ

て行うことができるよう，日頃から訓練の実施や管内市町等関係機関との連携を図っておく必

要がある。

北部保健福祉事務所

市町村保健師含め，災害時保健活動に関する研修会等を開催し，平常時の準備体制を強化す

る必要がある。地域住民の防災意識や地域の支援力を高めるための取り組みも必要である。

○ 関連資料

・ 発災翌日から圏域毎の状況確認を行い，各保健福祉事務所（地域事務所・支所）に情報を

フィードバックすることで，早期からの情報共有が図れた。また年度当初に各保健福祉事務

所において災害時公衆衛生活動コーディネーターを事前指定しており，平時から市町村と顔

合わせを行う等して連携を図っていたことから初動時迅速に情報収集をすることが出来た。

・ ガイドライン及びマニュアルの存在が拠り所となり，現場ではフェーズ毎の活動等を確認

し，様式や資料等も活用しながら災害時保健活動を展開することができた。

・ 平成 年熊本地震以降，数回の県外派遣経験を活かし，公衆衛生活動チームが使用する

各種必要物品（パソコン機器，公用携帯電話等）の手配や宿泊先確保など，環境調整や後方

支援を迅速に対応できた。

他県からの自治法派遣職員の受入

被災者への保健業務が中長期にわたり必要とされる中，保健所や被害の大きい市町村に県内

外から応援職員を確保することができた。地域保健業務の確実な遂行と現場職員の負担軽減に

つながった。

仙南保健福祉事務所

・ 直接現地に出向き，町保健師等と意見交換しながら情報収集できたので，スムーズに派遣

調整をすることができた。その結果，実態に即した効果的なチームの配置（滞在型，巡回型，

夜間の対応等）が可能となった。

・ 県外チームが活動を行う上で必要な被災地の情報や支援内容，連絡ルート等についてのオ

リエンテーション資料を作成したことで，わかりやすく，丁寧に説明することができた。

仙台保健福祉事務所

所内体制を整備し，被災した町のニーズに沿って公衆衛生活動チームや人員派遣調整を行う

ことができた。また看護師の派遣調整を早期に行ったことで，避難所における避難者の健康管

理や衛生管理等を行うことができた。

仙台保健福祉事務所岩沼支所

支所長をトップとした危機管理対策岩沼支部会議を定期的に開催し，本所との情報の共有を

図ることができた。また，職員の応援要請にも速やかに対応することができた。

北部保健福祉事務所

他保健所から応援をもらったことで大崎市鹿島台地域の健康調査が計画期間内に実施でき

た。また管内市町統括保健師連絡会で各市町の取り組み状況の共有及び意見交換を行ったこと

で今後の課題が明確になり，管内としての取り組みの方向性を確認できた。

○ 課題と今後の対策の方向性

県全体

・ 職員の応援派遣の形式（カウンターパート体制等）については，被災地管轄保健福祉事務

所とそのカウンターパート事務所が被災した場合の派遣協力のあり方についての検討が必

要である。（カウンターパート，基幹事務所と地域事務所，短期間のローテーション，中長期

の固定職員の派遣，県外調整等）。

・ 県保健師は新任期保健師が多く，派遣できる保健師が限られ，一部調整が難航した。中に

は複数回応援派遣となった職員もおり，特定の職員に負担がかかった。今後は災害対応経験

者と未経験者を組み合わせるなど，人材育成を意識した派遣調整が必要である。
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ロ 被災した要介護高齢者の受入調整

○ 被害の状況や動き

台風の被害により，丸森町内において要介護高齢者の緊急短期入所のニーズが増す一方，町

内の介護サービス事業者が被災したこともあってサービス供給体制が十分でなかったことか

ら， 月 日に仙南保健福祉事務所及び仙台保健福祉事務所が近隣施設に緊急短期入所の受入

を打診した。その結果， の事業所から「対応可」との回答を得たが，受入可能数は 人程度

と想定された。丸森町の状況を踏まえると，より多くのニーズが生じる可能性があることか

ら，受入依頼対象を更に広げる必要があると考えられた。

○ 対応

月 日には施設の空き状況の調査・報告を宮城県老人福祉施設協議会，仙台市老人福祉施

設協議会及び宮城県老人保健施設連絡協議会に依頼するとともに，宮城県ケアマネジャー協会

に対して町民への情報提供を依頼した。

【イメージ】

被災した要介護高齢者の受入調整に関する検証

○ 評価できる点

・ 多くの介護保険施設の協力を得ることができ，約 人分の枠を確保することができた。

現場の介護支援専門員（ケアマネジャー）の尽力により，最終的に，角田市民を含む 人をサ

ービスにつなぐことができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今後の災害にあっても，迅速に対応していく。

ハ 高齢者福祉施設等の復旧支援

○ 被害の状況や動き

台風等の自然災害により被害を受けた社会福祉施設については，「社会福祉施設等災害復旧

費国庫補助事業」により，施設（建物）復旧に要する費用の一部を補助されることとなってい
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３ 災害時要支援者支援対策

高齢者支援対策

イ 高齢者福祉施設等の被害状況

○ 対応

保健医療福祉関係施設被害状況調査連絡票（高齢）を各保健福祉事務所高齢者支援班・成

人高齢班へ依頼し，保健福祉事務所は各管内の市町村へ被害状況（人的被害，建物被害）の確

認を行い，最終的に県長寿社会政策課で県内の高齢者施設の被害状況を取りまとめ，県保健

福祉総務課へ報告を行った。災害発生時は県災害対策本部開催と同様の頻度で調査報告を行

い， 月下旬からは週１程度報告，１月からは隔週の報告となっており，２月からは月１回

（月末）となっている。

月 日には，被害状況が把握できない丸森町へ職員を派遣し，特別養護老人ホーム等の

高齢者施設の被害状況や，断水が続いていたため「水」の供給等について併せて確認を行い，

不足する施設には自衛隊や近隣自治体から給水を行うよう調整した。

仙南保健福祉事務所では，発災後，丸森町内の被災した介護保険施設等を訪問し，被害状

況や生活状況を確認して，必要としている支援の把握を行った。

仙台保健福祉事務所では，施設の被害状況について単に報告を受けるだけではなく，特に

被害の大きかった大郷町をはじめ，大和町・松島町・大衡村等に所在する入所施設には逐次

連絡を行い，被害状況の把握を行った。

北部保健福祉事務所では，特に被害が甚大な施設の被害状況（復旧状況）把握は，現地調

査を行うとともに，従業者等へ事業所の状況やサービス提供上の問題，被災者への支援に関

する状況等を直接聴き取りした。被災施設が求める人的・物的支援の要望については，県庁

や各市町と情報共有を行い，物的支援としては県介護研修センターと協働し，民間企業から

の福祉用具支援物資を提供した。

高齢者福祉施設等の被害状況に関する検証

○ 評価できる点

・ 各保健福祉事務所における記載方法の認識の相違などにより，報告内容にばらつきが見受け

られることがしばしばあったが，各保健福祉事務所との連絡調整を密にし，報告のとりまとめ

結果の精度を高めていった。

・ 丸森町役場との連絡が取れないため，施設の被害状況の把握が困難であったが，県長寿社会

政策課から直接施設職員と連絡を取り，状況把握を行った。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県保健福祉部内の被害状況の確認方法については，各課でそれぞれ保健福祉事務所へ依頼す

ること状況となっていたことから，集計の考え方にバラつきが生じていた。そのため被害状況

調査連絡票について，事前に記載方法などについてルールを決めた上で，被害状況の確認依頼

について県保健福祉総務課で統一して各保健福祉事務所へ依頼すべきと思う。

・ 今後は被害状況の早期把握のため，被害のあった施設及び事業所から市町村に対して逐次報

告をするよう，介護サービス事業者集団指導において周知を図ることが必要である。
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ロ 被災した要介護高齢者の受入調整

○ 被害の状況や動き

台風の被害により，丸森町内において要介護高齢者の緊急短期入所のニーズが増す一方，町

内の介護サービス事業者が被災したこともあってサービス供給体制が十分でなかったことか
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月 日には，被害状況が把握できない丸森町へ職員を派遣し，特別養護老人ホーム等の

高齢者施設の被害状況や，断水が続いていたため「水」の供給等について併せて確認を行い，

不足する施設には自衛隊や近隣自治体から給水を行うよう調整した。

仙南保健福祉事務所では，発災後，丸森町内の被災した介護保険施設等を訪問し，被害状
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や各市町と情報共有を行い，物的支援としては県介護研修センターと協働し，民間企業から

の福祉用具支援物資を提供した。

高齢者福祉施設等の被害状況に関する検証

○ 評価できる点

・ 各保健福祉事務所における記載方法の認識の相違などにより，報告内容にばらつきが見受け

られることがしばしばあったが，各保健福祉事務所との連絡調整を密にし，報告のとりまとめ

結果の精度を高めていった。

・ 丸森町役場との連絡が取れないため，施設の被害状況の把握が困難であったが，県長寿社会

政策課から直接施設職員と連絡を取り，状況把握を行った。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県保健福祉部内の被害状況の確認方法については，各課でそれぞれ保健福祉事務所へ依頼す

ること状況となっていたことから，集計の考え方にバラつきが生じていた。そのため被害状況

調査連絡票について，事前に記載方法などについてルールを決めた上で，被害状況の確認依頼

について県保健福祉総務課で統一して各保健福祉事務所へ依頼すべきと思う。

・ 今後は被害状況の早期把握のため，被害のあった施設及び事業所から市町村に対して逐次報

告をするよう，介護サービス事業者集団指導において周知を図ることが必要である。
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る。さらに，台風による被害に関しては，平成 年７月豪雨等と同様に，施設（建物）以外の

備品等の復旧に要する費用への補助制度も創設された。

○ 対応

施設（建物）復旧に関しては，国からの協議書提出依頼（ 月 日付け）に基づき 月

日に補助対象となる施設全てを対象に協議書の提出に係る依頼を発出し，被害のあった 施設

に係る協議書をとりまとめ， 月８日に東北厚生局へ提出した。さらに， 月及び２月には，

災害査定の実施を希望した７施設に係る調整を行った。

設備復旧については， 月に補助対象となる施設へ被害状況に係る照会を行い，該当のあっ

た 施設について国へ報告を行うとともに，当該補助金に係る交付要綱が１月 日に発出さ

れたことを受け，２月７日に今年度事業完了見込みの５施設に係る交付申請を行った。

なお，協議書提出にあたっては，被害状況が分かる写真の添付が必要となることが想定され

たことから，国からの依頼に先立ち， 月 日に施設・整備の被災箇所の撮影について，市町

村を経由して被災施設に依頼した。

高齢者福祉施設等の復旧支援に関する検証

○ 評価できる点

・ タイトスケジュールの中，膨大な対象事業者に対し全数照会を行い速やかに対応した。

また，協議が円滑に進むよう，復旧前に被災箇所の記録を残せるよう予め伝達した。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 対象事業者数が膨大であり，かつ対象経費の取扱い等制度が非常に複雑であることから，国，

市町村，対象事業者等，関係機関が連携して円滑に事務を実施する必要がある。

ニ 仮設住宅サポートセンター等による支援体制の整備

○ 対応

ｲ 被災市町専門家派遣事業

被災市町では，役場内等において被災者相談窓口が設置され，被災者への相談対応が行わ

れているが，弁護士や社会福祉士等の専門家が対応しなければ解決できない相談もあり，被

災市町だけでは対応が困難な状況にあった。そのため，（一社）宮城県社会福祉士会へ委託

し，被災市町に対し弁護士や社会福祉士等を派遣し，市町村支援を行った。

ﾛ 被災高齢者等把握事業

大規模災害の発生時，ひとり暮らし高齢者をはじめとした在宅の要支援者については，施

設入所者等に比べ支援の目が届きにくいことから，厚生労働省では能動的な状況把握を促し，

併せて新しく補助事業が創設された（補助率は ）。当事業を活用し，個別訪問等による

状況把握を行い，今後の状態変化や支援の要否等に関する調査を行った。調査は，宮城県ケ

アマネジャー協会に業務を委託して実施した。

仮設住宅サポートセンター等による支援体制の整備に関する検証

○ 評価できる点

・ 宮城県サポートセンター支援事務所を運営する，（一社）宮城県社会福祉士会と契約を締結
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し，東日本大震災で培ったノウハウを今回の災害でも活かすことができた。

・ 被災高齢者等把握事業に係る調査業務委託は，先行して行われた「県等の保健師チームが実

施した健康調査」の後継事業として行ったもので，職能団体である宮城県ケアマネジャー協会

と契約を締結して実施した。行政機関と専門職の連携により，在宅被災者や仮設住宅入居者へ

のフォローを行い，支援が必要な高齢者等を関係機関のサポートへつなぐことができた。

ホ 仙南保健福祉事務所によるリハビリテーション支援対策

○ 被害の状況や動き

ｲ リハビリテーション専門職の派遣調整等

被災直後，丸森町では に帯同して （大規模災害リハビリテーション支援関連団体

協議会）が支援活動を行った。

被災地のリハビリテーション支援には医療的側面と福祉的側面があり， が医療支援活

動を終了した後も，福祉的側面のリハビリテーション支援ニーズ（避難所のバリアフリー化，

福祉用具・物品の活用，身体機能評価に基づいた避難者の生活動作能力低下の予防等）があ

る場合は， の活動を引き継ぐ支援団体を確保していくことが必要になる。今回の災害に

おいては， の支援活動を（一社）宮城県理学療法士会（以下，「県理学療法士

会」という。）が引き継ぐ形で丸森町と調整がなされた。

ﾛ 福祉用具等の支援

避難所は自宅とは環境が異なり，段差や傾斜があることで要配慮者にとって生活するに適

しているとは言い難く，転倒リスクの軽減や動かない状態が続くことで心身の機能が低下す

ることを防ぐため，避難所内の福祉的住環境調整（バリアフリー化）が必要であった。

また，要配慮者が避難所内の不便な環境でも安全に生活していくためには，杖，シルバー

カー（手押し車），リハビリシューズ（履きやすく安全に歩くことができる靴）等の福祉用

具・物品の活用も効果的である。これらは，応急仮設住宅においても同様であり，自宅とは

異なる環境で生活する要配慮者各々の心身機能，生活状況を加味した上での支援が必要とな

っていた。

○ 対応

ｲ リハビリテーション専門職（外部支援団体）の派遣調整，町のニーズと支援団体の活動の

調整，町・支援団体間の情報共有及び円滑な支援の引継ぎ等の調整

丸森町と外部支援団体（ ，県理学療法士会等）が円滑につながっていけるよ

う各種活動や打合せ（情報交換）等のコーディネートを行い，町のニーズを基に，必要とさ

れる支援がタイムリーに提供される体制を構築した。

ﾛ 避難所のバリアフリー化

発災後，早期に丸森町内の避難所を巡回し，福祉的住環境等のアセスメントを実施した上

で，仮設トイレ・避難所出入り口・避難所内トイレの段差の解消，自衛隊入浴設備・脱衣所

のベンチの設置，下足箱付近の椅子の設置等を行った。

ﾊ 福祉用具・物品の貸出

発災後，早期に福祉用具・物品の貸出について，管内市町にチラシを配布して周知し，依

頼に応じて貸出を行った。

丸森町内各避難所の支援者（他自治体からの応援保健師等）から寄せられた要配慮者の福

る。さらに，台風による被害に関しては，平成 年７月豪雨等と同様に，施設（建物）以外の

備品等の復旧に要する費用への補助制度も創設された。

○ 対応

施設（建物）復旧に関しては，国からの協議書提出依頼（ 月 日付け）に基づき 月

日に補助対象となる施設全てを対象に協議書の提出に係る依頼を発出し，被害のあった 施設

に係る協議書をとりまとめ， 月８日に東北厚生局へ提出した。さらに， 月及び２月には，

災害査定の実施を希望した７施設に係る調整を行った。

設備復旧については， 月に補助対象となる施設へ被害状況に係る照会を行い，該当のあっ

た 施設について国へ報告を行うとともに，当該補助金に係る交付要綱が１月 日に発出さ

れたことを受け，２月７日に今年度事業完了見込みの５施設に係る交付申請を行った。

なお，協議書提出にあたっては，被害状況が分かる写真の添付が必要となることが想定され

たことから，国からの依頼に先立ち， 月 日に施設・整備の被災箇所の撮影について，市町

村を経由して被災施設に依頼した。

高齢者福祉施設等の復旧支援に関する検証

○ 評価できる点

・ タイトスケジュールの中，膨大な対象事業者に対し全数照会を行い速やかに対応した。

また，協議が円滑に進むよう，復旧前に被災箇所の記録を残せるよう予め伝達した。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 対象事業者数が膨大であり，かつ対象経費の取扱い等制度が非常に複雑であることから，国，

市町村，対象事業者等，関係機関が連携して円滑に事務を実施する必要がある。

ニ 仮設住宅サポートセンター等による支援体制の整備

○ 対応

ｲ 被災市町専門家派遣事業

被災市町では，役場内等において被災者相談窓口が設置され，被災者への相談対応が行わ

れているが，弁護士や社会福祉士等の専門家が対応しなければ解決できない相談もあり，被

災市町だけでは対応が困難な状況にあった。そのため，（一社）宮城県社会福祉士会へ委託

し，被災市町に対し弁護士や社会福祉士等を派遣し，市町村支援を行った。

ﾛ 被災高齢者等把握事業

大規模災害の発生時，ひとり暮らし高齢者をはじめとした在宅の要支援者については，施

設入所者等に比べ支援の目が届きにくいことから，厚生労働省では能動的な状況把握を促し，

併せて新しく補助事業が創設された（補助率は ）。当事業を活用し，個別訪問等による

状況把握を行い，今後の状態変化や支援の要否等に関する調査を行った。調査は，宮城県ケ

アマネジャー協会に業務を委託して実施した。

仮設住宅サポートセンター等による支援体制の整備に関する検証

○ 評価できる点

・ 宮城県サポートセンター支援事務所を運営する，（一社）宮城県社会福祉士会と契約を締結
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ｲ 社会福祉施設の被災状況の把握

大規模災害応急対策マニュアルにおいては，保健福祉事務所の指示のもと市町村が障害者関

係施設の被害情報を収集し，保健福祉事務所に報告することになっており，最終的に県障害福

祉課に報告があがることになっている。その後，社会福祉施設等リストを整理し，厚生労働省

に情報提供することになっている。

ﾛ 社会福祉施設等の災害復旧支援

自然災害等により被害を受けた障害者支援施設等の災害復旧は，「社会福祉施設等災害復旧

費国庫補助金交付要綱」等に基づく国の補助制度を活用し，速やかな復旧と施設入所者等の福

祉を確保することとしている。特に，施設の災害復旧については，災害発生の日から 日以内

に管轄する地方厚生局あて協議書類の提出が必要のため，災害発生後，速やかに被害状況及び

補助要望を把握し，災害査定に係る一連の手続きを行うこととなる。

○ 対応

ｲ 社会福祉施設の被災状況の把握

発災直後から，市町村を通し，大規模災害応急対策マニュアルに基づき障害者関係施設の被

害情報を収集するとともに， 月 日に県障害福祉課及び各保健福祉事務所から社会福祉施

設等リストに記載されている施設や事業所に被災状況の確認を行った。

ﾛ 社会福祉施設等の災害復旧支援

災害発生後，県保健福祉総務課等の関係各課や保健福祉事務所と連携し，各施設に対しメー

ルで補助要望の意向確認の照会を行ない，事前に被災が確認されている施設については，直接

電話で確認も行うことで補助制度の利用促進を図った（社会福祉施設等災害復旧費国庫補助協

議件数６件，社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助申請件数 件）。補助要望のあった施設

について，協議資料等を調整するとともに，迅速に県の予算措置を行った。

障害者支援施設等の被害状況と復旧状況に関する検証

○ 評価できる点

・ 被災施設への電話等による確認と調整を行い，補助制度の利用促進を図るとともに，速やか

に補助金協議や交付申請を行った。

・ 国の予算措置や新たな災害復旧補助金交付要綱策定について，事前に国への情報収集を行い，

適切な県予算措置行った。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 障害者関係施設の被害情報を収集し報告することになっていることを認識していない市町村があ

った。大規模災害応急対策マニュアルに基づく訓練を通して市町村の理解を深める必要がある。

・ 国の補助金交付要綱の発出から交付申請までの期間が大変短く，被災施設との調整を短い期

間で行う必要があった。そのため，補助制度の動向については，国への情報収集をこまめに行

うとともに，あらかじめ想定される資料については，事前に施設に準備してもらうよう案内す

るなどの対応が必要となる。

ロ 仙南保健福祉事務所の対応

○ 対応

台風発生時の 日の夜間から１名，翌 日には２名が登庁し，児童福祉施設等及び障害者支

祉的ニーズに対応すべく，シルバーカー，リハビリシューズ，車いす，杖等の福祉用具・物

品を貸出した。東日本大震災での経験を活かし，要配慮者が避難所生活を送る上で必要とな

る福祉用具・物品を想定し，発災翌日より，物資の調達を行った。

ﾆ 要配慮者の身体機能・生活動作能力低下の予防，避難者の身体機能評価に基づいた生活不

活発病予防のための適切な体操等の導入と助言

支援対象者が多い丸森町内の避難所を中心に ，県理学療法士会等の外部支援

団体と協働し，巡回，対応した。対応した内容，要配慮者の状況等については，随時，町の

担当職員と情報を共有するよう努めた。

ﾎ 応急仮設住宅入居後の要配慮者の生活状況の確認と支援ニーズへの対応

丸森町内全ての応急仮設住宅において，玄関出入口の段差の解消，風呂・トイレの手すり

の取付がなされており，福祉的住環境調整の必要性は低かったが，生活様式や身体状況によ

り，支援の必要性があるケースについては，町の担当職員に同行し対応した。

仙南保健福祉事務所によるリハビリテーション支援対策に関する検証

○ 評価できる点

・ 発災早期から福祉用具・物品の支援（貸出）体制を構築するとともに，被災市町に対し専

門的視点から福祉用具・物品の効果的な活用の提案を行うことができた。

・ 平時から地域リハビリテーションや地域包括ケア関連の事業で丸森町と顔の見える関係がで

きていたため，被災後も信頼関係を構築して支援活動を行うことができた。また，高齢被災者

の正確な情報を仙南保健福祉事務所に持ち帰ることができた。

・ 仙南保健福祉事務所のリハビリテーション専門職は毎日避難所を巡回していたため，現場の

様子を自分の目で確かめた上で，ニーズをタイムリーに捉えていくことができた。

・ 支援ニーズの優先順位を立て，発災後，早期に避難所のバリアフリー化に係る福祉的住環境

アセスメントを行い，丸森町に対し専門的見地から現況報告と提案を行うことができた。

・ 発災後から 月中旬まで 県理学療法士会と継続されてきた支援内容の丸森町

への引継ぎを 町・県理学療法士会・仙南保健福祉事務所とで実施することで 残された課題の

整理と要配慮者の支援の次のつなぎ先の確認等が丁寧になされた。

・ 丸森町に対し，通常業務の再開を視野に入れ 避難所でリハビリテーション支援を受けてい

た要配慮者の今後の支援の必要性を考えていくことを提案した。町も平時より高齢者の介護予

防の重要性を認識していたため，イメージの共有がスムーズにできた。

○ 課題と今後の対策の方向性

「宮城県災害時公衆衛生活動ガイドライン」におけるリハビリテーション専門職の応援・派遣

者の受け入れ体制への共通認識が県関係部署間で十分とは言い難く，迅速かつタイムリーな支援

を行う上で柔軟な調整を行うことができない場面もあった。今後は，災害マニュアル等を用いて

県関係部署間で定期的に役割分担を確認する機会が必要である。

障害者支援対策

イ 障害者支援施設等の被害状況と復旧状況

○ 被害の状況や動き

− 106 −

第３章　応急・復旧対策



ｲ 社会福祉施設の被災状況の把握

大規模災害応急対策マニュアルにおいては，保健福祉事務所の指示のもと市町村が障害者関

係施設の被害情報を収集し，保健福祉事務所に報告することになっており，最終的に県障害福

祉課に報告があがることになっている。その後，社会福祉施設等リストを整理し，厚生労働省

に情報提供することになっている。

ﾛ 社会福祉施設等の災害復旧支援

自然災害等により被害を受けた障害者支援施設等の災害復旧は，「社会福祉施設等災害復旧

費国庫補助金交付要綱」等に基づく国の補助制度を活用し，速やかな復旧と施設入所者等の福

祉を確保することとしている。特に，施設の災害復旧については，災害発生の日から 日以内

に管轄する地方厚生局あて協議書類の提出が必要のため，災害発生後，速やかに被害状況及び

補助要望を把握し，災害査定に係る一連の手続きを行うこととなる。

○ 対応

ｲ 社会福祉施設の被災状況の把握

発災直後から，市町村を通し，大規模災害応急対策マニュアルに基づき障害者関係施設の被

害情報を収集するとともに， 月 日に県障害福祉課及び各保健福祉事務所から社会福祉施

設等リストに記載されている施設や事業所に被災状況の確認を行った。

ﾛ 社会福祉施設等の災害復旧支援

災害発生後，県保健福祉総務課等の関係各課や保健福祉事務所と連携し，各施設に対しメー

ルで補助要望の意向確認の照会を行ない，事前に被災が確認されている施設については，直接

電話で確認も行うことで補助制度の利用促進を図った（社会福祉施設等災害復旧費国庫補助協

議件数６件，社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助申請件数 件）。補助要望のあった施設

について，協議資料等を調整するとともに，迅速に県の予算措置を行った。

障害者支援施設等の被害状況と復旧状況に関する検証

○ 評価できる点

・ 被災施設への電話等による確認と調整を行い，補助制度の利用促進を図るとともに，速やか

に補助金協議や交付申請を行った。

・ 国の予算措置や新たな災害復旧補助金交付要綱策定について，事前に国への情報収集を行い，

適切な県予算措置行った。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 障害者関係施設の被害情報を収集し報告することになっていることを認識していない市町村があ

った。大規模災害応急対策マニュアルに基づく訓練を通して市町村の理解を深める必要がある。

・ 国の補助金交付要綱の発出から交付申請までの期間が大変短く，被災施設との調整を短い期

間で行う必要があった。そのため，補助制度の動向については，国への情報収集をこまめに行

うとともに，あらかじめ想定される資料については，事前に施設に準備してもらうよう案内す

るなどの対応が必要となる。

ロ 仙南保健福祉事務所の対応

○ 対応

台風発生時の 日の夜間から１名，翌 日には２名が登庁し，児童福祉施設等及び障害者支

祉的ニーズに対応すべく，シルバーカー，リハビリシューズ，車いす，杖等の福祉用具・物

品を貸出した。東日本大震災での経験を活かし，要配慮者が避難所生活を送る上で必要とな

る福祉用具・物品を想定し，発災翌日より，物資の調達を行った。

ﾆ 要配慮者の身体機能・生活動作能力低下の予防，避難者の身体機能評価に基づいた生活不

活発病予防のための適切な体操等の導入と助言

支援対象者が多い丸森町内の避難所を中心に ，県理学療法士会等の外部支援

団体と協働し，巡回，対応した。対応した内容，要配慮者の状況等については，随時，町の

担当職員と情報を共有するよう努めた。

ﾎ 応急仮設住宅入居後の要配慮者の生活状況の確認と支援ニーズへの対応

丸森町内全ての応急仮設住宅において，玄関出入口の段差の解消，風呂・トイレの手すり

の取付がなされており，福祉的住環境調整の必要性は低かったが，生活様式や身体状況によ

り，支援の必要性があるケースについては，町の担当職員に同行し対応した。

仙南保健福祉事務所によるリハビリテーション支援対策に関する検証

○ 評価できる点

・ 発災早期から福祉用具・物品の支援（貸出）体制を構築するとともに，被災市町に対し専

門的視点から福祉用具・物品の効果的な活用の提案を行うことができた。

・ 平時から地域リハビリテーションや地域包括ケア関連の事業で丸森町と顔の見える関係がで

きていたため，被災後も信頼関係を構築して支援活動を行うことができた。また，高齢被災者

の正確な情報を仙南保健福祉事務所に持ち帰ることができた。

・ 仙南保健福祉事務所のリハビリテーション専門職は毎日避難所を巡回していたため，現場の

様子を自分の目で確かめた上で，ニーズをタイムリーに捉えていくことができた。

・ 支援ニーズの優先順位を立て，発災後，早期に避難所のバリアフリー化に係る福祉的住環境

アセスメントを行い，丸森町に対し専門的見地から現況報告と提案を行うことができた。

・ 発災後から 月中旬まで 県理学療法士会と継続されてきた支援内容の丸森町

への引継ぎを 町・県理学療法士会・仙南保健福祉事務所とで実施することで 残された課題の

整理と要配慮者の支援の次のつなぎ先の確認等が丁寧になされた。

・ 丸森町に対し，通常業務の再開を視野に入れ 避難所でリハビリテーション支援を受けてい

た要配慮者の今後の支援の必要性を考えていくことを提案した。町も平時より高齢者の介護予

防の重要性を認識していたため，イメージの共有がスムーズにできた。

○ 課題と今後の対策の方向性

「宮城県災害時公衆衛生活動ガイドライン」におけるリハビリテーション専門職の応援・派遣

者の受け入れ体制への共通認識が県関係部署間で十分とは言い難く，迅速かつタイムリーな支援

を行う上で柔軟な調整を行うことができない場面もあった。今後は，災害マニュアル等を用いて

県関係部署間で定期的に役割分担を確認する機会が必要である。

障害者支援対策

イ 障害者支援施設等の被害状況と復旧状況

○ 被害の状況や動き
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○ 課題と今後の対策の方向性

・ 特定の圏域に医療機関の被害が集中したために，初動の対応を県精神保健推進室で実施した

が，医療体制や衛生に関する相談を直接圏域内で行えるよう，対応を繋ぐ時期等について，保

健所と検討を行う必要があった。

・ 医療機関側の担当者を決めて対応していたが，組織の統一した意見として対応することが非

常時で難しい場面もあり，対応に苦慮したこともあった。県精神保健推進室では常に情報共有

を行っていたため，統一した対応を行うことができた。

特別な医療等を必要とする在宅療養者の支援

イ 在宅療養者への支援

○ 被害の状況や動き

宮城県災害時公衆衛生活動マニュアル・ガイドラインにおいて，フェーズ０（災害発生後 時

間以内）の活動として，緊急を要するケースの安否確認（保健所職員が担当するケース）と定め

られている。また避難行動要支援者の避難行動支援は市町村が主体となり行うこととなっている

が，市町村の取り組み状況に差があるため，県の協力が必要とされる。

発災前の取組としては，県と宮城県神経難病医療連携センター（作成当時）により，難病患者

の災害時への備えを支援するために「災害時対応ハンドブック」を作成したほか，各保健所では，

在宅人工呼吸器装着者を対象とした災害時の安否確認台帳の作成を行うとともに各難病等患者に

おける個別の「災害時対応ハンドブック」作成を支援し，市町村や支援関係者との連携体制づく

りを行っていた。さらに県では，市町村からの依頼により，特定医療費（指定難病）及び小児慢

性特定疾病医療費の受給者等の情報を提供し，各市町村の避難行動要支援者名簿への難病患者等

情報の掲載に協力している。

○ 対応

発災前に厚生労働省から事前準備喚起があり，各保健所・支所に周知した。

月 日に災害救助法の適用となり，停電地域を管轄する保健所（仙南，岩沼，黒川，大崎，

石巻）に被害状況を確認し，厚生労働省に報告した。 日には全保健所の被害状況を確認した。

在宅療養者の安否確認をしたところ，指定難病・小児慢性の医療費受給者のうち持続的に人工

呼吸器を装着している方に被害はなく，また避難勧告が出された段階で病院に避難した患者がい

たほか，停電等のため一時的に発電機で対応した患者がいた。

仙南保健福祉事務所では， 月 日に指定難病の 患者のうち在宅人工呼吸器装着者２名

について安否確認を行い，停電の発生なく，非常電源の備蓄も問題ないことを確認している。ま

た，小児慢性特定疾病患者については，３名について安否確認を行い，停電の発生がないことを

確認している。

仙台保健福祉事務所では，事前に停電時の対応や避難方法等について電話確認するとともに，

月 日には家族等に電話し，全員療養生活に支障がないことを確認した。

在宅療養者への支援に関する検証

○ 評価できる点

・ 患者家族の自らが災害に備えた準備を行っていたため，停電時の発電機の使用や，速やかな

避難行動をとることができた。

援施設等について，各市町や施設に対し被害状況を確認した。

丸森町の状況を役場職員に確認したところ，耕野地区において新生児がいることが判明したが，

役場職員は台風の情報収集や対応に追われていることから，保健所職員が役場職員に代わり 月

日に２件の新生児訪問指導を行なった。生活状況については，生活用水として井戸水の使用が

可能なことや，車が使用できていることもあり，母子共に健康状態も良好であった。

仙南保健福祉事務所の対応に関する検証

○ 評価できる点

・台風発生時及び翌日に，交通機関の不通や冠水等による道路が遮断されているにも関わらず，

被害状況を確認することができた。

・役場職員に代わり台風発生後，早急に情報を把握し対応できた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・事前に台風上陸が予知できていたことから，事務所内の体制を整えておく必要があった。

ハ 精神病院等への支援及び入院患者の転院調整

○ 被害の状況や動き

被害の大きかった仙南圏域では，３医療機関が水害に遭い，県医療政策課，仙南保健所のみ

では医療機関の情報収集等の対応が困難であったため，そのうちの精神科病院について，県精

神保健推進室で対応を行った。対応を要した精神科病院は，周辺地域の増水により１階が水没

し，電気以外のライフラインは途絶え，医事室が１階であったため，紙カルテや患者の電子情

報などは使用できなくなっていた。調剤や調理場，備蓄品等の施設は１階にあったため，患者

の食事，飲料水，薬，トイレ，おむつの手配に苦慮していた。

消防団等の協力をもらい，１階病棟に入院していた患者を水没前に全員２階に移動していた

ため，入院患者の被害はなかった。入院患者の中には，身体疾患の合併症を持つ患者も入院し

ており，内科の治療を継続的に行うために，一部の患者の転院を必要とした。

○ 対応

・県精神保健福祉センター職員と訪問による被害状況の把握

・保健所への病院の被害状況及び課題の情報提供と必要時対応依頼

・病院全体の転院は不要と院長の判断があり，身体疾患の合併症のある患者数名について，（一

社）宮城県精神科病院協会の調整で転院した。

・厚生労働省や東北厚生局に対して，医療機関の状況や対応要望についての報告と事務手続きに

ついての相談対応などを実施した。

精神病院等への支援及び入院患者の転院調整に関する検証

○ 評価できる点

・ 病院職員と現地で直接会うことで，その後の対応や状況把握などを円滑に行うことができた。

ある程度，ワンストップで医療機関の情報把握と提供を行うことができたため，関係機関との

連携し，支援に繋がりやすく，医療機関も提供した情報を元に患者支援と復旧に取り組むこと

ができた。
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○ 課題と今後の対策の方向性

・ 特定の圏域に医療機関の被害が集中したために，初動の対応を県精神保健推進室で実施した

が，医療体制や衛生に関する相談を直接圏域内で行えるよう，対応を繋ぐ時期等について，保

健所と検討を行う必要があった。

・ 医療機関側の担当者を決めて対応していたが，組織の統一した意見として対応することが非

常時で難しい場面もあり，対応に苦慮したこともあった。県精神保健推進室では常に情報共有

を行っていたため，統一した対応を行うことができた。

特別な医療等を必要とする在宅療養者の支援

イ 在宅療養者への支援

○ 被害の状況や動き

宮城県災害時公衆衛生活動マニュアル・ガイドラインにおいて，フェーズ０（災害発生後 時

間以内）の活動として，緊急を要するケースの安否確認（保健所職員が担当するケース）と定め

られている。また避難行動要支援者の避難行動支援は市町村が主体となり行うこととなっている

が，市町村の取り組み状況に差があるため，県の協力が必要とされる。

発災前の取組としては，県と宮城県神経難病医療連携センター（作成当時）により，難病患者

の災害時への備えを支援するために「災害時対応ハンドブック」を作成したほか，各保健所では，

在宅人工呼吸器装着者を対象とした災害時の安否確認台帳の作成を行うとともに各難病等患者に

おける個別の「災害時対応ハンドブック」作成を支援し，市町村や支援関係者との連携体制づく

りを行っていた。さらに県では，市町村からの依頼により，特定医療費（指定難病）及び小児慢

性特定疾病医療費の受給者等の情報を提供し，各市町村の避難行動要支援者名簿への難病患者等

情報の掲載に協力している。

○ 対応

発災前に厚生労働省から事前準備喚起があり，各保健所・支所に周知した。

月 日に災害救助法の適用となり，停電地域を管轄する保健所（仙南，岩沼，黒川，大崎，

石巻）に被害状況を確認し，厚生労働省に報告した。 日には全保健所の被害状況を確認した。

在宅療養者の安否確認をしたところ，指定難病・小児慢性の医療費受給者のうち持続的に人工

呼吸器を装着している方に被害はなく，また避難勧告が出された段階で病院に避難した患者がい

たほか，停電等のため一時的に発電機で対応した患者がいた。

仙南保健福祉事務所では， 月 日に指定難病の 患者のうち在宅人工呼吸器装着者２名

について安否確認を行い，停電の発生なく，非常電源の備蓄も問題ないことを確認している。ま

た，小児慢性特定疾病患者については，３名について安否確認を行い，停電の発生がないことを

確認している。

仙台保健福祉事務所では，事前に停電時の対応や避難方法等について電話確認するとともに，

月 日には家族等に電話し，全員療養生活に支障がないことを確認した。

在宅療養者への支援に関する検証

○ 評価できる点

・ 患者家族の自らが災害に備えた準備を行っていたため，停電時の発電機の使用や，速やかな

避難行動をとることができた。

援施設等について，各市町や施設に対し被害状況を確認した。

丸森町の状況を役場職員に確認したところ，耕野地区において新生児がいることが判明したが，

役場職員は台風の情報収集や対応に追われていることから，保健所職員が役場職員に代わり 月

日に２件の新生児訪問指導を行なった。生活状況については，生活用水として井戸水の使用が

可能なことや，車が使用できていることもあり，母子共に健康状態も良好であった。

仙南保健福祉事務所の対応に関する検証

○ 評価できる点

・台風発生時及び翌日に，交通機関の不通や冠水等による道路が遮断されているにも関わらず，

被害状況を確認することができた。

・役場職員に代わり台風発生後，早急に情報を把握し対応できた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・事前に台風上陸が予知できていたことから，事務所内の体制を整えておく必要があった。

ハ 精神病院等への支援及び入院患者の転院調整

○ 被害の状況や動き

被害の大きかった仙南圏域では，３医療機関が水害に遭い，県医療政策課，仙南保健所のみ

では医療機関の情報収集等の対応が困難であったため，そのうちの精神科病院について，県精

神保健推進室で対応を行った。対応を要した精神科病院は，周辺地域の増水により１階が水没

し，電気以外のライフラインは途絶え，医事室が１階であったため，紙カルテや患者の電子情

報などは使用できなくなっていた。調剤や調理場，備蓄品等の施設は１階にあったため，患者

の食事，飲料水，薬，トイレ，おむつの手配に苦慮していた。

消防団等の協力をもらい，１階病棟に入院していた患者を水没前に全員２階に移動していた

ため，入院患者の被害はなかった。入院患者の中には，身体疾患の合併症を持つ患者も入院し

ており，内科の治療を継続的に行うために，一部の患者の転院を必要とした。

○ 対応

・県精神保健福祉センター職員と訪問による被害状況の把握

・保健所への病院の被害状況及び課題の情報提供と必要時対応依頼

・病院全体の転院は不要と院長の判断があり，身体疾患の合併症のある患者数名について，（一

社）宮城県精神科病院協会の調整で転院した。

・厚生労働省や東北厚生局に対して，医療機関の状況や対応要望についての報告と事務手続きに

ついての相談対応などを実施した。

精神病院等への支援及び入院患者の転院調整に関する検証

○ 評価できる点

・ 病院職員と現地で直接会うことで，その後の対応や状況把握などを円滑に行うことができた。

ある程度，ワンストップで医療機関の情報把握と提供を行うことができたため，関係機関との

連携し，支援に繋がりやすく，医療機関も提供した情報を元に患者支援と復旧に取り組むこと

ができた。
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・ 各保健所において，在宅人工呼吸器装着者等を対象とした災害時の安否確認台帳を整備して

いたため，速やかな安否確認を行うことができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 患者家族や支援関係者と共に，災害時に備えた準備状況を確認し，バッテリーや発電機の状

況，避難時に持ち出す物品，緊急避難先や移動手段の確認等を定期的に行う必要がある。また，

「災害時対応ハンドブック」の個別作成支援が効果的と考えられる。

・ 各保健所による，在宅人工呼吸器装着者等を対象とした安否確認台帳について，定期的に見

直し，最新情報にしていくことが必要である。患者家族に連絡がつかず，安否確認に時間を要

したケースがあったことから，訪問看護師やケアマネジャー等の支援関係者への確認も必要。

・ 患者を中心に在宅人工呼吸器装着者を対象とした安否確認台帳を整備しているが，他疾

患で人工呼吸器以外の電源確保が必要な患者も含む台帳整備が必要と考える。新規申請時及び

更新時，定期的な患者登録システムの検索など，適時に必要な情報を把握し台帳を更新できる

ような体制を検討する。

・ 県では，各市町村における避難行動要支援者の個別計画の策定状況を確認するとともに，そ

の策定を支援することが必要である。

子育て・要保護児童支援対策

イ 要保護児童等の支援

○ 対応

台風の接近に備え，要保護児童が入所する児童福祉施設に対し，被害が発生した際には，県又

は仙台市の施設担当課及び児童相談所に連絡するように，事前にメールをした。台風通過直後，

メールによる報告が困難な施設も見込まれたことから，各施設に電話で被害状況を聞き取った

ところ，各施設とも入所児童や職員の人的被害はなかったものの，母子生活支援施設１カ所で

屋根の一部が吹き飛ぶ被害が，また，複数の施設で雨漏りなど軽微な被害等があった。

里親とその委託児童，県外の措置施設及びその入所児童については，各児童相談所において

状況を確認。一部の里親宅において，床下浸水や敷地，田畑等への浸水被害があったものの，人

的被害はなく，児童の養育上，支障がないことを確認した。

避難所等で生活する被災した子どもについては，急激な生活環境の変化や今後の生活の見通

しなどによる心身の健康への影響を考慮し，子どもの心のケアに関する相談窓口を，県子ども

総合センター及び各児童相談所に設置した。特に被害が大きかった丸森町の保育園や認定こど

も園については，県子ども・家庭支援課及び子ども総合センター職員が個別に訪問し，相談窓口

を記載したチラシを配布し，子どもの様子を注意深く見ていただくとともに，気になる子ども

がいた場合は相談窓口を紹介いただくよう依頼した。県児童相談所においては，避難所等で生

活する要支援児童やその保護者を必要に応じて訪問するなどの対応を行った。措置児童の親権

者が被災した場合に備え，利用者負担の軽減措置の取扱いを定め周知した。

要保護児童等の支援に関する検証

○ 評価できる点

・ 特に被害の大きかった地域の保育所及び認定こども園を再開に合わせて，職員が訪問し，被
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害後に見られる子どもの特徴や相談窓口を記載したチラシを配布するなど，相談ニーズが生じ

る前に必要な情報提供を行ったこと。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県の他機関（精神保健福祉センター）でも被災後の子どもの特徴及び相談窓口に関するチラ

シを配布しており（記載内容及び窓口は同一），被災地域では同一内容ではあるが，複数種類の

チラシが配布されたことから，混乱を来したおそれがある。

今後は混乱を来さないよう，配布チラシを統一することが望まれる。

ロ 施設の状況把握や復旧支援等

○ 対応

ｲ 児童福祉施設の被害状況等の把握

ａ 施設の被害状況

児童福祉施設の被害状況及び施設の休止状況については，台風発生直後から各保健福祉

事務所を通して調査を行った。床上浸水 棟をはじめ，床下浸水や園庭への土砂流入など，

棟で建物，設備被害が確認され，被害額は 千円に上った。

ｂ 保育所運営状況

県内の保育所の運営状況について， 月 日時点では３か所が休園を余儀なくされ，う

ち２か所で代替保育が実施されていたが，２月 日時点では，１か所で仮設園舎による代

替保育が実施されている。

ﾛ 児童福祉施設等の復旧支援

児童福祉施設の施設被害状況の調査結果を踏まえ，被災した施設の復旧支援のため，災害

復旧事業費を 月補正予算に計上したほか，災害復旧費の国庫補助対象外となる経費につい

て全国知事会から国に対して補助対象とすること等の要望を行った。児童福祉施設の社会福

祉施設等災害復旧費国庫補助の協議については，国から 月 日付で発出された通知を受

け，県は，市町村等に協議通知を発出した。その後，児童福祉施設の災害復旧に関する国庫補

助の協議手続等について市町村等に周知を行った。

特に丸森町では町中心部の認定こども園が床上浸水したことにより，系列園へ仮設園舎を

建設し，代替保育を実施している。

一方，国補正予算の成立により，２月４日付で国から県宛てに設備復旧支援事業の実施が

通知されたことを受け，同日付で市町村等に通知を行っている。

【子育て支援事業設備等復旧支援事業の補助予算額】

予算年度 区分 施設数 補助予算額

令和元年度 保育所 千円

認定こども園 １ 千円

小規模保育所 １ 千円

児童館・児童センター ２ 千円

計 千円

令和２年度 保育所 １ 千円

認定こども園 １ 千円

計 ２ 千円

 

・ 各保健所において，在宅人工呼吸器装着者等を対象とした災害時の安否確認台帳を整備して

いたため，速やかな安否確認を行うことができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 患者家族や支援関係者と共に，災害時に備えた準備状況を確認し，バッテリーや発電機の状

況，避難時に持ち出す物品，緊急避難先や移動手段の確認等を定期的に行う必要がある。また，

「災害時対応ハンドブック」の個別作成支援が効果的と考えられる。

・ 各保健所による，在宅人工呼吸器装着者等を対象とした安否確認台帳について，定期的に見

直し，最新情報にしていくことが必要である。患者家族に連絡がつかず，安否確認に時間を要

したケースがあったことから，訪問看護師やケアマネジャー等の支援関係者への確認も必要。

・ 患者を中心に在宅人工呼吸器装着者を対象とした安否確認台帳を整備しているが，他疾

患で人工呼吸器以外の電源確保が必要な患者も含む台帳整備が必要と考える。新規申請時及び

更新時，定期的な患者登録システムの検索など，適時に必要な情報を把握し台帳を更新できる

ような体制を検討する。

・ 県では，各市町村における避難行動要支援者の個別計画の策定状況を確認するとともに，そ

の策定を支援することが必要である。

子育て・要保護児童支援対策

イ 要保護児童等の支援

○ 対応

台風の接近に備え，要保護児童が入所する児童福祉施設に対し，被害が発生した際には，県又

は仙台市の施設担当課及び児童相談所に連絡するように，事前にメールをした。台風通過直後，

メールによる報告が困難な施設も見込まれたことから，各施設に電話で被害状況を聞き取った

ところ，各施設とも入所児童や職員の人的被害はなかったものの，母子生活支援施設１カ所で

屋根の一部が吹き飛ぶ被害が，また，複数の施設で雨漏りなど軽微な被害等があった。

里親とその委託児童，県外の措置施設及びその入所児童については，各児童相談所において

状況を確認。一部の里親宅において，床下浸水や敷地，田畑等への浸水被害があったものの，人

的被害はなく，児童の養育上，支障がないことを確認した。

避難所等で生活する被災した子どもについては，急激な生活環境の変化や今後の生活の見通

しなどによる心身の健康への影響を考慮し，子どもの心のケアに関する相談窓口を，県子ども

総合センター及び各児童相談所に設置した。特に被害が大きかった丸森町の保育園や認定こど

も園については，県子ども・家庭支援課及び子ども総合センター職員が個別に訪問し，相談窓口

を記載したチラシを配布し，子どもの様子を注意深く見ていただくとともに，気になる子ども

がいた場合は相談窓口を紹介いただくよう依頼した。県児童相談所においては，避難所等で生

活する要支援児童やその保護者を必要に応じて訪問するなどの対応を行った。措置児童の親権

者が被災した場合に備え，利用者負担の軽減措置の取扱いを定め周知した。

要保護児童等の支援に関する検証

○ 評価できる点

・ 特に被害の大きかった地域の保育所及び認定こども園を再開に合わせて，職員が訪問し，被
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仙台保健福祉事務所では，第一次健康調査の結果，身体症状や不眠・不安等メンタルの不調に

よる要支援者 人に対して，町と保健所により訪問や電話等により支援を実施した。また 月

日に心のケアチームの派遣を依頼したことにより，要支援者５名の支援方針や被災住民への心の

ケア（啓発普及等）の助言が得られ，対応の方向性が明確になった。

ハ 災害ホットライン（こころの電話相談）の実施

台風被害により気分の落ち込みや不眠など，心身に不調を感じる被災者の方の電話相談を 月

日～令和２年３月末まで実施した。

ニ 各保健福祉事務所の対応

仙南保健福祉事務所では，丸森町民のメンタル支援として各避難所巡回相談を行ったほか，丸

森町から町職員のメンタル支援についての要望があったため， と町人事係，保健所，応援保

健師で協議し，相談コーナーを開設する等随時対応した。

大郷町の支援をしていた仙台保健福祉事務所では，第一次健康調査の要支援者のうち避難者の

方について支援者間で共有し，災害支援ナースや公立黒川病院看護師等の協力を得ながら，見守

りや支援を続けた。また健康調査後のフォローとして，在宅被災者や応急仮設住宅を全戸訪問し

見守りを行った。

北部保健福祉事務所では，県精神保健福祉センターから助言を受けながら，市町からの相談対

応を行った。

心のケア対策に関する検証

○ 評価できる点

・ 被災市町の状況に応じ，被災市町を管轄する保健所と連携しながら，住民への相談対応や支

援者への技術的支援を行うことができた。

・ 大勢の県外保健師及び県内の市町保健師，県内保健所保健師等に応援いただき，被災者の健

康調査を早期に終えたことで，ニーズの把握や支援の調整等をタイムリーに行なうことが出来

た。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県保健師派遣等による状況確認にて 派遣を決定したが，まず 先遣隊を派遣し状況

確認をするという方法もあった。県内への 派遣の基準を明確にするとともに，いつでも活

動できるよう平時からの体制整備が必要である。また， 等との連携について確認しておく

必要がある。

・ 要支援者への継続した支援の結果、支援終了となった対象者も多いが，生活環境の変化や今

後の自宅再建等への不安等，状況等に応じた心のケアは今後も継続していく必要がある。引き

続き，心のケアを要する対象者への個別支援を継続するとともに，地域精神保健活動として，

住宅，生活困窮，町づくり等と連携し，総合的に事業を展開していく必要がある。

【被災私立保育所等整備支援事業の補助予算額】

ﾊ 保育料の減免等

保育所等の利用者負担額については，各市町村において子ども子育て支援法施行令第 条

に基づき減免が行われている。このほか，国は補正予算の成立を受け，公立施設等を対象と

する災害臨時特例補助金交付事業を実施することとし（国―市町村の直接事業），２月６日

付けで県宛てに通知を発出した。県はこれを受け２月７日付けで市町村宛てに周知している。

施設の状況把握や復旧支援等に関する検証

○ 評価できる点

・ 事前に様式を整備し，伝達訓練を実施していたことにより，保健福祉事務所との連絡体制が

比較的容易であった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 児童福祉施設の被害状況報告は，各市町村から保健福祉事務所を経由して主務課室に報告す

るものと，保健福祉事務所を経由せず直接主務課室に報告するものとが混乱し，被害状況の早

期の把握が十分にできなかったことが反省点として挙げられる。今後は，被害状況の早期の把

握のため，報告の方法について十分な周知を図ることが必要と思われる。

４ 心のケア対策

○ 被害の状況や動き

保健所を通じて避難所において急を要する精神科医療対応がないか確認したほか，県精神保健福

祉センターによる被災町訪問，県保健師派遣による状況確認を行った。 より 薬を持たずに避難

してきた精神疾患患者について情報提供があったことなどから， 派遣を行うこととした。発災

直後の急を要する精神科医療対応が落ち着いた後も，災害のストレスによって精神保健福祉に関す

る問題が生じる可能性があるため，引き続き県精神保健福祉センター職員で構成した心のケアチー

ムにより，住民及び支援者を対象に支援を行った。

さらに被災の影響や環境の変化により心身に不調を感じる被災者が出てくる可能性もあることか

ら，災害ホットラインを開設した。

○ 対応

イ 派遣

月 日～ 月 日の間，被害の大きかった丸森町を中心に週１～２回 を派遣し，健康調

査や 避難所スタッフからの紹介による診療及び相談対応や，避難者支援に当たる役場職員の

心理的サポートやラインケアの体制づくりなどの支援を実施した。

ロ 心のケアチーム活動

月 日～ 月 日の間，県全域を対象に、県精神保健福祉センター職員で構成した心のケア

チームによる相談対応及びスーパーバイズ等を実施した。

予算年度 区分 施設数 補助予算額

令和元年度 認定こども園 １ 千円

令和２年度 保育所 ７ 千円
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仙台保健福祉事務所では，第一次健康調査の結果，身体症状や不眠・不安等メンタルの不調に

よる要支援者 人に対して，町と保健所により訪問や電話等により支援を実施した。また 月

日に心のケアチームの派遣を依頼したことにより，要支援者５名の支援方針や被災住民への心の

ケア（啓発普及等）の助言が得られ，対応の方向性が明確になった。

ハ 災害ホットライン（こころの電話相談）の実施

台風被害により気分の落ち込みや不眠など，心身に不調を感じる被災者の方の電話相談を 月

日～令和２年３月末まで実施した。

ニ 各保健福祉事務所の対応

仙南保健福祉事務所では，丸森町民のメンタル支援として各避難所巡回相談を行ったほか，丸

森町から町職員のメンタル支援についての要望があったため， と町人事係，保健所，応援保

健師で協議し，相談コーナーを開設する等随時対応した。

大郷町の支援をしていた仙台保健福祉事務所では，第一次健康調査の要支援者のうち避難者の

方について支援者間で共有し，災害支援ナースや公立黒川病院看護師等の協力を得ながら，見守

りや支援を続けた。また健康調査後のフォローとして，在宅被災者や応急仮設住宅を全戸訪問し

見守りを行った。

北部保健福祉事務所では，県精神保健福祉センターから助言を受けながら，市町からの相談対

応を行った。

心のケア対策に関する検証

○ 評価できる点

・ 被災市町の状況に応じ，被災市町を管轄する保健所と連携しながら，住民への相談対応や支

援者への技術的支援を行うことができた。

・ 大勢の県外保健師及び県内の市町保健師，県内保健所保健師等に応援いただき，被災者の健

康調査を早期に終えたことで，ニーズの把握や支援の調整等をタイムリーに行なうことが出来

た。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県保健師派遣等による状況確認にて 派遣を決定したが，まず 先遣隊を派遣し状況

確認をするという方法もあった。県内への 派遣の基準を明確にするとともに，いつでも活

動できるよう平時からの体制整備が必要である。また， 等との連携について確認しておく

必要がある。

・ 要支援者への継続した支援の結果、支援終了となった対象者も多いが，生活環境の変化や今

後の自宅再建等への不安等，状況等に応じた心のケアは今後も継続していく必要がある。引き

続き，心のケアを要する対象者への個別支援を継続するとともに，地域精神保健活動として，

住宅，生活困窮，町づくり等と連携し，総合的に事業を展開していく必要がある。

【被災私立保育所等整備支援事業の補助予算額】

ﾊ 保育料の減免等

保育所等の利用者負担額については，各市町村において子ども子育て支援法施行令第 条

に基づき減免が行われている。このほか，国は補正予算の成立を受け，公立施設等を対象と

する災害臨時特例補助金交付事業を実施することとし（国―市町村の直接事業），２月６日

付けで県宛てに通知を発出した。県はこれを受け２月７日付けで市町村宛てに周知している。

施設の状況把握や復旧支援等に関する検証

○ 評価できる点

・ 事前に様式を整備し，伝達訓練を実施していたことにより，保健福祉事務所との連絡体制が

比較的容易であった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 児童福祉施設の被害状況報告は，各市町村から保健福祉事務所を経由して主務課室に報告す

るものと，保健福祉事務所を経由せず直接主務課室に報告するものとが混乱し，被害状況の早

期の把握が十分にできなかったことが反省点として挙げられる。今後は，被害状況の早期の把

握のため，報告の方法について十分な周知を図ることが必要と思われる。

４ 心のケア対策

○ 被害の状況や動き

保健所を通じて避難所において急を要する精神科医療対応がないか確認したほか，県精神保健福

祉センターによる被災町訪問，県保健師派遣による状況確認を行った。 より 薬を持たずに避難

してきた精神疾患患者について情報提供があったことなどから， 派遣を行うこととした。発災

直後の急を要する精神科医療対応が落ち着いた後も，災害のストレスによって精神保健福祉に関す

る問題が生じる可能性があるため，引き続き県精神保健福祉センター職員で構成した心のケアチー

ムにより，住民及び支援者を対象に支援を行った。

さらに被災の影響や環境の変化により心身に不調を感じる被災者が出てくる可能性もあることか

ら，災害ホットラインを開設した。

○ 対応

イ 派遣

月 日～ 月 日の間，被害の大きかった丸森町を中心に週１～２回 を派遣し，健康調

査や 避難所スタッフからの紹介による診療及び相談対応や，避難者支援に当たる役場職員の

心理的サポートやラインケアの体制づくりなどの支援を実施した。

ロ 心のケアチーム活動

月 日～ 月 日の間，県全域を対象に、県精神保健福祉センター職員で構成した心のケア

チームによる相談対応及びスーパーバイズ等を実施した。

予算年度 区分 施設数 補助予算額

令和元年度 認定こども園 １ 千円

令和２年度 保育所 ７ 千円
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第３節 被災者への支援 
１ 相談窓口の設置

県の相談窓口の設置等

○ 被害の状況や動き

相談活動

大規模な災害時において，県民等からの県の業務に関する各種問い合わせや相談等に対応する

ため，相談活動の体制を整備し，防災関係機関とも連携して対応する。

○ 対応

相談窓口の設置状況

発災後から行政庁舎１階「県民相談室」及び仙台を除く県内６か所の合同庁舎にある「県民サ

ービスセンター」において各種相談に対応した。

月 日に，各担当課所での相談対応の状況を確認し， 月 日から県ホームページ上に

各種相談窓口のお知らせを掲載した。

以降，相談窓口が整った課所を随時ホームページに追加掲載し， 月末までに 項目の相談

窓口を案内するとともに，県民に分かりやすくするため，各種相談窓口のページは担当課所の連

絡先を知らせるだけでなく，制度の概要や関連情報が確認できるよう担当課所のホームページに

リンク設定するなど，内容の充実に努めた。

県の相談窓口の設置等に関する検証

○ 評価できる点

・ ホームページ上では，担当課所のホームページにリンク設定するとともに，専門性を要する

相談については，内容に応じ適切な窓口に取り次ぎ，県民等の要請に対応した。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 相談窓口設置等の情報収集を迅速に行い，速やかにホームページへの掲載を行う必要がある。

○ 関連資料

各種相談窓口

相談内容 担当課所等

こころの健康相談（災害ホットライン） 精神保健福祉センター

子どもの心のケアに関すること

子ども総合センター，中央児童相談

所，北部児童相談所，東部児童相談所，

東部児童相談所気仙沼支所

「令和元年台風 号による災害」に係る令和元年度中小企

業等グループ施設等復旧整備補助事業の申請手続につい

て

企業復興支援室，商工金融課，食産業

振興課，農業振興課，水産業振興課，

水産業基盤整備課，林業振興課

グループ補助金で復旧した施設・設備に被害を受けた場合

の手続について

企業復興支援室，商工金融課，水産業

振興課，食産業振興課

制度融資に関する相談（中小企業向け） 商工金融課

中小企業者の経営相談 中小企業支援室

○ 関連資料

○宮城 活動延べ件数

月

日 日 日 日

月

６日 日

計

診察

うち薬処方

面接

支援者の活動等への助言等
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第３節 被災者への支援 
１ 相談窓口の設置

県の相談窓口の設置等

○ 被害の状況や動き

相談活動

大規模な災害時において，県民等からの県の業務に関する各種問い合わせや相談等に対応する

ため，相談活動の体制を整備し，防災関係機関とも連携して対応する。

○ 対応

相談窓口の設置状況

発災後から行政庁舎１階「県民相談室」及び仙台を除く県内６か所の合同庁舎にある「県民サ

ービスセンター」において各種相談に対応した。

月 日に，各担当課所での相談対応の状況を確認し， 月 日から県ホームページ上に

各種相談窓口のお知らせを掲載した。

以降，相談窓口が整った課所を随時ホームページに追加掲載し， 月末までに 項目の相談

窓口を案内するとともに，県民に分かりやすくするため，各種相談窓口のページは担当課所の連

絡先を知らせるだけでなく，制度の概要や関連情報が確認できるよう担当課所のホームページに

リンク設定するなど，内容の充実に努めた。

県の相談窓口の設置等に関する検証

○ 評価できる点

・ ホームページ上では，担当課所のホームページにリンク設定するとともに，専門性を要する

相談については，内容に応じ適切な窓口に取り次ぎ，県民等の要請に対応した。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 相談窓口設置等の情報収集を迅速に行い，速やかにホームページへの掲載を行う必要がある。

○ 関連資料

各種相談窓口

相談内容 担当課所等

こころの健康相談（災害ホットライン） 精神保健福祉センター

子どもの心のケアに関すること

子ども総合センター，中央児童相談

所，北部児童相談所，東部児童相談所，

東部児童相談所気仙沼支所

「令和元年台風 号による災害」に係る令和元年度中小企

業等グループ施設等復旧整備補助事業の申請手続につい

て

企業復興支援室，商工金融課，食産業

振興課，農業振興課，水産業振興課，

水産業基盤整備課，林業振興課

グループ補助金で復旧した施設・設備に被害を受けた場合

の手続について

企業復興支援室，商工金融課，水産業

振興課，食産業振興課

制度融資に関する相談（中小企業向け） 商工金融課

中小企業者の経営相談 中小企業支援室

○ 関連資料

○宮城 活動延べ件数

月

日 日 日 日

月

６日 日

計

診察

うち薬処方

面接

支援者の活動等への助言等
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外国人県民生活相談 国際企画課

台風 号による豪雨等に伴う営農相談窓口 農業振興課

台風 号被害に関する住まいの情報 住宅課

県立高等学校の授業料の減免

高等学校等育英奨学金の相談
高校教育課

司法書士による「無料電話相談」 日本司法書士会連合会事務局

被災者無料電話相談 仙台弁護士会

令和元年台風 号による災害により被害を受けられた皆様へ （一社）日本損害保険協会

台風 号等被災女性のための臨時ダイヤル （公財）せんだい男女共同参画財団

台風関連情報の案内・広報

○ 被害の状況や動き

災害発生等非常時における情報提供に備え，県のホームページやテレビ，ラジオなど広報媒体

の活用とその方法について，庁内向けのマニュアル等で周知している。

○ 対応

各種相談窓口の案内・広報

東日本台風の接近に伴う被害が予想されていたため，あらかじめ（ 月 日），相談対応可

能な課所から順次相談窓口として案内するとともに，大雨特別警報が発令された後，県のホーム

ページを災害用トップページに切り替え「令和元年度東日本台風関連情報」として項目と担当課

所を掲載，随時更新することとした。このため，県ホームページの「重要なお知らせ」への掲載

希望に対し，内容を確認して掲載の可否を決定し受け皿となる基本ページを作成した。

実際には， 月 日から相談窓口の連絡先の他，制度の概要や関連情報など対応が可能とな

った担当各課所のページへのリンク付けを行った。以降，相談窓口の準備が整った課所から随時

ホームページに追加掲載した。あわせて，各種相談窓口の設置について報道機関に発表し，新聞，

テレビを通じて広報を行った。

また，平行して 月 日から，県政ラジオ放送「県からのお知らせ」（東北放送 エフエム仙

台）とデータ放送（宮城テレビ）で相談窓口の広報を行い，その他，新聞紙面（５紙）や「みや

ぎ県政だより」の「県からのお知らせ」においても情報を掲載するなど，県の広報媒体を活用し，

あらゆる方々に常に新しい情報等を提供するよう努めた。

台風関連情報の案内・広報に関する検証

○ 評価できる点

・ 相談窓口をホームページに掲載したことで，県庁内においても各種支援制度や担当課所につ

いての情報を共有することになり，相談が多く寄せられる課所では他の制度等の問合せがあっ

た際の参考とすることができた。

○ 関連資料

イ ホームページ関係（ＣＭＳ）

・トップページの重要なお知らせ掲載

台風に伴う重要なお知らせへの掲載希望に対し，内容を確認して掲載可否を決定。受け皿と
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なる基本ページを作成し，掲載する担当課のページへのリンク付け。

令和元年東日本台風号関連情報

応急仮設住宅の相談受付の開始について（東日本台風関連）

令和元年台風第 号災害義援金について（東日本台風関連）

宮城県災害ボランティア情報（東日本台風関連）

令和元年台風第 号に伴う災害援助のために使用する車両の取り扱い（東日本台風関連）

各種相談窓口のお知らせ（東日本台風関連）

災害ゴミの受入れについて（東日本台風関連）

ロ 新聞，ラジオ等の媒体関係

東日本台風（ 月 日上陸）に関連する情報等を、お見舞いの言葉と合わせて、既存の媒体の

中で「お知らせ」として発信した。

ｲ 新聞紙面「県からのお知らせ」（河北、読売、朝日、毎日、産経）第１日曜日

ﾛ 県政ラジオ放送「県からのお知らせ」

東北放送 エフエム仙台 月 日から，現在まで放送。各項目４回程度放送。

・台風 号の被害により避難されている皆様へ

・台風 号の被害に便乗した悪質商法に注意

・台風 号被害中小事業者の特別相談窓口開設

・中小企業等グループ補助金

・被災市町任期付き職員の募集

・被災者生活再建支援制度

ﾊ みやぎ県政だより

・ １・２月号（１月１日発行号），３・４月号（３月１日発行号）で，「東日本大震災のお知ら

せ」と合わせて掲載。

・ ・ 月号は校了後（ 月９日）のため掲載なし。

男女共同参画に関する相談対応

○ 被害の状況や動き

みやぎ男女共同参画相談室（電話相談・面談相談，相談者の性別は問わない）

男女共同参画に関する諸問題について，県民が気軽に相談できる窓口として設置し，他機関

との連携を図りながら適切な助言等を行っている。

 月３日 月１日 １月５日 ２月２日 ３月１日 

災害義援金の受け入れ ○ ○ ○ ○ ○ 

中小事業者の特別相談窓口  ○ ○    
中小企業等グループ補助金   ○   
こころの相談電話「災害ホットライ

ン」 
○ ○ ○ ○ ○ 

県税の減免  ○ ○ ○ ○ 

許認可などの有効期間の延長   ○   
被災者生活再建支援制度    ○ ○ 

 

外国人県民生活相談 国際企画課

台風 号による豪雨等に伴う営農相談窓口 農業振興課

台風 号被害に関する住まいの情報 住宅課

県立高等学校の授業料の減免

高等学校等育英奨学金の相談
高校教育課

司法書士による「無料電話相談」 日本司法書士会連合会事務局

被災者無料電話相談 仙台弁護士会

令和元年台風 号による災害により被害を受けられた皆様へ （一社）日本損害保険協会

台風 号等被災女性のための臨時ダイヤル （公財）せんだい男女共同参画財団

台風関連情報の案内・広報

○ 被害の状況や動き

災害発生等非常時における情報提供に備え，県のホームページやテレビ，ラジオなど広報媒体

の活用とその方法について，庁内向けのマニュアル等で周知している。

○ 対応

各種相談窓口の案内・広報

東日本台風の接近に伴う被害が予想されていたため，あらかじめ（ 月 日），相談対応可

能な課所から順次相談窓口として案内するとともに，大雨特別警報が発令された後，県のホーム

ページを災害用トップページに切り替え「令和元年度東日本台風関連情報」として項目と担当課

所を掲載，随時更新することとした。このため，県ホームページの「重要なお知らせ」への掲載

希望に対し，内容を確認して掲載の可否を決定し受け皿となる基本ページを作成した。

実際には， 月 日から相談窓口の連絡先の他，制度の概要や関連情報など対応が可能とな

った担当各課所のページへのリンク付けを行った。以降，相談窓口の準備が整った課所から随時

ホームページに追加掲載した。あわせて，各種相談窓口の設置について報道機関に発表し，新聞，

テレビを通じて広報を行った。

また，平行して 月 日から，県政ラジオ放送「県からのお知らせ」（東北放送 エフエム仙

台）とデータ放送（宮城テレビ）で相談窓口の広報を行い，その他，新聞紙面（５紙）や「みや

ぎ県政だより」の「県からのお知らせ」においても情報を掲載するなど，県の広報媒体を活用し，

あらゆる方々に常に新しい情報等を提供するよう努めた。

台風関連情報の案内・広報に関する検証

○ 評価できる点

・ 相談窓口をホームページに掲載したことで，県庁内においても各種支援制度や担当課所につ

いての情報を共有することになり，相談が多く寄せられる課所では他の制度等の問合せがあっ

た際の参考とすることができた。

○ 関連資料

イ ホームページ関係（ＣＭＳ）

・トップページの重要なお知らせ掲載

台風に伴う重要なお知らせへの掲載希望に対し，内容を確認して掲載可否を決定。受け皿と

− 117 −

第３章　応急・復旧対策



段階では推定値による報告も混じっており，被害実態の下振れリスクについては否定できない

状態であった。

月 日

により，仙台市，白石市，大崎市，大郷町併せて 世帯以上の全壊被害が確認出来

た。このため，県内全域に支援法を適用する方針で内閣府と調整を開始した。

月 日

内閣府との調整が完了し，同日 時に県内全域に支援法を適用する旨の公示を行った。

生活再建支援制度に関する検証

○ 評価できる点

・ 事務連絡により，被害状況の確認と内閣府との調整が比較的スムーズに行われた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 事務連絡の発出タイミングを前倒しすべきである。

への入力が，支援法適用に結びついている意識を被災市町村に持ってもらい，県への

被害状況報告のウェイトを高める必要がある。

災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金

○ 被害の状況や動き

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 年法律第 号）に基づき，災害弔慰金，災害障害見

舞金を支給するとともに，災害援護資金の貸付けを行う。（東日本台風における災害障害見舞金

の支給実績はない。）

イ 災害弔慰金

災害により死亡した場合，その遺族に弔慰金を支給するもの。

ロ 災害障害見舞金

災害により精神又は身体に重度の障害を受けた者に対し，見舞金を支給するもの。

ハ 災害援護資金

災害により住居や家財に被害を受けた場合や世帯主が負傷した場合に，生活再建のための資

金を貸付けるもの。

○ 対応

東日本台風が災害救助法の適用となっていることから， 月 日，県内市町村（災害援護資

金においては仙台市を除く。）に対して，災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき，災害弔慰

金，災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付ができることについて，メールにより周知し

た。また， 月 日に開催した災害救助法の適用に係る市町村説明会においても事務取扱等を

周知した。

○ 対応

（公財）せんだい男女共同参画財団が「台風 号等被災女性のための臨時ダイヤル（電話相

談）」を開設（ 月 日～令和２年２月 日）した。その広報に併せ，「みやぎ男女共同参画

相談室」のリーフレットを市町村（避難所）へ送付し相談窓口の周知を図った。（ 月 日発

送）

男女共同参画に関する相談対応に関する検証

○ 評価できる点

・ 被災のショックや避難生活のストレス等で心が疲弊した時，その不安や悩みを話せる相談窓

口の存在を改めて周知することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 東日本大震災の教訓から，避難所や仮設住宅での長引く避難生活の影響によるストレスの高

まりなどから，被災者が様々な不安や悩みを抱えることや，配偶者やパートナーによる暴力が

生じることなどが懸念される。引き続き，災害時においても男女共同参画に関する諸問題につ

いて性別を問わず相談対応していくとともに，「みやぎ男女共同参画相談室」の存在を広く県民

に周知していく。

２ 生活救済・再建のための主な資金制度

生活再建支援制度

○ 被害の状況や動き

イ 被災者生活再建支援制度の概要

被災者生活再建支援法（以下，「支援法」という。）に基づき，被災者生活再建支援法施行令

（以下，「支援法施行令」という。）第１条に基づく自然災害によりその生活基盤に著しい被害

を受けた者に対し，被災者生活再建支援金（以下，「支援金」という。）を支給する。

ロ 支援法の適用について

支援法を適用するためには，東日本台風による被害が，支援法施行令第１条に定める要件

に該当するものかどうか確認し，内閣府と調整の上，公示する必要がある。

なお，支援法の適用判断は，被災世帯数に拠る。

○ 対応

月 日～ 日

ヘリテレ等の情報により，丸森町，大崎市などで甚大な被害が発生していることが確認出来

たため，支援法施行令第１条に定める被害が発生していないか により確認した。

月 日

により，被災者世帯数が確認出来たのは，２市６町に留まっていたため， 月 日

付け事務連絡により，把握出来ている被災世帯数を早急に報告するよう県内市町村に勧奨した。

月 日

角田市，丸森町，白石市，柴田町，大崎市，石巻市から，支援法施行令第１条に該当する被

害報告が有り，上記市町に個別適用する方針で内閣府と調整を開始した。しかしながら，この
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段階では推定値による報告も混じっており，被害実態の下振れリスクについては否定できない

状態であった。

月 日

により，仙台市，白石市，大崎市，大郷町併せて 世帯以上の全壊被害が確認出来

た。このため，県内全域に支援法を適用する方針で内閣府と調整を開始した。

月 日

内閣府との調整が完了し，同日 時に県内全域に支援法を適用する旨の公示を行った。

生活再建支援制度に関する検証

○ 評価できる点

・ 事務連絡により，被害状況の確認と内閣府との調整が比較的スムーズに行われた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 事務連絡の発出タイミングを前倒しすべきである。

への入力が，支援法適用に結びついている意識を被災市町村に持ってもらい，県への

被害状況報告のウェイトを高める必要がある。

災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金

○ 被害の状況や動き

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 年法律第 号）に基づき，災害弔慰金，災害障害見

舞金を支給するとともに，災害援護資金の貸付けを行う。（東日本台風における災害障害見舞金

の支給実績はない。）

イ 災害弔慰金

災害により死亡した場合，その遺族に弔慰金を支給するもの。

ロ 災害障害見舞金

災害により精神又は身体に重度の障害を受けた者に対し，見舞金を支給するもの。

ハ 災害援護資金

災害により住居や家財に被害を受けた場合や世帯主が負傷した場合に，生活再建のための資

金を貸付けるもの。

○ 対応

東日本台風が災害救助法の適用となっていることから， 月 日，県内市町村（災害援護資

金においては仙台市を除く。）に対して，災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき，災害弔慰

金，災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付ができることについて，メールにより周知し

た。また， 月 日に開催した災害救助法の適用に係る市町村説明会においても事務取扱等を

周知した。

○ 対応

（公財）せんだい男女共同参画財団が「台風 号等被災女性のための臨時ダイヤル（電話相

談）」を開設（ 月 日～令和２年２月 日）した。その広報に併せ，「みやぎ男女共同参画

相談室」のリーフレットを市町村（避難所）へ送付し相談窓口の周知を図った。（ 月 日発

送）

男女共同参画に関する相談対応に関する検証

○ 評価できる点

・ 被災のショックや避難生活のストレス等で心が疲弊した時，その不安や悩みを話せる相談窓

口の存在を改めて周知することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 東日本大震災の教訓から，避難所や仮設住宅での長引く避難生活の影響によるストレスの高

まりなどから，被災者が様々な不安や悩みを抱えることや，配偶者やパートナーによる暴力が

生じることなどが懸念される。引き続き，災害時においても男女共同参画に関する諸問題につ

いて性別を問わず相談対応していくとともに，「みやぎ男女共同参画相談室」の存在を広く県民

に周知していく。

２ 生活救済・再建のための主な資金制度

生活再建支援制度

○ 被害の状況や動き

イ 被災者生活再建支援制度の概要

被災者生活再建支援法（以下，「支援法」という。）に基づき，被災者生活再建支援法施行令

（以下，「支援法施行令」という。）第１条に基づく自然災害によりその生活基盤に著しい被害

を受けた者に対し，被災者生活再建支援金（以下，「支援金」という。）を支給する。

ロ 支援法の適用について

支援法を適用するためには，東日本台風による被害が，支援法施行令第１条に定める要件

に該当するものかどうか確認し，内閣府と調整の上，公示する必要がある。

なお，支援法の適用判断は，被災世帯数に拠る。

○ 対応

月 日～ 日

ヘリテレ等の情報により，丸森町，大崎市などで甚大な被害が発生していることが確認出来

たため，支援法施行令第１条に定める被害が発生していないか により確認した。

月 日

により，被災者世帯数が確認出来たのは，２市６町に留まっていたため， 月 日

付け事務連絡により，把握出来ている被災世帯数を早急に報告するよう県内市町村に勧奨した。

月 日

角田市，丸森町，白石市，柴田町，大崎市，石巻市から，支援法施行令第１条に該当する被

害報告が有り，上記市町に個別適用する方針で内閣府と調整を開始した。しかしながら，この
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・貸付金額 原則として 万円。ただし，世帯員の中に被災により死亡者又は要介護者がいる

等の場合は 万円。

・据置期間 貸付の日から１年以内

・償還期限 据置期間経過後２年以内

・貸付利子 無利子

ロ 貸付実績 件 万円（２月 日時点）

生活福祉資金の特例貸付に関する検証

○ 評価できる点

・ 災害時の緊急的対応であることから，借り入れの申し込み方法又は借入申込者の確認など貸

付手続きについて特例措置が講じられたこともあり，円滑で迅速な貸付けが実施された。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 償還手続きなど債権管理を確実に行うこと，また，償還免除等の手続きについても社会福祉

協議会等へ周知徹底する。

３ 被災者への税・使用料等の特例措置の実施

国税・地方税に係る特例措置

○ 被害の状況や動き

県では災害を受けられた方に対して、以下のとおり、県税の減免等の制度を設けている。

イ 申告・納付等の期限の延長

災害により，申告・納付等の期限までにこれらの行為をすることができない場合には，当該

納税者又は特別徴収義務者の申請により，災害のやんだ日から２か月以内の期間に限り，申告・

納付等の期限を延長することができる。（県税条例第 条）

ロ 猶予制度

納税者又は特別徴収義務者がその財産について災害を受けたことにより，県税を一時に納税

できないと認められる場合は，申請により１年以内の期間に限り，納税を猶予することができ

る。（地方税法第 条）

ハ 減免措置

災害により損害を受けた場合は，納税者の申請により個人事業税，不動産取得税及び自動車

税について減免を行うことができる。（県税減免条例第３条，第４条，第５条及び第７条の３）

○ 対応

月 日頃に国税庁が地域指定による申告・納付期限の延長をホームページに掲示したこと

から，県においても 月 日に県のホームページに同様の内容を掲示した。正式な告示は，国

税庁が 月１日付け，県が 月８日付けで行っている。（本県の対象地域は角田市及び丸森町）

また，県政だより（１・２月号）及び県政ラジオ等により納税者向けに周知を行った。

なお，例年 月及び 月に実施している滞納整理強化月間については，被災者に対する納税

相談を意識して進めた。

表３－３－１ 支給状況・貸付状況

災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金に関する検証

○ 評価できる点

・ 発災後，市町村に対して速やかに災害弔慰金，災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸

付の概要を含めて周知したため，関係市町からの問い合わせ内容にもスムーズに対応できた。

さらに，これまでの東日本大震災での対応事例も参考となって，関係市町との情報交換も図ら

れた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 災害弔慰金及び災害障害見舞金については，支給について申請期限の定めがないことから，

関係市町の支給状況を確認し，県として適切に対応する必要がある。

・ 災害援護資金については，据置期間を含めた償還期間が長期に及ぶことから，貸付を行った

市町における債権管理や償還事務の処理が適切に行われるよう，県が関係市町に対して支援を

行っていく必要がある。

生活福祉資金の特例貸付

○ 被害の状況や動き

国からの通知（「生活福祉資金貸付（福祉資金「緊急小口資金」の特例について（令和元年

月 日付け社援発 第 号厚生労働省社会・援護局長）を受け，県社会福祉協議会では，東日

本台風により被災した世帯に対して，当座の生活費として生活福祉資金（緊急小口資金）の特例

貸付を実施した。

○ 対応

イ 実施内容

・受付期間 月 日から令和２年３月 日

・受付窓口 各市町村社会福祉協議会

イ 災害弔慰金・災害障害見舞金 （３月 日時点）

区分 支給件数（件） 支給済額（千円） 備考

災害弔慰金 市町分

内

訳

生計維持者

その他

災害障害見舞金

内

訳

生計維持者

その他

ロ 災害援護資金 （３月 日時点）

区分 支給件数（件） 支給済額（千円） 備考

災害援護資金 市町分

内

訳

仙台市以外

仙台市
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・貸付金額 原則として 万円。ただし，世帯員の中に被災により死亡者又は要介護者がいる

等の場合は 万円。

・据置期間 貸付の日から１年以内

・償還期限 据置期間経過後２年以内

・貸付利子 無利子

ロ 貸付実績 件 万円（２月 日時点）

生活福祉資金の特例貸付に関する検証

○ 評価できる点

・ 災害時の緊急的対応であることから，借り入れの申し込み方法又は借入申込者の確認など貸

付手続きについて特例措置が講じられたこともあり，円滑で迅速な貸付けが実施された。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 償還手続きなど債権管理を確実に行うこと，また，償還免除等の手続きについても社会福祉

協議会等へ周知徹底する。

３ 被災者への税・使用料等の特例措置の実施

国税・地方税に係る特例措置

○ 被害の状況や動き

県では災害を受けられた方に対して、以下のとおり、県税の減免等の制度を設けている。

イ 申告・納付等の期限の延長

災害により，申告・納付等の期限までにこれらの行為をすることができない場合には，当該

納税者又は特別徴収義務者の申請により，災害のやんだ日から２か月以内の期間に限り，申告・

納付等の期限を延長することができる。（県税条例第 条）

ロ 猶予制度

納税者又は特別徴収義務者がその財産について災害を受けたことにより，県税を一時に納税

できないと認められる場合は，申請により１年以内の期間に限り，納税を猶予することができ

る。（地方税法第 条）

ハ 減免措置

災害により損害を受けた場合は，納税者の申請により個人事業税，不動産取得税及び自動車

税について減免を行うことができる。（県税減免条例第３条，第４条，第５条及び第７条の３）

○ 対応

月 日頃に国税庁が地域指定による申告・納付期限の延長をホームページに掲示したこと

から，県においても 月 日に県のホームページに同様の内容を掲示した。正式な告示は，国

税庁が 月１日付け，県が 月８日付けで行っている。（本県の対象地域は角田市及び丸森町）

また，県政だより（１・２月号）及び県政ラジオ等により納税者向けに周知を行った。

なお，例年 月及び 月に実施している滞納整理強化月間については，被災者に対する納税

相談を意識して進めた。

表３－３－１ 支給状況・貸付状況

災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金に関する検証

○ 評価できる点

・ 発災後，市町村に対して速やかに災害弔慰金，災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸

付の概要を含めて周知したため，関係市町からの問い合わせ内容にもスムーズに対応できた。

さらに，これまでの東日本大震災での対応事例も参考となって，関係市町との情報交換も図ら

れた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 災害弔慰金及び災害障害見舞金については，支給について申請期限の定めがないことから，

関係市町の支給状況を確認し，県として適切に対応する必要がある。

・ 災害援護資金については，据置期間を含めた償還期間が長期に及ぶことから，貸付を行った

市町における債権管理や償還事務の処理が適切に行われるよう，県が関係市町に対して支援を

行っていく必要がある。

生活福祉資金の特例貸付

○ 被害の状況や動き

国からの通知（「生活福祉資金貸付（福祉資金「緊急小口資金」の特例について（令和元年

月 日付け社援発 第 号厚生労働省社会・援護局長）を受け，県社会福祉協議会では，東日

本台風により被災した世帯に対して，当座の生活費として生活福祉資金（緊急小口資金）の特例

貸付を実施した。

○ 対応

イ 実施内容

・受付期間 月 日から令和２年３月 日

・受付窓口 各市町村社会福祉協議会

イ 災害弔慰金・災害障害見舞金 （３月 日時点）

区分 支給件数（件） 支給済額（千円） 備考

災害弔慰金 市町分

内

訳

生計維持者

その他

災害障害見舞金

内

訳

生計維持者

その他

ロ 災害援護資金 （３月 日時点）

区分 支給件数（件） 支給済額（千円） 備考

災害援護資金 市町分

内

訳

仙台市以外

仙台市
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災者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例」を制定し， 月 日に公布・

施行し，あわせて，同日付けで行政上の権利利益に係る満了日の延長の措置を講じる行政上の

権利利益を告示で指定した。

ハ 周知について

国や県が講じた許認可等の満了日延長等の措置を被災者に広く周知するため，県政だより

（１月・２月号）に延長の措置を図る旨のお知らせを掲載した。また，１月５日の新聞各紙の

「県からのお知らせ」に延長の措置を行うもののうち主なものを掲載するとともに，県のホー

ムページに延長の措置及び免責の措置を行うものを掲載した。

被災者の権利利益の保全等に関する検証

○ 評価できる点

・ 対象となり得る権利利益や義務について，東日本大震災の際に取りまとめていたデータを基

に作業を行うことにより，迅速に対応することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 被災者の権利利益の保全等を図ることを目的とした条例については，これまで，東日本大震

災及び東日本台風による被災の都度，制定してきたところであるが，今後の検討事項として，

被災者の権利利益の保全等を図ることが必要な災害に恒常的に対応できる条例を制定し，当該

条例において適用する災害を規則や告示に委任する規定を設けることで，災害発生時により迅

速に対応することも考えられる。

障害児（者）への支援

○ 被害の状況や動き

イ 心身障害者扶養共済制度掛金

ｲ 制度概要

障害児（者）の保護者が，生存中に毎月一定の掛金を納付することにより，万が一，死

亡，又は重度障害となった時に，残された障害児（者）に終身一定の年金（１口２万円／２

口まで）を支給する任意加入の共済制度

ﾛ 掛金の減免

加入者のうち生活の困窮又は災害により掛金の全額を納付することが困難な者に対し，当

該掛金を減額又は免除する規定を設けている。

【掛金減免関係条例等】

心身障害者扶養共済条例第７条，心身障害者扶養共済制度条例施行規則第７条第１項第４号

ロ 障害児入所給付費等

県では，「災害による障害児施設給付費等の利用者負担の軽減に関する取扱要綱」により，被

災した保護者の障害児入所給付費及び障害児入所医療費の利用者負担金の軽減措置を定めてお

り，災害により被災した保護者の利用者負担軽減措置を行っている。

○ 対応

イ 心身障害者扶養共済制度掛金

ｲ 要綱制定

被災した加入者に対し適切な減免措置を講じるため，新たに上記条例等に定める掛金の減免

国税・地方税に係る特例措置に関する検証

○ 評価できる点

・ 国税庁と同様の方針により地域指定による期限延長を行ったこと，また，正式な告示の前に

ホームページに掲示を行ったことにより，早期に納税者に必要な情報を与えることができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今回の災害は 月に発生しており，自動車税及び個人事業税の定期賦課処理後であったこ

とから，賦課業務では大きな支障は生じていない。

定期賦課処理前に災害が発生した場合は，公平かつ公正な賦課を行うために十分な調査が必

要となることから人員の配置に課題が生じる。

また，徴収業務では，被災地域を所管する県税事務所においては，被災を原因とした滞納と

それ以外を原因にした滞納が混在し，対応に苦慮している。

被災者の権利利益の保全等

○ 被害の状況や動き

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律は，法令に係る

行政上の権利利益の満了日の延長等に関する各種の特別措置を政令で定めることにより，災害時

にこれらの措置を迅速に発動できるようにすることを目的に制定されたものである。

一方，県の条例等に係る行政上の権利利益の満了日の延長等に関する恒常的な条例はなく，災

害発生時に特別措置に関する条例を策定している。

○ 対応

イ 国の対応

月 日に「令和元年台風第 号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用

すべき措置の指定に関する政令」が公布，施行され，「令和元年台風第 号による災害」を特

定非常災害として指定するとともに，法令に基づく行政上の権利利益の満了日の延長等を行う

ことにより，被災者の権利利益の保全等を図ることとした。

これにより，自動車運転免許等の有効期限のある許認可等の行政上の権利利益について，更

新等のために必要な手続をとれない場合があることを考慮して，許認可等に係る有効期限を最

長で３月 日まで延長することができることとなった。延長措置を講ずる具体的な行政上の

権利利益，延長後の満了日等については，順次各府省等の告示により指定された。さらに，薬

局の休廃止等の届出のような履行期限のある法令上の義務が特定非常災害により本来の履行期

限までに履行されなかった場合であっても，１月 日までに履行された場合には，行政上及び

刑事上の責任を問われないこととされた。

ロ 県の対応

国の対応を受けて，県の条例，規則等に基づく行政上の権利利益や義務について，国と同様

の措置が必要かどうかを確認するため， 月 日に県庁内各課室に対して，保全等を図るべ

き被災者の権利利益等について照会した。

照会の結果，措置の必要性が認められたことから，条例又は規則に基づく許認可等の行政上

の権利利益に係る満了日を最長で３月 日まで延長することができること及び１月 日まで

に履行期限が到来する県の条例又は規則に基づく義務が同月 日までに履行されたときは，

不履行について行政上及び刑事上の責任は問われないこととする「令和元年台風第 号の被
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災者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例」を制定し， 月 日に公布・

施行し，あわせて，同日付けで行政上の権利利益に係る満了日の延長の措置を講じる行政上の

権利利益を告示で指定した。

ハ 周知について

国や県が講じた許認可等の満了日延長等の措置を被災者に広く周知するため，県政だより

（１月・２月号）に延長の措置を図る旨のお知らせを掲載した。また，１月５日の新聞各紙の

「県からのお知らせ」に延長の措置を行うもののうち主なものを掲載するとともに，県のホー

ムページに延長の措置及び免責の措置を行うものを掲載した。

被災者の権利利益の保全等に関する検証

○ 評価できる点

・ 対象となり得る権利利益や義務について，東日本大震災の際に取りまとめていたデータを基

に作業を行うことにより，迅速に対応することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 被災者の権利利益の保全等を図ることを目的とした条例については，これまで，東日本大震

災及び東日本台風による被災の都度，制定してきたところであるが，今後の検討事項として，

被災者の権利利益の保全等を図ることが必要な災害に恒常的に対応できる条例を制定し，当該

条例において適用する災害を規則や告示に委任する規定を設けることで，災害発生時により迅

速に対応することも考えられる。

障害児（者）への支援

○ 被害の状況や動き

イ 心身障害者扶養共済制度掛金

ｲ 制度概要

障害児（者）の保護者が，生存中に毎月一定の掛金を納付することにより，万が一，死

亡，又は重度障害となった時に，残された障害児（者）に終身一定の年金（１口２万円／２

口まで）を支給する任意加入の共済制度

ﾛ 掛金の減免

加入者のうち生活の困窮又は災害により掛金の全額を納付することが困難な者に対し，当

該掛金を減額又は免除する規定を設けている。

【掛金減免関係条例等】

心身障害者扶養共済条例第７条，心身障害者扶養共済制度条例施行規則第７条第１項第４号

ロ 障害児入所給付費等

県では，「災害による障害児施設給付費等の利用者負担の軽減に関する取扱要綱」により，被

災した保護者の障害児入所給付費及び障害児入所医療費の利用者負担金の軽減措置を定めてお

り，災害により被災した保護者の利用者負担軽減措置を行っている。

○ 対応

イ 心身障害者扶養共済制度掛金

ｲ 要綱制定

被災した加入者に対し適切な減免措置を講じるため，新たに上記条例等に定める掛金の減免

国税・地方税に係る特例措置に関する検証

○ 評価できる点

・ 国税庁と同様の方針により地域指定による期限延長を行ったこと，また，正式な告示の前に

ホームページに掲示を行ったことにより，早期に納税者に必要な情報を与えることができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今回の災害は 月に発生しており，自動車税及び個人事業税の定期賦課処理後であったこ

とから，賦課業務では大きな支障は生じていない。

定期賦課処理前に災害が発生した場合は，公平かつ公正な賦課を行うために十分な調査が必

要となることから人員の配置に課題が生じる。

また，徴収業務では，被災地域を所管する県税事務所においては，被災を原因とした滞納と

それ以外を原因にした滞納が混在し，対応に苦慮している。

被災者の権利利益の保全等

○ 被害の状況や動き

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律は，法令に係る

行政上の権利利益の満了日の延長等に関する各種の特別措置を政令で定めることにより，災害時

にこれらの措置を迅速に発動できるようにすることを目的に制定されたものである。

一方，県の条例等に係る行政上の権利利益の満了日の延長等に関する恒常的な条例はなく，災

害発生時に特別措置に関する条例を策定している。

○ 対応

イ 国の対応

月 日に「令和元年台風第 号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用

すべき措置の指定に関する政令」が公布，施行され，「令和元年台風第 号による災害」を特

定非常災害として指定するとともに，法令に基づく行政上の権利利益の満了日の延長等を行う

ことにより，被災者の権利利益の保全等を図ることとした。

これにより，自動車運転免許等の有効期限のある許認可等の行政上の権利利益について，更

新等のために必要な手続をとれない場合があることを考慮して，許認可等に係る有効期限を最

長で３月 日まで延長することができることとなった。延長措置を講ずる具体的な行政上の

権利利益，延長後の満了日等については，順次各府省等の告示により指定された。さらに，薬

局の休廃止等の届出のような履行期限のある法令上の義務が特定非常災害により本来の履行期

限までに履行されなかった場合であっても，１月 日までに履行された場合には，行政上及び

刑事上の責任を問われないこととされた。

ロ 県の対応

国の対応を受けて，県の条例，規則等に基づく行政上の権利利益や義務について，国と同様

の措置が必要かどうかを確認するため， 月 日に県庁内各課室に対して，保全等を図るべ

き被災者の権利利益等について照会した。

照会の結果，措置の必要性が認められたことから，条例又は規則に基づく許認可等の行政上

の権利利益に係る満了日を最長で３月 日まで延長することができること及び１月 日まで

に履行期限が到来する県の条例又は規則に基づく義務が同月 日までに履行されたときは，

不履行について行政上及び刑事上の責任は問われないこととする「令和元年台風第 号の被
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東日本台風により，次のいずれかに該当する方

① 住家の全半壊，全半焼，床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方

※ 罹災証明書の提示は必要ありません。

② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方

③ 主たる生計維持者の行方が不明である方

④ 主たる生計維持者が業務を廃止，又は休止された方

⑤ 主たる生計維持者が失職し，現在収入がない方

ハ 適用期間 月 日から令和２年１月 日の診療，調剤及び訪問看護

ニ 周知方法

県内の自立支援医療（精神通院医療）指定医療機関，審査支払機関，県内市町村，県関係機

関，岩手・福島・山形県庁へ通知し，医療機関において掲示することにより，受給者への周知

を図る。

精神障害者への支援に関する検証

○ 評価できる点

・ 公費負担実績はなかったが、被災により医療費の自己負担額の支払いが困難となる県民が、

保険者の違いによる差異が生じることを防ぐための対応を、国からの通知後早急に検討し、

月中に医療機関等関係機関に周知することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 当県では、国からの通知から短期間で周知までの対応ができたが、精神科病院は仙台市に集

中していることから、仙台市と同時期に対応できることが望ましい。

今回は、仙台市も同様の対応を実施したが、決定が県よりも遅かったことから、医療機関が

患者対応に苦慮されたと思われる。

○ 関連資料

負担割合 
イ 通常の場合 

７  ２ １ 
保険 公費 自己負担 

ロ 今回の場合 
(ｲ) 台風の被災者のうち，保険者が国民健康保険，一部社会保険の場合 

７ ２ １ 
保険 公費 保険 

(ﾛ) 台風の被災者のうち，保険者が上記以外の場合 

７ ２ １ 
保険 公費 公費 

 
今回増加分 

に関する事務取扱要綱を 月 日に制定し，同日に各保健福祉事務所と各市町村に周知をし

た。

ﾛ 加入者への通知

掛金減免に係る通知を，加入者へ毎月送付する掛金納入通知書と同封して， 月８日に送付

した。加入者からの申請は無かった。

ロ 障害児入所給付費等

各児童相談所を通じて保護者の被災状況の確認・把握を行った。厚生労働省から令和元年 月

日付け「令和元年台風第 号による被災者に係る利用料等の取扱いについて」により，利用

料の支払いの免除等について，特段の配慮を願いたい。との連絡があり，また，他の類似の制度

においても，同様の連絡や措置がなされた。

従来から定めていた「災害による障害児施設給付費等の利用者負担の軽減に関する取扱要綱」

について，他の類似制度と同様の適用となるよう軽減対象者，軽減適用期間，軽減申請方法の添

付書類削除を行い，「災害による障害児入所給付費等の利用者負担の軽減に関する取扱要綱」と

改正を行った。

障害児（者）への支援に関する検証

○ 評価できる点

ロ 障害児入所給付費等

改正により，他の類似制度と均衡を図り，あわせて，申請事務の軽減も図った。

○ 課題と今後の対策の方向性

ロ 障害児入所給付費等

当該要綱に該当する被災した保護者はいなかった。

精神障害者への支援

○ 被害の状況や動き

令和元年 月 日付け厚生労働省保健局保健課等連名の事務連絡により，保険者が国民健康保

険，社会保険の一部の保険者については，医療機関等の窓口において口頭で被災した旨申し出る

ことにより，一部負担金が猶予されることとなった。

一方，一部の社会保険の被保険者については，猶予されず通常どおり一部負担金を支払わなけ

ればならないことから，保険者の違いによる差異が生じることを防ぐため，負担金の猶予がされ

ない自立支援医療（精神通院医療）の受給者について，一部負担金を公費で負担する。

○ 対応

イ 内容

宮城県知事発行の自立支援医療（精神通院医療）受給者証を持ち，加入している医療保険の

窓口負担猶予を行わない健康保険組合等に加入している方で，東日本台風による被災された方

についての，自己負担金を公費で負担する。

ロ 対象者

下記Ａ及びＢのいずれにも該当し、かつ①～⑤のいずれかに該当する方

Ａ 宮城県知事発行の自立支援医療（精神通院医療）受給者証をお持ちの方

Ｂ 医療保険の窓口負担猶予を行わない健康保険組合等に加入している方
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東日本台風により，次のいずれかに該当する方

① 住家の全半壊，全半焼，床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方

※ 罹災証明書の提示は必要ありません。

② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方

③ 主たる生計維持者の行方が不明である方

④ 主たる生計維持者が業務を廃止，又は休止された方

⑤ 主たる生計維持者が失職し，現在収入がない方

ハ 適用期間 月 日から令和２年１月 日の診療，調剤及び訪問看護

ニ 周知方法

県内の自立支援医療（精神通院医療）指定医療機関，審査支払機関，県内市町村，県関係機

関，岩手・福島・山形県庁へ通知し，医療機関において掲示することにより，受給者への周知

を図る。

精神障害者への支援に関する検証

○ 評価できる点

・ 公費負担実績はなかったが、被災により医療費の自己負担額の支払いが困難となる県民が、

保険者の違いによる差異が生じることを防ぐための対応を、国からの通知後早急に検討し、

月中に医療機関等関係機関に周知することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 当県では、国からの通知から短期間で周知までの対応ができたが、精神科病院は仙台市に集

中していることから、仙台市と同時期に対応できることが望ましい。

今回は、仙台市も同様の対応を実施したが、決定が県よりも遅かったことから、医療機関が

患者対応に苦慮されたと思われる。

○ 関連資料

負担割合 
イ 通常の場合 

７  ２ １ 
保険 公費 自己負担 

ロ 今回の場合 
(ｲ) 台風の被災者のうち，保険者が国民健康保険，一部社会保険の場合 

７ ２ １ 
保険 公費 保険 

(ﾛ) 台風の被災者のうち，保険者が上記以外の場合 

７ ２ １ 
保険 公費 公費 

 
今回増加分 

に関する事務取扱要綱を 月 日に制定し，同日に各保健福祉事務所と各市町村に周知をし

た。

ﾛ 加入者への通知

掛金減免に係る通知を，加入者へ毎月送付する掛金納入通知書と同封して， 月８日に送付

した。加入者からの申請は無かった。

ロ 障害児入所給付費等

各児童相談所を通じて保護者の被災状況の確認・把握を行った。厚生労働省から令和元年 月

日付け「令和元年台風第 号による被災者に係る利用料等の取扱いについて」により，利用

料の支払いの免除等について，特段の配慮を願いたい。との連絡があり，また，他の類似の制度

においても，同様の連絡や措置がなされた。

従来から定めていた「災害による障害児施設給付費等の利用者負担の軽減に関する取扱要綱」

について，他の類似制度と同様の適用となるよう軽減対象者，軽減適用期間，軽減申請方法の添

付書類削除を行い，「災害による障害児入所給付費等の利用者負担の軽減に関する取扱要綱」と

改正を行った。

障害児（者）への支援に関する検証

○ 評価できる点

ロ 障害児入所給付費等

改正により，他の類似制度と均衡を図り，併せて，申請事務の軽減も図った。

○ 課題と今後の対策の方向性

ロ 障害児入所給付費等

当該要綱に該当する被災した保護者はいなかった。

精神障害者への支援

○ 被害の状況や動き

令和元年 月 日付け厚生労働省保健局保健課等連名の事務連絡により，保険者が国民健康保

険，社会保険の一部の保健者については，医療機関等の窓口において口頭で被災した旨申し出る

ことにより，一部負担金が猶予されることとなった。

一方，一部の社会保険の被保険者については，猶予されず通常どおり一部負担金を支払わなけ

ればならないことから，保険者の違いによる差異が生じることを防ぐため，負担金の猶予がされ

ない自立支援医療（精神通院医療）の受給者について，一部負担金を公費で負担する。

○ 対応

イ 内容

宮城県知事発行の自立支援医療（精神通院医療）受給者証を持ち，加入している医療保険の

窓口負担猶予を行わない健康保険組合等に加入している方で，東日本台風による被災された方

についての，自己負担金を公費で負担する。

ロ 対象者

下記Ａ及びＢのいずれにも該当し、かつ①～⑤のいずれかに該当する方

Ａ 宮城県知事発行の自立支援医療（精神通院医療）受給者証をお持ちの方

Ｂ 医療保険の窓口負担猶予を行わない健康保険組合等に加入している方
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ビス事業者への周知を図った。また，各市町村には，担当課宛てに電子メールを送信し周知徹

底を図った。

ロ 被災者に係る介護サービス利用料自己負担分の免除の実施

厚生労働省からの事務連絡に基づき，県内の被害状況を鑑み，被災者の介護の一部負担金の

免除等に係る特別対策について，保険者（市町村）の意向をとりまとめ，厚生労働省へ報告し

た。 月 日以降，同様の意向確認作業を行い，最終的に， 月 日 時時点において，

県内すべての市町村で介護サービス利用料自己負担分支払い免除の実施を決定した。

介護保険制度の特例に関する検証

○ 評価できる点

・ 通常時から国，県，市町村との連携がとれているため，迅速な対応につながった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今後，国内で同様の災害が起こることが想定されるため，災害が起こってからの対応ではな

く，災害が起こる前から「災害救助法が適用された場合は，こういう対応をする。」というよう

な事前合意があった方がよりスムーズな対応がとれると考える。

政府要望や全国知事会等の機会を捉えて国に要望していく必要がある。

４ 被災者等への雇用支援

○ 被害の状況や動き

台風に対する宮城県の被災事業者向け支援策をまとめた「台風第 号による被災事業者支援ガ

イド」へ宮城労働局の各種支援策を掲載。

○ 対応

雇用保険（東日本台風等に伴う特例）

対象者：災害により事業所が直接被害を受け，休業又は一時離職した労働者

被災者等への雇用支援に関する検証

○ 評価できる点

・ 日頃から各種事業において宮城労働局と連携しており，被災者等への各種支援策について迅

速に情報収集・発信することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今後も宮城労働局や各種関係機関と連携を密にし，情報共有を図っていく。

５ 災害ボランティア

○ 被害の状況や動き

平成 年３月に「大規模災害時における県災害ボランティアセンターの設置・運営に関する覚

書」を県，県社会福祉協議会及びみやぎ災害救援ボランティアセンターと締結し，県災害ボランテ

ィアセンターの設置・運営に関する役割等を定め，ボランティアの受入体制の整備を行った。

県地域防災計画に基づき，大規模災害時における県内外からのボランティア受入調整機関とし

国民健康保険における医療費一部負担金等の減免措置

○ 被害の状況や動き

・健康保険法等で定める保険医療機関における一部負担金の徴収について，災害により支払いが

困難な方に対する免除，徴収猶予について発災後，国の事務連絡により周知。

・健康保険法等で定める療養の給付に要した費用について，保険医療機関等は保険者に請求する

が，診療録等の滅失等の場合の概算による請求が行われる旨国の事務連絡により周知。

・国民健康保険料（税）の減免に対する財政支援の基準等について，国の事務連絡により周知。

○ 対応

イ 発災後、厚生労働省等より発出される東日本台風に関連する一部負担金等の取扱いに係る事

務連絡等の文書を速やかに，保険者に周知した。（ 市町村，３国保組合，後期高齢者医療広

域連合で一部負担金等の免除を実施した。）

ロ 東日本台風に伴う災害の被災者に係る一部負担金等支払い猶予等実施市町村・後期高齢者医

療広域連合について，随時報道機関に情報提供を行った。

ハ 市町村等からの照会とそれに対する回答を元に ＆ を作成し，全市町村等で情報共有した。

国民健康保険料等の減免措置に関する検証

○ 評価できる点

・ 国からの文書を収受した後，速やかに保険者へ転送できた。

・ 正確な情報を報道機関に提供することにより，広く県民へ周知することができた。

・ 疑義と回答を全市町村等で共有でき，円滑に事務を進めることができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 厚生労働省等からの事務連絡等については，今後も速やかに各保険者等に周知する。

・ 報道機関等も活用しながら県民への正確な情報の提供に努める。

・ 疑問点等を適宜整理しその結果を全市町村等で情報共有していくことにより，今後も円滑な

事務の執行に努めていく。

介護保険制度の特例

○ 被害の状況や動き

イ 避難時の不携帯・遺失等の理由により被保険者証等が手元にない被保険者の取扱

介護保険制度による介護サービスの提供については，災害による緊急避難的な対応が求めら

れるため，避難時の不携帯・遺失等の理由により被保険者証等を所持していない場合でも，住

所・氏名・費用負担割合等を申し出ることで，被保険者証を提示した場合と同様のサービスを

受けることが可能となった。

ロ 被災者に係る介護サービス利用料自己負担分の免除の実施

月 日，厚生労働省からの事務連絡により，県内全市町村に対し介護サービス利用料自己

負担分の免除の実施に係る意向確認を行うよう要請があった。

○ 対応

イ 避難時の不携帯・遺失等の理由により被保険者証等が手元にない被保険者の取扱

当該情報について，県ホームページ及び報道機関への記者発表等により，被災者，介護サー

− 126 −

第３章　応急・復旧対策



ビス事業者への周知を図った。また，各市町村には，担当課宛てに電子メールを送信し周知徹

底を図った。

ロ 被災者に係る介護サービス利用料自己負担分の免除の実施

厚生労働省からの事務連絡に基づき，県内の被害状況を鑑み，被災者の介護の一部負担金の

免除等に係る特別対策について，保険者（市町村）の意向をとりまとめ，厚生労働省へ報告し

た。 月 日以降，同様の意向確認作業を行い，最終的に， 月 日 時時点において，

県内すべての市町村で介護サービス利用料自己負担分支払い免除の実施を決定した。

介護保険制度の特例に関する検証

○ 評価できる点

・ 通常時から国，県，市町村との連携がとれているため，迅速な対応につながった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今後，国内で同様の災害が起こることが想定されるため，災害が起こってからの対応ではな

く，災害が起こる前から「災害救助法が適用された場合は，こういう対応をする。」というよう

な事前合意があった方がよりスムーズな対応がとれると考える。

政府要望や全国知事会等の機会を捉えて国に要望していく必要がある。

４ 被災者等への雇用支援

○ 被害の状況や動き

台風に対する宮城県の被災事業者向け支援策をまとめた「台風第 号による被災事業者支援ガ

イド」へ宮城労働局の各種支援策を掲載。

○ 対応

雇用保険（東日本台風等に伴う特例）

対象者：災害により事業所が直接被害を受け，休業又は一時離職した労働者

被災者等への雇用支援に関する検証

○ 評価できる点

・ 日頃から各種事業において宮城労働局と連携しており，被災者等への各種支援策について迅

速に情報収集・発信することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今後も宮城労働局や各種関係機関と連携を密にし，情報共有を図っていく。

５ 災害ボランティア

○ 被害の状況や動き

平成 年３月に「大規模災害時における県災害ボランティアセンターの設置・運営に関する覚

書」を県，県社会福祉協議会及びみやぎ災害救援ボランティアセンターと締結し，県災害ボランテ

ィアセンターの設置・運営に関する役割等を定め，ボランティアの受入体制の整備を行った。

県地域防災計画に基づき，大規模災害時における県内外からのボランティア受入調整機関とし

国民健康保険における医療費一部負担金等の減免措置

○ 被害の状況や動き

・健康保険法等で定める保険医療機関における一部負担金の徴収について，災害により支払いが

困難な方に対する免除，徴収猶予について発災後，国の事務連絡により周知。

・健康保険法等で定める療養の給付に要した費用について，保険医療機関等は保険者に請求する

が，診療録等の滅失等の場合の概算による請求が行われる旨国の事務連絡により周知。

・国民健康保険料（税）の減免に対する財政支援の基準等について，国の事務連絡により周知。

○ 対応

イ 発災後、厚生労働省等より発出される東日本台風に関連する一部負担金等の取扱いに係る事

務連絡等の文書を速やかに，保険者に周知した。（ 市町村，３国保組合，後期高齢者医療広

域連合で一部負担金等の免除を実施した。）

ロ 東日本台風に伴う災害の被災者に係る一部負担金等支払い猶予等実施市町村・後期高齢者医

療広域連合について，随時報道機関に情報提供を行った。

ハ 市町村等からの照会とそれに対する回答を元に ＆ を作成し，全市町村等で情報共有した。

国民健康保険料等の減免措置に関する検証

○ 評価できる点

・ 国からの文書を収受した後，速やかに保険者へ転送できた。

・ 正確な情報を報道機関に提供することにより，広く県民へ周知することができた。

・ 疑義と回答を全市町村等で共有でき，円滑に事務を進めることができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 厚生労働省等からの事務連絡等については，今後も速やかに各保険者等に周知する。

・ 報道機関等も活用しながら県民への正確な情報の提供に努める。

・ 疑問点等を適宜整理しその結果を全市町村等で情報共有していくことにより，今後も円滑な

事務の執行に努めていく。

介護保険制度の特例

○ 被害の状況や動き

イ 避難時の不携帯・遺失等の理由により被保険者証等が手元にない被保険者の取扱

介護保険制度による介護サービスの提供については，災害による緊急避難的な対応が求めら

れるため，避難時の不携帯・遺失等の理由により被保険者証等を所持していない場合でも，住

所・氏名・費用負担割合等を申し出ることで，被保険者証を提示した場合と同様のサービスを

受けることが可能となった。

ロ 被災者に係る介護サービス利用料自己負担分の免除の実施

月 日，厚生労働省からの事務連絡により，県内全市町村に対し介護サービス利用料自己

負担分の免除の実施に係る意向確認を行うよう要請があった。

○ 対応

イ 避難時の不携帯・遺失等の理由により被保険者証等が手元にない被保険者の取扱

当該情報について，県ホームページ及び報道機関への記者発表等により，被災者，介護サー
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第４節 生活必需品の確保と支援 
１ 救援物資の調達と供給

○ 被害の状況や動き

物資等の供給

災害救助法第４条では，災害により被害を受けた際の公的な救助について規定されている。

このうち，２～３号が救援物資の供給に関する規定である。

県では，大規模災害などにおいて，被災市町村が自ら物資の調達・輸送を行うことが困難な

場合に，被災者に物資を確実かつ迅速に届けられるよう，物資の要請，調達，輸送体制など，

供給の仕組みの整備を図ることとしている。

備蓄物資等による物資の調達

県では，地域防災計画に基づき，住民に対し３日分の食料及び飲料水の備蓄を呼びかけてい

る。また県自らも，食料，飲料水及び生活必需品等について，企業等と災害協定を締結するな

ど，災害時に被災者に迅速に必要な物資を提供するための体制を整備している。

他に，国のプッシュ型支援や義援物資，全国知事会等から調達する。

コンビニエンスストアとの調整

県では，被災地から食料等の供給要請があることを想定し，「災害時における物資の調達等

に関する協定」をコンビニエンスストア３社と締結している。

県災害対策本部設置後， 月 日８時に，協定締結２社（３社のうち１社は仙台市とも協定

を締結しており，仙台市も被災しているため，その１社を除く２社へ連絡）に対して要請があ

った場合の対応について事前確認を行い，供給要請に備えた。

○ 対応

避難所等への物資の調達・供給

発災後， 月 日に丸森町からの物資要請を受け，速やかに災害協定締結先である宮城県生

活協同組合連合会（以下，「県生協連」という。）に対し，丸森町への食料及び飲料水等の配

送を要請するとともに，県トラック協会を通じて県の備蓄物資である毛布を配送した。

丸森町では，河川の堤防決壊や内水氾濫の発生により，役場庁舎付近一帯が浸水しており，

業者が直接避難先まで物資を届けることが困難であったため，トラックで配送可能な最寄り地

点まで運送し，その後，自衛隊のゴムボートで避難先まで運ぶこととなった。この際，運搬業

者と役場職員との合流地点が分かりにくかったことに加え，丸森町内で電話がつながりにくい

状況であったため，受け渡しに多くの時間を要した。その後，役場周辺の浸水状況の解消や電

話回線の復旧等により，物資の供給が正常に行われるようになった。

避難所の開設が長期に及んだ４市町（丸森町，角田市，大崎市，大郷町）においては，発災

当初から，食料品や飲料水のほか，衣料品や生活用品，家電製品等の要請があったため，災害

協定先であるホームセンターや総合スーパー等への要請件数が増加していった。そのため，県

では，各市町への調達をスムーズかつ効率的に行うため，毎日２回，指定様式にて物資の要請

を受け付ける運用を開始した。

発災から一定期間経過後は，食料品や飲料水等に関しては，企業等からの義援物資や地元商

工会等との協定により，市町が独自に調達できる状況となっていたが，避難所生活の長期化に

伴い，感染症予防のためのマスク，手指消毒スプレーなどの医療品や，寒さ対策のための防寒

具，暖房器具等に関しては，国や県に対し各市町から断続的に要請があった。

て，市町村レベル及び県レベルの２段階に設置されるボランティアセンターに対し，県職員を派遣

し運営を支援する体制整備を行った。

○ 対応

月 日にボランティア活動が円滑に，安全に行われるよう支援するとともに，市町村災害ボラ

ンティアセンターの体制整備と連絡調整を行う「県災害ボランティアセンター」を設置した。

イ ボランティアの受入状況

受入数 市町ボランティアセンター 人（２月 日時点）

また，県災害ボランティアセンター支援連絡会議を被災後，毎日概ね 時から実施し，支援に

関して連携を図った。（ 月 日以降は会議に参加希望する団体も参加）

ロ 市町村災害ボランティアセンターへの職員派遣状況

涌谷町及び丸森町に対して延べ 人を派遣（ 月 日時点）

災害ボランティアに関する検証

○ 評価できる点

・ 救援活動を行うボランティア活動が円滑に，効果的かつ安全に行われるよう広域的に支援し，

関係機関との連携及び役割分担を行うことにより被災者の生活再建を支援することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今回の台風被害を教訓に，ボランティアセンターの設置運営に関して更なる体制の充実を検

討する。

− 128 −

第３章　応急・復旧対策



第４節 生活必需品の確保と支援 
１ 救援物資の調達と供給

○ 被害の状況や動き

物資等の供給

災害救助法第４条では，災害により被害を受けた際の公的な救助について規定されている。

このうち，２～３号が救援物資の供給に関する規定である。

県では，大規模災害などにおいて，被災市町村が自ら物資の調達・輸送を行うことが困難な

場合に，被災者に物資を確実かつ迅速に届けられるよう，物資の要請，調達，輸送体制など，

供給の仕組みの整備を図ることとしている。

備蓄物資等による物資の調達

県では，地域防災計画に基づき，住民に対し３日分の食料及び飲料水の備蓄を呼びかけてい

る。また県自らも，食料，飲料水及び生活必需品等について，企業等と災害協定を締結するな

ど，災害時に被災者に迅速に必要な物資を提供するための体制を整備している。

他に，国のプッシュ型支援や義援物資，全国知事会等から調達する。

コンビニエンスストアとの調整

県では，被災地から食料等の供給要請があることを想定し，「災害時における物資の調達等

に関する協定」をコンビニエンスストア３社と締結している。

県災害対策本部設置後， 月 日８時に，協定締結２社（３社のうち１社は仙台市とも協定

を締結しており，仙台市も被災しているため，その１社を除く２社へ連絡）に対して要請があ

った場合の対応について事前確認を行い，供給要請に備えた。

○ 対応

避難所等への物資の調達・供給

発災後， 月 日に丸森町からの物資要請を受け，速やかに災害協定締結先である宮城県生

活協同組合連合会（以下，「県生協連」という。）に対し，丸森町への食料及び飲料水等の配

送を要請するとともに，県トラック協会を通じて県の備蓄物資である毛布を配送した。

丸森町では，河川の堤防決壊や内水氾濫の発生により，役場庁舎付近一帯が浸水しており，

業者が直接避難先まで物資を届けることが困難であったため，トラックで配送可能な最寄り地

点まで運送し，その後，自衛隊のゴムボートで避難先まで運ぶこととなった。この際，運搬業

者と役場職員との合流地点が分かりにくかったことに加え，丸森町内で電話がつながりにくい

状況であったため，受け渡しに多くの時間を要した。その後，役場周辺の浸水状況の解消や電

話回線の復旧等により，物資の供給が正常に行われるようになった。

避難所の開設が長期に及んだ４市町（丸森町，角田市，大崎市，大郷町）においては，発災

当初から，食料品や飲料水のほか，衣料品や生活用品，家電製品等の要請があったため，災害

協定先であるホームセンターや総合スーパー等への要請件数が増加していった。そのため，県

では，各市町への調達をスムーズかつ効率的に行うため，毎日２回，指定様式にて物資の要請

を受け付ける運用を開始した。

発災から一定期間経過後は，食料品や飲料水等に関しては，企業等からの義援物資や地元商

工会等との協定により，市町が独自に調達できる状況となっていたが，避難所生活の長期化に

伴い，感染症予防のためのマスク，手指消毒スプレーなどの医療品や，寒さ対策のための防寒

具，暖房器具等に関しては，国や県に対し各市町から断続的に要請があった。

て，市町村レベル及び県レベルの２段階に設置されるボランティアセンターに対し，県職員を派遣

し運営を支援する体制整備を行った。

○ 対応

月 日にボランティア活動が円滑に，安全に行われるよう支援するとともに，市町村災害ボラ

ンティアセンターの体制整備と連絡調整を行う「県災害ボランティアセンター」を設置した。

イ ボランティアの受入状況

受入数 市町ボランティアセンター 人（２月 日時点）

また，県災害ボランティアセンター支援連絡会議を被災後，毎日概ね 時から実施し，支援に

関して連携を図った。（ 月 日以降は会議に参加希望する団体も参加）

ロ 市町村災害ボランティアセンターへの職員派遣状況

涌谷町及び丸森町に対して延べ 人を派遣（ 月 日時点）

災害ボランティアに関する検証

○ 評価できる点

・ 救援活動を行うボランティア活動が円滑に，効果的かつ安全に行われるよう広域的に支援し，

関係機関との連携及び役割分担を行うことにより被災者の生活再建を支援することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今回の台風被害を教訓に，ボランティアセンターの設置運営に関して更なる体制の充実を検

討する。
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避難者数が最も多かった丸森町では，役場付近の町民体育館を物資倉庫として活用していた

が，調達量が膨大になるにつれ，倉庫内の管理業務を行う人手が不足したほか，専門知識がな

い職員やボランティアが従事していたことから，非効率的な管理体制となっていた。そのた

め，県が災害協定に基づき物流専門家を派遣したほか，丸森町が直接，倉庫管理業務を物流業

者に委託することとなった。

丸森町では，道路の寸断により孤立世帯が発生したため，自衛隊のヘリコプターを活用した

物資輸送も行われた。

国のプッシュ型支援への対応

発災直後から，随時，内閣府や経済産業省等からリエゾンの派遣を受けたことに伴い，それ

まで市町から県に対して要請があった物資リストを共有の上，被災地への迅速な物資供給に向

け，国と県とで調達する物資の仕分けを行った。

その後は，適宜，国のリエゾンと現地の需要状況について情報交換を行いながら，県の防災

協定では調達困難な物資（段ボールベッドや暖房機器等）や，短期間に大量調達が必要な物資

（消毒薬，土のう袋等）について，国のプッシュ型支援を活用し調達を行った。

発災から一定期間経過後は，被災自治体に派遣された国のリエゾンと県のリエゾンが，現地

で直接調整を行うケースもあった。

義援物資への対応

発災当初より，県内外の企業や団体等から支援物資の提供申出があったため，その都度，各

市町に情報提供を行い，必要に応じてマッチングを行った。品目は多岐にわたり，食料品や衣

料品をはじめ，家具，家電，車両リースなどの提供があった。

関係者間の連携

今回の災害では，県トラック協会や県倉庫協会からのリエゾン派遣は行われなかったため，

物資の運搬に関する要請や必要な調整の際は，主に電話とメールによるやり取りとなった。

県トラック協会については，主に県の圏域防災拠点の資機材の運搬や県によるプッシュ型支

援（食料品，毛布）の運搬を行った。

県倉庫協会については，県の備蓄倉庫に保管してある毛布の搬出，運搬に関し，県トラック

協会と連携して調整を行ったほか，体育館を物資倉庫として使用していた丸森町からの依頼を

受け，倉庫管理業務に精通した物流専門家の派遣を行った。

コンビニエンスストアからの調達

発災後， 月 日午前，本部事務局より丸森町の避難所へ避難した被災者に提供する食料供給

について要請（要請内容：おにぎり ～ 個，丸森町へ即日配送）があり，１社が対応可

能との回答，供給を依頼。当該コンビニエンスストア・本部事務局と調整を図りながら，要請の

とおり，おにぎり 個を同日 時頃，丸森町避難所（丸森町町民体育館）に配送した。

救援物資の調達と供給に関する検証

○ 評価できる点

・ 発災直後の事前確認を行ったことにより，迅速な対応に繋がった。

・ 協定先コンビニエンスストアの全面的な協力により，非常に困難な供給依頼であったにも関

わらず，要請どおり食料調達をすることができた。

・ 配送について，当該コンビニエンスストア・本部事務局と迅速に連絡調整を行い，要請のと
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おり夕食時間帯（ 時頃）に食料を現地に供給することができた。

２ 燃料の確保

○ 被害の状況や動き

燃料等の供給（全国）

県内全域で燃料供給が滞るような大規模な災害が発生した場合，県危機対策課と石油連盟が

平成 年に締結した「災害時の重要施設に係る情報共有に関する覚書」に基づき，石油元売り

会社から直接燃料の供給を受けることを想定し，供給対象の「重要施設（医療機関や警察・消

表３－４－１ 県（災害協定締結先）による主な調達物資一覧

品目 数量

食料品（おにぎり，菓子パン，レトルト食品等） 食

飲料水（水，お茶，スポーツ飲料） 本

衣料品（スウェット，下着，防寒着等） 着

靴下 足

靴（スニーカー，長靴，スリッパ等） 足

手袋（軍手，ゴム手袋） 双

紙類（ティッシュペーパー，トイレットペーパー等） 個

マスク 枚

おむつ（大人用，子供用，介護用） パック

ホッカイロ 個

仮設トイレ 基

簡易トイレ 個

タオル（バスタオル，フェイスタオル等） 枚

毛布（県備蓄物資） 枚

寝具類（布団，シーツ，マットレス等） 枚

土のう袋 枚

ブルーシート 枚

電化製品（洗濯機，掃除機，ストーブ，電子レンジ等） 台

 
表３－４－２ 国（内閣府，経済産業省）による主な調達物資一覧 

品目 数量

ハイター（消毒液） 本

仮設トイレ 基

タオル 枚

段ボールベッド 台

パーティション 枚

土のう袋 枚

電気毛布，カーペット 枚

加湿空気清浄機 台

 

避難者数が最も多かった丸森町では，役場付近の町民体育館を物資倉庫として活用していた

が，調達量が膨大になるにつれ，倉庫内の管理業務を行う人手が不足したほか，専門知識がな

い職員やボランティアが従事していたことから，非効率的な管理体制となっていた。そのた

め，県が災害協定に基づき物流専門家を派遣したほか，丸森町が直接，倉庫管理業務を物流業

者に委託することとなった。

丸森町では，道路の寸断により孤立世帯が発生したため，自衛隊のヘリコプターを活用した

物資輸送も行われた。

国のプッシュ型支援への対応

発災直後から，随時，内閣府や経済産業省等からリエゾンの派遣を受けたことに伴い，それ

まで市町から県に対して要請があった物資リストを共有の上，被災地への迅速な物資供給に向

け，国と県とで調達する物資の仕分けを行った。

その後は，適宜，国のリエゾンと現地の需要状況について情報交換を行いながら，県の防災

協定では調達困難な物資（段ボールベッドや暖房機器等）や，短期間に大量調達が必要な物資

（消毒薬，土のう袋等）について，国のプッシュ型支援を活用し調達を行った。

発災から一定期間経過後は，被災自治体に派遣された国のリエゾンと県のリエゾンが，現地

で直接調整を行うケースもあった。

義援物資への対応

発災当初より，県内外の企業や団体等から支援物資の提供申出があったため，その都度，各

市町に情報提供を行い，必要に応じてマッチングを行った。品目は多岐にわたり，食料品や衣

料品をはじめ，家具，家電，車両リースなどの提供があった。

関係者間の連携

今回の災害では，県トラック協会や県倉庫協会からのリエゾン派遣は行われなかったため，

物資の運搬に関する要請や必要な調整の際は，主に電話とメールによるやり取りとなった。

県トラック協会については，主に県の圏域防災拠点の資機材の運搬や県によるプッシュ型支

援（食料品，毛布）の運搬を行った。

県倉庫協会については，県の備蓄倉庫に保管してある毛布の搬出，運搬に関し，県トラック

協会と連携して調整を行ったほか，体育館を物資倉庫として使用していた丸森町からの依頼を

受け，倉庫管理業務に精通した物流専門家の派遣を行った。

コンビニエンスストアからの調達

発災後， 月 日午前，本部事務局より丸森町の避難所へ避難した被災者に提供する食料供給

について要請（要請内容：おにぎり ～ 個，丸森町へ即日配送）があり，１社が対応可

能との回答，供給を依頼。当該コンビニエンスストア・本部事務局と調整を図りながら，要請の

とおり，おにぎり 個を同日 時頃，丸森町避難所（丸森町町民体育館）に配送した。

救援物資の調達と供給に関する検証

○ 評価できる点

・ 発災直後の事前確認を行ったことにより，迅速な対応に繋がった。

・ 協定先コンビニエンスストアの全面的な協力により，非常に困難な供給依頼であったにも関

わらず，要請どおり食料調達をすることができた。

・ 配送について，当該コンビニエンスストア・本部事務局と迅速に連絡調整を行い，要請のと
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日の対応と同様に，石商に確認の上丸森町内の と直接調整した。伊具高校からヘリコプ

ターで運搬するため，伊具高校グラウンドにて小型タンクローリーからドラム缶へ給油するこ

ととし，混合油は別途確保し，ドラム缶と併せて伊具高校へ運搬した。

なお，ドラム缶は県の防災拠点から運搬し，伊具高校での給油時には，県から町に派遣され

ているリエゾン２名が立ち会うこととした。 時までにドラム缶への給油が完了し，ヘリコプ

ターでの運搬を行った。

ボイラー用軽油の供給（ 月 日～ 日）

県農業政策室より，孤立集落の家畜飼育に用いるボイラー用燃料として，軽油 ℓの調達依

頼があり，石商経由で，丸森町で対応可能な の紹介を受けた。 と調整した結果，容器は県

側で調達の上，給油自体は前回同様に対応可能であることを確認。結果的に給油及び運搬は

日に実施された。

燃料の確保に関する検証

○ 評価できる点

・ ６月の防災訓練で，石商の担当者と訓練対応していたことから，円滑な調整が出来た。

日頃からのコミュニケーションが重要であると実感した。

・ 被災した丸森町で稼働している に早い段階で連絡を取れたことや，地方振興事務所へ

の現地対応の依頼などの役割分担が円滑にできたことにより，適時適格な対応ができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 月 日に依頼があった発電機用燃料について，軽油の調達の指示により調整を進めてい

たが，必要な燃料がガソリンであったため，調整に時間を要し，関係者に余計な手間をかけさ

せる結果となり，場合によっては混乱を生じさせる可能性があったと思われる。ガソリンとそ

の他の油種については取扱いにあたっての危険性が全く異なるため，正確な情報の伝達に十分

注意する必要がある。

３ 義援金，寄附金の受付と配分

災害義援金

○ 被害の状況や動き

イ 業務概要

災害義援金（以下，「義援金」という。）は，被災した方への支援として寄せられるもの

で，県地域防災計画に「大規模災害時には，国内，国外から多くの義援金が送られてくるこ

とが予想されるため，県及び市町村は，これらの受入れ体制を確立し，関係機関と連携して

迅速かつ適切に配分する。」と規定されている。

県の「受入れ」の業務は，義援金の受入れ窓口を決定するとともに寄せられた義援金を受

納し配分が決定するまで保管すること，「配分」の業務は，迅速性・公平性・透明性の確保を

図り，義援金の受入れ団体及び関係機関の代表者からなる「宮城県災害義援金配分委員会」

を設置して義援金総額や被害状況等を考慮し，配分基準を協議，決定の上，被災者への支給

を行う市町村に適切かつ速やかに配分を行うことである。

○ 対応

防など県が定める施設）」の情報を関係機関で事前に共有し，有効に運用することを定めてい

る。

重要施設の情報共有については，平成 年度から石油連盟が運用を開始した「災害時情報収

集システム」が活用可能。このシステムを通じて政府災害対策本部に対し重要施設への給油

（ガソリン・重油・軽油等）要請を実施する。

燃料等の供給（県内）

県内で対応が可能な局地的な災害を中心に，県危機対策課と県石油商業組合・県石油商業協

同組合（以下，「石商」という。）が平成 年に締結した「災害時における支援に関する協

定」に基づき，ガソリンスタンドの稼働状況の提供，緊急車両や重要施設等への燃料優先供給

を受けることを想定している。

【参考】関係団体について

※ 石油連盟は，日本の石油精製・元売会社 社を会員として構成する基幹的産業団体。

※ 県石油商業組合は，業界全体の中小企業者を代表する，公益的な性格を有する組織。県石油

商業協同組合は，事業者の経営の合理化と取引の改善を図るための組織（組合員の経済的地位

の向上促進等）。なお，両組合は所在地・代表者・職員が同一の２枚看板の組織。

○ 対応

月 日から，丸森町内へ，発電機や重機，ボイラーに使用するガソリン・軽油等の供給支援を

行った。

災害時における支援協定を締結している石商から，丸森町内で営業しているガソリンスタンド（以

下，「 」という。）の紹介を受け，当該 と供給方法（時間・場所・給油容器等）についての調整を

行った。具体の対応は以下の通り。

なお，町中心部から集落への道路が寸断されていたため，集落への運搬は伊具高校グラウンドから

自衛隊のヘリコプターで実施。

発電機用ガソリンの供給（ 月 日～ 日）

停電及び断水した丸森町内の３つの集落において飲料水を確保するため，東北電力から井戸

水汲み上げ用ポンプを稼働するための発電機の提供申し出があった。この燃料として県災害対

策本部経由で，当初軽油 ℓの調達依頼があった。石商と調整を行い，丸森町内で稼働してい

る の紹介を受け，詳細の調達方法は と直接調整した。

避難所への道路が寸断されていたため，ヘリコプターの発着点となった町内の伊具高校グラ

ウンドへ小型タンクローリーで直接運び，ドラム缶への給油前提で調整していたが，県災害対

策本部より，「発電機の燃料は軽油ではなくガソリン」との訂正の連絡があった。

危険性の高いガソリンの場合は，グラウンドでの移し替えが不可であることから， での携

行缶への給油が前提となったため，大河原地方振興事務所と調整し，事務所で調達可能な携行

缶の他，不足分は災害協定を締結しているホームセンターから購入し，丸森町内の給油所から

ガソリン計 ℓ を携行缶に給油し，伊具高校へ運搬した。

しかし，東北電力から供給される予定の発電機がヘリコプターの発着が可能な夕方までに到

着せず，翌日，自衛隊のヘリコプターでガソリンを運搬した。

重機用軽油の供給（ 月 日）

丸森町から県災害対策本部経由で，孤立集落の地域住民が道路啓開を行うための重機燃料と

して，軽油 ℓと混合油を調達して欲しいとの要請があった。
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日の対応と同様に，石商に確認の上丸森町内の と直接調整した。伊具高校からヘリコプ

ターで運搬するため，伊具高校グラウンドにて小型タンクローリーからドラム缶へ給油するこ

ととし，混合油は別途確保し，ドラム缶と併せて伊具高校へ運搬した。

なお，ドラム缶は県の防災拠点から運搬し，伊具高校での給油時には，県から町に派遣され

ているリエゾン２名が立ち会うこととした。 時までにドラム缶への給油が完了し，ヘリコプ

ターでの運搬を行った。

ボイラー用軽油の供給（ 月 日～ 日）

県農業政策室より，孤立集落の家畜飼育に用いるボイラー用燃料として，軽油 ℓの調達依

頼があり，石商経由で，丸森町で対応可能な の紹介を受けた。 と調整した結果，容器は県

側で調達の上，給油自体は前回同様に対応可能であることを確認。結果的に給油及び運搬は

日に実施された。

燃料の確保に関する検証

○ 評価できる点

・ ６月の防災訓練で，石商の担当者と訓練対応していたことから，円滑な調整が出来た。

日頃からのコミュニケーションが重要であると実感した。

・ 被災した丸森町で稼働している に早い段階で連絡を取れたことや，地方振興事務所へ

の現地対応の依頼などの役割分担が円滑にできたことにより，適時適格な対応ができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 月 日に依頼があった発電機用燃料について，軽油の調達の指示により調整を進めてい

たが，必要な燃料がガソリンであったため，調整に時間を要し，関係者に余計な手間をかけさ

せる結果となり，場合によっては混乱を生じさせる可能性があったと思われる。ガソリンとそ

の他の油種については取扱いにあたっての危険性が全く異なるため，正確な情報の伝達に十分

注意する必要がある。

３ 義援金，寄附金の受付と配分

災害義援金

○ 被害の状況や動き

イ 業務概要

災害義援金（以下，「義援金」という。）は，被災した方への支援として寄せられるもの

で，県地域防災計画に「大規模災害時には，国内，国外から多くの義援金が送られてくるこ

とが予想されるため，県及び市町村は，これらの受入れ体制を確立し，関係機関と連携して

迅速かつ適切に配分する。」と規定されている。

県の「受入れ」の業務は，義援金の受入れ窓口を決定するとともに寄せられた義援金を受

納し配分が決定するまで保管すること，「配分」の業務は，迅速性・公平性・透明性の確保を

図り，義援金の受入れ団体及び関係機関の代表者からなる「宮城県災害義援金配分委員会」

を設置して義援金総額や被害状況等を考慮し，配分基準を協議，決定の上，被災者への支給

を行う市町村に適切かつ速やかに配分を行うことである。

○ 対応

防など県が定める施設）」の情報を関係機関で事前に共有し，有効に運用することを定めてい

る。

重要施設の情報共有については，平成 年度から石油連盟が運用を開始した「災害時情報収

集システム」が活用可能。このシステムを通じて政府災害対策本部に対し重要施設への給油

（ガソリン・重油・軽油等）要請を実施する。

燃料等の供給（県内）

県内で対応が可能な局地的な災害を中心に，県危機対策課と県石油商業組合・県石油商業協

同組合（以下，「石商」という。）が平成 年に締結した「災害時における支援に関する協

定」に基づき，ガソリンスタンドの稼働状況の提供，緊急車両や重要施設等への燃料優先供給

を受けることを想定している。

【参考】関係団体について

※ 石油連盟は，日本の石油精製・元売会社 社を会員として構成する基幹的産業団体。

※ 県石油商業組合は，業界全体の中小企業者を代表する，公益的な性格を有する組織。県石油

商業協同組合は，事業者の経営の合理化と取引の改善を図るための組織（組合員の経済的地位

の向上促進等）。なお，両組合は所在地・代表者・職員が同一の２枚看板の組織。

○ 対応

月 日から，丸森町内へ，発電機や重機，ボイラーに使用するガソリン・軽油等の供給支援を

行った。

災害時における支援協定を締結している石商から，丸森町内で営業しているガソリンスタンド（以

下，「 」という。）の紹介を受け，当該 と供給方法（時間・場所・給油容器等）についての調整を

行った。具体の対応は以下の通り。

なお，町中心部から集落への道路が寸断されていたため，集落への運搬は伊具高校グラウンドから

自衛隊のヘリコプターで実施。

発電機用ガソリンの供給（ 月 日～ 日）

停電及び断水した丸森町内の３つの集落において飲料水を確保するため，東北電力から井戸

水汲み上げ用ポンプを稼働するための発電機の提供申し出があった。この燃料として県災害対

策本部経由で，当初軽油 ℓの調達依頼があった。石商と調整を行い，丸森町内で稼働してい

る の紹介を受け，詳細の調達方法は と直接調整した。

避難所への道路が寸断されていたため，ヘリコプターの発着点となった町内の伊具高校グラ

ウンドへ小型タンクローリーで直接運び，ドラム缶への給油前提で調整していたが，県災害対

策本部より，「発電機の燃料は軽油ではなくガソリン」との訂正の連絡があった。

危険性の高いガソリンの場合は，グラウンドでの移し替えが不可であることから， での携

行缶への給油が前提となったため，大河原地方振興事務所と調整し，事務所で調達可能な携行

缶の他，不足分は災害協定を締結しているホームセンターから購入し，丸森町内の給油所から

ガソリン計 ℓ を携行缶に給油し，伊具高校へ運搬した。

しかし，東北電力から供給される予定の発電機がヘリコプターの発着が可能な夕方までに到

着せず，翌日，自衛隊のヘリコプターでガソリンを運搬した。

重機用軽油の供給（ 月 日）

丸森町から県災害対策本部経由で，孤立集落の地域住民が道路啓開を行うための重機燃料と

して，軽油 ℓと混合油を調達して欲しいとの要請があった。

− 133 −

第３章　応急・復旧対策



イ 受入れ体制の確立

月 日，台風による大雨による県内の被害状況から，今後，義援金が寄せられることが

予想されたことから，県災害対策本部として３月 日まで義援金を受入れすることを決定し

た。受入れ決定に向けては，義援金受入れ団体である日本赤十字社宮城県支部及び社会福祉

法人宮城県共同募金会と受入れの開始時期や期間について連絡調整を図りながら検討し，速

やかな受入れ体制の確立及び他団体の状況の把握を進めた。

義援金の受入れを報道機関へ情報提供するとともに，県ホームページに掲載し，広く協力

を募った。

ロ 受入れ

月 日，義援金受付マニュアルを作成し，義援金受領書の発行等について手続きを定

め，「受領書発行願」の様式を県ホームページに掲載した。「受領書発行願」は日々整理を行

い，順次，発行を行った。

企業や団体等からの「義援金を直接知事に渡したい。」という要望に対しては，県秘書課に

協議し，可能な限り寄附者の意向に沿うよう調整を行った。調整がつかない場合は，県保健

福祉部内及び県社会福祉課内で対応することとした。

県社会福祉課へ現金を持参された場合の受入れ手続きについてもマニュアルに基づき，「受

付票」や「預かり証」などの様式を整えて対応を行った。

令和２年３月３日，本格的な生活再建はこれからである被災者の方々もいらっしゃること

等を鑑み受入期間を当初の３月 日から１年間延長し，令和３年３月 日までとすることを

公表した。

ハ 配分

県災害対策本部から発表される被害状況を随時確認するとともに，過去の県内における義

援金や他都道府県の大雨災害の際の義援金の配分状況について情報収集を行い，公平性に留

意して配分基準案の検討を行った。

月 日，「宮城県災害義援金配分委員会」を開催し，配分対象・基準，配分額等を協議・

決定し，同日，その内容を市町村に通知するとともに報道機関へ情報提供を行った。 月

日，第１次配分を，２月７日，第２次配分をそれぞれ市町村へ送金した。

ニ 受入れ・配分状況の公表

毎月末の義援金受入れ額や配分委員会の決定内容，市町村への配分状況等を県のホームペ

ージで公表し，透明性の確保を図った。

災害義援金の対応に関する検証

○ 評価できる点

・ 東日本大震災の義援金を継続して受入れ・配分を行っていたこと，また，災害が発生した場

合の業務の流れについて概要を作成していたことから，いつ何を行うかを明確にして業務を進

めることができた。

・ 配分について，被害が発生してから１か月ほどで「宮城県災害義援金配分委員会」を開催し

配分対象・基準，配分額等を決定し，決定後１週間で市町村へ配分を行ったことにより，被災

者への義援金の支給を年内に開始することができた。また，「宮城県災害義援金配分委員会」に

おいて，第２次以降の配分も第１次配分と同様の配分対象・基準等で行うことも決定したこと
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で，義援金の受入れ状況により，継続して迅速な配分が行えるようにした。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 配分基準・方法の検討に当たって，他都道府県の大雨被害による義援金の配分基準等の情報

収集や，配分対象の検討に必要な「罹災証明書」に記載される被害の程度の内容を把握するこ

とに時間を要した。特に被害の程度に「準半壊」を記載することが 月から追加されたことか

ら，この被害がどの程度のものなのかを理解し，配分対象としてどのように反映するか等につ

いて検討を重ねる必要が生じたため，平時から住家の被害認定等の情報を得て，基本的な配分

基準等を検討しておくことが望まれる。

・ 義援金の受入れや配分については，報道機関への情報提供や県政だより等で広報を行ってい

るが，掲載できる情報量には限りがある。県ホームページでは詳細を掲載しているが，閲覧で

きない環境にある方々に対する情報提供について，例えば「みやぎ被災者生活支援ガイドブッ

ク」の掲載内容を拡充するとか，同様のものを作成するといったことが望まれる。

○ 関連資料

イ 県受入義援金 月別受付件数・金額

ロ 受入状況 （２月 日時点）

寄附金

○ 被害の状況や動き

東日本台風に伴う災害復旧等対策のための寄附金受入を実施した。

○ 対応

月 日，県内の民間業者から台風災害復旧に係る寄附金の申出があった。 月 日，県ホー

ムページに寄附金の案内ページを掲載。寄附金・義援金の受け入れについて， 月３日付け新聞

「県からのお知らせ」に掲載依頼。以降，随時寄附金を受入れている。寄附者に対しては，お礼

月 件数 義援金額 備考

月 件 円 月 日～

月 件 円

月 件 円

１月 件 円

２月 件 円

計 件 円

 

区分 金額

義援金受付団体 ※ 円

宮城県 円

計 円

※義援金受付団体：日本赤十字社，日本赤十字社宮城県支部，中央共同募金会，宮城県共同募金会 
日本赤十字社と中央共同募金会については，全体の義援金の内，宮城県配分額を計上 

イ 受入れ体制の確立

月 日，台風による大雨による県内の被害状況から，今後，義援金が寄せられることが

予想されたことから，県災害対策本部として３月 日まで義援金を受入れすることを決定し

た。受入れ決定に向けては，義援金受入れ団体である日本赤十字社宮城県支部及び社会福祉

法人宮城県共同募金会と受入れの開始時期や期間について連絡調整を図りながら検討し，速

やかな受入れ体制の確立及び他団体の状況の把握を進めた。

義援金の受入れを報道機関へ情報提供するとともに，県ホームページに掲載し，広く協力

を募った。

ロ 受入れ

月 日，義援金受付マニュアルを作成し，義援金受領書の発行等について手続きを定

め，「受領書発行願」の様式を県ホームページに掲載した。「受領書発行願」は日々整理を行

い，順次，発行を行った。

企業や団体等からの「義援金を直接知事に渡したい。」という要望に対しては，県秘書課に

協議し，可能な限り寄附者の意向に沿うよう調整を行った。調整がつかない場合は，県保健

福祉部内及び県社会福祉課内で対応することとした。

県社会福祉課へ現金を持参された場合の受入れ手続きについてもマニュアルに基づき，「受

付票」や「預かり証」などの様式を整えて対応を行った。

令和２年３月３日，本格的な生活再建はこれからである被災者の方々もいらっしゃること

等を鑑み受入期間を当初の３月 日から１年間延長し，令和３年３月 日までとすることを

公表した。

ハ 配分

県災害対策本部から発表される被害状況を随時確認するとともに，過去の県内における義

援金や他都道府県の大雨災害の際の義援金の配分状況について情報収集を行い，公平性に留

意して配分基準案の検討を行った。

月 日，「宮城県災害義援金配分委員会」を開催し，配分対象・基準，配分額等を協議・

決定し，同日，その内容を市町村に通知するとともに報道機関へ情報提供を行った。 月

日，第１次配分を，２月７日，第２次配分をそれぞれ市町村へ送金した。

ニ 受入れ・配分状況の公表

毎月末の義援金受入れ額や配分委員会の決定内容，市町村への配分状況等を県のホームペ

ージで公表し，透明性の確保を図った。

災害義援金の対応に関する検証

○ 評価できる点

・ 東日本大震災の義援金を継続して受入れ・配分を行っていたこと，また，災害が発生した場

合の業務の流れについて概要を作成していたことから，いつ何を行うかを明確にして業務を進

めることができた。

・ 配分について，被害が発生してから１か月ほどで「宮城県災害義援金配分委員会」を開催し

配分対象・基準，配分額等を決定し，決定後１週間で市町村へ配分を行ったことにより，被災

者への義援金の支給を年内に開始することができた。また，「宮城県災害義援金配分委員会」に

おいて，第２次以降の配分も第１次配分と同様の配分対象・基準等で行うことも決定したこと
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○ 課題と今後の対策の方向性

・ 災害支援に対する寄附は，被災直後に多数の寄附申出を受付する必要が生じることから，平

常時と同様の対応が難しい場合がある。今回の鳥取県のように，被災自治体の寄附受付事務を

肩代わりして支援いただけると非常に助かる。今後，災害が発生した場合は，当県が他自治体

の応援をすることができるよう，検討が必要と考える。また，県消防課においても災害復興寄

附金の制度を運用しているが，納付方法が口座振込に限られるため，県税務課のふるさと納税

寄附金と連携することにより，寄附者の利便性の向上が図られると良いと考える。

○関連資料

３月末時点の実績

○ふるさと納税受入状況

○ 鳥取県受付代行分

受付状況 件 円

宮城県送金額 円（決済手数料，証明書発行手数料 円差引）

前年同月比較 （単位：件，円）

年度 年度 年度 前年比

件数 金額 件数 金額 件数 金額 金額

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

年計

状と受領書（希望者のみ）を郵送している。また，寄附金の目録贈呈を含む知事・副知事表敬の

調整を行っている。３月末時点で 件， 円の寄附金を受け入れた。

寄附金の対応に関する検証

○ 評価できる点

・ 早い段階で専用の口座を開設し，受け入れ態勢を整えたことから，寄附金の申出や問合せに

遅滞なく対応することが出来た。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 義援金は，更に早く受入口座を開設していることから，発災後すぐに受入れ準備をしておく

など，早期に寄附金の受入が出来るようにする。

・ 義援金やふるさと納税の災害寄附金など県への支援金に対しては複数の窓口があるため，担

当する県社会福祉課や税務課と情報共有し，支援に対しての申出や問合せには，各課でワンス

トップ対応を行えるようにしたい。

ふるさと納税の受付

○ 被害の状況や動き

イ ふるさと宮城寄附金（ふるさと納税）

ふるさと納税とは，応援したいと思う都道府県や市町村に寄附をした場合に， 円を超

える部分については，一定の上限まで，原則として所得税・個人住民税が全額控除されると

いう制度であり，当県では税務課が担当している。

ロ 特産品の贈呈

ふるさと納税による寄附を広く募集するため，県外にお住まいの個人から２万円以上の寄

附をいただいた場合は，返礼品として宮城県の特産品を贈呈している。

○ 対応

被災直後から，寄附申出が多くなってきたが，寄附受付サイト（ふるさとチョイス）による

寄附が大部分を占めていたため，礼状の発送や返礼品の贈呈等の事務を遅延することなく対応

することができた。また，鳥取県からの申し出により，宮城県への災害支援寄附として鳥取県

が代理受付（ふるさとチョイスの災害支援寄附サイトを利用）で募集していただき，多くの寄

附をいただくことができた。なお，代理受付による災害支援寄附に対しては，返礼品は贈呈し

ていない。

ふるさと納税の対応に関する検証

○ 評価できる点

・ 東日本大震災の際は，ふるさとチョイス等の寄附受付サイトと契約をしていなかったため，

全ての受付方法において寄附者と県税務課の間で数回にわたってやりとりが必要となってお

り，対応に遅れが生じる場合があった。しかし，９月より寄附受付サイトの利用を開始してい

たため，ワンストップで寄附を行うことが可能となっており，多数の寄附に迅速に対応するこ

とができた。
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○ 課題と今後の対策の方向性

・ 災害支援に対する寄附は，被災直後に多数の寄附申出を受付する必要が生じることから，平

常時と同様の対応が難しい場合がある。今回の鳥取県のように，被災自治体の寄附受付事務を

肩代わりして支援いただけると非常に助かる。今後，災害が発生した場合は，当県が他自治体

の応援をすることができるよう，検討が必要と考える。また，県消防課においても災害復興寄

附金の制度を運用しているが，納付方法が口座振込に限られるため，県税務課のふるさと納税

寄附金と連携することにより，寄附者の利便性の向上が図られると良いと考える。

○関連資料

３月末時点の実績

○ふるさと納税受入状況

○ 鳥取県受付代行分

受付状況 件 円

宮城県送金額 円（決済手数料，証明書発行手数料 円差引）

前年同月比較 （単位：件，円）

年度 年度 年度 前年比

件数 金額 件数 金額 件数 金額 金額

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

年計

状と受領書（希望者のみ）を郵送している。また，寄附金の目録贈呈を含む知事・副知事表敬の

調整を行っている。３月末時点で 件， 円の寄附金を受け入れた。

寄附金の対応に関する検証

○ 評価できる点

・ 早い段階で専用の口座を開設し，受け入れ態勢を整えたことから，寄附金の申出や問合せに

遅滞なく対応することが出来た。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 義援金は，更に早く受入口座を開設していることから，発災後すぐに受入れ準備をしておく

など，早期に寄附金の受入が出来るようにする。

・ 義援金やふるさと納税の災害寄附金など県への支援金に対しては複数の窓口があるため，担

当する県社会福祉課や税務課と情報共有し，支援に対しての申出や問合せには，各課でワンス

トップ対応を行えるようにしたい。

ふるさと納税の受付

○ 被害の状況や動き

イ ふるさと宮城寄附金（ふるさと納税）

ふるさと納税とは，応援したいと思う都道府県や市町村に寄附をした場合に， 円を超

える部分については，一定の上限まで，原則として所得税・個人住民税が全額控除されると

いう制度であり，当県では税務課が担当している。

ロ 特産品の贈呈

ふるさと納税による寄附を広く募集するため，県外にお住まいの個人から２万円以上の寄

附をいただいた場合は，返礼品として宮城県の特産品を贈呈している。

○ 対応

被災直後から，寄附申出が多くなってきたが，寄附受付サイト（ふるさとチョイス）による

寄附が大部分を占めているため，礼状の発送や返礼品の贈呈等の事務を遅延することなく対応

することができた。また，鳥取県からの申し出により，宮城県への災害支援寄附として鳥取県

が代理受付（ふるさとチョイスの災害支援寄附サイトを利用）で募集していただき，多くの寄

附をいただくことができた。なお，代理受付による災害支援寄附に対しては，返礼品は贈呈し

ていない。

ふるさと納税の対応に関する検証

○ 評価できる点

・ 東日本大震災の際は，ふるさとチョイス等の寄附受付サイトと契約をしていないため，全て

の受付方法において寄附者と県税務課の間で数回にわたってやりとりが必要となっており，対

応に遅れが生じる場合があった。しかし，９月より寄附受付サイトの利用を開始していたため，

ワンストップで寄附を行うことが可能となっており，多数の寄附に迅速に対応することができ

た。
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被害の状況を調査し，その程度を証明する書面を交付しなければならない旨規定されている。

なお，内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」において，災害種別，建物構造

及び損傷部位ごとに，詳細な調査・判定方法などが定められている。

実施体制

内閣府の「災害に係る住家被害認定業務実施体制の手引き」において，実施体制の整備，業

務のマネジメント及び都道府県の役割などが定められている。

なお，被災市区町村応援職員確保システムでは，避難所運営のほか，罹災証明書の交付業務

を，支援が必要な主な災害対応業務の一つとして位置付けている。

○ 対応

調査方法及び判定方法

イ 効率化・迅速化

月 日付け内閣府事務連絡により，その取扱いが変更された。（以下，木造・プレハブに

係る水害による被害の変更内容を列記）

ｲ 「半壊に至らない」としていた損害割合 ％未満の被害について，損害割合が ％以上

％未満の被害を「一部損壊（準半壊）」に， ％未満の被害を「一部損壊（ ％未満）」

に分割して区分された。

ﾛ 外力が作用することによる一定以上の損傷が発生していない場合（いわゆる「内水氾

濫」）における，床上浸水に係る浸水深による判定が廃止され，新たに床下浸水は一部損壊

（ ％未満）と位置付けられた。

※ 外力が作用することによる一定以上の損傷が発生している場合（いわゆる「外水氾

濫」）における床下床上浸水に係る浸水深による判定は廃止されていない。）

ロ 市町村職員等担当者説明会

月 日，市町村職員，他県等からの応援職員及び県職員を対象として，内閣府職員を講

師とし，上記制度改正も含めた具体的な被害認定調査及び罹災証明書交付に関する説明会を

開催した。その中で，内閣府からは，初回の被害認定調査を発災後概ね１か月で終了するよ

う指導され，その間は毎日進捗管理表の提出を求められた。

実施体制

被災市区町村応援職員確保システムの活用により，３市町に対し，４道県１市から延べ

名の応援職員が派遣された。また，２市２町に対し，県職員を延べ 名派遣したほか，独自支

援等として，１市５町に対し，県内４市６町１村から延べ 名の応援職員が，災害協定に基づ

き，２市１町に対し，県外１市１区３町から延べ 名の応援職員が派遣された。

上記 及び により，２月 日時点で，申請件数 件に対し，交付済件数 件

（全壊 件，大規模半壊 件，半壊 件，一部損壊（準半壊） 件，一部損壊（ ％

未満） 件，被害なし 件），交付率 ％となっている。

住家被害認定調査に関する検証

○ 評価できる点

調査方法及び判定方法

・ 内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」には，被害認定フローのほか，外観，

傾斜及び各部位による判定方法及び調査票の記入例が詳細に記載されており，また，内閣府

第５節 住宅被害と住居の確保 
１ 宅地，建物の被災状況

○ 被害の状況や動き

県内では， 市町（甚大な被害発生により統計のない丸森町を含まず）において， か所の宅

地被害が発生した。宅地被害としては主に法面崩落の被害が発生した。

○ 対応

宅地被害発生状況を随時把握したほか，対策工事等について対象事業の情報提供を行った。

宅地，建物の被災状況に関する検証

○ 評価できる点

・ 速やかに市町村に対して，対策事業等の情報提供をすることができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 市町村の対策事業に係る要望がある場合は，連携して国に要望するなど，引き続き市町村を

支援していく。

２ 被災宅地危険度判定

○ 被害の状況や動き

「宮城県建築物等地震対策推進協議会」では，市町村に災害対策本部が設置される規模の地震

又は降雨等の災害により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合，二次災害の軽減と防止，住民

の安全確保を目的として「宮城県被災宅地危険度判定実施要綱」を定めている。要綱に基づき，

市町村は，被災宅地危険度判定士の協力を得て，被災宅地危険度判定を実施すること等により，

被害の発生状況を迅速かつ的確に把握する。県は，市町村の実施について，必要な支援を行う。

○ 対応

月 日に大和町の３か所において，県職員２名を派遣し，被災宅地危険度判定を実施した。

（危険宅地１か所，要注意宅地２か所）また， 月 日には色麻町の４か所において，県職員２

名を派遣し，被災宅地危険度判定を実施した。（危険宅地２か所，要注意宅地２か所）

被災宅地危険度判定に関する検証

○ 評価できる点

・ 市町村からの被災宅地危険度判定士等の支援要請に速やかに対応することが出来た。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 被災宅地危険度判定士及び判定調整員の支援について，判定する宅地数により人員調整等が

困難になることが想定されることから，支援体制の整備及び判定調整員を養成していく。

３ 住家被害認定調査

○ 被害の状況や動き

調査方法及び判定方法

災害対策基本法第 条の２において，被災者から申請があったときは，遅滞なく，住家等の
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被害の状況を調査し，その程度を証明する書面を交付しなければならない旨規定されている。

なお，内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」において，災害種別，建物構造

及び損傷部位ごとに，詳細な調査・判定方法などが定められている。

実施体制

内閣府の「災害に係る住家被害認定業務実施体制の手引き」において，実施体制の整備，業

務のマネジメント及び都道府県の役割などが定められている。

なお，被災市区町村応援職員確保システムでは，避難所運営のほか，罹災証明書の交付業務

を，支援が必要な主な災害対応業務の一つとして位置付けている。

○ 対応

調査方法及び判定方法

イ 効率化・迅速化

月 日付け内閣府事務連絡により，その取扱いが変更された。（以下，木造・プレハブに

係る水害による被害の変更内容を列記）

ｲ 「半壊に至らない」としていた損害割合 ％未満の被害について，損害割合が ％以上

％未満の被害を「一部損壊（準半壊）」に， ％未満の被害を「一部損壊（ ％未満）」

に分割して区分された。

ﾛ 外力が作用することによる一定以上の損傷が発生していない場合（いわゆる「内水氾

濫」）における，床上浸水に係る浸水深による判定が廃止され，新たに床下浸水は一部損壊

（ ％未満）と位置付けられた。

※ 外力が作用することによる一定以上の損傷が発生している場合（いわゆる「外水氾

濫」）における床下床上浸水に係る浸水深による判定は廃止されていない。）

ロ 市町村職員等担当者説明会

月 日，市町村職員，他県等からの応援職員及び県職員を対象として，内閣府職員を講

師とし，上記制度改正も含めた具体的な被害認定調査及び罹災証明書交付に関する説明会を

開催した。その中で，内閣府からは，初回の被害認定調査を発災後概ね１か月で終了するよ

う指導され，その間は毎日進捗管理表の提出を求められた。

実施体制

被災市区町村応援職員確保システムの活用により，３市町に対し，４道県１市から延べ

名の応援職員が派遣された。また，２市２町に対し，県職員を延べ 名派遣したほか，独自支

援等として，１市５町に対し，県内４市６町１村から延べ 名の応援職員が，災害協定に基づ

き，２市１町に対し，県外１市１区３町から延べ 名の応援職員が派遣された。

上記 及び により，２月 日時点で，申請件数 件に対し，交付済件数 件

（全壊 件，大規模半壊 件，半壊 件，一部損壊（準半壊） 件，一部損壊（ ％

未満） 件，被害なし 件），交付率 ％となっている。

住家被害認定調査に関する検証

○ 評価できる点

調査方法及び判定方法

・ 内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」には，被害認定フローのほか，外観，

傾斜及び各部位による判定方法及び調査票の記入例が詳細に記載されており，また，内閣府

第５節 住宅被害と住居の確保 
１ 宅地，建物の被災状況

○ 被害の状況や動き

県内では， 市町（甚大な被害発生により統計のない丸森町を含まず）において， か所の宅

地被害が発生した。宅地被害としては主に法面崩落の被害が発生した。

○ 対応

宅地被害発生状況を随時把握したほか，対策工事等について対象事業の情報提供を行った。

宅地，建物の被災状況に関する検証

○ 評価できる点

・ 速やかに市町村に対して，対策事業等の情報提供をすることができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 市町村の対策事業に係る要望がある場合は，連携して国に要望するなど，引き続き市町村を

支援していく。

２ 被災宅地危険度判定

○ 被害の状況や動き

「宮城県建築物等地震対策推進協議会」では，市町村に災害対策本部が設置される規模の地震

又は降雨等の災害により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合，二次災害の軽減と防止，住民

の安全確保を目的として「宮城県被災宅地危険度判定実施要綱」を定めている。要綱に基づき，

市町村は，被災宅地危険度判定士の協力を得て，被災宅地危険度判定を実施すること等により，

被害の発生状況を迅速かつ的確に把握する。県は，市町村の実施について，必要な支援を行う。

○ 対応

月 日に大和町の３か所において，県職員２名を派遣し，被災宅地危険度判定を実施した。

（危険宅地１か所，要注意宅地２か所）また， 月 日には色麻町の４か所において，県職員２

名を派遣し，被災宅地危険度判定を実施した。（危険宅地２か所，要注意宅地２か所）

被災宅地危険度判定に関する検証

○ 評価できる点

・ 市町村からの被災宅地危険度判定士等の支援要請に速やかに対応することが出来た。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 被災宅地危険度判定士及び判定調整員の支援について，判定する宅地数により人員調整等が

困難になることが想定されることから，支援体制の整備及び判定調整員を養成していく。

３ 住家被害認定調査

○ 被害の状況や動き

調査方法及び判定方法

災害対策基本法第 条の２において，被災者から申請があったときは，遅滞なく，住家等の
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市町村が現実的に対応できる方策を検討するよう求めていくとともに，専門的知識を有す

る職員の速やかな確保について，県内だけではなく，北海道東北ブロック内の自治体とも検

討していく必要がある。

４ 被災した住宅に関する支援

住宅の応急修理

○ 被害の状況や動き

住宅の応急修理制度は，災害救助法に基づく救助の一つであり，災害のため住宅が半壊若しく

は一部損壊の被害認定を受け，自らの資力では応急修理をすることができない世帯又は大規模半

壊の被害認定を受けた世帯に対し，被災した住宅の居室や台所，トイレなどの日常生活に必要不

可欠な最小限度の部分の応急的な修理について，被災者からの申し込みにより市町村が業者に依

頼し，修理費用を直接業者に支払う制度である。

【基準額（消費税等含む）】半壊・大規模半壊： 円 一部損壊： 円

○ 対応

月 日，災害救助法の適用に係る市町村説明会を開催し，災害救助法に基づく住宅の応急修

理制度の概要及び応急修理実施要領の内容等について説明した。また，応急修理実施要領につい

ては，同日付けで県から市町村に通知した。（仙台市には参考に送付した。）

なお，その後の関係市町からの県に対する照会等に対しては，随時個別に対応した。

住宅の応急修理は，原則として災害発生の日から１か月以内に完了することとされているが，

東日本台風において，被害が著しく甚大な市町では，被災住宅の被害認定（り災証明の発行）の

長期化や修理業者不足等の影響があったため，関係市町の状況を定期的に確認しながら，県が国

（内閣府）に協議を行い，必要な市町において特別基準により更に延長できるよう対応してきた。

令和２年４月 日現在の県全体（仙台市含む）の受付件数は 件（うち一部損壊 件）で，

そのうち，修理完了は 件（うち一部損壊 件）で，９割以上が完了となっている。一部地

域では工事業者の不足等の影響により，修理の遅れが見られたものの，関係市町では完了に向け

て調整を続けている状況である。

住宅の応急修理に関する検証

○ 評価できる点

・ 一部損壊が対象になったことや県で市町村からの要望を国（内閣府）に伝えた結果，被災者

が修理工事発注済みの場合でも精算前であれば契約変更により遡及して応急修理の対象とし

た国（内閣府）の弾力的な運用により，応急修理制度による被災住宅の救済範囲が広がった。

・ 関係市町からの県に対する応急修理制度の照会等においては，様々な修理事例が寄せられた

ものの，事例ごとに国（内閣府）へ制度の対象かどうか確認を取ったため，関係市町に対して

は確実な内容を伝達することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 住宅の応急修理は，一般基準として災害発生の日から１か月以内に完了することとされてい

るが，災害救助法が適用される災害が発生する場合においては，被災住宅の被害認定（り災証

明の発行）の長期化や被災地域における修理業者不足等の関係から，１か月以内の救助期間の

による担当者説明会も開催されたことから，各市町村における一律かつ迅速な罹災証明書の

交付に繋がった。

実施体制

・ 被災市区町村応援職員確保システムをはじめとする人的応援スキームを最大限活用する

ことにより，被害が大きかった市町における迅速な罹災証明書の交付に繋がった。

○ 課題と今後の対策の方向性

調査方法及び判定方法

・ 住家の被害認定については，内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づ

き行われており，平成 年に定められて以降，これまで数回の改定を経て，現在に至って

いる。一方，市町村が公表している住家被害戸数等は，消防庁の「災害報告取扱要領」に基

づくものとなっており，昭和 年に定められて以降，現在まで継続して運用されているも

のである。両方とも，住家の被害に係るものであり，被害程度を表す言葉も共通している部

分もあるが，その考え方には相違点が多くあることから，実際に両方の事務を直接担う市町

村においては，大きな混乱が生じている。また，多くの県民もその違いを正確には理解して

いないものと考えられることから，今後も発生が十分予想される大規模災害に備え，早い段

階で混乱の原因を取り除いておかなければならない。そのため，今後は，内閣府及び消防庁

に対し，これら考え方の一本化や整理を強く求めていく必要がある。一本化がなされるまで

の間は，この両者の違いについて，市町村だけではなく，広く県民にも理解してもらう対策

について，事前に検討しておかなければならない。

実施体制

・ 被災経験の少ない市町村においては，概算であっても必要となる人員数を算出すること

が難しく，結果，被災市区町村応援職員確保システム等による応援要請又は派遣人数決定の

遅延に繋がっていると考えられることから，内閣府又は総務省に対し，簡易的な必要人員算

出方法の確立を求めることも検討する必要がある。

・ 応援職員を派遣する地方自治体では，概ね１班当たり１週間で交代させており，初期は専

門的知識が高い職員を派遣することが可能だが，長期化するにつれ，徐々にそれが難しい状

態になっていると思われる。そのため，平時から人材育成を行う必要があるほか，被災地に

おいて，業務の質の低下を招くことのない，効果的な業務引継ぎ方法の確立などについて，

内閣府又は総務省へ要望していく必要がある。

・ 内閣府からは，発災後，概ね１か月以内に初回の被害認定調査を終了するよう強く求めら

れている。被災者救済の観点から迅速な対応が求められていることは理解するが，被災経験

が少なく，かつ，規模が小さい市町村にあっては，特定の職員又は部署を罹災証明書交付業

務に特化させることが難しく，複数の災害応急対応に従事させなければならないことから，

内閣府からの要請に対し，十分な対応を取ることが難しい。また，今回は，発災直後におい

て被害認定制度が変更されたため，理解を深めるまでに時間を要する状況であった。内閣府

では，被災市区町村応援職員確保システム等の活用により，先手を打って人員確保策を講じ

ることで対応が可能との見解であるが，被災経験が少ない市町村が抱える問題は，人員を確

保さえすれば良いという単純なものではないと考えられる。しかし，一刻も早く被災者を支

援するためには，罹災証明書の発行が最も重要であることから，内閣府に対して，すべての

− 140 −

第３章　応急・復旧対策



市町村が現実的に対応できる方策を検討するよう求めていくとともに，専門的知識を有す

る職員の速やかな確保について，県内だけではなく，北海道東北ブロック内の自治体とも検

討していく必要がある。

４ 被災した住宅に関する支援

住宅の応急修理

○ 被害の状況や動き

住宅の応急修理制度は，災害救助法に基づく救助の一つであり，災害のため住宅が半壊若しく

は一部損壊の被害認定を受け，自らの資力では応急修理をすることができない世帯又は大規模半

壊の被害認定を受けた世帯に対し，被災した住宅の居室や台所，トイレなどの日常生活に必要不

可欠な最小限度の部分の応急的な修理について，被災者からの申し込みにより市町村が業者に依

頼し，修理費用を直接業者に支払う制度である。

【基準額（消費税等含む）】半壊・大規模半壊： 円 一部損壊： 円

○ 対応

月 日，災害救助法の適用に係る市町村説明会を開催し，災害救助法に基づく住宅の応急修

理制度の概要及び応急修理実施要領の内容等について説明した。また，応急修理実施要領につい

ては，同日付けで県から市町村に通知した。（仙台市には参考に送付した。）

なお，その後の関係市町からの県に対する照会等に対しては，随時個別に対応した。

住宅の応急修理は，原則として災害発生の日から１か月以内に完了することとされているが，

東日本台風において，被害が著しく甚大な市町では，被災住宅の被害認定（り災証明の発行）の

長期化や修理業者不足等の影響があったため，関係市町の状況を定期的に確認しながら，県が国

（内閣府）に協議を行い，必要な市町において特別基準により更に延長できるよう対応してきた。

令和２年４月 日現在の県全体（仙台市含む）の受付件数は 件（うち一部損壊 件）で，

そのうち，修理完了は 件（うち一部損壊 件）で，９割以上が完了となっている。一部地

域では工事業者の不足等の影響により，修理の遅れが見られたものの，関係市町では完了に向け

て調整を続けている状況である。

住宅の応急修理に関する検証

○ 評価できる点

・ 一部損壊が対象になったことや県で市町村からの要望を国（内閣府）に伝えた結果，被災者

が修理工事発注済みの場合でも精算前であれば契約変更により遡及して応急修理の対象とし

た国（内閣府）の弾力的な運用により，応急修理制度による被災住宅の救済範囲が広がった。

・ 関係市町からの県に対する応急修理制度の照会等においては，様々な修理事例が寄せられた

ものの，事例ごとに国（内閣府）へ制度の対象かどうか確認を取ったため，関係市町に対して

は確実な内容を伝達することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 住宅の応急修理は，一般基準として災害発生の日から１か月以内に完了することとされてい

るが，災害救助法が適用される災害が発生する場合においては，被災住宅の被害認定（り災証

明の発行）の長期化や被災地域における修理業者不足等の関係から，１か月以内の救助期間の

による担当者説明会も開催されたことから，各市町村における一律かつ迅速な罹災証明書の

交付に繋がった。

実施体制

・ 被災市区町村応援職員確保システムをはじめとする人的応援スキームを最大限活用する

ことにより，被害が大きかった市町における迅速な罹災証明書の交付に繋がった。

○ 課題と今後の対策の方向性

調査方法及び判定方法

・ 住家の被害認定については，内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づ

き行われており，平成 年に定められて以降，これまで数回の改定を経て，現在に至って

いる。一方，市町村が公表している住家被害戸数等は，消防庁の「災害報告取扱要領」に基

づくものとなっており，昭和 年に定められて以降，現在まで継続して運用されているも

のである。両方とも，住家の被害に係るものであり，被害程度を表す言葉も共通している部

分もあるが，その考え方には相違点が多くあることから，実際に両方の事務を直接担う市町

村においては，大きな混乱が生じている。また，多くの県民もその違いを正確には理解して

いないものと考えられることから，今後も発生が十分予想される大規模災害に備え，早い段

階で混乱の原因を取り除いておかなければならない。そのため，今後は，内閣府及び消防庁

に対し，これら考え方の一本化や整理を強く求めていく必要がある。一本化がなされるまで

の間は，この両者の違いについて，市町村だけではなく，広く県民にも理解してもらう対策

について，事前に検討しておかなければならない。

実施体制

・ 被災経験の少ない市町村においては，概算であっても必要となる人員数を算出すること

が難しく，結果，被災市区町村応援職員確保システム等による応援要請又は派遣人数決定の

遅延に繋がっていると考えられることから，内閣府又は総務省に対し，簡易的な必要人員算

出方法の確立を求めることも検討する必要がある。

・ 応援職員を派遣する地方自治体では，概ね１班当たり１週間で交代させており，初期は専

門的知識が高い職員を派遣することが可能だが，長期化するにつれ，徐々にそれが難しい状

態になっていると思われる。そのため，平時から人材育成を行う必要があるほか，被災地に

おいて，業務の質の低下を招くことのない，効果的な業務引継ぎ方法の確立などについて，

内閣府又は総務省へ要望していく必要がある。

・ 内閣府からは，発災後，概ね１か月以内に初回の被害認定調査を終了するよう強く求めら

れている。被災者救済の観点から迅速な対応が求められていることは理解するが，被災経験

が少なく，かつ，規模が小さい市町村にあっては，特定の職員又は部署を罹災証明書交付業

務に特化させることが難しく，複数の災害応急対応に従事させなければならないことから，

内閣府からの要請に対し，十分な対応を取ることが難しい。また，今回は，発災直後におい

て被害認定制度が変更されたため，理解を深めるまでに時間を要する状況であった。内閣府

では，被災市区町村応援職員確保システム等の活用により，先手を打って人員確保策を講じ

ることで対応が可能との見解であるが，被災経験が少ない市町村が抱える問題は，人員を確

保さえすれば良いという単純なものではないと考えられる。しかし，一刻も早く被災者を支

援するためには，罹災証明書の発行が最も重要であることから，内閣府に対して，すべての
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行っていただいたが，業務内容や派遣期間，派遣人数等について，現場レベルで柔軟に対応で

きる体制の検討も必要であると思われる。

応急修理に係る協力体制

○ 被害の状況や動き

県と「（一社）宮城県建設職組合連合会」，「（一社）みやぎ中小建設業協会」及び「（一社）宮

城県優良住宅協会」（以下，「建築関係団体」という。）においては，「災害時における被災住宅

の応急修理に関する協定」を締結しており，県内で災害が発生した場合に，県が災害救助法の

規定により実施する応急修理に対して，対応可能な応急修理業者の情報提供や応急修理業者に

対する技術支援等の協力がされる。

なお，災害発生時に早急に対応出来るように，建築関係団体より事前に対応可能な応急修理

業者のリストの提供を受けており，毎年度当初に更新を行っている。

○ 対応

月 日，県震災援護室より応急修理を行う業者のリストの市町村への参考提示等の協力依

頼があり， 月 日に県建築宅地課より建築関係団体あて協力依頼を行い，仙台市を除く 市

町村に対して，建築関係団体より提供の応急修理業者のリストを送付した。

応急修理に係る協力体制に関する検証

○ 評価できる点

・ 災害発生時に早急に対応出来るように，建築関係団体より事前に対応可能な応急修理業者の

リストの提供を受けていたことから，県震災援護室からの要請後，速やかに市町村に対してリ

ストの送付ができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 応急修理業者のリストの市町村への送付が速やかにできたことから，今後も継続して，建築

関係団体より事前に対応可能な応急修理業者のリストの提供を受けておく。

一時居住のための公的住宅の提供

○ 被害の状況や動き

一時居住のための住宅として，県営及び災害公営住宅を含む市町村営住宅の空き住戸を被災

者に提供する。

○ 対応

台風上陸が予想された時点（ 月 日）で，県内各市町村に公営住宅の即時提供可能戸数を

照会し，台風通過５日後（ 月 日）から県営住宅と合わせて被災者の一時避難先として提供

を始めた。また， 月 日には県内の公営住宅に係る「即時入居可能住宅の情報」や「市町村

の受付窓口」等について，県のホームページに掲載するとともに，毎日，市町村に即時提供可

能な住宅の情報（所在地及び間取り戸数や入居状況）を通知した。さらに，被害が甚大な市町

の罹災証明の窓口や避難所等に掲示や配布するなどして，被災者への周知を図った。

提供の形態は「行政財産の目的外使用許可」とし，その条件は以下のとおり。

・対 象 者：原則「床上浸水以上」の被害とするが，状況により個別に判断する。

終了は困難である。そのため，災害規模や地域の実情を踏まえて，国（内閣府）において現在

の救助期間の見直しが必要である。

石巻市への職員派遣

○ 対応

イ 業務内容

石巻市職員と連携し，応急修理制度に係る被災者や施工業者からの電話を含む相談対応，申

請受付業務，苦情対応等に従事したもの。

ロ 派遣期間

月 日から 月 日まで

ハ 対応事務所

東部保健福祉事務所・同登米地域事務所，気仙沼保健福祉事務所

ニ 対応職員数（延べ人数）

ホ 事務の体制

市職員３名から４名程度（事務職１・２名，建築職２名）及び県職員１・２名で構成さ

れ，常時窓口は２つ設置されていた。

石巻市への職員派遣に関する検証

○ 評価できる点

・ 業務マニュアルもしっかり整備されており，業務内容も毎朝，事前に市職員から説明をいた

だくことが出来た。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 市の職員が想定していた以上に相談や申請は極めて低調であり，結果として県職員の応援は

不要であったと思慮される。ただし，台風の被害対応に忙殺されている市の職員からは，窓口

に座っていただいているだけでも助かるとのお話は頂戴していた。

・ 助成の対象となる範囲が細かく決まっており，家の細部の名称や構造等を理解していないと，

申請者の質問等に正確にお答えすることは難しく，結局，市の職員がほとんどの相談や申請受

付の事務を行う結果となった。

・ 災害時における応援職員の派遣は，被災自治体のニーズを正確に把握することが困難であり

完全なマッチングを行うことは極めて困難であると考えられるが，派遣内容を調整する際に

は，可能な限り調整をいただきたい。

・ 今回は，派遣内容が決定した後で各事務所に対して派遣依頼がなされたが，可能であれば，

当初の協議段階から派遣先も加えていただき，現場に即した内容で調整が進められるような方

法も考えられるのではないか。また，今回においても派遣期間中に一度，派遣人数の見直しを

期 間 東部 登米 気仙沼 合 計

月 日～ 日 人 ８人 人 人

月１日～ 日 人 ８人 人 人

合 計 人 人 人 人

※ 月：２名／日対応， 月：１名／日対応
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・使用期間：原則３ヶ月間（原則で最長６ヶ月まで）

・使 用 料：家賃と駐車場は免除する。

・費用求償：事業主体で負担（免除）した家賃等の費用については，災害救助法に基づく求

償の対象とはならない。

一時居住のための公的住宅の提供に関する検証

○ 評価できる点

・ 東日本大震災や平成 年熊本地震の被災者に公営住宅を提供した経験を活かし，台風被害

が予想された時点で即時提供可能戸数を把握するなど，事前対応したことにより，被災者にス

ムーズに住戸を提供することが出来た。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 事前調査の段階では，市町村毎の即時提供可能戸数のみ把握したが，入居者の検討に資する

ため，住宅の所在地や間取り，風呂釜の有無等を追加で調査した。今後はどのような情報が必

要なのか市町村の意見を聞くなどして，事前準備をしていく。

住宅相談

○ 被害の状況や動き

各建築関係団体及び独立行政法人住宅金融支援機構等と連携し，被災した住宅の復旧・再建

に関する相談に応じる。

○ 対応

宮城県地域型復興住宅推進協議会が主体となり，県及び独立行政法人住宅金融支援機構東北

支店等と連携し， 月以降，順次，被災地における建築相談会の開催や無料電話相談窓口（フ

リーダイヤル）の開設，無料出張相談等を実施し，住宅再建に向けた被災者からの相談等に応

じた。

住宅相談に関する検証

○ 評価できる点

・ 東日本大震災をきっかけに設立された宮城県地域型復興住宅推進協議会が主体となって被災

住宅に関する建築相談会や無料電話相談を実施することにより，民間事業者における東日本大

震災の経験や連携体制を活かすことができた。

・ 国土交通省の補助事業を活用することにより，被災住宅への出張相談やフリーダイヤルの設

置など，相談体制を充実させることができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 相談窓口について，記者発表やホームページ等で周知してきたが，相談を必要とする被災者

への周知方法や相談ニーズの掘り起こしが課題である。

・ 現在，応急仮設住宅などで暮らしている方の住宅再建が，今後，本格化することが予想され

ることなどから，被災市町や支援団体等と連携しながら，住宅再建を支援していく。
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５ 応急仮設住宅

○ 被害の状況や動き

応急仮設住宅の種類・供与主体

災害救助法において，応急仮設住宅は「建設型応急住宅」，民間賃貸住宅を活用した「賃貸型応

急住宅」が基本とされ，災害救助法に基づく応急救助の実施主体である都道府県及び救助実施市

（宮城県では仙台市）が被災者に対して供与を行う。

供与対象

応急仮設住宅の供与対象者は，「住宅が全壊，全焼又は流出し，居住する住宅がない者であっ

て，自らの資力では住家を得ることができない者」とされている。今回の東日本台風では，内閣

府からの通知により，特例として仮設住宅供与の対象者が拡大され，「半壊であっても，水害によ

り流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができず，自らの住居に居住できない方」，「二

次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある，ライフライン（水道，電気，ガス，道路等）が

途絶している，地すべり等により避難指示等を受けているなど，長期にわたり自らの住居に居住

できない方」についても供与の対象とされた。

供与期間

原則として建設型応急住宅については建設工事が完了した日から，賃貸型応急住宅については

賃貸借契約を締結した日から最長２年間とされている。この期間を延長する必要が生じた場合は，

国との協議により期間の延長を行う。

応急仮設住宅に関する協定等

災害救助法の改正により平成 年４月から政令指定都市である仙台市が災害救助の実施市

に指定されたことに伴い，平成 年４月１日付けで「災害救助に係る資源の配分，連絡調整等

に関する協定」を仙台市と締結した。

建設型応急住宅については，（一社）プレハブ建築協会（以下，「プレ協」という。）との「災

害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書」について宮城県，仙台市及びプレ協の三者

による協定として新たに締結し直した。

また，賃貸型応急住宅については，不動産関係３団体（（公社）宮城県宅地建物取引業協会，

（公社）全日本不動産協会宮城県本部，（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会）と締結して

いた協定に仙台市を加え，平成 年４月 日付けで「災害発生時における民間賃貸住宅の提供

等に関する協定」を新たに締結し，協定に付随する運用細則についても実際の運用を想定した

内容に改正するため，関係者で会議を開催するなど協議中であった。なお，東日本大震災では

賃貸型応急住宅の供与に当たっては当初マッチング方式（県が借り上げた住宅に被災者が申し

込む）で実施したが，制度がうまくいかなかった事等を踏まえ，東日本台風では被災者自らが

民間賃貸住宅を探して市町村に申込み，市町村及び県で供与対象になるか確認の上で契約締結

し供与することとした。

○ 対応

建設型応急住宅

イ 建設型応急住宅の建設

ｲ 町への事務委託等

建設型応急住宅（いわゆるプレハブ仮設住宅。以下，「仮設」という。）の建設については

原則県が行っているが，県と丸森町，大郷町との間で管理事務委託協定書を締結し，入退

・使用期間：原則３ヶ月間（原則で最長６ヶ月まで）

・使 用 料：家賃と駐車場は免除する。

・費用求償：事業主体で負担（免除）した家賃等の費用については，災害救助法に基づく求

償の対象とはならない。

一時居住のための公的住宅の提供に関する検証

○ 評価できる点

・ 東日本大震災や平成 年熊本地震の被災者に公営住宅を提供した経験を活かし，台風被害

が予想された時点で即時提供可能戸数を把握するなど，事前対応したことにより，被災者にス

ムーズに住戸を提供することが出来た。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 事前調査の段階では，市町村毎の即時提供可能戸数のみ把握したが，入居者の検討に資する

ため，住宅の所在地や間取り，風呂釜の有無等を追加で調査した。今後はどのような情報が必

要なのか市町村の意見を聞くなどして，事前準備をしていく。

住宅相談

○ 被害の状況や動き

各建築関係団体及び独立行政法人住宅金融支援機構等と連携し，被災した住宅の復旧・再建

に関する相談に応じる。

○ 対応

宮城県地域型復興住宅推進協議会が主体となり，県及び独立行政法人住宅金融支援機構東北

支店等と連携し， 月以降，順次，被災地における建築相談会の開催や無料電話相談窓口（フ

リーダイヤル）の開設，無料出張相談等を実施し，住宅再建に向けた被災者からの相談等に応

じた。

住宅相談に関する検証

○ 評価できる点

・ 東日本大震災をきっかけに設立された宮城県地域型復興住宅推進協議会が主体となって被災

住宅に関する建築相談会や無料電話相談を実施することにより，民間事業者における東日本大

震災の経験や連携体制を活かすことができた。

・ 国土交通省の補助事業を活用することにより，被災住宅への出張相談やフリーダイヤルの設

置など，相談体制を充実させることができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 相談窓口について，記者発表やホームページ等で周知してきたが，相談を必要とする被災者

への周知方法や相談ニーズの掘り起こしが課題である。

・ 現在，応急仮設住宅などで暮らしている方の住宅再建が，今後，本格化することが予想され

ることなどから，被災市町や支援団体等と連携しながら，住宅再建を支援していく。
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居，維持管理，補修等に関する事務を委託した。県では，被害が大きかった丸森町に対し，

月 日から 日までの３日間，応急仮設住宅に係る事務支援チーム（県震災援護室職員

１名・元災害救助法担当職員２名の計３名）を派遣し，仮設住宅受付体制の整備，仮設入

居希望者の把握等の業務支援を行った。

ﾛ 被災状況と応急仮設住宅の入居状況

住宅被害が大きかった市町村について，応急仮設住宅の入居要件となる全半壊の合計数で

見ると，丸森町，角田市，大崎市，大郷町の順となっている。丸森町及び大郷町については，

町内に提供可能な賃貸住宅が少ないことから，仮設の建設が必要となったが，大崎市及び角

田市については，応急仮設住宅入居希望数に対し，市内に提供可能な賃貸住宅が多いことか

ら，応急仮設住宅の希望調査において仮設の建設希望はなく，全て賃貸型応急住宅での対応

となっている。

ﾊ 入居希望者の調整

ａ 丸森町の対応

月 日，町と県による建設に向けた初回打合せを行った。 月 日から調査票を行政

区長経由で全戸に配布するとともに，ホームページやメールで周知し，避難所の被災者に

対しては聴き取りを行い， 月 日，必要戸数 戸として県へ報告した。 月５日から

入居希望世帯に対して，介護状況，手すり，スロープ，駐車場等の要否やペットの有無を

聴取し，団地ごとに入居希望世帯リストを県へ提出した。これらの精査が行われる中で，

最終的な建設戸数を 戸とした。

聴き取りにより入居希望者の世帯状況に応じた配置計画としたことから，要配慮世帯，

多人数世帯は抽選とせず，あらかじめ入居住戸を指定した。指定に当たっては，共助と近

隣同士の支え合いを考慮し，当該要配慮世帯が特定の団地に集中しないよう考慮した。こ

のほか，コミュニティー維持のため，なるべく被災時の居住地区に住む者同士が同じ団地

となること，ペットのいる世帯は同じ棟となるよう素案を作成し，希望者へ居住団地を提

案した。

月８日に入居者説明会を開催し，団地ごとに入居住戸の調整を行った。

ｂ 大郷町の対応

月 日，町と県による建設に向けた初回打合せを行い，避難所の被災者の意向確認な

どにより必要戸数を 戸と報告した。 月 日に罹災の程度が半壊以上の被災者を対象に

入居説明会を行い，賃貸型応急住宅，応急修理を含めた意向確認を行った。 月 日に入

居希望世帯をとりまとめ，介護状況，手すり，スロープの要否について町内の関係課で打

全半壊戸数及び応急仮設住宅入居戸数 R2.3.6現在
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合せを行い，希望世帯からの申告と併せて整理した。最終的には， 月 日に入居希望世

帯リストを県に提出し，建設戸数を 戸とした。

月 日に，入居者説明会を開催し，入居に際しての説明のほか，町において行った入

居住戸案を説明した。入居希望世帯リスト作成に当たり，スロープ希望者の集約，介護，

車椅子の必要な方の駐車場近くへの配置，複数戸数の使用などの入居条件により，設計さ

れた配置に基づき入居住戸の調整を行った。

ﾆ 建設方針及び建設要請

発災が 月 日であり，間もなく本格的な寒さが到来することから，被災者の健康維持

を考慮し令和元年の年内中入居を最優先として建設する方針とし，また，建設後にミスマ

ッチが起こらないよう，入居者個々の状況に応じた間取りでの建設を行うこととした。建

設に当たっては，建設協定を締結しており，また，迅速かつ十分な供給能力を有するプレ

協に対し，当該協定に基づき大郷町１団地及び丸森町６団地での建設要請を行った。建設

要請後は，プレ協から各団地を担当する建設業者の斡旋を受け，当該業者との賃貸借契約

（リース契約）を行った。

ﾎ 建設仕様及び建設期間

東日本大震災では，寒さ対策や居住環境改善について，被災者の入居後に追加工事を行

ったことで高コストとなり，また多くの労力を要した経験を踏まえ，あらかじめ作成して

いた仕様書には十分な寒さ対策（外壁断熱材の強化，窓の二重サッシ，風除室の設置，水道

管の凍結対策等）や居住環境への配慮（風呂の追い炊き機能，暖房便座，棟間通路，駐車場

の舗装等）を反映していたことから，当該仕様書に基づき建設を行った。

また，町が調査した入居希望世帯の情報（高齢者，介護の状況，障害の有無など）に基づ

き，事前に作成している標準仕様では対応困難な多人数子育て世帯向けの間取り（４ ）

の導入のほか，高齢者世帯向けのスロープの設置や間仕切り壁，押入れ及び畳を無くし介

助スペースを確保するなど，可能な範囲できめ細かな配慮を行った。

団地内の住戸配置は，町の入居希望世帯リストに基づき各世帯の人数のほか個別の状況

を踏まえ建設業者が計画し，県及び町との調整により確定させ，当該リストの提出から概

ね３～４日後に建設に着手した。

仮設は概ね１か月で完成し，その翌日に町への引渡を行い，翌々日には入居開始となっ

た。建設用地の選定及び入居希望者の決定に時間を要したことから最も遅く建設着手（

月 日）した丸森町の仮設においても， 月末までに入居することが可能となった。

居，維持管理，補修等に関する事務を委託した。県では，被害が大きかった丸森町に対し，

月 日から 日までの３日間，応急仮設住宅に係る事務支援チーム（県震災援護室職員

１名・元災害救助法担当職員２名の計３名）を派遣し，仮設住宅受付体制の整備，仮設入

居希望者の把握等の業務支援を行った。

ﾛ 被災状況と応急仮設住宅の入居状況

住宅被害が大きかった市町村について，応急仮設住宅の入居要件となる全半壊の合計数で

見ると，丸森町，角田市，大崎市，大郷町の順となっている。丸森町及び大郷町については，

町内に提供可能な賃貸住宅が少ないことから，仮設の建設が必要となったが，大崎市及び角

田市については，応急仮設住宅入居希望数に対し，市内に提供可能な賃貸住宅が多いことか

ら，応急仮設住宅の希望調査において仮設の建設希望はなく，全て賃貸型応急住宅での対応

となっている。

ﾊ 入居希望者の調整

ａ 丸森町の対応

月 日，町と県による建設に向けた初回打合せを行った。 月 日から調査票を行政

区長経由で全戸に配布するとともに，ホームページやメールで周知し，避難所の被災者に

対しては聴き取りを行い， 月 日，必要戸数 戸として県へ報告した。 月５日から

入居希望世帯に対して，介護状況，手すり，スロープ，駐車場等の要否やペットの有無を

聴取し，団地ごとに入居希望世帯リストを県へ提出した。これらの精査が行われる中で，

最終的な建設戸数を 戸とした。

聴き取りにより入居希望者の世帯状況に応じた配置計画としたことから，要配慮世帯，

多人数世帯は抽選とせず，あらかじめ入居住戸を指定した。指定に当たっては，共助と近

隣同士の支え合いを考慮し，当該要配慮世帯が特定の団地に集中しないよう考慮した。こ

のほか，コミュニティー維持のため，なるべく被災時の居住地区に住む者同士が同じ団地

となること，ペットのいる世帯は同じ棟となるよう素案を作成し，希望者へ居住団地を提

案した。

月８日に入居者説明会を開催し，団地ごとに入居住戸の調整を行った。

ｂ 大郷町の対応

月 日，町と県による建設に向けた初回打合せを行い，避難所の被災者の意向確認な

どにより必要戸数を 戸と報告した。 月 日に罹災の程度が半壊以上の被災者を対象に

入居説明会を行い，賃貸型応急住宅，応急修理を含めた意向確認を行った。 月 日に入

居希望世帯をとりまとめ，介護状況，手すり，スロープの要否について町内の関係課で打

全半壊戸数及び応急仮設住宅入居戸数 R2.3.6現在
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ﾍ 建設用地

建設用地については，大郷町では，町の地域防災計画に記載している４候補地から選定

し，町総合運動場内のゲートボール場等を建設用地として決定した。丸森町では，宮城県

応急仮設住宅候補地台帳（平成 年３月）において丸森町民グラウンドが候補地とされて

いたが，今回の台風による浸水地であり，かつ，発災後は災害ごみ仮置き場となっており

活用できなかったことから，町において入居希望世帯の調査と並行して，順次，建設候補

地の選定を行った。当該候補地について県が調査した結果，土砂災害特別警戒区域や今回

の台風による浸水地であったり，大規模な造成が必要であるなど，活用が難しい候補地も

含まれていたため，他の候補地の選定や各候補地における建設可能な戸数の目安などにつ

いて町に助言した。町では，県の助言や入居希望世帯数等を踏まえ，建設用地６か所（学校

グラウンド，公園等の公有地５及び民有地１）を段階的に決定し順次建設に着手した。

ﾄ 東日本大震災で建設した仮設の再利用の検討

県では，東日本大震災で建設した仮設の利活用のため，移築に適したユニットタイプの

仮設について，県施設として活用する移築事業と，市町村や民間（非営利法人，被災した事

業所等）に対する無償譲渡を行っている。今回の仮設整備に当たり，令和２年度に解体予

定の仮設の再利用についても検討を行った。建設コストが若干抑えられること，既存スト

ックの有効活用が図られることから，工期面での条件が折り合うケースについては検討を

進めることとしていたが，新築よりも工期が長いことが判明し，全ての仮設について令和

元年の年内中入居として進めていたことから再利用は見送りとした。

ﾁ 完成後の修繕対応

仮設完成後，町への引渡しに当たり全数検査を実施したが，入居後に修繕の要望が寄せ

られた。主な内容は，玄関の鍵の開閉困難，インターホンの故障，木製手すりのささくれ，

郵便受の設置位置の変更等であり，建設業者が随時修繕を行った（丸森町，大郷町合計

件（３月末時点））。修繕が必要となった内容について，建設している仮設がある段階にお

いては，建設時の施工に反映させた。

ロ 建設型応急住宅の維持管理

仮設の維持管理については，町と締結した管理事務委託協定に基づき事務委託を行っている

が，仮設団地の共同利用施設の維持管理経費など，応急救助費の対象とならない費用が発生す

る。このため，県では東日本大震災の仮設と同様に，応急仮設住宅共同施設管理事業に対する

補助事業を創設した。

建設型応急住宅に関する検証

○ 評価できる点

・ 東日本大震災時は，２万戸以上の仮設建設が必要であり，住戸タイプ（１ ，２ ，３ ）の

割合を２：６：２とすることを基本として一律に整備したため，入居希望世帯の意向と間取り

が必ずしも合致しなかった。また，国からの五月雨式の追加対策に関する通知を受け，被災者

の入居後に寒さ対策や居住環境改善に関する追加工事を実施した。

このような東日本大震災時の経験を踏まえ，今回の建設においては，次の点について改善を

図った。

・ 町が調査した入居希望世帯の家族構成等を踏まえ，具体の建築計画を検討することによ
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り，入居希望世帯の意向と間取りを合致させることができたほか，介護認定を受けている

方がいる世帯への配慮など，必要に応じてよりきめ細かな対応を行うことができた。

・ 寒さ対策や居住環境への配慮を反映した標準仕様書を事前に作成しており，このことは

迅速に仮設を供給できた要因の１つとなった。

・ 被災規模が大きい丸森町の業務状況を把握し，速やかに応急仮設住宅に係る事務支援チーム

（県震災援護室職員１名・元災害救助法担当職員２名の計３名）を派遣して応急仮設住宅入居

希望者の把握等の業務支援を行ったことにより，令和元年の年内中の避難所解消や仮設入居に

貢献することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 建設候補地の選定

丸森町では，全ての建設候補地の決定までに１ヶ月程度の時間を要した。建設候補地につい

ては，事前に選定しておくことで，建設着手までの期間を短縮できる場合もあると考えられる。

市町村においては，地震や水害等の各種災害を想定し，ハザードマップなども踏まえ，事前に

候補地を調査・選定し，地域防災計画等に位置付けておくことが重要である。また，状況に応

じ，災害公営住宅等の恒久住宅の建設地，廃棄物の仮置き場所など，その他の用地との調整も

必要となる。

・ 多様な供給主体による仮設の建設

今回の建設では，既に建設協定を締結し，また，迅速かつ十分な供給能力を有するプレ協に

対して一括して要請を行った。これまで，プレ協以外の多様な供給主体による供給体制を構築

するため，木造仮設住宅の導入に向け県内木造住宅事業者との検討・調整を進めてきたが，協

定締結までには至っていなかった。今後，さらに協議を進めることにより早期に関係団体との

協定を締結するとともに，比較的短期間・低価格で建設可能とされるトレーラーハウスなどそ

の他の仮設の導入の検討も必要となる。

賃貸型応急住宅

イ 市町村への対応及び事務委託

県と市町村の間で応急仮設住宅（賃貸型応急住宅）管理事務委任協定書を締結し，賃貸型応

急住宅の入居募集から入居，退去に係る事務，書類の受付及び送付に関する事務，入居者との

連絡調整に関する事務を委託した。

・ 月 日

市町村に対し，応急仮設住宅の供与希望（見込み数）調査の実施

・ 月 日

市町村説明会を開催し，今回の台風に係る「賃貸型応急住宅の考え方（基本方針）」と「賃

貸型応急住宅の事務取扱」を配布の上で応急仮設住宅の供与事務の進め方等を説明し，受付

窓口を設置し事務手続きを進めてもらうよう依頼

内閣府から半壊であっても水害により居住できない方を認める取扱い通知あり

・ 月 日

賃貸型応急住宅に係る受付事務等を市町村に委託するため，県と各市町村（仙台市を除く）

において管理事務委託協定を締結（協定により，受付・入退去手続・入居者との連絡調整を

ﾍ 建設用地

建設用地については，大郷町では，町の地域防災計画に記載している４候補地から選定

し，町総合運動場内のゲートボール場等を建設用地として決定した。丸森町では，宮城県

応急仮設住宅候補地台帳（平成 年３月）において丸森町民グラウンドが候補地とされて

いたが，今回の台風による浸水地であり，かつ，発災後は災害ごみ仮置き場となっており

活用できなかったことから，町において入居希望世帯の調査と並行して，順次，建設候補

地の選定を行った。当該候補地について県が調査した結果，土砂災害特別警戒区域や今回

の台風による浸水地であったり，大規模な造成が必要であるなど，活用が難しい候補地も

含まれていたため，他の候補地の選定や各候補地における建設可能な戸数の目安などにつ

いて町に助言した。町では，県の助言や入居希望世帯数等を踏まえ，建設用地６か所（学校

グラウンド，公園等の公有地５及び民有地１）を段階的に決定し順次建設に着手した。

ﾄ 東日本大震災で建設した仮設の再利用の検討

県では，東日本大震災で建設した仮設の利活用のため，移築に適したユニットタイプの

仮設について，県施設として活用する移築事業と，市町村や民間（非営利法人，被災した事

業所等）に対する無償譲渡を行っている。今回の仮設整備に当たり，令和２年度に解体予

定の仮設の再利用についても検討を行った。建設コストが若干抑えられること，既存スト

ックの有効活用が図られることから，工期面での条件が折り合うケースについては検討を

進めることとしていたが，新築よりも工期が長いことが判明し，全ての仮設について令和

元年の年内中入居として進めていたことから再利用は見送りとした。

ﾁ 完成後の修繕対応

仮設完成後，町への引渡しに当たり全数検査を実施したが，入居後に修繕の要望が寄せ

られた。主な内容は，玄関の鍵の開閉困難，インターホンの故障，木製手すりのささくれ，

郵便受の設置位置の変更等であり，建設業者が随時修繕を行った（丸森町，大郷町合計

件（３月末時点））。修繕が必要となった内容について，建設している仮設がある段階にお

いては，建設時の施工に反映させた。

ロ 建設型応急住宅の維持管理

仮設の維持管理については，町と締結した管理事務委託協定に基づき事務委託を行っている

が，仮設団地の共同利用施設の維持管理経費など，応急救助費の対象とならない費用が発生す

る。このため，県では東日本大震災の仮設と同様に，応急仮設住宅共同施設管理事業に対する

補助事業を創設した。

建設型応急住宅に関する検証

○ 評価できる点

・ 東日本大震災時は，２万戸以上の仮設建設が必要であり，住戸タイプ（１ ，２ ，３ ）の

割合を２：６：２とすることを基本として一律に整備したため，入居希望世帯の意向と間取り

が必ずしも合致しなかった。また，国からの五月雨式の追加対策に関する通知を受け，被災者

の入居後に寒さ対策や居住環境改善に関する追加工事を実施した。

このような東日本大震災時の経験を踏まえ，今回の建設においては，次の点について改善を

図った。

・ 町が調査した入居希望世帯の家族構成等を踏まえ，具体の建築計画を検討することによ
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《申込状況》

３月 日時点で 市町から 戸（仙台市の１件を除く）の申込が有り，全ての申込につ

いて入居決定及び契約締結まで終えている。

賃貸型応急住宅に関する検証

○ 評価できる点

・ 「賃貸型応急住宅の考え方（基本方針）」の国への協議等について，今年度から災害救助法の

実施市に指定された仙台市と連携し事務分担しながら進めた事により，基本方針決定までの期

間短縮につながった。

・ 不動産団体との「災害発生時における民間賃貸住宅の提供等に関する協定」に基づき，会議

等を通じ発生時に備えた契約事務フローについて情報共有するほか，賃貸借契約書の様式を定

めていたことから，市町村の事務取扱の指針となる「賃貸借住宅の供与に係る事務取扱」が迅

速に策定されたことにより早期の供与につながった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 賃貸住宅で被災した方も供与対象とされているが，自家被災者と全く同じ内容で対応して良

いか疑問がある。

→ 賃貸住宅の被災者は元々自身で賃料を負担していたことから，転居先の民間賃貸住宅が確

保された時点で住宅再建がなされたと判断できるのではないか。仮に一時的に賃貸型応急住

宅を供与したとしても，最長２年とされている供与期間について再検討が必要でないかと考

える。

・ 賃貸借契約の解約は，県で入居者から解約申出書の提出を受け貸主に解約通知することにな

るが，契約書では１ヶ月まで提出する旨が記載されているものの引越し業者との日程調整を行

い，退去日が確定の上で提出されることから退去間際に提出されることが多く，貸主への通知

が遅れることに伴い必要以上に賃料を支払うことになるため，制度の運用方法や入居者への周

知が課題となる。

→ 賃貸借契約締結の契約書返送の際に，退去時の解約に係る手続きフロー等を作成し同封す

るなどして周知を図る必要がある。

・ 民賃データ，入居者データ等の管理については，東日本大震災では管理システムを導入して

いたが，６月に入居者の減少によりエクセルファイルによるデータ管理に切り替えた。その後

に発生した東日本台風でもエクセルファイルで約 件の管理をしているが，家賃支払いなど

月例業務に時間を要しており，今後，大規模な災害が発生し，契約数が膨大になった場合の管

理方法が課題となる。

→ 熊本地震や西日本豪雨など東日本大震災以降の他県の対応状況等を確認し，有効な手法が

ないか検討する。

委託）早いところでは 月 日から受付を開始し，その他の市町村でも準備が整い順次受付

を開始

・ 月 日

市町村を経由して被災者から申込があった案件について，入居要件を確認の上で入居決定

を行うとともに， 月１日以降書類が整った案件から貸主・県・入居者（被災者）の三者で

定期建物賃貸借契約を締結し，賃貸型応急住宅として供与実施

・ 月６日

「賃貸型応急住宅の事務取扱」及び「質疑応答集」を，切替え契約を含めた内容に更新し

市町村に配布

・ 月 日

第４回応急仮設住宅の供与見込み数の市町村調査を実施

受付終期に関する意向調査の実施

・１月 日

受付終期に関する市町村からの意見等を踏まえ，賃貸型応急住宅への申込受付を１月 日

で終了する旨を市町村あて通知

ロ 不動産団体の対応

不動産関係３団体（（公社）宮城県宅地建物取引業協会，（公社）全日本不動産協会宮城県本

部，（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会）及び仙台市と打合せを実施し，今回の災害におけ

る状況について情報共有を行った。併せて，不動産３団体に対して，民間賃貸住宅の空き状況

の確認，民間賃貸住宅の間取り別家賃相場の情報提供依頼を行った。

・ 月 日

県震災援護室内で不動産団体及び仙台市と情報共有，打ち合わせを実施

不動産団体に対し，被害の大きいと思われた丸森町，大郷町，角田市及びその周辺市町村

の民間賃貸住宅の空き状況の情報収集を依頼

・ 月 日

仙台市及び不動産団体に対し「賃貸型応急住宅の事務取扱」（素案）を送付し，取扱につい

て意見聴取，また，不動産団体に対し内閣府への協議の際に必要となる県内民間賃貸住宅の

間取り別家賃相場の情報提供を依頼

ハ 内閣府の対応

不動産団体から提供のあった民間賃貸住宅の間取り別家賃相場の情報等をもとに内閣府と協

議し，借上げの対象となる物件の要件について決定した。

・ 月 日

「賃貸型応急住宅の考え方（基本方針）」の内閣府への協議を実施

→ 月 日内閣府から協議内容に特に問題ない旨のメール回答有り

ニ その他の対応

・ 月１日

民間賃貸住宅の契約のために必須となる，損害保険に係る包括契約を損保ジャパン（株）

と締結

・ 月 日

内閣府から，発災後に既に被災者名義で契約した方の切替え契約を認める取扱い通知あり
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《申込状況》

３月 日時点で 市町から 戸（仙台市の１件を除く）の申込が有り，全ての申込につ

いて入居決定及び契約締結まで終えている。

賃貸型応急住宅に関する検証

○ 評価できる点

・ 「賃貸型応急住宅の考え方（基本方針）」の国への協議等について，今年度から災害救助法の

実施市に指定された仙台市と連携し事務分担しながら進めた事により，基本方針決定までの期

間短縮につながった。

・ 不動産団体との「災害発生時における民間賃貸住宅の提供等に関する協定」に基づき，会議

等を通じ発生時に備えた契約事務フローについて情報共有するほか，賃貸借契約書の様式を定

めていたことから，市町村の事務取扱の指針となる「賃貸借住宅の供与に係る事務取扱」が迅

速に策定されたことにより早期の供与につながった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 賃貸住宅で被災した方も供与対象とされているが，自家被災者と全く同じ内容で対応して良

いか疑問がある。

→ 賃貸住宅の被災者は元々自身で賃料を負担していたことから，転居先の民間賃貸住宅が確

保された時点で住宅再建がなされたと判断できるのではないか。仮に一時的に賃貸型応急住

宅を供与したとしても，最長２年とされている供与期間について再検討が必要でないかと考

える。

・ 賃貸借契約の解約は，県で入居者から解約申出書の提出を受け貸主に解約通知することにな

るが，契約書では１ヶ月まで提出する旨が記載されているものの引越し業者との日程調整を行

い，退去日が確定の上で提出されることから退去間際に提出されることが多く，貸主への通知

が遅れることに伴い必要以上に賃料を支払うことになるため，制度の運用方法や入居者への周

知が課題となる。

→ 賃貸借契約締結の契約書返送の際に，退去時の解約に係る手続きフロー等を作成し同封す

るなどして周知を図る必要がある。

・ 民賃データ，入居者データ等の管理については，東日本大震災では管理システムを導入して

いたが，６月に入居者の減少によりエクセルファイルによるデータ管理に切り替えた。その後

に発生した東日本台風でもエクセルファイルで約 件の管理をしているが，家賃支払いなど

月例業務に時間を要しており，今後，大規模な災害が発生し，契約数が膨大になった場合の管

理方法が課題となる。

→ 熊本地震や西日本豪雨など東日本大震災以降の他県の対応状況等を確認し，有効な手法が

ないか検討する。

委託）早いところでは 月 日から受付を開始し，その他の市町村でも準備が整い順次受付

を開始

・ 月 日

市町村を経由して被災者から申込があった案件について，入居要件を確認の上で入居決定

を行うとともに， 月１日以降書類が整った案件から貸主・県・入居者（被災者）の三者で

定期建物賃貸借契約を締結し，賃貸型応急住宅として供与実施

・ 月６日

「賃貸型応急住宅の事務取扱」及び「質疑応答集」を，切替え契約を含めた内容に更新し

市町村に配布

・ 月 日

第４回応急仮設住宅の供与見込み数の市町村調査を実施

受付終期に関する意向調査の実施

・１月 日

受付終期に関する市町村からの意見等を踏まえ，賃貸型応急住宅への申込受付を１月 日

で終了する旨を市町村あて通知

ロ 不動産団体の対応

不動産関係３団体（（公社）宮城県宅地建物取引業協会，（公社）全日本不動産協会宮城県本

部，（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会）及び仙台市と打合せを実施し，今回の災害におけ

る状況について情報共有を行った。併せて，不動産３団体に対して，民間賃貸住宅の空き状況

の確認，民間賃貸住宅の間取り別家賃相場の情報提供依頼を行った。

・ 月 日

県震災援護室内で不動産団体及び仙台市と情報共有，打ち合わせを実施

不動産団体に対し，被害の大きいと思われた丸森町，大郷町，角田市及びその周辺市町村

の民間賃貸住宅の空き状況の情報収集を依頼

・ 月 日

仙台市及び不動産団体に対し「賃貸型応急住宅の事務取扱」（素案）を送付し，取扱につい

て意見聴取，また，不動産団体に対し内閣府への協議の際に必要となる県内民間賃貸住宅の

間取り別家賃相場の情報提供を依頼

ハ 内閣府の対応

不動産団体から提供のあった民間賃貸住宅の間取り別家賃相場の情報等をもとに内閣府と協

議し，借上げの対象となる物件の要件について決定した。

・ 月 日

「賃貸型応急住宅の考え方（基本方針）」の内閣府への協議を実施

→ 月 日内閣府から協議内容に特に問題ない旨のメール回答有り

ニ その他の対応

・ 月１日

民間賃貸住宅の契約のために必須となる，損害保険に係る包括契約を損保ジャパン（株）

と締結

・ 月 日

内閣府から，発災後に既に被災者名義で契約した方の切替え契約を認める取扱い通知あり
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児童生徒，教育施設等の被害状況と学校の初動対応（私立学校・宮城大学）に関する検証

○ 評価できる点

イ 私立学校関係

・ 大荒れの天気が予想されたことから 台風前日に 各学校に安全確保の注意喚起を通知する

とともに，被害の有無や臨時休校状況を確認していたため，速やかに被災状況を取りまとめ

ることができた。

ロ 宮城大学関係

・ 学内における被害状況の取りまとめ，及び，県への報告が遅滞なく行われたことにより，

被災状況の全容が速やかに把握できたことは，評価できるものと思料される。

・ また，応急的なものを含め，被害箇所への措置が速やかになされたことにより，学生・教

職員等の安全確保が図られたことも，評価できるものと思料される。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今後も，事前災害等が予想される場合は，事前に各校に注意喚起するとともに，被害の有無

や臨時休校の状況について，速やかな報告をお願いする。

県立中学校・高校

○ 被害の状況や動き

県立中学・高校の生徒及び教職員の人的被害は確認されていないものの，自宅が流出，浸水な

どの被害に遭った生徒数は 人にのぼり，このうち，避難所や親類宅での避難生活を強いられ

た生徒は 人となった。

○ 対応

各学校においては，台風通過後の 月 日朝から，生徒・教職員の安否と学校の被害状況を

調査した。

県教育委員会では，職員ポータルのメールや衛星電話などにより各学校と連絡を取り，同日正

午までに全県立中学・高校から第一報を受けた。以降，各学校からは新たな被害状況が判明した

都度，報告を受けることとし，生徒・教職員の安否と学校の被害状況の把握に努めた。

児童生徒，教育施設等の被害状況と学校の初動対応（県立中学校・高校）に関する検証

○ 評価できる点

・ 災害時における学校の臨時休業，設備の破損その他学校の安全や管理運営に係る事故が生じ

た場合には，県高校教育課に対しメールや衛星電話により状況を逐次報告する体制を取り，ま

た，定期的に衛星電話を使用した報告訓練を行っており，比較的短時間で，被害状況を把握す

ることができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 被害の大きい学校については，被害状況と支援ニーズの把握に時間を要した。県教育庁関係課

のチーム編成による学校訪問をできるだけ速やかに実施し，早期支援につなげることが必要。

・ 被災校の復旧支援に当たっては，全県立高校の校長，事務室長が加入する校長協会や事務長

会とも協力し，情報共有・役割分担をしながら進めることが効果的であったが，その体制を構

築するのに時間を要した。ガイドラインを作成するなど，予め，情報共有の方法と普及支援の

役割分担を定めておくことが必要である。

第６節 教育施設等の被害状況と復旧 
１ 児童生徒，教育施設等の被害状況と学校の初動対応

私立学校・宮城大学

○ 被害の状況や動き

イ 私立学校関係

ｲ 災害時の初動対応

台風前日に，各学校に安全確保の注意喚起を通知するとともに，被害の有無や臨時休校状

況を確認していた。

ﾛ 被害の状況

私立学校の被害額は 千円であり，内訳は以下のとおり。

ロ 宮城大学関係

ｲ 災害時の初動対応

従前から，県私学・公益法人課と宮城大学との間で緊急連絡網を整備し，休日・夜間にか

かわらず，緊急時の連絡体制を確保している。

東日本台風及び台風第 号の発生に伴う被害状況について，随時，大学側から県私学・公

益法人課に対し，報告がなされた。

ﾛ 被害の状況

人的被害はなく，施設等物的被害のみ確認された。その概要は次のとおり。

＜大和キャンパス＞キャンパス内の雨漏り，教員宿舎入口扉ガラス破損

＜太白キャンパス＞雨漏り，倒木，土砂崩れ（土砂崩れについては附属坪沼農場を含む。）

○ 対応

イ 私立学校関係

県内にある私立の幼稚園 園，小学校５校，中学校７校，高等学校 校，中等教育学校１

校，特別支援学校１校，専修学校 校，各種学校 校の被災状況について，被災翌日から各

私立学校に確認し，県災害対策本部会議や文部科学省に都度報告をした。

ロ 宮城大学関係

雨漏り箇所について清掃を実施したほか，倒木は除去した。

土砂崩れについて，安全確保が必要な箇所は立入禁止等の措置を講じた。

学校種 被災校数（市町村） 被害状況

幼稚園

被災 園（仙台市，石巻市，

塩竈市，多賀城市，角田市，登

米市，大和町）

床上・床下浸水など

小学校，中学校，高等学校，中

等教育学校，特別支援学校

被災 校（仙台市，大崎市 気

仙沼市 登米市 丸森町）

立木の倒木，法面崩落，断水，

地下倉庫浸水など

専修学校，各種学校 被災 校（仙台市） 校舎等への浸水
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児童生徒，教育施設等の被害状況と学校の初動対応（私立学校・宮城大学）に関する検証

○ 評価できる点

イ 私立学校関係

・ 大荒れの天気が予想されたことから 台風前日に 各学校に安全確保の注意喚起を通知する

とともに，被害の有無や臨時休校状況を確認していたため，速やかに被災状況を取りまとめ

ることができた。

ロ 宮城大学関係

・ 学内における被害状況の取りまとめ，及び，県への報告が遅滞なく行われたことにより，

被災状況の全容が速やかに把握できたことは，評価できるものと思料される。

・ また，応急的なものを含め，被害箇所への措置が速やかになされたことにより，学生・教

職員等の安全確保が図られたことも，評価できるものと思料される。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今後も，事前災害等が予想される場合は，事前に各校に注意喚起するとともに，被害の有無

や臨時休校の状況について，速やかな報告をお願いする。

県立中学校・高校

○ 被害の状況や動き

県立中学・高校の生徒及び教職員の人的被害は確認されていないものの，自宅が流出，浸水な

どの被害に遭った生徒数は 人にのぼり，このうち，避難所や親類宅での避難生活を強いられ

た生徒は 人となった。

○ 対応

各学校においては，台風通過後の 月 日朝から，生徒・教職員の安否と学校の被害状況を

調査した。

県教育委員会では，職員ポータルのメールや衛星電話などにより各学校と連絡を取り，同日正

午までに全県立中学・高校から第一報を受けた。以降，各学校からは新たな被害状況が判明した

都度，報告を受けることとし，生徒・教職員の安否と学校の被害状況の把握に努めた。

児童生徒，教育施設等の被害状況と学校の初動対応（県立中学校・高校）に関する検証

○ 評価できる点

・ 災害時における学校の臨時休業，設備の破損その他学校の安全や管理運営に係る事故が生じ

た場合には，県高校教育課に対しメールや衛星電話により状況を逐次報告する体制を取り，ま

た，定期的に衛星電話を使用した報告訓練を行っており，比較的短時間で，被害状況を把握す

ることができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 被害の大きい学校については，被害状況と支援ニーズの把握に時間を要した。県教育庁関係課

のチーム編成による学校訪問をできるだけ速やかに実施し，早期支援につなげることが必要。

・ 被災校の復旧支援に当たっては，全県立高校の校長，事務室長が加入する校長協会や事務長

会とも協力し，情報共有・役割分担をしながら進めることが効果的であったが，その体制を構

築するのに時間を要した。ガイドラインを作成するなど，予め，情報共有の方法と普及支援の

役割分担を定めておくことが必要である。

第６節 教育施設等の被害状況と復旧 
１ 児童生徒，教育施設等の被害状況と学校の初動対応

私立学校・宮城大学

○ 被害の状況や動き

イ 私立学校関係

ｲ 災害時の初動対応

台風前日に，各学校に安全確保の注意喚起を通知するとともに，被害の有無や臨時休校状

況を確認していた。

ﾛ 被害の状況

私立学校の被害額は 千円であり，内訳は以下のとおり。

ロ 宮城大学関係

ｲ 災害時の初動対応

従前から，県私学・公益法人課と宮城大学との間で緊急連絡網を整備し，休日・夜間にか

かわらず，緊急時の連絡体制を確保している。

東日本台風及び台風第 号の発生に伴う被害状況について，随時，大学側から県私学・公

益法人課に対し，報告がなされた。

ﾛ 被害の状況

人的被害はなく，施設等物的被害のみ確認された。その概要は次のとおり。

＜大和キャンパス＞キャンパス内の雨漏り，教員宿舎入口扉ガラス破損

＜太白キャンパス＞雨漏り，倒木，土砂崩れ（土砂崩れについては附属坪沼農場を含む。）

○ 対応

イ 私立学校関係

県内にある私立の幼稚園 園，小学校５校，中学校７校，高等学校 校，中等教育学校１

校，特別支援学校１校，専修学校 校，各種学校 校の被災状況について，被災翌日から各

私立学校に確認し，県災害対策本部会議や文部科学省に都度報告をした。

ロ 宮城大学関係

雨漏り箇所について清掃を実施したほか，倒木は除去した。

土砂崩れについて，安全確保が必要な箇所は立入禁止等の措置を講じた。

学校種 被災校数（市町村） 被害状況

幼稚園

被災 園（仙台市，石巻市，

塩竈市，多賀城市，角田市，登

米市，大和町）

床上・床下浸水など

小学校，中学校，高等学校，中

等教育学校，特別支援学校

被災 校（仙台市，大崎市 気

仙沼市 登米市 丸森町）

立木の倒木，法面崩落，断水，

地下倉庫浸水など

専修学校，各種学校 被災 校（仙台市） 校舎等への浸水
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児童生徒，教育施設等の被害状況と学校の初動対応（公立学校施設）に関する検証

○ 評価できる点

・ 県立学校から報告された情報に加え，職員が直接現場を確認し情報収集を行った結果，迅速

な応急復旧工事の着手と，その後の被害拡大の防止に繋がった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県立学校関係

日頃の適切な維持管理や，災害前の状況把握が詳細に行われていなかったため，台風通過後

に発覚した施設設備の不具合全てを台風被害として報告されたケースがあった。今後は，各学

校に対し，災害に伴う被害状況の確認方法や被害箇所の写真撮影方法などのほか，災害査定へ

の対応も含め改めて周知を図る。

・ 市町村立学校関係

要領に基づく「被害状況報告書」と，文部科学省が定める「被害金額報告書（速報）」で入手

した情報に相違があり，県と文部科学省が公表した被害状況の情報に差異が生じた。今後は，

文部科学省へ報告する「被害金額報告書（速報）」に対応するよう要領を見直し，被害状況に係

る情報を一本化する必要がある。

県有体育施設

○ 被害の状況や動き

県有体育施設では，県サッカー場や第二総合運動場で，それぞれ１本ずつ倒木があった。また，

長沼ボート場では審判艇１台が損傷し，ライフル射撃場ではスモールボア射撃場電源盤１か所が

損傷したほか，宮城スタジアム等では浸水や雨漏り等も認められた。

市町村立社会体育施設では， 施設で浸水，陥没，法面崩落，土砂流出・堆積，フェンス等破

損，電気設備不具合，雨漏り，倒木等の被害があった。

○ 対応

県有体育施設については，指定管理者と随時連絡を取り合い，被害状況の確認を行った。

市町村有体育施設については，市町村にメールを送信し，被害状況の把握に努めた。

児童生徒，教育施設等の被害状況と学校の初動対応（県有体育施設）に関する検証

○ 評価できる点

・ 必要に応じて担当者が直接現場に赴いたため，被害状況を正確に把握することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 一部，被害状況の把握に時間を要したものもあったが，安全第一で確認するよう注意喚起し

たため，災害が落ち着いてからの把握になったものであり，やむを得ないものと思われる。

社会教育施設

○ 被害の状況や動き

イ 県立施設の被害状況

県立施設においては来館者，職員等に人的被害はなく，雨漏りが複数箇所で生じるなどの軽

特別支援学校

○ 被害の状況や動き

イ 災害発生前の情報提供

気象状況によって，臨時休校措置を取る場合があることから，仙台管区気象台からの連絡を

各特別支援学校へ情報提供した。

ロ 被害状況の把握及び報告

各特別支援学校からの報告により，自宅浸水などの被害に遭った児童生徒は 人，このうち

避難所や親類宅での避難生活を強いられた生徒は 人であることを把握した。

○ 対応

今回の災害情報については， 月 日の時点で各特別支援学校へ情報提供を行い， 月 日

には，被害が発生した場合，速やかに県特別支援教育課へ連絡するよう依頼を行った。

発災当日は夜間であったため，翌朝，職員２名が登庁し，各支援学校の被災状況を電話やメー

ル等にて確認を行い，校舎の被災状況のほか，児童生徒及び教職員の安否確認に努めた。

各特別支援学校の被災状況は様々であり，道路冠水のため，夕刻まで連絡が取れない学校もあ

ったが，全ての学校と連絡をとり，被害報告第一報を取りまとめた。

児童生徒，教育施設等の被害状況と学校の初動対応（特別支援学校）に関する検証

○ 評価できる点

・ 事前に各特別支援学校へは情報提供・被害報告の依頼をしており，発災後は概ね速やかに被

害状況を把握することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今後も事前の情報提供と速やかに状況把握できるよう努めていく。

公立学校施設

○ 被害の状況や動き

県内の公立学校では，県立学校 校，市町村立学校 校の計 校において施設被害があ

り，被害総額は約 億 万円となっている。

主な被害状況は，施設・設備の浸水，校庭の土砂堆積・流出，校地の法面崩壊等であった。

○ 対応

イ 初動対応

台風通過後，職員が登庁するとともに，県立学校からの被害連絡に応じ，災害発生現場へ職

員を派遣し，現況を把握した。

ロ 被害情報の集約・報告

・ 県立学校関係

学校からの報告で不足する部分を職員が災害発生現場へ出向いて概略的な調査・情報収集

を行った。

・ 市町村立学校関係

災害対策基本要領に基づく「被害状況報告書」のほか，文部科学省で定める「被害金額報

告書（速報）」により市町村教育委員会から直接，情報収集した。
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児童生徒，教育施設等の被害状況と学校の初動対応（公立学校施設）に関する検証

○ 評価できる点

・ 県立学校から報告された情報に加え，職員が直接現場を確認し情報収集を行った結果，迅速

な応急復旧工事の着手と，その後の被害拡大の防止に繋がった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県立学校関係

日頃の適切な維持管理や，災害前の状況把握が詳細に行われていなかったため，台風通過後

に発覚した施設設備の不具合全てを台風被害として報告されたケースがあった。今後は，各学

校に対し，災害に伴う被害状況の確認方法や被害箇所の写真撮影方法などのほか，災害査定へ

の対応も含め改めて周知を図る。

・ 市町村立学校関係

要領に基づく「被害状況報告書」と，文部科学省が定める「被害金額報告書（速報）」で入手

した情報に相違があり，県と文部科学省が公表した被害状況の情報に差異が生じた。今後は，

文部科学省へ報告する「被害金額報告書（速報）」に対応するよう要領を見直し，被害状況に係

る情報を一本化する必要がある。

県有体育施設

○ 被害の状況や動き

県有体育施設では，県サッカー場や第二総合運動場で，それぞれ１本ずつ倒木があった。また，

長沼ボート場では審判艇１台が損傷し，ライフル射撃場ではスモールボア射撃場電源盤１か所が

損傷したほか，宮城スタジアム等では浸水や雨漏り等も認められた。

市町村立社会体育施設では， 施設で浸水，陥没，法面崩落，土砂流出・堆積，フェンス等破

損，電気設備不具合，雨漏り，倒木等の被害があった。

○ 対応

県有体育施設については，指定管理者と随時連絡を取り合い，被害状況の確認を行った。

市町村有体育施設については，市町村にメールを送信し，被害状況の把握に努めた。

児童生徒，教育施設等の被害状況と学校の初動対応（県有体育施設）に関する検証

○ 評価できる点

・ 必要に応じて担当者が直接現場に赴いたため，被害状況を正確に把握することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 一部，被害状況の把握に時間を要したものもあったが，安全第一で確認するよう注意喚起し

たため，災害が落ち着いてからの把握になったものであり，やむを得ないものと思われる。

社会教育施設

○ 被害の状況や動き

イ 県立施設の被害状況

県立施設においては来館者，職員等に人的被害はなく，雨漏りが複数箇所で生じるなどの軽

特別支援学校

○ 被害の状況や動き

イ 災害発生前の情報提供

気象状況によって，臨時休校措置を取る場合があることから，仙台管区気象台からの連絡を

各特別支援学校へ情報提供した。

ロ 被害状況の把握及び報告

各特別支援学校からの報告により，自宅浸水などの被害に遭った児童生徒は 人，このうち

避難所や親類宅での避難生活を強いられた生徒は 人であることを把握した。

○ 対応

今回の災害情報については， 月 日の時点で各特別支援学校へ情報提供を行い， 月 日

には，被害が発生した場合，速やかに県特別支援教育課へ連絡するよう依頼を行った。

発災当日は夜間であったため，翌朝，職員２名が登庁し，各支援学校の被災状況を電話やメー

ル等にて確認を行い，校舎の被災状況のほか，児童生徒及び教職員の安否確認に努めた。

各特別支援学校の被災状況は様々であり，道路冠水のため，夕刻まで連絡が取れない学校もあ

ったが，全ての学校と連絡をとり，被害報告第一報を取りまとめた。

児童生徒，教育施設等の被害状況と学校の初動対応（特別支援学校）に関する検証

○ 評価できる点

・ 事前に各特別支援学校へは情報提供・被害報告の依頼をしており，発災後は概ね速やかに被

害状況を把握することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今後も事前の情報提供と速やかに状況把握できるよう努めていく。

公立学校施設

○ 被害の状況や動き

県内の公立学校では，県立学校 校，市町村立学校 校の計 校において施設被害があ

り，被害総額は約 億 万円となっている。

主な被害状況は，施設・設備の浸水，校庭の土砂堆積・流出，校地の法面崩壊等であった。

○ 対応

イ 初動対応

台風通過後，職員が登庁するとともに，県立学校からの被害連絡に応じ，災害発生現場へ職

員を派遣し，現況を把握した。

ロ 被害情報の集約・報告

・ 県立学校関係

学校からの報告で不足する部分を職員が災害発生現場へ出向いて概略的な調査・情報収集

を行った。

・ 市町村立学校関係

災害対策基本要領に基づく「被害状況報告書」のほか，文部科学省で定める「被害金額報

告書（速報）」により市町村教育委員会から直接，情報収集した。
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微な施設被害にとどまった。また，宮城県図書館（仙台市）や宮城県美術館（仙台市）の収蔵・

展示資料等に被害はなかった。東北歴史博物館（多賀城市）の浮島収蔵庫ではプレハブ倉庫２

棟が浸水する被害を受けたが資料等に被害はなかった。

ロ 市町村立施設の被害状況

市町村の公民館，図書館，博物館等の社会教育施設では，県内 市町 施設から被害が報

告され，推定被害金額は約 万円であった。主な内容は床上浸水や雨漏りであった。

○ 対応

各施設の雨漏り等の軽微な被害については，今回特に改修工事等での対応は行わなかったが，

どの施設も老朽化が進んでおり，今後の課題である。

市町村においては，施設内への浸水等に対して一定期間，閉館などの対応を行った。

児童生徒，教育施設等の被害状況と学校の初動対応（社会教育施設）に関する検証

○ 評価できる点

・ 各施設とも台風の接近に備え，事前に関係機関との連絡体制，被害があった場合の対応等を

確認していたため，大きな混乱はなく，被害報告やその後の対応も問題はなかった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県，市町村とも老朽化している社会教育施設が多いことから，台風や地震に限らず様々な自

然災害に備えるため，日頃の小破修理，設備等の更新に加え，必要に応じて大規模な補修等も

今後検討しなければならない。

文化財

○ 被害の状況や動き

文化財の被害は，国指定・登録等文化財で 件，県指定等文化財で５件，市町村指定・登録等

文化財で 件と，計 件の被害が確認された。文化財分類では，史跡の被害（ 件）が圧倒的

に多く，次いで建造物（９件），天然記念物（８件）と，不動産文化財に集中した。このうち，特

に大規模な被害が確認されたのは国指定の史跡と天然記念物であった。

史跡では記録的な豪雨による土砂崩れが各所で見られ，特別史跡多賀城跡附寺跡（多賀城市），

史跡大木囲貝塚（七ヶ浜町），史跡仙台城跡（仙台市）では史跡内各所で崩落や倒木が発生した。

また，史跡及び名勝の旧有備館及び庭園（大崎市）では借景崩落土で内川が堰き止められ，庭園

内に越水する被害があった。

天然記念物では，横山のウグイ生息地や東和町ゲンジボタル生息地（いずれも登米市）にて池

及び河川の越流の被害があり，各生物の生息が危ぶまれた。

このほか，文化財を収蔵展示する施設では，丸森ふるさと館（丸森町）にて展示室・収蔵庫に

雨漏り・雨水流入があり，考古資料や民俗資料等の水損被害があった。

○ 対応

文化財における災害復旧は，特に大規模な被害の確認された国指定について，補正予算等によ

る国庫補助事業化に向けた助言・調整等を行った。

また，丸森ふるさと館の水損資料については，県文化財課と東北歴史博物館にて応急処置等の

救援を行った。

− 156 −

第３章　応急・復旧対策



２ 学校再開に向けた取組

リエゾンチーム派遣

○ 被害の状況や動き

各県立学校及び市町村教育委員会からの被害報告をもとに，県教育委員会としてリエゾンチー

ムを組織し，以下のとおり，被害が大きかった地域の学校や避難所となっている学校，また，そ

れぞれの学校を所管する教育委員会へ計８回派遣し，被災状況や支援ニーズの把握，学校再開に

向けたアドバイス等を行った。

・吉田川沿いの大郷町と阿武隈川周辺の丸森町，角田市，白石市等の学校に大雨の影響による水

害と土砂災害の被害が見られた。

・校舎・校地への被害があったのは，丸森町立金山小学校，耕野小学校，筆甫小学校，伊具高校，

角田高校，柴田農林高校，水産高校，角田支援学校である。

・通学路及び学区への大きな被害があったのは，大郷町立大郷小学校，大郷中学校，丸森町立耕

野小学校，筆甫小学校，丸森小学校，舘矢間小学校である。特に，筆甫小学校へ続く県道丸森霊

山線と耕野小学校へ続く国道 号線は壊滅的な被害となった。他にも数多くの地域，学区等に

被害があり，登下校に支障を来した。

・丸森町では，給食センターにも被害があり，通常のメニューを出すことができない状況が続い

た。また，一時町庁舎が周囲を水で囲まれ，孤立状態となり，教育委員会の対応が困難となった。

断水が続き，校舎内のトイレ使用に支障を来した学校は，丸森小学校，丸森中学校等である。学

校関係で避難所となったのは，丸森小学校，館矢間小学校等であるが，授業再開後も避難所とな

っていたのは，丸森小学校体育館のみである。

○ 対応

・リエゾン 県スポーツ健康課，義務教育課，高校教育課，生涯学習課 として，大郷町と丸森町

をそれぞれ複数回訪問した。「学校再開ハンドブック（平成 年２月宮城県教育委員会発行）」を

もとに，教育委員会，学校の担当者と協議し，被災地域にある学校の状況や具体的に必要として

いる支援ニーズ等について聞取りを行った。

・丸森町では，小学生の登下校において，交通安全指導の人的確保が難しいことから，リエゾン

派遣日 県庁対応課 派遣先

１陣 月 日
高校教育課・特別支援教育

課・スポーツ健康課

丸森町教育委員会，舘矢間小，伊具高，角田高，

柴田農林高，水産高，角田支援学校

２陣 月 日 スポーツ健康課 大郷町教育委員会，大郷中，大郷小

３陣 月 日
義務教育課・スポーツ健康

課・生涯学習課
丸森町教育委員会，耕野小

４陣 月 日 スポーツ健康課 大郷中，大郷小

５陣 月 日
スポーツ健康課・生涯学習
課

丸森町教育委員会，丸森小（金山小），筆甫小

６陣 月 日
スポーツ健康課・生涯学習
課

丸森小（金山小）

７陣 月 日 スポーツ健康課 丸森町給食センター

８陣 月 日 スポーツ健康課
丸森町教育委員会，丸森町給食センター，丸森

小（金山小），耕野小

 

微な施設被害にとどまった。また，宮城県図書館（仙台市）や宮城県美術館（仙台市）の収蔵・

展示資料等に被害はなかった。東北歴史博物館（多賀城市）の浮島収蔵庫ではプレハブ倉庫２

棟が浸水する被害を受けたが資料等に被害はなかった。

ロ 市町村立施設の被害状況

市町村の公民館，図書館，博物館等の社会教育施設では，県内 市町 施設から被害が報

告され，推定被害金額は約 万円であった。主な内容は床上浸水や雨漏りであった。

○ 対応

各施設の雨漏り等の軽微な被害については，今回特に改修工事等での対応は行わなかったが，

どの施設も老朽化が進んでおり，今後の課題である。

市町村においては，施設内への浸水等に対して一定期間，閉館などの対応を行った。

児童生徒，教育施設等の被害状況と学校の初動対応（社会教育施設）に関する検証

○ 評価できる点

・ 各施設とも台風の接近に備え，事前に関係機関との連絡体制，被害があった場合の対応等を

確認していたため，大きな混乱はなく，被害報告やその後の対応も問題はなかった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県，市町村とも老朽化している社会教育施設が多いことから，台風や地震に限らず様々な自

然災害に備えるため，日頃の小破修理，設備等の更新に加え，必要に応じて大規模な補修等も

今後検討しなければならない。

文化財

○ 被害の状況や動き

文化財の被害は，国指定・登録等文化財で 件，県指定等文化財で５件，市町村指定・登録等

文化財で 件と，計 件の被害が確認された。文化財分類では，史跡の被害（ 件）が圧倒的

に多く，次いで建造物（９件），天然記念物（８件）と，不動産文化財に集中した。このうち，特

に大規模な被害が確認されたのは国指定の史跡と天然記念物であった。

史跡では記録的な豪雨による土砂崩れが各所で見られ，特別史跡多賀城跡附寺跡（多賀城市），

史跡大木囲貝塚（七ヶ浜町），史跡仙台城跡（仙台市）では史跡内各所で崩落や倒木が発生した。

また，史跡及び名勝の旧有備館及び庭園（大崎市）では借景崩落土で内川が堰き止められ，庭園

内に越水する被害があった。

天然記念物では，横山のウグイ生息地や東和町ゲンジボタル生息地（いずれも登米市）にて池

及び河川の越流の被害があり，各生物の生息が危ぶまれた。

このほか，文化財を収蔵展示する施設では，丸森ふるさと館（丸森町）にて展示室・収蔵庫に

雨漏り・雨水流入があり，考古資料や民俗資料等の水損被害があった。

○ 対応

文化財における災害復旧は，特に大規模な被害の確認された国指定について，補正予算等によ

る国庫補助事業化に向けた助言・調整等を行った。

また，丸森ふるさと館の水損資料については，県文化財課と東北歴史博物館にて応急処置等の

救援を行った。
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県立高校

○ 被害の状況や動き

県立高校のうち，特に大きな被害を受けたのは，柴田農林高校，伊具高校及び水産高校の３校

である。柴田農林高校及び伊具高校では農場が浸水して実習設備が破損し，また，水産高校では

総合実習棟が浸水して水産加工実習用設備が破損し，実習ができなくなった。

県南地域の高校を中心に９校が学校施設や通学路の安全確認などのため，１～５日間，臨時休

業とした。また，阿武隈急行鉄道の被災・運休に伴い，角田高校及び伊具高校が始業時間の繰下

げや授業時間の短縮を行った。代替バスの運行により繰下時間の短縮が図られたたものの，通常

授業に戻ったのは，阿武隈急行が復旧した 月 日であった。

○ 対応

イ 教科書の給付

県教育委員会では，浸水等により教科書・補助教材を破損した生徒に対し，災害救助法に基

づき，無償で給付するため被害状況を調査し，該当者 名（仙台市を含むと 名）全員に配布

することができた。

ロ 生徒の就学支援

県教育委員会では，県立学校に対して，被災による家計急変の場合には，授業料の減免及び

高等学校育英奨学資金の利用が可能である旨を生徒・保護者に周知するよう通知した。これら

の制度を利用した生徒の人数は，７名であった。

被災した生徒が，東日本大震災で被災した生徒と同様に，入学者選抜手数料，入学金，寄宿

舎料の免除を受けられるよう，県議会 月定例会で条例改正した。令和元年度の免除実績は，

件であった。

ハ 学校設備の復旧

農業用の実習設備をはじめ被災した備品について，国庫補助を活用して早期復旧を図るため，

文部科学省と協議を進めながら県議会 月定例会に予算計上し，議会議決後，国に事前着工届

を提出して，備品整備に着手した。

県立高校における学校再開に向けた取組に関する検証

○ 評価できる点

・ 実習設備の被害が大きかった学校１校については，発注件数が膨大なため事務室での対応が

 
陥没，土砂流出した耕野小学校校庭  土砂・流木が流入した伊具高校 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

チームが登下校の街頭指導を支援した。給食センターに関しては，県スポーツ健康課担当指導主

事が給食センターの栄養教諭と連絡を取り合い，復旧に向けた支援を継続した。また，各学校か

らマスク等，衛生面での物資補給の要望があったため，県歯科医師会等へ呼びかけ，マウスウォ

ッシュの提供を受けた。避難所となっていた丸森小学校体育館には地域住民が避難していたが，

学校との大きなトラブル等はなかった。子供たちの休日の遊び場がないことから，県生涯学習課

から自然の家を活用した「リフレッシュキャンプ」を提案，認定 法人カタリバと連携して実施

し， 名の児童が参加した。大河原教育事務所管内の安全担当主幹教諭が丸森町内の学校支援

を実施した。

リエゾンチーム派遣に関する検証

○ 評価できる点

イ 災害発生時の支援体制・初動 現状復旧 の人的補助について

・ 災害時学校支援チームとして，県教育委員会関係課によるリエゾンチームの派遣を行った。

被災した教育委員会と学校が求めているニーズを正確・迅速に把握し，支援につなげること

ができた。

ロ 学校等再開 授業再開 に向けた段取り

・ 校舎や通学路に大きな被害を被った丸森町立金山小学校や筆甫小学校，耕野小学校等の学

校再開については，丸森町教育委員会の迅速な対応により，比較的円滑に進んだ。「学校再開

ハンドブック（平成 年２月宮城県教育委員会発行）」をもとに，学校再開の状況を確認す

ることができた。また，給食センターの再開について，リエゾンチームとして，給食の担当

指導主事を派遣したことは，給食の早期再開の一助になったものと思われる。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県教育委員会では，令和元年度から「災害時学校支援チームみやぎ」として，被災した学校

を支援する教職員を養成している。今後は，チームのスキルアップを図りながら，学校の早期

再開に迅速に支援できる体制を充実・強化する。

○関連資料

 
避難所となった丸森小学校体育館  法面が崩壊した耕野小学校通学路 
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県立高校

○ 被害の状況や動き

県立高校のうち，特に大きな被害を受けたのは，柴田農林高校，伊具高校及び水産高校の３校

である。柴田農林高校及び伊具高校では農場が浸水して実習設備が破損し，また，水産高校では

総合実習棟が浸水して水産加工実習用設備が破損し，実習ができなくなった。

県南地域の高校を中心に９校が学校施設や通学路の安全確認などのため，１～５日間，臨時休

業とした。また，阿武隈急行鉄道の被災・運休に伴い，角田高校及び伊具高校が始業時間の繰下

げや授業時間の短縮を行った。代替バスの運行により繰下時間の短縮が図られたたものの，通常

授業に戻ったのは，阿武隈急行が復旧した 月 日であった。

○ 対応

イ 教科書の給付

県教育委員会では，浸水等により教科書・補助教材を破損した生徒に対し，災害救助法に基

づき，無償で給付するため被害状況を調査し，該当者 名（仙台市を含むと 名）全員に配布

することができた。

ロ 生徒の就学支援

県教育委員会では，県立学校に対して，被災による家計急変の場合には，授業料の減免及び

高等学校育英奨学資金の利用が可能である旨を生徒・保護者に周知するよう通知した。これら

の制度を利用した生徒の人数は，７名であった。

被災した生徒が，東日本大震災で被災した生徒と同様に，入学者選抜手数料，入学金，寄宿

舎料の免除を受けられるよう，県議会 月定例会で条例改正した。令和元年度の免除実績は，

件であった。

ハ 学校設備の復旧

農業用の実習設備をはじめ被災した備品について，国庫補助を活用して早期復旧を図るため，

文部科学省と協議を進めながら県議会 月定例会に予算計上し，議会議決後，国に事前着工届

を提出して，備品整備に着手した。

県立高校における学校再開に向けた取組に関する検証

○ 評価できる点

・ 実習設備の被害が大きかった学校１校については，発注件数が膨大なため事務室での対応が

 
陥没，土砂流出した耕野小学校校庭  土砂・流木が流入した伊具高校 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

チームが登下校の街頭指導を支援した。給食センターに関しては，県スポーツ健康課担当指導主

事が給食センターの栄養教諭と連絡を取り合い，復旧に向けた支援を継続した。また，各学校か

らマスク等，衛生面での物資補給の要望があったため，県歯科医師会等へ呼びかけ，マウスウォ

ッシュの提供を受けた。避難所となっていた丸森小学校体育館には地域住民が避難していたが，

学校との大きなトラブル等はなかった。子供たちの休日の遊び場がないことから，県生涯学習課

から自然の家を活用した「リフレッシュキャンプ」を提案，認定 法人カタリバと連携して実施

し， 名の児童が参加した。大河原教育事務所管内の安全担当主幹教諭が丸森町内の学校支援

を実施した。

リエゾンチーム派遣に関する検証

○ 評価できる点

イ 災害発生時の支援体制・初動 現状復旧 の人的補助について

・ 災害時学校支援チームとして，県教育委員会関係課によるリエゾンチームの派遣を行った。

被災した教育委員会と学校が求めているニーズを正確・迅速に把握し，支援につなげること

ができた。

ロ 学校等再開 授業再開 に向けた段取り

・ 校舎や通学路に大きな被害を被った丸森町立金山小学校や筆甫小学校，耕野小学校等の学

校再開については，丸森町教育委員会の迅速な対応により，比較的円滑に進んだ。「学校再開

ハンドブック（平成 年２月宮城県教育委員会発行）」をもとに，学校再開の状況を確認す

ることができた。また，給食センターの再開について，リエゾンチームとして，給食の担当

指導主事を派遣したことは，給食の早期再開の一助になったものと思われる。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県教育委員会では，令和元年度から「災害時学校支援チームみやぎ」として，被災した学校

を支援する教職員を養成している。今後は，チームのスキルアップを図りながら，学校の早期

再開に迅速に支援できる体制を充実・強化する。

○関連資料

 
避難所となった丸森小学校体育館  法面が崩壊した耕野小学校通学路 
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市町村立学校（就学援助）に関する検証

○ 評価できる点

・ 被災による就学援助の認定申請は，通常の事務手続きとは異なるものの，文部科学省からの

通知やそれに付随した各種情報提供を速やかに行うことで，滞りなく市町村の事務が進んだ。

・ 被災による就学援助だけにとらわれず，台風被害に対する懸念事項等を幅広く相談できるよ

う周知したことで，通学支援等に関する相談にも対応することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 就学援助法（要保護児童生徒援助費補助金）の「学用品費等」と災害救助法の「学用品」と

の関係から，県庁他部局とも連絡調整する機会が多くあったため，いつでも資料・情報提供が

できるように，わかりやすい資料作成に努める必要がある。また，県庁各課の担当する分野を

一覧等にまとめておけば，今後同様の災害が生じた場合にスムーズに対応ができると思われ

る。

市町村立学校（教科書の再給与）

○ 被害の状況や動き

教科書の給与については，年度初めのほか，年度途中の転入や自然災害による再給与にも対応

し，教科書供給所と情報共有しながら手続きを進めた。

○ 対応

文部科学省からの通知により，県内全市町村を対象に被災に伴う教科書の喪失又は損傷の有無

について調査を行った。

調査の結果を基に，（株）宮城県教科書供給所に必要冊数データを伝え，いち早く児童生徒に教

科書が届くようにした。

災害時の教科書給与については，発生から 日以内に文部科学省に報告する必要があるが，

月初旬に給与完了を報告した。

給与完了後，該当の市町村教育委員会に対し「教科書の支払い手続き」を通知した。内容につ

いては，県震災援護室と共有した。

市町村立学校（教科書の再給与）に関する検証

○ 評価できる点

・ 被災の規模は大きかったものの，教科書供給所との連携や市町村教育委員会，県教育事務所

との連絡体制がしっかりしていたため，迅速に連絡が取れ，スムーズな教科書の再給与につな

がった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 教科書の再給与については，無償と考えている市町村教育委員会が多い。そのため，早い段

階で「無償ではなく，給与後に費用（支払い）が発生する。」ことを伝えておく必要がある。

困難だった。そのため，事務長会が調整役となって近隣校の事務職員が支援する体制を作り，

応援職員は，電話やメールで連絡を取り合いながら仕様書や契約書類の作成を支援した。

・ 東日本大震災の復旧事業の書類を参考にしながら事務手続を進めたことで，被災校への照会，

国への申請書類の整備，予算編成について手戻りなく，進捗できた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 阿武隈急行鉄道が運休する中，学校からは，学校の早期再開・通常授業の実施のための代替

バスの運行の要望が強かったが，財源確保ができず実施できなかった。国の支援パッケージに

含めるよう要望するかについて今後検討が必要である。

特別支援学校

○ 被害の状況や動き

被災状況を把握するため，現地確認を行い，学校再開に向けて必要な事項を検討した。

○ 対応

月 日に被害が大きかった角田支援学校へ現地調査を行い，被災状況の把握と必要な物品等

の確認を行ったが，天井からの漏水被害が甚大であり，食堂の天井板の一部が落下するなどの被

害状況であった。

角田支援学校とは綿密に連絡を取り，必要なものがないか確認しながら支援を行った。また，

角田支援学校は 月 日及び 日は臨時休校としたが，スクールバスのルートの安全確認や学校

で被災箇所を清掃するなどの対応を行い， 月 日には学校再開，翌週には給食も再開した。

特別支援学校における学校再開に向けた取組に関する検証

○ 評価できる点

・ 早めに現地調査を行い，角田支援学校と意思疎通を図りながら，学校再開の支援を行うこと

ができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今後も被災した学校と綿密に連携を取りながら，早期に学校再開ができるよう努めていく。

市町村立学校（就学援助）

○ 被害の状況や動き

大規模災害により被災し就学困難となった児童生徒又は就学予定者の保護者に対し，必要な就

学支援を行う「被災児童生徒就学支援事業」について，事前に実施要領の確認や様式等を発出す

る準備を進めた。

○ 対応

被災に伴う就学援助の認定に際して，文部科学省から弾力的な対応が可能となる旨の通知があ

ったため，各市町村へ速やかに通知した。また，市町村からの問い合わせに関しても，丁寧に対

応し，不明な点については文部科学省へ確認するなどして市町村において事務手続きが円滑に進

むよう指導助言を行った。

被災に伴う就学援助の申請は９市町あり，申請金額は 円となった。

（石巻市，気仙沼市，白石市，角田市，大崎市，柴田町，丸森町，大和町，涌谷町）
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市町村立学校（就学援助）に関する検証

○ 評価できる点

・ 被災による就学援助の認定申請は，通常の事務手続きとは異なるものの，文部科学省からの

通知やそれに付随した各種情報提供を速やかに行うことで，滞りなく市町村の事務が進んだ。

・ 被災による就学援助だけにとらわれず，台風被害に対する懸念事項等を幅広く相談できるよ

う周知したことで，通学支援等に関する相談にも対応することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 就学援助法（要保護児童生徒援助費補助金）の「学用品費等」と災害救助法の「学用品」と

の関係から，県庁他部局とも連絡調整する機会が多くあったため，いつでも資料・情報提供が

できるように，わかりやすい資料作成に努める必要がある。また，県庁各課の担当する分野を

一覧等にまとめておけば，今後同様の災害が生じた場合にスムーズに対応ができると思われ

る。

市町村立学校（教科書の再給与）

○ 被害の状況や動き

教科書の給与については，年度初めのほか，年度途中の転入や自然災害による再給与にも対応

し，教科書供給所と情報共有しながら手続きを進めた。

○ 対応

文部科学省からの通知により，県内全市町村を対象に被災に伴う教科書の喪失又は損傷の有無

について調査を行った。

調査の結果を基に，（株）宮城県教科書供給所に必要冊数データを伝え，いち早く児童生徒に教

科書が届くようにした。

災害時の教科書給与については，発生から 日以内に文部科学省に報告する必要があるが，

月初旬に給与完了を報告した。

給与完了後，該当の市町村教育委員会に対し「教科書の支払い手続き」を通知した。内容につ

いては，県震災援護室と共有した。

市町村立学校（教科書の再給与）に関する検証

○ 評価できる点

・ 被災の規模は大きかったものの，教科書供給所との連携や市町村教育委員会，県教育事務所

との連絡体制がしっかりしていたため，迅速に連絡が取れ，スムーズな教科書の再給与につな

がった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 教科書の再給与については，無償と考えている市町村教育委員会が多い。そのため，早い段

階で「無償ではなく，給与後に費用（支払い）が発生する。」ことを伝えておく必要がある。

困難だった。そのため，事務長会が調整役となって近隣校の事務職員が支援する体制を作り，

応援職員は，電話やメールで連絡を取り合いながら仕様書や契約書類の作成を支援した。

・ 東日本大震災の復旧事業の書類を参考にしながら事務手続を進めたことで，被災校への照会，

国への申請書類の整備，予算編成について手戻りなく，進捗できた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 阿武隈急行鉄道が運休する中，学校からは，学校の早期再開・通常授業の実施のための代替

バスの運行の要望が強かったが，財源確保ができず実施できなかった。国の支援パッケージに

含めるよう要望するかについて今後検討が必要である。

特別支援学校

○ 被害の状況や動き

被災状況を把握するため，現地確認を行い，学校再開に向けて必要な事項を検討した。

○ 対応

月 日に被害が大きかった角田支援学校へ現地調査を行い，被災状況の把握と必要な物品等

の確認を行ったが，天井からの漏水被害が甚大であり，食堂の天井板の一部が落下するなどの被

害状況であった。

角田支援学校とは綿密に連絡を取り，必要なものがないか確認しながら支援を行った。また，

角田支援学校は 月 日及び 日は臨時休校としたが，スクールバスのルートの安全確認や学校

で被災箇所を清掃するなどの対応を行い， 月 日には学校再開，翌週には給食も再開した。

特別支援学校における学校再開に向けた取組に関する検証

○ 評価できる点

・ 早めに現地調査を行い，角田支援学校と意思疎通を図りながら，学校再開の支援を行うこと

ができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今後も被災した学校と綿密に連携を取りながら，早期に学校再開ができるよう努めていく。

市町村立学校（就学援助）

○ 被害の状況や動き

大規模災害により被災し就学困難となった児童生徒又は就学予定者の保護者に対し，必要な就

学支援を行う「被災児童生徒就学支援事業」について，事前に実施要領の確認や様式等を発出す

る準備を進めた。

○ 対応

被災に伴う就学援助の認定に際して，文部科学省から弾力的な対応が可能となる旨の通知があ

ったため，各市町村へ速やかに通知した。また，市町村からの問い合わせに関しても，丁寧に対

応し，不明な点については文部科学省へ確認するなどして市町村において事務手続きが円滑に進

むよう指導助言を行った。

被災に伴う就学援助の申請は９市町あり，申請金額は 円となった。

（石巻市，気仙沼市，白石市，角田市，大崎市，柴田町，丸森町，大和町，涌谷町）
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○ 対応

被災後の 月 日に県スポーツ健康課担当指導主事を現場に派遣し，丸森町教育委員会の担当

者や栄養教諭から情報を収集したところ， 月中に水道が復旧する予定であり， 月 日より通常

給食ができるように現在準備を進めていること，ガス，電気，エアコン，ゴミ処理機， 重油につ

いては使用可能（業者の点検済）であること，ボイラー中和装置点検は，現在見積もりを取って

いる状況で今後修繕予定であることを確認した。給食再開に伴う必要な作業は次のとおりであっ

た。

イ 施設設備について

①調理場内の消毒（要望：月一回の害虫点検を業者に委託しているが，それとは別に実施して

ほしい。）

②調理場の外の洗浄消毒（要望：配送トラックの発着口や外回りの洗浄消毒が必要。人員が不

足していて手が回らない。）

③倉庫内の洗浄消毒と水没した器具類の撤去（要望：器具類が大きいため，人手が必要。）

ロ 配送関係について

①筆甫小学校と大張小学校・耕野小学校の２コースは道路が狭く，給食配送車が通行できない

ので，４ の軽自動車２台と運転手２名が必要である。

②軽自動車で運ぶ際，コンテナを使用できないので コンテナに代わるボックスが必要である。

ハ 給食作業に必要な備品について

①コンテナ５台（浸水）

ニ 調理作業に必要な消耗品について

①マスク ②手洗い石けん ③ペーパータオル ④使い捨てビニール手袋

⑤使い捨てゴム手袋 ⑥消毒用アルコール ⑦家庭用ゴム手袋 ⑧家庭用ロング手袋

⑨キッチンペーパー ⑩クッキングペーパー ⑪カウンタークロス ⑫ホース

⑬ビニール袋（ 号・ 号・ 号・ 号・ ）⑭残菜入れ

ホ その他，今後必要となるもの

①雪かき用作業車（浸水）

②草刈り機（浸水）

復旧までの期間，県スポーツ健康課担当指導主事と給食センターの栄養教諭とが給食再開に

向けた調理室内の衛生管理等について状況を確認するなど情報を共有し，安全に給食が実施で

きるよう努めた。

学校給食への対応に関する検証

○ 評価できる点

・ 丸森町の学校給食担当者と連絡を取り合うだけでなく，県スポーツ健康課担当指導主事を学

校給食センターに派遣したことにより，被害状況の確認や簡易給食の課題，給食再開に向けた

対応方法等について把握し，助言することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今回，調理室内の浸水は免れたが，調理室内も浸水し，調理機器類に被害があった場合には，

復旧に時間を要する。そうした事態に備え，近隣市町村の給食施設から給食を運搬する等の連

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校給食への対応

○ 被害の状況や動き

丸森町学校給食センターは，浸水の被害を受け，その後断水が続き，給食の提供はもちろんの

こと清掃作業等も進められない状況が続いた。 月 日からの学校再開に合わせて簡易給食が実

施された。

水道が復旧後の 月 日に機器作動状況の点検を兼ね，全ての工程の調理を実施した。 月

日に水道水検査の結果を確認後， 日から給食センターが完全復旧し，給食を再開することがで

きた。

〈簡易給食の内容〉

月 日 （公社）宮城県学校給食会より提供のあった救急カレーと牛乳

月 日～ 月 日 パンと牛乳

※ 月 日のみプレーンヨーグルトを追加

○マニュアル「災害時の教科書給与の対応について 作成」

災害時の教科書給与の対応について 作成

内閣府が「災害救助法の適用」を決定する

ポイント 災害発生後，すぐに（翌日）決

定されるため，内閣府 を確認する！

文部科学省から通知が出される。給与は，

日以内に完了しなければならない。

② 宮城県教科書供給所担当と連絡をとり，今後の

動きを確認する。

ポイント 無償給与ではないことに注意。災害の場

合は，県知事の行為の一つとして行われる。つまり，

県が（一時的に）負担することになる。なお，負担

したものは，後日，国から給与される。

③

文科省からの通知により，給与冊数について各市

町村に照会する。

ポイント 通常の教科書無償給与と考えている

市町村がほとんどである。そのため，早い段階で，

「給与後，費用（支払い）が発生する。」ことを話

しておくとよい。

ポイント 文科省へは 日以内に完了報告が必

要。

① 課内で，今後の動きについて確認する。同時

に，高校教育課（教科書担当）と情報共有する。

④ 給与完了次第，該当の市町村教委に文書「教

科書の支払い手続き」を発送する。

ポイント 文書を作成するにあたり，保健福祉部

震災援護室の確認が必要。

③

回答により，給与が必要な冊数が判明したら

即，宮城県教科書供給所に必要冊数データを

転送し，いち早く届けてもらうようにする。

③ ３

宮城県教科書供給所は，該当市町村に対して，請求書を

発行する。

ポイント 請求書が該当市町村に届く前に，④の文書を

発出しておくと，スムーズに受け取ってもらえる。
⑤ 高校教育課のデータと合わせて，文部科学省

へ給与完了を報告する。

災害発生

完了
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○ 対応

被災後の 月 日に県スポーツ健康課担当指導主事を現場に派遣し，丸森町教育委員会の担当

者や栄養教諭から情報を収集したところ， 月中に水道が復旧する予定であり， 月 日より通常

給食ができるように現在準備を進めていること，ガス，電気，エアコン，ゴミ処理機， 重油につ

いては使用可能（業者の点検済）であること，ボイラー中和装置点検は，現在見積もりを取って

いる状況で今後修繕予定であることを確認した。給食再開に伴う必要な作業は次のとおりであっ

た。

イ 施設設備について

①調理場内の消毒（要望：月一回の害虫点検を業者に委託しているが，それとは別に実施して

ほしい。）

②調理場の外の洗浄消毒（要望：配送トラックの発着口や外回りの洗浄消毒が必要。人員が不

足していて手が回らない。）

③倉庫内の洗浄消毒と水没した器具類の撤去（要望：器具類が大きいため，人手が必要。）

ロ 配送関係について

①筆甫小学校と大張小学校・耕野小学校の２コースは道路が狭く，給食配送車が通行できない

ので，４ の軽自動車２台と運転手２名が必要である。

②軽自動車で運ぶ際，コンテナを使用できないので コンテナに代わるボックスが必要である。

ハ 給食作業に必要な備品について

①コンテナ５台（浸水）

ニ 調理作業に必要な消耗品について

①マスク ②手洗い石けん ③ペーパータオル ④使い捨てビニール手袋

⑤使い捨てゴム手袋 ⑥消毒用アルコール ⑦家庭用ゴム手袋 ⑧家庭用ロング手袋

⑨キッチンペーパー ⑩クッキングペーパー ⑪カウンタークロス ⑫ホース

⑬ビニール袋（ 号・ 号・ 号・ 号・ ）⑭残菜入れ

ホ その他，今後必要となるもの

①雪かき用作業車（浸水）

②草刈り機（浸水）

復旧までの期間，県スポーツ健康課担当指導主事と給食センターの栄養教諭とが給食再開に

向けた調理室内の衛生管理等について状況を確認するなど情報を共有し，安全に給食が実施で

きるよう努めた。

学校給食への対応に関する検証

○ 評価できる点

・ 丸森町の学校給食担当者と連絡を取り合うだけでなく，県スポーツ健康課担当指導主事を学

校給食センターに派遣したことにより，被害状況の確認や簡易給食の課題，給食再開に向けた

対応方法等について把握し，助言することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今回，調理室内の浸水は免れたが，調理室内も浸水し，調理機器類に被害があった場合には，

復旧に時間を要する。そうした事態に備え，近隣市町村の給食施設から給食を運搬する等の連

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校給食への対応

○ 被害の状況や動き

丸森町学校給食センターは，浸水の被害を受け，その後断水が続き，給食の提供はもちろんの

こと清掃作業等も進められない状況が続いた。 月 日からの学校再開に合わせて簡易給食が実

施された。

水道が復旧後の 月 日に機器作動状況の点検を兼ね，全ての工程の調理を実施した。 月

日に水道水検査の結果を確認後， 日から給食センターが完全復旧し，給食を再開することがで

きた。

〈簡易給食の内容〉

月 日 （公社）宮城県学校給食会より提供のあった救急カレーと牛乳

月 日～ 月 日 パンと牛乳

※ 月 日のみプレーンヨーグルトを追加

○マニュアル「災害時の教科書給与の対応について 作成」

災害時の教科書給与の対応について 作成

内閣府が「災害救助法の適用」を決定する

ポイント 災害発生後，すぐに（翌日）決

定されるため，内閣府 を確認する！

文部科学省から通知が出される。給与は，

日以内に完了しなければならない。

② 宮城県教科書供給所担当と連絡をとり，今後の

動きを確認する。

ポイント 無償給与ではないことに注意。災害の場

合は，県知事の行為の一つとして行われる。つまり，

県が（一時的に）負担することになる。なお，負担

したものは，後日，国から給与される。

③

文科省からの通知により，給与冊数について各市

町村に照会する。

ポイント 通常の教科書無償給与と考えている

市町村がほとんどである。そのため，早い段階で，

「給与後，費用（支払い）が発生する。」ことを話

しておくとよい。

ポイント 文科省へは 日以内に完了報告が必

要。

① 課内で，今後の動きについて確認する。同時

に，高校教育課（教科書担当）と情報共有する。

④ 給与完了次第，該当の市町村教委に文書「教

科書の支払い手続き」を発送する。

ポイント 文書を作成するにあたり，保健福祉部

震災援護室の確認が必要。

③

回答により，給与が必要な冊数が判明したら

即，宮城県教科書供給所に必要冊数データを

転送し，いち早く届けてもらうようにする。

③ ３

宮城県教科書供給所は，該当市町村に対して，請求書を

発行する。

ポイント 請求書が該当市町村に届く前に，④の文書を

発出しておくと，スムーズに受け取ってもらえる。
⑤ 高校教育課のデータと合わせて，文部科学省

へ給与完了を報告する。

災害発生

完了
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特別支援学校（スクールカウンセラーによる支援）に関する検証

○ 評価できる点

・ 速やかに予算確保を行い，該当校と連携して児童生徒の心のケアを実施することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今後も心のケアが必要な児童生徒に対し，スクールカウンセラーの派遣等で対応していく。

市町村立学校（スクールカウンセラーによる支援）

○ 被害の状況や動き

イ スクールカウンセラーの配置・派遣

県内全ての中学校にスクールカウンセラーを配置し，全ての小学校に対応できるよう，市町

村教育委員会に派遣し，対応している。スクールカウンセラーの配置・派遣については，小学

校で年間 回，中学校で年間 回の配置となっている。

ロ スクールカウンセラーの緊急派遣・追加派遣

日頃より，災害や児童生徒の事件など，大きな事故が起こり児童生徒の心のケアが必要と認

められるときには，市町村教育委員会の要請を受け，宮城県臨床心理士会の協力の下，一定の

訓練を経た事務所カウンセラーを学校へ緊急派遣し，教育相談体制の構築に向けたコンサルテ

ーションを行っている。

このほかに，要請に基づき，スクールカウンセラーの追加派遣を行い，児童生徒のカウンセ

リングをとおして心のケアに当たっている。

○ 対応

発災後，大郷中学校及び丸森町からスクールカウンセラーの追加派遣の要望があった。

児童生徒の心のケアは，まずは児童生徒の生活等をよく理解している学級担任等の教員が行

い，児童生徒の生活を平時に戻すことが重要であることから，教員が児童生徒に向き合い，声を

聞く時間を確保するために，特に丸森町に対しては，県教職員課と連携し，必要とされる学校に

現職教員の支援ができるようにした。

大郷町については，中学校においてスクールカウンセラーの追加派遣が要請された。派遣希望

が女性のスクールカウンセラーだったが，配置しているのは男性スクールカウンセラーだったた

め，県教育委員会と大郷町教育委員会で協議し，大郷小学校に派遣しているスクールカウンセラ

ーを大郷中学校に追加派遣することとし， 月から追加派遣した。

丸森町については，金山小学校が丸森小学校の空き教室を活用して学校再開したことや，丸森

小学校に在籍している児童の中に親族を失った子どももいることから，要請に応じて，丸森小学

校に 月から追加派遣した。

丸森中学校については，中学３年生が受験期を迎えた際の心のケアを万全にしたいとの考え

から， 月から追加派遣した。

他の小学校については，年間の予定数で十分との判断から，追加派遣を実施していないが，丸

森町，大郷町の各学校に配置・派遣されているスクールカウンセラーに対して，事務所カウンセ

ラーのスーパーバイズが可能となるような仕組みを構築するとともに，スクールカウンセラー連

絡協議会の場において，事務所カウンセラーからカウンセリングの留意点や資料等が提供される

など，十分なバックアップ体制を構築した。

携も，今後検討していくことが必要である。

また，給食物資が届かない，調理できないといった状況下での，食物アレルギーを持つ児童

生徒の対応についても検討が必要である。

３ 児童・生徒等の心のケア

県立中学校・高校（スクールカウンセラーによる支援）

○ 被害の状況や動き

生徒が精神的に安定した学校生活を送れるよう，臨床心理に関し専門的な知識・経験を有する

スクールカウンセラーを全県立中学校・高校に配置している。また，東日本大震災後の心のケア

対策として，教員とカウンセラーの研修会や情報交換会を実施するなど，相談体制の強化に取り

組んでいる。

○ 対応

スクールカウンセラーの緊急派遣

・ 被災した生徒の心のケア，教職員・保護者等への助言・援助など様々な課題に対応するため，

希望のあった学校に対して，通常配置のカウンセラーとは別に緊急派遣カウンセラーとして派

遣する体制を組んだ。

・ 被災した生徒の多い１校からの要望に基づき，緊急派遣カウンセラーを計４回派遣した。

県立中学校・高校（スクールカウンセラーによる支援）に関する検証

○ 評価できる点

・ 全校に通常配置しているスクールカウンセラーは，学校や生徒の状況を理解しており，災害

時にも，状況に応じてきめ細かな支援ができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 大規模災害時には，生徒の生活基盤の確保，就学支援など包括的な支援が必要となることか

ら，各学校において，スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーが連携して支援す

る体制を整備しておくことが必要。

特別支援学校（スクールカウンセラーによる支援）

○ 被害の状況や動き

東日本大震災以降，被災した児童生徒の心のケアのため，スクールカウンセラーを派遣し，児

童生徒や保護者が抱える心の悩みの解消に取り組んでいる。

○ 対応

児童生徒の心のケアのため，被害が大きかった県南の児童生徒が通う岩沼高等学園及び角田支

援学校を対象にスクールカウンセラーを派遣することとした。

スクールカウンセラーを岩沼高等学園へ３回派遣し，生徒 名の心のケアを行い，また，角

田支援学校へは２回派遣し，児童生徒６名の心のケアを行うことができた。
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特別支援学校（スクールカウンセラーによる支援）に関する検証

○ 評価できる点

・ 速やかに予算確保を行い，該当校と連携して児童生徒の心のケアを実施することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今後も心のケアが必要な児童生徒に対し，スクールカウンセラーの派遣等で対応していく。

市町村立学校（スクールカウンセラーによる支援）

○ 被害の状況や動き

イ スクールカウンセラーの配置・派遣

県内全ての中学校にスクールカウンセラーを配置し，全ての小学校に対応できるよう，市町

村教育委員会に派遣し，対応している。スクールカウンセラーの配置・派遣については，小学

校で年間 回，中学校で年間 回の配置となっている。

ロ スクールカウンセラーの緊急派遣・追加派遣

日頃より，災害や児童生徒の事件など，大きな事故が起こり児童生徒の心のケアが必要と認

められるときには，市町村教育委員会の要請を受け，宮城県臨床心理士会の協力の下，一定の

訓練を経た事務所カウンセラーを学校へ緊急派遣し，教育相談体制の構築に向けたコンサルテ

ーションを行っている。

このほかに，要請に基づき，スクールカウンセラーの追加派遣を行い，児童生徒のカウンセ

リングをとおして心のケアに当たっている。

○ 対応

発災後，大郷中学校及び丸森町からスクールカウンセラーの追加派遣の要望があった。

児童生徒の心のケアは，まずは児童生徒の生活等をよく理解している学級担任等の教員が行

い，児童生徒の生活を平時に戻すことが重要であることから，教員が児童生徒に向き合い，声を

聞く時間を確保するために，特に丸森町に対しては，県教職員課と連携し，必要とされる学校に

現職教員の支援ができるようにした。

大郷町については，中学校においてスクールカウンセラーの追加派遣が要請された。派遣希望

が女性のスクールカウンセラーだったが，配置しているのは男性スクールカウンセラーだったた

め，県教育委員会と大郷町教育委員会で協議し，大郷小学校に派遣しているスクールカウンセラ

ーを大郷中学校に追加派遣することとし， 月から追加派遣した。

丸森町については，金山小学校が丸森小学校の空き教室を活用して学校再開したことや，丸森

小学校に在籍している児童の中に親族を失った子どももいることから，要請に応じて，丸森小学

校に 月から追加派遣した。

丸森中学校については，中学３年生が受験期を迎えた際の心のケアを万全にしたいとの考え

から， 月から追加派遣した。

他の小学校については，年間の予定数で十分との判断から，追加派遣を実施していないが，丸

森町，大郷町の各学校に配置・派遣されているスクールカウンセラーに対して，事務所カウンセ

ラーのスーパーバイズが可能となるような仕組みを構築するとともに，スクールカウンセラー連

絡協議会の場において，事務所カウンセラーからカウンセリングの留意点や資料等が提供される

など，十分なバックアップ体制を構築した。

携も，今後検討していくことが必要である。

また，給食物資が届かない，調理できないといった状況下での，食物アレルギーを持つ児童

生徒の対応についても検討が必要である。

３ 児童・生徒等の心のケア

県立中学校・高校（スクールカウンセラーによる支援）

○ 被害の状況や動き

生徒が精神的に安定した学校生活を送れるよう，臨床心理に関し専門的な知識・経験を有する

スクールカウンセラーを全県立中学校・高校に配置している。また，東日本大震災後の心のケア

対策として，教員とカウンセラーの研修会や情報交換会を実施するなど，相談体制の強化に取り

組んでいる。

○ 対応

スクールカウンセラーの緊急派遣

・ 被災した生徒の心のケア，教職員・保護者等への助言・援助など様々な課題に対応するため，

希望のあった学校に対して，通常配置のカウンセラーとは別に緊急派遣カウンセラーとして派

遣する体制を組んだ。

・ 被災した生徒の多い１校からの要望に基づき，緊急派遣カウンセラーを計４回派遣した。

県立中学校・高校（スクールカウンセラーによる支援）に関する検証

○ 評価できる点

・ 全校に通常配置しているスクールカウンセラーは，学校や生徒の状況を理解しており，災害

時にも，状況に応じてきめ細かな支援ができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 大規模災害時には，生徒の生活基盤の確保，就学支援など包括的な支援が必要となることか

ら，各学校において，スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーが連携して支援す

る体制を整備しておくことが必要。

特別支援学校（スクールカウンセラーによる支援）

○ 被害の状況や動き

東日本大震災以降，被災した児童生徒の心のケアのため，スクールカウンセラーを派遣し，児

童生徒や保護者が抱える心の悩みの解消に取り組んでいる。

○ 対応

児童生徒の心のケアのため，被害が大きかった県南の児童生徒が通う岩沼高等学園及び角田支

援学校を対象にスクールカウンセラーを派遣することとした。

スクールカウンセラーを岩沼高等学園へ３回派遣し，生徒 名の心のケアを行い，また，角

田支援学校へは２回派遣し，児童生徒６名の心のケアを行うことができた。
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調査を実施したところ，子供の居場所や心のケアが心配であるということが判明した。

○ 対応

自然の家を活用した豪雨災害被災地のリフレッシュキャンプを「まるもり週末リフレッシュキ

ャンプ」と称して，県教育委員会が主催，認定 法人カタリバ，松島自然の家，蔵王自然の家が

共催として，被災した金山小学校・丸森小学校児童希望者を同自然の家に無料で招待することと

した。

豊かな自然環境の中で，友人との野外活動や遊びを通し，被災地での生活からのリフレッシュ

や心のケアを図ることを目的として実施した。

内容は，ピザやカレー作り等の野外炊飯，自然の中での自由遊び等の体験活動，学習，温泉等

での入浴等（松島自然の家においては， キボッチャ が無料で入浴を提供し，蔵王自然

の家は自前の温泉入浴）。

※ 認定 法人カタリバは，東日本大震災の被災地である女川町で，子供たちの放課後学び支援

を現在も続けており実績がある。これまで県教育委員会の主催する別事業でも協力をいただい

ていることから，今回も連携し，「まるもり週末リフレッシュキャンプ」を実施することとなっ

たものである。

被災小学校児童の心のケアに関する検証

○ 評価できる点

・ 被害の状況を把握した上で，保護者が必要性を強く感じていた子供の居場所の確保について

スピード感を持って実施し，子供たちの心のケアを図ることができた。

・ 認定 法人カタリバ，松島自然の家，蔵王自然の家と共催で行い，互いに連携を取りなが

ら子供たちの実態に応じて臨機応変に対応することができた。

・ 丸森町ボランティアセンターによる聞き取り調査への協力

・ 趣旨に賛同した キボッチャ による入浴の無料提供

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 災害が起こった後に生じる風化。

・ 恐ろしいのは災害であると同時に，正常性バイアスであることを幅広い世代にさまざまな場

面でしっかりと伝えていく必要がある。

・ 県教育庁内でのさらなる連携や情報の共有。

・ いつ起こるか予測できない災害への備えや対応のための不断の心構えや研修。

○ 関連資料

・ 同時期に国立花山青少年自然の家もリフレッシュキャンプを実施した。

（対象：大崎市鹿島台地区・大郷町在住の小学生）

・ 松島自然の家及び蔵王自然の家リフレッシュキャンプに参加した児童及び保護者への聴き取り

による満足度は ％を超えたと捉えている。

市町村立学校（スクールカウンセラーによる支援）に関する検証

○ 評価できる点

・ 日頃よりスクールカウンセラーの緊急派遣については，教育事務所と情報を共有しているこ

とから，教育事務所指導主事を介して適切な助言をすることができた。

・ 臨床心理士会との連携が円滑だったこともあり、情報の共有を図り希望する学校やスクール

カウンセラーへの適切な助言につながった。

・ 児童生徒が信頼する学級担任の負担を軽減し，子どもと向き合う時間を生み出すために，県

教職員課等関係課との連携が円滑に進められた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 緊急時のスクールカウンセラーの対応に係る資質能力の向上

・ 緊急派遣の基本的な考え方についての市町村教育委員会との認識の共有

○ 関連資料

・ 大郷町立大郷中学校への追加派遣 月から６回

・ 丸森町立丸森小学校への追加派遣 月から６回

・ 丸森町立丸森中学校への追加派遣 月から７回

市町村立学校（教職員加配）

○ 対応

被災に伴う教職員の加配について，文部科学省からの連絡を受け，被害の大きかった丸森町に打

診した。被災直後は，児童生徒の安全確保，学校や通学路の復旧作業等が優先され，心のケアに係

る教職員の加配の必要性はそれほど大きくなかった。通常の学校生活に徐々に戻るに従い，心のケ

アの必要性が出始め，丸森町から加配の申請が出された。丸森町からの申請に基づき，文部科学省

へ加配申請をし，２月１日から１名（教諭）の加配を行った。

市町村立学校（教職員加配）に関する検証

○ 評価できる点

・ 被災直後ではなかったものの，学校現場からの加配申請に関して，柔軟に対応することがで

きた。心のケアについては，ある程度時間が経ってから，その必要性が認められるケースもあ

り，文部科学省と協議をして，丸森町の要望に応えることができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 令和２年度以降についても，通学路の安全確保や，家庭での学習環境の整わない児童生徒，

心のケアを必要とする児童生徒の状況に応じて教職員の加配を行う。

被災小学校児童の心のケア

○ 被害の状況や動き

被災した丸森町で，特に被災状況が深刻であったのが金山小学校であり，校舎も浸水したこと

から，丸森小学校の教室を共有することとなったが，認定 法人カタリバが保護者等へ聞き取り
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調査を実施したところ，子供の居場所や心のケアが心配であるということが判明した。

○ 対応

自然の家を活用した豪雨災害被災地のリフレッシュキャンプを「まるもり週末リフレッシュキ

ャンプ」と称して，県教育委員会が主催，認定 法人カタリバ，松島自然の家，蔵王自然の家が

共催として，被災した金山小学校・丸森小学校児童希望者を同自然の家に無料で招待することと

した。

豊かな自然環境の中で，友人との野外活動や遊びを通し，被災地での生活からのリフレッシュ

や心のケアを図ることを目的として実施した。

内容は，ピザやカレー作り等の野外炊飯，自然の中での自由遊び等の体験活動，学習，温泉等

での入浴等（松島自然の家においては， キボッチャ が無料で入浴を提供し，蔵王自然

の家は自前の温泉入浴）。

※ 認定 法人カタリバは，東日本大震災の被災地である女川町で，子供たちの放課後学び支援

を現在も続けており実績がある。これまで県教育委員会の主催する別事業でも協力をいただい

ていることから，今回も連携し，「まるもり週末リフレッシュキャンプ」を実施することとなっ

たものである。

被災小学校児童の心のケアに関する検証

○ 評価できる点

・ 被害の状況を把握した上で，保護者が必要性を強く感じていた子供の居場所の確保について

スピード感を持って実施し，子供たちの心のケアを図ることができた。

・ 認定 法人カタリバ，松島自然の家，蔵王自然の家と共催で行い，互いに連携を取りなが

ら子供たちの実態に応じて臨機応変に対応することができた。

・ 丸森町ボランティアセンターによる聞き取り調査への協力

・ 趣旨に賛同した キボッチャ による入浴の無料提供

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 災害が起こった後に生じる風化。

・ 恐ろしいのは災害であると同時に，正常性バイアスであることを幅広い世代にさまざまな場

面でしっかりと伝えていく必要がある。

・ 県教育庁内でのさらなる連携や情報の共有。

・ いつ起こるか予測できない災害への備えや対応のための不断の心構えや研修。

○ 関連資料

・ 同時期に国立花山青少年自然の家もリフレッシュキャンプを実施した。

（対象：大崎市鹿島台地区・大郷町在住の小学生）

・ 松島自然の家及び蔵王自然の家リフレッシュキャンプに参加した児童及び保護者への聴き取り

による満足度は ％を超えたと捉えている。

市町村立学校（スクールカウンセラーによる支援）に関する検証

○ 評価できる点

・ 日頃よりスクールカウンセラーの緊急派遣については，教育事務所と情報を共有しているこ

とから，教育事務所指導主事を介して適切な助言をすることができた。

・ 臨床心理士会との連携が円滑だったこともあり、情報の共有を図り希望する学校やスクール

カウンセラーへの適切な助言につながった。

・ 児童生徒が信頼する学級担任の負担を軽減し，子どもと向き合う時間を生み出すために，県

教職員課等関係課との連携が円滑に進められた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 緊急時のスクールカウンセラーの対応に係る資質能力の向上

・ 緊急派遣の基本的な考え方についての市町村教育委員会との認識の共有

○ 関連資料

・ 大郷町立大郷中学校への追加派遣 月から６回

・ 丸森町立丸森小学校への追加派遣 月から６回

・ 丸森町立丸森中学校への追加派遣 月から７回

市町村立学校（教職員加配）

○ 対応

被災に伴う教職員の加配について，文部科学省からの連絡を受け，被害の大きかった丸森町に打

診した。被災直後は，児童生徒の安全確保，学校や通学路の復旧作業等が優先され，心のケアに係

る教職員の加配の必要性はそれほど大きくなかった。通常の学校生活に徐々に戻るに従い，心のケ

アの必要性が出始め，丸森町から加配の申請が出された。丸森町からの申請に基づき，文部科学省

へ加配申請をし，２月１日から１名（教諭）の加配を行った。

市町村立学校（教職員加配）に関する検証

○ 評価できる点

・ 被災直後ではなかったものの，学校現場からの加配申請に関して，柔軟に対応することがで

きた。心のケアについては，ある程度時間が経ってから，その必要性が認められるケースもあ

り，文部科学省と協議をして，丸森町の要望に応えることができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 令和２年度以降についても，通学路の安全確保や，家庭での学習環境の整わない児童生徒，

心のケアを必要とする児童生徒の状況に応じて教職員の加配を行う。

被災小学校児童の心のケア

○ 被害の状況や動き

被災した丸森町で，特に被災状況が深刻であったのが金山小学校であり，校舎も浸水したこと

から，丸森小学校の教室を共有することとなったが，認定 法人カタリバが保護者等へ聞き取り
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このほか，太白キャンパスでは下記の被害が発生した。

・上記の土砂流出については，安全確保が必要な箇所において，被災後ただちに立入禁止等の

措置を講じていたが，その後の状況は，次のとおり。

①台風被害が全県に及んでいるため，測量等を行う業者の確保が困難を極めたが，年明け以降，

測量，設計を実施するなど，復旧工事については，令和２年度の施工に向けた準備を進めて

いる。

②上記Ａ～Ｃの東日本台風による被害については，国の基準を満たしていることから，国庫負

担金の適用に向けた準備を大学側が中心となって進め，国の調査を経て，３月までに交付決

定を受けたもの。

③国庫補助対象外となった箇所も含め，上記Ａ～Ｄの復旧工事に必要な費用について，県とし

て所要額を補助する予定。

教育施設等の復旧に向けた取組（私立学校・宮城大学）に関する検証

○ 評価できる点

・ 応急的なものを含め，被害箇所への措置が速やかになされたことにより，学生・教職員等の

安全確保が図られたことは，評価できるものと思料される。（宮城大学関係）

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 大学に技術職員（土木職）がいないことから，復旧工事の実施に向けた取組に多大な時間を

要したことは，改善すべき課題と思料される。（宮城大学関係）

公立学校

○ 被害の状況や動き

災害により学校施設が被災した場合，公立学校施設の災害復旧に要する経費は，公立学校施設災

害復旧費国庫負担法に基づき，国がその３分の２を負担することとなっている。また，地方公共団

体が負担する３分の１については，東日本台風が激甚災害に指定されたことにより，激甚災害に対

処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき，特定地方公共団体の指定を受けた市町村が

負担する災害復旧費用に対して国から交付金が交付されることとなった。

県内の公立学校を対象とした災害査定現地調査は，１月 日から実施され，県立学校 校，市町

村立学校 校の災害査定が終了した。

○ 対応

イ 県立学校関係

被害は，特に法面の崩落やグラウンド等への土砂の堆積など，土木技術に係る案件が多く，案

件ごとに県土木部を通じて，（一社）建設コンサルタンツ協会東北支部の協力を得て，被害調査や

【東日本台風による被害】 
Ａ：キャンパス西側敷地内の法面土砂が流出 
Ｂ：旗立農場入口道路法面の一部が陥没し，土砂が流出 
Ｃ：坪沼農場敷地内において果樹園に向かう道路の法面土砂が流出 
【台風第２１号による被害】 
Ｄ：体育館南側の法面土砂が流出 

 

４ 教育施設等の復旧に向けた取組

私立学校・宮城大学

○ 被害の状況や動き

イ 私立学校関係

被災した私立学校のうち，高校１校が「私立学校施設災害復旧事業」を活用し，崩壊した校

地内の法面の補修や，一部流出した側溝の再設置を行った。

ロ 宮城大学関係

宮城大学の施設等について，東日本台風及び第 号により，以下の被害が発生した。

＜大和キャンパス＞キャンパス内の雨漏り，教員宿舎入口扉ガラス破損

＜太白キャンパス＞雨漏り，倒木，土砂崩れ（土砂崩れについては附属坪沼農場を含む。）

○ 対応

イ 私立学校関係

県は「私立学校施設災害復旧事業」を活用した高校１校の事業計画書をとりまとめ，文部科

学省に提出するとともに，復旧事業内容調査の協力を行った。

ロ 宮城大学関係

雨漏り箇所について清掃を実施したほか，倒木は除去した。

教員宿舎入口扉ガラス破損については，応急的に安全確保を図っていたが，年内に修理を完

了した。

 
【野外炊飯（カレー作り）】  【自然の中での体験活動】 

 

 

【自主学習の様子】  【集合写真（蔵王自然の家）】 
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このほか，太白キャンパスでは下記の被害が発生した。

・上記の土砂流出については，安全確保が必要な箇所において，被災後ただちに立入禁止等の

措置を講じていたが，その後の状況は，次のとおり。

①台風被害が全県に及んでいるため，測量等を行う業者の確保が困難を極めたが，年明け以降，

測量，設計を実施するなど，復旧工事については，令和２年度の施工に向けた準備を進めて

いる。

②上記Ａ～Ｃの東日本台風による被害については，国の基準を満たしていることから，国庫負

担金の適用に向けた準備を大学側が中心となって進め，国の調査を経て，３月までに交付決

定を受けたもの。

③国庫補助対象外となった箇所も含め，上記Ａ～Ｄの復旧工事に必要な費用について，県とし

て所要額を補助する予定。

教育施設等の復旧に向けた取組（私立学校・宮城大学）に関する検証

○ 評価できる点

・ 応急的なものを含め，被害箇所への措置が速やかになされたことにより，学生・教職員等の

安全確保が図られたことは，評価できるものと思料される。（宮城大学関係）

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 大学に技術職員（土木職）がいないことから，復旧工事の実施に向けた取組に多大な時間を

要したことは，改善すべき課題と思料される。（宮城大学関係）

公立学校

○ 被害の状況や動き

災害により学校施設が被災した場合，公立学校施設の災害復旧に要する経費は，公立学校施設災

害復旧費国庫負担法に基づき，国がその３分の２を負担することとなっている。また，地方公共団

体が負担する３分の１については，東日本台風が激甚災害に指定されたことにより，激甚災害に対

処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき，特定地方公共団体の指定を受けた市町村が

負担する災害復旧費用に対して国から交付金が交付されることとなった。

県内の公立学校を対象とした災害査定現地調査は，１月 日から実施され，県立学校 校，市町

村立学校 校の災害査定が終了した。

○ 対応

イ 県立学校関係

被害は，特に法面の崩落やグラウンド等への土砂の堆積など，土木技術に係る案件が多く，案

件ごとに県土木部を通じて，（一社）建設コンサルタンツ協会東北支部の協力を得て，被害調査や

【東日本台風による被害】 
Ａ：キャンパス西側敷地内の法面土砂が流出 
Ｂ：旗立農場入口道路法面の一部が陥没し，土砂が流出 
Ｃ：坪沼農場敷地内において果樹園に向かう道路の法面土砂が流出 
【台風第２１号による被害】 
Ｄ：体育館南側の法面土砂が流出 

 

４ 教育施設等の復旧に向けた取組

私立学校・宮城大学

○ 被害の状況や動き

イ 私立学校関係

被災した私立学校のうち，高校１校が「私立学校施設災害復旧事業」を活用し，崩壊した校

地内の法面の補修や，一部流出した側溝の再設置を行った。

ロ 宮城大学関係

宮城大学の施設等について，東日本台風及び第 号により，以下の被害が発生した。

＜大和キャンパス＞キャンパス内の雨漏り，教員宿舎入口扉ガラス破損

＜太白キャンパス＞雨漏り，倒木，土砂崩れ（土砂崩れについては附属坪沼農場を含む。）

○ 対応

イ 私立学校関係

県は「私立学校施設災害復旧事業」を活用した高校１校の事業計画書をとりまとめ，文部科

学省に提出するとともに，復旧事業内容調査の協力を行った。

ロ 宮城大学関係

雨漏り箇所について清掃を実施したほか，倒木は除去した。

教員宿舎入口扉ガラス破損については，応急的に安全確保を図っていたが，年内に修理を完

了した。

 
【野外炊飯（カレー作り）】  【自然の中での体験活動】 

 

 

【自主学習の様子】  【集合写真（蔵王自然の家）】 
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教育施設等の復旧に向けた取組（県有体育施設）に関する検証

○ 評価できる点

・ 災害復旧の可否等について国に確認するなど，市町村立体育施設の災害復旧が円滑に進捗す

るよう，適宜，関係機関との連絡調整を図った。

・ 限られた時間の中で，災害復旧に係る補助申請を行い，国庫補助金交付が認められた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 時間がない中で，年度内に災害査定を行う必要があり，日程調整等に苦慮した。スムーズに

災害査定が行えるよう関係機関との協力体制が必要である。

社会教育施設

○ 被害の状況や動き

公立の社会教育施設が自然災害による大きな被害を受け，復旧事業を行う場合，国の公立社

会教育施設災害復旧費補助事業を活用することができる。これは東日本大震災の際にも県内各

自治体で活用されたが，文部科学省からは今回の台風被害についてもその活用と手続きについ

て通知等が発出されているところである。

○ 対応

今回，県有施設では大きな被害がなかったため，当該補助事業は活用しなかったが，一部の

市（角田市）ではこれを活用して社会教育施設の復旧を行った。

なお，各市町村では，補助事業の申請をしない対象施設について，被災後の早い段階で単独

事業により復旧工事等を行っており，独自に対応している。

教育施設等の復旧に向けた取組（社会教育施設）に関する検証

○ 評価できる点

・ 各市町村とも住民の要望を十分確認し，公民館等の施設の早期復旧に向け迅速に対応した。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 国による特定地方公共団体への指定の時期が，災害発生から数か月経過後（今回は， 月の

災害に対して翌年３月に指定）になるため，被災した年度内に国の補助金の交付申請を希望す

る場合，該当自治体による事務処理が，非常に短期間での対応となる。

測量，災害査定に向けた資料作成等を行った。

ロ 市町村立学校関係

公立学校施設等の災害復旧に係る事務手続きに関して，文部科学省職員による事前相談会を開

催した。また，国庫申請に係る事業計画書を文部科学省に提出する際に市町村からのヒアリング

を実施した。

教育施設等の復旧に向けた取組（公立学校）に関する検証

○ 評価できる点

・ 過去の災害対応の経験を生かし，業界団体や文部科学省の協力を得ることで，迅速な災害復

旧事業計画の策定に繋がり，令和元年度中に災害査定が終了した。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県立学校関係

台風による被害は土木技術に係る案件が多いことから，県土木部の事業協力を速やかに得る

ための体制を整備する必要がある。

・ 市町村立学校関係

各市町村では，災害復旧に係る事務手続きに不慣れな担当者が多く，事業計画の策定に時間

を要した。今後は，災害復旧に係る事業計画策定について，迅速な対応に向けた支援を平時か

ら周知する。

県有体育施設

○ 被害の状況や動き

・県有体育施設では，県サッカー場や第二総合運動場で，それぞれ１本の倒木があった。また，

長沼ボート場では審判艇１台が損傷し，ライフル射撃場ではスモールボア射撃場電源盤１か所が

損傷したほか，宮城スタジアム等では浸水や雨漏り等も認められた。

・市町村立社会体育施設では， 施設で浸水，陥没，法面崩落，土砂流出・堆積，フェンス等破

損，電気設備不具合，雨漏り，倒木等の被害があった。

○ 対応

イ 県有体育施設

・県サッカー場や第二総合運動場における倒木については，電話会社が撤去した。

・長沼ボート場において損傷した審判艇は保険で修理した。

・ライフル射撃場において損傷したスモールボア射撃場電源盤１か所については，後日復旧

した。

ロ 市町村立体育施設

・令和元年度には，角田市２か所（角田市スポーツ交流館及び角田市総合体育館）と大郷町１

か所（大郷町総合運動場）について，災害査定が実施され，補助金が交付された。

・市町村立体育施設の災害復旧に向け，補助申請の迅速かつ適正な処理を進めた。
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教育施設等の復旧に向けた取組（県有体育施設）に関する検証

○ 評価できる点

・ 災害復旧の可否等について国に確認するなど，市町村立体育施設の災害復旧が円滑に進捗す

るよう，適宜，関係機関との連絡調整を図った。

・ 限られた時間の中で，災害復旧に係る補助申請を行い，国庫補助金交付が認められた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 時間がない中で，年度内に災害査定を行う必要があり，日程調整等に苦慮した。スムーズに

災害査定が行えるよう関係機関との協力体制が必要である。

社会教育施設

○ 被害の状況や動き

公立の社会教育施設が自然災害による大きな被害を受け，復旧事業を行う場合，国の公立社

会教育施設災害復旧費補助事業を活用することができる。これは東日本大震災の際にも県内各

自治体で活用されたが，文部科学省からは今回の台風被害についてもその活用と手続きについ

て通知等が発出されているところである。

○ 対応

今回，県有施設では大きな被害がなかったため，当該補助事業は活用しなかったが，一部の

市（角田市）ではこれを活用して社会教育施設の復旧を行った。

なお，各市町村では，補助事業の申請をしない対象施設について，被災後の早い段階で単独

事業により復旧工事等を行っており，独自に対応している。

教育施設等の復旧に向けた取組（社会教育施設）に関する検証

○ 評価できる点

・ 各市町村とも住民の要望を十分確認し，公民館等の施設の早期復旧に向け迅速に対応した。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 国による特定地方公共団体への指定の時期が，災害発生から数か月経過後（今回は， 月の

災害に対して翌年３月に指定）になるため，被災した年度内に国の補助金の交付申請を希望す

る場合，該当自治体による事務処理が，非常に短期間での対応となる。

測量，災害査定に向けた資料作成等を行った。

ロ 市町村立学校関係

公立学校施設等の災害復旧に係る事務手続きに関して，文部科学省職員による事前相談会を開

催した。また，国庫申請に係る事業計画書を文部科学省に提出する際に市町村からのヒアリング

を実施した。

教育施設等の復旧に向けた取組（公立学校）に関する検証

○ 評価できる点

・ 過去の災害対応の経験を生かし，業界団体や文部科学省の協力を得ることで，迅速な災害復

旧事業計画の策定に繋がり，令和元年度中に災害査定が終了した。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県立学校関係

台風による被害は土木技術に係る案件が多いことから，県土木部の事業協力を速やかに得る

ための体制を整備する必要がある。

・ 市町村立学校関係

各市町村では，災害復旧に係る事務手続きに不慣れな担当者が多く，事業計画の策定に時間

を要した。今後は，災害復旧に係る事業計画策定について，迅速な対応に向けた支援を平時か

ら周知する。

県有体育施設

○ 被害の状況や動き

・県有体育施設では，県サッカー場や第二総合運動場で，それぞれ１本の倒木があった。また，

長沼ボート場では審判艇１台が損傷し，ライフル射撃場ではスモールボア射撃場電源盤１か所が

損傷したほか，宮城スタジアム等では浸水や雨漏り等も認められた。

・市町村立社会体育施設では， 施設で浸水，陥没，法面崩落，土砂流出・堆積，フェンス等破

損，電気設備不具合，雨漏り，倒木等の被害があった。

○ 対応

イ 県有体育施設

・県サッカー場や第二総合運動場における倒木については，電話会社が撤去した。

・長沼ボート場において損傷した審判艇は保険で修理した。

・ライフル射撃場において損傷したスモールボア射撃場電源盤１か所については，後日復旧

した。

ロ 市町村立体育施設

・令和元年度には，角田市２か所（角田市スポーツ交流館及び角田市総合体育館）と大郷町１

か所（大郷町総合運動場）について，災害査定が実施され，補助金が交付された。

・市町村立体育施設の災害復旧に向け，補助申請の迅速かつ適正な処理を進めた。
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月 日から 月 日まで県企業局の電気・機械系職員延べ６名を福島県県北流域下水道建設

事務所へ派遣した。

広域水道に関する検証

○ 評価できる点

・ 取水口閉塞による取水停止や送水施設の一部が浸水により機能停止したが，職員と運転管理

者が連携し，閉塞土砂の撤去や送水系統を変更したことにより，断水を回避するなど迅速な対

応を図った（大崎広域水道事務所）。

・ 「宮城県と東京都の水道事業の連携について」に基づく東京都水道局職員派遣により，丸森

町における水質検査体制が整備され，早朝の断水解消につながった（仙南・仙塩広域水道事務

所）。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 周辺域の洪水によりテレメータ施設が浸水し，設備の故障により機能喪失となる事象が出て

いることから，施設の浸水対策が必要である（大崎広域水道事務所）。

・ 仙南・仙塩広域水道においては，冠水による送水施設への大きな被害がなかったことから，

受水市町への送水停止等に至らなかったが，冠水の恐れのある送水施設について，洗い出しを

行い，対策を検討していく必要がある（仙南・仙塩広域水道事務所）。

 市町村等の水道

○ 被害の状況や動き

災害等で断水が生じた場合は，（公社）日本水道協会（以下，「日水協」という。）を中心とする

支援スキームがあり，水道事業体相互の協力によりライフラインが確保される仕組みとなってい

る。今回の台風においては，計３市４町の 戸に断水被害が発生し， 人の県民生活に

影響が生じた。

県では，発災直後から，水道事業体及び日水協東北地方支部である石巻地方広域水道企業団か

らの情報収集に努めるとともに，国（厚生労働省）に対して被害状況について随時報告を行った。

また，日水協による臨時給水車の派遣等の状況や，応急復旧による断水解消の状況等についても

適宜情報収集した。

○ 対応

各市町等は日水協の支援スキームにより，他の水道事業体から給水車等による応急給水を受け，

住民の水を確保した。とりわけ断水被害が大きかった丸森町においては，浄水場３か所の稼働が

停止し，町内給水区域全域の 戸（ 人）に断水被害が発生した。このため，丸森町の

被害状況については，日水協と連携し，職員が被災現場を踏査するとともに，関係機関との調整

や技術的な助言などの支援を行った。また，災害復旧費用が多額に上ることから，補助事業の範

囲や補助率の拡充等について，東日本大震災の際の要望内容等を踏まえ，丸森町とともに国に対

する要望書の調製を行った。

なお，要望書については，厚生労働大臣が町を視察した際に直接，町長から大臣に手交した。

さらに，東京都との水道事業に関する連携協定に基づき，丸森町と調整の上，水質検査を行う

都職員の受入を行った。

並行して，爾後の災害復旧事業に向けて，県全体の被害額を把握し，災害査定の準備を進めた。

第７節 公共施設等の被害状況と復旧 
１ ライフラインの被害と復旧状況

広域水道

○ 被害の状況や動き

イ 概況

広域水道とは水道法（昭和 年法律第 号）第５条の２の規定に基づき，広域的水道整

備計画を定めて実施される水道事業をいい，県企業局では，大崎地域と仙南・仙塩地域の 市

町村に対して大崎広域水道及び仙南・仙塩広域水道の水道用水供給事業を実施している。

大崎広域水道事業は，漆沢ダム及び南川ダムを水源とする２系統の浄水場から大崎地方を中

心とする 市町村に対し，１日当たり最大 ㎥を供給可能である。仙南・仙塩広域水

道事業は，七ヶ宿ダムを水源として，仙南及び仙塩地域の 市町に対して，１日当たり最大

㎥を供給可能である。

ロ 被害状況

大崎広域水道では，第５幹線テレメータ室（大崎市）で冠水による機器故障等が発生したほ

か鹿又川水管橋（加美町）のブロック積擁壁が倒壊するなど，被害状況は か所であった。

仙南・仙塩広域水道では，川原子沢水管橋（白石市）の可とう管の損傷など，被害状況は５

か所であった。

○ 対応

県大崎広域水道事務所では， 月 日 時 分に配備を開始した。 日８時 分の時点

で，門沢取水場（加美町）において，落葉・流木や土砂流入と思われる詰まりによる動作不良が

発生したほか，サンプリングポンプでも動作不良が確認された。原水濁度は，麓山浄水場で

度，中峰浄水場（大和町）で 度の高濁度であったが，中峰浄水場については， 日 時

分までに原水高濁度警戒体制を解除した。麓山浄水場については， 日 時 分に原水高濁度

警戒体制を解除した。

第５幹線テレメータ室への浸水により， 日 時，麓山浄水場から大衡受水への送水不能と

なったため， 時 分，中峰浄水場からの送水切替作業を開始し， 日３時 分までに作業

を終了し，送水を開始した。

月 日 時までに管路パトロールを完了したが，第７・８幹線テレメータ室（大崎市）及

び第５幹線テレメータ室（大崎市）付近で冠水が継続していた。

麓山浄水場の門沢取水場，除塵機及びサンプリングポンプの動作不良については， 日午前中

に復旧作業を実施し，同日 時までに作業を完了した。

一方，県仙南・仙塩広域水道事務所では， 月 日 時 分に配備を開始した。 時

分，山元山寺テレメータ室（山元町）の施設が倒木による停電の影響を受けた。 時 分には

宮城県白石発電所（白石市）が地絡過電圧により停止した。 日５時 分，中谷地制御室（

７）が停電したが， 時 分に停電が復旧した。 時までに管路パトロールが完了し，その結

果，藤田川水管橋（利府町）では，洗掘による橋台基礎の露出が確認されたほか，川原子沢水管

橋（白石市）の法面崩壊による可とう管損傷などの被害が確認された。

その他，５月に合意した「宮城県と東京都の水道事業の連携について」に基づき， 月 日

から 月１日まで，東京都水道局職員３名の派遣を受け，丸森町の飲用水供給のために必要な

水質検査を実施したほか，災害支援ルールに基づく福島県県北浄化センター復旧支援のため，
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月 日から 月 日まで県企業局の電気・機械系職員延べ６名を福島県県北流域下水道建設

事務所へ派遣した。

広域水道に関する検証

○ 評価できる点

・ 取水口閉塞による取水停止や送水施設の一部が浸水により機能停止したが，職員と運転管理

者が連携し，閉塞土砂の撤去や送水系統を変更したことにより，断水を回避するなど迅速な対

応を図った（大崎広域水道事務所）。

・ 「宮城県と東京都の水道事業の連携について」に基づく東京都水道局職員派遣により，丸森

町における水質検査体制が整備され，早朝の断水解消につながった（仙南・仙塩広域水道事務

所）。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 周辺域の洪水によりテレメータ施設が浸水し，設備の故障により機能喪失となる事象が出て

いることから，施設の浸水対策が必要である（大崎広域水道事務所）。

・ 仙南・仙塩広域水道においては，冠水による送水施設への大きな被害がなかったことから，

受水市町への送水停止等に至らなかったが，冠水の恐れのある送水施設について，洗い出しを

行い，対策を検討していく必要がある（仙南・仙塩広域水道事務所）。

 市町村等の水道

○ 被害の状況や動き

災害等で断水が生じた場合は，（公社）日本水道協会（以下，「日水協」という。）を中心とする

支援スキームがあり，水道事業体相互の協力によりライフラインが確保される仕組みとなってい

る。今回の台風においては，計３市４町の 戸に断水被害が発生し， 人の県民生活に

影響が生じた。

県では，発災直後から，水道事業体及び日水協東北地方支部である石巻地方広域水道企業団か

らの情報収集に努めるとともに，国（厚生労働省）に対して被害状況について随時報告を行った。

また，日水協による臨時給水車の派遣等の状況や，応急復旧による断水解消の状況等についても

適宜情報収集した。

○ 対応

各市町等は日水協の支援スキームにより，他の水道事業体から給水車等による応急給水を受け，

住民の水を確保した。とりわけ断水被害が大きかった丸森町においては，浄水場３か所の稼働が

停止し，町内給水区域全域の 戸（ 人）に断水被害が発生した。このため，丸森町の

被害状況については，日水協と連携し，職員が被災現場を踏査するとともに，関係機関との調整

や技術的な助言などの支援を行った。また，災害復旧費用が多額に上ることから，補助事業の範

囲や補助率の拡充等について，東日本大震災の際の要望内容等を踏まえ，丸森町とともに国に対

する要望書の調製を行った。

なお，要望書については，厚生労働大臣が町を視察した際に直接，町長から大臣に手交した。

さらに，東京都との水道事業に関する連携協定に基づき，丸森町と調整の上，水質検査を行う

都職員の受入を行った。

並行して，爾後の災害復旧事業に向けて，県全体の被害額を把握し，災害査定の準備を進めた。

第７節 公共施設等の被害状況と復旧 
１ ライフラインの被害と復旧状況

広域水道

○ 被害の状況や動き

イ 概況

広域水道とは水道法（昭和 年法律第 号）第５条の２の規定に基づき，広域的水道整

備計画を定めて実施される水道事業をいい，県企業局では，大崎地域と仙南・仙塩地域の 市

町村に対して大崎広域水道及び仙南・仙塩広域水道の水道用水供給事業を実施している。

大崎広域水道事業は，漆沢ダム及び南川ダムを水源とする２系統の浄水場から大崎地方を中

心とする 市町村に対し，１日当たり最大 ㎥を供給可能である。仙南・仙塩広域水

道事業は，七ヶ宿ダムを水源として，仙南及び仙塩地域の 市町に対して，１日当たり最大

㎥を供給可能である。

ロ 被害状況

大崎広域水道では，第５幹線テレメータ室（大崎市）で冠水による機器故障等が発生したほ

か鹿又川水管橋（加美町）のブロック積擁壁が倒壊するなど，被害状況は か所であった。

仙南・仙塩広域水道では，川原子沢水管橋（白石市）の可とう管の損傷など，被害状況は５

か所であった。

○ 対応

県大崎広域水道事務所では， 月 日 時 分に配備を開始した。 日８時 分の時点

で，門沢取水場（加美町）において，落葉・流木や土砂流入と思われる詰まりによる動作不良が

発生したほか，サンプリングポンプでも動作不良が確認された。原水濁度は，麓山浄水場で

度，中峰浄水場（大和町）で 度の高濁度であったが，中峰浄水場については， 日 時

分までに原水高濁度警戒体制を解除した。麓山浄水場については， 日 時 分に原水高濁度

警戒体制を解除した。

第５幹線テレメータ室への浸水により， 日 時，麓山浄水場から大衡受水への送水不能と

なったため， 時 分，中峰浄水場からの送水切替作業を開始し， 日３時 分までに作業

を終了し，送水を開始した。

月 日 時までに管路パトロールを完了したが，第７・８幹線テレメータ室（大崎市）及

び第５幹線テレメータ室（大崎市）付近で冠水が継続していた。

麓山浄水場の門沢取水場，除塵機及びサンプリングポンプの動作不良については， 日午前中

に復旧作業を実施し，同日 時までに作業を完了した。

一方，県仙南・仙塩広域水道事務所では， 月 日 時 分に配備を開始した。 時

分，山元山寺テレメータ室（山元町）の施設が倒木による停電の影響を受けた。 時 分には

宮城県白石発電所（白石市）が地絡過電圧により停止した。 日５時 分，中谷地制御室（

７）が停電したが， 時 分に停電が復旧した。 時までに管路パトロールが完了し，その結

果，藤田川水管橋（利府町）では，洗掘による橋台基礎の露出が確認されたほか，川原子沢水管

橋（白石市）の法面崩壊による可とう管損傷などの被害が確認された。

その他，５月に合意した「宮城県と東京都の水道事業の連携について」に基づき， 月 日

から 月１日まで，東京都水道局職員３名の派遣を受け，丸森町の飲用水供給のために必要な

水質検査を実施したほか，災害支援ルールに基づく福島県県北浄化センター復旧支援のため，
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源系統切り換えを実施し仙塩工業用水道からの供給に切り替え， 時 分に完了した。

同日 時 分，管路パトロールを終了し，異常がないことを確認した。 時 分には配備

体制を２名に縮小し， 月 日 時 分まで継続し，以後は通常業務体制とした。

工業用水道に関する検証

○ 評価できる点

・ 以前より県，運転管理業務受注者及びユーザーの３者で取り組んでいた水源系統の切換訓練

の成果として，約１時間程度で切換作業が完了し工業用水の安定供給が確保されたこと。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今回は取水口の閉塞が朝方に判明し，水源系統切換がパトロールを含め午前中で完了したが，

夜間に系統切換をせざるを得ないときの対応について検討が必要である。

公共下水道

○ 被害の状況や動き

イ 事前の対応

被災報告体制の周知を図るともに，下水道機能の維持・確保対策の徹底について，事前の周

知を図った。

ロ 被害状況

東日本台風では，公共下水道及び流域下水道施設において浸水による機能停止などの被害が

発生した。そのうち仙台市を除いた県内の公共下水道施設では，内水や外水浸水により機械電

気設備が水没し，排水機能が停止した例が多く， 市町村で下水道施設被害が 件発生し，

概算被災額はおよそ 億円となった。

○ 対応

イ 市町村支援

被災が大きく，職員のみでは対応できない市町村について，県職員による被災調査や復旧方

針の指導を行った。また，災害査定に向け，国に対して行う復旧内容の個別協議時に同席し，

説明のサポートを行うなどの支援をした。

ロ 復旧方針の策定

県において，被災原因を整理して，被災のメカニズムを明らかにするとともに，再度災害防

止の観点により，浸水対策など施設の復旧工法を整理し，県内統一した復旧方針を策定して，

市町村などの下水道管理者と共有し，災害申請を行うように促した。

また，東日本大震災で実施した下水道の段階的復旧方法のノウハウを他県に助言するなど支

援するとともに， 月 日～ 月 日の 日間に延べ 名の電気・設備職員の派遣を行

った。

公共下水道に関する検証

○ 評価できる点

・ 県内統一した復旧方針を早期に策定し，国に対して申請内容の事前説明を行ったことは，災

害査定の手続き円滑化に一定の効果があった。

市町村等の水道に関する検証

○ 評価できる点

・ 通常，断水被害が発生した際には，主に日水協が中心となり，給水車の派遣等を行う枠組み

が確立しているが，今回の台風被害では局地的に極めて大きな被害が発生したことから，県と

して当該地域に重点的に支援を行った。

断水ピーク時には，県が日水協及び国からの災害派遣チーム（内閣府，自衛隊等）と調整を

行い，現地踏査や町への技術的助言を積極的に行った。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 水道事業体において断水被害が発生した際には，日水協が支援を行う枠組みが確立されてい

る。このため，これまで県は，断水発生時には情報収集や日水協との調整役といった後方支援

の役割を果たすことが多かった。

今回は，丸森町で大規模な断水被害が発生したことから，県では重点的に後方支援を行った。

今後も断水被害が発生した際には被災水道事業体や日水協の支援により早期復旧を図るこ

ととなるが，本県は事業として末端給水を行っておらず，県として大規模災害が発生した際に

どのように関与していくか，平時から検討していくことが必要と思われる。

工業用水道

○ 被害の状況や動き

イ 概況

工業用水道は，製造業及び電気供給業等の工業生産のために使用する水を供給するもので，

県企業局が仙塩工業用水道，仙台圏工業用水道及び仙台北部工業用水道の３事業を経営してい

る。仙塩地区工業開発の基盤整備の一環として建設した仙塩工業用水道は，仙台市，塩竈市，

多賀城市，富谷市，七ヶ浜町，利府町及び大和町地域に水を供給している。仙台圏工業用水道

は，仙台港周辺地域に立地する石油精製，火力発電，鉄鋼関連等の企業のほか，名取市及び利

府町の企業にも水を供給している。仙台北部工業用水道は，仙台北部中核工業団地，大崎市及

び大衡村等における立地企業に対して水を供給している。工業用水道は上水道に比べ料金は安

価であり，産業活動を支える重要なインフラであることから，産業基盤形成には必要不可欠で

ある。

なお，工業用水道施設に関しては，県地域防災計画において，給水施設の被害と二次災害や

経済的損失を最小限に抑えるため，迅速な応急復旧活動を実施することを基本として，早期の

応急復旧とユーザーに対する情報提供に関する規定を設けている。

ロ 被害状況

仙台圏工業用水道熊野堂取水場（名取市）の取水口が土砂閉塞で取水不能となるが， 月

日 時 分に仙塩工業用水道からの供給へと切り替えたことにより，ユーザーには影響なか

った。

○ 対応

月 日 時 分から職員が配備体制を開始した。 月 日６時 分，管路巡視パトロ

ール業者へ指示するとともに，７時 分から職員による管路パトロールを開始した。９時 分，

仙台圏工業用水道熊野堂取水場で取水口が土砂によりほぼ閉塞し取水不能となったことから，水
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源系統切り換えを実施し仙塩工業用水道からの供給に切り替え， 時 分に完了した。

同日 時 分，管路パトロールを終了し，異常がないことを確認した。 時 分には配備

体制を２名に縮小し， 月 日 時 分まで継続し，以後は通常業務体制とした。

工業用水道に関する検証

○ 評価できる点

・ 以前より県，運転管理業務受注者及びユーザーの３者で取り組んでいた水源系統の切換訓練

の成果として，約１時間程度で切換作業が完了し工業用水の安定供給が確保されたこと。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今回は取水口の閉塞が朝方に判明し，水源系統切換がパトロールを含め午前中で完了したが，

夜間に系統切換をせざるを得ないときの対応について検討が必要である。

公共下水道

○ 被害の状況や動き

イ 事前の対応

被災報告体制の周知を図るともに，下水道機能の維持・確保対策の徹底について，事前の周

知を図った。

ロ 被害状況

東日本台風では，公共下水道及び流域下水道施設において浸水による機能停止などの被害が

発生した。そのうち仙台市を除いた県内の公共下水道施設では，内水や外水浸水により機械電

気設備が水没し，排水機能が停止した例が多く， 市町村で下水道施設被害が 件発生し，

概算被災額はおよそ 億円となった。

○ 対応

イ 市町村支援

被災が大きく，職員のみでは対応できない市町村について，県職員による被災調査や復旧方

針の指導を行った。また，災害査定に向け，国に対して行う復旧内容の個別協議時に同席し，

説明のサポートを行うなどの支援をした。

ロ 復旧方針の策定

県において，被災原因を整理して，被災のメカニズムを明らかにするとともに，再度災害防

止の観点により，浸水対策など施設の復旧工法を整理し，県内統一した復旧方針を策定して，

市町村などの下水道管理者と共有し，災害申請を行うように促した。

また，東日本大震災で実施した下水道の段階的復旧方法のノウハウを他県に助言するなど支

援するとともに， 月 日～ 月 日の 日間に延べ 名の電気・設備職員の派遣を行

った。

公共下水道に関する検証

○ 評価できる点

・ 県内統一した復旧方針を早期に策定し，国に対して申請内容の事前説明を行ったことは，災

害査定の手続き円滑化に一定の効果があった。

市町村等の水道に関する検証

○ 評価できる点

・ 通常，断水被害が発生した際には，主に日水協が中心となり，給水車の派遣等を行う枠組み

が確立しているが，今回の台風被害では局地的に極めて大きな被害が発生したことから，県と

して当該地域に重点的に支援を行った。

断水ピーク時には，県が日水協及び国からの災害派遣チーム（内閣府，自衛隊等）と調整を

行い，現地踏査や町への技術的助言を積極的に行った。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 水道事業体において断水被害が発生した際には，日水協が支援を行う枠組みが確立されてい

る。このため，これまで県は，断水発生時には情報収集や日水協との調整役といった後方支援

の役割を果たすことが多かった。

今回は，丸森町で大規模な断水被害が発生したことから，県では重点的に後方支援を行った。

今後も断水被害が発生した際には被災水道事業体や日水協の支援により早期復旧を図るこ

ととなるが，本県は事業として末端給水を行っておらず，県として大規模災害が発生した際に

どのように関与していくか，平時から検討していくことが必要と思われる。

工業用水道

○ 被害の状況や動き

イ 概況

工業用水道は，製造業及び電気供給業等の工業生産のために使用する水を供給するもので，

県企業局が仙塩工業用水道，仙台圏工業用水道及び仙台北部工業用水道の３事業を経営してい

る。仙塩地区工業開発の基盤整備の一環として建設した仙塩工業用水道は，仙台市，塩竈市，

多賀城市，富谷市，七ヶ浜町，利府町及び大和町地域に水を供給している。仙台圏工業用水道

は，仙台港周辺地域に立地する石油精製，火力発電，鉄鋼関連等の企業のほか，名取市及び利

府町の企業にも水を供給している。仙台北部工業用水道は，仙台北部中核工業団地，大崎市及

び大衡村等における立地企業に対して水を供給している。工業用水道は上水道に比べ料金は安

価であり，産業活動を支える重要なインフラであることから，産業基盤形成には必要不可欠で

ある。

なお，工業用水道施設に関しては，県地域防災計画において，給水施設の被害と二次災害や

経済的損失を最小限に抑えるため，迅速な応急復旧活動を実施することを基本として，早期の

応急復旧とユーザーに対する情報提供に関する規定を設けている。

ロ 被害状況

仙台圏工業用水道熊野堂取水場（名取市）の取水口が土砂閉塞で取水不能となるが， 月

日 時 分に仙塩工業用水道からの供給へと切り替えたことにより，ユーザーには影響なか

った。

○ 対応

月 日 時 分から職員が配備体制を開始した。 月 日６時 分，管路巡視パトロ

ール業者へ指示するとともに，７時 分から職員による管路パトロールを開始した。９時 分，

仙台圏工業用水道熊野堂取水場で取水口が土砂によりほぼ閉塞し取水不能となったことから，水
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た，浸水により，大和・大衡ポンプ場で非常用発電機が故障したほか，阿武隈川下流及び吉田川

流域の幹線流量計３か所で故障が発生したが，いずれも送水への影響はなかった。

東部下水道事務所では， 月 日 時 分に全職員を配備した。北上川下流東部流域下水

道の石巻東部浄化センターでは， 日０時から一次処理放流を開始し， 時 分に通常処理に

移行した。北上川下流東部流域下水道の女川第 ポンプ場が浸水によりポンプ停止したが， 日

時 分，非常用発電機の設置により運転を再開した。 日 時までに管路パトロールを終

了し，異常がないことを確認した。

流域下水道に関する検証

○ 評価できる点

・ 「災害等警戒配備業務マニュアル」の理解・習得のため，定期的に災害対応訓練を実施して

いたことで，少人数の職員体制でありながら，渉外担当やパトロール担当等を適材適所に割り

当てることで円滑に対応できたこと。台風が遠方にある時点から気象情報を注視し，大規模災

害発生を予想し，配備体制を当初から２個班配備で開始してその後の急速な事態悪化に対応で

きたこと。管内全域で実施した管路パトロールについて，指定管理者等と連携して，それぞれ

の役割分担を明確にし，効率良く短時間で完了させたこと（中南部下水道事務所）。

・ 緊迫した状況下で適切なタイミングでの一次放流の判断や非常用自家発電設備の設置等を行

うことができた。これは，毎年実施している訓練により防災対策意識の向上を図っているため

と思われる（東部下水道事務所）。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 少人数の職員体制においては，災害が広範囲に及んだ場合でも適正に対応できるよう職員

個々の危機管理対応能力の向上が不可欠であり，若手や事務職にあっても指示待ちにならず率

先して対応できる能力を身に付けさせることが急務である（中南部下水道事務所）。

・ 東日本大震災以降に入庁した若手職員が多くなってきているので，日々の職務や訓練を通じ

て技術力や災害対応力の伝承を行う（東部下水道事務所）。

○ 関連資料

令和元年東日本台風溢水箇所総括表

（単位：箇所）

合計

鳴瀬川流域

吉田川流域

阿武隈川下流流域

　
　　　　　降雨名
流域名

台風19号

仙塩流域

令和元年東日本台風公共災害箇所総括表

流域名 被災施設名

阿武隈川下流流域 大河原幹線流量計

阿武隈川幹線第２流量計

吉田川流域 大和・大衡ポンプ場非常用発電機

北部幹線３流量計

大郷ポンプ場動力制御盤

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 多くの市町村では，下水道担当職員が少なく，災害初期における被災調査など早期に対応で

きない課題がある。

・ 災害時における県内市町村の人的支援の受け入れや連携，他県などからの支援を想定した体

制づくりなどを実施していく必要がある。

・ 今回の被災を踏まえた，雨水計画の見直し，排水機能の増強などハード対策の検討，内水ハ

ザードマップ作成などソフト対策の推進を実施する必要がある。

流域下水道

○ 被害の状況や動き

イ 概況

県内で事業を実施している流域下水道は，県中南部下水道事務所が管轄する仙塩流域下水道，

阿武隈川下流流域下水道，鳴瀬川流域下水道，吉田川流域下水道の４つの流域下水道と，県東

部下水道事務所が管轄する北上川下流流域下水道，北上川下流東部流域下水道，迫川流域下水

道の３つの流域下水道である。

県中南部下水道事務所は，県中央部から南東部までに展開する 市町村を擁し，４つの流

域の下水道施設の建設及び４つの浄化センターとの管理調整等を主な業務としている。管内

市町村の平均下水道普及率は約 ％，４つの浄化センターの処理区域人口は約 万人，汚

水処理量は１日当たり約 万㎥である。

県東部下水道事務所は，３つの流域の下水道施設の建設及び３つの浄化センターとの管理調

整等を主な業務としており，管内５市町における３つの浄化センターの処理区域人口は約

万人，汚水処理量は１日当たり約４万㎥である。

ロ 被害状況

台風に伴う記録的な大雨により，中南部下水道事務所管内では，下水道管路内への浸入水量

が増大し，複数の流域でマンホールからの溢水が発生した。また，河川水位の大幅な上昇によ

り自然流下が阻害され，大規模な内水の滞留が発生し，阿武隈川下流流域で２か所，吉田川流

域で３か所の計５か所の施設設備が水没した。特に，大郷ポンプ場では，揚水ポンプが 月

日１時 分に停止し，大郷町処理分区の下水流下が一時的に不能となった。

東部下水道事務所管内では，北上川下流東部流域下水道の女川第１ポンプ場（女川町）にお

いて浸水に伴うポンプ停止が発生したが， 月 日 時 分，非常用発電機の設置により

運転を再開し， 月 日には商用電源による運転を再開した。

○ 対応

中南部下水道事務所では， 月 日 時 分から２個班による配備を開始し，同日 時

分の大雨特別警報の発表に伴い，全職員の配備体制へ移行した。その後，降雨の小康状態と下

水流入量の減少を確認しながら配備体制を縮小し， 日 時の県内警報・注意報の解除を経て，

時 分まで配備を継続した。

各浄化センターでは，流入水量の増加に伴い，予備機を含めたポンプの運転を行い溢水被害の

軽減に努めたが，指定管理者等と協力して数度の管路のパトロールを実施した結果，多くのマン

ホールから溢水の発生が確認された。 日１時 分には，大郷ポンプ場で，浸水により制御盤

が故障し，一時的に揚水機能が停止したが，同日 時に仮設盤を設置し，機能を回復した。ま
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た，浸水により，大和・大衡ポンプ場で非常用発電機が故障したほか，阿武隈川下流及び吉田川

流域の幹線流量計３か所で故障が発生したが，いずれも送水への影響はなかった。

東部下水道事務所では， 月 日 時 分に全職員を配備した。北上川下流東部流域下水

道の石巻東部浄化センターでは， 日０時から一次処理放流を開始し， 時 分に通常処理に

移行した。北上川下流東部流域下水道の女川第 ポンプ場が浸水によりポンプ停止したが， 日

時 分，非常用発電機の設置により運転を再開した。 日 時までに管路パトロールを終

了し，異常がないことを確認した。

流域下水道に関する検証

○ 評価できる点

・ 「災害等警戒配備業務マニュアル」の理解・習得のため，定期的に災害対応訓練を実施して

いたことで，少人数の職員体制でありながら，渉外担当やパトロール担当等を適材適所に割り

当てることで円滑に対応できたこと。台風が遠方にある時点から気象情報を注視し，大規模災

害発生を予想し，配備体制を当初から２個班配備で開始してその後の急速な事態悪化に対応で

きたこと。管内全域で実施した管路パトロールについて，指定管理者等と連携して，それぞれ

の役割分担を明確にし，効率良く短時間で完了させたこと（中南部下水道事務所）。

・ 緊迫した状況下で適切なタイミングでの一次放流の判断や非常用自家発電設備の設置等を行

うことができた。これは，毎年実施している訓練により防災対策意識の向上を図っているため

と思われる（東部下水道事務所）。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 少人数の職員体制においては，災害が広範囲に及んだ場合でも適正に対応できるよう職員

個々の危機管理対応能力の向上が不可欠であり，若手や事務職にあっても指示待ちにならず率

先して対応できる能力を身に付けさせることが急務である（中南部下水道事務所）。

・ 東日本大震災以降に入庁した若手職員が多くなってきているので，日々の職務や訓練を通じ

て技術力や災害対応力の伝承を行う（東部下水道事務所）。

○ 関連資料

（単位：箇所）

合計

鳴瀬川流域

吉田川流域

阿武隈川下流流域

　
　　　　　降雨名
流域名

台風19号

仙塩流域

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 多くの市町村では，下水道担当職員が少なく，災害初期における被災調査など早期に対応で

きない課題がある。

・ 災害時における県内市町村の人的支援の受け入れや連携，他県などからの支援を想定した体

制づくりなどを実施していく必要がある。

・ 今回の被災を踏まえた，雨水計画の見直し，排水機能の増強などハード対策の検討，内水ハ

ザードマップ作成などソフト対策の推進を実施する必要がある。

流域下水道

○ 被害の状況や動き

イ 概況

県内で事業を実施している流域下水道は，県中南部下水道事務所が管轄する仙塩流域下水道，

阿武隈川下流流域下水道，鳴瀬川流域下水道，吉田川流域下水道の４つの流域下水道と，県東

部下水道事務所が管轄する北上川下流流域下水道，北上川下流東部流域下水道，迫川流域下水

道の３つの流域下水道である。

県中南部下水道事務所は，県中央部から南東部までに展開する 市町村を擁し，４つの流

域の下水道施設の建設及び４つの浄化センターとの管理調整等を主な業務としている。管内

市町村の平均下水道普及率は約 ％，４つの浄化センターの処理区域人口は約 万人，汚

水処理量は１日当たり約 万㎥である。

県東部下水道事務所は，３つの流域の下水道施設の建設及び３つの浄化センターとの管理調

整等を主な業務としており，管内５市町における３つの浄化センターの処理区域人口は約

万人，汚水処理量は１日当たり約４万㎥である。

ロ 被害状況

台風に伴う記録的な大雨により，中南部下水道事務所管内では，下水道管路内への浸入水量

が増大し，複数の流域でマンホールからの溢水が発生した。また，河川水位の大幅な上昇によ

り自然流下が阻害され，大規模な内水の滞留が発生し，阿武隈川下流流域で２か所，吉田川流

域で３か所の計５か所の施設設備が水没した。特に，大郷ポンプ場では，揚水ポンプが 月

日１時 分に停止し，大郷町処理分区の下水流下が一時的に不能となった。

東部下水道事務所管内では，北上川下流東部流域下水道の女川第１ポンプ場（女川町）にお

いて浸水に伴うポンプ停止が発生したが， 月 日 時 分，非常用発電機の設置により

運転を再開し， 月 日には商用電源による運転を再開した。

○ 対応

中南部下水道事務所では， 月 日 時 分から２個班による配備を開始し，同日 時

分の大雨特別警報の発表に伴い，全職員の配備体制へ移行した。その後，降雨の小康状態と下

水流入量の減少を確認しながら配備体制を縮小し， 日 時の県内警報・注意報の解除を経て，

時 分まで配備を継続した。

各浄化センターでは，流入水量の増加に伴い，予備機を含めたポンプの運転を行い溢水被害の

軽減に努めたが，指定管理者等と協力して数度の管路のパトロールを実施した結果，多くのマン

ホールから溢水の発生が確認された。 日１時 分には，大郷ポンプ場で，浸水により制御盤

が故障し，一時的に揚水機能が停止したが，同日 時に仮設盤を設置し，機能を回復した。ま

（単位：か所）
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２ 交通・土木施設等の被害状況と復旧

公共交通機関

○ 被害の状況や動き

イ 県内の公共交通機関に係る被災情報の収集・伝達

災害が発生した場合，鉄道，バス及び離島航路の被害や運行状況について情報収集，整理を

行う。また，市町村及び鉄道事業者からの要請により，関係機関に緊急輸送の要請を行う。

ロ 被害状況等

ｲ 鉄道

▽ 線

東北新幹線は 月 日 時頃から順次運転を取り止め。在来線は同日 時頃から全

線で運休。在来線は，線路の冠水や盛土の流出等の被害もあり，一時運休したが， 月

日までに県内全線で運行を再開。

▽阿武隈急行線

月 日 時頃から全線で運休。

▽仙台市地下鉄

南北線，東西線とも平常どおり運行。

ﾛ バス

冠水等による道路の通行止めの影響で運休した路線や運行経路を変更した路線があった

が，通行止めの解除により，順次運行を再開。

ﾊ 離島航路

夜間の運航はなく，船舶等への被害はなかった。また，高波等の影響により欠航したが，

天候の回復に伴い，順次運航を再開。

○ 対応

発災翌日から，県内の鉄道，バス，離島航路の各事業者の被害や運行状況について情報収集，

整理を行い，県総合交通対策課のホームページで情報発信を行った。

県内の公共交通機関のうち，東日本台風による被害が最も大きかったのは阿武隈急行線であり，

全線で運休した。 月 日までに福島県側の福島駅～富野駅間で運行を再開したものの，県境

の区間で甚大な被害を受け，宮城県側は運休を継続した。被害は か所，被害額は約 億円に

上った。利用者が多い丸森駅～槻木駅間の通勤・通学等の移動手段を確保するため，代行バス運

行に向け，沿線市町と連携し，阿武隈急行（株）との調整を行い， 月 日から 月５日まで

の間，丸森駅～槻木駅間で代行バスを運行した。この間，阿武隈急行（株）は，福島県伊達市に

ある変電所から宮城県側に電気を供給できるよう，県境の区間で電柱・電線等，送電設備の復旧

を急ぎ， 月６日に丸森駅～槻木駅間で，朝及び夕方の時間帯に限定し，列車の運行を再開した。

阿武隈急行（株）は，引き続き，県境の区間（富野駅～丸森駅間）の復旧工事を進めている。

公共交通機関に関する検証

○ 評価できる点

・ 台風の接近を受け，鉄道事業者が早めに計画運休を行ったことなどにより，県内の公共交通

機関においては，人的被害が発生しなかった。

・ 通信回線が機能していたため，県内の交通事業者はホームページにおいて随時，被害や運行

状況の情報発信を行っており，公共交通機関の状況把握を継続できた。
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・ 電話回線が機能していたため，阿武隈急行（株）や沿線自治体との連絡調整を支障なく行う

ことができ， 東日本とほぼ同時期に代行バスの運行を開始できた。

・ 国に対し，代行バス輸送経費に対する財政支援について要望したところ，補助制度の創設が

実現した。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 阿武隈急行線は県境の区間が不通であり，福島県伊達市にある梁川車両基地に車両を回送し

てメンテナンスを行うことができないため，当面の間，丸森駅～槻木駅間は朝及び夕方の時間

帯に限定して列車を運行せざるを得ない。

・ 線路に隣接する山林の斜面の崩落による線路への土砂流入などの被害が発生したことから，

鉄道事業者による線路敷地内の復旧工事だけでは，列車運行のための安全性を確保することは

困難である。阿武隈急行（株）の限られた人員では，復旧に向けた関係機関との協議・調整に

多くの時間を要することから，国や沿線自治体の支援が必要不可欠である。

・ 当面は県境の区間の復旧工事を進め，列車を安全に運行できる状態にすることを目指してい

る。

○ 関連資料

阿武隈急行線あぶくま駅被災状況 

道路施設

○ 対応

イ 台風来襲前の準備（警報発令前）

月 日から事前通行規制に関し，各土木事務所と調整を図り， 日の夜間から異常気象

時通行規制区間，冠水の恐れのある区間など 路線， か所で事前通行規制を開始した。

ロ 台風襲来中（警報発令中）

各事務所から冠水，倒木，法崩れなど，状況に応じた通行規制の連絡を受け，規制箇所を取

りまとめるとともに，規制開始や状況等について，庁内をはじめ東北地方整備局などの関係機

関と情報共有を図った。また，県内図に反映した規制箇所（ 路線， か所）を県道路課ホー

ムページで公開するなど，交通規制状況の情報発信に努めた。

ハ 道路啓開

丸森町内の県道丸森霊山線や県道丸森梁川線は，豪雨による渓流からの土石流出や法面崩壊，

２ 交通・土木施設等の被害状況と復旧

公共交通機関

○ 被害の状況や動き

イ 県内の公共交通機関に係る被災情報の収集・伝達

災害が発生した場合，鉄道，バス及び離島航路の被害や運行状況について情報収集，整理を

行う。また，市町村及び鉄道事業者からの要請により，関係機関に緊急輸送の要請を行う。

ロ 被害状況等

ｲ 鉄道

▽ 線

東北新幹線は 月 日 時頃から順次運転を取り止め。在来線は同日 時頃から全

線で運休。在来線は，線路の冠水や盛土の流出等の被害もあり，一時運休したが， 月

日までに県内全線で運行を再開。

▽阿武隈急行線

月 日 時頃から全線で運休。

▽仙台市地下鉄

南北線，東西線とも平常どおり運行。

ﾛ バス

冠水等による道路の通行止めの影響で運休した路線や運行経路を変更した路線があった

が，通行止めの解除により，順次運行を再開。

ﾊ 離島航路

夜間の運航はなく，船舶等への被害はなかった。また，高波等の影響により欠航したが，

天候の回復に伴い，順次運航を再開。

○ 対応

発災翌日から，県内の鉄道，バス，離島航路の各事業者の被害や運行状況について情報収集，

整理を行い，県総合交通対策課のホームページで情報発信を行った。

県内の公共交通機関のうち，東日本台風による被害が最も大きかったのは阿武隈急行線であり，

全線で運休した。 月 日までに福島県側の福島駅～富野駅間で運行を再開したものの，県境

の区間で甚大な被害を受け，宮城県側は運休を継続した。被害は か所，被害額は約 億円に

上った。利用者が多い丸森駅～槻木駅間の通勤・通学等の移動手段を確保するため，代行バス運

行に向け，沿線市町と連携し，阿武隈急行（株）との調整を行い， 月 日から 月５日まで

の間，丸森駅～槻木駅間で代行バスを運行した。この間，阿武隈急行（株）は，福島県伊達市に

ある変電所から宮城県側に電気を供給できるよう，県境の区間で電柱・電線等，送電設備の復旧

を急ぎ， 月６日に丸森駅～槻木駅間で，朝及び夕方の時間帯に限定し，列車の運行を再開した。

阿武隈急行（株）は，引き続き，県境の区間（富野駅～丸森駅間）の復旧工事を進めている。

公共交通機関に関する検証

○ 評価できる点

・ 台風の接近を受け，鉄道事業者が早めに計画運休を行ったことなどにより，県内の公共交通

機関においては，人的被害が発生しなかった。

・ 通信回線が機能していたため，県内の交通事業者はホームページにおいて随時，被害や運行

状況の情報発信を行っており，公共交通機関の状況把握を継続できた。
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河川・ダム施設

○ 対応

イ 台風襲来前の準備（警報発令前）

平時より洪水予報に係る気象台との合同演習や，平成 年西日本豪雨を踏まえた同時多発的

な水位上昇を想定した洪水対応演習，各ダムで異常洪水時を想定した訓練を行っていた。

また今回の台風来襲前には，事務所への注意喚起や，台風に伴う降雨に関する情報収集と発

信，備品の準備を行った。

ロ 台風襲来中（警報発令中）

・気象台と連携した洪水予報の発信

・ホットラインの実施（関係市町村長等に河川水位等の情報を直接伝達）

・報道機関への対応

・ダム洪水調節に関する報告

・宮城県河川流域情報システム（以下，「 」という。）による情報提供

ハ パトロール時被災調査

ニ 災害調査・報告

・被災報告のとりまとめ

・被害の情報収集と国への報告

ホ 応急対応時

・応急工事における権限代行制度の活用（ 月 日発災～ 月 日要請～ 月５日完了）

・応急箇所の情報収集と国への報告

ヘ 災害査定準備

・設計書審査

・設計図書の簡素化

ト 災害査定期

・災害査定随行（ 月～令和２年２月）

チ 事業実施期

・権限代行要請から実施まで（ 月 日発災～令和２年１月 日要請）

ｲ 権限代行までのスケジュール調整

ﾛ 国土交通省治水課査定

ﾊ 直轄災申請内容の摺り合わせと本申請までの調整

河川・ダム施設に関する検証

○ 評価できる点

イ 台風襲来前の準備（警報発令前）

・ 洪水調節の操作方法の確認やダム事務所等の関係機関への情報伝達を円滑に行うことが出

来た。また出水前に工事現場内及び重要水防箇所の現場点検の指示，警戒配備体制の徹底な

どの注意喚起を行うことが出来た。

・ 仙台管区気象台の記者発表に参加し，降雨時間等の情報を県河川課内で共有することで，

配備体制の計画等，事前準備を行うことが出来た。また，今後の気象状況を事務所へ連絡す

ることが出来た。

新川や内川の増水による路肩欠壊など，被害が甚大で通行不能となり，筆甫地区や羽出庭地区

が孤立した。このため，県では，地元建設業や（一社）宮城県建設業協会の会員の協力により，

孤立解消やライフラインの復旧に向けて道路啓開を行った。その後，県道丸森梁川線は 月

日の８時に通行規制解除となった。

ニ 直轄権限代行による道路啓開・災害復旧

丸森町内の国道 号は，豪雨による渓流からの土石流出や法面崩壊，阿武隈川の増水によ

る路肩欠壊など，被害が甚大であったため，県が道路啓開を行うことは極めて困難であったこ

とから，国に直轄権限代行による道路啓開を要請し，早期規制解除を行った。当該箇所の復旧

は，国直轄管理である阿武隈川に挟まれた極めて狭隘な箇所での施工となり，道路のみならず

河川関連工事との一体的な施工が必要不可欠であるが，県においては，甚大かつ広範囲な被害

に対して，事業実施の人員が不足し，早急な復旧に支障を来しかねない状況であることから，

円滑かつ迅速な復興のためにも，国に災害復旧の代行を要請した。

道路施設に関する検証

○ 評価できる点

・ 事前通行規制を行った区間においても法崩れや浸水被害があったことから，早期の対応によ

り，道路利用者の安全が確保されたものと判断される。

・ 適時，規制情報の共有を図ったことで，問い合わせ等への対応を速やかに行うことができた。

・ 啓開作業の進捗状況については，図面化し，毎日更新し，県土木部内での情報共有を図った。

また，丸森地区の町道も含めた通行可能路線を図面化し，県土木部内をはじめ，関係機関で

情報共有を図った。

・ 道路法第 条では，重要物流道路（代替・補完路も含む）における管理の特例について規定

されており，国道 号は代替・補完路に指定されていることから，この規定に基づき，啓開

について国に要請し，代行による道路啓開が進められた。（全国初の実施）

・ 東日本台風による災害について，大規模災害からの復興に関する法律第 条第 号に規定す

る「非常災害」に指定されたことから，同法第 条第 項に基づき，県から国に対して，特定

災害復旧道路工事の施行を要請した。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 早期対応により，道路利用者の安全性が確保されたと判断されることから，今後も，気象状

況等を踏まえて，早めの対応を行う。

・ 大規模な浸水被害が発生したことで，通行規制が間に合わない箇所もあったことから，車両

の水没などの被害も発生している。また，道路冠水により，避難所へのルートが制限されるな

どの影響も出ていることから，冠水要因等について調査を行い，対応を検討する。

・ 啓開作業の進捗状況については，現地の状況が確認出来ない中，情報共有が図られた点は評

価できることから，今後も，同様な災害が発生した場合の参考としたい。

・ 直轄権限代行による道路啓開要請は，全国初の実施であったため，精算手続き等のスキーム

が確立されてなく，その対応に時間を要した。
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河川・ダム施設

○ 対応

イ 台風襲来前の準備（警報発令前）

平時より洪水予報に係る気象台との合同演習や，平成 年西日本豪雨を踏まえた同時多発的

な水位上昇を想定した洪水対応演習，各ダムで異常洪水時を想定した訓練を行っていた。

また今回の台風来襲前には，事務所への注意喚起や，台風に伴う降雨に関する情報収集と発

信，備品の準備を行った。

ロ 台風襲来中（警報発令中）

・気象台と連携した洪水予報の発信

・ホットラインの実施（関係市町村長等に河川水位等の情報を直接伝達）

・報道機関への対応

・ダム洪水調節に関する報告

・宮城県河川流域情報システム（以下，「 」という。）による情報提供

ハ パトロール時被災調査

ニ 災害調査・報告

・被災報告のとりまとめ

・被害の情報収集と国への報告

ホ 応急対応時

・応急工事における権限代行制度の活用（ 月 日発災～ 月 日要請～ 月５日完了）

・応急箇所の情報収集と国への報告

ヘ 災害査定準備

・設計書審査

・設計図書の簡素化

ト 災害査定期

・災害査定随行（ 月～令和２年２月）

チ 事業実施期

・権限代行要請から実施まで（ 月 日発災～令和２年１月 日要請）

ｲ 権限代行までのスケジュール調整

ﾛ 国土交通省治水課査定

ﾊ 直轄災申請内容の摺り合わせと本申請までの調整

河川・ダム施設に関する検証

○ 評価できる点

イ 台風襲来前の準備（警報発令前）

・ 洪水調節の操作方法の確認やダム事務所等の関係機関への情報伝達を円滑に行うことが出

来た。また出水前に工事現場内及び重要水防箇所の現場点検の指示，警戒配備体制の徹底な

どの注意喚起を行うことが出来た。

・ 仙台管区気象台の記者発表に参加し，降雨時間等の情報を県河川課内で共有することで，

配備体制の計画等，事前準備を行うことが出来た。また，今後の気象状況を事務所へ連絡す

ることが出来た。

新川や内川の増水による路肩欠壊など，被害が甚大で通行不能となり，筆甫地区や羽出庭地区

が孤立した。このため，県では，地元建設業や（一社）宮城県建設業協会の会員の協力により，

孤立解消やライフラインの復旧に向けて道路啓開を行った。その後，県道丸森梁川線は 月

日の８時に通行規制解除となった。

ニ 直轄権限代行による道路啓開・災害復旧

丸森町内の国道 号は，豪雨による渓流からの土石流出や法面崩壊，阿武隈川の増水によ

る路肩欠壊など，被害が甚大であったため，県が道路啓開を行うことは極めて困難であったこ

とから，国に直轄権限代行による道路啓開を要請し，早期規制解除を行った。当該箇所の復旧

は，国直轄管理である阿武隈川に挟まれた極めて狭隘な箇所での施工となり，道路のみならず

河川関連工事との一体的な施工が必要不可欠であるが，県においては，甚大かつ広範囲な被害

に対して，事業実施の人員が不足し，早急な復旧に支障を来しかねない状況であることから，

円滑かつ迅速な復興のためにも，国に災害復旧の代行を要請した。

道路施設に関する検証

○ 評価できる点

・ 事前通行規制を行った区間においても法崩れや浸水被害があったことから，早期の対応によ

り，道路利用者の安全が確保されたものと判断される。

・ 適時，規制情報の共有を図ったことで，問い合わせ等への対応を速やかに行うことができた。

・ 啓開作業の進捗状況については，図面化し，毎日更新し，県土木部内での情報共有を図った。

また，丸森地区の町道も含めた通行可能路線を図面化し，県土木部内をはじめ，関係機関で

情報共有を図った。

・ 道路法第 条では，重要物流道路（代替・補完路も含む）における管理の特例について規定

されており，国道 号は代替・補完路に指定されていることから，この規定に基づき，啓開

について国に要請し，代行による道路啓開が進められた。（全国初の実施）

・ 東日本台風による災害について，大規模災害からの復興に関する法律第 条第 号に規定す

る「非常災害」に指定されたことから，同法第 条第 項に基づき，県から国に対して，特定

災害復旧道路工事の施行を要請した。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 早期対応により，道路利用者の安全性が確保されたと判断されることから，今後も，気象状

況等を踏まえて，早めの対応を行う。

・ 大規模な浸水被害が発生したことで，通行規制が間に合わない箇所もあったことから，車両

の水没などの被害も発生している。また，道路冠水により，避難所へのルートが制限されるな

どの影響も出ていることから，冠水要因等について調査を行い，対応を検討する。

・ 啓開作業の進捗状況については，現地の状況が確認出来ない中，情報共有が図られた点は評

価できることから，今後も，同様な災害が発生した場合の参考としたい。

・ 直轄権限代行による道路啓開要請は，全国初の実施であったため，精算手続き等のスキーム

が確立されてなく，その対応に時間を要した。
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・ 水位情報の整理表（ホワイトボード）を事前に準備することで，配備への対応が円滑にで

きた。

ロ 台風襲来中（警報発令中）

・ 氾濫危険情報を関係市町に速やかに伝達することが出来た。

・ 貯水位・流入量予測により，その後の東北地方整備局への報告をスムーズに行うことがで

きた。

ニ 災害調査・報告

・ 事務所からの被害状況等の情報を適宜収集し，越水・溢水箇所を国（東北地方整備局）へ

報告することができた。

ホ 応急対応時

・ 要請から 日で応急工事が完成した。

・ 事務所からの応急対応状況を適宜収集し，国（東北地方整備局）へ報告することができた。

ヘ 災害査定準備

・ 被災箇所の多い大河原管内分の設計書は，主務課が事務所に赴き，事務所で設計書審査を

行い，効率化を図った。また，設計図書の簡素化により，各断面と設計内容の相違がないか

確認に要する時間の短縮となった。

・ 審査時の時間短縮が可能となった。

ト 災害査定期

・ 随行期間が１週間となることから，随行者の通常業務をカバーする班体制が十分ではなか

ったものの，第８次査定までの随行対応を行い，各査定で予定していた査定件数を完了する

ことができた。

チ 事業実施期

・ 東北地方整備局，県ともに事例が無く，手続き等が不明であったことから，九州の事例に

ついてヒアリング等を行い，代行スケジュールや申請方法等を把握した。

○ 課題と今後の対策の方向性

イ 台風来襲前の準備（警報発令前）

・ 今後も継続して訓練を実施していく。

・ 情報伝達訓練において，２回線ある県河川課への 受信が集中すると送信が出来ず，速

やかな情報伝達が出来なかったが，送受信が同時に行えるように改良した。

ロ 台風襲来中（警報発令中）

・ 各河川の水位が同時多発的に上昇したため，洪水予報の発表までに時間を要した。

・ 同時多発を想定した仙台管区気象台との合同演習を実施し，速やかな対応が出来るように

する。

・ 報道機関からの被災箇所の確認や水位の上昇に関する今後の見通しなど，問合せに対する

事実確認に時間を要した。

・ 被災箇所図や水位到達時の整理表等を事前に準備する。

・ 今後も東北地方整備局との連携を図り，情報の速やかな伝達を行う。

・ 一般用の ホームページがアクセス集中によって一時的に閲覧できない状況となった

ため，令和２年度出水期までに のサーバーを増設する。
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ニ 災害調査・報告

・ 各事務所からの被災報告の内容確認に時間を要し，取りまとめに苦慮した。

今後も事務所及び東北地方整備局と連携を図り対応していく。

ホ 応急対応時

・ 今後も事務所及び東北地方整備局や関係機関と連携を図り対応していく。

ヘ 災害査定準備

・ 災害査定を受ける設計書審査を行う上で，設計内容が災害手帳に基づいた考え方となって

いるか，県マニュアルや通知にあった考え方となっているか，現場状況にあった復旧方法を

採用しているか，各事務所内で設計書作成の仕方の統一が図られているか等，慣れるまで審

査に時間を要した。今後，県河川課内での情報共有，事務所への周知を徹底し，適切に対応

する。

チ 事業実施期

・ 今後，権限代行が必要となった際の手引き等となるように今回の取組内容を整理する。

砂防関係施設

○ 被害の状況や動き

イ 異常気象警報発令時の対応

予め規定した配備体制により配備。指定管理者による巡回を実施し，被害状況を報告。

ロ 被害状況

・土砂災害： か所 丸森町ほか 市町

・施設被害： か所 石巻市ほか ６市町

ハ 災害復旧事業

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等に基づき，被害状況調査，災害報告，国庫負担

申請を実施し，被災した砂防関係施設を復旧する。

ニ 河川等災害関連事業

当該年度に発生した風水害，震災等により土砂崩壊等が発生し，放置すれば時期降水等に

より被害が拡大する恐れのある箇所に対して緊急的に砂防関係工事を実施する。

○ 対応

台風襲来前に関係事務所への事前周知を行ったほか，台風による直接影響が出る前の 月 日

から配備を行った。また，台風襲来後の警戒体制を整備するよう関係事務所へ周知し，関係市町

村に対しては警戒避難体制構築のため，大雨に警戒するよう通知を行った。土砂災害警戒情報発

令に当たっては，仙台管区気象台と適切連絡調整を行い，県防災砂防課上層部へは発令の都度メ

ールにて報告を行った。

土砂災害や施設災害が確認された箇所については，関係事務所より情報収集を行い，一つの表

にとりまとめをするなどして情報を受信した担当者から次の担当者への引継ぎをスムーズに行

った。

日に知事から国土交通大臣へ「台風 号の災害対応に関する要望書」提出し，それを受けて

日に東北地方における災害等の相互応援に関する協定に基づく 要請を県土木部長か

ら東北地方整備局へ行った。それを受けて， 日より土砂災害専門家 高度技術指導班

によるヘリコプター調査及び地上での調査が開始された。なお，調査範囲については中部地方整

・ 水位情報の整理表（ホワイトボード）を事前に準備することで，配備への対応が円滑にで

きた。

ロ 台風襲来中（警報発令中）

・ 氾濫危険情報を関係市町に速やかに伝達することが出来た。

・ 貯水位・流入量予測により，その後の東北地方整備局への報告をスムーズに行うことがで

きた。

ニ 災害調査・報告

・ 事務所からの被害状況等の情報を適宜収集し，越水・溢水箇所を国（東北地方整備局）へ

報告することができた。

ホ 応急対応時

・ 要請から 日で応急工事が完成した。

・ 事務所からの応急対応状況を適宜収集し，国（東北地方整備局）へ報告することができた。

ヘ 災害査定準備

・ 被災箇所の多い大河原管内分の設計書は，主務課が事務所に赴き，事務所で設計書審査を

行い，効率化を図った。また，設計図書の簡素化により，各断面と設計内容の相違がないか

確認に要する時間の短縮となった。

・ 審査時の時間短縮が可能となった。

ト 災害査定期

・ 随行期間が１週間となることから，随行者の通常業務をカバーする班体制が十分ではなか

ったものの，第８次査定までの随行対応を行い，各査定で予定していた査定件数を完了する

ことができた。

チ 事業実施期

・ 東北地方整備局，県ともに事例が無く，手続き等が不明であったことから，九州の事例に

ついてヒアリング等を行い，代行スケジュールや申請方法等を把握した。

○ 課題と今後の対策の方向性

イ 台風来襲前の準備（警報発令前）

・ 今後も継続して訓練を実施していく。

・ 情報伝達訓練において，２回線ある県河川課への 受信が集中すると送信が出来ず，速

やかな情報伝達が出来なかったが，送受信が同時に行えるように改良した。

ロ 台風襲来中（警報発令中）

・ 各河川の水位が同時多発的に上昇したため，洪水予報の発表までに時間を要した。

・ 同時多発を想定した仙台管区気象台との合同演習を実施し，速やかな対応が出来るように

する。

・ 報道機関からの被災箇所の確認や水位の上昇に関する今後の見通しなど，問合せに対する

事実確認に時間を要した。

・ 被災箇所図や水位到達時の整理表等を事前に準備する。

・ 今後も東北地方整備局との連携を図り，情報の速やかな伝達を行う。

・ 一般用の ホームページがアクセス集中によって一時的に閲覧できない状況となった

ため，令和２年度出水期までに のサーバーを増設する。
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イドライン」を平成 年 月に改訂。このガイドラインを基に，県においても台風に伴う高潮・

暴風対策として，各種気象状況を活用して適切な段階（フェーズ）を想定し，それに応じた具

体的な行動計画の内容や実施するタイミングを整理した計画を策定。

ロ 被害状況

・金華山港 防波堤 千円 パラペットの倒壊

・女川港（高白地区） 航路 千円 土砂流入による埋塞

・女川港（横浦地区） 航路 千円 土砂流入による埋塞

・女川港（大石浦地区） 航路 千円 土砂流入による埋塞

・御崎港 防波堤 千円 被覆ブロック流出

ハ 業務概要

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等に基づき，被災状況調査，災害報告，国庫負担申

請を実施し，被災した公共施設を復旧するもの。

○ 対応

事前対応として，フェーズ別高潮・暴風対応に基づき，災害復旧及び復興事業において設置を

計画している陸閘 基のうち，整備が完成した 基について，事前閉鎖作業を実施した。

台風襲来後，臨港道路については 月 日～ 日にかけて５か所が冠水等により通行止め措

置を実施した。また被災状況調査については，接続する道路及び臨港道路の一部区間が通行止

めとなったことから，これを迂回しながら実施し，港湾施設５か所の被災が確認された。離島

である金華山港の被災状況調査については，波の状況もあり， 月 日に 隊員と共に

調査し，防波堤の被災状況を確認した。女川港の高白地区については，地元漁協より養殖作業

の開始前までに土砂撤去の依頼があり，それに応じる形で必要最小限の土砂撤去を実施した。

港湾施設に関する検証

○ 評価できる点

・ 陸閘の事前閉鎖を実施したことにより，被災リスクを低減させることができた。

・ 女川港の３地区の埋没被害のうち，高白地区については漁業者の養殖作業が実施される時期

であったことから，影響のある箇所について迅速に浚渫を実施し，利用者の経済活動への影響

を最小限に抑えることができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 港湾関係災害については比較的少ない被災件数であり，県，港湾局，財務局の人員配置の関

係も考慮すると，道路や河川部門の災害査定の開始より前に査定を完了させる必要性があっ

た。さらに，港湾施設の被災については，通常の公共施設の被災の場合と提出様式が異なり，

また，関係機関との調整も全て主務課としてとりまとめる必要があるが，そのノウハウが不足

しており，査定の前日まで事前協議を実施する状況となったため，今回の対応状況について，

様式や日程表を整理し，今後に備える必要がある。

空港

○ 被害の状況や動き

県では，災害発生時における仙台空港及び仙台空港アクセス鉄道の被害状況や運航・運行状

備局が阿武隈川左右岸の土砂災害で東北地方整備局 新庄河川事務所 は内川水系流域の土砂災

害調査を実施した。調査結果を踏まえ，阿武隈川水系内川流域については，斜面崩壊に伴う土砂

や流木により土砂災害が数多く発生しており，上流に残存する土砂や流木が再稼働することによ

る二次災害の恐れが懸念されたため，阿武隈川水系内川流域における国直轄砂防事業の実施につ

いて東北地方整備局へ要請した。

阿武隈川流域については，調査報告書を踏まえ，事業実施区分について，県道路課や県森林整

備課と何度も打ち合わせを実施して，事業区分ついて早期に決定した。

砂防関係施設に関する検証

○ 評価できる点

・ 連絡体制の構築が図られた。

・ 事前周知及び台風襲来後の周知によって，警戒避難体制を構築する事ができた。

・ ヘリコプターでの上空からの調査によって，地上からは見られない被災箇所を確認する事が

でき，被害の大きさを確認した。

・ 阿武隈川流域の事業区分を早期に決めたことによって，事業調整に無駄な時間を費やすこと

なく災害関連事業の検討を行う事ができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 土砂災害の被害状況の取りまとめに時間を要したので，様式等について予め見直しを行う必

要がある。

○ 関連資料

港湾施設

○ 被害の状況や動き

イ フェーズ別高潮・暴風対策の実施

高潮・暴風警報の発表が予想される場合，水門・陸閘の閉鎖準備を行う等，段階（フェーズ）

毎の行動を計画に基づき実施。

※平成 年９月の台風 号に伴う高潮・暴風により，大阪港や神戸港において浸水被害が発生

し，コンテナの倒壊や漂流，電気系設備の故障等により港湾の利用に対して長期間の影響が発

生したことを受けて，国土交通省港湾局では，「港湾の堤外地等における高潮リスク低減方策ガ

被災状況（ヘリ写真）（丸森町） 
 

被災状況（登米市） 
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イドライン」を平成 年 月に改訂。このガイドラインを基に，県においても台風に伴う高潮・

暴風対策として，各種気象状況を活用して適切な段階（フェーズ）を想定し，それに応じた具

体的な行動計画の内容や実施するタイミングを整理した計画を策定。

ロ 被害状況

・金華山港 防波堤 千円 パラペットの倒壊

・女川港（高白地区） 航路 千円 土砂流入による埋塞

・女川港（横浦地区） 航路 千円 土砂流入による埋塞

・女川港（大石浦地区） 航路 千円 土砂流入による埋塞

・御崎港 防波堤 千円 被覆ブロック流出

ハ 業務概要

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等に基づき，被災状況調査，災害報告，国庫負担申

請を実施し，被災した公共施設を復旧するもの。

○ 対応

事前対応として，フェーズ別高潮・暴風対応に基づき，災害復旧及び復興事業において設置を

計画している陸閘 基のうち，整備が完成した 基について，事前閉鎖作業を実施した。

台風襲来後，臨港道路については 月 日～ 日にかけて５か所が冠水等により通行止め措

置を実施した。また被災状況調査については，接続する道路及び臨港道路の一部区間が通行止

めとなったことから，これを迂回しながら実施し，港湾施設５か所の被災が確認された。離島

である金華山港の被災状況調査については，波の状況もあり， 月 日に 隊員と共に

調査し，防波堤の被災状況を確認した。女川港の高白地区については，地元漁協より養殖作業

の開始前までに土砂撤去の依頼があり，それに応じる形で必要最小限の土砂撤去を実施した。

港湾施設に関する検証

○ 評価できる点

・ 陸閘の事前閉鎖を実施したことにより，被災リスクを低減させることができた。

・ 女川港の３地区の埋没被害のうち，高白地区については漁業者の養殖作業が実施される時期

であったことから，影響のある箇所について迅速に浚渫を実施し，利用者の経済活動への影響

を最小限に抑えることができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 港湾関係災害については比較的少ない被災件数であり，県，港湾局，財務局の人員配置の関

係も考慮すると，道路や河川部門の災害査定の開始より前に査定を完了させる必要性があっ

た。さらに，港湾施設の被災については，通常の公共施設の被災の場合と提出様式が異なり，

また，関係機関との調整も全て主務課としてとりまとめる必要があるが，そのノウハウが不足

しており，査定の前日まで事前協議を実施する状況となったため，今回の対応状況について，

様式や日程表を整理し，今後に備える必要がある。

空港

○ 被害の状況や動き

県では，災害発生時における仙台空港及び仙台空港アクセス鉄道の被害状況や運航・運行状

備局が阿武隈川左右岸の土砂災害で東北地方整備局 新庄河川事務所 は内川水系流域の土砂災

害調査を実施した。調査結果を踏まえ，阿武隈川水系内川流域については，斜面崩壊に伴う土砂

や流木により土砂災害が数多く発生しており，上流に残存する土砂や流木が再稼働することによ

る二次災害の恐れが懸念されたため，阿武隈川水系内川流域における国直轄砂防事業の実施につ

いて東北地方整備局へ要請した。

阿武隈川流域については，調査報告書を踏まえ，事業実施区分について，県道路課や県森林整

備課と何度も打ち合わせを実施して，事業区分ついて早期に決定した。

砂防関係施設に関する検証

○ 評価できる点

・ 連絡体制の構築が図られた。

・ 事前周知及び台風襲来後の周知によって，警戒避難体制を構築する事ができた。

・ ヘリコプターでの上空からの調査によって，地上からは見られない被災箇所を確認する事が

でき，被害の大きさを確認した。

・ 阿武隈川流域の事業区分を早期に決めたことによって，事業調整に無駄な時間を費やすこと

なく災害関連事業の検討を行う事ができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 土砂災害の被害状況の取りまとめに時間を要したので，様式等について予め見直しを行う必

要がある。

○ 関連資料

港湾施設

○ 被害の状況や動き

イ フェーズ別高潮・暴風対策の実施

高潮・暴風警報の発表が予想される場合，水門・陸閘の閉鎖準備を行う等，段階（フェーズ）

毎の行動を計画に基づき実施。

※平成 年９月の台風 号に伴う高潮・暴風により，大阪港や神戸港において浸水被害が発生

し，コンテナの倒壊や漂流，電気系設備の故障等により港湾の利用に対して長期間の影響が発

生したことを受けて，国土交通省港湾局では，「港湾の堤外地等における高潮リスク低減方策ガ

被災状況（ヘリ写真）（丸森町） 
 

被災状況（登米市） 
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公園施設

○ 被害の状況や動き

イ 異常気象警報発令時の対応

予め規定した配備体制により配備した。また，指定管理者による巡回を実施し，被害状況の

報告を受けた。

ロ 被害状況

宮城県総合運動公園において，異常豪雨に伴う法面崩落により，園路広場や転落防止柵等の

公園施設が計５か所（ ｍ）被災した。

ハ 災害復旧

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等に基づき，被害状況調査，災害報告，国庫負担申

請を実施し，被災した公園施設を復旧することとした。

○ 対応

大雨・暴風警報の発表が予想されたことから， 月 日及び 日の２日間を臨時閉園とする措

置を行った。併せて，臨時休園中の園内巡回の実施と巡回後の結果報告を各公園の指定管理者へ

指示した。

被害状況調査の結果，宮城県総合運動公園において，法面崩壊による園路広場や転落防止柵，

排水施設等の被災が５か所確認された。法面崩壊による土砂の流出被害が複数箇所に及んだこと

から， 月 日から被災箇所周辺について，立入禁止措置を講じた。また，被害拡大防止のため，

法面崩壊部をブルーシートで覆い，雨水の浸透防止措置を講じた。その他，４公園については大

きな被害がなかったことから， 日以降，通常どおり開園した。被害のあった宮城県総合運動公

園については，早期の復旧完了を目指し，災害査定前に工事着手するため，国土交通省都市局と

協議を行い，応急本工事に着手した。

公園施設に関する検証

○ 評価できる点

・ 台風来襲前に全ての公園を臨時閉園としたことにより，公園利用者の被災リスクを低減でき

た。国土交通省と事前協議を実施して，応急本工事を実施することにより早期復旧が可能とな

り，利用者の利便性向上やオリンピック等の行事開催への影響を低減できた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 公園利用者の安全を第一に考え，公園毎の特性を踏まえながら事前閉園措置や被災後の立入

禁止措置の手順を予め整理して，災害に備える必要がある。

堆積土砂排除

○ 被害の状況や動き

イ 堆積土砂排除事業の概要

暴風，洪水，高潮，地震，その他の異常な天然現象により，都市計画区域内における市街地

に多量の土砂が堆積した場合において，国は災害復旧事業，堆積土砂排除事業を行う地方公共

団体に支援を行うことにより，民生の安定を図り，公共の福祉を確保するもの。（宅地や私道に

堆積した土砂及び流木の撤去が対象であり，災害廃棄物が混入した土砂は基本的には対応でき

況を速やかに把握するため，仙台国際空港（株）と仙台空港鉄道（株）と連絡体制を整備して

いる。

今回の東日本台風の最接近が夜間，週末となることが予想されたことから，あらかじめ連絡

体制等を再確認していた。

イ 仙台空港の状況

ｲ 運航状況

月 日 便欠航（国内線：出発 便，到着 便，国際線：出発 便，到着 便）

月 日 便欠航（国内線：出発 便，到着 便，国際線：出発 便，到着 便）

月 日 通常運航

ﾛ 施設被害状況

月 日６時時点において，Ａ滑走路南側のエプロン及びその周辺に冠水が確認された

が， 日からの運航再開に支障なし。（冠水は 日に解消）

ロ 仙台空港アクセス鉄道の状況

ｲ 運行状況

月 日 本運休（ 時 分仙台発から運転見合わせを実施）

月 日 本運休（終日運休予定 → 時以降 本復活運転）

※ 日は始発より終日運転見合わせの予定であったが，安全な運行が確認できたこと，航

空機の到着が出始めたことから，予定を繰り上げて 時 分から徐行による運転再開

月 日 通常運行

ﾛ 施設被害状況

各駅において，以下とおり故障が発生したが， 日夕方からの運転再開に支障なし。

・仙台空港駅：ホーム発車標故障

・杜せきのした駅：ホーム発車標故障，ホーム照明，エスカレーター故障

（いずれの設備についても，後日復旧。）

○ 対応

仙台空港及び仙台空港アクセス線において，台風の接近に伴い， 日から計画的な運休を実施

し，天候の回復等に合わせて， 日から運行を再開。これらの状況について，事前に確認してい

た連絡体制に基づき両社から情報提供を受け，とりまとめを行った。

このほか，所管する空港周辺緑地について，台風通過後に職員によるパトロールを実施し，

被害が無いことを確認した。

空港に関する検証

○ 評価できる点

・ 日頃から打ち合わせの場などを通じて顔の見える関係を構築し，また，台風接近に備えて，

連絡体制，連絡内容を確認していたことで，被害状況等の把握を速やかに行うことができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今回は，あらかじめ連絡体制の確認を行う時間的な余裕があったことから，情報収集・伝達

に課題は生じなかったが，地震や航空機事故等，突発的な事案が発生しても，連絡体制が確実

に機能するよう日頃から確認を行う必要がある。
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公園施設

○ 被害の状況や動き

イ 異常気象警報発令時の対応

予め規定した配備体制により配備した。また，指定管理者による巡回を実施し，被害状況の

報告を受けた。

ロ 被害状況

宮城県総合運動公園において，異常豪雨に伴う法面崩落により，園路広場や転落防止柵等の

公園施設が計５か所（ ｍ）被災した。

ハ 災害復旧

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等に基づき，被害状況調査，災害報告，国庫負担申

請を実施し，被災した公園施設を復旧することとした。

○ 対応

大雨・暴風警報の発表が予想されたことから， 月 日及び 日の２日間を臨時閉園とする措

置を行った。併せて，臨時休園中の園内巡回の実施と巡回後の結果報告を各公園の指定管理者へ

指示した。

被害状況調査の結果，宮城県総合運動公園において，法面崩壊による園路広場や転落防止柵，

排水施設等の被災が５か所確認された。法面崩壊による土砂の流出被害が複数箇所に及んだこと

から， 月 日から被災箇所周辺について，立入禁止措置を講じた。また，被害拡大防止のため，

法面崩壊部をブルーシートで覆い，雨水の浸透防止措置を講じた。その他，４公園については大

きな被害がなかったことから， 日以降，通常どおり開園した。被害のあった宮城県総合運動公

園については，早期の復旧完了を目指し，災害査定前に工事着手するため，国土交通省都市局と

協議を行い，応急本工事に着手した。

公園施設に関する検証

○ 評価できる点

・ 台風来襲前に全ての公園を臨時閉園としたことにより，公園利用者の被災リスクを低減でき

た。国土交通省と事前協議を実施して，応急本工事を実施することにより早期復旧が可能とな

り，利用者の利便性向上やオリンピック等の行事開催への影響を低減できた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 公園利用者の安全を第一に考え，公園毎の特性を踏まえながら事前閉園措置や被災後の立入

禁止措置の手順を予め整理して，災害に備える必要がある。

堆積土砂排除

○ 被害の状況や動き

イ 堆積土砂排除事業の概要

暴風，洪水，高潮，地震，その他の異常な天然現象により，都市計画区域内における市街地

に多量の土砂が堆積した場合において，国は災害復旧事業，堆積土砂排除事業を行う地方公共

団体に支援を行うことにより，民生の安定を図り，公共の福祉を確保するもの。（宅地や私道に

堆積した土砂及び流木の撤去が対象であり，災害廃棄物が混入した土砂は基本的には対応でき

況を速やかに把握するため，仙台国際空港（株）と仙台空港鉄道（株）と連絡体制を整備して

いる。

今回の東日本台風の最接近が夜間，週末となることが予想されたことから，あらかじめ連絡

体制等を再確認していた。

イ 仙台空港の状況

ｲ 運航状況

月 日 便欠航（国内線：出発 便，到着 便，国際線：出発 便，到着 便）

月 日 便欠航（国内線：出発 便，到着 便，国際線：出発 便，到着 便）

月 日 通常運航

ﾛ 施設被害状況

月 日６時時点において，Ａ滑走路南側のエプロン及びその周辺に冠水が確認された

が， 日からの運航再開に支障なし。（冠水は 日に解消）

ロ 仙台空港アクセス鉄道の状況

ｲ 運行状況

月 日 本運休（ 時 分仙台発から運転見合わせを実施）

月 日 本運休（終日運休予定 → 時以降 本復活運転）

※ 日は始発より終日運転見合わせの予定であったが，安全な運行が確認できたこと，航

空機の到着が出始めたことから，予定を繰り上げて 時 分から徐行による運転再開

月 日 通常運行

ﾛ 施設被害状況

各駅において，以下とおり故障が発生したが， 日夕方からの運転再開に支障なし。

・仙台空港駅：ホーム発車標故障

・杜せきのした駅：ホーム発車標故障，ホーム照明，エスカレーター故障

（いずれの設備についても，後日復旧。）

○ 対応

仙台空港及び仙台空港アクセス線において，台風の接近に伴い， 日から計画的な運休を実施

し，天候の回復等に合わせて， 日から運行を再開。これらの状況について，事前に確認してい

た連絡体制に基づき両社から情報提供を受け，とりまとめを行った。

このほか，所管する空港周辺緑地について，台風通過後に職員によるパトロールを実施し，

被害が無いことを確認した。

空港に関する検証

○ 評価できる点

・ 日頃から打ち合わせの場などを通じて顔の見える関係を構築し，また，台風接近に備えて，

連絡体制，連絡内容を確認していたことで，被害状況等の把握を速やかに行うことができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今回は，あらかじめ連絡体制の確認を行う時間的な余裕があったことから，情報収集・伝達

に課題は生じなかったが，地震や航空機事故等，突発的な事案が発生しても，連絡体制が確実

に機能するよう日頃から確認を行う必要がある。
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ないが，環境省事業との連携により，一括した撤去・処分が可能。事業主体は市町村。）

ロ 堆積土砂排除事業の活用実績

東日本大震災等，過去の災害発生時には，災害廃棄物の撤去・処分は環境省が所管する「災

害廃棄物処理事業」，道路や河川等の公共土木施設へ堆積した土砂の撤去・処分は国土交通省が

所管する「公共土木施設災害復旧事業」等で対応したが，個人や法人が所有する宅地や私道等

に堆積した土砂を撤去・処分する「堆積土砂排除事業」は過去に東北地方での活用の実績はな

かった。

ハ 東日本台風における「堆積土砂排除事業」の活用について

県内の複数の市町村において河川の氾濫による土砂の堆積が発生したが，稲わらや災害廃棄

物の混入が多い市町においては，環境省の「災害廃棄物処理事業」により対応することとなり，

堆積土砂排除事業の活用は，五福谷川，新川等の氾濫により，大量の土砂が堆積した丸森町中

心周辺部（都市計画区域内＋隣接する集落地）の１か所となった。

丸森町の堆積土砂の撤去については，低割合であるが災害廃棄物の混入が確認され，家屋の

撤去を伴う事から，環境省事業との連携事業により実施することになった。

○ 対応

イ 県内市町村に対する支援

発災から３日後，事業を所管する国土交通省都市局都市安全課と特に浸水被害の大きかった

丸森町及び大郷町の現地調査を実施し，採択要件への合致性の確認と事業制度の説明を行い，

事業活用の可否について迅速化を図った。

併せて，他の市町村に対しても，堆積土砂の状況の確認と事業制度の説明を実施し，堆積土

砂排除事業の活用を促した。（丸森町以外の堆積土砂が発生した市町村については，土砂に「稲

わら」の混入等が多い事などから，環境省事業を活用することとなった。）

ロ 丸森町に対する支援

ｲ 土砂の仮置・分別ヤードの確保

応急仮設住宅の建設や災害廃棄物の仮置き等により，町内おける一定規模の平地が不足し，

排除した土砂の仮置や混入している廃棄物の分別を行う仮置ヤードの設置場所の決定が難航

した。仮置ヤードの運用が遅れると，結果として生活環境の改善や復旧事業の進捗に大幅な

遅れが生じることから，庁内において農地災害を担当する農林水産部へ協力を仰ぎ，農地災

害復旧事業予定箇所を期限付きでヤード化するスキームを立案し，丸森町へ提案した。

（仮置ヤード：整備着手 月 日 運用開始 月 日）

ﾛ 技術的支援

「堆積土砂排除事業」の活用にあたっては，これまで東北地方での活用実績がなく，初動

から災害査定，事業終了までの必要な準備，対応や体制の構築等について，同事業の活用経

験のある広島県へ赴き情報を収集し，丸森町に対して情報を提供した。

その他，丸森町に週２回程度赴き，事業を進める上での相談や，土砂撤去時に調整が必要

となる河川等を管轄する部署との協議に同席し，協議の円滑化を図った。

堆積土砂排除に関する検証

○ 評価できる点

・ これまで活用実績がなかった事業を，被害が甚大で町職員のマンパワー不足が顕著であった
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第８節 農林水産業の被害状況と復旧 
１ 農林水産業の被害状況

○ 被害の状況や動き

農業

農業関係の被害額は， 億 万円であった。

イ 農業関連被害

農業関連被害額は，農地・農業用施設被害が 億 万円，農業関係施設被害が 億

万円，農業用資機材被害が 億 万円，農作物被害が 億 万円，貯蔵収穫

農産物被害が３億 万円，生活環境施設被害が４億 万円で合計 億 万円で

あった（表３－８－１）。

ロ 畜産関連被害

畜産関連被害は６億 万円であった（表３－８－１）。

ハ その他（県所管施設等）

その他（県所管施設等）被害は，１億 万円であった（表３－８－１）。

水産林業

水産林業関係の被害総額は，水産業関連被害が６億 万円，林業関連被害が 億

万円，その他（県施設等）が 万円であり，合計 億 万円の被害額となった。

イ 水産業関連

河川の増水や氾濫により，県内のサケふ化場 施設において浸水や土砂の流入等の被害が

発生したほか，内水面の養魚場において養殖池の損壊や養魚の死滅などが発生した。また，流

木等が河川から海に流入し，漁港の埋そくや海岸保全区域への漂着が発生した。さらに，カキ

養殖施設等の破損やカキ落下等の被害が発生した（表３－８－２）。

表３－８－１ ３月 日時点

被害種別 市町村数 被害内訳 被害額 千円

農地・農業用施設被害 農地被害，揚水機被害，道路被害，水

路被害，頭首工被害，ため池被害，橋

梁，附帯施設等

農業関係施設被害 パイプハウス，鉄骨ハウス，農業倉庫，

乾燥調整施設他浸水被害等

農業用資機材被害 トラクター，コンバイン，穀物乾燥機

他浸水被害等

農作物被害 水稲・大豆・野菜類冠水，果樹落果等

貯蔵収穫農産物被害 米

生活環境施設被害 農業集落排水

畜産施設等被害 家畜，畜舎，飼料他浸水被害等

県有施設被害 園内法面崩落，道路陥没，ほ場防風林

被害，種子選別機備品及び原種の浸水

被害等

計
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ロ 林業関連

記録的な大雨により，丸森町など 市町村の林道 路線で法面崩壊や路面の洗掘等が発

生したほか， 市町の か所で山腹崩壊が発生するなど大規模な被害となった。

また，治山施設では，防災林造成盛土の法面の浸食等が発生し，林産施設についても，木材

加工等施設の浸水や，きのこ生産施設の損壊等の被害が発生した（表３－８－３）。

２ 農林水産施設の復旧

農業・畜産業支援

農林水産省は，東日本台風により被災した農業者に対し，農業用機械や園芸施設，畜舎等の再建・

修繕を支援するための「強い農業・担い手づくり総合支援交付金 被災農業者支援型 」を 月 日

に発動した。同交付金による国の助成率は，園芸施設の再建等については３ 以内，農業用機械の

再取得，畜舎の再建等については１ ２以内であった。発災後の被害状況から，大河原・仙台・北部

管内の農業用施設被害が甚大であること等全県の被害状況が明らかになってきたため，県では，関

係課室や東北農政局等と協議し，この助成に加え一律４ の上乗せ補助を行い，一日も早く営農再

開できるよう支援を行った。

また，岩沼市で育苗していた本県育成いちご新品種「にこにこベリー」親株苗が冠水により全滅

したことから，県農業・園芸総合研究所で緊急的に育苗を行った。

イ 農業

○ 被害の状況や動き

県では，これまで農業施設の災害に備え，宮城県農業共済組合等と連携し，各種研修会時や

表３－８－２

被害種別 市町村数 被害内訳 被害額 千円
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被害，定置網被害等
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養殖施設被害 カキ養殖施設・ギンザケ養殖施設被害，ノリ種網

落下流出，カキ処理場被害等

水産物等被害 カキ落下，ギンザケ流出，内水面養魚死滅等

計

表３－８－３
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計
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ﾛ 被害状況の把握と被災した自治体への支援

被害状況を迅速に把握するため，県家畜保健衛生所及び地方振興事務所畜産振興部が市町

村の畜産関連被害の状況把握に努めた。また，被害が甚大な丸森町等については，管轄する

家畜保健衛生所職員が現地調査を実施。家畜保健衛生所は家畜伝染病の予防及びまん延防止

のため，県内全ての畜産農家の飼養状況を把握していることから，農家情報を活用し，被災

地域の畜産農家の状況を確認するとともに，自治体との情報共有を図りながら，畜産被害の

全体像の把握に努めた。

○ 対応

国の災害支援事業に関する東北ブロック説明会を受け，県内の畜産関係団体を対象とした災

害支援事業の打合せ会を開催。関連事業の補助対象及び補助内容について情報共有を図るとと

もに，各事業の県内事業主体について確認・調整を行った。

酪農関係事業は県内酪農団体及び全農宮城県本部，肉用牛及び養豚関連事業は（一社）宮城

県畜産協会が事業実施主体として事業要望の取りまとめを行うことし，養鶏関連事業は全国団

体と養鶏農家との直接対応を基本としながら，宮城県養鶏協会が必要に応じて対応することと

した。

畜産業支援に関する検証

○ 評価できる点

・ 県単独事業による農家負担の軽減

畜舎等の再建や修繕，撤去に対する国と県を合わせた負担割合は９割となり，市町村等の嵩

上げを含めた場合は全額負担となり，被害農家の営農再開と営農継続，営農意欲の醸成に大い

に資する事業となった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 被害状況の確認から支援対策事業の要綱等の改正・制定，事業実施主体等の調整・決定まで

多くの時間を要した。

・ 被害報告の内容が主に被害農家からの聞き取りを基本としているため，単語や単位等の表記

に統一性がなく，統計的な処理と経時的で分かりやすい資料作成が困難であった。

・ 被害が大きい自治体については，県と関係団体等がチーム体制を作り，積極的に被災地域の

情報収集を図る。また，被害報告に用いる単語の共通化（例 乳牛，乳用牛）と単位・換算方法

（例：ロール，個， ）のルールをあらかじめ設定し，被害状況の積み上げと統計的な処理が

可能で，分かりやすいフォーマットを作成する必要がある。

農地・農業用施設

○ 対応

イ 県の主な対応

月 日，県農政部内に「農業農村整備関係災害対応連絡会議」を設け，関係する３課１室

で構成する横断チームを結成し，通常業務とは別に今回の災害の各種課題等について，チーム

ごとに対応を行った。当該チームは時間の経過とともに変化するニーズに合わせて柔軟に変更

するとともに，業務量に応じて人員の配置も見直した。

各種補助事業の導入時などに，農業施設共済制度等への加入周知を図ってきており，農業者も

各自の経営に応じて農業施設共済制度等に加入し，災害への備えを行ってきた。

○ 対応

農林水産省の支援制度と併せて，経営体に有利な支援制度が選択できるように農業法人に

対して中小企業庁の中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の情報提供を行った。さら

に，各種支援制度を活用した農業用施設等の再建・修繕にあたっては，令和元年台風 ，

， ， 号によりもたらされた農林水産業被害の再建・復旧作業と重なることから，農林

水産省，環境省，総務省から全国の鋼材，被覆資材等の関連メーカーに対し資材の円滑な供

給に向けての協力依頼がなされた。本県においても農業用施設等の復旧に多くの農業者が取

り組むことから，県内の関係機関を対象とし， 月に開催した「農作物次期作付種子等購入

助成事業」説明会の中で協力要請を行ったほか，１月に「令和元年台風第 号の被災地にお

ける農業用ハウスの早期復旧に向けた対応について」を県農政部長通知で発出し，県内農業

施設等の再建・復旧工事が円滑に進められるよう協力要請した。

また，農家への「にこにこベリー」親株苗配布については，農業・園芸総合研究所での緊

急的な育苗の結果，当初計画どおり行うことができた。

農業支援に関する検証

○ 評価できる点

・ 県関係課室等と連携し，国庫事業に県の嵩上げ支援を組み合わせたことで，農業者の負担軽

減が図られ，被災農業者が取り組みやすい事業となった。

・ 県内での再建・復旧事業の取組が本格化する時期に合わせて県内施設園芸関係企業等へ改め

て協力要請することにより，再建・復旧工事の円滑な推進につなげた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 施設等の復旧に相当な時間を要することから，農林水産省事業，中小企業庁事業ともに令和

２年度繰越事業となる。関係機関等と連携を図りながら，事務の円滑な実施を図る必要がある。

・ これからも頻繁に発生することが想定される大雨や強風などの自然災害に対するリスクマネ

ジメントとして，園芸施設共済や農業収入保険等への加入促進を図る必要がある。

○ 関連資料

農業関係施設被害（２月 日 時時点）

パイプハウス，鉄骨ハウス，農業倉庫，乾燥調製施設他浸水被害等

被害件数 棟，被害面積 ，被害額 千円

ロ 畜産業

○ 被害の状況や動き

ｲ 河川の氾濫等に伴う浸水及び暴風雨による施設・機械への被害

河川の氾濫等に伴う畜舎等の浸水・土砂の流入に伴う畜舎及び飼料収穫機械等の被害，暴

風に伴う屋根等の破損など畜産関連施設・機械の被害は多岐に及んだ。県全体の被害畜産農

家の半数が丸森町に集中しており，局地的な豪雨が丸森町に甚大な被害を及ぼした。
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ﾛ 被害状況の把握と被災した自治体への支援

被害状況を迅速に把握するため，県家畜保健衛生所及び地方振興事務所畜産振興部が市町

村の畜産関連被害の状況把握に努めた。また，被害が甚大な丸森町等については，管轄する

家畜保健衛生所職員が現地調査を実施。家畜保健衛生所は家畜伝染病の予防及びまん延防止

のため，県内全ての畜産農家の飼養状況を把握していることから，農家情報を活用し，被災

地域の畜産農家の状況を確認するとともに，自治体との情報共有を図りながら，畜産被害の

全体像の把握に努めた。

○ 対応

国の災害支援事業に関する東北ブロック説明会を受け，県内の畜産関係団体を対象とした災

害支援事業の打合せ会を開催。関連事業の補助対象及び補助内容について情報共有を図るとと

もに，各事業の県内事業主体について確認・調整を行った。

酪農関係事業は県内酪農団体及び全農宮城県本部，肉用牛及び養豚関連事業は（一社）宮城

県畜産協会が事業実施主体として事業要望の取りまとめを行うことし，養鶏関連事業は全国団

体と養鶏農家との直接対応を基本としながら，宮城県養鶏協会が必要に応じて対応することと

した。

畜産業支援に関する検証

○ 評価できる点

・ 県単独事業による農家負担の軽減

畜舎等の再建や修繕，撤去に対する国と県を合わせた負担割合は９割となり，市町村等の嵩

上げを含めた場合は全額負担となり，被害農家の営農再開と営農継続，営農意欲の醸成に大い

に資する事業となった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 被害状況の確認から支援対策事業の要綱等の改正・制定，事業実施主体等の調整・決定まで

多くの時間を要した。

・ 被害報告の内容が主に被害農家からの聞き取りを基本としているため，単語や単位等の表記

に統一性がなく，統計的な処理と経時的で分かりやすい資料作成が困難であった。

・ 被害が大きい自治体については，県と関係団体等がチーム体制を作り，積極的に被災地域の

情報収集を図る。また，被害報告に用いる単語の共通化（例 乳牛，乳用牛）と単位・換算方法

（例：ロール，個， ）のルールをあらかじめ設定し，被害状況の積み上げと統計的な処理が

可能で，分かりやすいフォーマットを作成する必要がある。

農地・農業用施設

○ 対応

イ 県の主な対応

月 日，県農政部内に「農業農村整備関係災害対応連絡会議」を設け，関係する３課１室

で構成する横断チームを結成し，通常業務とは別に今回の災害の各種課題等について，チーム

ごとに対応を行った。当該チームは時間の経過とともに変化するニーズに合わせて柔軟に変更

するとともに，業務量に応じて人員の配置も見直した。

各種補助事業の導入時などに，農業施設共済制度等への加入周知を図ってきており，農業者も

各自の経営に応じて農業施設共済制度等に加入し，災害への備えを行ってきた。

○ 対応

農林水産省の支援制度と併せて，経営体に有利な支援制度が選択できるように農業法人に

対して中小企業庁の中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の情報提供を行った。さら

に，各種支援制度を活用した農業用施設等の再建・修繕にあたっては，令和元年台風 ，

， ， 号によりもたらされた農林水産業被害の再建・復旧作業と重なることから，農林

水産省，環境省，総務省から全国の鋼材，被覆資材等の関連メーカーに対し資材の円滑な供

給に向けての協力依頼がなされた。本県においても農業用施設等の復旧に多くの農業者が取

り組むことから，県内の関係機関を対象とし， 月に開催した「農作物次期作付種子等購入

助成事業」説明会の中で協力要請を行ったほか，１月に「令和元年台風第 号の被災地にお

ける農業用ハウスの早期復旧に向けた対応について」を県農政部長通知で発出し，県内農業

施設等の再建・復旧工事が円滑に進められるよう協力要請した。

また，農家への「にこにこベリー」親株苗配布については，農業・園芸総合研究所での緊

急的な育苗の結果，当初計画どおり行うことができた。

農業支援に関する検証

○ 評価できる点

・ 県関係課室等と連携し，国庫事業に県の嵩上げ支援を組み合わせたことで，農業者の負担軽

減が図られ，被災農業者が取り組みやすい事業となった。

・ 県内での再建・復旧事業の取組が本格化する時期に合わせて県内施設園芸関係企業等へ改め

て協力要請することにより，再建・復旧工事の円滑な推進につなげた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 施設等の復旧に相当な時間を要することから，農林水産省事業，中小企業庁事業ともに令和

２年度繰越事業となる。関係機関等と連携を図りながら，事務の円滑な実施を図る必要がある。

・ これからも頻繁に発生することが想定される大雨や強風などの自然災害に対するリスクマネ

ジメントとして，園芸施設共済や農業収入保険等への加入促進を図る必要がある。

○ 関連資料

農業関係施設被害（２月 日 時時点）

パイプハウス，鉄骨ハウス，農業倉庫，乾燥調製施設他浸水被害等

被害件数 棟，被害面積 ，被害額 千円

ロ 畜産業

○ 被害の状況や動き

ｲ 河川の氾濫等に伴う浸水及び暴風雨による施設・機械への被害

河川の氾濫等に伴う畜舎等の浸水・土砂の流入に伴う畜舎及び飼料収穫機械等の被害，暴

風に伴う屋根等の破損など畜産関連施設・機械の被害は多岐に及んだ。県全体の被害畜産農

家の半数が丸森町に集中しており，局地的な豪雨が丸森町に甚大な被害を及ぼした。
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また， 月 日には大河原地方振興事務所農業農村整備部内に「 関連災害復旧支援チーム」

を新設し，査定申請に向けた助言や申請書作成支援を行った。また，災害復旧に当たって被害

程度が大規模で復旧に高度な技術を要するもの等については，団体営ではなく県営で実施する

など，被災市町村の負担軽減を図った。

農地・農業用施設に関する検証

○ 評価できる点

イ 県の主な対応

・ 時間の経過とともに求められる対応が変化する中，横断チームを柔軟に編成したことで，

各課題に対し迅速かつ実行性のある対応が可能となった。

・ 農業農村整備関係災害対応連絡会議を定期的に開催することで，関係者間において各課題

等に対する対応状況や進捗状況などの情報共有を図ることができた。

・ 防災重点ため池に選定された農業用ため池の決壊という特別な事象に対し，専門的な立場

から助言をいただけたことは，復旧に当たっての大きな推進力となった。

ロ 冠水農地の排水対策

・ 日頃から災害応急用ポンプを貸し出しする東北農政局土地改良技術事務所及び市町村・土

地改良区と会議等を通じ顔が見える関係を構築していたことで，速やかな連絡がとれ，早期

の湛水排除を行うことができた。

ハ 排水機場の応急対策

・ 東日本大震災でも津波により沿岸部の多くの排水機場が稼働不能となり，その際にポンプ

メーカー等への調査依頼を行っていた例があったことから，それを参考とすることにより，

迅速な対応と早期の被害状況把握が可能となった。

ニ 災害査定

・ 標準単価方式による，査定申請を提案・調整のうえ作成し国の了解を得ることにより，丸

森町における査定申請書類の作成に係る作業時間及び査定に要する時間を大幅に減じるこ

とができ，期日までに全ての査定申請を行うことができた。

ホ 被害が甚大な市町への支援

・ 県庁内及び出先事務所との連携により，被害の甚大な市町における被害調査等に対して，

計画的に職員を派遣することができた。また，こうした支援により被害状況を早期に把握す

ることができ，その後の災害査定等に係る作業を迅速に進めることができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

イ 県の主な対応

・ 東日本台風災害で得られた災害対応に係る知識や知見を若い職員等に継承していくため，

定期的に災害に係る研修会等を開催していく必要がある。

ロ 冠水農地の排水対策

・ 今後も，ポンプを貸し出しする東北農政局及びポンプを必要とする市町村・土地改良区と

会議等を通じスムーズな連絡を行えるようしていきたい。

ハ 排水機場の応急対策

・ 上記により，早期の被害状況把握が可能であったが，主な被災が排水機場の電気設備であ

また，今回の豪雨により白石市の農業用ため池が決壊し，下流の人家に被害が発生する事態

が生じたことから，東日本大震災を機にパートナーシップ協定を締結している国立研究開発法

人 農業・食品産業技術総合研究機構の技術協力を得て被害調査を行った。決壊メカニズムの解

明のほか，復旧方法の検討及び今後の農業用ため池の設計・施工・管理に当たって専門的な立

場から助言をいただいた。

ロ 冠水農地の排水対策

河川の氾濫や決壊，排水機場の浸水による運転停止等により広大な農地が冠水し，早期の排

水対策が必要となった。県は， 月 日から市町村・土地改良区からの災害応急用ポンプの設

置要望を聞き取りし，ポンプを貸し出しする東北農政局土地改良技術事務所と設置の調整を行

い， 月 日までに か所ポンプを設置し排水を行った。また，台風による被害が大きかった

丸森町などでは，ポンプ設置の現場立会を役場職員等に代わって県職員が行い早期排水を行っ

た。

ハ 排水機場の応急対策

東日本台風の豪雨により，県内の河川の堤防決壊，越水，溢水等を主原因とする排水機場の

浸水で か所の排水機場が稼働不能となった。 月 日に今回の台風災害に係る揚水機場等の

被災調査等に関する会議を開催し，ポンプメーカー及び販売代理店 社に，被災施設と被災状

況の正確な把握調査，被災している場合には，その仮復旧及び本復旧の方法等の提案の協力を

求めた。これにより，ポンプメーカー及び販売代理店では， 月 日から県内の用水・排水機

場の現況調査を実施し，県，施設管理者，ポンプメーカー等と被災状況や復旧方法等の情報を

共有することができた。

浸水により稼働不能となった排水機場 施設のうち，電気設備等の被災が軽微であった施設

は，緊急に電気設備の仮配線，ポンプ電動機の洗浄・乾燥，ポンプエンジンの分解・点検・洗

浄等を行い，ポンプの仮復旧に努め，仮復旧での稼働ができない施設については，仮設ポンプ

を設置するなどの応急工事を 月末までに 施設で実施した。

ニ 災害査定

発災時期が遅かったこと及び被害が甚大であったことから，通常の方法では対応が困難であ

ると判断し，国と調整のうえ，既存の地図や航空写真を活用した「代表断面方式」，また，被害

が甚大な丸森町においては，代表地区のみ調査測量設計を行ったうえで申請し，その他の地区

については代表地区の単位当りの単価を使用する「標準単価方式」を採用することとした。ま

た，定型の条件書を事前に作成すること等により，査定を円滑に進めることができた。

災害査定は， 月第１週から令和２年１月第２週までの６クール，各１班から４班体制（延

べ 班）で実施され，県全体の査定申請件数は 件，申請額 百万円，査定額 百

万円で，査定率は ％となっている。このうち，丸森町分については，査定申請件数は

件，申請額 百万円，査定額 百万円で，査定率は ％となっている。

ホ 被害が甚大な市町への支援

県内の広い範囲で農地・農業用施設に被害が発生したが，中でも大河原管内及び北部管内に

おける被害が甚大であった。このため，両管内の市町を中心に県から応援職員を延べ 名派遣

し，農地及び農業用施設等の被害調査や防災重点ため池の点検・調査を行った（表３－８－４）。

加えて，丸森町をはじめとする大河原管内及び大崎市に対し，農林水産省から水土里災害派遣

隊（ ）を延べ 名派遣いただき，被害調査や技術支援を実施した（表３－８－５）。
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ガイ漁場を中心に大量の稲わら等が堆積した。

ロ 稲わら等の回収にかかる要望

稲わら等の堆積によりアカガイにへい死が危惧され，また，アカガイ操業の際に大量の稲

わら等が入網し操業の支障となっていたことから，アカガイ漁業者から漁場の稲わら等の回

収支援について，県に要望が出された。

○ 対応

イ 稲わら等回収に向けた国事業の活用

アカガイ漁場等の健全化を図るため，台風の特例措置により，稲わら等の回収活動に必要

な人件費や燃油代などの経費が全額国から助成される「水産多面的機能発揮対策事業」の活

用に向け，水産庁と調整した。

ロ 効率的な稲わら等の回収に向けた現地協議

阿武隈川から漁場に流入した稲わら等は，河口から放射状に広く拡散したことから，仙台

市から山元町までの漁業者により構成された「仙南４地区小型底びき網漁業連絡協議会」と

協議を重ね，アカガイ貝桁漁船だけでなく，大型で回収能力も高い底曳き網漁船の漁業者も

参加して回収作業を実施する事業計画を作成した。

ハ 漁業者による回収作業

回収作業は， 月 日から令和２年２月３日までの間に 日，延べ 隻により実施され

た。その結果，ヨシ類を主体に流木など約 トンが回収され，現在はアカガイ漁業の操業に

支障がない状況となっている。

仙台湾における稲わら等の回収に関する検証

○ 評価できる点

・ 仙南４地区で貝桁，底曳き網，刺網漁業者で組織する既存の協議会を活用したことで，関係

者漁業者間の意思疎通が速やかに行われ早期に回収作業に着手することができた。また，通常

の操業とは異なり，大量の稲わら等の入網で漁船や漁網に大きな負荷がかかる状況での作業で

あったが，漁業者の適切な判断と無線等による密な連絡により海難等の事故なく回収作業を終

えることができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 仙台湾は，各河川等から流入するゴミや泥等が堆積することから，漁業者が操業時に入網し

たゴミ等を自己負担なしで処分できるよう市町と連携して国補助事業の活用を進め，処理体制

を構築しておく必要がある。

※海岸漂着物等地域対策推進事業（国７／ ，自治体負担３／ ）

○ 関連資料

稲わら等回収状況

ったことから，完全復旧には時間を要することとなった。

・ 大規模災害発生時の活動状況・内容を記録し，保存することの重要性を認識したことから，

今回の活動状況も保存する。

ニ 災害査定

・ 代表断面方式及び標準単価方式の採用地区について，災害復旧工事を発注するためには，

別途調査測量設計を行う必要があり，復旧までの期間を短縮するものではない。

・ 復旧工事完了までのプロセスにおける課題等を確認し，検証を行う必要がある。

ホ 被害が甚大な市町村への支援

・ 技術職員の不足により，農地・農業用施設の災害復旧に対応できない市町村があった。

・ 県自身も技術職員が不足しており，県内市町村へ職員を長期派遣できる状況になかった。

・ 地方自治法派遣による全国の市町村間の応援スキームにおいて，技術職員（特に農業土木

職）の派遣要望が充足されなかった。

・ 災害時の職員派遣が可能となるよう，あらかじめ県の技術職員の増員を図る。

・ 全国的に市町村には農業土木職がいないため，農地・農業用施設の災害復旧に係る応援派

遣として，他市町村の土木職の派遣が受けられるよう制度又は運用を見直す。

○ 関連資料

表３－８－４ 県から被災市町村への派遣状況（ 月 日～ 月 日）

表３－８－５ 水土里災害派遣隊の派遣状況（ 月 日～令和 年 月 日）

仙台湾における稲わら等の回収

○ 被害の状況や動き

イ 仙台湾におけるアカガイ漁場の状況

仙台湾は，刺網漁業や底曳き網漁業など沿岸漁業者が操業する漁場であり貝桁漁業により

漁獲される仙台湾のアカガイは，色・艶も良く，本県の特産品となっている。

台風により稲わらや河川敷のヨシ類などが阿武隈川から仙台湾に流入し，河口に近いアカ

被災市町村 派遣職員 被災市町村 派遣職員 被災市町村 派遣職員
丸森町 名取市 涌谷町
角田市 岩沼市 栗原市
白石市 大衡村 登米市
大郷町 利府町 石巻市
松島町 七ヶ浜町 東松島市
大和町 仙台市 気仙沼市
山元町 色麻町 南三陸町
亘理町 大崎市
富谷市 加美町 合計

被災市町 被害調査 技術支援 合計 
大河原管内    
大崎市    

計    
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仙台湾は，刺網漁業や底曳き網漁業など沿岸漁業者が操業する漁場であり貝桁漁業により

漁獲される仙台湾のアカガイは，色・艶も良く，本県の特産品となっている。

台風により稲わらや河川敷のヨシ類などが阿武隈川から仙台湾に流入し，河口に近いアカ

被災市町村 派遣職員 被災市町村 派遣職員 被災市町村 派遣職員
丸森町 名取市 涌谷町
角田市 岩沼市 栗原市
白石市 大衡村 登米市
大郷町 利府町 石巻市
松島町 七ヶ浜町 東松島市
大和町 仙台市 気仙沼市
山元町 色麻町 南三陸町
亘理町 大崎市
富谷市 加美町 合計

被災市町 被害調査 技術支援 合計 
大河原管内    
大崎市    

計    
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・ 漂流物処理

漂流物処理に当たり，漁港内に仮置き場がないことから，仮置き場を分散して設置するなど

の対応が必要となったほか，被災した沿岸市町では，一般廃棄物処理施設が復旧されていない

ため，当該自治体内で処理出来ないところもあった。

今後，市町と協議し，災害ゴミの仮置き場を事前に設定するとともに，処分場についても近

隣市町と事前調整し広域処理を行うこととしたい。

林業関係施設等

○ 被害の状況や動き

林道施設については， 市町， 路線， か所で 億円あまりの被害が発生し，東日本大

震災を上回る，近年で最大規模の被害であった。木材生産施設や，木材加工施設，木造公共施設

等の林産施設についても， 市町村で２億円あまりの被害が発生した。

○ 対応

林道施設については，被害の大きい石巻市，登米市，丸森町，南三陸町などに， 月 日から

月６日までの延べ 日間に，県職員を延べ 人派遣し，市町が管理する林道の被害箇所の調査

を実施するなど，早期復旧に向けて市町への支援を行った。また，林野庁などに災害復旧事業の

実施に向けた現地調査等への人的支援を要請したところ，林野庁（本庁及び東北森林管理局）及

び国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター合同による，林道施設災害復旧技術者

チームが派遣された。同チームにより登米市と南三陸町において延べ 人による調査が行われ，

災害復旧事業の査定申請のための基礎資料（概略測量，図面作成，数量計算等）作成の支援を得

た。

さらに，国との調整等を行い，災害査定を 月 日から 日まで受けるとともに，引き続き年

明け１月６日から 日までの計５週間にわたり 班の体制で受けることとなった。

なお，今回の災害については甚大な被害が生じたことから，大規模災害査定方針を適用し，多

くの箇所において机上査定及び設計図書の簡素化による災害査定が実施された。

林産施設については，必要に応じて林業普及指導員などの県職員が被害状況の調査を行うとと

もに，復旧に向けた管理主体に対する補助金による支援のため，林野庁と調整を行いながら補正

予算の確保に取り組むとともに，その他の補助事業の活用に向けた助言等を管理主体に対して行

った。

林業関係施設等に関する検証

○ 評価できる点

・ 林道施設の被害状況調査や災害査定等への対応については，所属や役職に関わらず森林土木

に係る技術職員等が結集するとともに，林野庁などからの技術支援の調整も迅速に行い，市町

の支援に当たった。

・ きのこ等の特用林産物の生産施設については，日頃の林業普及指導員と生産者とのネットワ

ークが有効に活用され，被害状況や要望等の把握が迅速に行われた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 林道施設の災害復旧に対応する市町村の体制が脆弱であることや，県においても森林土木に

漁港・海岸施設の復旧

○ 被害の状況や動き

東日本台風で県内の漁港施設や漁港海岸施設に大きな被害はなかったが，洪水等の影響により

大量の流木等が漁港内を漂流し，航路や泊地等を閉塞したほか海岸にも漂着した。

イ 漁港漂流物の処理

県管理 漁港と市管理 漁港で漂流物が確認され，船舶航行や養殖施設への影響が懸念さ

れたため，応急工事として漂流物の撤去作業を実施し，集積後に乾燥作業を経て２月に処理

を完了した。

ロ 漁港海岸漂着物の処理

漁港海岸の漂着物については，県管理２海岸と市町管理３海岸で確認され，県管理の荒浜

漁港海岸，網地漁港海岸と石巻市管理の池ノ浜漁港海岸において，災害関連緊急大規模漂着

流木等対策事業の活用により，それ以外の市町管理２海岸は維持管理業務により集積及び搬

出を行い，２月に処理を完了した。

○ 対応

イ 漁港施設

大規模な航路や泊地の埋そくは，国庫負担法による災害復旧事業として処理することと

し， 月 日に応急工事による協議を行い，速やかに撤去作業に着手した。災害採択基準に

満たない箇所は，県環境生活部と協議のうえ，海岸漂着物等地域対策推進事業（所管：環境

省）として処理を進めた。

ロ 漁港海岸施設

海岸保全区域に漂着した流木等については，県土木部及び農政部と連携し，災害関連緊急

大規模漂着流木等処理対策事業として， 月 日に国と協議を開始した。

漁港・海岸施設の復旧に関する検証

○ 評価できる点

・ 漁業活動に影響のある航路，泊地の漂流物の撤去は，水産庁と綿密に調整を行い，国庫負担

法に基づく災害復旧事業の応急本工事により，速やかに撤去した。

・ 海岸漂着物については，漁港海岸のほか，建設海岸，農地海岸にも漂着物が確認されたこと

から，県漁港復興推進室や河川課，農村整備課，石巻市とで調整し，２課１室１市の共同で災

害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業が採択され撤去した。

・ 漂流物等の撤去については，可能な限り補助事業を活用し，県単独費の支出抑制に努めた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 事業制度

災害復旧事業と災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業は事前着手が可能であるが，海

岸漂着物等地域対策推進事業は，補助金交付決定後の着手が条件であることから，今回，災害

復旧事業の採択要件外の漂流物は，県単独費で陸揚げ作業を行わざるを得なかった。

今後は，年度当初における県内一円を対象とする海岸漂着物等地域対策推進事業の補助金交

付申請を行い不測の事態に備えることとしたい。
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・ 漂流物処理

漂流物処理に当たり，漁港内に仮置き場がないことから，仮置き場を分散して設置するなど

の対応が必要となったほか，被災した沿岸市町では，一般廃棄物処理施設が復旧されていない

ため，当該自治体内で処理出来ないところもあった。

今後，市町と協議し，災害ゴミの仮置き場を事前に設定するとともに，処分場についても近

隣市町と事前調整し広域処理を行うこととしたい。

林業関係施設等

○ 被害の状況や動き

林道施設については， 市町， 路線， か所で 億円あまりの被害が発生し，東日本大

震災を上回る，近年で最大規模の被害であった。木材生産施設や，木材加工施設，木造公共施設

等の林産施設についても， 市町村で２億円あまりの被害が発生した。

○ 対応

林道施設については，被害の大きい石巻市，登米市，丸森町，南三陸町などに， 月 日から

月６日までの延べ 日間に，県職員を延べ 人派遣し，市町が管理する林道の被害箇所の調査

を実施するなど，早期復旧に向けて市町への支援を行った。また，林野庁などに災害復旧事業の

実施に向けた現地調査等への人的支援を要請したところ，林野庁（本庁及び東北森林管理局）及

び国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター合同による，林道施設災害復旧技術者

チームが派遣された。同チームにより登米市と南三陸町において延べ 人による調査が行われ，

災害復旧事業の査定申請のための基礎資料（概略測量，図面作成，数量計算等）作成の支援を得

た。

さらに，国との調整等を行い，災害査定を 月 日から 日まで受けるとともに，引き続き年

明け１月６日から 日までの計５週間にわたり 班の体制で受けることとなった。

なお，今回の災害については甚大な被害が生じたことから，大規模災害査定方針を適用し，多

くの箇所において机上査定及び設計図書の簡素化による災害査定が実施された。

林産施設については，必要に応じて林業普及指導員などの県職員が被害状況の調査を行うとと

もに，復旧に向けた管理主体に対する補助金による支援のため，林野庁と調整を行いながら補正

予算の確保に取り組むとともに，その他の補助事業の活用に向けた助言等を管理主体に対して行

った。

林業関係施設等に関する検証

○ 評価できる点

・ 林道施設の被害状況調査や災害査定等への対応については，所属や役職に関わらず森林土木

に係る技術職員等が結集するとともに，林野庁などからの技術支援の調整も迅速に行い，市町

の支援に当たった。

・ きのこ等の特用林産物の生産施設については，日頃の林業普及指導員と生産者とのネットワ
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・ 林道施設の災害復旧に対応する市町村の体制が脆弱であることや，県においても森林土木に
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○ 被害の状況や動き

東日本台風で県内の漁港施設や漁港海岸施設に大きな被害はなかったが，洪水等の影響により

大量の流木等が漁港内を漂流し，航路や泊地等を閉塞したほか海岸にも漂着した。

イ 漁港漂流物の処理

県管理 漁港と市管理 漁港で漂流物が確認され，船舶航行や養殖施設への影響が懸念さ

れたため，応急工事として漂流物の撤去作業を実施し，集積後に乾燥作業を経て２月に処理

を完了した。

ロ 漁港海岸漂着物の処理

漁港海岸の漂着物については，県管理２海岸と市町管理３海岸で確認され，県管理の荒浜

漁港海岸，網地漁港海岸と石巻市管理の池ノ浜漁港海岸において，災害関連緊急大規模漂着

流木等対策事業の活用により，それ以外の市町管理２海岸は維持管理業務により集積及び搬

出を行い，２月に処理を完了した。

○ 対応

イ 漁港施設

大規模な航路や泊地の埋そくは，国庫負担法による災害復旧事業として処理することと

し， 月 日に応急工事による協議を行い，速やかに撤去作業に着手した。災害採択基準に
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海岸保全区域に漂着した流木等については，県土木部及び農政部と連携し，災害関連緊急

大規模漂着流木等処理対策事業として， 月 日に国と協議を開始した。

漁港・海岸施設の復旧に関する検証

○ 評価できる点

・ 漁業活動に影響のある航路，泊地の漂流物の撤去は，水産庁と綿密に調整を行い，国庫負担

法に基づく災害復旧事業の応急本工事により，速やかに撤去した。

・ 海岸漂着物については，漁港海岸のほか，建設海岸，農地海岸にも漂着物が確認されたこと

から，県漁港復興推進室や河川課，農村整備課，石巻市とで調整し，２課１室１市の共同で災

害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業が採択され撤去した。

・ 漂流物等の撤去については，可能な限り補助事業を活用し，県単独費の支出抑制に努めた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 事業制度

災害復旧事業と災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業は事前着手が可能であるが，海

岸漂着物等地域対策推進事業は，補助金交付決定後の着手が条件であることから，今回，災害

復旧事業の採択要件外の漂流物は，県単独費で陸揚げ作業を行わざるを得なかった。

今後は，年度当初における県内一円を対象とする海岸漂着物等地域対策推進事業の補助金交

付申請を行い不測の事態に備えることとしたい。
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林地被害状況等の把握と災害復旧事業への対応

○ 被害の状況や動き

イ 林地被害等の情報収集

異常気象により発生した山腹崩壊や土砂流出等の林地被害の情報は，規定により報告経路に

従って各市町村から収集される。

ロ 山地災害危険地区の点検

治山事業においては，山崩れや地すべり，土石流などの山地災害が発生するおそれの高い民

有林を「山地災害危険地区」に指定し，定期的に点検を実施するほか，大雨などの後に随時現

場を確認している。

ハ 災害関連緊急治山事業

被害が甚大であり，早急な対策が必要な林地被害については，国庫補助事業である災害関連

緊急治山事業により対応し，年度内に事業着手することとしている。被害発生後 日以内に事

業計画を林野庁へ提出し，国からの事業採択を受ける。

○ 対応

イ 市町村からの被害情報の収集

短期間に記録的な大雨となったことにより，各地で道路が冠水し，市街地周辺の被害が甚大

だったことから，山間部の調査が進捗しない状況となった。

ロ 県の事務所による被害調査

ほぼ市町村からの報告がない中，被害状況を少数の事務所担当職員で把握する状況となった

ことに加え，林道被害が甚大であり，現地への到達が極めて困難な状況となった。発災後３日

目に確認された林地被害の件数は，県内で２件というものだった。

ハ 林野庁東北森林管理局による空からの調査

陸上からの調査が進まない中，発災後５日目，林野庁東北森林管理局でヘリコプターによる

被害調査を実施することとなり，県からも依頼して，合同で特に甚大な被害となった丸森町周

辺の調査が行われた。その結果，多数の山腹崩壊地が確認された。

ニ 国土地理院ホームページ掲載の正射画像の活用

著しく道路が被災した丸森町については，国土地理院による正射画像も活用し，山間部の山

腹崩壊状況の把握に努めた。その結果，発災後９日目， か所の林地被害（県内で か所）を

把握した。

ホ 林野庁による技術支援

発災後 日目，林野庁から災害関連緊急治山事業に係る財務協議の資料提出スケジュールが

示されるとともに，資料作成のための技術講習会の実施について提案があり， 月８日，事務

所担当職員を参集し仙台合同庁舎で，林野庁災害査定官を講師として講習会を開催した。申請

予定箇所が事業採択要件に合致するか，復旧計画は適切か，資料の作成技術などについて箇所

ごとに具体的な助言を受けた。

ヘ 測量設計業務の発注

発災後 日目，災害関連緊急治山事業に係る資料作成が急がれる中，事務所において，概算

設計による測量設計業務の発注準備を進めた。また， 月 日，事務所担当職員を参集し，復

旧対策に係る業務の円滑化を図るため「台風第 号災害に係る災害対応打ち合わせ会」を開催

した。

係る技術職員の人材育成が更に必要である。

・ 林産施設については，防災や復旧に向けた指導等を円滑に行うためにも，日頃から生産者等

施設の管理者と連携を密にしていることが重要である。

○ 関連資料

表３－８－６ 林道施設災害の概要

林道「鷲の平線」（丸森町） 林道「大福地線」（石巻市）

圏域
林道被害 市町 災害復旧事業 市町

路線数 箇所数 被害額 千円 路線数 箇所数 事業費 千円

大河原

仙台

北部

栗原

東部

登米

気仙沼

合計

 

林道「味噌作線」（石巻市） 林道「地切線」（南三陸町）
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林地被害状況等の把握と災害復旧事業への対応

○ 被害の状況や動き

イ 林地被害等の情報収集

異常気象により発生した山腹崩壊や土砂流出等の林地被害の情報は，規定により報告経路に

従って各市町村から収集される。

ロ 山地災害危険地区の点検

治山事業においては，山崩れや地すべり，土石流などの山地災害が発生するおそれの高い民

有林を「山地災害危険地区」に指定し，定期的に点検を実施するほか，大雨などの後に随時現

場を確認している。

ハ 災害関連緊急治山事業

被害が甚大であり，早急な対策が必要な林地被害については，国庫補助事業である災害関連

緊急治山事業により対応し，年度内に事業着手することとしている。被害発生後 日以内に事

業計画を林野庁へ提出し，国からの事業採択を受ける。

○ 対応

イ 市町村からの被害情報の収集

短期間に記録的な大雨となったことにより，各地で道路が冠水し，市街地周辺の被害が甚大

だったことから，山間部の調査が進捗しない状況となった。

ロ 県の事務所による被害調査

ほぼ市町村からの報告がない中，被害状況を少数の事務所担当職員で把握する状況となった

ことに加え，林道被害が甚大であり，現地への到達が極めて困難な状況となった。発災後３日

目に確認された林地被害の件数は，県内で２件というものだった。

ハ 林野庁東北森林管理局による空からの調査

陸上からの調査が進まない中，発災後５日目，林野庁東北森林管理局でヘリコプターによる

被害調査を実施することとなり，県からも依頼して，合同で特に甚大な被害となった丸森町周

辺の調査が行われた。その結果，多数の山腹崩壊地が確認された。

ニ 国土地理院ホームページ掲載の正射画像の活用

著しく道路が被災した丸森町については，国土地理院による正射画像も活用し，山間部の山

腹崩壊状況の把握に努めた。その結果，発災後９日目， か所の林地被害（県内で か所）を

把握した。

ホ 林野庁による技術支援

発災後 日目，林野庁から災害関連緊急治山事業に係る財務協議の資料提出スケジュールが

示されるとともに，資料作成のための技術講習会の実施について提案があり， 月８日，事務

所担当職員を参集し仙台合同庁舎で，林野庁災害査定官を講師として講習会を開催した。申請

予定箇所が事業採択要件に合致するか，復旧計画は適切か，資料の作成技術などについて箇所

ごとに具体的な助言を受けた。

ヘ 測量設計業務の発注

発災後 日目，災害関連緊急治山事業に係る資料作成が急がれる中，事務所において，概算

設計による測量設計業務の発注準備を進めた。また， 月 日，事務所担当職員を参集し，復

旧対策に係る業務の円滑化を図るため「台風第 号災害に係る災害対応打ち合わせ会」を開催

した。

係る技術職員の人材育成が更に必要である。

・ 林産施設については，防災や復旧に向けた指導等を円滑に行うためにも，日頃から生産者等

施設の管理者と連携を密にしていることが重要である。

○ 関連資料

表３－８－６ 林道施設災害の概要

林道「鷲の平線」（丸森町） 林道「大福地線」（石巻市）

圏域
林道被害 市町 災害復旧事業 市町

路線数 箇所数 被害額 千円 路線数 箇所数 事業費 千円

大河原

仙台

北部

栗原

東部

登米

気仙沼

合計

 

林道「味噌作線」（石巻市） 林道「地切線」（南三陸町）
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ト 災害関連緊急治山事業の事業計画書の提出

林野庁に県内 か所分の事業計画書を５回に分けて提出（第１回目： 月 日～最終第５回

目： 月 日）。申請額は総額で 千円となった。

チ 災害対応職員の補強

甚大な被害となった丸森町をはじめ，仙南地域の災害復旧対策を迅速に進めるため， 月１

日付けで，大河原地方振興事務所林業振興部へ職員４名の兼務を発令した。

リ 月 日時点の被害状況と予算対応

林地被害として か所（被害額： 千円），治山施設被害として か所（被害額：

千円）が県内で集計された。治山施設被害については，国庫補助事業に該当しない小規模なも

のであることから，通常の施設の維持管理の中で対応することとし，林地被害については，早

急な対策が必要な か所について，令和元年度補正予算（ 月及び２月）及び令和２年度当初

予算の合計で約 億３千万円の予算を計上した。残りの か所については令和３年度以降計画

的に復旧することとした。

林地被害状況等の把握と災害復旧事業への対応に関する検証

○ 評価できる点

・ 林野庁東北森林管理局との協力体制

特に丸森町においては陸上からの調査が進まず，情報収集を報道機関に頼るような状態の中

で，林野庁東北森林管理局とのヘリコプターによる合同調査により被害規模が把握されたこと

は，復旧対策について国との調整を迅速に進めることにつながった。

・ 林野庁による技術支援

月８日の技術講習会では，講師から，事業計画書の作成について，国の財務協議をいかに

円滑に進めるかという視点でわかりやすい説明があり，箇所ごとに不足する写真・データ等が

具体的に指摘されたことにより資料作成の効率化が図られた。災害関連緊急治山事業の計画書

作成経験のない職員にとって大変有益なものとなった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ ドローン等の活用による被害状況の把握

異常気象が頻発する中，これまで以上に今後は，広範囲な地域の早期の被害状況の把握が必

要となる。ドローン等の装備を進め，職員の配置も含め迅速に災害に対応できる体制を整備し

ていくことが必要と思われる。

・ 治山事業を担う職員の技術力向上

日頃から研修等を通じて被害状況の把握や応急復旧対策に係る職員の技術力の向上を図る

ことが必要と思われる。
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○ 関連資料

県有林の林地・林道被害について

○ 被害の状況や動き

イ 県有林及び県有林林道について

県有林の面積は で，県内民有林面積の約４％を占め，水源かん養や水土保全，木材

供給，保健休養などの多面的機能の発揮を通じて，県民の安全安心を支える重要な役割を果た

している。県有林を適切に管理するため，県有林林道 路線，総延長 を整備し，その

維持・管理を行っている。

ロ 災害対応について

県有林事業（造林，保育，林道・作業道整備等），県有林巡視，立木調査等の管理業務を（一

社）宮城県林業公社（以下，「林業公社」という。）へ委託している。被害状況の把握は，委

託業務の巡視を中心に情報収集を行うほか，出先事務所にも被害調査，情報提供を依頼してい

る。

台風等による大雨で林道が被災することもあるため，小規模な土砂災害復旧は，同管理業務

において実施し，一定規模以上の災害復旧については，土木工事として別途発注する。

なお，災害対応資材として，土嚢，通行止め看板，標識ロープ等を県庁に常備している。

○ 対応

イ 災害対応

ｲ 応急措置：「節ヶ崎線」

月 日８時過ぎに県森林整備課に対して，県有林林道「節ヶ崎線」の終点付近で営業し

ているキャンプ場管理者から，「林道法面からの崩土が林道に堆積し通行ができなくなった。

孤立状態となっているため，崩土土砂を排土し，通行を確保して欲しい。」と要請があった。

孤立解消及び応急復旧の観点から，利府町に連絡し，応急措置を依頼したところ，崩土を

路肩に寄せて，自動車の通行を確保する応急措置が当日中に実施された。

ﾛ 被害状況

出先事務所，林業公社，市町村，地域住民からの情報提供によって，県有林林地及び県有

林林道等 か所の被災が判明した。県有林の山腹斜面が崩壊し，立木が流出，傾倒するなど

の林地被害が８か所で発生したほか，県有林林道 路線及び作業道６路線が被災し，路面へ

の土砂堆積，路面洗掘，路肩崩壊等が発生したため，通行止等の措置を講じた。

 
山腹崩壊状況（丸森町子安地区）        技術講習会の模様 

 
 
 
 
 
 

ト 災害関連緊急治山事業の事業計画書の提出

林野庁に県内 か所分の事業計画書を５回に分けて提出（第１回目： 月 日～最終第５回

目： 月 日）。申請額は総額で 千円となった。

チ 災害対応職員の補強

甚大な被害となった丸森町をはじめ，仙南地域の災害復旧対策を迅速に進めるため， 月１

日付けで，大河原地方振興事務所林業振興部へ職員４名の兼務を発令した。

リ 月 日時点の被害状況と予算対応

林地被害として か所（被害額： 千円），治山施設被害として か所（被害額：

千円）が県内で集計された。治山施設被害については，国庫補助事業に該当しない小規模なも

のであることから，通常の施設の維持管理の中で対応することとし，林地被害については，早

急な対策が必要な か所について，令和元年度補正予算（ 月及び２月）及び令和２年度当初

予算の合計で約 億３千万円の予算を計上した。残りの か所については令和３年度以降計画

的に復旧することとした。

林地被害状況等の把握と災害復旧事業への対応に関する検証

○ 評価できる点

・ 林野庁東北森林管理局との協力体制

特に丸森町においては陸上からの調査が進まず，情報収集を報道機関に頼るような状態の中

で，林野庁東北森林管理局とのヘリコプターによる合同調査により被害規模が把握されたこと

は，復旧対策について国との調整を迅速に進めることにつながった。

・ 林野庁による技術支援

月８日の技術講習会では，講師から，事業計画書の作成について，国の財務協議をいかに

円滑に進めるかという視点でわかりやすい説明があり，箇所ごとに不足する写真・データ等が

具体的に指摘されたことにより資料作成の効率化が図られた。災害関連緊急治山事業の計画書

作成経験のない職員にとって大変有益なものとなった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ ドローン等の活用による被害状況の把握

異常気象が頻発する中，これまで以上に今後は，広範囲な地域の早期の被害状況の把握が必

要となる。ドローン等の装備を進め，職員の配置も含め迅速に災害に対応できる体制を整備し

ていくことが必要と思われる。

・ 治山事業を担う職員の技術力向上

日頃から研修等を通じて被害状況の把握や応急復旧対策に係る職員の技術力の向上を図る

ことが必要と思われる。
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○ 関係資料

３ 農林水産業の経営再建等対策

農林業

○ 被害の状況や動き

自然災害発生時等における金融支援策として適用される県単資金

イ 農林業経営サポート資金

社会的・経済的環境の変化や局地的な災害等により一時的に経営が悪化するおそれがある農

林業者に短期運転資金を融通し，農林業経営の維持及び安定を図る資金制度。無利子で資金を

融資した金融機関に，県から年利１％以内で利子補給を行う。

ロ 農業災害対策資金

災害等により被害や費用負担等を受けた農林業者に必要な資金を低利で融通し，営農意欲の

増進と農林業経営の再建を図る資金制度。資金を融通した金融機関に対して市町村が利子補給

した場合，県から市町村に利子助成を行う。

○ 対応

台風により農作物や農業機械・施設等に被害を受けた農業者が速やかに営農再開できるよう，

宮城中央会や農林中央金庫，銀行等との連携・調整を図りながら，県単資金 農林業経営サポ

ート資金，農業災害対策資金 による金融支援策を速やかに講じた。

イ 農林業経営サポート資金

月 日に，東日本台風による被害を農林業経営サポート資金が適用される災害に指定し，

利子補給事業を実施することとした。

早期対応した県有林道２路線の復旧前後の写真 
（１）節ヶ崎線  

 
崩土による通行止め 復旧状況 

 
（２）春日線 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）春日線 

 

路肩崩壊による通行止め 復旧状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県有林林地被害 ８か所（うち，早急対応 ２か所）

県有林林道被害 路線（うち，早急対応 路線）

県有林作業道被害 ６路線（うち，早期対応 １路線）

計 か所

ロ 復旧計画

林地及び林道被害のうち，民生安定のため，早期対応を要する３か所（※１）の復旧は，比

較的小規模であることから，林業公社への業務委託で実施することとした。

集落を結ぶ連絡線形で生活に密着した路線や沿線に耕作中の水田があるなど早期復旧を要す

る９路線の復旧工事を年度内に着手することとした。

作業道の被害については，専ら県有林施業に使用し，一般住民は往来しないため，令和２年

度の早期に復旧工事に着手する。

※１：①「節ヶ崎線」の本復旧，②県有林林道「春日線」の路肩崩壊による通行止め

③大崎市内県有林の山腹崩壊に起因する農業用水路の閉塞及び住居水道管露出

ハ 災害復旧予算措置

被災した林地及び林道等を早期に復旧し，被害の拡大防止を図るため， 月補正予算におい

て， 千円を計上した。

倒木等の伐採・処分費 千円 （業務委託事業費）

調査・測量費 千円 （林道管理費）

災害復旧工事費 千円 （林道管理費）

計 千円

県有林の林地・林道被害に関する検証

○ 評価できる点

・ 県有林は県内一円の広範に所在し，災害発生の有無などの迅速な情報収集が難しいが，林業

公社への委託業務の巡視事業を活用することで，県内各地の県有林の災害発生状況を確認し，

情報を収集した。また，地元住民や町役場から電話による被害情報が寄せられ，被害状況の把

握に役立った。

・ 災害が多発し，測量設計コンサルタントの確保が困難な状況となったため，林業公社の協力

を得て，直営による調査，簡易測量等を行い，復旧計画及び実施設計書を作成した。

・ 取りまとめた被害状況のうち，民生安定上の観点から早期復旧を要する３か所は，比較的小

規模であることから，林業公社に委託している管理業務委託での施工が可能と判断し，施工内

容の協議・指示を急ぎ， 月末までに復旧を終えることができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県有林の管理経営に係る業務は班員６名の体制で実施しているが，平常時の業務を前提とし

ており，また，森林土木のスキルがない職員もいるため，規模の大きい災害が発生した場合に

災害調査，復旧計画策定等の業務をスムーズに行うのは困難である。応援職員の派遣や出先事

務所に被害調査及び復旧工事の設計，発注，監理の執行を委任するなどの臨機の措置が必要で

あるが，大規模災害時には出先事務所の体制も逼迫しており，調整に難しさがある。

・ 県有林の適正な管理のため県有林林道を整備・管理しているが，災害発生時の応急対応措置

の手段がない。不測の事態があったときに，応急措置を講じられるよう県道等の管理と同様に

建設業者等に非常時の林道維持管理がなされる仕組み，体制づくりが必要である。
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○ 関係資料

３ 農林水産業の経営再建等対策

農林業

○ 被害の状況や動き

自然災害発生時等における金融支援策として適用される県単資金

イ 農林業経営サポート資金

社会的・経済的環境の変化や局地的な災害等により一時的に経営が悪化するおそれがある農

林業者に短期運転資金を融通し，農林業経営の維持及び安定を図る資金制度。無利子で資金を

融資した金融機関に，県から年利１％以内で利子補給を行う。

ロ 農業災害対策資金

災害等により被害や費用負担等を受けた農林業者に必要な資金を低利で融通し，営農意欲の

増進と農林業経営の再建を図る資金制度。資金を融通した金融機関に対して市町村が利子補給

した場合，県から市町村に利子助成を行う。

○ 対応

台風により農作物や農業機械・施設等に被害を受けた農業者が速やかに営農再開できるよう，

宮城中央会や農林中央金庫，銀行等との連携・調整を図りながら，県単資金 農林業経営サポ

ート資金，農業災害対策資金 による金融支援策を速やかに講じた。

イ 農林業経営サポート資金

月 日に，東日本台風による被害を農林業経営サポート資金が適用される災害に指定し，

利子補給事業を実施することとした。

早期対応した県有林道２路線の復旧前後の写真 
（１）節ヶ崎線  

 
崩土による通行止め 復旧状況 

 
（２）春日線 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）春日線 

 

路肩崩壊による通行止め 復旧状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県有林林地被害 ８か所（うち，早急対応 ２か所）

県有林林道被害 路線（うち，早急対応 路線）

県有林作業道被害 ６路線（うち，早期対応 １路線）

計 か所

ロ 復旧計画

林地及び林道被害のうち，民生安定のため，早期対応を要する３か所（※１）の復旧は，比

較的小規模であることから，林業公社への業務委託で実施することとした。

集落を結ぶ連絡線形で生活に密着した路線や沿線に耕作中の水田があるなど早期復旧を要す

る９路線の復旧工事を年度内に着手することとした。

作業道の被害については，専ら県有林施業に使用し，一般住民は往来しないため，令和２年

度の早期に復旧工事に着手する。

※１：①「節ヶ崎線」の本復旧，②県有林林道「春日線」の路肩崩壊による通行止め

③大崎市内県有林の山腹崩壊に起因する農業用水路の閉塞及び住居水道管露出

ハ 災害復旧予算措置

被災した林地及び林道等を早期に復旧し，被害の拡大防止を図るため， 月補正予算におい

て， 千円を計上した。

倒木等の伐採・処分費 千円 （業務委託事業費）

調査・測量費 千円 （林道管理費）

災害復旧工事費 千円 （林道管理費）

計 千円

県有林の林地・林道被害に関する検証

○ 評価できる点

・ 県有林は県内一円の広範に所在し，災害発生の有無などの迅速な情報収集が難しいが，林業

公社への委託業務の巡視事業を活用することで，県内各地の県有林の災害発生状況を確認し，

情報を収集した。また，地元住民や町役場から電話による被害情報が寄せられ，被害状況の把

握に役立った。

・ 災害が多発し，測量設計コンサルタントの確保が困難な状況となったため，林業公社の協力

を得て，直営による調査，簡易測量等を行い，復旧計画及び実施設計書を作成した。

・ 取りまとめた被害状況のうち，民生安定上の観点から早期復旧を要する３か所は，比較的小

規模であることから，林業公社に委託している管理業務委託での施工が可能と判断し，施工内

容の協議・指示を急ぎ， 月末までに復旧を終えることができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県有林の管理経営に係る業務は班員６名の体制で実施しているが，平常時の業務を前提とし

ており，また，森林土木のスキルがない職員もいるため，規模の大きい災害が発生した場合に

災害調査，復旧計画策定等の業務をスムーズに行うのは困難である。応援職員の派遣や出先事

務所に被害調査及び復旧工事の設計，発注，監理の執行を委任するなどの臨機の措置が必要で

あるが，大規模災害時には出先事務所の体制も逼迫しており，調整に難しさがある。

・ 県有林の適正な管理のため県有林林道を整備・管理しているが，災害発生時の応急対応措置

の手段がない。不測の事態があったときに，応急措置を講じられるよう県道等の管理と同様に

建設業者等に非常時の林道維持管理がなされる仕組み，体制づくりが必要である。

（１）筋ヶ崎線

崩土による通行止め 復旧状況

（２）春日線

路肩崩壊による通行止め 復旧状況
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営農相談窓口

○ 被害の状況や動き

被害を受けた農業者の営農への影響が懸念されるため， 月 日から，県農業振興課，各地方

振興事務所農業振興部及び亘理・美里農業改良普及センター 計 カ所 に営農相談窓口を設置し

た。

○ 対応

相談窓口では，営農・生活等に不安を持つ農業者の方からの相談に対し，営農の安定継続を図

るため，浸水・冠水等の被害を受けた農作物等への対応に関すること，農業用機械及び施設の再

建に関すること，営農資金に関すること，農業共済及び収入保険制度に関すること等について，

関係者が相互に連携・調整しつつ的確かつ迅速に支援を行った。

また，農業革新支援センター（県農業振興課内）が中心となり，「台風第 号接近に伴う農作物

等の技術対策 令和元年 月 日 」，「台風第 号により浸水・冠水した農作物等の技術対策 令和

元年 月 日 」を作成し，関係機関に通知し，県ホームページで公開したほか，普及指導員等に

対する営農相談Ｑ＆Ａを発行（更新４回）し，対策にあたった。

営農相談窓口に関する検証

○ 評価できる点

・ 相談件数は 件（ 月 件， 月 件， 月 件，１月以降 件）と，その多くが

被害発生直後に寄せられている。生産技術・経営関係では，浸水・冠水により，ほ場内や用排

水路等へ堆積した稲わらの対応や処理，ほ場内に堆積した泥等の対策，倉庫に保管していた玄

米等の浸水被害への対応についての相談が多かった。また，浸水・冠水した農業機械の取扱い

や，営農再開までの雇用者の維持に関する相談など，様々な相談が寄せられた。営農再開に向

けての支援制度の公表後は，支援制度の活用についての相談が大半を占めている。

また，県大河原農業改良普及センターでは，甚大な被害が発生した丸森町の要請により，町

内の認定農業者約 経営体の被害状況調査を，他の農業改良普及センター，県農業振興課の

職員の協力を得て実施した。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 被災した農地での営農再開となるため，すき込んだ稲わらの影響などに適切に対応できるよ

う，現地巡回や農業者からの相談に関係機関と連携して取り組んでいく。また，令和 年産水

稲の作付開始までに復旧が間に合わない水田については，大豆など他の作物の栽培を進め，安

定的な生産ができるように技術指導を行い，早期の営農再開に向けて支援していく。

ｲ 貸付条件等

貸付限度額 以下の①または②のいずれか低い額

①個人 万円 法人 万円

※農林業所得が総所得の過半を占める個人については 万円

②東日本台風による個々の経営における農林業被害額

貸付利率 無利子

資金使途 短期運転資金

償還期間 １年以内

借入申込機関 月１日～令和２年２月 日まで

貸付期間 令和２年３月 日まで

取扱金融機関 宮城県内の農業協同組合，七十七銀行の宮城県内営業店

ロ 農業災害対策資金

月１日に，東日本台風による被害を農業災害対策資金が適用される災害に指定し，利子補

給事業を実施することとした。

ｲ 貸付条件等

貸付限度額 個人 万円 法人 万円

※農林業所得が総所得の過半に満たない個人については 万円

貸付利率 年 ％以内

※ グループによる利子補給により から借り入れた場合は無利子

資金使途 ・被害施設等の補修や更新に要する経費

・購買代金等に充てるための運転資金

償還期間 ５年以内

借入申込機関 融資機関で貸付準備が整った日から３月 日まで

実施市町村 仙台市，白石市，角田市，登米市，栗原市，大崎市，柴田町，丸森町，松

島町，大和町，大郷町，大衡村，美里町

農林業の経営再建等対策に関する検証

○ 評価できる点

・ 宮城中央会や銀行，市町村等との調整を速やかに行うこと等により，台風による被害発生

から短期間のうちに農林業経営サポート資金や農業災害対策資金を貸付できる体制を整備す

ることができた。

ﾛ 貸付実績

取扱金融機関 貸付件数 貸付金額 利子補給承認年月

日新みやぎ 件 千円 月３日

名取岩沼 件 千円 １月 日

七十七銀行 件 千円 ３月６日

新みやぎ 件 千円 ３月 日

計 件 千円
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営農相談窓口

○ 被害の状況や動き

被害を受けた農業者の営農への影響が懸念されるため， 月 日から，県農業振興課，各地方

振興事務所農業振興部及び亘理・美里農業改良普及センター 計 カ所 に営農相談窓口を設置し

た。

○ 対応

相談窓口では，営農・生活等に不安を持つ農業者の方からの相談に対し，営農の安定継続を図

るため，浸水・冠水等の被害を受けた農作物等への対応に関すること，農業用機械及び施設の再

建に関すること，営農資金に関すること，農業共済及び収入保険制度に関すること等について，

関係者が相互に連携・調整しつつ的確かつ迅速に支援を行った。

また，農業革新支援センター（県農業振興課内）が中心となり，「台風第 号接近に伴う農作物

等の技術対策 令和元年 月 日 」，「台風第 号により浸水・冠水した農作物等の技術対策 令和

元年 月 日 」を作成し，関係機関に通知し，県ホームページで公開したほか，普及指導員等に

対する営農相談Ｑ＆Ａを発行（更新４回）し，対策にあたった。

営農相談窓口に関する検証

○ 評価できる点

・ 相談件数は 件（ 月 件， 月 件， 月 件，１月以降 件）と，その多くが

被害発生直後に寄せられている。生産技術・経営関係では，浸水・冠水により，ほ場内や用排

水路等へ堆積した稲わらの対応や処理，ほ場内に堆積した泥等の対策，倉庫に保管していた玄

米等の浸水被害への対応についての相談が多かった。また，浸水・冠水した農業機械の取扱い

や，営農再開までの雇用者の維持に関する相談など，様々な相談が寄せられた。営農再開に向

けての支援制度の公表後は，支援制度の活用についての相談が大半を占めている。

また，県大河原農業改良普及センターでは，甚大な被害が発生した丸森町の要請により，町

内の認定農業者約 経営体の被害状況調査を，他の農業改良普及センター，県農業振興課の

職員の協力を得て実施した。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 被災した農地での営農再開となるため，すき込んだ稲わらの影響などに適切に対応できるよ

う，現地巡回や農業者からの相談に関係機関と連携して取り組んでいく。また，令和 年産水

稲の作付開始までに復旧が間に合わない水田については，大豆など他の作物の栽培を進め，安

定的な生産ができるように技術指導を行い，早期の営農再開に向けて支援していく。

ｲ 貸付条件等

貸付限度額 以下の①または②のいずれか低い額

①個人 万円 法人 万円

※農林業所得が総所得の過半を占める個人については 万円

②東日本台風による個々の経営における農林業被害額

貸付利率 無利子

資金使途 短期運転資金

償還期間 １年以内

借入申込機関 月１日～令和２年２月 日まで

貸付期間 令和２年３月 日まで

取扱金融機関 宮城県内の農業協同組合，七十七銀行の宮城県内営業店

ロ 農業災害対策資金

月１日に，東日本台風による被害を農業災害対策資金が適用される災害に指定し，利子補

給事業を実施することとした。

ｲ 貸付条件等

貸付限度額 個人 万円 法人 万円

※農林業所得が総所得の過半に満たない個人については 万円

貸付利率 年 ％以内

※ グループによる利子補給により から借り入れた場合は無利子

資金使途 ・被害施設等の補修や更新に要する経費

・購買代金等に充てるための運転資金

償還期間 ５年以内

借入申込機関 融資機関で貸付準備が整った日から３月 日まで

実施市町村 仙台市，白石市，角田市，登米市，栗原市，大崎市，柴田町，丸森町，松

島町，大和町，大郷町，大衡村，美里町

農林業の経営再建等対策に関する検証

○ 評価できる点

・ 宮城中央会や銀行，市町村等との調整を速やかに行うこと等により，台風による被害発生

から短期間のうちに農林業経営サポート資金や農業災害対策資金を貸付できる体制を整備す

ることができた。

ﾛ 貸付実績

取扱金融機関 貸付件数 貸付金額 利子補給承認年月

日新みやぎ 件 千円 月３日

名取岩沼 件 千円 １月 日

七十七銀行 件 千円 ３月６日

新みやぎ 件 千円 ３月 日

計 件 千円
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○ 関連資料

農作物次期作付種子等購入助成事業

○ 対応

発災後から適宜報告された被害状況から，特に発災後に収穫期を迎える大豆や園芸作物等の被害

が甚大であることが明らかになってきた。そのため，県庁関係課室や東北農政局等と連携しながら

協議をし，大豆や園芸作物等の再生産に向けた事業（「農作物次期作付種子等購入助成事業」）を立

ち上げることとした。大豆や水稲では，年度内の播き直し等は不可能だったため，国庫事業は活用

できず，県単独事業により次期作付種子購入経費の１ ３以内を補助することとした。

また，園芸作物では，令和元年８月から９月に伴う大雨等による日本各地での発災を受けて，国

が既に立ち上げていた令和元年度中の営農再開に要する経費への補助事業（総事業費の１ ２以内

を補助。以下，「国庫事業」という。）の残額に対する県費補助（国庫補助残額の１ ３）のほか，令

和元年度内の営農再開が困難である地域では，国庫事業が活用できないことから，令和２年４月以

降の営農再開に要する経費を補助（事業費の１ ３以内）することとした。 月には市町村や農業関

係団体，各地方振興事務所を対象とした「農作物次期作付種子等購入助成事業」の全体説明会を開

催して広く周知し，事業を実施した。

農作物次期作付種子等購入助成事業に関する検証

○ 評価できる点

・ 県庁関係課室や国等と連携しながら，国庫事業だけでなく，県単独で支援するための事業と

したことで，幅広く農家等を救済することができる体制を整えた。

また，被害の大きかった市町村からの要望もあり，事業実施に当たっては市町村の補助上乗

せを要件とせず，市町村以外に農業者が組織する団体等が事業実施主体となることも可能とし

公所別相談件数（ 月 日から令和２年３月 日までの集計）

営農相談窓口 件数

相談区分（件数）

Ａ 生産技

術・経営

Ｂ 営

農資金

Ｃ 機

械・施設

Ｄ 農業

共済・収

入保険

Ｅ 関連

制度・補

助事業

Ｆ その他

大河原地方振興事務所

仙台地方振興事務所

北部地方振興事務所

北部地方振興事務所栗原地域事務所

東部地方振興事務所

東部地方振興事務所登米地域事務所

気仙沼地方振興事務所

亘理農業改良普及センター

美里農業改良普及センター

農 業 振 興 課

相 談 件 数 合 計
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たことで，被災現場の実情に合った事業の実施が図られた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 本事業を立ち上げるに当たり，予算要求や庁内関係課室との連携に時間を要し，本事業の正

式な市町村等への施行が１月中旬となったことから，２月から３月にかけて本事業の事務手続

きが集中することになった。このため，庁内関係課室等と密接に連携し，事務の円滑な実施を

図る必要がある。また，今後は農業保険，特に平成 年から始まった収入保険への加入促進等

を農業者へ働きかけ，セーフティネットの構築を図る必要がある。

○ 関連資料

畜産業

○ 被害の状況や動き

イ 浸水等に伴う家畜の溺死

豪雨に伴う河川の氾濫及び土砂やがれきの流出により，本県の畜産農家は甚大な被害を受

けた。特に丸森町の山間部では道路の寸断，電源の不通に伴う飼養環境の悪化により一部の

鶏舎では肉用鶏等が死亡したほか，大郷町の吉田川流域では河川の氾濫に伴う増水のため，

一部の畜舎では肉用牛等が溺死するなど甚大な被害を受けた。

ロ 道路の寸断に伴う必要物資の運搬遮断

河川の氾濫等に伴い，丸森町の山間部では一部道路の路肩が崩落し，道路が寸断，電力も

不通となったことから，飼料等の必要物資や生乳の搬送ができなくなった。飼料の枯渇が懸

念されたほか，生乳運搬車の通行が出来ないため，一部農家では生乳を廃棄せざるを得ない

状況となるなど，山間部の一部では畜産農家の孤立が続いた。

ハ 稲わら等の粗飼料の流出

県全体の畜産分野への被害では，稲わら不足が深刻な問題となった。稲刈り直後の水田で

予乾中の稲わら等が河川の氾濫等に伴う増水で流出や水没し，利用できなくなった。

稲わらは牧草と同様に家畜の重要な飼料であり，また，牛にとっては居住スペースの敷材

としても利用される重要物資のため，県内の肉用牛・乳用牛の共通の重要課題となった。

○ 対応

イ 家畜化製処理施設等の稼働状況，家畜死体処理等への対応

溺死した死亡家畜を円滑に処理するため，県内の運搬事業者（３事業者）の稼働状況及び

家畜死体処理施設の被害状況を確認し，適宜情報提供と調整を行いながら，生産者団体とも

緊密な連携を図り，迅速かつ円滑に全ての死亡家畜の処理を行った。

月 日時点

○ 関連資料

農作物次期作付種子等購入助成事業

○ 対応

発災後から適宜報告された被害状況から，特に発災後に収穫期を迎える大豆や園芸作物等の被害

が甚大であることが明らかになってきた。そのため，県庁関係課室や東北農政局等と連携しながら

協議をし，大豆や園芸作物等の再生産に向けた事業（「農作物次期作付種子等購入助成事業」）を立

ち上げることとした。大豆や水稲では，年度内の播き直し等は不可能だったため，国庫事業は活用

できず，県単独事業により次期作付種子購入経費の１ ３以内を補助することとした。

また，園芸作物では，令和元年８月から９月に伴う大雨等による日本各地での発災を受けて，国

が既に立ち上げていた令和元年度中の営農再開に要する経費への補助事業（総事業費の１ ２以内

を補助。以下，「国庫事業」という。）の残額に対する県費補助（国庫補助残額の１ ３）のほか，令

和元年度内の営農再開が困難である地域では，国庫事業が活用できないことから，令和２年４月以

降の営農再開に要する経費を補助（事業費の１ ３以内）することとした。 月には市町村や農業関

係団体，各地方振興事務所を対象とした「農作物次期作付種子等購入助成事業」の全体説明会を開

催して広く周知し，事業を実施した。

農作物次期作付種子等購入助成事業に関する検証

○ 評価できる点

・ 県庁関係課室や国等と連携しながら，国庫事業だけでなく，県単独で支援するための事業と

したことで，幅広く農家等を救済することができる体制を整えた。

また，被害の大きかった市町村からの要望もあり，事業実施に当たっては市町村の補助上乗

せを要件とせず，市町村以外に農業者が組織する団体等が事業実施主体となることも可能とし

公所別相談件数（ 月 日から令和２年３月 日までの集計）

営農相談窓口 件数

相談区分（件数）

Ａ 生産技

術・経営

Ｂ 営

農資金

Ｃ 機

械・施設

Ｄ 農業

共済・収

入保険

Ｅ 関連

制度・補

助事業

Ｆ その他

大河原地方振興事務所

仙台地方振興事務所

北部地方振興事務所

北部地方振興事務所栗原地域事務所

東部地方振興事務所

東部地方振興事務所登米地域事務所

気仙沼地方振興事務所

亘理農業改良普及センター

美里農業改良普及センター

農 業 振 興 課

相 談 件 数 合 計
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・死亡家畜数

死亡頭羽数及び被害戸数

成畜 育成畜 子畜 肥育 合計頭数（頭）被害戸数（戸）被害額（千円）
豚 11 2,000 58 2,069 2 52,822
肉用牛 9 44 36 89 6 70,554
乳用牛 4 4 8 4 5,864
採卵鶏 273 273 1 74
ブロイラー 3,800 3,800 1 2,090
肉用鶏 22,820 43,000 65,820 4 28,455
計 297 3,800 24,868 43,094 72,059 18 159,859

※被害報告と整合性のあるものについて計上

被害戸数

被害戸数（戸） 内訳
豚 2 蔵王1，丸森1
肉用牛 6 角田2，大郷1，色麻1，石巻2
乳用牛 4 丸森4
採卵鶏 1 仙台1
ブロイラー 1 登米1
肉用鶏 4 丸森1，仙台1，石巻2
計 18

浸水した牛舎内外 牛舎にせまった土砂

浸水した牛舎からの牛の救出

ロ 生産者団体・関係団体・行政・自衛隊との連携による営農再開への支援

丸森町では一部の道路が寸断され，復旧作業も未定であったため 孤立した畜産農家への

生活物資及び飼料や燃油等の必要物資の陸上での輸送を断念し，自衛隊による空輸を要請。

県災害対策本部，農業政策室・畜産課等の庁内関係部署の連携を図りながら自衛隊との調整

を図り，丸森町と酪農団体とが連携しながら必要物資を確保し，必要物質をヘリコプターに

より孤立した畜産農家へ搬送した。また，生乳の廃棄については，環境省から生乳処理施設

へ搬入が不可能である期間の特例措置として回答を受け，周辺環境に十分配慮した上で，自

己の所有する草地等へ還元することとした。

ハ 稲わら等の粗飼料の緊急確保支援策

稲わら等の粗飼料不足の解消を図るため，国の災害支援事業と同様の県単事業を検討し，

月補正予算で必要予算を確保し，畜産農家の不安解消と早期の営農再開に向けた支援策を

実施した。

・緊急粗飼料確保対策事業（稲わら等の代替粗飼料確保支援）

内 容：浸冠水により稲わら等の粗飼料が収穫できなかった畜産経営体（３名以上の

生産者集団）等に対し，代替粗飼料購入経費の一部について，畜産関係団体

を通じて助成

助成単価 粗飼料１キログラム当たり５円以内（県単独で支援）

※別途国による同様の支援あり（１ 当たり５円以内）

畜産業の経営再建等対策に関する検証

○ 評価できる点

・ 東日本大震災における災害支援対応及び平成 年に本県で発生した高病原性鳥インフルエ

ンザへの家畜防疫対応の経験が活かされ，畜産職員の災害支援への積極的な意識と具体的な行

動が伴い，積極的な被災現場の状況把握や被災地が求めている支援へのアプローチ等が比較的

円滑に行われた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 畜産農家・行政・関係団体における災害への心構えの醸成（主要道路の不通を想定したサブ

ルートの確保，緊急時に備えた物資輸送及び調達手段の確保等）

○関連資料

道路の寸断
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・死亡家畜数

死亡頭羽数及び被害戸数

成畜 育成畜 子畜 肥育 合計頭数（頭）被害戸数（戸）被害額（千円）
豚 11 2,000 58 2,069 2 52,822
肉用牛 9 44 36 89 6 70,554
乳用牛 4 4 8 4 5,864
採卵鶏 273 273 1 74
ブロイラー 3,800 3,800 1 2,090
肉用鶏 22,820 43,000 65,820 4 28,455
計 297 3,800 24,868 43,094 72,059 18 159,859

※被害報告と整合性のあるものについて計上

被害戸数

被害戸数（戸） 内訳
豚 2 蔵王1，丸森1
肉用牛 6 角田2，大郷1，色麻1，石巻2
乳用牛 4 丸森4
採卵鶏 1 仙台1
ブロイラー 1 登米1
肉用鶏 4 丸森1，仙台1，石巻2
計 18

浸水した牛舎内外 牛舎にせまった土砂

浸水した牛舎からの牛の救出

ロ 生産者団体・関係団体・行政・自衛隊との連携による営農再開への支援

丸森町では一部の道路が寸断され，復旧作業も未定であったため 孤立した畜産農家への

生活物資及び飼料や燃油等の必要物資の陸上での輸送を断念し，自衛隊による空輸を要請。

県災害対策本部，農業政策室・畜産課等の庁内関係部署の連携を図りながら自衛隊との調整

を図り，丸森町と酪農団体とが連携しながら必要物資を確保し，必要物質をヘリコプターに

より孤立した畜産農家へ搬送した。また，生乳の廃棄については，環境省から生乳処理施設

へ搬入が不可能である期間の特例措置として回答を受け，周辺環境に十分配慮した上で，自

己の所有する草地等へ還元することとした。

ハ 稲わら等の粗飼料の緊急確保支援策

稲わら等の粗飼料不足の解消を図るため，国の災害支援事業と同様の県単事業を検討し，

月補正予算で必要予算を確保し，畜産農家の不安解消と早期の営農再開に向けた支援策を

実施した。

・緊急粗飼料確保対策事業（稲わら等の代替粗飼料確保支援）

内 容：浸冠水により稲わら等の粗飼料が収穫できなかった畜産経営体（３名以上の

生産者集団）等に対し，代替粗飼料購入経費の一部について，畜産関係団体

を通じて助成

助成単価 粗飼料１キログラム当たり５円以内（県単独で支援）

※別途国による同様の支援あり（１ 当たり５円以内）

畜産業の経営再建等対策に関する検証

○ 評価できる点

・ 東日本大震災における災害支援対応及び平成 年に本県で発生した高病原性鳥インフルエ

ンザへの家畜防疫対応の経験が活かされ，畜産職員の災害支援への積極的な意識と具体的な行

動が伴い，積極的な被災現場の状況把握や被災地が求めている支援へのアプローチ等が比較的

円滑に行われた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 畜産農家・行政・関係団体における災害への心構えの醸成（主要道路の不通を想定したサブ

ルートの確保，緊急時に備えた物資輸送及び調達手段の確保等）

○関連資料

道路の寸断

３月 26 日時点

成畜 育成畜 子畜 肥育 合計頭数（頭）被害戸数（戸）被害額（千円）

豚 11 2,000 58 2,069 2 52,822

肉用牛 9 44 36 89 6 55,654

乳用牛 4 4 8 4 5,864

採卵鶏 323 323 2 904

ブロイラー 3,800 3,800 1 2,090

肉用鶏 22,820 43,000 65,820 4 28,455

計 347 3,800 24,868 43,094 72,109 19 145,789

被害戸数（戸）内訳

豚 2 蔵王町 1，丸森町 1

肉用牛 6 石巻市 2，角田市 2，大郷町 1，色麻町 1

乳用牛 4 丸森町 4

採卵鶏 2 仙台市 1，南三陸町 1

ブロイラー 1 登米市 1

肉用鶏 4 仙台市 1，石巻市 2，丸森町 1

計 19
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第９節 商工業等に関する応急対策 
１ 商工業の被害状況

○ 被害の状況や動き

東日本台風の豪雨により，県内の商工観光業者は，建物の浸水や浸水に伴う設備，商品の水没等

の被害を受け，被害総額は約 億円にのぼった。その内訳として，工業関係が約 億円，商業関

係が約 億円，観光関係が約 億円であった。

被害は県内全域に及び，特に被害が大きかった丸森町では被害額が約 億円と全体の半分を占

める被害状況であった。

○ 対応

被害状況を迅速に把握するため，支援機関や団体を通じて，被害状況を把握したほか，特に被害

の大きかった丸森町，大崎市等については，職員が現地確認を行った。

被災直後は，浸水区域を特定できなかったため，県土木部の協力の下，被災直後の衛星写真を活

用して，想定される浸水区域を管内図に落とし込み，被害状況の把握に役立てた。

県経済商工観光部独自で東北経済産業局を交えた被害状況報告会を開催し，商工観光業の被害状

況を共有するとともに，被災事業者に必要な支援策について，意見交換を行った。

商工業の被害状況に関する検証

○ 評価できる点

・ 把握した被災状況を迅速に国と情報共有した結果，本県の被災状況が激甚災害として指定さ

れたほか，国の被災者支援策の制度設計の参考とされた。

２ 商工業の支援対策

○ 被害の状況や動き

月 日に，経済産業省における被災中小企業・小規模事業者対策（特別相談窓口の設置，災害

復旧貸付の実施，セーフティネット保証 号の適用，既往債務の返済条件緩和等の対応，小規模企業

共済災害時貸付の適用）が示された。

月 日に県の中小企業相談窓口を設置し， 月 日に激甚災害に指定されたことを受け，県経

済商工観光部内（経済商工観光総務課，企業復興支援室，新産業振興課，商工金融課，中小企業支

援室，観光課）において，被災中小企業等支援対策の検討を開始した。

また， 月 日に，商工団体等を通じて，被災事業者に対し，今後創設される補助金の申請に備

え必要書類を準備しておくよう周知した。

政府は 月７日の非常災害対策本部会議において，「被災者の生活と生業の再建に向けた対策パ

ッケージ」を決定した。

月８日に，市町村や商工団体など県内の関係機関を対象とする「台風 号等に係る支援施策の

検討状況説明会」を東北経済産業局と共催で開催し，経済産業省及び宮城労働局の支援策について

説明した。

中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業（グループ補助金）の公募前の 月 日から 日に

かけて，県合同庁舎（大河原，仙台，大崎，石巻，気仙沼）において事業者説明会を開催し，その

他各商工会議所・商工会等が主催する説明会においても説明及び相談対応を行った（計 回）。

県独自補助（地域企業再建支援事業）については，市町村，商工団体等を対象として 月 日に
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県庁において利子補給制度及び小規模事業者持続化補助金と併せて説明会を開催した。

○ 対応

補助金による支援

イ 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業

被災中小企業者等で構成する「中小企業等グループ」が復興事業計画を作成し，県が承認し

た場合に，被災構成員の施設・設備の復旧費用を補助

※ 東日本大震災被災事業者については，要件を満たせば定額補助

公募開始時期 月 日

ロ 地域企業再建支援事業

東日本大震災と同様の内容で，グループ補助金を補完

・ 中小企業施設設備復旧支援事業（製造業）

・ 商業機能回復支援事業（商業・サービス業等）

・ 観光施設再生支援事業（観光業）

公募開始時期 １月 日

ハ 被災小規模事業者再建事業（持続化補助金） 国直轄事業で全国商工会連合会が窓口

被災小規模事業者の持続的発展のため機械設備等の購入費を補助し，早期再建を支援

※ 東日本大震災被災事業者については，要件を満たせば定額補助

公募開始時期 月 日

資金貸付による支援

国のセーフティネット保証４号の指定（ 月 日）を受け，県制度融資「セーフティネット資

金」の取扱いを開始し，売上高の減少した中小企業者の資金調達を支援。

取扱開始 月 日

県制度融資「災害復旧対策資金」の知事が指定する災害に指定し（ 月 日），施設・設備の損

壊や売上の減少などの被害を受けた中小企業者の円滑な資金調達を支援。

取扱開始 月１日

経営支援等

イ 支援団体

ｲ 宮城県中小企業団体中央会

・ 県内各地域の組合や支援先企業に対して，電話や訪問による被害状況・要望の確認を実

施し，関係行政機関に報告。

・ 全会員組合に対し，被害状況及び補助金等活用意向に関する調査を郵送で実施。また，

ものづくり補助金採択企業に対して被害状況調査をメールで実施。

・ グループ補助金の公募開始後，各団体や事業者で実施するグループの形成・申請に対す

る支援に加え，説明会や相談会を実施して宮城県中小企業団体中央会が主宰したグループ

を形成し計画書類を提出。

ﾛ 商工会・商工会議所

・ 会員事業所を中心に巡回や電話による被害状況調査を実施するとともに，その後も追跡

調査を実施し，関係行政機関に報告。

・ 相談窓口を設置し，各種補助金や金融支援策等の活用を案内し，申請手続きの指導や

支援等を実施。丸森町や大崎市など被災した地域の商工会等においては，個別に説明会

第９節 商工業等に関する応急対策 
１ 商工業の被害状況

○ 被害の状況や動き

東日本台風の豪雨により，県内の商工観光業者は，建物の浸水や浸水に伴う設備，商品の水没等

の被害を受け，被害総額は約 億円にのぼった。その内訳として，工業関係が約 億円，商業関

係が約 億円，観光関係が約 億円であった。

被害は県内全域に及び，特に被害が大きかった丸森町では被害額が約 億円と全体の半分を占

める被害状況であった。

○ 対応

被害状況を迅速に把握するため，支援機関や団体を通じて，被害状況を把握したほか，特に被害

の大きかった丸森町，大崎市等については，職員が現地確認を行った。

被災直後は，浸水区域を特定できなかったため，県土木部の協力の下，被災直後の衛星写真を活

用して，想定される浸水区域を管内図に落とし込み，被害状況の把握に役立てた。

県経済商工観光部独自で東北経済産業局を交えた被害状況報告会を開催し，商工観光業の被害状

況を共有するとともに，被災事業者に必要な支援策について，意見交換を行った。

商工業の被害状況に関する検証

○ 評価できる点

・ 把握した被災状況を迅速に国と情報共有した結果，本県の被災状況が激甚災害として指定さ

れたほか，国の被災者支援策の制度設計の参考とされた。

２ 商工業の支援対策

○ 被害の状況や動き

月 日に，経済産業省における被災中小企業・小規模事業者対策（特別相談窓口の設置，災害

復旧貸付の実施，セーフティネット保証 号の適用，既往債務の返済条件緩和等の対応，小規模企業

共済災害時貸付の適用）が示された。

月 日に県の中小企業相談窓口を設置し， 月 日に激甚災害に指定されたことを受け，県経

済商工観光部内（経済商工観光総務課，企業復興支援室，新産業振興課，商工金融課，中小企業支

援室，観光課）において，被災中小企業等支援対策の検討を開始した。

また， 月 日に，商工団体等を通じて，被災事業者に対し，今後創設される補助金の申請に備

え必要書類を準備しておくよう周知した。

政府は 月７日の非常災害対策本部会議において，「被災者の生活と生業の再建に向けた対策パ

ッケージ」を決定した。

月８日に，市町村や商工団体など県内の関係機関を対象とする「台風 号等に係る支援施策の

検討状況説明会」を東北経済産業局と共催で開催し，経済産業省及び宮城労働局の支援策について

説明した。

中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業（グループ補助金）の公募前の 月 日から 日に

かけて，県合同庁舎（大河原，仙台，大崎，石巻，気仙沼）において事業者説明会を開催し，その

他各商工会議所・商工会等が主催する説明会においても説明及び相談対応を行った（計 回）。

県独自補助（地域企業再建支援事業）については，市町村，商工団体等を対象として 月 日に
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を実施。

・ 商工会連合会では，被災地域商工会のマンパワー不足に対して，サポーティングリーダ

ーや嘱託専門指導員を派遣，また，中小企業基盤整備機構や全国商工会連合会等の専門家

派遣事業を活用して支援。そのほか，被災地商工会の経営指導員等を対象に補助金申請に

係る勉強会を実施。

ロ 相談窓口の開設

月 日，台風被害により事業活動に支障を来している県内中小企業者の経営等に関する相

談窓口を中小企業支援室や（公財）みやぎ産業振興機構などに設置。

その他

月 日に，各支援内容を統括した台風被災事業者支援関連ページを県ホームページに開設し

随時更新。

商工業の支援対策に関する検証

○ 評価できる点

補助制度

イ グループ補助金

ｲ 国，市町村，商工会議所・商工会等の関係機関との連携

・ 制度の開始に当たっては，東北経済産業局と定期的に打ち合わせを開催することで，

早期の募集開始につなげることができた。

・ また，西日本豪雨におけるグループ補助金の担当者（中国経済産業局）がリエゾンと

して県庁内に常駐することで，制度や運用の疑問点等が即時に解消され，迅速に対応す

ることができた。

・ 市町村に対しては，グループ補助金に関するチラシを送付し，罹災証明等の申請に来

庁した事業者に対する周知を依頼した。

・ 商工会議所や商工会などの関係機関に対しては，補助金の募集を開始するに当たり，

事前に関係機関向け説明会を開催することで，東日本大震災でのグループ補助金との相

違点等について情報共有するとともに，点在する被災事業者のグループ組成への支援や

制度の周知等を依頼することで，迅速で事業者の実情に即したグループ組成等を行うこ

とができた。

ﾛ 事業者に対する周知

商工会等の関係機関と連携し，計 回の現地説明会を開催することで，事業者の疑問

点等に直接対応することができた。

また，申請書作成マニュアルや，分かりやすいガイドブック（ ＆ 形式）を新たに作成

し，ホームページに掲載，説明会での周知などを行うことで申請者の負担を軽減した。

ﾊ 農林業者に対する対応

東日本大震災におけるグループ補助金の担当窓口に加え，グループ補助金を活用する農

林業者に対応するため，農林業の関係課を新たに担当窓口に追加することで，きめ細やか

な対応を行った。

ロ 地域企業再建支援事業

県経済商工観光部内で，情報共有しながら，東北経済産業局とも連携し，制度設計するこ

とができた。
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融資制度

・ 災害発生後，直ちに県制度融資「災害復旧対策資金」の対象となる災害に指定することに

ついて，宮城県信用保証協会及び庁内関係課との調整を行うとともに，主な金融機関へ予め

周知し，各支店への連絡の準備を進めていただいたことで，速やかに災害復旧対策資金の取

扱を開始できた。

経営支援等

イ 宮城県中小企業団体中央会

・ グループ補助金が正式に開始される前から支援施策の創設を想定して意向確認調査を行

っていたため，早い段階で各組合や企業の動向等の大部分が把握できていた。

・ 自らグループ補助金の申請グループを形成・主宰して対応したことにより，どこにも所

属，参画できない組合や企業の最終的な受け皿となることができた。

ロ 商工会・商工会議所

・ 災害対応を経験している経営指導員の活躍や各地域での支援制度の説明会の開催等によ

り，円滑に補助金申請等を行うことができた。

・ 被災地域の商工会への対応として，宮城県商工会連合会に県内商工会を広域的に支援す

るサポーティングリーダーを設置していたことにより，柔軟な人的支援が可能となった。

ハ 中小企業支援窓口

・ 中小企業向けの相談窓口の開設により，各種補助制度や融資制度等の情報を必要とする

事業者に対して，適宜情報提供することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

補助制度

イ グループ補助金

ｲ 課題

・ 東日本大震災と比較すると，被災事業者が点在しており，グループ組成が困難な事業

者もいる。

・ 定額補助の要件において，「売上高が東日本大震災前と比較して ％以上減少」とさ

れており，二重被災に遭いながらも定額要件を満たせない事業者もいる。

・ 制度の周知については，現地説明会や，市町の罹災証明発行窓口におけるチラシの配

架，関係機関に対する通知等で行っているが，商工会等に属さない事業者など，より一

層幅広い事業者に対する周知が必要。

ﾛ 方向性

・ グループ組成については２者のみでも認めることとしており，地元の商工会等と連携

し，速やかなグループ組成を図っている。

・ 西日本豪雨におけるグループ補助金の事業期間が短期間であったことから，東日本台

風においても短期間での復旧がなされるよう，迅速に対応していく。

・ 中小企業者等の迅速な復旧に備え，グループ補助金で今回復旧する施設・設備に対す

る保険の加入を求める。

・ 被災事業者に対しては，あらゆる機会を捉えて継続的に周知を図っていく。

ロ 地域企業再建支援事業

ｲ 課題

を実施。

・ 商工会連合会では，被災地域商工会のマンパワー不足に対して，サポーティングリーダ

ーや嘱託専門指導員を派遣，また，中小企業基盤整備機構や全国商工会連合会等の専門家

派遣事業を活用して支援。そのほか，被災地商工会の経営指導員等を対象に補助金申請に

係る勉強会を実施。

ロ 相談窓口の開設

月 日，台風被害により事業活動に支障を来している県内中小企業者の経営等に関する相

談窓口を中小企業支援室や（公財）みやぎ産業振興機構などに設置。

その他

月 日に，各支援内容を統括した台風被災事業者支援関連ページを県ホームページに開設し

随時更新。

商工業の支援対策に関する検証

○ 評価できる点

補助制度

イ グループ補助金

ｲ 国，市町村，商工会議所・商工会等の関係機関との連携

・ 制度の開始に当たっては，東北経済産業局と定期的に打ち合わせを開催することで，

早期の募集開始につなげることができた。

・ また，西日本豪雨におけるグループ補助金の担当者（中国経済産業局）がリエゾンと

して県庁内に常駐することで，制度や運用の疑問点等が即時に解消され，迅速に対応す

ることができた。

・ 市町村に対しては，グループ補助金に関するチラシを送付し，罹災証明等の申請に来

庁した事業者に対する周知を依頼した。

・ 商工会議所や商工会などの関係機関に対しては，補助金の募集を開始するに当たり，

事前に関係機関向け説明会を開催することで，東日本大震災でのグループ補助金との相

違点等について情報共有するとともに，点在する被災事業者のグループ組成への支援や

制度の周知等を依頼することで，迅速で事業者の実情に即したグループ組成等を行うこ

とができた。

ﾛ 事業者に対する周知

商工会等の関係機関と連携し，計 回の現地説明会を開催することで，事業者の疑問

点等に直接対応することができた。

また，申請書作成マニュアルや，分かりやすいガイドブック（ ＆ 形式）を新たに作成

し，ホームページに掲載，説明会での周知などを行うことで申請者の負担を軽減した。

ﾊ 農林業者に対する対応

東日本大震災におけるグループ補助金の担当窓口に加え，グループ補助金を活用する農

林業者に対応するため，農林業の関係課を新たに担当窓口に追加することで，きめ細やか

な対応を行った。

ロ 地域企業再建支援事業

県経済商工観光部内で，情報共有しながら，東北経済産業局とも連携し，制度設計するこ

とができた。
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ﾛ 方向性

・ 月下旬にとりまとめられた「被災事業者支援ガイド」のような資料を早い段階で作

成（随時内容を更新）し，相談対応する職員がタイムリーに支援策を情報共有すること

で，職員の負担軽減を図るとともに，相談者に対して的確な相談支援を提供できる体制

を整える。

○関連資料

支援制度関連

・台風第 号による被災事業者支援ガイド（宮城県）

３ 商工業等での雇用対策

○ 被害の状況や動き

台風第 号による被災事業者支援ガイドへ宮城労働局の各種支援策を掲載。

○ 対応

雇用調整助成金（台風第 号等に伴う特例）

対象者：台風に伴う経済上の理由により休業等を行う事業主

労働保険料・一般拠出金の申告・納期限の延長及び納付の猶予（台風第 号等に伴う特例）

対象者：①指定地域に所在する事業場の事業主。

②指定地域に主たる事務所の所在地を有する労働保険事務組合。

③②の労働保険事務組合に事務を委託している事業主。

未払賃金立替払

対象者：倒産状態に至り，賃金を支払うことができない中小企業

※事業主に係る要件は以下のいずれにも該当すること

①労災保険の適用事業に該当すること

②１年以上の期間該当事業を行っていること

③倒産状態に至っていること

※労働者に係る要件は倒産状態に至った日の６月前の日から２年間に退職した労働者が

対象

商工業等での雇用対策に関する検証

○ 評価できる点

・ 日頃から各種事業において宮城労働局と連携しており，被災者等への各種支援策について迅

速に情報収集・発信することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今後も宮城労働局や各種関係機関と連携を密にし，情報共有を図っていく。

○関連資料

・台風第 号による被災事業者支援ガイド

・ 今回の東日本台風被害については，激甚災害に指定され「グループ補助金」や，被災

小規模事業者再建事業（持続化補助金）が適用されたため，東日本大震災同様のグルー

プ補助金を補完する目的で創設したが，今後の大規模な台風被害時にグループ補助金な

どが適用される保証はない。

・ 今回は，国の自治体連携型補助金（国庫負担２／３ 県負担 ％特別交付税措置）を

活用し予算化することができたが，仮に国の負担がなかった場合は，財源が確保できず，

制度設計は厳しかったと思われる。

ﾛ 方向性

・ 今後発生する災害において，グループ補助金など国の支援が適用されない場合も想定

し，新たな復旧支援の仕組みを検討する必要がある。

融資制度

イ 課題

・ 多くの市町村が，災害復旧対策資金を利用する際に添付資料となる事業用施設の罹災証

明書を発行していない。また，それに代わる「被災証明書」の証明内容が市町村毎に異な

るため，添付資料として認めることができないケースがある。

・ 被災証明書を添付資料として認めることができない場合には，市町村の中小企業担当課

が独自に事業者の被災を証明することとなるが，市町村によっては，その手続き等に戸惑

う場合がある。

ロ 方向性

・ 災害復旧対策資金を利用する際の添付資料となる事業者の被災証明や，セーフティネッ

ト資金を利用する際に必要な市町村の認定書に係る手続について周知を図る必要がある。

経営支援等

イ 各支援団体の対応及び連携

ｲ 宮城県中小企業団体中央会

・ 被害状況や支援策の活用意向に関する確認項目や手順を予め想定し，準備を行ってお

くことで，より円滑で効果的な情報把握や補助金申請準備等が可能となる。

・ 緊急時における各支援機関間での組織的な連絡・協力体制について，職員個人の繋が

り等に頼るのではなく，事前に構築しておくことが必要である。

ﾛ 商工会・商工会議所

・ 相談対応や補助金申請支援等に必要な職員のマンパワー不足，被害状況の確認方法や

関係機関との情報共有体制，各事業者へのリスク啓発や早期復旧に向けた事前の備えな

ど，事業継続力の強化を実施・支援する取組が必要である。

・ 補助金の申請支援にあたり，十分な準備時間を設けた公募期間の設定が必要である。

また，担当者により指導内容が異なることや記載例と同等レベルの書類を作成しても修

正を求められるケースがあったため，指導内容の統一や記載方法・記載例の複数提示を

行う必要がある。

ロ 支援制度等の周知

ｲ 課題

・ 相談窓口を設置した時点では，国や県の支援策について未確定な部分が多く，段階的

に支援策が追加されたため，相談対応にあたる職員がそれらの情報を熟知することに苦

慮し，相談対応に手間取る場面もあった。
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ﾛ 方向性

・ 月下旬にとりまとめられた「被災事業者支援ガイド」のような資料を早い段階で作

成（随時内容を更新）し，相談対応する職員がタイムリーに支援策を情報共有すること

で，職員の負担軽減を図るとともに，相談者に対して的確な相談支援を提供できる体制

を整える。

○関連資料

支援制度関連

・台風第 号による被災事業者支援ガイド（宮城県）

３ 商工業等での雇用対策

○ 被害の状況や動き

台風第 号による被災事業者支援ガイドへ宮城労働局の各種支援策を掲載。

○ 対応

雇用調整助成金（台風第 号等に伴う特例）

対象者：台風に伴う経済上の理由により休業等を行う事業主

労働保険料・一般拠出金の申告・納期限の延長及び納付の猶予（台風第 号等に伴う特例）

対象者：①指定地域に所在する事業場の事業主。

②指定地域に主たる事務所の所在地を有する労働保険事務組合。

③②の労働保険事務組合に事務を委託している事業主。

未払賃金立替払

対象者：倒産状態に至り，賃金を支払うことができない中小企業

※事業主に係る要件は以下のいずれにも該当すること

①労災保険の適用事業に該当すること

②１年以上の期間該当事業を行っていること

③倒産状態に至っていること

※労働者に係る要件は倒産状態に至った日の６月前の日から２年間に退職した労働者が

対象

商工業等での雇用対策に関する検証

○ 評価できる点

・ 日頃から各種事業において宮城労働局と連携しており，被災者等への各種支援策について迅

速に情報収集・発信することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 今後も宮城労働局や各種関係機関と連携を密にし，情報共有を図っていく。

○関連資料

・台風第 号による被災事業者支援ガイド

・ 今回の東日本台風被害については，激甚災害に指定され「グループ補助金」や，被災

小規模事業者再建事業（持続化補助金）が適用されたため，東日本大震災同様のグルー

プ補助金を補完する目的で創設したが，今後の大規模な台風被害時にグループ補助金な

どが適用される保証はない。

・ 今回は，国の自治体連携型補助金（国庫負担２／３ 県負担 ％特別交付税措置）を

活用し予算化することができたが，仮に国の負担がなかった場合は，財源が確保できず，

制度設計は厳しかったと思われる。

ﾛ 方向性

・ 今後発生する災害において，グループ補助金など国の支援が適用されない場合も想定

し，新たな復旧支援の仕組みを検討する必要がある。

融資制度

イ 課題

・ 多くの市町村が，災害復旧対策資金を利用する際に添付資料となる事業用施設の罹災証

明書を発行していない。また，それに代わる「被災証明書」の証明内容が市町村毎に異な

るため，添付資料として認めることができないケースがある。

・ 被災証明書を添付資料として認めることができない場合には，市町村の中小企業担当課

が独自に事業者の被災を証明することとなるが，市町村によっては，その手続き等に戸惑

う場合がある。

ロ 方向性

・ 災害復旧対策資金を利用する際の添付資料となる事業者の被災証明や，セーフティネッ

ト資金を利用する際に必要な市町村の認定書に係る手続について周知を図る必要がある。

経営支援等

イ 各支援団体の対応及び連携

ｲ 宮城県中小企業団体中央会

・ 被害状況や支援策の活用意向に関する確認項目や手順を予め想定し，準備を行ってお

くことで，より円滑で効果的な情報把握や補助金申請準備等が可能となる。

・ 緊急時における各支援機関間での組織的な連絡・協力体制について，職員個人の繋が

り等に頼るのではなく，事前に構築しておくことが必要である。

ﾛ 商工会・商工会議所

・ 相談対応や補助金申請支援等に必要な職員のマンパワー不足，被害状況の確認方法や

関係機関との情報共有体制，各事業者へのリスク啓発や早期復旧に向けた事前の備えな

ど，事業継続力の強化を実施・支援する取組が必要である。

・ 補助金の申請支援にあたり，十分な準備時間を設けた公募期間の設定が必要である。

また，担当者により指導内容が異なることや記載例と同等レベルの書類を作成しても修

正を求められるケースがあったため，指導内容の統一や記載方法・記載例の複数提示を

行う必要がある。

ロ 支援制度等の周知

ｲ 課題

・ 相談窓口を設置した時点では，国や県の支援策について未確定な部分が多く，段階的

に支援策が追加されたため，相談対応にあたる職員がそれらの情報を熟知することに苦

慮し，相談対応に手間取る場面もあった。
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観光関連施設等の再開状況等

被害が大きかった丸森町における観光関連施設の再開は， 月上旬から順次再開されることと

なったが，特に被害が甚大であった不動尊公園キャンプ場の再開には時間を要し，限定的な部分

再開を果たしたのは 月下旬となった。また，浸水被害により大きく被災した登米市の道の駅津

山は，仮店舗により 月 日に再開した。

主な施設等の状況は以下のとおり。

イ 蔵の郷土館齋理屋敷（３月 日時点復旧率 ％）

屋敷前と門の中まで汚泥が入り込む。貯水槽破損、倒木、断水の被災。

月３日から再開。併設された喫茶は 月６日から再開した。

ロ 国民宿舎あぶくま荘（３月 日時点復旧率 ％）

あぶくま荘前の道路が陥落。断水と法面崩れの被災。

月３日から再開。宿泊は 月 日から，食事提供は 月 日から開始した。

ハ 阿武隈ライン舟下り（３月 日時点復旧率 ％）

増水時に陸地に船を移動し船体に被害はなし。ルート上の観音像と弘法の噴水が破損。

川底等の安全状況を確認した上で， 月３日から２艘で運行再開。残りの４艘を陸上から川

に戻したのは 月９日。

ニ 自然ゆうゆう館天水舎（３月 日時点復旧率 ％）

床上浸水と断水の被災。 月８日から再開。

ホ 不動尊公園キャンプ場（内川河川公園）（３月 日時点復旧率 ％）

護岸崩落，遊歩道崩壊，裏山から土砂流入によりコテージ２棟使用不能，キャンプサイト

及び園路等に土砂堆積。

月 日に左岸の第一キャンプ場を９つのテントサイト限定で再開。１月 日から右岸の

メインである第二キャンプ場の一部テントサイトを再開。地元住民， ，ボランティア及び

関係職員の懸命な復旧作業により，４月１日から一部のコテージ宿泊及び土日祝日のデイサ

イトを再開。

○ 対応

準備対応

月 日，県有施設の週末の対応を確認。

定時報告について，公所及び受託業者へ依頼するとともに，県観光課員へ週末の対応を周知し

ロ 観光関連施設に係る圏域集計〔各地方振興事務所管内〕

圏域所管 市町村数 箇所数 被害額

大河原地方振興事務所 ９市町／ ９市町 か所 千円

仙台地方振興事務所 ２町 ／ 市町村 ３か所 千円

北部地方振興事務所 ３市町／ ５市町 か所 千円

北部地方振興事務所栗原地域事務所 １市 ／ １市 ２か所 千円

東部地方振興事務所 ３市町／ ３市町 ６か所 千円

東部地方振興事務所登米地域事務所 １市 ／ １市 ９か所 千円

気仙沼地方振興事務所 ２市町／ ２市町 ６か所 千円

計 市町／ 市町村 か所 千円

 

第１０節 観光に関する対応 
１ 観光の被害及び復旧状況

○ 被害の状況や動き

本県は，東は太平洋に面し，豊かな漁場と日本三景のひとつである松島をはじめとする風光明媚

な観光地に恵まれ，西には蔵王，船形，栗駒等の山々が連なり，中央部には仙台平野が広がり四季

折々の姿を見せている。また，豊かな自然や歴史的な文化遺産，さらに伝統的な祭りや行事など，

全国に誇れる観光資源に恵まれている。

平成 年度から令和２年度までを計画期間とする基本計画「第４期みやぎ観光戦略プラン」（平

成 年３月策定）を定め，みやぎ観光創造県民条例の基本方針を踏まえながら，宮城の将来ビジョ

ンの分野別計画として「地域が潤う、訪れてよしの観光王国みやぎの実現」及び宮城県震災復興計

画の分野別計画として「多様な魅力を持つみやぎの観光の再生」のため，４つの観光戦略プロジェ

クトに基づき，幅広く各種施策を実施し，観光振興策に取り組んでいた。

観光関連施設の被害状況

被害報告第１報は， 月 日５時 分の大雨特別警報解除〔県内全域〕後の７時 分に大河

原地方振興事務所管内の立木被害について報告があった。

被害報告第２報は，８時過ぎ，公所より公園駐車場の指定管理者から駐車場の冠水により一

部の発券機・精算機及び満車空車総合案内表示機が稼働しなくなっているため，リース物件保

守業者へ復旧要請中だが，交通事情により到着予定時刻がわからない状況との報告があった。

被害報告第３報は，８時 分，仙台地方振興事務所管内の市町村から県管理の観光道路で倒

木があり通行障害が生じているとの通報であった。

県内各地からの被害報告が徐々に入りだしたのは， 月 日夕方からであった。各地では夜

明けから救助・避難・捜索・状況把握に追われ，とりまとめが可能となった市町村から地方振

興事務所を通じて被害報告が出されるようになった。

被災から 日目の 月 日時点において，被害なしを含め被害確定した市町村は 市町村

で，約３分の２の市町では被害箇所等の報告はあるものの調査中が継続した。

月 日時点においては，被害なしを含む被害確定した市町村は 市町村まで増えたもの

の，半数以上の市町が調査継続となった。 月 日時点では，被害なしを含む被害確定した市

町村は 市町村となったが，依然３分の１の市町が調査継続となった。被害が甚大であった地

域の山間地においては，観光関連施設までのアクセス道が崩落や崖崩れなどによる立入規制に

より被害確認が更に困難となり，県内全域における観光関連施設の被害確定報告処理は令和２

年３月となった。

３月 日時点で被害額が判明した県内観光関連施設の被害状況は，合計 市町 か所で 億

万円程にのぼった。被害種別集計及び圏域別集計については次表のとおりで，甚大な被害

がもたらされた丸森町の被害額は，全体の約 ％を占めるに至った。

イ 観光関連施設に係る被害種別集計〔市町数は重複あり〕

種別 市町村数 箇所数 被害額

法面等崩壊 ８市町 か所 千円

施設浸水・冠水 ８市町 か所 千円

施設損壊 市町 か所 千円

県有施設損壊 ４市町 ５か所 千円

計 か所 千円

− 218 −

第３章　応急・復旧対策



観光関連施設等の再開状況等

被害が大きかった丸森町における観光関連施設の再開は， 月上旬から順次再開されることと

なったが，特に被害が甚大であった不動尊公園キャンプ場の再開には時間を要し，限定的な部分

再開を果たしたのは 月下旬となった。また，浸水被害により大きく被災した登米市の道の駅津

山は，仮店舗により 月 日に再開した。

主な施設等の状況は以下のとおり。

イ 蔵の郷土館齋理屋敷（３月 日時点復旧率 ％）

屋敷前と門の中まで汚泥が入り込む。貯水槽破損、倒木、断水の被災。

月３日から再開。併設された喫茶は 月６日から再開した。

ロ 国民宿舎あぶくま荘（３月 日時点復旧率 ％）

あぶくま荘前の道路が陥落。断水と法面崩れの被災。

月３日から再開。宿泊は 月 日から，食事提供は 月 日から開始した。

ハ 阿武隈ライン舟下り（３月 日時点復旧率 ％）

増水時に陸地に船を移動し船体に被害はなし。ルート上の観音像と弘法の噴水が破損。

川底等の安全状況を確認した上で， 月３日から２艘で運行再開。残りの４艘を陸上から川

に戻したのは 月９日。

ニ 自然ゆうゆう館天水舎（３月 日時点復旧率 ％）

床上浸水と断水の被災。 月８日から再開。

ホ 不動尊公園キャンプ場（内川河川公園）（３月 日時点復旧率 ％）

護岸崩落，遊歩道崩壊，裏山から土砂流入によりコテージ２棟使用不能，キャンプサイト

及び園路等に土砂堆積。

月 日に左岸の第一キャンプ場を９つのテントサイト限定で再開。１月 日から右岸の

メインである第二キャンプ場の一部テントサイトを再開。地元住民， ，ボランティア及び

関係職員の懸命な復旧作業により，４月１日から一部のコテージ宿泊及び土日祝日のデイサ

イトを再開。

○ 対応

準備対応

月 日，県有施設の週末の対応を確認。

定時報告について，公所及び受託業者へ依頼するとともに，県観光課員へ週末の対応を周知し

ロ 観光関連施設に係る圏域集計〔各地方振興事務所管内〕

圏域所管 市町村数 箇所数 被害額

大河原地方振興事務所 ９市町／ ９市町 か所 千円

仙台地方振興事務所 ２町 ／ 市町村 ３か所 千円

北部地方振興事務所 ３市町／ ５市町 か所 千円

北部地方振興事務所栗原地域事務所 １市 ／ １市 ２か所 千円

東部地方振興事務所 ３市町／ ３市町 ６か所 千円

東部地方振興事務所登米地域事務所 １市 ／ １市 ９か所 千円

気仙沼地方振興事務所 ２市町／ ２市町 ６か所 千円

計 市町／ 市町村 か所 千円

 

第１０節 観光に関する対応 
１ 観光の被害及び復旧状況

○ 被害の状況や動き

本県は，東は太平洋に面し，豊かな漁場と日本三景のひとつである松島をはじめとする風光明媚

な観光地に恵まれ，西には蔵王，船形，栗駒等の山々が連なり，中央部には仙台平野が広がり四季

折々の姿を見せている。また，豊かな自然や歴史的な文化遺産，さらに伝統的な祭りや行事など，

全国に誇れる観光資源に恵まれている。

平成 年度から令和２年度までを計画期間とする基本計画「第４期みやぎ観光戦略プラン」（平

成 年３月策定）を定め，みやぎ観光創造県民条例の基本方針を踏まえながら，宮城の将来ビジョ

ンの分野別計画として「地域が潤う、訪れてよしの観光王国みやぎの実現」及び宮城県震災復興計

画の分野別計画として「多様な魅力を持つみやぎの観光の再生」のため，４つの観光戦略プロジェ

クトに基づき，幅広く各種施策を実施し，観光振興策に取り組んでいた。

観光関連施設の被害状況

被害報告第１報は， 月 日５時 分の大雨特別警報解除〔県内全域〕後の７時 分に大河

原地方振興事務所管内の立木被害について報告があった。

被害報告第２報は，８時過ぎ，公所より公園駐車場の指定管理者から駐車場の冠水により一

部の発券機・精算機及び満車空車総合案内表示機が稼働しなくなっているため，リース物件保

守業者へ復旧要請中だが，交通事情により到着予定時刻がわからない状況との報告があった。

被害報告第３報は，８時 分，仙台地方振興事務所管内の市町村から県管理の観光道路で倒

木があり通行障害が生じているとの通報であった。

県内各地からの被害報告が徐々に入りだしたのは， 月 日夕方からであった。各地では夜

明けから救助・避難・捜索・状況把握に追われ，とりまとめが可能となった市町村から地方振

興事務所を通じて被害報告が出されるようになった。

被災から 日目の 月 日時点において，被害なしを含め被害確定した市町村は 市町村

で，約３分の２の市町では被害箇所等の報告はあるものの調査中が継続した。

月 日時点においては，被害なしを含む被害確定した市町村は 市町村まで増えたもの

の，半数以上の市町が調査継続となった。 月 日時点では，被害なしを含む被害確定した市

町村は 市町村となったが，依然３分の１の市町が調査継続となった。被害が甚大であった地

域の山間地においては，観光関連施設までのアクセス道が崩落や崖崩れなどによる立入規制に

より被害確認が更に困難となり，県内全域における観光関連施設の被害確定報告処理は令和２

年３月となった。

３月 日時点で被害額が判明した県内観光関連施設の被害状況は，合計 市町 か所で 億

万円程にのぼった。被害種別集計及び圏域別集計については次表のとおりで，甚大な被害

がもたらされた丸森町の被害額は，全体の約 ％を占めるに至った。

イ 観光関連施設に係る被害種別集計〔市町数は重複あり〕

種別 市町村数 箇所数 被害額

法面等崩壊 ８市町 か所 千円

施設浸水・冠水 ８市町 か所 千円

施設損壊 市町 か所 千円

県有施設損壊 ４市町 ５か所 千円

計 か所 千円
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○ 課題と今後の対策の方向性

初動対応

公所職員が交通障害等により登庁に時間を要したことから，特に，数名の配置人員の公所の

災害対応にあっては，バックアップ体制も念頭においた災害配備計画も検討しておく必要があ

る。

被害状況確認について

自然公園区域内の山間被災地では，崖崩れや崩落箇所などがあり，危険区域の立入規制があ

り被害状況確認が困難となる。災害復旧工事等も含め，長期的な対応となることも想定し，ス

ムーズな対応を確保するため地元関係機関等との連携を平時から緊密に行う必要がある。

２ 観光対策

○ 被害の状況や動き

施設の直接的ハード被害のほか，台風が接近する前から年末位までの県内の各種イベントが中

止になるなど，宿泊等旅行キャンセルが相次ぎ，宿泊事業者をはじめとする観光関連産業への影

響が大きく，観光需要回復のための支援策が求められた。

紅葉行楽シーズンでの被災により，観光客減少による観光関連事業者への打撃は大きなものと

なった。

国の観光対策支援

国の観光対策支援については，施設設備復旧等支援のほか，減少した観光需要の回復支援と

して，災害救助法の適用を受けた都県内の市区町村のうち，災害に起因するキャンセルが発生

している地域（以下「対象地域」という。）の旅行需要を早期に回復及び喚起するため，国内

旅行者はもとより国外旅行者も対象とした旅行商品や宿泊に対し，補助事業者が割引に係る費

用を支援する事業を創設し，目的地が対象地域の旅行商品（日帰り旅行商品は除く。）もしく

は対象地域内の宿泊施設における宿泊を対象とし，旅行代金もしくは宿泊料金が割り引かれる

いわゆる「ふっこう割」を展開するに至った。

観光庁は，観光支援事業費補助金として，独自調査による被害影響度を基に，宮城県の交付

限度額を 千円と定めた。

民間による復興支援

本県が令和元年度に観光キャンペーンキャラクターに起用したポケモン「ラプラス」などに

よる，被災地児童を励ます訪問支援などが行われた。

ポケモン「ラプラス」と「ピカチュウ」による被災地小学生とのふれ合い支援が，丸森町と

大郷町で 月に行われた。

○ 対応

宮城県ふっこう割

被災地域における観光需要を喚起するための旅行・宿泊料金を割引する「宮城県ふっこう

割」による観光需要回復支援を実施。

イ 目的

東日本台風等の影響により，県内宿泊需要の落ち込み（宿泊キャンセル）が顕著であるこ

とから，国内旅行者はもとより国外旅行者も対象とした旅行・宿泊料金の割引を支援するこ

とで，観光需要を喚起するもの。

連絡がとれるようにしておくよう申し合わせた。

初動対応

月 日 時 分，大雨特別警報発令〔大河原管内〕にて３号配備の初動自動配備。概ね

１時間以内に６名が登庁配備。

月 日５時 分の大雨特別警報解除〔県内全域〕後，公所所属職員宅の周辺について，車

が水没するほどの冠水により登庁困難な状況なため初動待機職員が公所登庁する旨の情報があ

った。交通障害により９時 分に公所の初動代替職員が到着。

９時 分，公所職員による所管施設等の被害状況確認について，配備職員手薄につき対応困

難と判断し，県観光課の初動待機職員を公所へ応援派遣させることを決定。工事現場を含む公園

施設等の被害確認業務を指示。

次避難（２次避難）支援

月 日 時 分，蔵王町に避難してくる方々について，仮設住宅等への入居ができるま

での避難生活期間において，ホテル・旅館等を利用したレスパイト的・ショートステイ的な一時

的避難支援（入浴等支援）であるいわゆる 次避難の対応等を，蔵王町で検討している旨の情

報が県保健福祉部から県経済商工観光部へ寄せられた。

県経済商工観光部での具体の対応を検討し，県保健福祉部等と調整を行うこととした。

本災害における 次避難についても，災害救助法の対象となる旨の文書が 月 日付けで

内閣府から発出された。

関係部局間で次のような役割分担とすることを申し合わせた。

本災害においては，自衛隊等による入浴支援が一定期間行われたことや，みなし仮設住宅等の

対応などにより，広域的な 次避難の需要が多くはなかったことから，市町村単位を基本とし

た市町村による 次避難対応が行われた。

観光施設再生支援事業

東日本台風により被災した観光事業者の再建・復旧のため，グループ補助金の対象とならない

中小企業等へ向け，被災した施設及び設備の復旧に要する経費の一部を助成（補助率１／２）す

る事業費予算を 月補正予算にて予算措置するとともに，令和２年度当初予算でも措置し，グル

ープ補助金を補完することとした。

県有公園施設維持補修費

自然公園内の被災した遊歩道及び流失等案内標識などの施設復旧費を， 月補正予算にて予算

措置し災害復旧することとした。

観光の被害及び復旧状況に関する検証

○ 評価できる点

初動対応

公所の業務応援に県観光課職員を応援派遣させたことは，早期状況把握等に資することがで

きた。

県関係課室 国機関 県内 

震災援護室 内閣府防災担当との協議・相談 市町村との調整 

観光課 観光庁への報告・相談 旅館・ホテルとの調整 
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○ 課題と今後の対策の方向性

初動対応

公所職員が交通障害等により登庁に時間を要したことから，特に，数名の配置人員の公所の

災害対応にあっては，バックアップ体制も念頭においた災害配備計画も検討しておく必要があ

る。

被害状況確認について

自然公園区域内の山間被災地では，崖崩れや崩落箇所などがあり，危険区域の立入規制があ

り被害状況確認が困難となる。災害復旧工事等も含め，長期的な対応となることも想定し，ス

ムーズな対応を確保するため地元関係機関等との連携を平時から緊密に行う必要がある。

２ 観光対策

○ 被害の状況や動き

施設の直接的ハード被害のほか，台風が接近する前から年末位までの県内の各種イベントが中

止になるなど，宿泊等旅行キャンセルが相次ぎ，宿泊事業者をはじめとする観光関連産業への影

響が大きく，観光需要回復のための支援策が求められた。

紅葉行楽シーズンでの被災により，観光客減少による観光関連事業者への打撃は大きなものと

なった。

国の観光対策支援

国の観光対策支援については，施設設備復旧等支援のほか，減少した観光需要の回復支援と

して，災害救助法の適用を受けた都県内の市区町村のうち，災害に起因するキャンセルが発生

している地域（以下「対象地域」という。）の旅行需要を早期に回復及び喚起するため，国内

旅行者はもとより国外旅行者も対象とした旅行商品や宿泊に対し，補助事業者が割引に係る費

用を支援する事業を創設し，目的地が対象地域の旅行商品（日帰り旅行商品は除く。）もしく

は対象地域内の宿泊施設における宿泊を対象とし，旅行代金もしくは宿泊料金が割り引かれる

いわゆる「ふっこう割」を展開するに至った。

観光庁は，観光支援事業費補助金として，独自調査による被害影響度を基に，宮城県の交付

限度額を 千円と定めた。

民間による復興支援

本県が令和元年度に観光キャンペーンキャラクターに起用したポケモン「ラプラス」などに

よる，被災地児童を励ます訪問支援などが行われた。

ポケモン「ラプラス」と「ピカチュウ」による被災地小学生とのふれ合い支援が，丸森町と

大郷町で 月に行われた。

○ 対応

宮城県ふっこう割

被災地域における観光需要を喚起するための旅行・宿泊料金を割引する「宮城県ふっこう

割」による観光需要回復支援を実施。

イ 目的

東日本台風等の影響により，県内宿泊需要の落ち込み（宿泊キャンセル）が顕著であるこ

とから，国内旅行者はもとより国外旅行者も対象とした旅行・宿泊料金の割引を支援するこ

とで，観光需要を喚起するもの。

連絡がとれるようにしておくよう申し合わせた。

初動対応

月 日 時 分，大雨特別警報発令〔大河原管内〕にて３号配備の初動自動配備。概ね

１時間以内に６名が登庁配備。

月 日５時 分の大雨特別警報解除〔県内全域〕後，公所所属職員宅の周辺について，車

が水没するほどの冠水により登庁困難な状況なため初動待機職員が公所登庁する旨の情報があ

った。交通障害により９時 分に公所の初動代替職員が到着。

９時 分，公所職員による所管施設等の被害状況確認について，配備職員手薄につき対応困

難と判断し，県観光課の初動待機職員を公所へ応援派遣させることを決定。工事現場を含む公園

施設等の被害確認業務を指示。

次避難（２次避難）支援

月 日 時 分，蔵王町に避難してくる方々について，仮設住宅等への入居ができるま

での避難生活期間において，ホテル・旅館等を利用したレスパイト的・ショートステイ的な一時

的避難支援（入浴等支援）であるいわゆる 次避難の対応等を，蔵王町で検討している旨の情

報が県保健福祉部から県経済商工観光部へ寄せられた。

県経済商工観光部での具体の対応を検討し，県保健福祉部等と調整を行うこととした。

本災害における 次避難についても，災害救助法の対象となる旨の文書が 月 日付けで

内閣府から発出された。

関係部局間で次のような役割分担とすることを申し合わせた。

本災害においては，自衛隊等による入浴支援が一定期間行われたことや，みなし仮設住宅等の

対応などにより，広域的な 次避難の需要が多くはなかったことから，市町村単位を基本とし

た市町村による 次避難対応が行われた。

観光施設再生支援事業

東日本台風により被災した観光事業者の再建・復旧のため，グループ補助金の対象とならない

中小企業等へ向け，被災した施設及び設備の復旧に要する経費の一部を助成（補助率１／２）す

る事業費予算を 月補正予算にて予算措置するとともに，令和２年度当初予算でも措置し，グル

ープ補助金を補完することとした。

県有公園施設維持補修費

自然公園内の被災した遊歩道及び流失等案内標識などの施設復旧費を， 月補正予算にて予算

措置し災害復旧することとした。

観光の被害及び復旧状況に関する検証

○ 評価できる点

初動対応

公所の業務応援に県観光課職員を応援派遣させたことは，早期状況把握等に資することがで

きた。

県関係課室 国機関 県内 

震災援護室 内閣府防災担当との協議・相談 市町村との調整 

観光課 観光庁への報告・相談 旅館・ホテルとの調整 
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○ 課題と今後の対策の方向性

・ 誘客安定化

割引支援期間経過後においても，継続的・安定的に宿泊客が推移するよう不断の振興策検討

を行っていく必要がある。

ロ 対象地域

宮城県内全域

ハ 事業実施期間

月 日 午後から割引旅行・宿泊商品を随時販売開始

※ 対象となる宿泊期間は，１月５日から３月 日

ニ 予算額

千円（うち県一般財源上乗せ分 千円）

ホ 割引額

日本人向けの旅行・宿泊商品の場合，１室２名以上の利用のみ対象

※ 外国人向けの旅行宿泊商品の場合，１室１名の利用でも可

ヘ 販売実績

ｲ 旅行商品販売実績（補助金額ベース，３月 日時点）

国内販売分： 千円（ 人泊相当）

うち小原・白石湯沢温泉応援枠（ 万円）販売分： 千円（ 人泊相当）

海外販売分： 千円（ 人泊相当）

合 計： 千円（ 人泊相当）

ﾛ 交付決定団体数及び当初交付決定額

◇ 国内旅行会社

申 請 額 円

交付決定額 円 団体

◇ 国外旅行会社

申 請 額 円

交付決定額 円 団体

◇ 合 計

申 請 額 円

交付決定額 円 団体

※ 国内，国外両方申請した団体 ３団体

観光対策に関する検証

○ 評価できる点

・ 県独自策

県独自財源を上乗せすることで，支援総額を拡大するとともに，交通遮断等により大きな影響

を受けた温泉地の応援枠を設定するなどし，よりきめ細かな支援策を打ち出せることができた。

旅行・宿泊商品の金額

（１名旅行代金）

１旅行１泊当たり

の割引額

１旅行連泊の場合の

１人当たりの割引限度額

１万円以上 円
日本人 円 ３泊分

外国人 円 泊分
６千円以上～１万円未満 円

２千円以上 ～６千円未満 円

２千円未満 対象外 －
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○ 課題と今後の対策の方向性

・ 誘客安定化

割引支援期間経過後においても，継続的・安定的に宿泊客が推移するよう不断の振興策検討

を行っていく必要がある。

ロ 対象地域

宮城県内全域

ハ 事業実施期間

月 日 午後から割引旅行・宿泊商品を随時販売開始

※ 対象となる宿泊期間は，１月５日から３月 日

ニ 予算額

千円（うち県一般財源上乗せ分 千円）

ホ 割引額

日本人向けの旅行・宿泊商品の場合，１室２名以上の利用のみ対象

※ 外国人向けの旅行宿泊商品の場合，１室１名の利用でも可

ヘ 販売実績

ｲ 旅行商品販売実績（補助金額ベース，３月 日時点）

国内販売分： 千円（ 人泊相当）

うち小原・白石湯沢温泉応援枠（ 万円）販売分： 千円（ 人泊相当）

海外販売分： 千円（ 人泊相当）

合 計： 千円（ 人泊相当）

ﾛ 交付決定団体数及び当初交付決定額

◇ 国内旅行会社

申 請 額 円

交付決定額 円 団体

◇ 国外旅行会社

申 請 額 円

交付決定額 円 団体

◇ 合 計

申 請 額 円

交付決定額 円 団体

※ 国内，国外両方申請した団体 ３団体

観光対策に関する検証

○ 評価できる点

・ 県独自策

県独自財源を上乗せすることで，支援総額を拡大するとともに，交通遮断等により大きな影響

を受けた温泉地の応援枠を設定するなどし，よりきめ細かな支援策を打ち出せることができた。

旅行・宿泊商品の金額

（１名旅行代金）

１旅行１泊当たり

の割引額

１旅行連泊の場合の

１人当たりの割引限度額

１万円以上 円
日本人 円 ３泊分

外国人 円 泊分
６千円以上～１万円未満 円

２千円以上 ～６千円未満 円

２千円未満 対象外 －
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第１１節 災害廃棄物等の処理 
１ 災害廃棄物の処理

○ 被害の状況や動き

堤防の決壊等に伴う浸水等による建物の損壊が多い地域では，不要となった家具や家電等ととも

に，建物解体による災害廃棄物が発生した。

県では，災害廃棄物の発生量を把握しながら，「令和元年台風第 号に係る災害廃棄物の処理方

針」を策定した。この処理方針において，稲わら等を含めた災害廃棄物の発生見込量を約 万トン

と推計した上で，県が災害廃棄物の処理を担う市町村に対する指導助言や広域処理の調整等を行う

こととし，被災地復旧と環境負荷への配慮について整合性を図りながら，令和２年度末までの処理

完了を目標とした。

市町村の災害廃棄物処理に対する財政支援等を国に要望し，災害廃棄物処理については平成

年７月の西日本豪雨並みの地方財政措置等が講じられることとなった。

○ 対応

・発災前に，環境省からの災害廃棄物に関する初動対応や仮置場の確保等の注意喚起に係る通知を

市町村へ発出した。

・庁内外の連携会議等の開催

・災害廃棄物及び稲わらの適正処理に関する関係機関の連携を図るため，県庁内の環境・農業・水

産林業・土木の各部局による４部連携会議や市町村担当者会議，国と県との連絡会議などの各種会

議を開催した。

・被災市町村への人的支援

特に被害が甚大な丸森町に下記のとおり人的支援を実施した。

災害廃棄物処理関連業務 日間 延べ 人

契約事務及び補助申請事務 ８日間 延べ 人

・ 次仮置場の設置

処理の長期化が懸念されたことから，公共関与の最終処分場である（公財）宮城県環境事業公

社が管理するクリーンプラザみやぎの埋立終了地を活用して，県が 次的な仮置場を設置し，

必要に応じて被災市町村から災害廃棄物（稲わら）を一時的に受け入れた。

・登米市旧クリーンセンターの稼働延長

県内市町村の焼却能力が限界となっていたことから，環境省と連携して登米市と調整し， 月

で稼働を停止した同市旧クリーンセンターを最大で令和２年度末まで稼働延長させ，同市及び他

の被災市町村の災害廃棄物（稲わらを除く。）の処理を促進した。

・広域処理の調整

発生地域内で処理しきれない災害廃棄物について，環境省等と連携して調整し，県内外の自治

体や民間事業者の協力を得て広域処理の取組を進めた。

災害廃棄物の処理に関する検証

○ 評価できる点

・庁内外の連携会議等の開催による関係機関の連携強化

会議等でそれぞれが保有する情報の共有がなされた結果，市町村に対し，各種補助制度を網

羅的に周知することができた。さらに，災害廃棄物処理を担う市町村内部における関係部局の
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連携を促す上でも効果的であった。

・災害対応に慣れていない被災市町村に対する，災害廃棄物処理経験のある職員の派遣

災害廃棄物処理の経験が少ない被災市町村に対し，知見のある職員を派遣してノウハウ等を

伝えることにより，適正かつ円滑な処理を促進することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

課題

・被災市町村のマンパワー及び組織内の連携不足

被災市町村の中には，環境部門の職員が限られ，廃棄物処理を直接行っていない自治体も

あって災害廃棄物処理に関する経験や知見が必ずしも十分でないところが見られた。また，

稲わらの処理について，関係部局の連携や調整が円滑でないところもあった。

・災害廃棄物処理計画の未策定

被災市町村の中には，具体的な処理計画策定などの準備が整っていなかったこともあっ

て，主体的で迅速かつ円滑な災害廃棄物処理の実施に戸惑いも見受けられた。

・被災市町村間における取組の格差

過去のノウハウの蓄積等により，国や県の指導助言等がなくても自主的に処理を進められ

る市町村があった一方で，国や県の指導・助言等を踏まえながら対応する市町村など，被災

市町村間において取組に格差が見られた。

・災害等廃棄物処理事業費補助金の補助対象及び補助率

被災市町村は，自らの財政状況を踏まえた上で，補助制度の対象や補助率を念頭に処理せ

ざるを得ないことから，広域処理においても，運搬費用がかさむ遠方の自治体における処理

を敬遠したり，民間事業者の処理委託費用の一部（諸経費）が補助対象外であるために委託

に慎重になる事例があった。

・適時適切な情報共有の不足

市町村が災害廃棄物処理の対応方針を決定するに当たっては，関係する支援制度等の情報

を迅速かつ漏れなく把握することが必要であることから，国及び市町村等との緊密な連携に

より，情報共有の迅速化に努めていく必要がある。

今後の対策の方向性

・被災市町村からの積極的な情報収集，十分な調整等

被災市町村においては，災害対応によって余裕がないことも想定されるため，県では，市

町村からの相談や連絡がない場合でも，アウトリーチにより積極的に情報収集するととも

に，市町村内部での情報共有や連携に配慮しつつ，適切なタイミングで情報提供を行う。ま

た，災害廃棄物の処理主体である市町村と十分に協議・調整を行った上で支援を行う。

・ノウハウを持った職員による人的支援

災害廃棄物処理に係る人員や知識が不足している被災市町村に対し，知見を持った職員を

派遣し，効果的な指導助言等を行う。

・市町村職員の人材育成や災害廃棄物処理計画の策定支援

定期的，継続的に市町村職員向けの災害廃棄物処理に係る研修等を実施し，市町村職員の

ノウハウの蓄積を図るとともに，処理計画未策定の市町村に対して，具体的な処理計画の策

定を支援する。

第１１節 災害廃棄物等の処理 
１ 災害廃棄物の処理

○ 被害の状況や動き

堤防の決壊等に伴う浸水等による建物の損壊が多い地域では，不要となった家具や家電等ととも

に，建物解体による災害廃棄物が発生した。

県では，災害廃棄物の発生量を把握しながら，「令和元年台風第 号に係る災害廃棄物の処理方

針」を策定した。この処理方針において，稲わら等を含めた災害廃棄物の発生見込量を約 万トン

と推計した上で，県が災害廃棄物の処理を担う市町村に対する指導助言や広域処理の調整等を行う

こととし，被災地復旧と環境負荷への配慮について整合性を図りながら，令和２年度末までの処理

完了を目標とした。

市町村の災害廃棄物処理に対する財政支援等を国に要望し，災害廃棄物処理については平成

年７月の西日本豪雨並みの地方財政措置等が講じられることとなった。

○ 対応

・発災前に，環境省からの災害廃棄物に関する初動対応や仮置場の確保等の注意喚起に係る通知を

市町村へ発出した。

・庁内外の連携会議等の開催

・災害廃棄物及び稲わらの適正処理に関する関係機関の連携を図るため，県庁内の環境・農業・水

産林業・土木の各部局による４部連携会議や市町村担当者会議，国と県との連絡会議などの各種会

議を開催した。

・被災市町村への人的支援

特に被害が甚大な丸森町に下記のとおり人的支援を実施した。

災害廃棄物処理関連業務 日間 延べ 人

契約事務及び補助申請事務 ８日間 延べ 人

・ 次仮置場の設置

処理の長期化が懸念されたことから，公共関与の最終処分場である（公財）宮城県環境事業公

社が管理するクリーンプラザみやぎの埋立終了地を活用して，県が 次的な仮置場を設置し，

必要に応じて被災市町村から災害廃棄物（稲わら）を一時的に受け入れた。

・登米市旧クリーンセンターの稼働延長

県内市町村の焼却能力が限界となっていたことから，環境省と連携して登米市と調整し， 月

で稼働を停止した同市旧クリーンセンターを最大で令和２年度末まで稼働延長させ，同市及び他

の被災市町村の災害廃棄物（稲わらを除く。）の処理を促進した。

・広域処理の調整

発生地域内で処理しきれない災害廃棄物について，環境省等と連携して調整し，県内外の自治

体や民間事業者の協力を得て広域処理の取組を進めた。

災害廃棄物の処理に関する検証

○ 評価できる点

・庁内外の連携会議等の開催による関係機関の連携強化

会議等でそれぞれが保有する情報の共有がなされた結果，市町村に対し，各種補助制度を網

羅的に周知することができた。さらに，災害廃棄物処理を担う市町村内部における関係部局の
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・県外（広域）処理に係る受入先の事前調整等

被災市町村が自地域で災害廃棄物を処理できない事態に備えて，あらかじめ県外（広域）

処理に係る受入先を事前調整した上で，災害時に受入れ可能な施設をリスト化し，共有する

ことができる体制の整備を進める。

・大規模災害時における災害廃棄物処理に係る法規制及び補助制度の改善

被災市町村が，広域処理や民間事業者への処理委託を円滑に進めることができるよう，国

による制度の柔軟な運用と見直し（被災の程度に応じた補助制度の標準化など）について要

望していく。

・国の各種支援事業の総合的な周知

国の複数の支援事業を事前に整理しておくなど，発災後に適時・適切なタイミングで市町

村へ周知できるようにしていく。

２ し尿対策

○ 被害の状況や動き

・災害時における防災協定等に基づき，関係団体の協力を得て，要請のあった丸森町の避難所への

仮設トイレの設置及びし尿処理に係る調整を行った。

・下水・し尿・浄化槽汚泥の撤去等に関する協定を，宮城県環境整備事業協同組合（以下，「環整

協」という。），（公社）宮城県生活環境事業協会（以下，「生環協」という。）とそれぞれ締結

している。

○ 対応

・ 月 日

県災害対策本部から，丸森町内の避難所２か所に仮設トイレ 基（当日中に３か所・ 基に変更）

の設置依頼ありとの連絡を受け，生環協及び環整協に対し仮設トイレの確保について打診した。当

日中に 基の確保が可能な環整協へ設置を依頼した。また し尿処理については 生環協から紹介さ

れた民間処理事業者へ依頼した。

設置に当たっては，現地リエゾンを通じて，輸送ルートの交通規制情報の提供，輸送車の搬入路

の確保，仮設トイレの固定方法（杭打ち又は重し）等を確認することにより，当日中に設置するこ

とができた。

・ 月 日までに丸森町内の避難所等５か所に合計 基の設置が完了した。

・ 月 日までに丸森町内の避難所等９か所に合計 基の設置が完了した。

・このほか，経済産業省及び北海道が，丸森町内の避難所等６か所に合計 基を設置した。

・この間，し尿処理事業者に対して，仮設トイレの設置状況を逐次情報提供した。

し尿対策に関する検証

○ 評価できる点

・ 災害時における防災協定により関係団体から速やかに協力が得られ，迅速な対応につながっ

た。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 被災市町からの要請内容が，県災害対策本部ルートと現地リエゾンルートで相違する場面が
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あった。情報の共有や伝達方法について，確認しておく必要がある。

・ 以下の２点の理由により，国及び各地方自治体における快適トイレ（国土交通省標準仕様）

の備蓄並びに協定締結団体への快適トイレ確保の要請の必要性が認められる。

仮設トイレの設置要請があった自治体からは，洋式トイレを希望されたものの必要な基数

が不足する事態が生じたこと。

提供を受けた仮設トイレは工事現場に設置される簡素なタイプがほとんどで、高齢者等の

ニーズに応えられるような機能を備えたトイレを確保する必要があったこと。

○関連資料

平成 年８月４日付国土交通省資料「建設現場に設置する「快適トイレ」の標準仕様決定」

３ 稲わら対策

○ 被害の状況や動き

宮城県内における 月９日時点の水稲収穫作業は約９割まで進んでおり，大雨となった 月 日

から 日にかけては，多くのほ場に稲刈り後の稲わらが散在している状況だった。

このため，大雨による堤防の決壊や河川の氾濫，水路からの越流等で流入した河川水等により，

広範囲のほ場にあった稲わらが一部のほ場等に大量に堆積する事態となり，翌年の営農再開に大き

な支障をきたすことが懸念された。

○ 対応

月 日に被災農家の営農再開に対する支援を国に要望し，環境省と農林水産省の事業の連携に

よるほ場等に堆積した稲わら等の処理スキームや被災した稲作農家への特別対策が創設された。

ほ場等に堆積した稲わら等の処理を効率的かつ適正に進めていくためには，環境担当部局と農政

担当部局の緊密な連携が必要となることから，県環境生活部・農政部関係課による打合せ会議を随

時開催した。

災害廃棄物の処理を担う市町村においても，両部局の連携のもと，地域の状況に応じて，活用で

きる制度を適切に組み合わせていくことが重要なポイントとなることから，市町村の環境担当課及

び農政担当課，国，県その他関係団体が一堂に会する「令和元年台風 号により発生した稲わらの

適正処理に係る連携会議」を開催した。

会議では，新たに創設された国の支援スキームに加え，各種支援事業の内容に関して理解を深め

るとともに，推進体制等についての認識の共有を図ったほか，稲わらの処理に当たっては，国の支

援事業も活用しながら，可能な限り農地へのすき込みや堆肥化など再利用を優先させるよう要請し

た。

また，農林水産省の支援事業に取り組むに当

たり，市町村は，被災農業者等が助成対象者で

あることを示す被災証明書の発行を行う必要

があることから，市町村の事務負担をできるだ

け軽減するため，県独自の支援として，大雨後

の浸水状況等が確認できる衛星写真を ファ

イル化し，事業に活用したいと希望のあった市

町村に提供した。
市町村に提供した衛星写真の例 

・県外（広域）処理に係る受入先の事前調整等

被災市町村が自地域で災害廃棄物を処理できない事態に備えて，あらかじめ県外（広域）

処理に係る受入先を事前調整した上で，災害時に受入れ可能な施設をリスト化し，共有する

ことができる体制の整備を進める。

・大規模災害時における災害廃棄物処理に係る法規制及び補助制度の改善

被災市町村が，広域処理や民間事業者への処理委託を円滑に進めることができるよう，国

による制度の柔軟な運用と見直し（被災の程度に応じた補助制度の標準化など）について要

望していく。

・国の各種支援事業の総合的な周知

国の複数の支援事業を事前に整理しておくなど，発災後に適時・適切なタイミングで市町

村へ周知できるようにしていく。

２ し尿対策

○ 被害の状況や動き

・災害時における防災協定等に基づき，関係団体の協力を得て，要請のあった丸森町の避難所への

仮設トイレの設置及びし尿処理に係る調整を行った。

・下水・し尿・浄化槽汚泥の撤去等に関する協定を，宮城県環境整備事業協同組合（以下，「環整

協」という。），（公社）宮城県生活環境事業協会（以下，「生環協」という。）とそれぞれ締結

している。

○ 対応

・ 月 日

県災害対策本部から，丸森町内の避難所２か所に仮設トイレ 基（当日中に３か所・ 基に変更）

の設置依頼ありとの連絡を受け，生環協及び環整協に対し仮設トイレの確保について打診した。当

日中に 基の確保が可能な環整協へ設置を依頼した。また し尿処理については 生環協から紹介さ

れた民間処理事業者へ依頼した。

設置に当たっては，現地リエゾンを通じて，輸送ルートの交通規制情報の提供，輸送車の搬入路

の確保，仮設トイレの固定方法（杭打ち又は重し）等を確認することにより，当日中に設置するこ

とができた。

・ 月 日までに丸森町内の避難所等５か所に合計 基の設置が完了した。

・ 月 日までに丸森町内の避難所等９か所に合計 基の設置が完了した。

・このほか，経済産業省及び北海道が，丸森町内の避難所等６か所に合計 基を設置した。

・この間，し尿処理事業者に対して，仮設トイレの設置状況を逐次情報提供した。

し尿対策に関する検証

○ 評価できる点

・ 災害時における防災協定により関係団体から速やかに協力が得られ，迅速な対応につながっ

た。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 被災市町からの要請内容が，県災害対策本部ルートと現地リエゾンルートで相違する場面が
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高圧ガスの二次災害対策に関する検証

○ 評価できる点

・ 被害状況把握について（一社）宮城県 ガス協会を通じて行ったことで，県内の状況を速や

かに把握することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県消防課産業保安班は，県災害対策本部庶務グループの役割も担っている。今回は，大規模

な爆発事故や漏洩事故はなかったが，重大な事故が発生した場合，人手不足となることが考え

られる。状況に応じて他班から応援をもらうなど臨機応変に対応していく必要がある。

大気中アスベスト濃度モニタリング

○ 被害の状況や動き

イ 災害時の対応

「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」（平成 年９月 環境省 水・大

気環境局大気環境課）で，災害時には，自治体 による大気中アスベスト濃度モニタリング（以

下「環境モニタリング」という。）が必要とされている。

また，「宮城県災害廃棄物処理計画」（平成 年８月 宮城県）では，県，市町村及び一部事

務組合は，災害廃棄物の処理現場（建物の解体現場や仮置場等）周辺における地域住民の生活

環境への影響を把握するため，環境モニタリングを行うと定めている。

ロ 環境モニタリング

平時の対応として，産業廃棄物処理施設近傍，解体現場及び一般環境において環境モニタリ

ングを毎年度実施しているほか，平成 年度からは，東日本大震災の被災地において，建築物

の解体等に伴うアスベスト粉じんの発生の有無を確認するため環境モニタリングを実施して

いる。

○ 対応

一般住家への被害が多かったものの，木造家屋についても，アスベスト含有仕上塗材やアスベ

スト含有成形板等が使用されている可能性があることから，被害の大きい３市２町（石巻市，角

田市，大崎市，丸森町及び大郷町）に設置された災害廃棄物仮置場 か所の現地調査を， 月

日から実施し，アスベスト飛散の恐れが無いことを確認した。

また，周辺住民の不安防止等を目的に，３市２町の仮置場７か所周辺の環境モニタリングを１

月 日から２月４日にかけ実施し，通常の大気環境と変わらないことを確認した。

大気中アスベスト濃度モニタリングに関する検証

○ 評価できる点

・ 発災２週間後から災害廃棄物仮置場の調査を開始し，仮置場からのアスベスト飛散の恐れが

無いことを，発災後比較的早い段階で把握できた。

また，例年実施している解体現場における環境モニタリングの対象を災害廃棄物仮置場周辺

等に切り替えることにより，速やかに災害対応することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

稲わら対策に関する検証

○ 評価できる点

・ 稲わらの対応に関しては，市町村によって取り組みの進捗が異なり，市町村の農政担当課の

みで対応を検討し，環境担当課との調整がないまま県に相談してくるケースもあった。今回，

環境省と農林水産省の連携スキームが新たに創設されたことを踏まえ，環境生活部と連携を図

り，両部局の関係者を参集範囲として説明会を開催したことは，災害廃棄物処理を担う市町村

内部における関係部局の連携を促す上でも効果的であった。

・ 市町村においては，同一職員が複数の災害対策事業を担当するなど，極めて多忙な状況とな

るため，今回，参考資料として提供した衛星写真データについては，微力ではあるが，市町村

の負担軽減に寄与した。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 災害廃棄物の処理を担う市町村の対応方針決定には，関係する支援制度等の情報を漏れなく

把握することが必要である。市町村からは，方針を速やかに決定するため，国の新設事業の要

綱・要領等，詳細な内容を早期に示して欲しいとの要望を多数受けており，国及び市町村等と

の緊密な連携により，情報提供の一層の迅速化に努めていく必要がある。

・ 災害で堆積した稲わらについては，可能な限り農地へのすき込みや堆肥化等による再利用を

優先させるなど，災害廃棄物の減量化を進めることが重要である。

・ これらの撤去，処分などのように，複数の部署が関わる対応については，それぞれの部署が

所管する制度等の情報共有と役割の明確化を図る必要があり，関係部署の担当レベルによる連

絡会議の設置など，柔軟かつ迅速な対応により相互調整・連携を推進する。

・ 国の支援事業等が複数関わるような場合については，事業実施主体となる市町村等が理解し

やすいよう，関連事業を一覧にして内容を整理するなど，発災後に適時・適切なタイミングで

市町村へ説明会を開催できるよう準備を行う。

４ 有害物質による二次災害の防止対策

高圧ガスの二次災害対策

○ 被害の状況や動き

大規模災害応急対策マニュアルにおいては，県消防課産業保安班は高圧ガスの二次災害対策と

して被害状況の把握，とりまとめを行うこととされている。

○ 対応

月 日朝に大河原町内の ガス充てん所からガスボンベが流出しているとの一報が入る。事

業者に対し回収に努めることを依頼し， 日には現地確認を行った。

また，県民向けに流出ボンベに係る注意喚起のチラシを作成し，県ホームページに掲載した。

その後も，ガスボンベの流出や埋没について販売事業者等から随時連絡が入った。 日以降，

（一社）宮城県 ガス協会から， ガスボンベの流出，回収状況について，毎日報告をもらうこ

とで被害状況を把握した。

高圧ガス施設については，甚大な被害のあった地域を中心に被害状況の聞き取りを行った。
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高圧ガスの二次災害対策に関する検証

○ 評価できる点

・ 被害状況把握について（一社）宮城県 ガス協会を通じて行ったことで，県内の状況を速や

かに把握することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 県消防課産業保安班は，県災害対策本部庶務グループの役割も担っている。今回は，大規模

な爆発事故や漏洩事故はなかったが，重大な事故が発生した場合，人手不足となることが考え

られる。状況に応じて他班から応援をもらうなど臨機応変に対応していく必要がある。

大気中アスベスト濃度モニタリング

○ 被害の状況や動き

イ 災害時の対応

「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」（平成 年９月 環境省 水・大

気環境局大気環境課）で，災害時には，自治体 による大気中アスベスト濃度モニタリング（以

下「環境モニタリング」という。）が必要とされている。

また，「宮城県災害廃棄物処理計画」（平成 年８月 宮城県）では，県，市町村及び一部事

務組合は，災害廃棄物の処理現場（建物の解体現場や仮置場等）周辺における地域住民の生活

環境への影響を把握するため，環境モニタリングを行うと定めている。

ロ 環境モニタリング

平時の対応として，産業廃棄物処理施設近傍，解体現場及び一般環境において環境モニタリ

ングを毎年度実施しているほか，平成 年度からは，東日本大震災の被災地において，建築物

の解体等に伴うアスベスト粉じんの発生の有無を確認するため環境モニタリングを実施して

いる。

○ 対応

一般住家への被害が多かったものの，木造家屋についても，アスベスト含有仕上塗材やアスベ

スト含有成形板等が使用されている可能性があることから，被害の大きい３市２町（石巻市，角

田市，大崎市，丸森町及び大郷町）に設置された災害廃棄物仮置場 か所の現地調査を， 月

日から実施し，アスベスト飛散の恐れが無いことを確認した。

また，周辺住民の不安防止等を目的に，３市２町の仮置場７か所周辺の環境モニタリングを１

月 日から２月４日にかけ実施し，通常の大気環境と変わらないことを確認した。

大気中アスベスト濃度モニタリングに関する検証

○ 評価できる点

・ 発災２週間後から災害廃棄物仮置場の調査を開始し，仮置場からのアスベスト飛散の恐れが

無いことを，発災後比較的早い段階で把握できた。

また，例年実施している解体現場における環境モニタリングの対象を災害廃棄物仮置場周辺

等に切り替えることにより，速やかに災害対応することができた。

○ 課題と今後の対策の方向性

稲わら対策に関する検証

○ 評価できる点

・ 稲わらの対応に関しては，市町村によって取り組みの進捗が異なり，市町村の農政担当課の

みで対応を検討し，環境担当課との調整がないまま県に相談してくるケースもあった。今回，

環境省と農林水産省の連携スキームが新たに創設されたことを踏まえ，環境生活部と連携を図

り，両部局の関係者を参集範囲として説明会を開催したことは，災害廃棄物処理を担う市町村

内部における関係部局の連携を促す上でも効果的であった。

・ 市町村においては，同一職員が複数の災害対策事業を担当するなど，極めて多忙な状況とな

るため，今回，参考資料として提供した衛星写真データについては，微力ではあるが，市町村

の負担軽減に寄与した。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 災害廃棄物の処理を担う市町村の対応方針決定には，関係する支援制度等の情報を漏れなく

把握することが必要である。市町村からは，方針を速やかに決定するため，国の新設事業の要

綱・要領等，詳細な内容を早期に示して欲しいとの要望を多数受けており，国及び市町村等と

の緊密な連携により，情報提供の一層の迅速化に努めていく必要がある。

・ 災害で堆積した稲わらについては，可能な限り農地へのすき込みや堆肥化等による再利用を

優先させるなど，災害廃棄物の減量化を進めることが重要である。

・ これらの撤去，処分などのように，複数の部署が関わる対応については，それぞれの部署が

所管する制度等の情報共有と役割の明確化を図る必要があり，関係部署の担当レベルによる連

絡会議の設置など，柔軟かつ迅速な対応により相互調整・連携を推進する。

・ 国の支援事業等が複数関わるような場合については，事業実施主体となる市町村等が理解し

やすいよう，関連事業を一覧にして内容を整理するなど，発災後に適時・適切なタイミングで

市町村へ説明会を開催できるよう準備を行う。

４ 有害物質による二次災害の防止対策

高圧ガスの二次災害対策

○ 被害の状況や動き

大規模災害応急対策マニュアルにおいては，県消防課産業保安班は高圧ガスの二次災害対策と

して被害状況の把握，とりまとめを行うこととされている。

○ 対応

月 日朝に大河原町内の ガス充てん所からガスボンベが流出しているとの一報が入る。事

業者に対し回収に努めることを依頼し， 日には現地確認を行った。

また，県民向けに流出ボンベに係る注意喚起のチラシを作成し，県ホームページに掲載した。

その後も，ガスボンベの流出や埋没について販売事業者等から随時連絡が入った。 日以降，

（一社）宮城県 ガス協会から， ガスボンベの流出，回収状況について，毎日報告をもらうこ

とで被害状況を把握した。

高圧ガス施設については，甚大な被害のあった地域を中心に被害状況の聞き取りを行った。
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第１２節 関係法令の適用と限界 
○ 被害の状況や動き

災害救助法については，同法施行令により「災害により市町村等の人口に応じた一定数以上の住家

の滅失（全壊）がある場合」（同法施行令第１条第１項第１号～第３号）又は「多数の者が生命又は身

体に危害を受け，又は受ける恐れが生じた場合であって，避難して継続的に救助を必要とする場合等」

（同法施行令第１条第１項第４号）に適用されるものである。

東日本台風の災害においては，休日の夜間という状況で被害の程度が不明確ではあったものの，気

象予報や報道等により県内の被害が甚大となることが見込まれ，速やかに同法に基づく救助等を行う

必要があると判断されたため，県では国（内閣府）との協議を経て，同法施行令第１条第１項第４号

により 市 町１村に同法を適用した。（仙台市は平成 年４月１日に国から救助実施市の指定を

受けており，自ら同法を適用している。）

なお，東日本台風に伴う災害に係る災害救助法の適用は，全国で 都県 市区町村に及んだ。

○ 対応

県では避難所設置等の救助（応急仮設住宅の供与を除く）の実施に関する事務を，地域防災計画に

基づき県から市町村（仙台市を除く）に委任することを決定し， 月 日に県内全市町村に災害救

助法が適用され，救助事務を県から市町村に委任したことについて， 月 日に仙台市を除く市町

村の災害救助法担当部署へ取り急ぎ電子メールにより通知し，後日文書を送付した。また， 月

日に県公報へ登載し，宮城県告示第 号により告示した。

災害救助法の適用に係る市町村への説明会は， 月 日午後から本町分庁舎（漁信基ビル）で開

催し，県から災害救助法の概要や災害救助事務の取扱を中心に説明するとともに，応急仮設住宅（民

間賃貸借上住宅）や住宅の応急修理制度に関する事務取扱，さらには災害援護資金及び災害弔慰金等

の関係についても説明した。説明会では，市町村から応急仮設住宅や住宅の応急修理制度の事務取扱

に関する質問が多く寄せられたが，国（内閣府）へ確認が必要な事項が多くあったことから，確認が

取れた内容については，後日取りまとめて市町村へ周知した。

災害救助法の救助期間に係る一般基準は，救助の種類により最短で３日，最長でも１か月となって

いる。県では市町村の状況を確認しながら，国（内閣府）へ協議を行い，必要な救助について特別基

準により期間を延長するよう，運用してきたところである。

なお，住宅の応急修理については，被災住宅の被害認定（り災証明の発行）の長期化や修理業者不

足等の影響があったため，一部市町において救助期間の更なる延長の対応を行ってきた。

・ 各災害廃棄物仮置場の状況は日々変化していたため，環境モニタリング実施に向けた関係機

関との協議中に，モニタリング対象施設の選定の変更を強いられた。

庁内関係課及び市町村の災害に関する対応や情報を，リアルタイムで共有する体制や仕組み

を構築していく必要がある。

毒物劇物対策

○ 被害の状況や動き

イ 毒物・劇物貯蔵施設の把握

県では，地域防災計画に基づき，運搬する上で規制を受ける毒物・劇物 種類について，毒

物・劇物製造業者，毒物・劇物販売業者，法的に届出が必要な業務上取扱者，それ以外の業務

上取扱者の容量１立方メートル以上の貯蔵設備タンク等を有する施設を把握している。

ロ 毒物・劇物貯蔵施設における被害の把握

県では，施設責任者に対し，有害物質による二次被害を防止するため，施設ごとに危害防止

規定を作成するよう指導しており，その中で被災による事故発生時等における関係機関（警察，

消防署，保健所等）との連絡体制が構築されている。

○ 対応

各保健所及び支所では，それぞれ管内の毒物劇物製造所等に対して電話連絡や現地調査を行い，

飛散流出状況を確認したが，毒物劇物関連事業所の被害はなく，毒物劇物の流出も見られないと

のことであった。

県薬務課では，宮城県毒劇物協会に対して電話及び電子メールで会員や取引先の被害状況を確

認したが，被害はないとのことであった。

毒物劇物対策に関する検証

○ 評価できる点

・ 平常時から毒物・劇物製造業者ごとに危害防止規定（緊急時連絡網）が整備されていたこと

から，発災後も各施設の責任者（毒物劇物取扱責任者）と速やかに連絡をとることができ，迅

速な被害状況の把握につながった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 引き続き，各毒物・劇物製造業者及び関係機関と綿密な連携を図っていく必要がある。
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第１２節 関係法令の適用と限界 
○ 被害の状況や動き

災害救助法については，同法施行令により「災害により市町村等の人口に応じた一定数以上の住家

の滅失（全壊）がある場合」（同法施行令第１条第１項第１号～第３号）又は「多数の者が生命又は身

体に危害を受け，又は受ける恐れが生じた場合であって，避難して継続的に救助を必要とする場合等」

（同法施行令第１条第１項第４号）に適用されるものである。

東日本台風の災害においては，休日の夜間という状況で被害の程度が不明確ではあったものの，気

象予報や報道等により県内の被害が甚大となることが見込まれ，速やかに同法に基づく救助等を行う

必要があると判断されたため，県では国（内閣府）との協議を経て，同法施行令第１条第１項第４号

により 市 町１村に同法を適用した。（仙台市は平成 年４月１日に国から救助実施市の指定を

受けており，自ら同法を適用している。）

なお，東日本台風に伴う災害に係る災害救助法の適用は，全国で 都県 市区町村に及んだ。

○ 対応

県では避難所設置等の救助（応急仮設住宅の供与を除く）の実施に関する事務を，地域防災計画に

基づき県から市町村（仙台市を除く）に委任することを決定し， 月 日に県内全市町村に災害救

助法が適用され，救助事務を県から市町村に委任したことについて， 月 日に仙台市を除く市町

村の災害救助法担当部署へ取り急ぎ電子メールにより通知し，後日文書を送付した。また， 月

日に県公報へ登載し，宮城県告示第 号により告示した。

災害救助法の適用に係る市町村への説明会は， 月 日午後から本町分庁舎（漁信基ビル）で開

催し，県から災害救助法の概要や災害救助事務の取扱を中心に説明するとともに，応急仮設住宅（民

間賃貸借上住宅）や住宅の応急修理制度に関する事務取扱，さらには災害援護資金及び災害弔慰金等

の関係についても説明した。説明会では，市町村から応急仮設住宅や住宅の応急修理制度の事務取扱

に関する質問が多く寄せられたが，国（内閣府）へ確認が必要な事項が多くあったことから，確認が

取れた内容については，後日取りまとめて市町村へ周知した。

災害救助法の救助期間に係る一般基準は，救助の種類により最短で３日，最長でも１か月となって

いる。県では市町村の状況を確認しながら，国（内閣府）へ協議を行い，必要な救助について特別基

準により期間を延長するよう，運用してきたところである。

なお，住宅の応急修理については，被災住宅の被害認定（り災証明の発行）の長期化や修理業者不

足等の影響があったため，一部市町において救助期間の更なる延長の対応を行ってきた。

・ 各災害廃棄物仮置場の状況は日々変化していたため，環境モニタリング実施に向けた関係機

関との協議中に，モニタリング対象施設の選定の変更を強いられた。

庁内関係課及び市町村の災害に関する対応や情報を，リアルタイムで共有する体制や仕組み

を構築していく必要がある。

毒物劇物対策

○ 被害の状況や動き

イ 毒物・劇物貯蔵施設の把握

県では，地域防災計画に基づき，運搬する上で規制を受ける毒物・劇物 種類 について，

毒物・劇物製造業者，毒物・劇物販売業者，法的に届出が必要な業務上取扱者，それ以外の業

務上取扱者の容量１立方メートル以上の貯蔵設備タンク等を有する施設を把握している。

ロ 毒物・劇物貯蔵施設における被害の把握

県では，施設責任者に対し，有害物質による二次被害を防止するため，施設ごとに危害防止

規定を作成するよう指導しており，その中で被災による事故発生時等における関係機関（警察，

消防署，保健所等）との連絡体制が構築されている。

○ 対応

各保健所及び支所では，それぞれ管内の毒物劇物製造所等に対して電話連絡や現地調査を行い，

飛散流出状況を確認したが，毒物劇物関連事業所の被害はなく，毒物劇物の流出も見られないと

のことであった。

県薬務課では，宮城県毒劇物協会に対して電話及び電子メールで会員や取引先の被害状況を確

認したが，被害はないとのことであった。

毒物劇物対策に関する検証

○ 評価できる点

・ 平常時から毒物・劇物製造業者ごとに危害防止規定（緊急時連絡網）が整備されていたこと

から，発災後も各施設の責任者（毒物劇物取扱責任者）と速やかに連絡をとることができ，迅

速な被害状況の把握につながった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 引き続き，各毒物・劇物製造業者及び関係機関と綿密な連携を図っていく必要がある。
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第１３節 県議会の取組 
○ 被害の状況や動き

議会庁舎内及び庁舎周辺の被害状況については，台風が接近していた 月 日の夜及び台風が通

過した 月 日の朝に確認を行ったが，特段の被害の発生はなかった。

○ 対応

・ 月 日から 月 日まで， 回にわたって開催された「県災害対策本部会議」に県議会事務

局職員が出席し，県内の被害状況等の情報収集を行うとともに，会議の内容を県議会正副議長へファ

クシミリにより随時報告した。

・県議会 月定例会が 月 日に開会され，当該災害に関する意見書や補正予算，条例議案が可決

された。また，自然災害対策調査特別委員会が設置された。

・ 月に入り，県災害対策本部からの要請により，丸森町の避難所（舘矢間小学校）へ３日間，支援

員として県議会事務局職員延べ５名を派遣した。

・全国都道府県議会議長会をはじめ，他道府県議会から，当県議会宛てに当該災害に対する見舞金が

多数寄せられた。贈呈いただいた議長会及び他道府県議会へは，感謝の意を表しお礼状を送付した。

○ 県議会の動き

県議会の取組に関する検証

○ 評価できる点

・ 県議会の独自の活動として，特別委員会を設置し，支援を求める意見書を可決したほか，災

害復旧に関する補正予算について迅速な対応を行った。

月 日 活 動 内 容

月 日 議員全員協議会 県総務部長からの被害状況等説明

（場所：議会庁舎５階大会議室 出席の際は防災服（上着）を着用）

月 日 県議会議員選挙告示

月 日 県議会議員一般選挙

月７日 北海道・東北六県議会議長会 国の関係府省及び自由民主党に対する災害対策

を求める緊急要望

月 日 議員任期満了

月 日 議員任期開始 当選議員初登庁 議員記章交付

月 日 月定例会開会

月 日 「令和元年台風第 号等に係る災害対策に対する支援を求める意見書」を可決

令和元年台風第 号による災害復旧に関する補正予算を可決

令和元年台風第 号による被災者救援に関する条例議案を可決

自然災害対策調査特別委員会の設置

 

関係法令の適用と限界に関する検証

○ 評価できる点

・ 災害救助法の適用に係る市町村への説明会を早期に開催したことにより，市町村における担

当部署間の役割が整備され，県との連絡調整窓口が明確になるなど，県と市町村の事務処理の

円滑化に繋がった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 災害救助法の適用決定以降は，県震災援護室で各種の膨大な事務処理が発生し，また，国（内

閣府）や市町村との連絡調整等に追われる状況となることから，応急救助事務に伴う庁内関係

課室との調整方法等について，定期的に事務取扱を確認するなど，今後迅速な対応が図られる

ような体制を構築する必要がある。

【参考】災害救助基準

救助の種類 一般基準

避難所の設置 災害発生の日から 日以内

応急仮設住宅の供与（建設型応急住宅） 災害発生の日から 日以内に着工

応急仮設住宅の供与（賃貸型応急住宅） 災害発生の日から速やかに借上げ，提供

炊き出しその他による食品の給与 災害発生の日から 日以内

飲料水の供給 災害発生の日から 日以内

被服，寝具その他の生活必需品の給与又は貸与 災害発生の日から 日以内

医療 災害発生の日から 日以内

助産 分べんした日から 日以内

被災者の救出 災害発生の日から 日以内

被災した住宅の応急修理 災害発生の日から か月以内

学用品の給与（教科書） 災害発生の日から か月以内

学用品の給与（文房具及び通学用品） 災害発生の日から 日以内

埋葬 災害発生の日から 日以内

死体の捜索，処理 災害発生の日から 日以内

障害物の除去 災害発生の日から 日以内
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第１３節 県議会の取組 
○ 被害の状況や動き

議会庁舎内及び庁舎周辺の被害状況については，台風が接近していた 月 日の夜及び台風が通

過した 月 日の朝に確認を行ったが，特段の被害の発生はなかった。

○ 対応

・ 月 日から 月 日まで， 回にわたって開催された「県災害対策本部会議」に県議会事務

局職員が出席し，県内の被害状況等の情報収集を行うとともに，会議の内容を県議会正副議長へファ

クシミリにより随時報告した。

・県議会 月定例会が 月 日に開会され，当該災害に関する意見書や補正予算，条例議案が可決

された。また，自然災害対策調査特別委員会が設置された。

・ 月に入り，県災害対策本部からの要請により，丸森町の避難所（舘矢間小学校）へ３日間，支援

員として県議会事務局職員延べ５名を派遣した。

・全国都道府県議会議長会をはじめ，他道府県議会から，当県議会宛てに当該災害に対する見舞金が

多数寄せられた。贈呈いただいた議長会及び他道府県議会へは，感謝の意を表しお礼状を送付した。

○ 県議会の動き

県議会の取組に関する検証

○ 評価できる点

・ 県議会の独自の活動として，特別委員会を設置し，支援を求める意見書を可決したほか，災

害復旧に関する補正予算について迅速な対応を行った。

月 日 活 動 内 容

月 日 議員全員協議会 県総務部長からの被害状況等説明

（場所：議会庁舎５階大会議室 出席の際は防災服（上着）を着用）

月 日 県議会議員選挙告示

月 日 県議会議員一般選挙

月７日 北海道・東北六県議会議長会 国の関係府省及び自由民主党に対する災害対策

を求める緊急要望

月 日 議員任期満了

月 日 議員任期開始 当選議員初登庁 議員記章交付

月 日 月定例会開会

月 日 「令和元年台風第 号等に係る災害対策に対する支援を求める意見書」を可決

令和元年台風第 号による災害復旧に関する補正予算を可決

令和元年台風第 号による被災者救援に関する条例議案を可決

自然災害対策調査特別委員会の設置

 

関係法令の適用と限界に関する検証

○ 評価できる点

・ 災害救助法の適用に係る市町村への説明会を早期に開催したことにより，市町村における担

当部署間の役割が整備され，県との連絡調整窓口が明確になるなど，県と市町村の事務処理の

円滑化に繋がった。

○ 課題と今後の対策の方向性

・ 災害救助法の適用決定以降は，県震災援護室で各種の膨大な事務処理が発生し，また，国（内

閣府）や市町村との連絡調整等に追われる状況となることから，応急救助事務に伴う庁内関係

課室との調整方法等について，定期的に事務取扱を確認するなど，今後迅速な対応が図られる

ような体制を構築する必要がある。

【参考】災害救助基準

救助の種類 一般基準

避難所の設置 災害発生の日から 日以内

応急仮設住宅の供与（建設型応急住宅） 災害発生の日から 日以内に着工

応急仮設住宅の供与（賃貸型応急住宅） 災害発生の日から速やかに借上げ，提供

炊き出しその他による食品の給与 災害発生の日から 日以内

飲料水の供給 災害発生の日から 日以内

被服，寝具その他の生活必需品の給与又は貸与 災害発生の日から 日以内

医療 災害発生の日から 日以内

助産 分べんした日から 日以内

被災者の救出 災害発生の日から 日以内

被災した住宅の応急修理 災害発生の日から か月以内

学用品の給与（教科書） 災害発生の日から か月以内

学用品の給与（文房具及び通学用品） 災害発生の日から 日以内

埋葬 災害発生の日から 日以内

死体の捜索，処理 災害発生の日から 日以内

障害物の除去 災害発生の日から 日以内
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第１５節 政府関係者の視察 
１ 総理の視察

東日本台風に係る安倍晋三総理の本県への視察は，被災状況の確認，知事との会談，被災者激励な

どを目的とし， 月 日， 月 日の計２回実施された。

総理は， 月 日に武田良太防災担当大臣等と福島県内の被災現場を視察した後，宮城県に入り

丸森町を訪問。排水ポンプ場で被災状況を視察し，丸森町長からの要望を受けたほか，町内の避難所

で被災者激励を行った。その後，自衛隊機で上空から大郷町などの被災状況を確認し，陸上自衛隊霞

目駐屯地に移動。知事からの要望を受けたほか，復旧・復興に向けて意見交換を行った。

また， 月 日には，気仙沼市などにおいて東日本大震災からの復興状況を視察した後，赤羽一

嘉国土交通大臣等と大崎市鹿島台において，知事，大崎市長，大郷町長，松島町長立ち会いの下，東

北地方整備局長から台風被害及び復旧状況の報告を受けたほか，復旧業務に当たる東北地方整備局職

員等を激励した。

２ 大臣等の視察等

東日本台風に係る大臣等の視察等のための本県への訪問状況は次のとおり。

＜東日本台風関連 大臣等訪問状況＞

日付 訪問者 訪問場所 視察内容等

月 日 赤羽一嘉国土交通大臣 県庁 知事との会談

月 日
加藤寛治農林水産副大臣 大郷町，大崎市，県庁

被災状況視察，副知事との

会談

伊東良孝農林水産副大臣 丸森町，亘理町 被災状況視察

月 日
石原宏高環境副大臣

加藤鮎子環境大臣政務官
県庁 知事との会談

月 日 加藤勝信厚生労働大臣 丸森町
被災状況視察，丸森町長と

の会談

月 日 加藤鮎子環境大臣政務官 県庁 副知事との会談

月 日 田中和德復興大臣 女川町 被災状況視察

２月 日 藤木眞也農林水産大臣政務官 丸森町，大郷町 被災状況視察

 

赤羽一嘉国土交通大臣へ

要望書提出

 

第１４節 行幸啓 
天皇皇后両陛下は 月 日に本県を御訪問になられ，仙台空港（名取市・岩沼市）において知事か

ら被害状況の説明を受けられた後，自衛隊のヘリコプターで同空港から丸森町へ移動される際に，上空

から被災状況を御視察された。五福谷地区（丸森町）では河川の氾濫によって大きな被害を受けた様子

を御視察されるとともに，丸森町長から被災状況の説明を受けられた。その後，花田応急仮設住宅（丸

森町）で被災者を見舞われるとともに，災害対応に尽力された関係者を労われた。

御即位後，初めてとなる御来県は，応急仮設住宅に入居されたばかりの被災された方々にとって何よ

りの励ましとなるものであった。

 
被災者を見舞われる天皇皇后両陛下 
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第１５節 政府関係者の視察 
１ 総理の視察

東日本台風に係る安倍晋三総理の本県への視察は，被災状況の確認，知事との会談，被災者激励な

どを目的とし， 月 日， 月 日の計２回実施された。

総理は， 月 日に武田良太防災担当大臣等と福島県内の被災現場を視察した後，宮城県に入り

丸森町を訪問。排水ポンプ場で被災状況を視察し，丸森町長からの要望を受けたほか，町内の避難所

で被災者激励を行った。その後，自衛隊機で上空から大郷町などの被災状況を確認し，陸上自衛隊霞

目駐屯地に移動。知事からの要望を受けたほか，復旧・復興に向けて意見交換を行った。

また， 月 日には，気仙沼市などにおいて東日本大震災からの復興状況を視察した後，赤羽一

嘉国土交通大臣等と大崎市鹿島台において，知事，大崎市長，大郷町長，松島町長立ち会いの下，東

北地方整備局長から台風被害及び復旧状況の報告を受けたほか，復旧業務に当たる東北地方整備局職

員等を激励した。

２ 大臣等の視察等

東日本台風に係る大臣等の視察等のための本県への訪問状況は次のとおり。

＜東日本台風関連 大臣等訪問状況＞

日付 訪問者 訪問場所 視察内容等

月 日 赤羽一嘉国土交通大臣 県庁 知事との会談

月 日
加藤寛治農林水産副大臣 大郷町，大崎市，県庁

被災状況視察，副知事との

会談

伊東良孝農林水産副大臣 丸森町，亘理町 被災状況視察

月 日
石原宏高環境副大臣

加藤鮎子環境大臣政務官
県庁 知事との会談

月 日 加藤勝信厚生労働大臣 丸森町
被災状況視察，丸森町長と

の会談

月 日 加藤鮎子環境大臣政務官 県庁 副知事との会談

月 日 田中和德復興大臣 女川町 被災状況視察

２月 日 藤木眞也農林水産大臣政務官 丸森町，大郷町 被災状況視察

 

赤羽一嘉国土交通大臣へ

要望書提出

 

第１４節 行幸啓 
天皇皇后両陛下は 月 日に本県を御訪問になられ，仙台空港（名取市・岩沼市）において知事か

ら被害状況の説明を受けられた後，自衛隊のヘリコプターで同空港から丸森町へ移動される際に，上空

から被災状況を御視察された。五福谷地区（丸森町）では河川の氾濫によって大きな被害を受けた様子

を御視察されるとともに，丸森町長から被災状況の説明を受けられた。その後，花田応急仮設住宅（丸

森町）で被災者を見舞われるとともに，災害対応に尽力された関係者を労われた。

御即位後，初めてとなる御来県は，応急仮設住宅に入居されたばかりの被災された方々にとって何よ

りの励ましとなるものであった。

 
被災者を見舞われる天皇皇后両陛下 
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整理した内容は、東日本大震災と東日本台風のそれぞれに対して、評価できる点（P）、課題（N）、

記述なしがあることから、以下の 8つのカテゴリーに分類することができる。

① P→P：東日本大震災における評価できる点を今般の対応でも継承できていること

② N→P：東日本大震災において発生した課題を今般の対応で改善できていること、又は東日本

大震災とはハザード・規模の違いによる可能性があるもので今般の対応で改善できたと断言

できないこと

③ →P：東日本台風で新たな評価できる点として挙がったこと、又は東日本大震災とはハザード・

規模が違うことから評価できる点として挙がったこと

④ P→N：東日本大震災では評価できる点であったが東日本台風で課題になってしまったこと、

又は東日本大震災とはハザード・規模の違いによる可能性があるもの

⑤ N→N：東日本大震災において発生した課題を現在も改善することができていないこと

⑥ →N：東日本大震災には見れなかった、東日本台風で新たに課題になったこと

⑦ P→：東日本台風では記述なし（ハザード・規模の違いよる可能性があるもの）

⑧ N→：東日本台風では記述なし（ハザード・規模の違いよる可能性があるもの）

うち、注目すべきは、②N→P（震災対応での課題を改善できたこと）、⑤N→N（震災対応での

課題を改善できていないこと）、⑥→N（今回、新たな課題になったこと）の 3つのカテゴリーで

ある。以下、これらについて述べる。

②N→P：震災対応での課題を改善できたことは情報通信、避難所対応などの分野において、東

日本大震災後に整備した拠点や対応マニュアルをそのまま活用できたことによって「改善」され

ていた事例があった。震災の経験にもとづく、備えや対応の見直しが東日本大震災の発生から約

9年経過した時点でも、その機能が維持されている側面があったことが分かる。なお、東日本台風

の被害規模が東日本大震災ほどの大きさではなく、問題なく対応できた可能性が否定できない業

務内容もあることを注記する。

⑤N→N：震災対応での課題を改善できていないことには、「応援」「受援」に関連するものが見

受けられた。東日本大震災は、全国各地から支援や応援があることに対する宮城県側の受入対応

（受援）に大きな課題を残している。さらには、今般の台風の主な被災地が、東日本大震災で被

災地になった地域と異なったことから、被災市町村側も応援要請のノウハウ・システムが確立さ

れていなかったこともあり、受援や応援における課題が多数発生していたと考えられる。東日本

台風の直前に「宮城県災害時広域受援計画」が策定されていることもあり、県内外の地方自治体

との事前の訓練を期待したい。

⑥→N：新たな課題になったことは、今般のハザードと主な被災地域が東日本大震災と異なるこ

とに起因している内容が目立つ。東日本大震災は、主に津波ハザードによって沿岸部が甚大な被

害を受けた。今般の台風は、大雨ハザードによって内陸部が被災した洪水災害である。大雨の状

況や河川水位に関する情報集約・発信に関する課題、内陸の農地・農業用施設の被害把握や復旧

に関する課題がその例である。このように、東日本台風で新たに課題として浮かび上がったもの

が 4割を超え、割合が最も多い。

第４章 令和元年東日本台風の対応に係る検証総括

東北大学災害科学国際研究所 准教授 佐藤翔輔

東日本台風は、 平成 23（2011）年 3 月に発生した東日本大震災以来初となる、宮城県における

大規模な災害対応を要した災害である。その以前より、宮城県庁内の各部局では、東日本大震災の

経験を踏まえて、所管する災害対応業務の経験継承、検証や改善などを行っている。そこで、本稿

では各部局から挙げられた「評価できる点」と「課題（「課題と今後の方向性」中に記載）」につい

て、宮城県が東日本大震災における対応に対して過去に実施した検証の内容（「東日本大震災－宮城

県の 6 か月間の災害対応とその検証－（平成 24（2012）年 3 月）」、「同 －宮城県の発災 6 か月後

から半年間の災害対応とその検証－（平成 25（2013）年 3 月）」、「同 －宮城県の発災後 1 年間の

災害対応の記録とその検証－（平成 27（2015）年 3 月）」）に照らして、検証の総括を行った。

図 1 に、今般の検証報告における「評価できる点」「課題」として書かれた内容の件数の内訳を

示す。東日本台風の対応においては、評価できる点が多く存在するものの、７割以上が課題にな

った点があることが分かる。表 1 は、本報告で挙げられている評価できる点・課題と、東日本大

震災の検証報告書に見られる評価できる点・課題の対応関係を整理したものである。 

図 1 「評価できる点」と「課題」の内訳

表 1 東日本大震災と東日本台風の対応検証における

「評価できる点」と「課題」の対応関係

評価でき

る点,
307, 47%

課題,
344, 53%

東日本大震災における対応検証

評価できる点
として記述（P）

課題として
記述（N）

記述なし

令和元年
東日本台風
（台風19号）
における
対応検証

評価できる点
として記述（P）

①P→P

3.7％
（24件）

②N→P

11.5％
（75件）

③→P

0.5％
（3件）

課題として
記述（N）

④P→N

0.5％
（3件）

⑤N→N

8.1％
（53件）

⑥→N

44.0％
（287件）

記述なし

⑦P→

31.4％
（205件）

⑧N→

0.3％
（2件）

1

東日本大震災における対応検証

評価できる点
として記述（P）

課題として
記述（N）

記述なし

令和元年
東日本台風
（台風19号）
における
対応検証

評価できる点
として記述（P）

①P→P

4.3％
（28件）

②N→P

11.3％
（74件）

③→P

0.8％
（5件）

課題として
記述（N）

④P→N

0.5％
（3件）

⑤N→N

8.6％
（56件）

⑥→N

43.0％
（281件）

記述なし

⑦P→

31.2％
（204件）

⑧N→

0.3％
（2件）

2

評価できる点,
107,24％

課題,
340,76％
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整理した内容は、東日本大震災と東日本台風のそれぞれに対して、評価できる点（P）、課題（N）、

記述なしがあることから、以下の 8つのカテゴリーに分類することができる。

① P→P：東日本大震災における評価できる点を今般の対応でも継承できていること

② N→P：東日本大震災において発生した課題を今般の対応で改善できていること、又は東日本

大震災とはハザード・規模の違いによる可能性があるもので今般の対応で改善できたと断言

できないこと

③ →P：東日本台風で新たな評価できる点として挙がったこと、又は東日本大震災とはハザード・

規模が違うことから評価できる点として挙がったこと

④ P→N：東日本大震災では評価できる点であったが東日本台風で課題になってしまったこと、

又は東日本大震災とはハザード・規模の違いによる可能性があるもの

⑤ N→N：東日本大震災において発生した課題を現在も改善することができていないこと

⑥ →N：東日本大震災には見れなかった、東日本台風で新たに課題になったこと

⑦ P→：東日本台風では記述なし（ハザード・規模の違いよる可能性があるもの）

⑧ N→：東日本台風では記述なし（ハザード・規模の違いよる可能性があるもの）

うち、注目すべきは、②N→P（震災対応での課題を改善できたこと）、⑤N→N（震災対応での

課題を改善できていないこと）、⑥→N（今回、新たな課題になったこと）の 3つのカテゴリーで

ある。以下、これらについて述べる。

②N→P：震災対応での課題を改善できたことは情報通信、避難所対応などの分野において、東

日本大震災後に整備した拠点や対応マニュアルをそのまま活用できたことによって「改善」され

ていた事例があった。震災の経験にもとづく、備えや対応の見直しが東日本大震災の発生から約

9年経過した時点でも、その機能が維持されている側面があったことが分かる。なお、東日本台風

の被害規模が東日本大震災ほどの大きさではなく、問題なく対応できた可能性が否定できない業

務内容もあることを注記する。

⑤N→N：震災対応での課題を改善できていないことには、「応援」「受援」に関連するものが見

受けられた。東日本大震災は、全国各地から支援や応援があることに対する宮城県側の受入対応

（受援）に大きな課題を残している。さらには、今般の台風の主な被災地が、東日本大震災で被

災地になった地域と異なったことから、被災市町村側も応援要請のノウハウ・システムが確立さ
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害を受けた。今般の台風は、大雨ハザードによって内陸部が被災した洪水災害である。大雨の状

況や河川水位に関する情報集約・発信に関する課題、内陸の農地・農業用施設の被害把握や復旧
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が 4割を超え、割合が最も多い。
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大規模な災害対応を要した災害である。その以前より、宮城県庁内の各部局では、東日本大震災の
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図 1 「評価できる点」と「課題」の内訳

表 1 東日本大震災と東日本台風の対応検証における

「評価できる点」と「課題」の対応関係

評価でき
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課題,
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評価できる点
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令和元年
東日本台風
（台風19号）
における
対応検証

評価できる点
として記述（P）

①P→P

3.7％
（24件）

②N→P

11.5％
（75件）

③→P

0.5％
（3件）

課題として
記述（N）

④P→N

0.5％
（3件）

⑤N→N

8.1％
（53件）

⑥→N

44.0％
（287件）

記述なし

⑦P→

31.4％
（205件）

⑧N→

0.3％
（2件）
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別途庁内で実施している「東日本大震災からの復旧・復興の取組に係る 10年間の総括検証」事

業がある。同事業においては、東日本大震災における対応を経験した職員から、当該業務を担当

している現担当職員が当時の体験談を聞き取る活動も行われている。話を聞いた現担当職員から、

以下のような振り返り例がある。

• 「（応急給水に対する体験談を聞いて）これは直近の令和元年 19 号台風の時も全く同じ状

況であり、今回の反省をしっかり引き継ぐことが必要と感じた。」

• 「今回の台風でも遺児が出ているかもしれない。その子どもに対して何ができるかすぐに

検討するべきだった。」

• 「（聞いた話を踏まえて）令和元年度台風 19 号で被害を受けた市町村への対応において、

早速役立った。」

このことは、（1）東日本大震災の対応経験がシステムやマニュアル等などの形式知に反映され

ているものは部分的なものであること（継承できていることは、すべてではないということ）、（2）

そのような形式知に埋め込むことが難しい暗黙知としての東日本大震災における経験の知恵が存

在すること、（3）その知恵が東日本台風発生前にまでに現職担当職員に継承されていなかったも

のがあること、を示している。

ここまでの整理を踏まえて、次のことを提言する。

1）東日本大震災に発生していた課題が、現在も改善されていないものが存在する（⑤N→N）。東

日本大震災における事例、東日本台風における事例の双方を包括的に検証し、早急に具体的な

改善策を立案する必要がある。

2）東日本大震災のような大規模災害を経験した宮城県であっても、当時は経験していない災害

対応業務が存在していた（⑥→N）。東日本大震災の対応検証と今般の東日本台風の対応検証

を体系化することで、マルチハザードかつ多様な被災規模に対応した災害対応マニュアルを

各部局で作成する必要がある。

3）異動に伴う業務の引き継ぎにおいては、直前の担当者からの引き継ぎのみならず、「東日本大

震災のときの担当者」「東日本台風の担当者」からの直接的に又は間接的に体験を聞く仕組み

を構築する必要がある。さらに、その後発生する災害での経験も含めて、対話の中で継続的に

継承していく仕組みが必要である。

以上
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